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令
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。
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総
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（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
に
お
い
て
「
銀
行
」
、
「
銀
行
業
」
、

「
定
期
積
金
」
、
「
定
期
積
金
等
」
、
「
預
金
者
等
」
、
「
総

株
主
等
の
議
決
権
」
、
「
株
式
等
」
、
「
子
会
社
」
、
「
主

要
株
主
基
準
値
」
、
「
銀
行
主
要
株
主
」
、
「
持
株
会

社
」
、
「
銀
行
持
株
会
社
」
、
「
銀
行
代
理
業
」
、
「
銀
行

代
理
業
者
」
、
「
所
属
銀
行
」
、
「
電
子
決
済
等
取
扱

業
」
、
「
電
子
決
済
等
関
連
預
金
媒
介
業
務
」
、
「
電
子
決

済
等
取
扱
業
者
」
、
「
外
国
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
」
、

「
認
定
電
子
決
済
等
取
扱
事
業
者
協
会
」
、
「
電
子
決
済

等
代
行
業
」
、
「
電
子
決
済
等
代
行
業
者
」
、
「
認
定
電
子

決
済
等
代
行
事
業
者
協
会
」
、
「
指
定
紛
争
解
決
機
関
」

、
「
銀
行
業
務
」
、
「
電
子
決
済
等
取
扱
業
務
」
、
「
銀
行

業
務
等
」
、
「
苦
情
処
理
手
続
」
、
「
紛
争
解
決
手
続
」
、

「
紛
争
解
決
等
業
務
」
、
「
紛
争
解
決
等
業
務
の
種
別
」

又
は
「
手
続
実
施
基
本
契
約
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
銀
行

法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
銀
行
、
銀
行
業
、
定

期
積
金
、
定
期
積
金
等
、
預
金
者
等
、
総
株
主
等
の
議

決
権
、
株
式
等
、
子
会
社
、
主
要
株
主
基
準
値
、
銀
行

主
要
株
主
、
持
株
会
社
、
銀
行
持
株
会
社
、
銀
行
代
理

業
、
銀
行
代
理
業
者
、
所
属
銀
行
、
電
子
決
済
等
取
扱

業
、
電
子
決
済
等
関
連
預
金
媒
介
業
務
、
電
子
決
済
等

取
扱
業
者
、
外
国
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
、
認
定
電
子

決
済
等
取
扱
事
業
者
協
会
、
電
子
決
済
等
代
行
業
、
電

子
決
済
等
代
行
業
者
、
認
定
電
子
決
済
等
代
行
事
業
者

協
会
、
指
定
紛
争
解
決
機
関
、
銀
行
業
務
、
電
子
決
済

等
取
扱
業
務
、
銀
行
業
務
等
、
苦
情
処
理
手
続
、
紛
争

解
決
手
続
、
紛
争
解
決
等
業
務
、
紛
争
解
決
等
業
務
の

種
別
又
は
手
続
実
施
基
本
契
約
を
い
う
。

（
会
社
の
財
務
及
び
営
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重

要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
事
実
が
存
在

す
る
も
の
と
さ
れ
る
要
件
）

第
一
条
の
二
　
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
要
件
は
、
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び

作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
大
蔵
省
令

第
五
十
九
号
。
以
下
「
財
務
諸
表
等
規
則
」
と
い
う
。
）

第
八
条
第
六
項
第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
要
件

と
す
る
。

（
会
社
又
は
議
決
権
の
保
有
者
が
保
有
す
る
議
決
権
に

含
め
な
い
議
決
権
）

第
一
条
の
三
　
法
第
二
条
第
十
一
項
（
法
第
三
条
の
二
第

二
項
、
第
十
六
条
の
四
第
九
項
、
第
五
十
二
条
の
二
の

十
一
第
二
項
、
第
五
十
二
条
の
三
第
五
項
、
第
五
十
二

条
の
四
第
四
項
、
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
九
項
及
び

第
五
十
三
条
第
七
項
並
び
に
銀
行
法
施
行
令
（
昭
和
五

十
七
年
政
令
第
四
十
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第

四
条
第
四
項
並
び
に
第
十
七
条
の
二
第
十
六
項
、
第
十

七
条
の
三
第
六
項
、
第
十
七
条
の
五
第
十
一
項
、
第
十

七
条
の
五
の
二
第
五
項
、
第
十
七
条
の
七
第
三
項
、
第

十
七
条
の
七
の
三
第
五
項
、
第
二
十
二
条
第
二
項
、
第

二
十
二
条
の
二
第
二
項
、
第
二
十
三
条
第
二
項
、
第
三

十
四
条
の
十
第
六
項
、
第
三
十
四
条
の
十
六
第
十
四

項
、
第
三
十
四
条
の
十
九
第
十
一
項
、
第
三
十
四
条
の

十
九
の
二
第
五
項
、
第
三
十
四
条
の
二
十
一
第
三
項
、

第
三
十
四
条
の
二
十
三
の
二
第
五
項
、
第
三
十
四
条
の

二
十
八
の
三
第
二
項
、
第
三
十
四
条
の
二
十
九
第
三

項
、
第
三
十
四
条
の
三
十
第
三
項
、
第
三
十
四
条
の
三

十
一
第
三
項
及
び
第
三
十
五
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規

定
に
よ
り
、
会
社
又
は
議
決
権
の
保
有
者
が
保
有
す
る

議
決
権
に
含
ま
な
い
も
の
と
さ
れ
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
議
決
権
は
、
次
に
掲
げ
る
株
式
等
に
係
る
議
決
権

（
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
議
決
権
を
い
う
。
第

二
号
、
次
項
、
第
一
条
の
五
か
ら
第
一
条
の
八
ま
で
、

第
三
条
、
第
三
章
、
第
五
章
、
第
八
章
（
第
三
十
四
条

の
二
十
六
を
除
く
。
）
、
第
八
章
の
三
、
第
八
章
の
五
及

び
第
九
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
。

一
　
有
価
証
券
関
連
業
（
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二

十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
十
八
条
第
八
項
に

規
定
す
る
有
価
証
券
関
連
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
営
む
金
融
商
品
取
引
業
者
（
同
法
第
二
条
第
九
項

に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
及
び
外
国
の
会
社
が
業
務
と
し
て
所
有
す
る

株
式
等

二
　
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
六
条
の
規
定

に
よ
り
元
本
の
補
塡
又
は
利
益
の
補
足
の
契
約
を
し

て
い
る
金
銭
信
託
以
外
の
信
託
に
係
る
信
託
財
産
で

あ
る
株
式
等
（
当
該
株
式
等
に
係
る
議
決
権
に
つ
い

て
、
委
託
者
又
は
受
益
者
が
行
使
し
、
又
は
そ
の
行

使
に
つ
い
て
当
該
議
決
権
の
保
有
者
に
指
図
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
も
の
を
除
く
。
）

三
　
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規

定
す
る
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
（
以
下
「
投
資
事

業
有
限
責
任
組
合
」
と
い
う
。
）
の
有
限
責
任
組
合

員
と
な
り
、
組
合
財
産
と
し
て
取
得
し
、
又
は
所
有

す
る
株
式
等
（
有
限
責
任
組
合
員
が
議
決
権
を
行
使

す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
及
び
議
決
権
の
行
使
に
つ

い
て
有
限
責
任
組
合
員
が
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合

の
無
限
責
任
組
合
員
に
指
図
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

場
合
を
除
く
。
）

四
　
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
六

百
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
契
約
で
会
社

に
対
す
る
投
資
事
業
を
営
む
こ
と
を
約
す
る
も
の
に

よ
つ
て
成
立
す
る
組
合
（
一
人
又
は
数
人
の
組
合
員

に
そ
の
業
務
の
執
行
を
委
任
し
て
い
る
も
の
に
限

る
。
）
の
組
合
員
（
業
務
の
執
行
を
委
任
さ
れ
た
者

を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
非
業
務
執
行
組

合
員
」
と
い
う
。
）
と
な
り
、
組
合
財
産
と
し
て
取

得
し
、
又
は
所
有
す
る
株
式
等
（
非
業
務
執
行
組
合

員
が
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
及
び

1



議
決
権
の
行
使
に
つ
い
て
非
業
務
執
行
組
合
員
が
業

務
の
執
行
を
委
任
さ
れ
た
者
に
指
図
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
場
合
を
除
く
。
）

五
　
前
二
号
に
準
ず
る
株
式
等
で
、
金
融
庁
長
官
の
承

認
を
受
け
た
も
の

２
　
法
第
二
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
信
託
財
産
で

あ
る
株
式
等
に
係
る
議
決
権
で
、
会
社
又
は
当
該
議
決

権
の
保
有
者
が
委
託
者
若
し
く
は
受
益
者
と
し
て
行
使

し
、
又
は
そ
の
行
使
に
つ
い
て
指
図
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
も
の
か
ら
除
か
れ
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
議
決
権

は
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ

り
当
該
会
社
が
投
資
信
託
委
託
会
社
（
同
法
第
二
条
第

十
一
項
に
規
定
す
る
投
資
信
託
委
託
会
社
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
と
し
て
そ
の
行
使
に
つ
い
て
指
図
を
行
う

株
式
等
に
係
る
議
決
権
及
び
同
法
第
十
条
の
規
定
に
相

当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
会
社
が
同
法

に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
投
資
信
託
委

託
会
社
に
相
当
す
る
者
と
し
て
そ
の
行
使
に
つ
い
て
指

図
を
行
う
株
式
等
に
係
る
議
決
権
と
す
る
。

３
　
銀
行
は
、
第
一
項
第
五
号
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
理
由
書
を
添
付
し
て
金
融

庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請

が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
株
式
等
に
つ
い

て
、
当
該
申
請
を
し
た
銀
行
が
議
決
権
を
行
使
し
、
又

は
そ
の
行
使
に
つ
い
て
指
図
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い

も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

（
総
資
産
の
額
等
）

第
一
条
の
三
の
二
　
法
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
る
資
産
の
合
計
金
額
は
、

会
社
の

終
の
貸
借
対
照
表
（
当
該
会
社
の
設
立
後

初
の
事
業
年
度
が
終
了
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
会
社
の
成
立
の
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
）

に
よ
る
資
産
の
合
計
金
額
と
し
、
当
該
貸
借
対
照
表
に

係
る
事
業
年
度
終
了
の
日
（
当
該
会
社
の
設
立
後

初

の
事
業
年
度
が
終
了
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、

当
該
会
社
の
成
立
の
日
）
後
に
お
い
て
会
社
法
（
平
成

十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
百
九
十
九
条
第
一
項
に

規
定
す
る
募
集
株
式
の
発
行
、
新
株
予
約
権
の
行
使
に

よ
る
株
式
の
交
付
、
社
債
の
発
行
、
株
式
交
換
、
株
式

交
付
、
合
併
、
会
社
分
割
、
事
業
の
譲
受
け
、
事
業
の

譲
渡
そ
の
他
当
該
会
社
の
資
産
に
重
要
な
変
更
が
あ
つ

た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
に
よ
る
総
資
産
の
額
の
変
動
を

加
え
、
又
は
除
い
た
額
と
す
る
。

２
　
法
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
資
産
は
、
銀
行
持
株
会
社
（
金
融
庁
長
官
が
指
定
す

る
も
の
に
限
る
。
）
の
子
会
社
（
金
融
庁
長
官
が
指
定

す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
対
す
る
貸
付
金
そ
の
他
金
融

庁
長
官
が
定
め
る
資
産
と
す
る
。

３
　
法
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
額
は
、
会
社
が
会
社
法
第

四
百
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た

終

の
事
業
年
度
に
係
る
計
算
書
類
の
附
属
明
細
書
に
別
紙

様
式
第
十
五
号
に
基
づ
き
記
載
さ
れ
た
前
項
に
規
定
す

る
資
産
の
合
計
金
額
（
当
該
会
社
の
設
立
後

初
の
事

業
年
度
が
終
了
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該

会
社
の
成
立
時
の
貸
借
対
照
表
に
記
載
さ
れ
た
前
項
に

規
定
す
る
資
産
の
合
計
金
額
）
と
す
る
。

（
電
子
決
済
等
代
行
業
に
該
当
し
な
い
行
為
）

第
一
条
の
三
の
三
　
法
第
二
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る

内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る

行
為
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
預
金
者
（
同
号
に
規
定
す
る
預
金
者
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
、
次
条
、
第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
九
第
三

項
第
一
号
及
び
第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
十
一
に
お
い

て
同
じ
。
）
か
ら
当
該
預
金
者
に
係
る
識
別
符
号
等

（
銀
行
が
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
利
用
し
て
行
う
役

務
の
提
供
に
際
し
、
そ
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
を

他
の
者
と
区
別
し
て
識
別
す
る
た
め
に
用
い
る
符
号
そ

の
他
の
情
報
を
い
う
。
第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
九
第

四
項
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
取
得
し
て
行
う
も

の
を
除
く
。

一
　
預
金
者
に
よ
る
特
定
の
者
に
対
す
る
定
期
的
な
支

払
を
目
的
と
し
て
行
う
行
為

二
　
預
金
者
に
よ
る
当
該
預
金
者
に
対
す
る
送
金
を
目

的
と
し
て
行
う
行
為

三
　
預
金
者
に
よ
る
国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政

法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
、
国
立
大
学

法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
、
同
条
第
三
項

に
規
定
す
る
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
又
は
地
方
独

立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
に

対
す
る
支
払
を
目
的
と
し
て
行
う
行
為

四
　
預
金
者
に
よ
る
商
品
の
売
買
契
約
又
は
役
務
の
提

供
に
係
る
契
約
の
相
手
方
に
対
す
る
こ
れ
ら
の
契
約

に
係
る
債
務
の
履
行
の
み
を
目
的
と
し
て
、
当
該
相

手
方
又
は
当
該
契
約
の
締
結
の
媒
介
（
当
該
履
行
に

係
る
為
替
取
引
を
行
う
こ
と
の
指
図
（
当
該
指
図
の

内
容
の
み
を
含
む
。
）
の
伝
達
に
よ
り
行
う
媒
介
を

除
く
。
）
を
業
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
相
手
方
等
」
と
い
う
。
）
が
当
該
契
約
に
基
づ
く
取

引
に
付
随
し
て
行
う
行
為
で
あ
つ
て
、
当
該
行
為
に

先
立
つ
て
、
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
の
銀
行

と
当
該
相
手
方
等
と
の
間
で
当
該
履
行
に
用
い
る
方

法
に
係
る
契
約
を
締
結
し
て
い
る
も
の

（
電
子
決
済
等
代
行
業
に
該
当
す
る
方
法
）

第
一
条
の
三
の
四
　
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
に
規

定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
預
金
者
の
使
用

に
係
る
電
子
機
器
の
映
像
面
に
当
該
預
金
者
が
同
号
の

銀
行
に
開
設
し
て
い
る
口
座
に
係
る
資
金
を
移
動
さ
せ

る
為
替
取
引
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
当
該
銀
行
に
対
す

る
指
図
を
行
う
た
め
の
画
像
を
表
示
さ
せ
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
、
当
該
為
替
取
引
の
相
手
方
及
び
金
額
に
係

る
情
報
を
当
該
銀
行
に
対
し
て
伝
達
す
る
方
法
と
す

る
。

（
法
人
に
準
ず
る
も
の
）

第
一
条
の
四
　
法
第
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

る
法
人
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

の
は
、
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で
代
表
者
又
は
管

理
人
の
定
め
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
計
算
書
類
等
に
係
る
連
結
の
方
法
等
）

第
一
条
の
五
　
法
第
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
連
結
し
て
そ
の

計
算
書
類
そ
の
他
の
書
類
を
作
成
す
る
も
の
と
さ
れ
る

会
社
は
、
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方

法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
蔵
省
令
第
二
十

八
号
。
以
下
「
連
結
財
務
諸
表
規
則
」
と
い
う
。
）
第

二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
と

す
る
。

２
　
法
第
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
数
は
、
当
該

会
社
の
保
有
す
る
当
該
銀
行
の
特
定
議
決
権
（
法
第
二

条
第
六
項
に
規
定
す
る
議
決
権
か
ら
会
社
法
第
八
百
七

十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
議
決
権
を
有
す
る
も
の

と
み
な
さ
れ
る
株
式
に
つ
い
て
の
議
決
権
を
除
い
た
も

の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
に
、

そ
の
連
結
す
る
会
社
等
（
同
号
に
規
定
す
る
会
社
等
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
一
条
の
七
ま
で
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従

い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
当
該
銀
行
の
特
定

議
決
権
の
数
を
合
算
し
た
数
に
係
る
特
定
議
決
権
比
率

（
そ
の
保
有
す
る
一
の
銀
行
の
特
定
議
決
権
の
数
を
当

該
銀
行
の
総
株
主
の
特
定
議
決
権
の
数
で
除
し
て
得
た

数
を
い
う
。
）
を
当
該
銀
行
の
総
株
主
の
議
決
権
の
数

に
乗
じ
て
得
た
数
と
す
る
。

一
　
当
該
会
社
の
子
会
社
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条

第
三
項
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
）
　
そ
の
保
有

す
る
当
該
銀
行
の
特
定
議
決
権
の
数

二
　
当
該
銀
行
に
係
る
議
決
権
の
行
使
に
つ
い
て
財
務

諸
表
等
規
則
第
八
条
第
六
項
第
三
号
に
規
定
す
る
認

め
ら
れ
る
者
及
び
同
意
し
て
い
る
者
と
な
る
者
　
そ

の
保
有
す
る
当
該
銀
行
の
特
定
議
決
権
の
数

三
　
当
該
会
社
の
関
連
会
社
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
八

条
第
五
項
に
規
定
す
る
関
連
会
社
を
い
う
。
）
（
前
号

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
　
当
該
関
連
会
社
の
純
資
産

の
う
ち
当
該
会
社
に
帰
属
す
る
部
分
の
当
該
純
資
産

に
対
す
る
割
合
を
当
該
関
連
会
社
の
保
有
す
る
当
該

銀
行
の
特
定
議
決
権
の
数
に
乗
じ
て
得
た
数

（
密
接
な
関
係
を
有
す
る
会
社
等
）

第
一
条
の
六
　
法
第
三
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
等
は
、
次
に
掲
げ
る
会
社

等
と
す
る
。

一
　
当
該
会
社
等
が
他
の
会
社
等
の
総
株
主
又
は
総
出

資
者
の
議
決
権
の
過
半
数
を
保
有
し
て
い
る
場
合
に

お
け
る
当
該
他
の
会
社
等

二
　
他
の
会
社
等
が
当
該
会
社
等
の
総
株
主
又
は
総
出

資
者
の
議
決
権
の
過
半
数
を
保
有
し
て
い
る
場
合
に

お
け
る
当
該
他
の
会
社
等

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
他
の
会
社
等
に
よ
つ
て
そ

の
総
株
主
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
の
過
半
数
を
保
有

さ
れ
て
い
る
会
社
等
が
保
有
す
る
議
決
権
は
、
当
該
他

の
会
社
等
が
保
有
す
る
議
決
権
と
み
な
す
。

３
　
前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
会
社
等
又
は
他
の
会
社

等
が
保
有
す
る
議
決
権
に
は
、
社
債
、
株
式
等
の
振
替

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第

百
四
十
七
条
第
一
項
又
は
第
百
四
十
八
条
第
一
項
（
こ

れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
、
第
二

百
三
十
五
条
第
一
項
、
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
百
七
十
六
条
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り

発
行
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
又
は
出
資

に
係
る
議
決
権
を
含
む
も
の
と
す
る
。

（
連
結
基
準
対
象
会
社
等
に
準
ず
る
者
）

第
一
条
の
七
　
法
第
三
条
の
二
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
及
び
内
閣
府
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

者
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
数
と
す
る
。

一
　
銀
行
持
株
会
社
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の

議
決
権
の
保
有
者
（
法
第
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
者
を
含
み
、
同
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま

で
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
　
そ
の
保
有
す
る
当
該
銀

行
持
株
会
社
の
議
決
権
の
数
を
当
該
銀
行
持
株
会
社

の
総
株
主
の
議
決
権
の
数
で
除
し
て
得
た
数
に
当
該

銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
銀
行
の
総
株
主
の

議
決
権
の
数
を
乗
じ
て
得
た
数
又
は
当
該
者
、
当
該
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銀
行
持
株
会
社
及
び
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社

等
（
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
子
会
社

等
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
保
有
す
る

当
該
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
銀
行
の
議
決

権
の
数
を
合
算
し
て
得
た
数
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な

い
数

二
　
法
第
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で

の
規
定
中
「
銀
行
」
を
「
銀
行
持
株
会
社
」
と
読
み

替
え
て
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
な
ら
ば
当
該
各
号
に

掲
げ
る
者
と
な
る
者
（
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
及
び

前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
　
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

に
定
め
る
議
決
権
の
数
を
当
該
議
決
権
に
係
る
株
式

を
発
行
し
た
銀
行
持
株
会
社
の
総
株
主
の
議
決
権
の

数
で
除
し
て
得
た
数
に
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
子
会

社
で
あ
る
銀
行
の
総
株
主
の
議
決
権
の
数
を
乗
じ
て

得
た
数
又
は
当
該
者
、
当
該
者
の
連
結
す
る
会
社

等
、
当
該
者
に
係
る
会
社
等
集
団
（
同
項
第
三
号
に

規
定
す
る
会
社
等
集
団
を
い
う
。
）
に
属
す
る
会
社

等
、
当
該
者
の
合
算
議
決
権
数
（
同
項
第
五
号
に
規

定
す
る
合
算
議
決
権
数
を
い
う
。
）
を
計
算
す
る
場

合
に
お
い
て
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
を
合
算
若
し
く

は
加
算
す
る
会
社
等
若
し
く
は
個
人
若
し
く
は
当
該

者
の
共
同
保
有
者
（
同
項
第
六
号
に
規
定
す
る
共
同

保
有
者
を
い
う
。
第
三
十
四
条
の
五
に
お
い
て
同

じ
。
）
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
当
該
銀
行
持
株
会

社
の
子
会
社
等
が
保
有
す
る
当
該
銀
行
持
株
会
社
の

子
会
社
で
あ
る
銀
行
の
議
決
権
の
数
を
そ
れ
ぞ
れ
合

算
し
て
得
た
数
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い
数

（
営
業
の
免
許
の
申
請
等
）

第
一
条
の
八
　
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
の

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
株
式
会
社
は
、
免
許
申
請
書

に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
を
経
由

し
て
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
株
式
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
定
款

ロ
　
会
社
の
登
記
事
項
証
明
書

ハ
　
創
立
総
会
の
議
事
録
（
会
社
法
第
八
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
創
立
総
会
の
決
議
が
あ
つ
た

も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
場
合
に
該

当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
。
以
下
同
じ
。
）
（
当

該
株
式
会
社
が
株
式
移
転
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
場

合
又
は
会
社
分
割
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
場
合
に

は
、
こ
れ
に
関
す
る
株
主
総
会
の
議
事
録
（
会
社

法
第
三
百
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
株
主
総

会
の
決
議
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に

は
、
当
該
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書

面
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
つ

た
こ
と
を
証
す
る
書
面
）

ニ
　
事
業
開
始
後
三
事
業
年
度
に
お
け
る
収
支
及
び

自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
等
の
見
込
み
を
記
載
し

た
書
面

ホ
　
取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会

社
に
あ
つ
て
は
取
締
役
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会

社
に
あ
つ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
）
の
履
歴
書

ヘ
　
会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
、
会
計
参
与

の
履
歴
書
（
会
計
参
与
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、

当
該
会
計
参
与
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
及
び
そ

の
職
務
を
行
う
べ
き
社
員
の
履
歴
書
。
以
下
同

じ
。
）

ト
　
会
計
監
査
人
の
履
歴
書
（
会
計
監
査
人
が
法
人

で
あ
る
と
き
は
、
当
該
会
計
監
査
人
の
沿
革
を
記

載
し
た
書
面
及
び
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
社
員
の

履
歴
書
。
以
下
同
じ
。
）

チ
　
株
主
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
国
籍
及
び
職

業
（
株
主
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の

所
在
地
及
び
営
ん
で
い
る
事
業
の
内
容
）
並
び
に

そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
面

リ
　
営
業
所
の
位
置
を
記
載
し
た
書
面

ヌ
　

近
の
日
計
表
そ
の
他
の

近
に
お
け
る
財
産

及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ル
　
銀
行
の
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す

る
従
業
員
の
確
保
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
株
式
会
社
が
子
会
社
等
（
法
第
十
三
条
第
二

項
前
段
に
規
定
す
る
子
会
社
等
又
は
法
第
十
四
条
の

二
第
二
号
に
規
定
す
る
子
会
社
等
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
、
ホ
及
び
第
三
項
第
三

号
を
除
き
、
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る

場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
当
該
子
会
社
等
の
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又

は
事
務
所
の
位
置
を
記
載
し
た
書
面

ロ
　
当
該
子
会
社
等
の
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た

書
面

ハ
　
当
該
子
会
社
等
の

終
の
貸
借
対
照
表
（
関
連

す
る
注
記
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
損
益
計
算
書

（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
株
主

資
本
等
変
動
計
算
書
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
の
当
該
子
会
社
等
の

近

に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
書
面

ニ
　
当
該
子
会
社
等
の
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る

と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
）

の
役
職
名
及
び
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
面

ホ
　
当
該
株
式
会
社
の
事
業
開
始
後
三
事
業
年
度
に

お
け
る
当
該
株
式
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
法

第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を

い
う
。
第
三
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
収

支
及
び
連
結
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
等
の
見
込

み
を
記
載
し
た
書
面

四
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
法
第
四
条
第
二
項

及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考

と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
銀
行
以
外
の
株
式
会
社
が
従
前
の
目
的
を
変
更
し
て

銀
行
業
を
営
む
た
め
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

営
業
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
項
各
号

に
掲
げ
る
書
面
（
同
項
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
書
面
を
除

く
。
）
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
免
許
申
請
書
に

添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
株
主
総
会
の
議
事
録

二
　
従
前
の
定
款
及
び
免
許
申
請
の
際
に
現
に
存
す
る

取
引
の
性
質
を
明
ら
か
に
し
た
書
面

三
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資

本
等
変
動
計
算
書

３
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の

申
請
に
係
る
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を

す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
配
慮
す
る
も
の
と

す
る
。

一
　
銀
行
業
の
免
許
を
申
請
し
た
者
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
の
資
本
金
の
額
が

令
第
三
条
に
規
定
す
る
額
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ

の
営
も
う
と
す
る
銀
行
の
業
務
を
健
全
か
つ
効
率
的

に
遂
行
す
る
に
足
り
る
額
で
あ
る
こ
と
。

二
　
事
業
開
始
後
三
事
業
年
度
を
経
過
す
る
日
ま
で
の

間
に
申
請
者
の
一
の
事
業
年
度
に
お
け
る
当
期
利
益

が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

三
　
申
請
者
並
び
に
申
請
者
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
自

己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
事
業
開
始
後
三
事
業
年
度

を
経
過
す
る
ま
で
に
適
当
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ

る
こ
と
。

四
　
銀
行
の
業
務
に
関
す
る
十
分
な
知
識
及
び
経
験
を

有
す
る
取
締
役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
若

し
く
は
会
計
監
査
人
又
は
従
業
員
の
確
保
の
状
況
、

銀
行
の
経
営
管
理
に
係
る
体
制
等
に
照
ら
し
、
申
請

者
が
銀
行
の
業
務
を
的
確
、
公
正
か
つ
効
率
的
に
遂

行
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
十
分
な
社
会
的
な
信

用
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

五
　
銀
行
の
業
務
の
内
容
及
び
方
法
が
預
金
者
等
の
保

護
そ
の
他
の
信
用
秩
序
の
維
持
の
観
点
か
ら
適
当
で

あ
る
こ
と
。

（
営
業
の
免
許
の
予
備
審
査
）

第
二
条
　
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
の
免
許

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

準
じ
た
書
面
を
金
融
庁
長
官
を
経
由
し
て
内
閣
総
理
大

臣
に
提
出
し
て
予
備
審
査
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
外
国
銀
行
に
係
る
特
殊
関
係
者
）

第
三
条
　
令
第
一
条
の
二
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
　
外
国
の
法
令
に
準
拠
し
て
外
国
に
お
い
て
銀
行
業

を
営
む
者
（
法
第
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
銀
行
等

を
除
く
。
第
十
条
の
二
第
一
項
を
除
き
、
以
下
「
外

国
銀
行
」
と
い
う
。
）
又
は
当
該
外
国
銀
行
に
係
る

令
第
一
条
の
二
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る

者
が
銀
行
業
の
免
許
を
申
請
し
た
者
の
議
決
権
の
一

部
を
保
有
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
外
国
銀
行

又
は
当
該
外
国
銀
行
に
係
る
令
第
一
条
の
二
第
一
号

か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
主
た
る
営
業
所
の

所
在
地
を
同
一
の
国
と
す
る
者
で
、
当
該
銀
行
業
の

免
許
を
申
請
し
た
者
の
議
決
権
の
一
部
を
保
有
し
て

い
る
も
の

二
　
銀
行
が
支
店
の
設
置
又
は
銀
行
業
を
営
む
た
め
の

会
社
の
設
立
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
国
に
主
た
る

営
業
所
を
設
け
て
い
る
二
以
上
の
者
（
そ
の
い
ず
れ

の
者
も
外
国
銀
行
の
発
行
済
株
式
の
総
数
又
は
出
資

の
総
額
（
以
下
「
発
行
済
株
式
等
」
と
い
う
。
）
の

百
分
の
五
を
超
え
る
数
又
は
額
の
株
式
等
を
保
有
し

て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
合
計
し
て
外
国
銀

行
の
発
行
済
株
式
等
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数
又

は
額
の
株
式
等
が
保
有
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る

当
該
二
以
上
の
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

（
法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
総
株
主
の
議
決
権
に

乗
じ
る
率
）

第
四
条
　
法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
率
は
、
百
分
の
五
十
と
す
る
。

（
銀
行
等
に
含
ま
れ
る
金
融
機
関
）

第
四
条
の
二
　
法
第
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
金
融
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫

二
　
信
用
金
庫
連
合
会

三
　
農
林
中
央
金
庫

（
資
本
金
の
額
の
減
少
の
認
可
の
申
請
）

第
五
条
　
銀
行
は
、
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資

本
金
の
額
の
減
少
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金

融
庁
長
官
、
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
（
以
下

「
金
融
庁
長
官
等
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
資
本
金
の
額
の
減
少
の
方
法
を
記
載
し
た
書
面

3



三
　
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
つ

た
こ
と
を
証
す
る
書
面

四
　

近
の
日
計
表

五
　
会
社
法
第
四
百
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

公
告
及
び
催
告
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告

を
官
報
の
ほ
か
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日

刊
新
聞
紙
又
は
電
子
公
告
に
よ
つ
て
し
た
場
合
に
あ

つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
方
法
に
よ
る
公
告
）
を
し
た
こ

と
並
び
に
異
議
を
述
べ
た
債
権
者
が
あ
る
と
き
は
、

当
該
債
権
者
に
対
し
弁
済
し
若
し
く
は
相
当
の
担
保

を
提
供
し
若
し
く
は
当
該
債
権
者
に
弁
済
を
受
け
さ

せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
相
当
の
財
産
を
信
託
し
た

こ
と
又
は
当
該
資
本
金
の
額
の
減
少
を
し
て
も
当
該

債
権
者
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
証
す
る

書
面

六
　
株
券
発
行
会
社
が
株
式
の
併
合
を
す
る
場
合
に

は
、
会
社
法
第
二
百
十
九
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
当
該
株

式
の
全
部
に
つ
い
て
株
券
を
発
行
し
て
い
な
い
こ
と

を
証
す
る
書
面

（
商
号
変
更
の
認
可
の
申
請
等
）

第
六
条
　
銀
行
は
、
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
商

号
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申

請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
等

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
株
主
総
会
の
議
事
録

２
　
金
融
庁
長
官
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申

請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
商
号
が
他
の

銀
行
の
商
号
と
同
一
又
は
類
似
の
商
号
で
な
い
か
ど
う

か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

（
取
締
役
等
の
兼
職
の
認
可
の
申
請
等
）

第
七
条
　
銀
行
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
（
指
名
委
員

会
等
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
、
執
行
役
。
次
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
は
、
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

他
の
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
こ
と
に
つ
い
て
認
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ

る
書
面
を
添
付
し
、
当
該
銀
行
を
経
由
し
て
金
融
庁
長

官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
履
歴
書

三
　
銀
行
及
び
当
該
他
の
会
社
に
お
け
る
常
務
の
処
理

方
法
を
記
載
し
た
書
面

四
　
銀
行
と
当
該
他
の
会
社
と
の
取
引
そ
の
他
の
関
係

を
記
載
し
た
書
面

五
　
当
該
他
の
会
社
の
定
款
、

終
の
事
業
報
告
、
貸

借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計

算
書
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
面
を
含
む
。
）
そ
の
他

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
書
面

２
　
金
融
庁
長
官
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申

請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
取
締
役
が
銀

行
の
常
務
に
従
事
す
る
こ
と
に
対
し
、
当
該
申
請
に
係

る
兼
職
を
行
う
こ
と
が
何
ら
の
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

の
な
い
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す

る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
銀
行
に
対
す
る
認
可
申
請
書

又
は
当
該
認
可
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
書
面
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
認
可
申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
の
提

出
に
つ
い
て
は
、
当
該
認
可
申
請
書
等
が
電
磁
的
記
録

（
法
第
二
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
で
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

電
磁
的
方
法
（
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
も
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

（
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
を
適
正
に
執
行
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
者
）

第
七
条
の
二
　
法
第
七
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
の

た
め
職
務
を
適
正
に
執
行
す
る
に
当
た
つ
て
必
要
な
認

知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き

な
い
者
と
す
る
。

（
営
業
所
等
の
定
義
等
）

第
八
条
　
法
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
営

業
所
と
は
、
銀
行
が
法
第
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
営
む
施
設
又
は
設
備
（
携
帯

型
の
設
備
及
び
銀
行
以
外
の
者
が
占
有
し
又
は
管
理
す

る
設
備
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。

２
　
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
本
店
と
は
、
銀
行
の

業
務
を
統
括
す
る
施
設
で
あ
つ
て
、
本
店
と
し
て
登
記

が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。

３
　
法
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
支
店
と

は
、
営
業
所
の
う
ち
本
店
に
従
属
し
、
当
該
営
業
所
の

名
に
お
い
て
、
か
つ
、
そ
の
計
算
に
お
い
て
、
銀
行
の

業
務
を
営
む
施
設
を
い
う
。

４
　
法
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
種
類
の

変
更
と
は
、
銀
行
の
本
店
（
第
二
項
に
規
定
す
る
本
店

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
支
店
（
前
項
に
規
定
す

る
支
店
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
営
業
所
（
以

下
「
出
張
所
」
と
い
う
。
）
か
ら
支
店
へ
並
び
に
支
店

か
ら
出
張
所
へ
の
変
更
を
い
う
。

（
営
業
所
等
の
設
置
等
の
届
出
等
）

第
九
条
　
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
営
業
所
（
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
休
日

又
は
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
営
業
時
間
以
外

の
時
間
に
お
い
て
の
み
そ
の
業
務
を
営
む
も
の
に
限

る
。
）
の
設
置
、
位
置
の
変
更
又
は
廃
止
を
す
る
場

合
二
　
出
張
所
（
前
号
に
規
定
す
る
営
業
所
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。
）
の
設
置
、
位
置
の
変
更
又
は
廃
止

を
す
る
場
合

三
　
増
改
築
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
営

業
所
の
位
置
の
変
更
を
す
る
場
合
（
変
更
前
の
位
置

に
復
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
限
る
。
）

四
　
前
号
に
規
定
す
る
位
置
の
変
更
に
係
る
営
業
所
を

変
更
前
の
位
置
に
復
す
る
場
合

２
　
銀
行
は
、
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
所

の
設
置
、
位
置
の
変
更
、
種
類
の
変
更
又
は
廃
止
の
届

出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
理
由
書
そ
の

他
金
融
庁
長
官
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書

面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
外
国
に
お
け
る
営
業
所
の
設
置
等
の
認
可
の
申
請
等
）

第
九
条
の
二
　
銀
行
は
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
外
国
に
お
け
る
営
業
所
の
設
置
、
種
類
の
変
更
又
は

廃
止
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請

書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
認
可
を
受
け
る
事
項
が
株
主
総
会
又
は
取
締
役
会

の
決
議
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に

関
す
る
株
主
総
会
の
議
事
録
又
は
取
締
役
会
の
議
事

録
（
会
社
法
第
三
百
七
十
条
の
規
定
に
よ
り
取
締
役

会
の
決
議
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に

は
、
当
該
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
。

以
下
同
じ
。
）

三
　
種
類
の
変
更
を
す
る
場
合
に
は
、
当
該
営
業
所
の

近
の
業
況
を
記
載
し
た
書
面

四
　
そ
の
他
金
融
庁
長
官
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
記

載
し
た
書
面

２
　
金
融
庁
長
官
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
所
の

設
置
又
は
種
類
の
変
更
の
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き

は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査

す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
営
業
所
の
設
置
又
は
種
類
の
変
更
が
当
該
申

請
を
し
た
銀
行
の
経
営
の
健
全
性
確
保
に
資
す
る
と

認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
申
請

を
し
た
銀
行
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
銀
行
法

第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る

命
令
（
平
成
十
二
年
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
三
十
九

号
）
第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
表
の
非
対
象

区
分
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
表
の
資
本
バ
ッ
フ
ァ

ー
非
対
象
区
分
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
表
の
レ
バ

レ
ッ
ジ
非
対
象
区
分
及
び
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
表

の
レ
バ
レ
ッ
ジ
・
バ
ッ
フ
ァ
ー
非
対
象
区
分
に
該
当

し
、
か
つ
、
当
該
申
請
を
し
た
銀
行
及
び
そ
の
子
会

社
等
（
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
子
会

社
等
を
い
う
。
次
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
同
令
第
一
条

第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
表
の
非
対
象
区
分
、
同
項

第
二
号
に
掲
げ
る
表
の
資
本
バ
ッ
フ
ァ
ー
非
対
象
区

分
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
表
の
レ
バ
レ
ッ
ジ
非
対

象
区
分
及
び
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
表
の
レ
バ
レ
ッ

ジ
・
バ
ッ
フ
ァ
ー
非
対
象
区
分
に
該
当
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

二
　
当
該
申
請
を
し
た
銀
行
の
経
営
管
理
に
係
る
体
制

等
に
照
ら
し
、
銀
行
の
業
務
を
的
確
、
公
正
か
つ
効

率
的
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

三
　
当
該
営
業
所
に
お
い
て
必
要
な
犯
罪
防
止
措
置
が

講
じ
ら
れ
、
か
つ
、
顧
客
の
情
報
の
管
理
が
適
切
に

行
わ
れ
る
こ
と
。

３
　
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
出
張
所
（
臨
時
若
し
く
は
巡
回
型
の
施
設
又
は
無

人
の
設
備
に
限
る
。
）
の
設
置
を
す
る
場
合

二
　
出
張
所
を
廃
止
す
る
場
合

４
　
金
融
庁
長
官
等
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
所

の
廃
止
の
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
営
業

所
の
顧
客
に
係
る
取
引
が
当
該
申
請
を
し
た
銀
行
の
他

の
営
業
所
又
は
他
の
金
融
機
関
へ
支
障
な
く
引
き
継
が

れ
る
な
ど
当
該
営
業
所
の
顧
客
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ

さ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す

る
。

（
外
国
に
お
け
る
預
金
等
の
受
入
れ
を
内
容
と
す
る
契

約
の
締
結
の
代
理
等
の
委
託
等
の
認
可
の
申
請
等
）

第
十
条
　
銀
行
は
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
法

第
二
条
第
十
四
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
外
国
に
お
い

て
委
託
す
る
旨
の
契
約
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
三

項
に
お
い
て
「
委
託
契
約
」
と
い
う
。
）
の
締
結
又
は

当
該
委
託
契
約
の
終
了
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て

金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
そ
の
他
金
融
庁
長
官
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
記

載
し
た
書
面

２
　
金
融
庁
長
官
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
契
約

の
締
結
の
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
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る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す

る
。

一
　
当
該
委
託
契
約
の
締
結
が
当
該
申
請
を
し
た
銀
行

の
経
営
の
健
全
性
確
保
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
申
請
を
し
た
銀
行
の

自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
銀
行
法
第
二
十
六
条
第

二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第

一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
表
の
非
対
象
区
分
、
同
項
第

二
号
に
掲
げ
る
表
の
資
本
バ
ッ
フ
ァ
ー
非
対
象
区

分
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
表
の
レ
バ
レ
ッ
ジ
非
対

象
区
分
及
び
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
表
の
レ
バ
レ
ッ

ジ
・
バ
ッ
フ
ァ
ー
非
対
象
区
分
に
該
当
し
、
か
つ
、

当
該
申
請
を
し
た
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
自
己

資
本
の
充
実
の
状
況
が
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ

る
表
の
非
対
象
区
分
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
表
の

資
本
バ
ッ
フ
ァ
ー
非
対
象
区
分
、
同
項
第
三
号
に
掲

げ
る
表
の
レ
バ
レ
ッ
ジ
非
対
象
区
分
及
び
同
項
第
四

号
に
掲
げ
る
表
の
レ
バ
レ
ッ
ジ
・
バ
ッ
フ
ァ
ー
非
対

象
区
分
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
当
該
委
託
契
約
の
締
結
の
相
手
方
（
以
下
こ
の
条

及
び
次
条
第
三
項
に
お
い
て
「
外
国
銀
行
代
理
業

者
」
と
い
う
。
）
が
次
に
掲
げ
る
全
て
の
要
件
を
満

た
す
こ
と
。

イ
　
当
該
委
託
契
約
に
係
る
業
務
（
以
下
こ
の
条
及

び
次
条
第
三
項
に
お
い
て
「
委
託
業
務
」
と
い

う
。
）
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る

財
産
的
基
礎
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
人
的
構
成
等
に
照
ら
し
て
、
委
託
業
務
を
的

確
、
公
正
か
つ
効
率
的
に
遂
行
す
る
た
め
に
必
要

な
能
力
を
有
し
、
か
つ
、
社
会
的
信
用
を
有
す
る

者
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
他
に
業
務
を
営
む
こ
と
に
よ
り
そ
の
委
託
業
務

を
適
正
か
つ
確
実
に
営
む
こ
と
に
つ
き
支
障
を
及

ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
者
で
あ
る

こ
と
。

三
　
当
該
申
請
を
し
た
銀
行
が
当
該
外
国
銀
行
代
理
業

者
の
委
託
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を
確
保
す

る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

３
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
審
査
を

す
る
と
き
は
、
第
三
十
四
条
の
三
十
七
各
号
に
掲
げ
る

事
項
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
金
融
庁
長
官
等
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
契

約
の
終
了
の
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
外

国
銀
行
代
理
業
者
の
委
託
業
務
に
関
す
る
顧
客
に
係
る

取
引
が
当
該
申
請
を
し
た
銀
行
の
他
の
営
業
所
又
は
他

の
金
融
機
関
等
へ
支
障
な
く
引
き
継
が
れ
る
等
、
当
該

外
国
銀
行
代
理
業
者
の
委
託
業
務
に
関
す
る
顧
客
に
著

し
い
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
審

査
す
る
も
の
と
す
る
。

（
外
国
に
お
け
る
預
金
等
の
受
入
れ
を
内
容
と
す
る
契

約
の
締
結
の
代
理
等
の
委
託
等
の
届
出
）

第
十
条
の
二
　
法
第
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
　
銀
行
の
子
会
社
等
で
あ
る
外
国
銀
行
（
外
国
の
法

令
に
準
拠
し
て
外
国
に
お
い
て
銀
行
業
を
営
む
者
を

い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

二
　
銀
行
を
子
会
社
等
と
す
る
外
国
銀
行

三
　
銀
行
を
子
会
社
等
と
す
る
銀
行
持
株
会
社
の
子
会

社
等
で
あ
る
外
国
銀
行
（
前
二
号
に
掲
げ
る
者
を
除

く
。
）

四
　
銀
行
を
子
会
社
等
と
す
る
親
会
社
等
の
子
会
社
等

で
あ
る
外
国
銀
行
（
前
三
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

２
　
前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
「
親
会
社
等
」
と
は
、
他

の
法
人
等
（
令
第
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る

法
人
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
総
株
主
等
の
議
決

権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
法
人

等
を
い
い
、
前
項
各
号
に
規
定
す
る
「
子
会
社
等
」
と

は
、
親
会
社
等
に
よ
り
そ
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百

分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
さ
れ
て
い
る
他
の

法
人
等
を
い
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
子
会
社
等
が

保
有
す
る
議
決
権
は
、
当
該
子
会
社
等
の
親
会
社
等
が

保
有
す
る
議
決
権
と
み
な
す
。

３
　
銀
行
は
、
法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
面
を

添
付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
銀
行
が
外
国
銀
行
代
理
業
者
と
の
間
で
委
託
契
約

を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
　
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
理
由
書

ロ
　
外
国
銀
行
代
理
業
者
の
商
号
又
は
名
称
を
記
載

し
た
書
面

ハ
　
銀
行
と
外
国
銀
行
代
理
業
者
と
の
間
の
資
本
関

係
を
記
載
し
た
書
面

ニ
　
銀
行
と
外
国
銀
行
代
理
業
者
と
の
間
の
当
該
届

出
に
係
る
委
託
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

ホ
　
ニ
の
規
定
に
よ
る
委
託
契
約
の
締
結
予
定
日
を

記
載
し
た
書
面

ヘ
　
外
国
銀
行
代
理
業
者
の
委
託
業
務
の
内
容
及
び

方
法
を
記
載
し
た
書
面

二
　
銀
行
が
外
国
銀
行
代
理
業
者
と
の
間
で
委
託
契
約

を
終
了
し
よ
う
と
す
る
場
合
　
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
理
由
書

ロ
　
外
国
銀
行
代
理
業
者
の
商
号
又
は
名
称
を
記
載

し
た
書
面

ハ
　
外
国
銀
行
代
理
業
者
の
委
託
業
務
の
内
容
及
び

方
法
を
記
載
し
た
書
面

ニ
　
当
該
銀
行
及
び
外
国
銀
行
代
理
業
者
と
の
委
託

契
約
の
終
了
予
定
日
を
記
載
し
た
書
面

第
十
一
条
　
削
除

第
二
章
　
業
務

（
金
銭
債
権
の
証
書
の
範
囲
）

第
十
二
条
　
法
第
十
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
証
書
を
も
つ
て
表
示
さ
れ
る
も
の
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
譲
渡
性
預
金
（
払
戻
し
に
つ
い
て
期
限
の
定
め
が

あ
る
預
金
で
、
譲
渡
禁
止
の
特
約
の
な
い
も
の
を
い

う
。
第
十
三
条
の
五
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
預
金
証
書

二
　
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー

三
　
住
宅
抵
当
証
書

四
　
貸
付
債
権
信
託
の
受
益
権
証
書

四
の
二
　
抵
当
証
券
法
（
昭
和
六
年
法
律
第
十
五
号
）

第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
抵
当
証
券

五
　
商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律

（
平
成
三
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
二
条
第
六
項
に

規
定
す
る
商
品
投
資
受
益
権
の
受
益
権
証
書

六
　
外
国
の
法
人
の
発
行
す
る
証
券
又
は
証
書
で
銀
行

業
を
営
む
者
そ
の
他
の
金
銭
の
貸
付
け
を
業
と
し
て

行
う
者
の
貸
付
債
権
を
信
託
す
る
信
託
の
受
益
権
又

は
こ
れ
に
類
す
る
権
利
を
表
示
す
る
も
の

七
　
法
第
十
条
第
二
項
第
十
二
号
又
は
第
十
四
号
に
規

定
す
る
取
引
に
係
る
権
利
を
表
示
す
る
証
券
又
は

証
書

（
特
定
社
債
に
準
ず
る
有
価
証
券
）

第
十
二
条
の
二
　
法
第
十
条
第
二
項
第
五
号
の
二
に
規
定

す
る
有
価
証
券
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、

金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百

二
十
一
号
）
第
十
五
条
の
十
七
第
一
項
第
二
号
又
は
同

条
第
三
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
（
同
項
に
規
定
す
る

有
価
証
券
に
つ
い
て
は
、
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第

一
項
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
の
性
質
を
有

す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
金
融
商
品
取
引
業

等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五

十
二
号
）
第
四
十
条
第
一
号
に
規
定
す
る
譲
渡
資
産

が
、
金
銭
債
権
（
法
第
十
条
第
二
項
第
五
号
の
二
に
規

定
す
る
金
銭
債
権
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
又
は
金
銭
債
権
を
信
託
す
る
信
託
の
受
益
権
で

あ
る
も
の
と
す
る
。

（
業
務
の
代
理
又
は
媒
介
）

第
十
三
条
　
法
第
十
条
第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る
業
務

の
代
理
又
は
媒
介
で
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
（
長
期
信
用
銀
行
法
（
昭

和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
条
に
規
定

す
る
長
期
信
用
銀
行
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
株
式

会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
又
は
信
用
金
庫
、
信
用
協

同
組
合
若
し
く
は
労
働
金
庫
（
こ
れ
ら
の
法
人
を
も

つ
て
組
織
す
る
連
合
会
を
含
む
。
）
の
業
務
（
金
融

機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条

第
一
項
に
規
定
す
る
信
託
業
務
（
以
下
「
信
託
業

務
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
代
理
又
は
媒
介

二
　
農
業
協
同
組
合
（
農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
三
号

の
事
業
を
行
う
も
の
に
限
る
。
第
三
十
四
条
の
四
十

三
第
二
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
農
業

協
同
組
合
連
合
会
（
同
法
第
十
条
第
一
項
第
三
号
の

事
業
を
行
う
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
が
行
う

同
法
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
用
事
業
（
信

託
業
務
に
係
る
事
業
を
除
く
。
）
、
漁
業
協
同
組
合

（
水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二

百
四
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
の
事
業
を

行
う
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
漁
業

協
同
組
合
連
合
会
（
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
第
四

号
の
事
業
を
行
う
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
若

し
く
は
水
産
加
工
業
協
同
組
合
（
同
法
第
九
十
三
条

第
一
項
第
二
号
の
事
業
を
行
う
も
の
に
限
る
。
以
下

同
じ
。
）
若
し
く
は
水
産
加
工
業
協
同
組
合
連
合
会

（
同
法
第
九
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
事
業
を
行
う

も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
が
行
う
同
法
第
五
十

四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
信
用
事
業
（
信
託
業

務
に
係
る
事
業
を
除
く
。
）
又
は
農
林
中
央
金
庫
の

業
務
（
信
託
業
務
に
係
る
事
業
を
除
く
。
）
の
代
理

又
は
媒
介

二
の
二
　
資
金
移
動
業
者
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
三

項
に
規
定
す
る
資
金
移
動
業
者
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
が
営
む
資
金
移
動
業
（
同
条
第
二
項
に
規
定

す
る
資
金
移
動
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
代
理

又
は
媒
介

三
　
信
託
会
社
又
は
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
の
次

に
掲
げ
る
業
務
の
代
理
又
は
媒
介
（
法
第
十
一
条
各

号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

イ
　
信
託
契
約
（
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
十

一
号
）
第
三
条
第
一
号
及
び
金
融
機
関
の
信
託
業

務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五

十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
六
号
）
第
三
条
第
一
項
第

一
号
に
規
定
す
る
信
託
に
係
る
信
託
契
約
を
除

く
。
）
の
締
結
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ロ
　
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法

律
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
（
金
融
機

関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を

除
く
。
）
を
受
託
す
る
契
約
の
締
結

三
の
二
　
金
融
商
品
取
引
業
者
若
し
く
は
登
録
金
融
機

関
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す

る
登
録
金
融
機
関
を
い
う
。
）
の
投
資
顧
問
契
約

（
同
条
第
八
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
投
資
顧
問
契

約
を
い
う
。
）
又
は
投
資
一
任
契
約
（
同
項
第
十
二

号
ロ
に
規
定
す
る
投
資
一
任
契
約
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介

四
　
保
険
会
社
（
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五

号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
会
社
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
外
国
保
険
会
社
等
（
同
条

第
七
項
に
規
定
す
る
外
国
保
険
会
社
等
を
い
う
。
第

十
七
条
の
二
第
六
項
第
八
号
及
び
第
三
十
四
条
の
五

第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
資
金
の
貸
付

け
の
代
理
又
は
媒
介

五
　
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
予
算
に
つ
い
て

国
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法
人
で
、
金

融
業
を
行
う
も
の
の
業
務
の
代
理
又
は
媒
介

六
　
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
、
特
別

の
法
律
に
よ
り
銀
行
に
業
務
の
一
部
を
委
託
し
得
る

も
の
の
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の
金
融
に
関
す
る
業

務
の
代
理
又
は
媒
介
（
前
号
に
掲
げ
る
業
務
の
代
理

又
は
媒
介
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

七
　
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
代
理
又
は
媒
介
の
い
ず

れ
か
に
準
ず
る
も
の
で
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る

も
の

（
外
国
銀
行
の
業
務
の
代
理
又
は
媒
介
）

第
十
三
条
の
二
　
法
第
十
条
第
二
項
第
八
号
の
二
に
規
定

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

一
　
銀
行
の
子
会
社
で
あ
る
外
国
銀
行
の
業
務
（
法
第

十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
（
代
理

又
は
媒
介
に
係
る
業
務
及
び
銀
行
が
同
項
（
第
八
号

及
び
第
八
号
の
二
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
代
理

又
は
媒
介
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
業
務
を
除
く
。
）

に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
代
理

又
は
媒
介
を
当
該
銀
行
が
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該

代
理
又
は
媒
介
の
ほ
か
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲

げ
る
外
国
銀
行
の
業
務
の
代
理
又
は
媒
介
を
当
該
イ

か
ら
ニ
ま
で
に
規
定
す
る
銀
行
が
行
う
場
合
に
お
け

る
当
該
代
理
又
は
媒
介

イ
　
銀
行
の
子
法
人
等
（
令
第
四
条
の
二
第
二
項
に

規
定
す
る
子
法
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
外
国
銀
行
（
銀
行
の
子
会

社
で
あ
る
外
国
銀
行
を
除
く
。
）

ロ
　
銀
行
を
子
法
人
等
と
す
る
外
国
銀
行

ハ
　
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
銀
行
持
株
会
社
の
子
法

人
等
で
あ
る
外
国
銀
行
（
銀
行
の
子
会
社
で
あ
る

外
国
銀
行
並
び
に
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
を
除

く
。
）

ニ
　
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
親
法
人
等
（
令
第
四
条

の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
親
法
人
等
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
の
子
法
人
等
で
あ
る
外
国
銀
行
（
銀

行
の
子
会
社
で
あ
る
外
国
銀
行
並
び
に
イ
か
ら
ハ

ま
で
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

二
　
銀
行
の
子
会
社
で
あ
る
外
国
銀
行
及
び
前
号
イ
か

ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
外
国
銀
行
以
外
の
外
国
銀
行
の

業
務
の
代
理
又
は
媒
介
（
当
該
業
務
の
代
理
又
は
媒

介
を
外
国
に
お
い
て
行
う
場
合
に
限
る
。
）

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
外
国
銀
行
支
店
（
法

第
四
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
外
国
銀
行
支
店
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
法
第
十
条
第
二
項
第
八
号

の
二
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
外
国
銀
行
支
店
に
係
る
外
国
銀
行
の
外
国
銀
行
外

国
営
業
所
（
法
第
四
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
外

国
銀
行
外
国
営
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
業

務
（
法
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
業

務
（
代
理
又
は
媒
介
に
係
る
業
務
及
び
銀
行
が
同
項

（
第
八
号
及
び
第
八
号
の
二
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ

り
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
業
務
を
除

く
。
）
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

代
理
又
は
媒
介
を
当
該
外
国
銀
行
支
店
が
行
う
場
合

に
お
け
る
当
該
代
理
又
は
媒
介
の
ほ
か
、
次
の
イ
か

ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
外
国
銀
行
の
業
務
の
代
理
又
は

媒
介
を
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
規
定
す
る
外
国
銀
行

支
店
が
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
代
理
又
は
媒
介

イ
　
外
国
銀
行
支
店
に
係
る
外
国
銀
行
の
子
法
人
等

で
あ
る
外
国
銀
行

ロ
　
外
国
銀
行
支
店
に
係
る
外
国
銀
行
を
子
法
人
等

と
す
る
外
国
銀
行

ハ
　
外
国
銀
行
支
店
に
係
る
外
国
銀
行
を
子
会
社
と

す
る
親
法
人
等
の
子
法
人
等
で
あ
る
外
国
銀
行

（
当
該
外
国
銀
行
支
店
に
係
る
外
国
銀
行
の
外
国

銀
行
外
国
営
業
所
並
び
に
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者

を
除
く
。
）

二
　
外
国
銀
行
支
店
に
係
る
外
国
銀
行
の
外
国
銀
行
外

国
営
業
所
及
び
前
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
外
国

銀
行
以
外
の
外
国
銀
行
の
業
務
の
代
理
又
は
媒
介

（
当
該
業
務
の
代
理
又
は
媒
介
を
外
国
に
お
い
て
行

う
場
合
に
限
る
。
）

（
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
）

第
十
三
条
の
二
の
二
　
法
第
十
条
第
二
項
第
十
二
号
及
び

第
十
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
デ
リ

バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
取
引
以
外
の
取

引
と
す
る
。

一
　
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商
品

取
引
法
第
二
十
八
条
第
八
項
第
六
号
に
規
定
す
る
有

価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）

二
　
暗
号
等
資
産
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十

四
項
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
暗
号
等
資
産
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
暗
号
等
資
産
関
連
金
融
指

標
（
同
法
第
百
八
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
第
一
号

に
規
定
す
る
暗
号
等
資
産
関
連
金
融
指
標
を
い
う
。

第
十
七
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
係
る
取
引

（
金
融
等
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
）

第
十
三
条
の
二
の
三
　
法
第
十
条
第
二
項
第
十
四
号
に
規

定
す
る
類
似
す
る
取
引
で
あ
つ
て
内
閣
府
令
で
定
め
る

も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
事
者
が
数
量
を
定
め
た
商
品
に
つ
い
て
当
該
当

事
者
間
で
取
り
決
め
た
商
品
相
場
に
基
づ
き
金
銭
の

支
払
を
相
互
に
約
す
る
取
引
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す

る
取
引
（
次
に
掲
げ
る
取
引
に
限
る
。
以
下
「
商
品

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
と
い
う
。
）

イ
　
差
金
の
授
受
に
よ
つ
て
決
済
さ
れ
る
取
引

ロ
　
商
品
及
び
そ
の
対
価
の
授
受
を
約
す
る
売
買
取

引
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た

す
も
の

（１）
　
当
該
売
買
取
引
に
係
る
商
品
を
決
済
の
終
了

後
に
保
有
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
こ
と
。

（２）
　
当
該
売
買
取
引
に
係
る
商
品
の
保
管
又
は
運

搬
に
伴
い
発
生
し
う
る
危
険
を
負
担
し
な
い
こ

と
。

二
　
当
事
者
が
数
量
を
定
め
た
算
定
割
当
量
（
地
球
温

暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律

第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
算
定
割

当
量
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
つ
い
て
当
該
当
事
者
間
で
取
り
決
め
た

算
定
割
当
量
の
相
場
に
基
づ
き
金
銭
の
支
払
を
相
互

に
約
す
る
取
引
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引
（
次

に
掲
げ
る
取
引
に
限
る
。
）

イ
　
差
金
の
授
受
に
よ
つ
て
決
済
さ
れ
る
取
引

ロ
　
算
定
割
当
量
及
び
そ
の
対
価
の
授
受
を
約
す
る

売
買
取
引
で
あ
つ
て
、
当
該
売
買
取
引
に
係
る
算

定
割
当
量
を
決
済
の
終
了
後
に
保
有
す
る
こ
と
と

な
ら
な
い
も
の

三
　
当
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示
に
よ
り
当
事
者
間
に

お
い
て
前
二
号
に
掲
げ
る
取
引
を
成
立
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
権
利
を
相
手
方
が
当
事
者
の
一
方
に
付
与

し
、
当
事
者
の
一
方
が
こ
れ
に
対
し
て
対
価
を
支
払

う
こ
と
を
約
す
る
取
引
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る

取
引

２
　
法
第
十
条
第
二
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
銀
行
の
経

営
の
健
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る

取
引
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
前
項
各
号

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
十
条
第
二
項
第
十
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
も
の
は
、
上
場
商
品
構
成
物
品
等
（
商
品
先

物
取
引
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）

第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
上
場
商
品
構
成

物
品
等
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
商
品
市
場
（
同
法
第
二

条
第
九
項
に
規
定
す
る
商
品
市
場
を
い
う
。
）
に
お
け

る
相
場
を
利
用
し
て
行
う
同
法
第
二
条
第
十
四
項
第
一

号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
四
号
（
ニ
を
除
く
。
）
に

掲
げ
る
取
引
の
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
と
す
る
。

（
リ
ー
ス
契
約
の
要
件
）

第
十
三
条
の
二
の
四
　
法
第
十
条
第
二
項
第
十
八
号
イ
に

規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
機
械
類
そ
の

他
の
物
件
を
使
用
さ
せ
る
契
約
の
う
ち
使
用
期
間
（
同

号
イ
に
規
定
す
る
使
用
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
中
途
に
お
い
て
契
約
の
解
除
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
定
め
が
な
い
も
の
で
あ
つ

て
、
相
手
方
が
、
当
該
契
約
に
係
る
使
用
期
間
の
中
途

に
お
い
て
当
該
契
約
に
基
づ
く
義
務
に
違
反
し
、
又
は

当
該
契
約
を
解
除
す
る
場
合
に
お
い
て
、
未
経
過
期
間

に
係
る
使
用
料
の
お
お
む
ね
全
部
を
支
払
う
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
十
条
第
二
項
第
十
八
号
ロ
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
費
用
は
、
利
子
及
び
手
数
料
の
額
と
す

る
。

（
地
域
の
活
性
化
等
に
資
す
る
業
務
）

第
十
三
条
の
二
の
五
　
法
第
十
条
第
二
項
第
二
十
一
号
に

規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る

業
務
（
当
該
銀
行
の
保
有
す
る
人
材
、
情
報
通
信
技

術
、
設
備
そ
の
他
の
当
該
銀
行
の
営
む
銀
行
業
に
係
る

経
営
資
源
に
加
え
て
、
当
該
業
務
の
遂
行
の
た
め
に
新

た
に
経
営
資
源
を
取
得
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
需
要

の
状
況
に
よ
り
そ
の
相
当
部
分
が
活
用
さ
れ
な
い
と
き

に
お
い
て
も
、
当
該
銀
行
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な

遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
に
限
る
。
）

と
す
る
。
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一
　
他
の
事
業
者
等
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
及
び
事
業

を
行
う
個
人
（
当
該
事
業
の
利
益
の
た
め
に
す
る
行

為
を
行
う
場
合
に
お
け
る
個
人
に
限
る
。
）
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
経
営
に
関
す
る
相
談
の
実
施
、
当

該
他
の
事
業
者
等
の
業
務
に
関
連
す
る
事
業
者
等
又

は
顧
客
の
紹
介
そ
の
他
の
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び

助
言
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
事
務
の
受
託
（
以

下
「
経
営
相
談
等
業
務
」
と
い
う
。
）

二
　
高
度
の
専
門
的
な
能
力
を
有
す
る
人
材
そ
の
他
の

当
該
銀
行
の
利
用
者
で
あ
る
事
業
者
等
の
経
営
の
改

善
に
寄
与
す
る
人
材
に
係
る
労
働
者
派
遣
事
業
の
適

正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二

条
第
三
号
に
規
定
す
る
労
働
者
派
遣
事
業
（
経
営
相

談
等
業
務
そ
の
他
の
当
該
銀
行
の
営
む
業
務
に
関
連

し
て
行
う
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
事
業
の
派
遣
労
働

者
（
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
派
遣
労
働
者
を
い

い
、
業
と
し
て
行
わ
れ
る
同
条
第
一
号
に
規
定
す
る

労
働
者
派
遣
の
対
象
と
な
る
も
の
に
限
る
。
第
十
七

条
の
四
の
三
第
三
号
、
第
三
十
四
条
の
十
八
の
二
第

三
号
及
び
第
三
十
四
条
の
十
九
の
六
第
三
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
が
常
時
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
で
な
い
も

の
に
限
る
。
）

三
　
他
の
事
業
者
等
の
た
め
に
電
子
計
算
機
を
使
用
す

る
こ
と
に
よ
り
機
能
す
る
シ
ス
テ
ム
の
設
計
、
開
発

若
し
く
は
保
守
（
当
該
銀
行
が
単
独
で
若
し
く
は
他

の
事
業
者
等
と
共
同
し
て
設
計
し
、
若
し
く
は
開
発

し
た
シ
ス
テ
ム
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
、
作
成
、

販
売
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
販
売
に
伴
い
必
要
と
な
る
附

属
機
器
の
販
売
を
含
む
。
）
若
し
く
は
保
守
（
当
該

銀
行
が
単
独
で
若
し
く
は
他
の
事
業
者
等
と
共
同
し

て
設
計
し
、
若
し
く
は
作
成
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は

こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行

う
業
務

四
　
他
の
事
業
者
等
の
業
務
に
関
す
る
広
告
、
宣
伝
、

調
査
、
情
報
の
分
析
又
は
情
報
の
提
供
を
行
う
業
務

五
　
当
該
銀
行
の
利
用
者
に
つ
い
て
定
期
的
に
又
は
随

時
通
報
を
受
け
て
巡
回
訪
問
を
行
う
業
務

（
算
定
割
当
量
の
取
得
等
）

第
十
三
条
の
二
の
六
　
法
第
十
一
条
第
四
号
に
規
定
す
る

内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
算
定
割
当
量
を
取
得

し
、
若
し
く
は
譲
渡
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
の

締
結
又
は
そ
の
媒
介
、
取
次
ぎ
若
し
く
は
代
理
を
行
う

業
務
と
す
る
。

（
預
金
者
等
に
対
す
る
情
報
の
提
供
）

第
十
三
条
の
三
　
銀
行
は
、
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
預
金
者
等
に
対
す
る
情
報
の
提
供
を
行
う

場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。

一
　
主
要
な
預
金
等
（
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
預
金
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
金
利
の

明
示

二
　
取
り
扱
う
預
金
等
に
係
る
手
数
料
の
明
示

三
　
取
り
扱
う
預
金
等
の
う
ち
預
金
保
険
法
（
昭
和
四

十
六
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
五
十
三
条
に
規
定
す

る
保
険
金
の
支
払
の
対
象
で
あ
る
も
の
の
明
示

四
　
商
品
の
内
容
に
関
す
る
情
報
の
う
ち
次
に
掲
げ
る

事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
商
品
情
報
」
と
い

う
。
）
を
記
載
し
た
書
面
又
は
当
該
書
面
に
記
載
す

べ
き
事
項
を
電
子
計
算
機
の
映
像
面
へ
表
示
し
た
も

の
を
用
い
て
行
う
預
金
者
等
の
求
め
に
応
じ
た
説
明

及
び
当
該
書
面
の
交
付

イ
　
名
称
（
通
称
を
含
む
。
）

ロ
　
受
入
れ
の
対
象
と
な
る
者
の
範
囲

ハ
　
預
入
期
間
（
自
動
継
続
扱
い
の
有
無
を
含
む
。
）

ニ
　

低
預
入
金
額
、
預
入
単
位
そ
の
他
の
預
入
れ

に
関
す
る
事
項

ホ
　
払
戻
し
の
方
法

ヘ
　
利
息
の
設
定
方
法
、
支
払
方
法
、
計
算
方
法
そ

の
他
の
利
息
に
関
す
る
事
項

ト
　
手
数
料

チ
　
付
加
す
る
こ
と
の
で
き
る
特
約
に
関
す
る
事
項

リ
　
預
入
期
間
の
中
途
で
の
解
約
時
の
取
扱
い
（
利

息
及
び
手
数
料
の
計
算
方
法
を
含
む
。
）

ヌ
　
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
事
項

（１）
　
指
定
銀
行
業
務
紛
争
解
決
機
関
（
法
第
十
二

条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
銀
行

業
務
紛
争
解
決
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

が
存
在
す
る
場
合
　
当
該
銀
行
が
同
号
に
定
め

る
手
続
実
施
基
本
契
約
を
締
結
す
る
措
置
を
講

ず
る
当
該
手
続
実
施
基
本
契
約
の
相
手
方
で
あ

る
指
定
銀
行
業
務
紛
争
解
決
機
関
の
商
号
又
は

名
称

（２）
　
指
定
銀
行
業
務
紛
争
解
決
機
関
が
存
在
し
な

い
場
合
　
当
該
銀
行
の
法
第
十
二
条
の
三
第
一

項
第
二
号
に
定
め
る
苦
情
処
理
措
置
及
び
紛
争

解
決
措
置
の
内
容

ル
　
そ
の
他
預
金
等
の
預
入
れ
に
関
し
参
考
と
な
る

と
認
め
ら
れ
る
事
項

五
　
次
に
掲
げ
る
も
の
と
預
金
等
と
の
組
合
せ
に
よ
る

預
入
れ
時
の
払
込
金
が
満
期
時
に
全
額
返
還
さ
れ
る

保
証
の
な
い
商
品
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
預
入
れ

時
の
払
込
金
が
満
期
時
に
全
額
返
還
さ
れ
る
保
証
の

な
い
こ
と
そ
の
他
当
該
商
品
に
関
す
る
詳
細
な
説
明

イ
　
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商
品
取
引
法

第
二
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
市
場
デ
リ
バ
テ

ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
外
国
市

場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
同
条
第
二
十
三
項
に
規

定
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ

ィ
ブ
取
引
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の

ロ
　
法
第
十
条
第
二
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
金
融

等
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

ハ
　
先
物
外
国
為
替
取
引

ニ
　
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商

品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る

取
引
及
び
外
国
金
融
商
品
市
場
（
同
条
第
八
項
第

三
号
ロ
に
規
定
す
る
外
国
金
融
商
品
市
場
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
同
条
第
二
十
一
項

第
一
号
に
掲
げ
る
取
引
と
類
似
の
取
引
を
除
く
。
）

ホ
　
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
取
引
又
は
外
国
金
融
商
品
市
場
に
お
け

る
同
号
に
掲
げ
る
取
引
と
類
似
の
取
引
（
同
条
第

一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
並

び
に
同
項
第
三
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証

券
（
政
府
が
元
本
の
償
還
及
び
利
息
の
支
払
に
つ

い
て
保
証
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
（
第
十
三
条

の
五
第
一
項
第
二
号
、
第
十
四
条
の
十
一
の
二
十

七
第
十
三
号
ホ
及
び
第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十

二
第
十
三
号
ホ
に
お
い
て
「
国
債
証
券
等
」
と
い

う
。
）
並
び
に
同
法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に

掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
同
項
第
一
号
の
性
質
を

有
す
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

六
　
変
動
金
利
預
金
の
金
利
の
設
定
の
基
準
と
な
る
指

標
及
び
金
利
の
設
定
の
方
法
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
基
準
及
び
方
法
並
び
に
金
利

に
関
す
る
情
報
の
適
切
な
提
供

２
　
銀
行
は
、
前
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付

に
代
え
て
、
次
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
預

金
者
等
の
承
諾
を
得
て
、
商
品
情
報
を
電
磁
的
方
法
に

よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
当
該
銀
行
は
、
当
該
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み

な
す
。

３
　
銀
行
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
商
品
情
報
を
提
供
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
預
金
者
等

に
対
し
、
そ
の
用
い
る
次
に
掲
げ
る
電
磁
的
方
法
の
種

類
及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る

承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
十
九
条
第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
銀

行
が
使
用
す
る
も
の

二
　
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
銀
行
は
、
当
該
預

金
者
等
か
ら
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
電
磁
的
方

法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き

は
、
当
該
預
金
者
等
に
対
し
、
商
品
情
報
の
提
供
を
電

磁
的
方
法
に
よ
つ
て
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当

該
預
金
者
等
が
再
び
同
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５
　
銀
行
は
、
一
の
預
金
等
に
係
る
契
約
の
締
結
に
つ
い

て
、
当
該
銀
行
を
所
属
銀
行
と
す
る
銀
行
代
理
業
者
、

当
該
銀
行
を
委
託
銀
行
（
法
第
二
条
第
十
七
項
第
二
号

に
規
定
す
る
委
託
銀
行
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
す

る
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
又
は
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業

者
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十

一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
預
金
等
媒
介
業
務
（
同
条
第
二

項
に
規
定
す
る
預
金
等
媒
介
業
務
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
行
う
者
に
限
る
。
）
が
預
金
者
等
に
対
し
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
情
報
の
提
供
を
行
つ
た

と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
預
金
者

等
に
対
し
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
情
報
の

提
供
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
特
定
社
債
等
の
権
利
者
に
対
す
る
情
報
の
提
供
）

第
十
三
条
の
四
　
銀
行
は
、
金
融
機
関
の
合
併
及
び
転
換

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
六
号
）

第
八
条
第
一
項
（
同
法
第
五
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
社

債
（
会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
百
九

十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
金
融
機
関
の
合
併
及

び
転
換
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧

合
併
転
換
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
二
第
一
項

（
旧
合
併
転
換
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
七
号
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
規
定
す
る
普
通
銀
行
で
旧
合
併
転
換
法
第
十

七
条
の
二
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
も
の
が
発
行
す
る

債
券
及
び
金
融
シ
ス
テ
ム
改
革
の
た
め
の
関
係
法
律
の

整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
七
号
）

附
則
第
百
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を

有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
附
則
第
百
六
十
八
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
金
融
機
関
の
合
併
及
び
転
換
に
関

す
る
法
律
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
普
通
銀

行
で
同
項
の
認
可
を
受
け
た
も
の
（
同
項
に
規
定
す
る

消
滅
金
融
機
関
が
外
国
為
替
銀
行
で
あ
る
も
の
に
限

る
。
）
が
発
行
す
る
債
券
を
含
む
。
）
を
取
り
扱
う
場
合

に
は
、
前
条
（
第
五
項
を
除
く
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
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に
準
じ
た
方
法
に
よ
り
顧
客
に
対
す
る
情
報
の
提
供
を

行
う
も
の
と
す
る
。

（
金
銭
債
権
等
と
預
金
等
と
の
誤
認
防
止
）

第
十
三
条
の
五
　
銀
行
は
、
次
に
掲
げ
る
商
品
を
取
り
扱

う
場
合
に
は
、
業
務
の
方
法
に
応
じ
、
顧
客
の
知
識
、

経
験
、
財
産
の
状
況
及
び
取
引
を
行
う
目
的
を
踏
ま

え
、
顧
客
に
対
し
、
書
面
の
交
付
そ
の
他
の
適
切
な
方

法
に
よ
り
、
預
金
等
と
の
誤
認
を
防
止
す
る
た
め
の
説

明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
十
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
金
銭
債
権

（
国
内
で
発
行
さ
れ
た
譲
渡
性
預
金
の
預
金
証
書
を

も
つ
て
表
示
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

二
　
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
三
条
第
二
項
第
一
号
か

ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
国
債
証
券
等

及
び
前
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
該
当
す
る
も
の
を

除
く
。
）

三
　
保
険
業
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
業

（
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
、
第
十
七
条
の
三

第
二
項
第
二
十
四
号
及
び
第
三
十
四
条
の
五
第
二
項

第
二
号
に
お
い
て
「
保
険
業
」
と
い
う
。
）
を
行
う

者
が
保
険
者
と
な
る
保
険
契
約

２
　
銀
行
は
、
前
項
に
規
定
す
る
説
明
を
行
う
場
合
に

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
当
該
銀
行
が
発
行
す
る
社
債

（
法
第
十
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
短
期
社
債
を
除

く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
）
を
説
明
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
預
金
等
で
は
な
い
こ
と
。

二
　
預
金
保
険
法
第
五
十
三
条
に
規
定
す
る
保
険
金
の

支
払
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
こ
と
。

三
　
元
本
の
返
済
が
保
証
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

四
　
契
約
の
主
体

五
　
そ
の
他
預
金
等
と
の
誤
認
防
止
に
関
し
参
考
と
な

る
と
認
め
ら
れ
る
事
項

３
　
銀
行
は
、
そ
の
営
業
所
に
お
い
て
、
第
一
項
に
掲
げ

る
商
品
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第

三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
営
業
所
内
に
お
い
て

顧
客
の
目
に
つ
き
や
す
い
場
所
に
適
切
に
掲
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
銀
行
は
、
法
第
十
条
第
二
項
第
八
号
又
は
法
第
十
二

条
の
規
定
に
基
づ
き
元
本
の
補
塡
の
契
約
を
し
て
い
な

い
信
託
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
を

行
う
場
合
に
は
、
元
本
の
補
塡
の
契
約
を
し
て
い
な
い

こ
と
を
当
該
営
業
所
内
に
お
い
て
顧
客
の
目
に
つ
き
や

す
い
場
所
に
適
切
に
掲
示
し
、
元
本
の
補
塡
の
契
約
を

し
て
い
な
い
金
銭
信
託
に
係
る
信
託
契
約
の
締
結
又
は

そ
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
を
行
う
場
合
（
信
託
業
法
施

行
規
則
（
平
成
十
六
年
内
閣
府
令
第
百
七
号
）
第
七
十

八
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
第
二
項

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
銀
行
は
、
こ
れ
ら
の
規

定
に
よ
る
掲
示
の
内
容
を
当
該
銀
行
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

に
掲
載
す
る
方
法
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
投
資
信
託
委
託
会
社
等
へ
の
店
舗
貸
し
に
よ
る
受
益

証
券
等
の
取
扱
い
）

第
十
三
条
の
六
　
銀
行
は
、
投
資
信
託
委
託
会
社
又
は
資

産
運
用
会
社
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法

律
第
二
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
資
産
運
用
会
社
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
当
該
銀
行
の
営
業
所
の
一
部

を
使
用
し
て
同
法
に
規
定
す
る
投
資
信
託
若
し
く
は
外

国
投
資
信
託
の
受
益
証
券
、
投
資
証
券
、
新
投
資
口
予

約
権
証
券
、
投
資
法
人
債
券
又
は
外
国
投
資
証
券
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
受
益
証
券
等
」
と
い
う
。
）
を

取
り
扱
う
場
合
に
は
、
銀
行
が
預
金
等
を
取
り
扱
う
場

所
と
投
資
信
託
委
託
会
社
又
は
資
産
運
用
会
社
が
受
益

証
券
等
を
取
り
扱
う
場
所
と
を
明
確
に
区
分
す
る
と
と

も
に
、
顧
客
の
誤
解
を
招
く
お
そ
れ
の
あ
る
掲
示
を
行

わ
な
い
等
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
銀
行
と
他
の
者
と
の
誤
認
防
止
）

第
十
三
条
の
六
の
二
　
銀
行
は
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続

し
て
い
る
電
子
計
算
機
を
利
用
し
て
そ
の
業
務
を
営
む

場
合
に
は
、
顧
客
が
当
該
銀
行
と
他
の
者
を
誤
認
す
る

こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
取
引
勘
定
）

第
十
三
条
の
六
の
三
　
銀
行
は
、
特
定
取
引
を
行
う
場
合

で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
と

き
は
、
特
定
取
引
及
び
特
定
取
引
の
対
象
と
な
る
財
産

を
そ
の
他
の
取
引
及
び
財
産
と
区
分
し
て
経
理
す
る
た

め
、
特
別
の
勘
定
（
以
下
「
特
定
取
引
勘
定
」
と
い

う
。
）
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
当
該
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
い
銀
行
又

は
当
該
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
銀
行
が
特
定

取
引
勘
定
を
設
け
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一
　
直
近
の
期
末
（
中
間
期
末
を
含
む
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
前
の
期
末
か
ら
直
近
の
期
末

ま
で
の
間
に
お
け
る
商
品
有
価
証
券
勘
定
及
び
売
付

商
品
債
券
勘
定
の
合
計
額
の
う
ち

も
大
き
い
額

が
、
千
億
円
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
直
近
の
期
末
の

前
の
期
末
の
総
資
産
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る

額
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
直
近
の
期
末
に
お
け
る
商
品
有
価
証
券
勘
定
及
び

売
付
商
品
債
券
勘
定
の
合
計
額
が
千
億
円
以
上
で
あ

り
、
か
つ
、
当
該
期
末
の
総
資
産
の
十
パ
ー
セ
ン
ト

に
相
当
す
る
額
以
上
で
あ
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
特
定
取
引
と
は
、
銀
行
が
金
利
、
通
貨
の
価

格
、
金
融
商
品
市
場
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
十

四
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
市
場
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
お
け
る
相
場
そ
の
他
の
指
標
（
第
五
項
に
お

い
て
「
指
標
」
と
い
う
。
）
に
係
る
短
期
的
な
変
動
、

市
場
間
の
格
差
等
を
利
用
し
て
利
益
を
得
る
目
的
又
は

当
該
目
的
で
行
う
取
引
に
よ
り
生
じ
得
る
損
失
を
減
少

さ
せ
る
目
的
で
自
己
の
計
算
に
お
い
て
行
う
市
場
デ
リ

バ
テ
ィ
ブ
取
引
及
び
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の

う
ち
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
該
当
す
る

も
の
以
外
の
も
の
並
び
に
次
に
掲
げ
る
取
引
を
い
う
。

一
　
有
価
証
券
の
売
買
（
国
債
等
（
国
債
、
地
方
債
又

は
政
府
保
証
債
（
政
府
が
元
本
の
償
還
及
び
利
息
の

支
払
に
つ
い
て
保
証
し
て
い
る
社
債
そ
の
他
の
債
券

を
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
、
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
、
第

五
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
同
項
第
四

号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
あ
つ
て
は
、

法
第
十
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
短
期
社
債
、
同

項
第
五
号
に
掲
げ
る
短
期
社
債
及
び
同
項
第
六
号
に

掲
げ
る
特
定
短
期
社
債
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
「
特
定
取
引
債
券
」
と
い
う
。
）

又
は
外
国
若
し
く
は
外
国
の
法
人
の
発
行
す
る
証
券

若
し
く
は
証
書
で
国
債
等
若
し
く
は
特
定
取
引
債
券

の
性
質
を
有
す
る
も
の
の
売
買
並
び
に
金
融
商
品
取

引
法
第
二
十
八
条
第
八
項
第
三
号
イ
及
び
第
四
号
イ

に
掲
げ
る
取
引
に
限
る
。
）
及
び
有
価
証
券
関
連
デ

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
同
項
第
三
号
イ
及
び
第
四
号
イ

に
掲
げ
る
取
引
並
び
に
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

二
　
国
債
等
の
引
受
け
（
国
債
等
の
発
行
に
際
し
て
当

該
国
債
等
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
き
他
に
こ
れ
を
取

得
す
る
者
が
な
い
場
合
に
そ
の
残
部
を
取
得
す
る
契

約
を
締
結
す
る
取
引
に
限
る
。
第
五
項
に
お
い
て
同

じ
。
）

三
　
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ

る
有
価
証
券
（
法
第
十
条
第
三
項
第
六
号
に
掲
げ
る

特
定
短
期
社
債
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
金
融
商
品

取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
八
号
及
び
第
十
三
号
に
掲

げ
る
有
価
証
券
並
び
に
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
有
価

証
券
（
法
第
十
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
短
期
社

債
及
び
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
短
期
社
債
に
係
る
も

の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ

る
有
価
証
券
（
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の

性
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
金
融
商
品
取
引

法
施
行
令
第
十
五
条
の
十
七
第
一
項
第
二
号
及
び
同

条
第
三
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
（
以
下
こ
の
号
及

び
第
五
項
に
お
い
て
「
資
産
対
応
証
券
」
と
い
う
。
）

の
引
受
け
（
資
産
対
応
証
券
の
発
行
に
際
し
て
当
該

資
産
対
応
証
券
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
き
他
に
こ
れ

を
取
得
す
る
者
が
な
い
場
合
に
そ
の
残
部
を
取
得
す

る
契
約
を
締
結
す
る
取
引
に
限
る
。
第
五
項
に
お
い

て
同
じ
。
）

四
　
金
銭
債
権
（
第
十
二
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四

号
、
第
六
号
若
し
く
は
第
七
号
に
掲
げ
る
証
書
を
も

つ
て
表
示
さ
れ
る
も
の
又
は
円
建
銀
行
引
受
手
形

（
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
が
引
受
け
を
行
つ
た
貿

易
に
係
る
為
替
手
形
の
う
ち
、
本
邦
通
貨
を
も
つ
て

表
示
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
限
る
。
）
の
取
得
又

は
譲
渡

四
の
二
　
短
期
社
債
等
（
法
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す

る
短
期
社
債
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
取
得
又

は
譲
渡

五
　
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第

二
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

取
引
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
有
価
証
券
関

連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の

も
の

六
　
削
除

七
　
先
物
外
国
為
替
取
引

八
及
び
九
　
削
除

十
　
商
品
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

十
一
　
第
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る

取
引

十
二
　
削
除

十
三
　
第
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る

取
引

十
四
　
法
第
十
条
第
二
項
第
十
六
号
の
規
定
に
よ
り
営

む
こ
と
が
で
き
る
有
価
証
券
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ

ブ
取
引
（
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
関
連

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
）

十
五
　
法
第
十
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
有

価
証
券
の
売
買
又
は
引
受
け
及
び
有
価
証
券
関
連
デ

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

十
六
　
法
第
十
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
算

定
割
当
量
の
取
得
又
は
譲
渡

十
七
　
前
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
ほ
か
、
当
該
取
引
又

は
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
及
び
外
国
市
場
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
取
引
（
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
類
似
し
、
又
は
密

接
に
関
連
す
る
取
引
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３
　
特
定
取
引
勘
定
を
設
け
た
銀
行
（
以
下
「
特
定
取
引

勘
定
設
置
銀
行
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為

を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
十
五
条
第
七
項

第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
書
面
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
範
囲

内
で
行
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
特
定
取
引
勘
定
に
属
す
る
も
の
と
し
て
経
理
さ
れ

た
取
引
又
は
財
産
を
特
定
取
引
勘
定
以
外
の
勘
定
に

振
り
替
え
る
こ
と
。

二
　
特
定
取
引
勘
定
に
属
す
る
も
の
と
し
て
経
理
さ
れ

た
取
引
又
は
財
産
以
外
の
取
引
又
は
財
産
を
特
定
取

引
勘
定
に
振
り
替
え
る
こ
と
。

４
　
前
項
の
行
為
に
は
、
一
の
銀
行
に
お
い
て
、
特
定
取

引
勘
定
と
そ
の
他
の
勘
定
と
の
間
で
行
う
第
二
項
第
一

号
か
ら
第
四
号
の
二
ま
で
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
取

引
（
当
該
取
引
に
類
似
し
、
又
は
密
接
に
関
連
す
る
取

引
と
し
て
同
項
第
十
七
号
の
規
定
に
よ
り
特
定
取
引
と

さ
れ
る
取
引
を
含
む
。
）
を
含
む
も
の
と
す
る
。

５
　
特
定
取
引
勘
定
設
置
銀
行
は
、
特
定
取
引
の
う
ち
事

業
年
度
終
了
の
時
に
お
い
て
決
済
さ
れ
て
い
な
い
も
の

に
係
る
利
益
相
当
額
又
は
損
失
相
当
額
の
計
算
に
つ
い

て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分
に
応
じ
当
該

各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
等
、
そ
の
会
計
を
適
正
に
処

理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
及
び
外
国
市
場
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
取
引
（
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
　
金
融
商
品
取
引
所

（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る

金
融
商
品
取
引
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
外

国
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
事
業
年
度
終
了
の
日
の

終
価
格
に
よ
り
取
引
を
決
済
し
た
も
の
と
し
た
場

合
に
授
受
さ
れ
る
差
金
に
基
づ
く
額
又
は
こ
れ
に
準

ず
る
も
の
と
し
て
合
理
的
な
方
法
に
よ
り
算
出
し

た
額

二
　
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第

二
条
第
二
十
二
項
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
六
号
に

掲
げ
る
取
引
並
び
に
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

取
引
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
先
物
外
国

為
替
取
引
　
当
該
取
引
に
よ
り
当
事
者
間
で
授
受
す

る
こ
と
を
約
し
た
金
額
（
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お

い
て
未
確
定
の
場
合
は
、
指
標
の
予
想
さ
れ
る
数
値

に
基
づ
き
算
出
さ
れ
る
金
額
）
を
合
理
的
な
方
法
に

よ
り
事
業
年
度
終
了
の
日
の
現
在
価
値
に
割
り
引
い

た
額

三
　
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第

二
条
第
二
十
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
取

引
に
限
り
、
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
第
十
三
条
の
二
の

三
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
　
当
該
取
引
の
事

業
年
度
終
了
の
日
の
現
在
価
値
と
し
て
、
権
利
の
行

使
に
よ
り
当
事
者
間
で
授
受
す
る
こ
と
を
約
し
た
金

額
（
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
い
て
未
確
定
の
場
合

は
、
指
標
の
予
想
さ
れ
る
数
値
に
基
づ
き
算
出
さ
れ

る
金
額
）
、
事
業
年
度
終
了
の
日
の
当
該
権
利
行
使

に
係
る
指
標
の
数
値
及
び
当
該
指
標
の
予
想
さ
れ
る

変
動
率
を
用
い
た
合
理
的
な
方
法
に
よ
り
算
定
し

た
額

四
　
選
択
権
付
債
券
売
買
（
当
事
者
の
一
方
が
受
渡
日

を
指
定
で
き
る
権
利
を
有
す
る
債
券
売
買
で
あ
つ

て
、
一
定
の
期
間
内
に
当
該
権
利
が
行
使
さ
れ
な
い

場
合
に
は
、
当
該
売
買
の
契
約
が
解
除
さ
れ
る
取
引

を
い
う
。
）
、
国
債
等
の
引
受
け
、
資
産
対
応
証
券
の

引
受
け
、
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
前
二
号
に
掲

げ
る
取
引
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
商
品

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
　
前
各
号
に
掲
げ
る
額
に
準
ず

る
も
の
と
し
て
合
理
的
な
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額

（
預
金
の
受
払
事
務
の
委
託
等
）

第
十
三
条
の
六
の
四
　
銀
行
は
、
預
金
又
は
資
金
の
貸
付

け
の
業
務
に
係
る
金
銭
の
受
入
れ
又
は
払
出
し
に
関
す

る
事
務
を
第
三
者
に
委
託
す
る
場
合
（
銀
行
代
理
業
者

に
銀
行
代
理
業
に
係
る
業
務
と
し
て
委
託
す
る
場
合
を

除
く
。
）
に
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
現
金
自
動
支
払
機
又
は
現
金
自
動
預
入
払
出
兼
用

機
を
用
い
て
預
金
又
は
資
金
の
貸
付
け
の
業
務
に
係

る
金
銭
の
受
入
れ
又
は
払
出
し
に
関
す
る
事
務
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
現
金
自
動
支
払
機
等
受
払
事

務
」
と
い
う
。
）
を
行
う
場
合
に
お
け
る
次
に
掲
げ

る
全
て
の
措
置

イ
　
現
金
自
動
支
払
機
等
受
払
事
務
に
支
障
を
及
ぼ

す
こ
と
が
な
い
よ
う
現
金
自
動
支
払
機
又
は
現
金

自
動
預
入
払
出
兼
用
機
の
管
理
業
務
に
経
験
を
有

す
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
者

（
資
金
の
貸
付
け
（
当
該
銀
行
が
受
け
入
れ
た
顧

客
の
預
金
等
又
は
国
債
を
担
保
と
し
て
行
う
契
約

を
除
く
。
）
の
業
務
に
係
る
金
銭
の
受
入
れ
又
は

払
出
し
に
関
す
る
事
務
を
第
三
者
に
委
託
す
る
場

合
に
は
、
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
業
務
を
主

た
る
業
務
と
す
る
者
を
除
く
。
）
に
委
託
す
る
た

め
の
措
置

ロ
　
顧
客
に
関
す
る
情
報
が
漏
え
い
し
な
い
た
め
の

的
確
な
措
置

ハ
　
顧
客
が
当
該
銀
行
と
当
該
現
金
自
動
支
払
機
等

受
払
事
務
の
委
託
を
受
け
た
者
そ
の
他
の
者
を
誤

認
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置

二
　
当
該
銀
行
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通

信
回
線
で
接
続
さ
れ
た
端
末
装
置
に
顧
客
が
カ
ー
ド

等
（
そ
れ
を
提
示
し
若
し
く
は
通
知
し
て
、
又
は
そ

れ
と
引
換
え
に
、
商
品
若
し
く
は
権
利
を
購
入
し
、

又
は
有
償
で
役
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

カ
ー
ド
そ
の
他
の
物
又
は
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符

号
を
い
う
。
ヘ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
利
用
し
、
又

は
顧
客
の
使
用
に
係
る
電
子
機
器
か
ら
電
気
通
信
回

線
を
通
じ
て
当
該
銀
行
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

に
情
報
を
送
信
し
、
及
び
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁

止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十

八
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
識
別
符
号
を
入

力
す
る
こ
と
に
よ
り
預
金
又
は
資
金
の
貸
付
け
（
顧

客
に
よ
る
預
金
の
払
出
し
の
請
求
額
が
当
該
預
金
の

残
高
を
超
過
す
る
場
合
に
当
該
銀
行
が
極
度
額
の
限

度
内
に
お
い
て
行
う
当
該
超
過
額
に
相
当
す
る
金
額

の
資
金
の
貸
付
け
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
業
務
に
係
る
金
銭
の
払
出
し
（
現
金
自

動
支
払
機
等
受
払
事
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

を
行
う
場
合
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
全
て
の
措
置

イ
　
預
金
又
は
資
金
の
貸
付
け
の
業
務
に
係
る
金
銭

の
払
出
し
に
関
す
る
事
務
に
支
障
を
及
ぼ
す
こ
と

が
な
い
よ
う
的
確
、
公
正
か
つ
効
率
的
に
遂
行
す

る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
有
す
る
者
に
当
該
事
務

を
委
託
す
る
た
め
の
措
置

ロ
　
顧
客
に
関
す
る
情
報
が
漏
え
い
し
な
い
た
め
の

的
確
な
措
置

ハ
　
顧
客
が
当
該
銀
行
と
当
該
預
金
又
は
資
金
の
貸

付
け
の
業
務
に
係
る
金
銭
の
払
出
し
に
関
す
る
事

務
の
委
託
を
受
け
た
者
（
ニ
及
び
ヘ
に
お
い
て

「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
者
を
誤
認
す
る

こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置

ニ
　
預
金
又
は
資
金
の
貸
付
け
の
業
務
に
係
る
金
銭

の
払
出
し
に
関
す
る
事
務
を
委
託
し
た
場
合
の
当

該
事
務
の
実
施
に
関
し
、
受
託
者
と
の
間
で
、
そ

れ
ぞ
れ
の
役
割
の
分
担
の
明
確
化
を
図
る
た
め
の

措
置

ホ
　
預
金
又
は
資
金
の
貸
付
け
の
業
務
に
係
る
金
銭

の
払
出
し
に
関
す
る
事
務
の
正
確
性
を
確
保
す
る

た
め
の
措
置

ヘ
　
カ
ー
ド
等
の
処
理
に
係
る
電
子
計
算
機
及
び
端

末
装
置
又
は
顧
客
が
送
信
す
る
情
報
の
処
理
に
係

る
電
子
計
算
機
及
び
電
子
機
器
が
正
当
な
権
限
を

有
し
な
い
者
に
よ
つ
て
作
動
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
に

よ
り
顧
客
に
損
失
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、

銀
行
、
受
託
者
及
び
顧
客
の
間
で
の
当
該
損
失
の

分
担
の
明
確
化
を
図
る
た
め
の
措
置

ト
　
預
金
又
は
資
金
の
貸
付
け
の
業
務
に
係
る
金
銭

の
払
出
し
の
上
限
額
の
設
定
及
び
当
該
上
限
額
を

超
え
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

（
個
人
顧
客
情
報
の
安
全
管
理
措
置
等
）

第
十
三
条
の
六
の
五
　
銀
行
は
、
そ
の
取
り
扱
う
個
人
で

あ
る
顧
客
に
関
す
る
情
報
の
安
全
管
理
、
従
業
者
の
監

督
及
び
当
該
情
報
の
取
扱
い
を
委
託
す
る
場
合
に
は
そ

の
委
託
先
の
監
督
に
つ
い
て
、
当
該
情
報
の
漏
え
い
、

滅
失
又
は
毀
損
の
防
止
を
図
る
た
め
に
必
要
か
つ
適
切

な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
個
人
顧
客
情
報
の
漏
え
い
等
の
報
告
）

第
十
三
条
の
六
の
五
の
二
　
銀
行
は
、
そ
の
取
り
扱
う
個

人
で
あ
る
顧
客
に
関
す
る
情
報
（
個
人
情
報
の
保
護
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
十

六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
個
人
デ
ー
タ
に
該
当
す
る
も

の
に
限
る
。
）
の
漏
え
い
、
滅
失
若
し
く
は
毀
損
が
発

生
し
、
又
は
発
生
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
事
態
が
生
じ
た

と
き
は
、
当
該
事
態
が
生
じ
た
旨
を
金
融
庁
長
官
等
に

速
や
か
に
報
告
す
る
こ
と
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
返
済
能
力
情
報
の
取
扱
い
）

第
十
三
条
の
六
の
六
　
銀
行
は
、
信
用
情
報
に
関
す
る
機

関
（
資
金
需
要
者
の
借
入
金
返
済
能
力
に
関
す
る
情
報

の
収
集
及
び
銀
行
に
対
す
る
当
該
情
報
の
提
供
を
行
う

も
の
を
い
う
。
）
か
ら
提
供
を
受
け
た
情
報
で
あ
つ
て

個
人
で
あ
る
資
金
需
要
者
の
借
入
金
返
済
能
力
に
関
す

る
も
の
を
、
資
金
需
要
者
の
返
済
能
力
の
調
査
以
外
の

目
的
の
た
め
に
利
用
し
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
別
の
非
公
開
情
報
の
取
扱
い
）

第
十
三
条
の
六
の
七
　
銀
行
は
、
そ
の
取
り
扱
う
個
人
で

あ
る
顧
客
に
関
す
る
人
種
、
信
条
、
門
地
、
本
籍
地
、

保
健
医
療
又
は
犯
罪
経
歴
に
つ
い
て
の
情
報
そ
の
他
の

特
別
の
非
公
開
情
報
（
そ
の
業
務
上
知
り
得
た
公
表
さ

れ
て
い
な
い
情
報
を
い
う
。
）
を
、
適
切
な
業
務
の
運

営
の
確
保
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
目
的
以
外
の
目

的
の
た
め
に
利
用
し
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
託
業
務
の
的
確
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
）

第
十
三
条
の
六
の
八
　
銀
行
は
、
そ
の
業
務
を
第
三
者
に

委
託
す
る
場
合
（
次
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
銀
行
の
属

す
る
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
（
法
第
十
二
条
の
二
第

三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
属
す
る
銀
行
持
株
会
社
が
当

該
業
務
の
的
確
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講

ず
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
当
該
業
務
の
内
容
に
応

じ
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
　
当
該
業
務
を
的
確
、
公
正
か
つ
効
率
的
に
遂
行
す

る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
有
す
る
者
に
委
託
す
る
た

め
の
措
置

二
　
当
該
業
務
の
委
託
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
当
該
業

務
の
実
施
状
況
を
、
定
期
的
に
又
は
必
要
に
応
じ
て

確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
受
託
者
が
当
該
業
務
を
的

確
に
遂
行
し
て
い
る
か
を
検
証
し
、
必
要
に
応
じ
改

善
さ
せ
る
こ
と
そ
の
他
の
受
託
者
に
対
す
る
必
要
か

つ
適
切
な
監
督
を
行
う
た
め
の
措
置

三
　
受
託
者
が
行
う
当
該
業
務
に
係
る
顧
客
か
ら
の
苦

情
を
適
切
か
つ
迅
速
に
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な

措
置

四
　
受
託
者
が
当
該
業
務
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き

な
い
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
他
の
適
切
な
第
三

者
に
当
該
業
務
を
速
や
か
に
委
託
す
る
こ
と
そ
の
他

の
当
該
業
務
に
係
る
顧
客
の
保
護
に
支
障
が
生
じ
る

こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

五
　
銀
行
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を
確
保

し
、
当
該
業
務
に
係
る
顧
客
の
保
護
を
図
る
た
め
必

要
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
業
務
の
委
託
に
係
る
契

約
の
変
更
又
は
解
除
を
す
る
等
の
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
た
め
の
措
置

２
　
法
第
十
二
条
の
二
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
当

該
業
務
の
的
確
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講

ず
る
銀
行
持
株
会
社
は
、
次
に
掲
げ
る
内
容
の
当
該
持

株
会
社
に
お
け
る
経
営
管
理
に
係
る
方
針
の
策
定
及
び

そ
の
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会
社
で

あ
つ
て
当
該
業
務
を
的
確
、
公
正
か
つ
効
率
的
に
遂

行
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
有
す
る
者
に
当
該
業

務
を
委
託
す
る
こ
と
。

二
　
当
該
業
務
の
委
託
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
当
該
業

務
の
実
施
状
況
を
、
定
期
的
に
又
は
必
要
に
応
じ
て

確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
受
託
者
が
当
該
業
務
を
的

確
に
遂
行
し
て
い
る
か
を
検
証
し
、
必
要
に
応
じ
改

善
さ
せ
る
こ
と
そ
の
他
の
受
託
者
に
対
す
る
必
要
か

つ
適
切
な
監
督
を
行
う
こ
と
。

三
　
受
託
者
が
行
う
当
該
業
務
に
係
る
顧
客
か
ら
の
苦

情
を
適
切
か
つ
迅
速
に
処
理
す
る
こ
と
。

四
　
受
託
者
が
当
該
業
務
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き

な
い
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
当
該
業
務
を
委
託

し
た
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
二
以
上
の

会
社
に
対
し
、
他
の
適
切
な
第
三
者
に
当
該
業
務
を

速
や
か
に
委
託
す
る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
業
務
に
係

る
顧
客
の
保
護
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
を
防
止
す
る

た
め
の
措
置
を
求
め
る
こ
と
。

五
　
当
該
業
務
を
委
託
し
た
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ

に
属
す
る
二
以
上
の
会
社
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切

な
運
営
を
確
保
し
、
当
該
業
務
に
係
る
顧
客
の
保
護

を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
会
社
に

対
し
、
当
該
業
務
の
委
託
に
係
る
契
約
の
変
更
又
は

解
除
を
す
る
等
の
必
要
な
措
置
を
求
め
る
こ
と
。

（
電
子
決
済
手
段
の
発
行
に
係
る
健
全
か
つ
適
切
な
運

営
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
）

第
十
三
条
の
六
の
九
　
銀
行
は
、
顧
客
と
の
間
で
電
子
決

済
手
段
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
項
に

規
定
す
る
電
子
決
済
手
段
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

発
行
に
よ
る
為
替
取
引
を
行
う
場
合
に
は
、
電
子
決
済

手
段
の
特
性
及
び
自
己
の
業
務
体
制
に
照
ら
し
て
、
顧

客
の
保
護
又
は
そ
の
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
に

支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
電
子
決

済
手
段
を
発
行
し
な
い
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
決
済
手
段
及
び
暗
号
資
産
の
取
得
等
に
係
る
情

報
の
安
全
管
理
措
置
）

第
十
三
条
の
六
の
十
　
銀
行
は
、
そ
の
営
む
業
務
の
う

ち
、
電
子
決
済
手
段
（
暗
号
等
資
産
に
該
当
す
る
も
の

を
除
く
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
取
得
し
、

又
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
業
務
に
つ
い
て
、
当
該
業

務
の
内
容
及
び
方
法
に
応
じ
、
当
該
業
務
に
係
る
電
子

情
報
処
理
組
織
の
管
理
を
十
分
に
行
う
た
め
の
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
銀
行
は
、
そ
の
営
む
業
務
の
う
ち
、
暗
号
等
資
産
を

取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
業
務
及
び
暗
号

等
資
産
に
係
る
投
資
助
言
業
務
（
金
融
商
品
取
引
法
第

二
十
八
条
第
六
項
に
規
定
す
る
投
資
助
言
業
務
を
い

う
。
次
条
第
二
項
及
び
第
十
七
条
の
三
第
二
項
第
十
四

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
業
務
の

内
容
及
び
方
法
に
応
じ
、
当
該
業
務
に
係
る
電
子
情
報

処
理
組
織
の
管
理
を
十
分
に
行
う
た
め
の
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
決
済
手
段
及
び
暗
号
資
産
の
取
得
等
に
係
る
健

全
性
確
保
を
図
る
た
め
の
措
置
等
）

第
十
三
条
の
六
の
十
一
　
銀
行
は
、
そ
の
営
む
業
務
の
う

ち
、
電
子
決
済
手
段
を
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
こ
と

と
な
る
業
務
に
つ
い
て
、
電
子
決
済
手
段
の
特
性
、
取

引
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
に
応
じ
、
銀
行
の
経
営
の
健

全
性
の
確
保
を
図
り
、
及
び
当
該
業
務
の
適
正
か
つ
確

実
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
を
整
備
す

る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
銀
行
は
、
そ
の
営
む
業
務
の
う
ち
、
暗
号
等
資
産
を

取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
業
務
及
び
暗
号

等
資
産
に
係
る
投
資
助
言
業
務
に
つ
い
て
、
暗
号
等
資

産
の
特
性
、
取
引
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
に
応
じ
、
銀

行
の
経
営
の
健
全
性
の
確
保
を
図
り
、
及
び
こ
れ
ら
の

業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
に
必

要
な
体
制
を
整
備
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
社
内
規
則
等
）

第
十
三
条
の
七
　
銀
行
は
、
そ
の
営
む
業
務
の
内
容
及
び

方
法
に
応
じ
、
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及

び
取
引
を
行
う
目
的
を
踏
ま
え
た
重
要
な
事
項
の
顧
客

に
対
す
る
説
明
そ
の
他
の
健
全
か
つ
適
切
な
業
務
の
運

営
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
（
書
面
の
交
付
そ
の
他
の

適
切
な
方
法
に
よ
る
商
品
又
は
取
引
の
内
容
及
び
リ
ス

ク
並
び
に
当
該
銀
行
が
講
ず
る
法
第
十
二
条
の
三
第
一

項
に
定
め
る
措
置
の
内
容
の
説
明
並
び
に
犯
罪
を
防
止

す
る
た
め
の
措
置
を
含
む
。
）
に
関
す
る
社
内
規
則
等

（
社
内
規
則
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
を
定
め
る
と
と
も
に
、
従
業
員
に
対
す
る

研
修
そ
の
他
の
当
該
社
内
規
則
等
に
基
づ
い
て
業
務
が

運
営
さ
れ
る
た
め
の
十
分
な
体
制
を
整
備
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
銀
行
業
務
に
関
す
る
苦
情
処
理
措
置
及
び
紛
争
解
決

措
置
）

第
十
三
条
の
八
　
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規

定
す
る
苦
情
処
理
措
置
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
措

置
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
全
て
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

イ
　
銀
行
業
務
関
連
苦
情
（
銀
行
業
務
に
関
す
る
苦

情
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
処
理
に
関
す
る
業
務
を
公
正
か
つ
的

確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
業
務
運
営
体
制
を
整
備

す
る
こ
と
。

ロ
　
銀
行
業
務
関
連
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
業
務
を

公
正
か
つ
的
確
に
遂
行
す
る
た
め
の
社
内
規
則

（
当
該
業
務
に
関
す
る
社
内
に
お
け
る
責
任
分
担

を
明
確
化
す
る
規
定
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
を

整
備
す
る
こ
と
。

ハ
　
銀
行
業
務
関
連
苦
情
の
申
出
先
を
顧
客
に
周
知

し
、
並
び
に
イ
の
業
務
運
営
体
制
及
び
ロ
の
社
内

規
則
を
公
表
す
る
こ
と
。

二
　
金
融
商
品
取
引
法
第
七
十
七
条
第
一
項
（
同
法
第

七
十
八
条
の
六
及
び
第
七
十
九
条
の
十
二
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
金
融
商

品
取
引
業
協
会
（
同
法
第
二
条
第
十
三
項
に
規
定
す

る
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
又
は
同
法
第
七
十
八

条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
金
融
商
品
取
引
業
協
会

を
い
う
。
次
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
認

定
投
資
者
保
護
団
体
（
同
法
第
七
十
九
条
の
十
第
一

項
に
規
定
す
る
認
定
投
資
者
保
護
団
体
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
が
行
う
苦
情
の
解
決
に
よ
り
銀
行
業
務

関
連
苦
情
の
処
理
を
図
る
こ
と
。

三
　
消
費
者
基
本
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
八

号
）
第
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
十
五
条
に
規
定
す

る
あ
つ
せ
ん
に
よ
り
銀
行
業
務
関
連
苦
情
の
処
理
を

図
る
こ
と
。

四
　
令
第
十
六
条
の
十
四
各
号
に
掲
げ
る
指
定
を
受
け

た
者
が
実
施
す
る
苦
情
を
処
理
す
る
手
続
に
よ
り
銀

行
業
務
関
連
苦
情
の
処
理
を
図
る
こ
と
。

五
　
銀
行
業
務
関
連
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
業
務
を
公

正
か
つ
的
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
及

び
人
的
構
成
を
有
す
る
法
人
（
法
第
五
十
二
条
の
六

十
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
法
人
を
い
う
。
次

項
第
五
号
並
び
に
第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
二
十
八

第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
第
四
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
実
施
す
る
苦
情
を
処
理
す
る
手
続
に
よ
り

銀
行
業
務
関
連
苦
情
の
処
理
を
図
る
こ
と
。

２
　
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
紛
争

解
決
措
置
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

一
　
金
融
商
品
取
引
業
協
会
又
は
認
定
投
資
者
保
護
団

体
の
あ
つ
せ
ん
（
金
融
商
品
取
引
法
第
七
十
七
条
の

二
第
一
項
（
同
法
第
七
十
八
条
の
七
及
び
第
七
十
九

条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

規
定
す
る
あ
つ
せ
ん
を
い
う
。
）
に
よ
り
銀
行
業
務

関
連
紛
争
（
銀
行
業
務
に
関
す
る
紛
争
で
当
事
者
が

和
解
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
解
決
を
図
る
こ
と
。

二
　
弁
護
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
号
）

第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
会
則
若
し
く
は
当

該
会
則
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
規
則
に
規
定
す

る
機
関
に
お
け
る
あ
つ
せ
ん
又
は
当
該
機
関
に
お
け

る
仲
裁
手
続
に
よ
り
銀
行
業
務
関
連
紛
争
の
解
決
を

図
る
こ
と
。

三
　
消
費
者
基
本
法
第
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

十
五
条
に
規
定
す
る
あ
つ
せ
ん
又
は
同
条
に
規
定
す

る
合
意
に
よ
る
解
決
に
よ
り
銀
行
業
務
関
連
紛
争
の

解
決
を
図
る
こ
と
。

四
　
令
第
十
六
条
の
十
四
各
号
に
掲
げ
る
指
定
を
受
け

た
者
が
実
施
す
る
紛
争
の
解
決
を
図
る
手
続
に
よ
り

銀
行
業
務
関
連
紛
争
の
解
決
を
図
る
こ
と
。

五
　
銀
行
業
務
関
連
紛
争
の
解
決
に
関
す
る
業
務
を
公

正
か
つ
的
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
及

び
人
的
構
成
を
有
す
る
法
人
が
実
施
す
る
紛
争
の
解
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決
を
図
る
手
続
に
よ
り
銀
行
業
務
関
連
紛
争
の
解
決

を
図
る
こ
と
。

３
　
前
二
項
（
第
一
項
第
五
号
及
び
前
項
第
五
号
に
限

る
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
銀
行
は
、
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
法
人
が
実
施
す
る
手
続
に
よ

り
銀
行
業
務
関
連
苦
情
の
処
理
又
は
銀
行
業
務
関
連
紛

争
の
解
決
を
図
つ
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
法
又
は
弁
護
士
法
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処

せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け

る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い

法
人

二
　
法
第
五
十
二
条
の
八
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

法
第
五
十
二
条
の
六
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指

定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を

経
過
し
な
い
法
人
又
は
令
第
十
六
条
の
十
四
各
号
に

掲
げ
る
指
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か

ら
五
年
を
経
過
し
な
い
法
人

三
　
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と

き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
に
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
法
人

イ
　
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
法
若
し
く

は
弁
護
士
法
の
規
定
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ

の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が

な
く
な
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

ロ
　
法
第
五
十
二
条
の
八
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
法
第
五
十
二
条
の
六
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
法
人
に
お
い
て
、
そ
の

取
消
し
の
日
前
一
月
以
内
に
そ
の
法
人
の
役
員
で

あ
つ
た
者
で
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過

し
な
い
者
又
は
令
第
十
六
条
の
十
四
各
号
に
掲
げ

る
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
法
人
に
お
い
て
、
そ
の

取
消
し
の
日
前
一
月
以
内
に
そ
の
法
人
の
役
員
で

あ
つ
た
者
で
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過

し
な
い
者

（
当
該
同
一
人
自
身
を
合
算
子
法
人
等
と
す
る
法
人
等

に
準
ず
る
者
）

第
十
三
条
の
九
　
令
第
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
会
社
で
あ
る
同
一
人
自

身
（
同
項
に
規
定
す
る
同
一
人
自
身
を
い
う
。
）
又
は

当
該
同
一
人
自
身
を
合
算
子
法
人
等
（
同
条
第
二
項
に

規
定
す
る
合
算
子
法
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
と
す
る
法
人
等
（
当
該
同
一
人
自
身
又

は
当
該
法
人
等
が
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
（
連
結
財

務
諸
表
規
則
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
者
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
、
次
条
第
一
号
及
び
第
十
三
条
の
十
一
第

一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
場
合
に

限
る
。
）
の
親
会
社
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
第
三

項
に
規
定
す
る
親
会
社
を
い
い
、
当
該
同
一
人
自
身

（
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
に
限
る
。
）
を
合
算
子
法
人

等
と
す
る
法
人
等
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
受
信
者
連
結
基
準
法
人
等
）

第
十
三
条
の
十
　
令
第
四
条
第
二
項
第
一
号
括
弧
書
に
規

定
す
る
連
結
し
て
そ
の
計
算
書
類
そ
の
他
の
書
類
を
作

成
す
る
も
の
と
さ
れ
る
法
人
等
と
し
て
内
閣
府
令
で
定

め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
法

人
等
と
す
る
。

一
　
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社

二
　
法
第
二
十
一
条
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
書
類

を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
銀
行
そ
の
他
当
該
規

定
に
類
す
る
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
連
結
し
て
そ

の
計
算
書
類
そ
の
他
の
書
類
を
作
成
す
る
も
の
と
さ

れ
る
者
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

三
　
連
結
財
務
諸
表
規
則
又
は
前
号
の
法
令
の
規
定
に

相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
連
結
し
て
そ

の
計
算
書
類
そ
の
他
の
書
類
を
作
成
す
る
も
の
と
さ

れ
る
者
（
前
二
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

（
意
思
決
定
機
関
等
を
支
配
す
る
法
人
等
及
び
合
算
関

連
法
人
等
）

第
十
三
条
の
十
一
　
令
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
他
の
法
人
等
の
意
思
決
定
機
関

を
支
配
し
て
い
る
法
人
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
受

信
者
連
結
基
準
法
人
等
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
受

信
者
連
結
基
準
法
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者

と
す
る
。

一
　
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
財
務
諸
表
等
規
則
第

一
条
の
三
に
規
定
す
る
外
国
会
社
、
連
結
財
務
諸
表

規
則
第
三
百
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
連
結

財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
が
同
条
に

規
定
す
る
指
定
国
際
会
計
基
準
に
従
う
こ
と
が
で
き

る
と
さ
れ
る
同
条
の
指
定
国
際
会
計
基
準
特
定
会
社

の
う
ち
当
該
基
準
に
従
う
も
の
、
連
結
財
務
諸
表
規

則
第
三
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
連
結
財

務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
が
同
条
に
規

定
す
る
修
正
国
際
基
準
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ

れ
る
同
条
の
修
正
国
際
基
準
特
定
会
社
の
う
ち
当
該

基
準
に
従
う
も
の
及
び
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
三
百

十
六
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
連
結
財
務
諸
表
の

用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
が
米
国
預
託
証
券
の
発

行
等
に
関
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
用
語
、
様
式
及
び

作
成
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
連
結
財

務
諸
表
提
出
会
社
の
う
ち
当
該
用
語
、
様
式
及
び
作

成
方
法
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
場
合
　
財
務
諸

表
等
規
則
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
会
社

等
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
一
条
第
三
項
第
五
号
に
規

定
す
る
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
意
思
決
定
機
関
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
八

条
第
三
項
に
規
定
す
る
意
思
決
定
機
関
を
い
う
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
支
配
し
て
い
る
連

結
財
務
諸
表
提
出
会
社
（
財
務
上
又
は
営
業
上
若
し

く
は
事
業
上
の
関
係
か
ら
み
て
他
の
会
社
等
の
意
思

決
定
機
関
を
支
配
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
を
除

く
。
）

二
　
前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
　
同
号
に
定
め

る
者
に
類
す
る
者

２
　
令
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
者
（
受
信
合
算
対
象
者
（
同
条
第

一
項
に
規
定
す
る
受
信
合
算
対
象
者
を
い
う
。
）
に
あ

つ
て
は
、
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
者
を
除
く
。
）
と
す

る
。

一
　
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
　
受
信
者
連
結
基
準

法
人
等
の
関
連
会
社
（
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
二
条

第
七
号
に
規
定
す
る
関
連
会
社
を
い
う
。
）

二
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
　
前
号
に
定
め
る
者

に
類
す
る
者

（
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
）

第
十
四
条
　
令
第
四
条
第
六
項
第
一
号
に
規
定
す
る
貸
出

金
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
別
紙
様
式
第

三
号
（
特
定
取
引
勘
定
設
置
銀
行
に
あ
つ
て
は
別
紙
様

式
第
三
号
の
二
、
外
国
銀
行
支
店
に
あ
つ
て
は
別
紙
様

式
第
四
号
（
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ

る
場
合
に
該
当
し
、
法
第
五
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
届

出
を
行
つ
た
外
国
銀
行
支
店
（
以
下
「
特
定
取
引
勘
定

届
出
外
国
銀
行
支
店
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
別
紙

様
式
第
四
号
の
二
）
）
中
の
貸
借
対
照
表
（
以
下
こ
の

条
及
び
次
条
第
一
項
第
一
号
ハ
に
お
い
て
「
貸
借
対
照

表
」
と
い
う
。
）
の
次
に
掲
げ
る
勘
定
に
計
上
さ
れ
る

も
の
（
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す

る
。

一
　
コ
ー
ル
ロ
ー
ン
勘
定

二
　
買
現
先
勘
定

三
　
貸
出
金
勘
定

２
　
令
第
四
条
第
六
項
第
二
号
に
規
定
す
る
債
務
の
保
証

と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
貸
借
対
照
表
の

支
払
承
諾
見
返
勘
定
に
計
上
さ
れ
る
も
の
及
び
金
融
庁

長
官
が
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

３
　
令
第
四
条
第
六
項
第
三
号
に
規
定
す
る
出
資
と
し
て

内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
貸
借
対
照
表
の
有
価
証

券
勘
定
の
う
ち
株
式
勘
定
又
は
そ
の
他
の
証
券
勘
定
と

し
て
計
上
さ
れ
る
も
の
（
そ
の
他
の
証
券
勘
定
と
し
て

計
上
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
外
国
法
人
の
発
行
す

る
証
券
又
は
証
書
に
表
示
さ
れ
る
権
利
で
株
式
又
は
出

資
の
性
質
を
有
す
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
外
国
法

人
の
発
行
す
る
株
式
等
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）
と
す

る
。

４
　
令
第
四
条
第
六
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
も
の
は
、
貸
借
対
照
表
の
次
に
掲
げ
る
勘
定
に

計
上
さ
れ
る
も
の
（
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
を
除

く
。
）
及
び
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
現
金
預
け
金
勘
定
の
う
ち
預
け
金
勘
定

二
　
債
券
貸
借
取
引
支
払
保
証
金
勘
定

三
　
買
入
手
形
勘
定

四
　
買
入
金
銭
債
権
勘
定

五
　
商
品
有
価
証
券
勘
定
（
特
定
取
引
勘
定
設
置
銀
行

以
外
の
銀
行
に
限
る
。
）

六
　
特
定
取
引
資
産
勘
定
（
特
定
取
引
勘
定
設
置
銀
行

に
限
る
。
）

七
　
金
銭
の
信
託
勘
定

八
　
有
価
証
券
勘
定
の
う
ち
短
期
社
債
勘
定
、
社
債
勘

定
又
は
そ
の
他
の
証
券
勘
定
（
外
国
法
人
の
発
行
す

る
株
式
等
と
し
て
計
上
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

九
　
外
国
為
替
勘
定

十
　
そ
の
他
資
産
勘
定
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
勘
定

イ
　
先
物
取
引
差
入
証
拠
金
勘
定

ロ
　
先
物
取
引
差
金
勘
定

ハ
　
金
融
商
品
等
差
入
担
保
金
勘
定

ニ
　
リ
ー
ス
投
資
資
産
勘
定
（
法
第
十
条
第
二
項
第

十
八
号
イ
に
規
定
す
る
リ
ー
ス
物
件
を
使
用
さ
せ

る
た
め
に
必
要
と
な
る
付
随
費
用
の
額
が
当
該
リ

ー
ス
投
資
資
産
勘
定
に
計
上
さ
れ
な
い
場
合
に
あ

つ
て
は
、
当
該
付
随
費
用
を
含
む
。
）

５
　
第
二
項
及
び
前
項
の
規
定
は
、
銀
行
の
清
算
機
関

（
銀
行
（
当
該
銀
行
以
外
の
銀
行
を
含
む
。
）
に
一
定
の

情
報
を
提
供
し
て
い
る
者
で
あ
つ
て
、
金
融
商
品
取
引

清
算
機
関
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
九
項
に

規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
清
算
機
関
を
い
う
。
）
、
商
品

取
引
清
算
機
関
（
商
品
先
物
取
引
法
第
二
条
第
十
八
項

に
規
定
す
る
商
品
取
引
清
算
機
関
を
い
う
。
）
及
び
こ

れ
ら
に
準
ず
る
外
国
の
機
関
（
設
立
さ
れ
た
国
に
お
い

て
適
切
な
規
制
及
び
監
督
の
枠
組
み
が
構
築
さ
れ
て
お

り
、
か
つ
、
当
該
規
制
及
び
監
督
を
受
け
て
い
る
者
に

限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
い
う
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
信
用
の
供
与

等
（
法
第
十
三
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
信
用
の
供

与
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
四
条
の
三
ま
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で
、
第
十
四
条
の
五
及
び
第
十
四
条
の
六
に
お
い
て
同

じ
。
）
で
あ
つ
て
、
清
算
機
関
が
行
う
業
務
（
金
融
商

品
取
引
法
第
百
五
十
六
条
の
三
第
一
項
第
六
号
に
規
定

す
る
金
融
商
品
債
務
引
受
業
等
、
商
品
先
物
取
引
法
第

百
七
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
商
品
取
引
債
務
引
受
業

等
及
び
外
国
の
機
関
が
行
う
こ
れ
ら
の
業
務
と
同
種
類

の
業
務
を
い
う
。
）
に
係
る
も
の
及
び
金
融
庁
長
官
が

定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

６
　
一
又
は
複
数
の
資
産
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
原

資
産
」
と
い
う
。
）
を
裏
付
け
と
し
て
間
接
的
に
行
う

信
用
の
供
与
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
間
接
的
信

用
供
与
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
金
融
庁
長
官
が
定

め
る
取
引
を
通
じ
た
信
用
の
供
与
等
に
つ
い
て
は
、
当

該
原
資
産
を
構
成
す
る
個
別
の
資
産
及
び
取
引
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
個
別
資
産
等
」
と
い
う
。
）
に
係

る
債
務
を
負
担
す
る
者
そ
の
他
実
質
的
に
当
該
間
接
的

信
用
供
与
等
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
信
用
の
供
与

等
と
み
な
し
て
、
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
方
法
に
よ
り

信
用
の
供
与
等
の
額
を
計
上
し
、
又
は
算
出
す
る
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
方
法
に
よ
り
計
上
さ
れ
、
又

は
算
出
さ
れ
る
個
別
資
産
等
ご
と
の
信
用
の
供
与
等
の

額
が
法
第
十
三
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
自
己
資
本

の
額
の
一
万
分
の
二
十
五
に
相
当
す
る
額
を
下
回
る
場

合
又
は
当
該
方
法
に
よ
り
信
用
の
供
与
等
の
額
を
計
上

し
、
若
し
く
は
算
出
す
る
こ
と
が
不
適
当
で
あ
る
場
合

と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

（
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な

事
項
）

第
十
四
条
の
二
　
銀
行
の
同
一
人
（
法
第
十
三
条
第
一
項

本
文
に
規
定
す
る
同
一
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

対
す
る
信
用
の
供
与
等
の
額
（
次
項
及
び
第
十
四
条
の

五
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
「
単
体
信
用
供
与
等
総

額
」
と
い
う
。
）
は
、
同
一
人
に
係
る
前
条
各
項
の
規

定
に
よ
り
、
又
は
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
計
上
さ
れ
、
又
は
算
出
さ
れ
る
信
用
の
供
与
等

（
銀
行
そ
の
他
の
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
者
に
対
す
る

債
権
債
務
の
決
済
が
同
日
に
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

の
額
の
合
計
額
か
ら
当
該
同
一
人
に
係
る
次
の
各
号
に

掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
控
除
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す

る
。

一
　
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
貸
出
金
に
係
る
次
に
掲

げ
る
額
の
合
計
額

イ
　
当
該
銀
行
に
対
す
る
預
金
等
に
係
る
債
権
を
担

保
と
す
る
貸
出
金
の
額
の
う
ち
当
該
担
保
の
額

ロ
　
国
債
又
は
地
方
債
を
担
保
と
す
る
貸
出
金
の
額

の
う
ち
当
該
担
保
の
額

ハ
　
貸
借
対
照
表
の
貸
倒
引
当
金
勘
定
に
計
上
さ
れ

る
も
の
の
額
の
う
ち
当
該
貸
出
金
に
対
し
て
計
上

さ
れ
る
額

ニ
　
貿
易
保
険
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
四
十
四
条
第
二
項
第
二
号
の
損
失
（
同
法

第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
仲
介
貿
易
者
が
同
条

第
三
項
に
規
定
す
る
仲
介
貿
易
契
約
に
基
づ
い
て

貨
物
を
販
売
し
、
又
は
賃
貸
し
た
場
合
に
同
法
第

四
十
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
事
由
に
よ
つ
て
当
該
貨
物
の
代

金
又
は
賃
貸
料
を
回
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ

と
に
よ
り
受
け
る
損
失
を
除
く
。
）
に
係
る
同
項

に
規
定
す
る
普
通
貿
易
保
険
及
び
本
邦
法
人
若
し

く
は
本
邦
人
又
は
外
国
法
人
若
し
く
は
外
国
人
が

行
う
同
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
外
国
政
府

等
、
外
国
法
人
又
は
外
国
人
に
対
す
る
同
条
第
十

三
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
支
払

に
充
て
ら
れ
る
資
金
に
充
て
ら
れ
る
貸
付
金
に
係

る
債
権
の
取
得
を
行
っ
た
者
が
同
法
第
五
十
一
条

第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
由
に
よ

つ
て
当
該
債
権
の
同
項
に
規
定
す
る
貸
付
金
等
を

回
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
よ
り
受
け
る

損
失
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
貿
易
代
金
貸
付
保

険
の
保
険
金
請
求
権
を
担
保
と
す
る
貸
出
金
の
額

の
う
ち
当
該
担
保
の
額
又
は
同
法
第
七
十
一
条
第

二
項
に
規
定
す
る
海
外
事
業
資
金
貸
付
保
険
の
付

さ
れ
た
貸
出
金
の
額
の
う
ち
当
該
保
険
金
額

ホ
　
貨
物
の
輸
入
者
に
対
す
る
当
該
貨
物
の
代
金

（
当
該
貨
物
に
係
る
運
賃
又
は
保
険
料
を
含
む
。
）

の
決
済
に
係
る
本
邦
通
貨
に
よ
る
貸
付
金
（
当
該

貨
物
に
係
る
船
積
書
類
到
着
後
六
月
以
内
に
返
済

期
限
が
到
来
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額

ヘ
　
信
用
保
証
協
会
が
債
務
の
保
証
を
し
た
貸
出
金

で
あ
つ
て
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
に
よ
り

当
該
保
証
に
保
険
の
付
さ
れ
て
い
る
も
の
の
額
の

う
ち
当
該
保
険
金
額

二
　
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
債
務
の
保
証
に
係
る
次

に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ
　
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
予
算
に
つ
い

て
国
会
の
議
決
を
経
、
又
は
承
認
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
法
人
の
業
務
の
代
理
に
付
随
し
て
さ

れ
る
債
務
の
保
証
の
額

ロ
　
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
が
支
払
人
と
な
つ
て

い
る
手
形
の
引
受
け
又
は
裏
書
き
の
額

ハ
　
国
税
又
は
地
方
税
の
徴
収
猶
予
又
は
延
納
の
担

保
等
に
つ
い
て
す
る
保
証
の
額

ニ
　
輸
入
取
引
に
伴
つ
て
さ
れ
る
保
証
又
は
手
形
の

引
受
け
の
額

ホ
　
貿
易
保
険
法
第
七
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る

海
外
事
業
資
金
貸
付
保
険
の
付
さ
れ
て
い
る
保
証

の
額
の
う
ち
当
該
保
険
金
額

三
　
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
出
資
又
は
同
条
第
四
項

第
四
号
、
第
七
号
若
し
く
は
第
八
号
に
掲
げ
る
勘
定

に
計
上
さ
れ
る
も
の
の
貸
借
対
照
表
計
上
額
が
帳
簿

価
額
を
上
回
る
場
合
に
お
け
る
当
該
貸
借
対
照
表
計

上
額
と
帳
簿
価
額
と
の
差
額

四
　
前
条
第
四
項
第
八
号
に
掲
げ
る
社
債
に
係
る
信
用

保
証
協
会
の
債
務
の
保
証
相
当
額
（
株
式
会
社
日
本

政
策
金
融
公
庫
に
よ
り
当
該
保
証
に
保
険
の
付
さ
れ

て
い
る
も
の
の
額
の
う
ち
当
該
保
険
金
相
当
額
に
限

る
。
）

五
　
前
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
同
項
の
金

融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
も
の
に
係
る
次
に
掲
げ
る

額
の
合
計
額

イ
　
当
該
銀
行
に
対
す
る
預
金
等
に
係
る
債
権
を
担

保
と
す
る
も
の
の
う
ち
当
該
担
保
の
額

ロ
　
国
債
又
は
地
方
債
を
担
保
と
す
る
も
の
の
う
ち

当
該
担
保
の
額

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
額
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
金
融

庁
長
官
が
定
め
る
額

２
　
銀
行
が
、
自
己
資
本
比
率
（
法
第
十
四
条
の
二
第
一

号
に
掲
げ
る
基
準
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率

を
い
う
。
）
を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
担
保
、
保

険
、
債
務
の
保
証
そ
の
他
の
銀
行
の
同
一
人
に
対
す
る

信
用
の
供
与
等
に
係
る
債
権
を
保
全
す
る
た
め
に
提
供

さ
れ
た
手
段
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
手
段
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
」
と
い

う
。
）
を
適
用
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
同
一
人
に
対
す
る
単
体
信
用
供
与
等
総
額

を
計
算
す
る
に
当
た
り
、
当
該
同
一
人
に
係
る
前
条
各

項
の
規
定
に
よ
り
、
又
は
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
計
上
さ
れ
、
又
は
算
出
さ
れ
る
信
用
の

供
与
等
の
額
の
合
計
額
か
ら
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
に

よ
り
保
全
さ
れ
る
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
に
よ
り

保
全
さ
れ
る
額
は
、
当
該
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
に
よ

り
債
務
を
負
担
す
る
者
等
（
当
該
信
用
リ
ス
ク
削
減
手

法
に
係
る
発
行
者
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
発

行
者
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
担
保
等
提
供
者
」
と

い
う
。
）
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
と
み
な
し
て
、
当

該
担
保
等
提
供
者
に
対
す
る
他
の
信
用
の
供
与
等
の
額

と
合
計
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
信
用

リ
ス
ク
削
減
手
法
の
う
ち
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
当
該
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
に
よ
り
保

全
さ
れ
る
額
を
信
用
の
供
与
等
と
み
な
し
て
担
保
等
提

供
者
に
対
す
る
他
の
信
用
の
供
与
等
と
合
計
し
て
計
算

す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

３
　
法
第
十
三
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
自
己
資
本
の

額
は
、
法
第
十
四
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
従

い
算
出
さ
れ
る
自
己
資
本
の
額
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官

が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
な
調
整
を
加
え
た
額
と

す
る
。

（
信
用
供
与
等
限
度
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
や
む
を

得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
）

第
十
四
条
の
三
　
令
第
四
条
第
九
項
第
二
号
に
規
定
す
る

内
閣
府
令
で
定
め
る
国
民
経
済
上
特
に
緊
要
な
事
業

は
、
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十

号
）
第
二
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
一
般
送
配
電

事
業
と
す
る
。

２
　
令
第
四
条
第
九
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
理
由
は
、
次
に
掲
げ
る
理
由
と
す
る
。

一
　
当
該
銀
行
が
預
金
保
険
法
第
六
十
一
条
第
一
項
若

し
く
は
第
百
二
十
六
条
の
二
十
九
第
一
項
の
認
定
又

は
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
百
二
十
六

条
の
三
十
の
あ
つ
せ
ん
を
受
け
、
同
法
第
五
十
九
条

第
二
項
に
規
定
す
る
合
併
等
又
は
同
法
第
百
二
十
六

条
の
二
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
合
併
等
を
行

う
こ
と
。

二
　
当
該
銀
行
の
資
本
金
の
減
少
に
よ
り
一
時
的
に
自

己
資
本
の
額
が
減
少
す
る
こ
と
（
増
資
等
に
よ
り
信

用
供
与
等
限
度
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
状
態
が
速

や
か
に
解
消
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
。

三
　
そ
の
他
金
融
庁
長
官
が
適
当
と
認
め
る
や
む
を
得

な
い
理
由
が
あ
る
こ
と
。

３
　
銀
行
は
、
法
第
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

よ
る
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
の
額
が
同
項
本

文
に
規
定
す
る
信
用
供
与
等
限
度
額
を
超
え
る
こ
と
の

承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
次

に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
信
用
の
供
与
等
を
受
け
る
者
の
資
金
計
画
を
記
載

し
た
書
面

三
　
そ
の
他
金
融
庁
長
官
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
記

載
し
た
書
面

（
当
該
銀
行
と
特
殊
の
関
係
の
あ
る
者
）

第
十
四
条
の
四
　
法
第
十
三
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る

当
該
銀
行
と
内
閣
府
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る

者
は
、
当
該
銀
行
の
子
法
人
等
（
令
第
四
条
の
二
第
二

項
に
規
定
す
る
子
法
人
等
を
い
い
、
金
融
庁
長
官
が
定

め
る
者
を
除
く
。
次
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
十
四
条

の
六
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
。
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（
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な

事
項
）

第
十
四
条
の
五
　
法
第
十
三
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る

当
該
銀
行
及
び
当
該
子
会
社
等
又
は
当
該
子
会
社
等
の

同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
の
額
は
、
合
算
信
用

供
与
等
総
額
か
ら
当
該
同
一
人
に
係
る
調
整
対
象
額
を

控
除
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
「
合
算
信
用
供
与
等
総
額
」
と

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
い
う
。

一
　
当
該
銀
行
に
つ
い
て
第
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
単
体
信
用
供
与
等

総
額

二
　
当
該
銀
行
の
子
法
人
等
に
つ
い
て
第
十
四
条
の
二

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
た

信
用
の
供
与
等
の
総
額

３
　
第
一
項
に
規
定
す
る
「
調
整
対
象
額
」
と
は
、
当
該

子
会
社
等
（
法
第
十
三
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
子

会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

す
る
資
金
の
貸
付
け
の
額
の
う
ち
当
該
銀
行
又
は
他
の

子
会
社
等
が
保
証
し
て
い
る
額
そ
の
他
金
融
庁
長
官
が

定
め
る
額
を
い
う
。

４
　
法
第
十
三
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
自
己
資
本
の

純
合
計
額
は
、
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
掲
げ
る
基

準
に
従
い
算
出
さ
れ
る
自
己
資
本
の
額
に
つ
い
て
金
融

庁
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
な
調
整
を
加
え

た
額
と
す
る
。

（
合
算
信
用
供
与
等
限
度
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
や

む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
）

第
十
四
条
の
六
　
第
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
は
、
令

第
四
条
第
十
二
項
第
五
号
（
令
第
十
六
条
の
二
の
三
第

五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
理
由
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
四
条
の
三
第
二
項

第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
当
該
銀
行
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
等
」
と
、
同
項
第
二
号

中
「
自
己
資
本
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
自
己
資
本
の
純

合
計
額
」
と
、
「
信
用
供
与
等
限
度
額
」
と
あ
る
の
は

「
合
算
信
用
供
与
等
限
度
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

２
　
銀
行
は
、
法
第
十
三
条
第
二
項
後
段
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
当
該
銀
行

及
び
当
該
子
会
社
等
又
は
当
該
子
会
社
等
の
同
一
人
に

対
す
る
信
用
の
供
与
等
の
合
計
額
が
同
条
第
二
項
前
段

に
規
定
す
る
合
算
信
用
供
与
等
限
度
額
を
超
え
る
こ
と

の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に

第
十
四
条
の
三
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し

て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し

な
い
信
用
の
供
与
等
の
相
手
方
）

第
十
四
条
の
六
の
二
　
法
第
十
三
条
第
三
項
第
二
号
に
規

定
す
る
信
用
の
供
与
等
を
行
う
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社

等
と
実
質
的
に
同
一
と
認
め
ら
れ
る
者
と
は
、
当
該
銀

行
又
は
当
該
銀
行
の
子
法
人
等
を
い
う
。

（
銀
行
の
特
定
関
係
者
）

第
十
四
条
の
七
　
令
第
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
法
人
等
と
す

る
。
た
だ
し
、
財
務
上
又
は
営
業
上
若
し
く
は
事
業
上

の
関
係
か
ら
み
て
他
の
法
人
等
の
意
思
決
定
機
関
（
令

第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
意
思
決
定
機
関
を

い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
支
配
し
て

い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
他
の
法
人
等
（
破
産
手
続
開
始
の
決
定
、
再
生
手

続
開
始
の
決
定
又
は
更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け

た
他
の
法
人
等
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
他
の
法
人

等
で
あ
つ
て
、
有
効
な
支
配
従
属
関
係
が
存
在
し
な

い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
議
決
権
の
過
半
数
を
自
己
の
計
算

に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
法
人
等

二
　
他
の
法
人
等
の
議
決
権
の
百
分
の
四
十
以
上
、
百

分
の
五
十
以
下
を
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て

い
る
法
人
等
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の

要
件
に
該
当
す
る
も
の

イ
　
当
該
法
人
等
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し

て
い
る
議
決
権
と
当
該
法
人
等
と
出
資
、
人
事
、

資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
が

あ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
法
人
等
の
意
思
と
同
一
の

内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
及

び
当
該
法
人
等
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権

を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
者
が
所
有
し

て
い
る
議
決
権
と
を
合
わ
せ
て
、
当
該
他
の
法
人

等
の
議
決
権
の
過
半
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
法
人
等
の
役
員
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員

若
し
く
は
使
用
人
で
あ
る
者
、
又
は
こ
れ
ら
で
あ

つ
た
者
で
あ
つ
て
当
該
法
人
等
が
当
該
他
の
法
人

等
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に

関
し
て
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
、

当
該
他
の
法
人
等
の
取
締
役
会
そ
の
他
こ
れ
に
準

ず
る
機
関
の
構
成
員
の
過
半
数
を
占
め
て
い
る
こ

と
。

ハ
　
当
該
法
人
等
と
当
該
他
の
法
人
等
と
の
間
に
当

該
他
の
法
人
等
の
重
要
な
財
務
及
び
営
業
又
は
事

業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
す
る
契
約
等
が
存
在
す

る
こ
と
。

ニ
　
当
該
他
の
法
人
等
の
資
金
調
達
額
（
貸
借
対
照

表
の
負
債
の
部
に
計
上
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限

る
。
）
の
総
額
の
過
半
に
つ
い
て
当
該
法
人
等
が

融
資
（
債
務
の
保
証
及
び
担
保
の
提
供
を
含
む
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
つ
て
い
る

こ
と
（
当
該
法
人
等
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技

術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
の
あ
る
者
が

行
う
融
資
の
額
を
合
わ
せ
て
資
金
調
達
額
の
総
額

の
過
半
と
な
る
場
合
を
含
む
。
）
。

ホ
　
そ
の
他
当
該
法
人
等
が
当
該
他
の
法
人
等
の
意

思
決
定
機
関
を
支
配
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ

る
事
実
が
存
在
す
る
こ
と
。

三
　
法
人
等
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る

議
決
権
と
当
該
法
人
等
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技

術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
が
あ
る
こ
と
に

よ
り
当
該
法
人
等
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権

を
行
使
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
及
び
当
該
法
人
等
の

意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
に

同
意
し
て
い
る
者
が
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
を
合

わ
せ
て
、
他
の
法
人
等
の
議
決
権
の
過
半
数
を
占
め

て
い
る
場
合
（
当
該
法
人
等
が
自
己
の
計
算
に
お
い

て
議
決
権
を
所
有
し
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。
）
に

お
け
る
当
該
法
人
等
で
あ
つ
て
、
前
号
ロ
か
ら
ホ
ま

で
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の

２
　
令
第
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

財
務
上
又
は
営
業
上
若
し
く
は
事
業
上
の
関
係
か
ら
み

て
法
人
等
（
当
該
法
人
等
の
子
法
人
等
（
同
条
第
二
項

に
規
定
す
る
子
法
人
等
を
い
う
。
第
三
十
四
条
の
十
五

第
七
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
を
含
む
。
）
が
子
法
人

等
以
外
の
他
の
法
人
等
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の

方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
法
人
等
（
当
該
法
人
等
の
子
法
人
等
を
含
む
。
）

が
子
法
人
等
以
外
の
他
の
法
人
等
（
破
産
手
続
開
始

の
決
定
、
再
生
手
続
開
始
の
決
定
又
は
更
生
手
続
開

始
の
決
定
を
受
け
た
子
法
人
等
以
外
の
他
の
法
人
等

そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
子
法
人
等
以
外
の
他
の
法

人
等
で
あ
つ
て
、
当
該
法
人
等
が
そ
の
財
務
及
び
営

業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響

を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を

除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
議
決
権

の
百
分
の
二
十
以
上
を
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有

し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
子
法
人
等
以
外
の
他

の
法
人
等

二
　
法
人
等
（
当
該
法
人
等
の
子
法
人
等
を
含
む
。
）

が
子
法
人
等
以
外
の
他
の
法
人
等
の
議
決
権
の
百
分

の
十
五
以
上
、
百
分
の
二
十
未
満
を
自
己
の
計
算
に

お
い
て
所
有
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
子
法
人

等
以
外
の
他
の
法
人
等
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
い

ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の

イ
　
当
該
法
人
等
の
役
員
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員

若
し
く
は
使
用
人
で
あ
る
者
、
又
は
こ
れ
ら
で
あ

つ
た
者
で
あ
つ
て
当
該
法
人
等
が
そ
の
財
務
及
び

営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
関
し
て
影
響
を

与
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
、
そ
の
代
表
取
締

役
、
取
締
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
役
職
に
就
任

し
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
法
人
等
か
ら
重
要
な
融
資
を
受
け
て
い
る

こ
と
。

ハ
　
当
該
法
人
等
か
ら
重
要
な
技
術
の
提
供
を
受
け

て
い
る
こ
と
。

ニ
　
当
該
法
人
等
と
の
間
に
重
要
な
販
売
、
仕
入
れ

そ
の
他
の
営
業
上
又
は
事
業
上
の
取
引
が
あ
る
こ

と
。

ホ
　
そ
の
他
当
該
法
人
等
が
そ
の
財
務
及
び
営
業
又

は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を

与
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
事
実

が
存
在
す
る
こ
と
。

三
　
法
人
等
（
当
該
法
人
等
の
子
法
人
等
を
含
む
。
）

が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と

当
該
法
人
等
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引

等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
当
該

法
人
等
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す

る
と
認
め
ら
れ
る
者
及
び
当
該
法
人
等
の
意
思
と
同

一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意
し
て

い
る
者
が
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
を
合
わ
せ
て
、

子
法
人
等
以
外
の
他
の
法
人
等
の
議
決
権
の
百
分
の

二
十
以
上
を
占
め
て
い
る
場
合
（
当
該
法
人
等
が
自

己
の
計
算
に
お
い
て
議
決
権
を
所
有
し
て
い
な
い
場

合
を
含
む
。
）
に
お
け
る
当
該
子
法
人
等
以
外
の
他

の
法
人
等
で
あ
つ
て
、
前
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ

る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の

３
　
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
連
結
財
務
諸
表
規

則
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
に
公
正
妥
当
と
認

め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準
に
よ
ら
ず
に
連
結
財
務
諸

表
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
連
結
財
務
諸
表
を
作

成
す
る
者
（
以
下
「
特
例
企
業
会
計
基
準
等
適
用
法
人

等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
令
第
四
条
の
二
第
二
項
に
規

定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
そ
の
採
用
す
る

企
業
会
計
の
基
準
に
お
い
て
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
法

人
等
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
法
人
等
と
す
る
。

４
　
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
例
企
業
会
計
基

準
等
適
用
法
人
等
に
係
る
令
第
四
条
の
二
第
三
項
に
規
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定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
そ
の
採
用
す
る

企
業
会
計
の
基
準
に
お
い
て
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
も

の
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
法
人
等
と
す
る
。

５
　
特
別
目
的
会
社
（
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定

す
る
特
定
目
的
会
社
又
は
事
業
内
容
の
変
更
が
制
限
さ

れ
て
い
る
こ
れ
と
同
様
の
事
業
を
営
む
事
業
体
を
い

う
。
第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
適
正
な
価
額
で
譲
り
受
け

た
資
産
か
ら
生
ず
る
収
益
を
当
該
特
別
目
的
会
社
が
発

行
す
る
証
券
の
所
有
者
（
同
法
第
二
条
第
十
二
項
に
規

定
す
る
特
定
借
入
れ
に
係
る
債
権
者
を
含
む
。
）
に
享

受
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
て
お
り
、
当

該
特
別
目
的
会
社
の
事
業
が
そ
の
目
的
に
従
つ
て
適
切

に
遂
行
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
特
別
目
的
会
社
に

資
産
を
譲
渡
し
た
法
人
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
譲
渡
法
人
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
独
立
し
て
い
る
も
の

と
認
め
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
譲
渡
法
人

等
の
子
法
人
等
に
該
当
し
な
い
も
の
と
推
定
す
る
。

（
特
定
関
係
者
と
の
間
の
取
引
等
を
行
う
や
む
を
得
な

い
理
由
等
）

第
十
四
条
の
八
　
法
第
十
三
条
の
二
た
だ
し
書
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
は
、
次
に

掲
げ
る
理
由
と
す
る
。

一
　
当
該
銀
行
が
当
該
銀
行
の
取
引
の
通
常
の
条
件
に

照
ら
し
て
当
該
銀
行
に
不
利
益
を
与
え
る
取
引
又
は

行
為
を
、
当
該
銀
行
の
特
定
関
係
者
（
法
第
十
三
条

の
二
本
文
に
規
定
す
る
特
定
関
係
者
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
か
ら
第
十
四
条
の
十
一
ま
で
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
該
当
す
る
特
定
金
融
機
関
（
破
綻
金
融
機

関
（
預
金
保
険
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
破
綻

金
融
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

及
び
破
綻
金
融
機
関
の
権
利
義
務
の
全
部
又
は
一
部

を
承
継
す
る
金
融
機
関
を
い
う
。
）
と
の
間
で
行
う

場
合
に
お
い
て
、
当
該
取
引
又
は
行
為
を
行
わ
な
け

れ
ば
当
該
特
定
金
融
機
関
の
営
業
又
は
事
業
の
継
続

に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

二
　
当
該
銀
行
が
外
国
銀
行
を
当
該
銀
行
の
子
法
人
等

又
は
関
連
法
人
等
（
令
第
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定

す
る
関
連
法
人
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て

有
す
る
場
合
（
当
該
外
国
銀
行
が
所
在
す
る
国
に
お

い
て
当
該
銀
行
が
支
店
そ
の
他
の
営
業
所
を
設
置
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い

事
由
が
あ
る
と
き
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
当
該
銀

行
が
当
該
外
国
銀
行
と
の
間
で
当
該
銀
行
の
本
店
と

支
店
そ
の
他
の
営
業
所
と
の
間
で
行
う
取
引
又
は
行

為
と
同
様
の
条
件
の
取
引
又
は
行
為
を
行
わ
な
け
れ

ば
当
該
外
国
銀
行
の
営
業
又
は
事
業
の
継
続
に
支
障

を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

三
　
当
該
銀
行
が
、
当
該
銀
行
の
取
引
の
通
常
の
条
件

に
照
ら
し
て
当
該
銀
行
に
不
利
益
を
与
え
る
取
引
又

は
行
為
を
経
営
の
状
況
の
悪
化
し
た
当
該
銀
行
の
特

定
関
係
者
と
の
間
で
合
理
的
な
経
営
改
善
の
た
め
の

計
画
に
基
づ
き
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
取
引
又

は
行
為
を
行
う
こ
と
が
当
該
特
定
関
係
者
の
経
営
の

状
況
を
改
善
す
る
上
で
必
要
か
つ
不
可
欠
で
あ
る
と

見
込
ま
れ
る
こ
と
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
銀
行
が
そ

の
特
定
関
係
者
と
の
間
で
当
該
銀
行
の
取
引
の
通
常

の
条
件
に
照
ら
し
て
当
該
銀
行
に
不
利
益
を
与
え
る

取
引
又
は
行
為
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
金
融
庁
長

官
が
必
要
な
も
の
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
場
合

に
該
当
す
る
こ
と
。

２
　
法
第
十
三
条
の
二
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
要
件
は
、
当
該
銀
行
が
当
該
銀
行
を
子
会
社

と
す
る
銀
行
持
株
会
社
（
他
の
銀
行
又
は
銀
行
持
株
会

社
の
子
会
社
で
な
い
も
の
に
限
る
。
）
の
子
会
社
（
当

該
銀
行
以
外
の
銀
行
に
限
る
。
）
と
の
間
で
行
う
取
引

又
は
行
為
で
、
そ
の
条
件
が
当
該
銀
行
の
取
引
の
通
常

の
条
件
に
照
ら
し
て
当
該
銀
行
に
不
利
益
を
与
え
る
も

の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
取
引
等
」
と
い

う
。
）
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す

る
こ
と
と
す
る
。

一
　
当
該
銀
行
が
特
定
取
引
等
を
行
う
こ
と
が
当
該
銀

行
の
経
営
の
健
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
こ

と
。

二
　
当
該
銀
行
が
特
定
取
引
等
の
条
件
を
明
確
に
定
め

て
い
る
こ
と
。

（
特
定
関
係
者
と
の
間
の
取
引
等
の
承
認
の
申
請
等
）

第
十
四
条
の
九
　
銀
行
は
、
法
第
十
三
条
の
二
た
だ
し
書

の
規
定
に
よ
る
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
こ
と
に
つ

い
て
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請

書
に
理
由
書
そ
の
他
金
融
庁
長
官
が
必
要
と
認
め
る
事

項
を
記
載
し
た
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
金
融
庁
長
官
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申

請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
銀
行
が
法
第

十
三
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
行
為
を
す
る
こ

と
に
つ
い
て
前
条
第
一
項
に
掲
げ
る
や
む
を
得
な
い
理

由
が
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
四
条
の
九
の
二
　
銀
行
は
、
法
第
十
三
条
の
二
た
だ

し
書
の
規
定
に
よ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
に
つ
い
て
の

承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
次

に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
銀
行
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資

本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他

近
に
お
け
る
業
務
、

財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

書
面

ロ
　
当
該
承
認
後
に
お
け
る
収
支
の
見
込
み
を
記
載

し
た
書
面

三
　
第
十
四
条
の
八
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
条
件

を
記
載
し
た
書
面

四
　
第
十
四
条
の
八
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
条
件

の
決
定
が
取
締
役
会
の
決
議
を
要
す
る
も
の
で
あ
る

場
合
に
は
、
こ
れ
に
関
す
る
取
締
役
会
の
議
事
録

五
　
そ
の
他
金
融
庁
長
官
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
記

載
し
た
書
面

２
　
金
融
庁
長
官
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申

請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
銀
行
が
第
十

四
条
の
八
第
二
項
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る

か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
関
係
者
と
の
間
の
取
引
等
）

第
十
四
条
の
十
　
法
第
十
三
条
の
二
第
一
号
に
規
定
す
る

内
閣
府
令
で
定
め
る
取
引
は
、
当
該
銀
行
が
、
そ
の
営

む
業
務
の
種
類
、
規
模
及
び
信
用
度
等
に
照
ら
し
て
当

該
特
定
関
係
者
と
同
様
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
当
該
特

定
関
係
者
以
外
の
者
と
の
間
で
、
当
該
特
定
関
係
者
と

の
間
で
行
う
取
引
と
同
種
及
び
同
量
の
取
引
を
同
様
の

状
況
の
下
で
行
つ
た
場
合
に
成
立
す
る
こ
と
と
な
る
取

引
の
条
件
と
比
べ
て
、
当
該
銀
行
に
不
利
な
条
件
で
行

わ
れ
る
取
引
を
い
う
。

（
特
定
関
係
者
の
顧
客
と
の
間
の
取
引
等
）

第
十
四
条
の
十
一
　
法
第
十
三
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
取
引
又
は
行
為
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
特
定
関
係
者
の
顧
客
と
の
間
で
行
う
取
引

で
、
当
該
銀
行
が
、
そ
の
営
む
業
務
の
種
類
、
規
模

及
び
信
用
度
等
に
照
ら
し
て
当
該
特
定
関
係
者
の
顧

客
と
同
様
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
当
該
特
定
関
係
者

の
顧
客
以
外
の
者
と
の
間
で
、
当
該
特
定
関
係
者
の

顧
客
と
の
間
で
行
う
取
引
と
同
種
及
び
同
量
の
取
引

を
同
様
の
状
況
の
下
で
行
つ
た
場
合
に
成
立
す
る
こ

と
と
な
る
取
引
の
条
件
と
比
べ
て
、
当
該
銀
行
に
不

利
な
条
件
で
行
わ
れ
る
取
引
（
当
該
特
定
関
係
者
と

当
該
特
定
関
係
者
の
顧
客
が
当
該
特
定
関
係
者
が
営

む
事
業
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
そ
の
取
引

の
条
件
に
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

二
　
当
該
特
定
関
係
者
と
の
間
で
行
う
取
引
で
、
そ
の

条
件
が
当
該
銀
行
の
取
引
の
通
常
の
条
件
に
照
ら
し

て
当
該
特
定
関
係
者
に
不
当
に
不
利
益
を
与
え
る
も

の
と
認
め
ら
れ
る
も
の

三
　
何
ら
の
名
義
に
よ
つ
て
す
る
か
を
問
わ
ず
、
法
第

十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
禁
止
を
免
れ
る
取
引
又

は
行
為

（
顧
客
の
保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
）

第
十
四
条
の
十
一
の
二
　
法
第
十
三
条
の
三
第
三
号
に
規

定
す
る
顧
客
の
保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と

し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
銀
行
が
不
当
に
取

引
を
行
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
信
用
を
供
与
し
、
又

は
信
用
の
供
与
を
約
す
る
行
為
で
は
な
い
も
の
と
す

る
。

（
銀
行
の
業
務
に
係
る
禁
止
行
為
）

第
十
四
条
の
十
一
の
三
　
法
第
十
三
条
の
三
第
四
号
に
規

定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行

為
と
す
る
。

一
　
顧
客
に
対
し
、
そ
の
営
む
業
務
の
内
容
及
び
方
法

に
応
じ
、
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び

取
引
を
行
う
目
的
を
踏
ま
え
た
重
要
な
事
項
に
つ
い

て
告
げ
ず
、
又
は
誤
解
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と

を
告
げ
る
行
為

二
　
顧
客
に
対
し
、
不
当
に
、
自
己
の
指
定
す
る
事
業

者
と
取
引
を
行
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
信
用
を
供

与
し
、
又
は
信
用
の
供
与
を
約
す
る
行
為
（
法
第
十

三
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
を
除
く
。
）

三
　
顧
客
に
対
し
、
銀
行
と
し
て
の
取
引
上
の
優
越
的

地
位
を
不
当
に
利
用
し
て
、
取
引
の
条
件
又
は
実
施

に
つ
い
て
不
利
益
を
与
え
る
行
為

（
顧
客
の
利
益
の
保
護
の
た
め
の
体
制
整
備
に
係
る
業

務
の
範
囲
）

第
十
四
条
の
十
一
の
三
の
二
　
法
第
十
三
条
の
三
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
業
務
は
、
銀
行

が
営
む
こ
と
が
で
き
る
業
務
（
以
下
「
銀
行
関
連
業

務
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

（
顧
客
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う

必
要
な
措
置
）

第
十
四
条
の
十
一
の
三
の
三
　
銀
行
は
、
当
該
銀
行
、
当

該
銀
行
を
所
属
銀
行
と
す
る
銀
行
代
理
業
者
又
は
当
該

銀
行
の
親
金
融
機
関
等
（
法
第
十
三
条
の
三
の
二
第
二

項
に
規
定
す
る
親
金
融
機
関
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
子
金
融
機
関
等
（
同
条

第
三
項
に
規
定
す
る
子
金
融
機
関
等
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
う
取
引
に
伴
い
、
当
該

銀
行
、
当
該
銀
行
を
所
属
銀
行
と
す
る
銀
行
代
理
業
者

又
は
当
該
銀
行
の
子
金
融
機
関
等
が
行
う
銀
行
関
連
業

務
に
係
る
顧
客
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
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い
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
対
象
取
引
を
適
切
な
方
法
に
よ
り
特
定
す
る
た
め

の
体
制
の
整
備

二
　
次
に
掲
げ
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
当
該
顧

客
の
保
護
を
適
正
に
確
保
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備

イ
　
対
象
取
引
を
行
う
部
門
と
当
該
顧
客
と
の
取
引

を
行
う
部
門
を
分
離
す
る
方
法

ロ
　
対
象
取
引
又
は
当
該
顧
客
と
の
取
引
の
条
件
又

は
方
法
を
変
更
す
る
方
法

ハ
　
対
象
取
引
又
は
当
該
顧
客
と
の
取
引
を
中
止
す

る
方
法

ニ
　
対
象
取
引
に
伴
い
、
当
該
顧
客
の
利
益
が
不
当

に
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
当

該
顧
客
に
適
切
に
開
示
す
る
方
法

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
措
置
の
実
施
の
方
針
の
策
定
及

び
そ
の
概
要
の
適
切
な
方
法
に
よ
る
公
表

四
　
次
に
掲
げ
る
記
録
の
保
存

イ
　
第
一
号
の
体
制
の
下
で
実
施
し
た
対
象
取
引
の

特
定
に
係
る
記
録

ロ
　
第
二
号
の
体
制
の
下
で
実
施
し
た
顧
客
の
保
護

を
適
正
に
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
係
る
記
録

２
　
前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
記
録
は
、
そ
の
作
成
の
日

か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
「
対
象
取
引
」
と
は
、
銀
行
、
当
該
銀
行

を
所
属
銀
行
と
す
る
銀
行
代
理
業
者
又
は
当
該
銀
行
の

親
金
融
機
関
等
若
し
く
は
子
金
融
機
関
等
が
行
う
取
引

に
伴
い
、
当
該
銀
行
、
当
該
銀
行
を
所
属
銀
行
と
す
る

銀
行
代
理
業
者
又
は
当
該
銀
行
の
子
金
融
機
関
等
が
行

う
銀
行
関
連
業
務
に
係
る
顧
客
の
利
益
が
不
当
に
害
さ

れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
取
引
を
い

う
。

（
特
定
預
金
等
）

第
十
四
条
の
十
一
の
四
　
法
第
十
三
条
の
四
に
規
定
す
る

内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
預
金
者
等
が
預
入
期
間
の
中
途
で
解
約
を
し
た
場

合
に
違
約
金
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
「
違
約
金
等
」
と
い
う
。
）
を
支
払

う
こ
と
と
な
る
預
金
等
で
あ
つ
て
、
当
該
違
約
金
等

の
額
を
当
該
解
約
の
時
に
お
け
る
当
該
預
金
等
の
残

高
か
ら
控
除
し
た
金
額
が
、
金
利
、
通
貨
の
価
格
、

金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
相
場
そ
の
他
の
指
標
に
係

る
変
動
に
よ
り
預
入
金
額
を
下
回
る
こ
と
と
な
る
お

そ
れ
が
あ
る
も
の

二
　
預
金
等
の
う
ち
、
外
国
通
貨
で
表
示
さ
れ
る
も
の

三
　
預
金
等
の
う
ち
、
そ
の
受
入
れ
を
内
容
と
す
る
取

引
に
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
三
号

（
ロ
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
取
引
（
通
貨
の
売
買
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
が
付
随
す
る
も
の

（
契
約
の
種
類
）

第
十
四
条
の
十
一
の
五
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準

用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
特
定
預
金
等
契
約
（
法
第

十
三
条
の
四
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
契
約
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。

第
十
四
条
の
十
一
の
六
　
削
除

（
申
出
を
し
た
特
定
投
資
家
に
交
付
す
る
書
面
の
記
載

事
項
）

第
十
四
条
の
十
一
の
七
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準

用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
三
項
第

四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
申
出

者
（
同
項
に
規
定
す
る
申
出
者
を
い
う
。
）
は
、
同
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
行
つ
た
銀
行
の
み
か
ら

対
象
契
約
（
同
項
に
規
定
す
る
対
象
契
約
を
い
う
。
第

十
四
条
の
十
一
の
九
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し

て
特
定
投
資
家
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
三
十
一

項
に
規
定
す
る
特
定
投
資
家
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

以
外
の
顧
客
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
旨
と

す
る
。

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
提
供
）

第
十
四
条
の
十
一
の
八
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準

用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項

（
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取

引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
十
二
項
（
法
第
十
三
条
の
四

に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の

四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三

十
四
条
の
四
第
三
項
、
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
及
び

第
三
十
七
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る

内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次

に
掲
げ
る
も
の

イ
　
銀
行
（
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る

金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
に
規

定
す
る
事
項
の
提
供
を
行
う
銀
行
と
の
契
約
に
よ

り
フ
ァ
イ
ル
を
自
己
の
管
理
す
る
電
子
計
算
機
に

備
え
置
き
、
こ
れ
を
当
該
事
項
を
提
供
す
る
相
手

方
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
顧
客
」
と
い
う
。
）

又
は
当
該
銀
行
の
用
に
供
す
る
者
を
含
む
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
と
顧
客
等
（
顧
客
又
は
顧
客
と
の
契
約
に

よ
り
顧
客
フ
ァ
イ
ル
（
専
ら
顧
客
の
用
に
供
せ
ら

れ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
自
己
の
管
理
す
る
電
子
計
算
機
に
備

え
置
く
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す

る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
書
面
に
記
載
す
べ
き

事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と

い
う
。
）
を
送
信
し
、
顧
客
等
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
録

す
る
方
法
（
同
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
提
供

を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項

の
提
供
を
行
う
銀
行
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る

方
法
）

ロ
　
銀
行
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通

信
回
線
を
通
じ
て
顧
客
の
閲
覧
に
供
し
、
顧
客
等

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
当
該

顧
客
の
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
記
載
事
項
を
記
録

す
る
方
法
（
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す

る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
に

規
定
す
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承
諾

又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
銀
行
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら

れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）

ハ
　
銀
行
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を
電

気
通
信
回
線
を
通
じ
て
顧
客
の
閲
覧
に
供
す
る

方
法

ニ
　
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
（
銀
行
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
で
あ
つ
て
、
同
時

に
複
数
の
顧
客
の
閲
覧
に
供
す
る
た
め
記
載
事
項

を
記
録
さ
せ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項
を

電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
顧
客
の
閲
覧
に
供
す
る

方
法

二
　
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式

そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
電
子
計
算

機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
係
る

記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
も
つ
て
調
製

す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交

付
す
る
方
法

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に

適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
顧
客
が
顧
客
フ
ァ
イ
ル
又
は
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
へ
の

記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
で
き
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
前
項
第
一
号
イ
、
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
方
法
（
顧

客
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
顧
客

フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
す
る
方
法
を
除
く
。
）

に
あ
つ
て
は
、
記
載
事
項
を
顧
客
フ
ァ
イ
ル
又
は
閲

覧
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
顧

客
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

顧
客
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確

認
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三
　
前
項
第
一
号
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
つ
て

は
、
記
載
事
項
に
掲
げ
ら
れ
た
取
引
を

後
に
行
つ

た
日
以
後
五
年
間
（
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
ま
で

の
間
に
当
該
記
載
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が
あ
つ

た
と
き
は
、
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦

情
が
解
決
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
）

次
に
掲
げ
る
事
項
を
消
去
し
又
は
改
変
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
閲
覧
に
供

し
て
い
る
記
載
事
項
を
書
面
に
よ
り
交
付
す
る
場

合
、
顧
客
の
承
諾
（
令
第
四
条
の
三
に
規
定
す
る
方

法
に
よ
る
承
諾
を
い
う
。
）
を
得
て
同
号
イ
若
し
く

は
ロ
若
し
く
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り

提
供
す
る
場
合
又
は
顧
客
に
よ
る
当
該
記
載
事
項
に

係
る
消
去
の
指
図
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
記
載
事
項

を
消
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ
　
前
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
方
法
に
つ
い
て
は
、

顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項

ロ
　
前
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
つ
い
て
は
、

閲
覧
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項

四
　
前
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
つ
て
は
、
次

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
顧
客
が
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
を
閲
覧
す
る
た
め
に
必

要
な
情
報
を
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

ロ
　
前
号
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
ま
で
の
間

に
お
い
て
、
イ
の
規
定
に
よ
り
顧
客
が
閲
覧
フ
ァ

イ
ル
を
閲
覧
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
記
録
し

た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
と
当
該
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
と
を
電

気
通
信
回
線
を
通
じ
て
接
続
可
能
な
状
態
を
維
持

さ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
閲
覧
の
提
供
を
受
け
た

顧
客
が
接
続
可
能
な
状
態
を
維
持
さ
せ
る
こ
と
に

つ
い
て
不
要
で
あ
る
旨
通
知
し
た
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

３
　
第
一
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、

銀
行
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
顧
客
フ
ァ
イ
ル

を
備
え
た
顧
客
等
又
は
銀
行
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組

織
を
い
う
。
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（
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
）

第
十
四
条
の
十
一
の
九
　
令
第
四
条
の
三
第
一
項
及
び
第

四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種

類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
前
条
第
一
項
各
号
又
は
第
十
四
条
の
十
一
の
九
の

三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
銀
行
が
使
用

す
る
も
の

二
　
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式

（
特
定
投
資
家
へ
の
復
帰
申
出
を
し
た
者
が
同
意
を
行

う
書
面
の
記
載
事
項
）

第
十
四
条
の
十
一
の
九
の
二
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い

て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
十

一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る

承
諾
を
す
る
日
（
第
四
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て

「
承
諾
日
」
と
い
う
。
）

二
　
対
象
契
約
が
特
定
預
金
等
契
約
で
あ
る
旨

三
　
復
帰
申
出
者
（
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用

す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
十
一
項

に
規
定
す
る
復
帰
申
出
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
次
に
掲
げ
る
事
項
を
理
解
し
て

い
る
旨

イ
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商

品
取
引
法
第
四
十
五
条
各
号
（
第
三
号
及
び
第
四

号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
規
定
は
、
対
象
契
約
に

関
し
て
復
帰
申
出
者
が
当
該
各
号
に
定
め
る
者
で

あ
る
場
合
（
同
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
を

除
く
。
）
に
は
適
用
さ
れ
な
い
旨

ロ
　
対
象
契
約
に
関
し
て
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り

扱
わ
れ
る
こ
と
が
そ
の
知
識
、
経
験
及
び
財
産
の

状
況
に
照
ら
し
て
適
当
で
は
な
い
者
が
特
定
投
資

家
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
者
の

保
護
に
欠
け
る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
旨

四
　
承
諾
日
以
後
に
対
象
契
約
の
締
結
の
勧
誘
又
は
締

結
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
復
帰
申
出
者
を
再
び
特

定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
う
旨

五
　
復
帰
申
出
者
は
、
承
諾
日
以
後
い
つ
で
も
、
法
第

十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法

第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
で

き
る
旨

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
同
意
の
取
得
）

第
十
四
条
の
十
一
の
九
の
三
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い

て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
十

二
項
（
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商

品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
三
項
（
法
第
十
三
条
の

四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条

の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次

に
掲
げ
る
も
の

イ
　
銀
行
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
法
第
十
三

条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第

三
十
四
条
の
二
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
意
を

得
よ
う
と
す
る
相
手
方
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
顧
客
」
と
い
う
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信

し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ
　
銀
行
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
顧
客
の
同
意
に
関
す

る
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
当
該
顧
客
の

閲
覧
に
供
し
、
当
該
銀
行
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
顧
客
の
同

意
に
関
す
る
事
項
を
記
録
す
る
方
法

二
　
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル

に
同
意
に
関
す
る
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
得
る

方
法

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
銀
行
が
フ
ァ
イ
ル
へ

の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、

銀
行
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
顧
客
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

（
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
で
あ
る
法
人
が
特
定
投
資

家
と
み
な
さ
れ
る
場
合
の
期
限
日
）

第
十
四
条
の
十
一
の
十
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準

用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
に

規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
銀
行
が
一
定

の
日
を
定
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
銀
行
の
営
業

所
の
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
へ
の
掲
示
そ
の
他
の
適
切

な
方
法
に
よ
り
公
表
し
て
い
る
場
合
と
す
る
。

一
　
当
該
日

二
　
次
項
に
規
定
す
る
日
を
期
限
日
（
法
第
十
三
条
の

四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四

条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
期
限
日
を
い

う
。
次
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
十
四
条
の
十
一
の

十
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
旨

２
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取

引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
日
は
、
銀
行
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た

日
で
あ
つ
て
承
諾
日
（
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す

る
承
諾
日
を
い
う
。
次
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
十
四

条
の
十
一
の
十
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
起
算
し
て

一
年
以
内
の
日
の
う
ち

も
遅
い
日
と
す
る
。

（
申
出
を
し
た
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
で
あ
る
法
人

が
同
意
を
行
う
書
面
の
記
載
事
項
）

第
十
四
条
の
十
一
の
十
一
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て

準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項

第
四
号
イ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、

法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引

法
第
四
十
五
条
各
号
（
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）

に
掲
げ
る
規
定
は
、
対
象
契
約
（
同
項
第
二
号
に
規
定

す
る
対
象
契
約
を
い
う
。
次
項
及
び
第
十
四
条
の
十
一

の
十
二
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
て
申
出
者

（
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取

引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
申
出
者
を

い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
当
該
各
号
に
定
め

る
者
で
あ
る
場
合
（
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用

す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
四
十
五
条
た
だ
し
書
に
規
定

す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
適
用
さ
れ
な
い
旨
と
す
る
。

２
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取

引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。

一
　
期
限
日
以
前
に
締
結
し
た
対
象
契
約
に
関
し
て
法

令
の
規
定
又
は
契
約
の
定
め
に
基
づ
い
て
行
う
行
為

に
つ
い
て
は
、
期
限
日
後
に
行
う
も
の
で
あ
つ
て

も
、
申
出
者
を
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
う
旨

二
　
申
出
者
は
、
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す

る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
承
諾
を
行
つ
た
銀
行
の
み
か
ら
対
象
契
約

に
関
し
て
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と

に
な
る
旨

三
　
申
出
者
は
、
承
諾
日
以
後
い
つ
で
も
、
法
第
十
三

条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三

十
四
条
の
三
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
で
き

る
旨

（
申
出
を
し
た
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
で
あ
る
法
人

が
更
新
申
出
を
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
）

第
十
四
条
の
十
一
の
十
二
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て

準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
七
項

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
期
間
は
、
十
一
月

（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
期
間
）
と
す
る
。

一
　
承
諾
日
か
ら
期
限
日
ま
で
の
期
間
が
一
年
に
満
た

な
い
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
　
当
該

期
間
か
ら
一
月
を
控
除
し
た
期
間

二
　
承
諾
日
か
ら
期
限
日
ま
で
の
期
間
が
一
月
を
超
え

な
い
場
合
　
一
日

２
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取

引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
八
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お

け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
各
号
中

「
承
諾
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
回
の
期
限
日
の
翌
日
」

と
す
る
。

（
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
へ
の
復
帰
申
出
を
し
た
法

人
に
交
付
す
る
書
面
の
記
載
事
項
）

第
十
四
条
の
十
一
の
十
二
の
二
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お

い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第

十
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
承

諾
を
す
る
日
（
第
三
号
に
お
い
て
「
承
諾
日
」
と
い

う
。
）

二
　
対
象
契
約
が
特
定
預
金
等
契
約
で
あ
る
旨

三
　
承
諾
日
以
後
に
対
象
契
約
の
締
結
の
勧
誘
又
は
締

結
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
法
第
十
三
条
の
四
に
お

い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三

第
九
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
法
人
を
再
び
特

定
投
資
家
以
外
の
顧
客
と
し
て
取
り
扱
う
旨

（
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
う
よ
う
申
し
出
る
こ
と

が
で
き
る
営
業
者
等
）

第
十
四
条
の
十
一
の
十
三
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て

準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項

第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す

る
。

一
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申

出
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
全
て
の
匿
名
組
合
員
の
同

意
を
得
て
い
な
い
こ
と
。

二
　
そ
の
締
結
し
た
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四

十
八
号
）
第
五
百
三
十
五
条
に
規
定
す
る
匿
名
組
合

契
約
に
基
づ
く
出
資
の
合
計
額
が
三
億
円
未
満
で
あ

る
こ
と
。

２
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取

引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
個
人
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
　
民
法
第
六
百
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合

契
約
を
締
結
し
て
組
合
の
業
務
の
執
行
を
委
任
さ
れ

た
組
合
員
で
あ
る
個
人
（
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て

に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）

イ
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商

品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
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る
申
出
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
他
の
全
て
の
組
合

員
の
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
組
合
契
約
に
基
づ
く
出
資
の
合
計
額
が
三

億
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
七
年
法
律
第
四
十
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す

る
有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
を
締
結
し
て
組
合
の
重

要
な
業
務
の
執
行
の
決
定
に
関
与
し
、
か
つ
、
当
該

業
務
を
自
ら
執
行
す
る
組
合
員
で
あ
る
個
人
（
次
に

掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）

イ
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商

品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
申
出
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
他
の
全
て
の
組
合

員
の
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
に
基
づ
く
出
資

の
合
計
額
が
三
億
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
う
よ
う
申
し
出
る
こ
と

が
で
き
る
個
人
）

第
十
四
条
の
十
一
の
十
四
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て

準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項

第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次

に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
取
引
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
か
ら
合
理
的
に
判
断

し
て
、
承
諾
日
（
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用

す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
第

一
号
に
規
定
す
る
承
諾
日
を
い
う
。
次
号
、
次
条
第

二
項
、
第
十
四
条
の
十
一
の
十
六
第
二
項
第
三
号
及

び
第
十
四
条
の
十
一
の
十
六
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
お
け
る
申
出
者
（
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準

用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
二
項

に
規
定
す
る
申
出
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第

十
四
条
の
十
一
の
十
六
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
資
産

の
合
計
額
か
ら
負
債
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
が
三

億
円
以
上
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

二
　
取
引
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
か
ら
合
理
的
に
判
断

し
て
、
承
諾
日
に
お
け
る
申
出
者
の
資
産
（
次
に
掲

げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
合
計
額
が
三
億
円
以
上
に

な
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

イ
　
有
価
証
券
（
ホ
に
掲
げ
る
も
の
及
び
ヘ
に
掲
げ

る
も
の
（
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
（
平
成
六
年

法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る

特
例
事
業
者
と
締
結
し
た
も
の
に
限
る
。
）
並
び

に
チ
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ
　
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二

条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を

い
う
。
）
に
係
る
権
利

ハ
　
法
第
十
三
条
の
四
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等

（
ハ
を
除
き
、
以
下
「
特
定
預
金
等
」
と
い
う
。
）
、

農
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
の
五
に
規
定
す
る
特

定
貯
金
等
、
水
産
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
の
十

一
に
規
定
す
る
特
定
貯
金
等
、
協
同
組
合
に
よ
る

金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
八
十
三
号
）
第
六
条
の
五
の
十
一
第
一
項
に

規
定
す
る
特
定
預
金
等
、
信
用
金
庫
法
（
昭
和
二

十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
第
八
十
九
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
、
長
期
信
用

銀
行
法
第
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
預
金

等
、
労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百

二
十
七
号
）
第
九
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定

預
金
等
、
農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律

第
九
十
三
号
）
第
五
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
特

定
預
金
等
及
び
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法

（
平
成
十
九
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
二
十
九
条

に
規
定
す
る
特
定
預
金
等

ニ
　
農
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
の
二
十
七
に
規
定

す
る
特
定
共
済
契
約
、
消
費
生
活
協
同
組
合
法

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
号
）
第
十
二
条
の

三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
共
済
契
約
、
水
産
業

協
同
組
合
法
第
十
五
条
の
十
二
に
規
定
す
る
特
定

共
済
契
約
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
第
九
条
の
七
の
五

第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
共
済
契
約
及
び
保
険
業

法
第
三
百
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
保
険
契
約
に

基
づ
く
保
険
金
、
共
済
金
、
返
戻
金
そ
の
他
の
給

付
金
に
係
る
権
利

ホ
　
信
託
業
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
四

号
）
第
二
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
信
託
契

約
に
係
る
信
託
受
益
権
（
チ
に
掲
げ
る
も
の
に
該

当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

ヘ
　
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
第
二
条
第
三
項
に
規

定
す
る
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
に
基
づ
く

権
利

ト
　
商
品
市
場
に
お
け
る
取
引
（
商
品
先
物
取
引
法

第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
商
品
市
場
に
お
け
る

取
引
を
い
う
。
）
、
外
国
商
品
市
場
取
引
（
同
条
第

十
三
項
に
規
定
す
る
外
国
商
品
市
場
取
引
を
い

う
。
）
及
び
店
頭
商
品
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
同

条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
店
頭
商
品
デ
リ
バ
テ
ィ

ブ
取
引
を
い
う
。
）
に
係
る
権
利

チ
　
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
に
関
す
る
内
閣
府

令
（
令
和
五
年
内
閣
府
令
第
四
十
八
号
）
第
四
十

三
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の

三
　
申
出
者
が

初
に
当
該
銀
行
と
の
間
で
特
定
預
金

等
契
約
を
締
結
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過

し
て
い
る
こ
と
。

（
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
で
あ
る
個
人
が
特
定
投
資

家
と
み
な
さ
れ
る
場
合
の
期
限
日
）

第
十
四
条
の
十
一
の
十
五
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て

準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
に

規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
銀
行
が
一
定

の
日
を
定
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
銀
行
の
営
業

所
の
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
へ
の
掲
示
そ
の
他
の
適
切

な
方
法
に
よ
り
公
表
し
て
い
る
場
合
と
す
る
。

一
　
当
該
日

二
　
次
項
に
規
定
す
る
日
を
期
限
日
（
法
第
十
三
条
の

四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四

条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
四

条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
期
限
日
を
い

う
。
次
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
十
四
条
の
十
一
の

十
六
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
旨

２
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取

引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
日
は
、
銀
行
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
日

で
あ
つ
て
承
諾
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
の
日
の
う

ち

も
遅
い
日
と
す
る
。

（
申
出
を
し
た
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
で
あ
る
個
人

が
同
意
を
行
う
書
面
の
記
載
事
項
）

第
十
四
条
の
十
一
の
十
六
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て

準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
第

四
号
イ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
法

第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法

第
四
十
五
条
各
号
（
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）

に
掲
げ
る
規
定
は
、
対
象
契
約
（
同
項
第
二
号
に
規
定

す
る
対
象
契
約
を
い
う
。
次
項
及
び
第
十
四
条
の
十
一

の
十
六
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
て
申
出
者
が

当
該
各
号
に
定
め
る
者
で
あ
る
場
合
（
法
第
十
三
条
の

四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
四
十
五
条

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
適
用
さ

れ
な
い
旨
と
す
る
。

２
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取

引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
期
限
日
以
前
に
締
結
し
た
対
象
契
約
に
関
し
て
法

令
の
規
定
又
は
契
約
の
定
め
に
基
づ
い
て
行
う
行
為

に
つ
い
て
は
、
期
限
日
後
に
行
う
も
の
で
あ
つ
て

も
、
申
出
者
を
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
う
旨

二
　
申
出
者
は
、
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す

る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
承
諾
を
行
つ
た
銀
行
の
み
か
ら
対
象
契
約

に
関
し
て
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と

に
な
る
旨

三
　
申
出
者
は
、
承
諾
日
以
後
い
つ
で
も
、
法
第
十
三

条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三

十
四
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
で
き

る
旨

（
申
出
を
し
た
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
で
あ
る
個
人

が
更
新
申
出
を
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
）

第
十
四
条
の
十
一
の
十
六
の
二
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お

い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第

六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
四
条
の
三
第
七

項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
期
間
は
、
十
一
月

（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
期
間
）
と
す
る
。

一
　
承
諾
日
か
ら
期
限
日
ま
で
の
期
間
が
一
年
に
満
た

な
い
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
　
当
該

期
間
か
ら
一
月
を
控
除
し
た
期
間

二
　
承
諾
日
か
ら
期
限
日
ま
で
の
期
間
が
一
月
を
超
え

な
い
場
合
　
一
日

２
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取

引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
三
十
四
条
の
三
第
八
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け

る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
承
諾

日
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
回
の
期
限
日
の
翌
日
」
と
す

る
。

（
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
へ
の
復
帰
申
出
を
し
た
個

人
に
交
付
す
る
書
面
の
記
載
事
項
）

第
十
四
条
の
十
一
の
十
六
の
三
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お

い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第

六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
四
条
の
三
第
十

一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
承

諾
を
す
る
日
（
第
三
号
に
お
い
て
「
承
諾
日
」
と
い

う
。
）

二
　
対
象
契
約
が
特
定
預
金
等
契
約
で
あ
る
旨

三
　
承
諾
日
以
後
に
対
象
契
約
の
締
結
の
勧
誘
又
は
締

結
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
法
第
十
三
条
の
四
に
お

い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
個
人
を
再
び
特

定
投
資
家
以
外
の
顧
客
と
し
て
取
り
扱
う
旨

（
広
告
類
似
行
為
）

第
十
四
条
の
十
一
の
十
七
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て

準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
各
項
に
規
定
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す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
郵
便
、
信
書
便

（
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項
に

規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
又
は
同
条
第
九
項
に
規

定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
の
提
供
す
る
同
条
第
二
項

に
規
定
す
る
信
書
便
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
フ
ァ
ク

シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
す
る
方
法
、
電
子
メ
ー
ル

（
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号

に
規
定
す
る
電
子
メ
ー
ル
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

送
信
す
る
方
法
、
ビ
ラ
又
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
す

る
方
法
そ
の
他
の
方
法
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

に
よ
り
多
数
の
者
に
対
し
て
同
様
の
内
容
で
行
う
情
報

の
提
供
と
す
る
。

一
　
法
令
又
は
法
令
に
基
づ
く
行
政
官
庁
の
処
分
に
基

づ
き
作
成
さ
れ
た
書
類
を
配
布
す
る
方
法

二
　
個
別
の
企
業
の
分
析
及
び
評
価
に
関
す
る
資
料
で

あ
つ
て
、
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
勧
誘
に
使
用

し
な
い
も
の
を
配
布
す
る
方
法

三
　
次
に
掲
げ
る
全
て
の
事
項
の
み
が
表
示
さ
れ
て
い

る
景
品
そ
の
他
の
物
品
（
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る

事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
さ
れ
て
い
る

も
の
に
限
る
。
）
を
提
供
す
る
方
法
（
当
該
事
項
の

う
ち
景
品
そ
の
他
の
物
品
に
表
示
さ
れ
て
い
な
い
事

項
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
景
品
そ
の
他
の

物
品
と
当
該
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
る
他
の
物
品
と

を
一
体
の
も
の
と
し
て
提
供
す
る
方
法
を
含
む
。
）

イ
　
商
品
の
名
称
（
通
称
を
含
む
。
）

ロ
　
こ
の
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
多
数
の
者
に

対
し
て
同
様
の
内
容
で
行
う
情
報
の
提
供
を
す
る

銀
行
の
商
号
又
は
そ
の
通
称

ハ
　
令
第
四
条
の
五
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項

（
当
該
事
項
の
文
字
又
は
数
字
が
当
該
事
項
以
外

の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち

も
大
き
な
も

の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
さ
れ
て

い
る
も
の
に
限
る
。
）

ニ
　
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
面
の
内
容
を
十
分

に
読
む
べ
き
旨

（１）
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定

す
る
書
面
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
四
条
の
十

一
の
三
十
ま
で
に
お
い
て
「
契
約
締
結
前
交
付

書
面
」
と
い
う
。
）

（２）
　
第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
五
第
一
項
第
一
号

に
規
定
す
る
外
貨
預
金
等
書
面

（３）
　
第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
五
第
一
項
第
三
号

ロ
に
規
定
す
る
契
約
変
更
書
面

（
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て

の
広
告
等
の
表
示
方
法
）

第
十
四
条
の
十
一
の
十
八
　
銀
行
が
そ
の
行
う
特
定
預
金

等
契
約
の
締
結
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
広
告
又
は
前

条
に
規
定
す
る
行
為
（
次
項
に
お
い
て
「
広
告
等
」
と

い
う
。
）
を
す
る
と
き
は
、
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い

て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
第
一
項
各

号
（
第
二
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
明

瞭
か
つ
正
確
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
銀
行
が
そ
の
行
う
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
業
務

の
内
容
に
つ
い
て
広
告
等
を
す
る
と
き
は
、
令
第
四
条

の
五
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
文
字
又
は
数
字

を
当
該
事
項
以
外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち

も
大
き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示

す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
銀
行
が
そ
の
行
う
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
業
務

の
内
容
に
つ
い
て
基
幹
放
送
事
業
者
（
放
送
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
第
二
十
三
号

に
規
定
す
る
基
幹
放
送
事
業
者
を
い
い
、
日
本
放
送
協

会
及
び
放
送
大
学
学
園
（
放
送
大
学
学
園
法
（
平
成
十

四
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
放
送

大
学
学
園
を
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
放
送

設
備
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法
又
は
第
十
四
条
の
十

一
の
二
十
一
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
（
音
声
に
よ

り
放
送
を
さ
せ
る
方
法
を
除
く
。
）
に
よ
り
広
告
を
す

る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
第
四
条

の
五
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
文
字
又
は
数
字

を
当
該
事
項
以
外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち

も
大
き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示

す
る
も
の
と
す
る
。

（
顧
客
が
支
払
う
べ
き
対
価
に
関
す
る
事
項
）

第
十
四
条
の
十
一
の
十
九
　
令
第
四
条
の
五
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
手
数

料
、
報
酬
、
費
用
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
に
よ
る
か
を

問
わ
ず
、
特
定
預
金
等
契
約
に
関
し
て
顧
客
が
支
払
う

べ
き
対
価
（
以
下
「
手
数
料
等
」
と
い
う
。
）
の
種
類

ご
と
の
金
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計

算
方
法
（
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
元
本
の
額
に

対
す
る
割
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
概
要
及
び
当
該
金
額
の
合
計
額
若
し
く
は
そ
の
上
限

額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
の
概
要
と
す
る
。
た
だ

し
、
こ
れ
ら
の
表
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に

あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
と
す
る
。

（
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
重
要
事
項
）

第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
　
令
第
四
条
の
五
第
一
項
第
三

号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
当
該
銀
行
が
預
入
期
間
を
延
長
す
る
権
利
を
有
す

る
特
定
預
金
等
に
あ
つ
て
は
、
当
該
権
利
が
行
使
さ

れ
た
場
合
に
当
該
特
定
預
金
等
の
金
利
が
市
場
金
利

を
下
回
る
こ
と
に
よ
り
顧
客
に
不
利
と
な
る
お
そ
れ

が
あ
る
旨

二
　
そ
の
他
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
重
要
な

事
項
に
つ
い
て
顧
客
の
不
利
益
と
な
る
事
実

（
基
幹
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送
を
さ
せ

る
方
法
に
準
ず
る
方
法
等
）

第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
一
　
令
第
四
条
の
五
第
二
項
に

規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

一
　
一
般
放
送
事
業
者
（
放
送
法
第
二
条
第
二
十
五
号

に
規
定
す
る
一
般
放
送
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法

二
　
銀
行
又
は
当
該
銀
行
が
行
う
広
告
等
に
係
る
業
務

の
委
託
を
受
け
た
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に

備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容

（
基
幹
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送
を
さ

せ
る
方
法
又
は
前
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
提
供
さ

れ
る
事
項
と
同
一
の
も
の
に
限
る
。
）
を
電
気
通
信

回
線
を
利
用
し
て
顧
客
に
閲
覧
さ
せ
る
方
法

三
　
常
時
又
は
一
定
の
期
間
継
続
し
て
屋
内
又
は
屋
外

で
公
衆
に
表
示
さ
せ
る
方
法
で
あ
つ
て
、
看
板
、
立

看
板
、
貼
り
紙
及
び
貼
り
札
並
び
に
広
告
塔
、
広
告

板
、
建
物
そ
の
他
の
工
作
物
等
に
掲
出
さ
せ
、
又
は

表
示
さ
せ
る
も
の
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

２
　
令
第
四
条
の
五
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
十
四
条
の
十
一
の
十
七
第
三

号
ニ
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

（
誇
大
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
事
項
）

第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
二
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い

て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
第
二
項
に

規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
と
す
る
。

一
　
特
定
預
金
等
契
約
の
解
除
に
関
す
る
事
項

二
　
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
損
失
の
全
部
若
し
く
は

一
部
の
負
担
又
は
利
益
の
保
証
に
関
す
る
事
項

三
　
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
損
害
賠
償
額
の
予
定

（
違
約
金
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
項

四
　
特
定
預
金
等
契
約
に
関
し
て
顧
客
が
支
払
う
べ
き

手
数
料
等
の
額
又
は
そ
の
計
算
方
法
、
支
払
の
方
法

及
び
時
期
並
び
に
支
払
先
に
関
す
る
事
項

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
方
法
）

第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
三
　
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に

は
、
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び

第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
を
産
業
標
準
化
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ
く
日

本
産
業
規
格
（
以
下
「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。
）

Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
八
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ

の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
記
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
締
結
前
交
付
書

面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
枠
の
中
に
日
本
産
業
規

格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大

き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
記

載
し
、
か
つ
、
次
項
に
規
定
す
る
事
項
の
次
に
記
載
す

る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る

事
項
の
概
要
並
び
に
同
項
第
五
号
及
び
第
十
四
条
の

十
一
の
二
十
七
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項

二
　
第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
七
第
十
二
号
に
掲
げ
る

事
項

３
　
銀
行
は
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
第
十
四
条

の
十
一
の
二
十
七
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
法
第
十

三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三

十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除

く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
顧
客
の
判
断
に
影
響
を

及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
特
に
重
要
な
も
の
を
、
日
本
産
業

規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ
ン
ト
以
上
の

大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
当
該
契
約
締
結
前

交
付
書
面
の

初
に
平
易
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
情
報
の
提
供
の
方
法
）

第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
四
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い

て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
は
、
契
約
締
結
前
交
付

書
面
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
）

第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
五
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い

て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一

項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合

は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
第
十
四
条
の
十
一
の
四
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の

（
同
条
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当

す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
外
貨
預
金
等
」
と
い

う
。
）
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以

内
に
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
つ

い
て
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商

品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第

三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
第
十

四
条
の
十
一
の
二
十
七
第
一
号
、
第
十
一
号
、
第
十

七
号
及
び
第
十
八
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
第
十
四
条
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の
十
一
の
二
十
三
に
規
定
す
る
方
法
に
準
ず
る
方
法

に
よ
り
記
載
し
た
書
面
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
四

条
の
十
一
の
三
十
ま
で
に
お
い
て
「
外
貨
預
金
等
書

面
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
て
い
る
場
合
（
当
該
顧

客
か
ら
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い

旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
つ
た
場
合
に
限
る
。
）

二
　
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧

客
に
対
し
当
該
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の

特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を

交
付
し
て
い
る
場
合
（
前
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
同

一
の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結

前
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。
）

三
　
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
の
一
部
の

変
更
を
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
特
定
預
金
等
契
約

を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲

げ
る
と
き
。

イ
　
当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預

金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載

事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
な
い
と
き
。

ロ
　
当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預

金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載

事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
変
更
す
べ
き
記
載
事

項
を
記
載
し
た
書
面
（
第
五
号
及
び
次
項
並
び
に

第
十
四
条
の
十
一
の
三
十
の
二
第
二
号
ハ
に
お
い

て
「
契
約
変
更
書
面
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
て

い
る
と
き
。

四
　
一
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
当
該

銀
行
を
所
属
銀
行
と
す
る
銀
行
代
理
業
者
が
法
第
五

十
二
条
の
四
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商

品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
本
文
の
規
定
に

よ
り
当
該
顧
客
に
対
し
同
項
に
規
定
す
る
書
面
を
交

付
し
て
い
る
場
合
、
当
該
銀
行
を
委
託
銀
行
と
す
る

電
子
決
済
等
取
扱
業
者
が
法
第
五
十
二
条
の
六
十
の

十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十

七
条
の
三
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該
顧
客
に

対
し
同
項
に
規
定
す
る
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合

又
は
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
（
預
金
等
媒
介
業
務

を
行
う
者
に
限
る
。
）
が
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及

び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三

十
七
条
の
三
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該
顧
客

に
対
し
同
項
に
規
定
す
る
書
面
（
第
十
四
条
の
十
一

の
二
十
七
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
に
掲
げ
る
事
項

を
併
せ
て
記
載
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
交
付
し
て

い
る
場
合

五
　
当
該
顧
客
に
対
し
、
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
を

行
い
、
か
つ
、
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す

る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
三

号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項

（
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
号

の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
当
該
顧

客
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び
特
定
預
金
等

契
約
を
締
結
す
る
目
的
に
照
ら
し
て
当
該
顧
客
に
理

解
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
方
法
及
び
程
度
に
よ
る
説

明
を
し
て
い
る
場
合
（
当
該
顧
客
に
対
し
契
約
締
結

前
交
付
書
面
（
外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契

約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
契
約
締

結
前
交
付
書
面
又
は
外
貨
預
金
等
書
面
、
第
三
号
ロ

に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
契
約
締
結
前
交
付
書

面
又
は
契
約
変
更
書
面
。
以
下
こ
の
号
並
び
に
第
五

項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載

す
べ
き
事
項
を
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て

顧
客
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
り
提
供
し
て
い
る

場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た

す
と
き
に
限
り
、
当
該
顧
客
か
ら
契
約
締
結
前
交
付

書
面
の
交
付
の
請
求
が
あ
つ
た
場
合
を
除
く
。
）

イ
　
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事

項
を
、
当
該
顧
客
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の

映
像
面
に
お
い
て
、
当
該
顧
客
に
と
つ
て
見
や
す

い
箇
所
に
第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
三
に
規
定
す

る
方
法
に
準
じ
て
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る

こ
と
（
当
該
閲
覧
に
供
す
る
方
法
が
第
十
四
条
の

十
一
の
八
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
。

ロ
　
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事

項
に
掲
げ
ら
れ
た
取
引
を

後
に
行
つ
た
日
以
後

五
年
間
（
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
ま
で
の
間
に

当
該
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き

は
、
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦
情
が

解
決
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
）
、

当
該
顧
客
が
常
に
容
易
に
当
該
事
項
を
閲
覧
す
る

こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
が
と
ら
れ
て
い

る
こ
と
。

２
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取

引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
及
び
令
第
四
条
の
三
の

規
定
並
び
に
第
十
四
条
の
十
一
の
八
及
び
第
十
四
条
の

十
一
の
九
の
規
定
は
、
前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
外

貨
預
金
等
書
面
の
交
付
及
び
同
項
第
三
号
ロ
の
規
定
に

よ
る
契
約
変
更
書
面
の
交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
た
日
（
こ
の
項
の
規
定

に
よ
り
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ

れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
外
貨
預
金
等
に

係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
を
行
つ
た
場
合
（
当
該

顧
客
か
ら
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い

旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
つ
た
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、

当
該
締
結
の
日
に
お
い
て
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し

た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用

す
る
。

４
　
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
日
（
第
一
項
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約

締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該

特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
日
及
び
こ
の
項
の
規
定
に

よ
り
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な

さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
当
該
契
約
締

結
前
交
付
書
面
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内

容
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
を
行
つ
た
場
合
に
は
、

当
該
締
結
の
日
に
お
い
て
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交

付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
二
号
の
規
定
を

適
用
す
る
。

５
　
第
一
項
第
五
号
の
「
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
」
と

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
簡
潔
に
記
載
し
た
書
面
の
交

付
又
は
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
第
十
四
条
の

十
一
の
八
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を

し
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
こ
と
（
第

一
号
の
質
問
例
に
基
づ
く
顧
客
の
質
問
に
対
し
て
回
答

を
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
い
う
。

一
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及

び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
（
第
一
項
第

三
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
号
の
変

更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
特
定
預
金
等
契

約
の
締
結
に
つ
い
て
の
顧
客
の
判
断
に
資
す
る
主
な

も
の
の
概
要
及
び
こ
れ
に
関
す
る
質
問
例

二
　
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
提

供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
情
報
及
び
当
該
提
供
を

受
け
る
事
項
の
内
容
を
十
分
に
読
む
べ
き
旨

三
　
顧
客
か
ら
請
求
が
あ
る
と
き
は
契
約
締
結
前
交
付

書
面
を
交
付
す
る
旨

（
顧
客
が
支
払
う
べ
き
対
価
に
関
す
る
事
項
）

第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
六
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い

て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一

項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、

手
数
料
、
報
酬
、
費
用
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
に
よ
る

か
を
問
わ
ず
、
特
定
預
金
等
契
約
に
関
し
て
顧
客
が
支

払
う
べ
き
手
数
料
等
の
種
類
ご
と
の
金
額
若
し
く
は
そ

の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
（
当
該
特
定
預
金

等
契
約
に
係
る
元
本
の
額
に
対
す
る
割
合
を
含
む
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
金
額
の
合
計

額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
と

す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
記
載
を
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
と
す

る
。

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
七
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い

て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一

項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
内
容
を
十
分
に
読

む
べ
き
旨

二
　
商
品
の
名
称
（
通
称
を
含
む
。
）

三
　
預
金
保
険
法
第
五
十
三
条
に
規
定
す
る
保
険
金
の

支
払
の
対
象
で
あ
る
か
ど
う
か
の
別

四
　
受
入
れ
の
対
象
と
な
る
者
の
範
囲

五
　
預
入
期
間
（
自
動
継
続
扱
い
の
有
無
を
含
む
。
）

六
　

低
預
入
金
額
、
預
入
単
位
そ
の
他
の
預
入
れ
に

関
す
る
事
項

七
　
払
戻
し
の
方
法

八
　
利
息
の
設
定
方
法
、
支
払
方
法
、
計
算
方
法
そ
の

他
の
利
息
に
関
す
る
事
項

九
　
付
加
す
る
こ
と
の
で
き
る
特
約
に
関
す
る
事
項

十
　
預
入
期
間
の
中
途
で
の
解
約
時
の
取
扱
い
（
利
息

及
び
手
数
料
の
計
算
方
法
を
含
む
。
）

十
一
　
顧
客
が
行
う
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い

て
金
利
、
通
貨
の
価
格
、
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る

相
場
そ
の
他
の
指
標
に
係
る
変
動
を
直
接
の
原
因
と

し
て
損
失
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
当
該
指
標

ロ
　
当
該
指
標
に
係
る
変
動
に
よ
り
損
失
が
生
ず
る

お
そ
れ
が
あ
る
理
由

十
二
　
当
該
銀
行
が
預
入
期
間
を
延
長
す
る
権
利
を
有

す
る
特
定
預
金
等
に
あ
つ
て
は
、
当
該
権
利
が
行
使

さ
れ
た
場
合
に
当
該
特
定
預
金
等
の
金
利
が
市
場
金

利
を
下
回
る
こ
と
に
よ
り
顧
客
に
不
利
と
な
る
お
そ

れ
が
あ
る
旨

十
三
　
次
に
掲
げ
る
も
の
と
特
定
預
金
等
と
の
組
合
せ

に
よ
る
預
入
れ
時
の
払
込
金
が
満
期
時
に
全
額
返
還

さ
れ
る
保
証
の
な
い
商
品
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、

預
入
れ
時
の
払
込
金
が
満
期
時
に
全
額
返
還
さ
れ
る

保
証
の
な
い
こ
と
そ
の
他
当
該
商
品
に
関
す
る
詳
細

イ
　
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
外
国
市
場
デ
リ

バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

取
引
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ
　
法
第
十
条
第
二
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
金
融

等
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

ハ
　
先
物
外
国
為
替
取
引

ニ
　
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商

品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
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取
引
及
び
外
国
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
同
号
に

掲
げ
る
取
引
と
類
似
の
取
引
を
除
く
。
）

ホ
　
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
取
引
又
は
外
国
金
融
商
品
市
場
に
お
け

る
同
号
に
掲
げ
る
取
引
と
類
似
の
取
引
（
国
債
証

券
等
及
び
同
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価

証
券
の
う
ち
同
項
第
一
号
の
性
質
を
有
す
る
も
の

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

十
四
　
変
動
金
利
預
金
の
金
利
の
設
定
の
基
準
と
な
る

指
標
及
び
金
利
の
設
定
の
方
法
が
定
め
ら
れ
て
い
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
基
準
及
び
方
法
並
び
に
金

利
に
関
す
る
事
項

十
五
　
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
租
税
の
概
要

十
六
　
顧
客
が
当
該
銀
行
に
連
絡
す
る
方
法

十
七
　
当
該
銀
行
が
対
象
事
業
者
（
金
融
商
品
取
引
法

第
七
十
九
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
対
象
事
業

者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
な
つ
て
い
る
認
定
投

資
者
保
護
団
体
（
当
該
特
定
預
金
等
契
約
が
当
該
認

定
投
資
者
保
護
団
体
の
認
定
業
務
（
同
法
第
七
十
九

条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
業
務
を
い
う
。
）

の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
認

定
投
資
者
保
護
団
体
に
限
る
。
第
三
十
四
条
の
五
十

三
の
十
二
第
十
七
号
及
び
第
三
十
四
条
の
六
十
三
の

五
十
五
第
十
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
有
無
（
対

象
事
業
者
と
な
つ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

名
称
）

十
八
　
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
事
項

イ
　
指
定
銀
行
業
務
紛
争
解
決
機
関
が
存
在
す
る
場

合
　
当
該
銀
行
が
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
第
一

号
に
定
め
る
手
続
実
施
基
本
契
約
を
締
結
す
る
措

置
を
講
ず
る
当
該
手
続
実
施
基
本
契
約
の
相
手
方

で
あ
る
指
定
銀
行
業
務
紛
争
解
決
機
関
の
商
号
又

は
名
称

ロ
　
指
定
銀
行
業
務
紛
争
解
決
機
関
が
存
在
し
な
い

場
合
　
当
該
銀
行
の
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
第

二
号
に
定
め
る
苦
情
処
理
措
置
及
び
紛
争
解
決
措

置
の
内
容

十
九
　
そ
の
他
特
定
預
金
等
の
預
入
れ
に
関
し
参
考
と

な
る
と
認
め
ら
れ
る
事
項

（
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
八
　
特
定
預
金
等
契
約
が
成
立

し
た
と
き
に
作
成
す
る
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準

用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
に

規
定
す
る
書
面
（
次
条
に
お
い
て
「
契
約
締
結
時
交
付

書
面
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
銀
行
の
商
号

二
　
預
入
金
額
（
元
本
の
額
が
外
国
通
貨
で
表
示
さ
れ

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
外
国
通
貨
で
表
示
さ
れ

る
元
本
の
額
）

三
　
預
金
保
険
法
第
五
十
三
条
に
規
定
す
る
保
険
金
の

支
払
の
対
象
で
あ
る
か
ど
う
か
の
別

四
　
預
入
日
及
び
満
期
日
（
自
動
継
続
扱
い
の
有
無
を

含
む
。
）

五
　
払
戻
し
の
方
法

六
　
利
息
の
設
定
方
法
、
支
払
方
法
、
計
算
方
法
そ
の

他
の
利
息
に
関
す
る
事
項

七
　
預
入
期
間
の
中
途
で
の
解
約
時
の
取
扱
い
（
利
息

及
び
手
数
料
の
計
算
方
法
を
含
む
。
）

八
　
当
該
特
定
預
金
等
契
約
の
成
立
の
年
月
日

九
　
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
手
数
料
等
に
関
す

る
事
項

十
　
顧
客
の
氏
名
又
は
名
称

十
一
　
顧
客
が
当
該
銀
行
に
連
絡
す
る
方
法

（
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
）

第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
九
　
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に

係
る
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と

す
る
。

一
　
外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前

一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
対
し
外
貨
預
金
等
書
面
を

交
付
し
て
い
る
場
合
（
当
該
顧
客
か
ら
契
約
締
結
時

交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が

あ
つ
た
場
合
に
限
る
。
）

二
　
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧

客
に
対
し
当
該
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の

特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を

交
付
し
て
い
る
場
合
（
前
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
同

一
の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結

時
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。
）

三
　
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
の
一
部
の

変
更
を
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
特
定
預
金
等
契
約

が
成
立
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と

き
。

イ
　
当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預

金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載

事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
な
い
と
き
。

ロ
　
当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預

金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載

事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
変
更
す
べ
き
記
載
事

項
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
て
い
る
と
き
。

四
　
一
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
当
該

銀
行
を
所
属
銀
行
と
す
る
銀
行
代
理
業
者
が
法
第
五

十
二
条
の
四
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商

品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
本
文
の
規
定
に

よ
り
当
該
顧
客
に
対
し
同
項
に
規
定
す
る
書
面
を
交

付
し
て
い
る
場
合
、
当
該
銀
行
を
委
託
銀
行
と
す
る

電
子
決
済
等
取
扱
業
者
が
法
第
五
十
二
条
の
六
十
の

十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十

七
条
の
四
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該
顧
客
に

対
し
同
項
に
規
定
す
る
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合

又
は
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
（
預
金
等
媒
介
業
務

を
行
う
者
に
限
る
。
）
が
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及

び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三

十
七
条
の
四
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該
顧
客

に
対
し
同
項
に
規
定
す
る
書
面
を
交
付
し
て
い
る

場
合

２
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取

引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
及
び
令
第
四
条
の
三
の

規
定
並
び
に
第
十
四
条
の
十
一
の
八
及
び
第
十
四
条
の

十
一
の
九
の
規
定
は
、
前
項
第
三
号
ロ
の
規
定
に
よ
る

書
面
の
交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
た
日
（
こ
の
項
の
規
定

に
よ
り
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ

れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
外
貨
預
金
等
に

係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
を
行
つ
た
場
合
（
当
該

顧
客
か
ら
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い

旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
つ
た
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、

当
該
締
結
の
日
に
お
い
て
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し

た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用

す
る
。

４
　
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
た
日
（
第
一
項
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約

締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該

特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
日
及
び
こ
の
項
の
規
定
に

よ
り
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な

さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
当
該
契
約
締

結
時
交
付
書
面
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内

容
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
を
行
つ
た
場
合
に
は
、

当
該
締
結
の
日
に
お
い
て
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交

付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
二
号
の
規
定
を

適
用
す
る
。

（
信
用
格
付
業
者
の
登
録
の
意
義
そ
の
他
の
事
項
）

第
十
四
条
の
十
一
の
三
十
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て

準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
八
条
第
三
号
に
規

定
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
六
十
六
条
の
二
十
七
の
登

録
の
意
義
そ
の
他
の
事
項
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
金
融
商
品
取
引
法
第
六
十
六
条
の
二
十
七
の
登
録

の
意
義

二
　
信
用
格
付
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
三
十
四

項
に
規
定
す
る
信
用
格
付
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
付
与
し
た
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
商
号
、
名
称
又
は
氏
名

ロ
　
法
人
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理

人
の
定
め
の
あ
る
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
る
と
き

は
、
役
員
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管

理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代

表
者
又
は
管
理
人
）
の
氏
名
又
は
名
称

ハ
　
本
店
そ
の
他
の
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の

名
称
及
び
所
在
地

三
　
信
用
格
付
を
付
与
し
た
者
が
当
該
信
用
格
付
を
付

与
す
る
た
め
に
用
い
る
方
針
及
び
方
法
の
概
要

四
　
信
用
格
付
の
前
提
、
意
義
及
び
限
界

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
関
係
法
人
（
金

融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
十
六
条
の

三
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
関
係
法
人
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
付
与
し
た
信
用
格
付
に
つ
い
て
は
、
法
第

十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第

三
十
八
条
第
三
号
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
六

十
六
条
の
二
十
七
の
登
録
の
意
義
そ
の
他
の
事
項
と
し

て
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

一
　
金
融
商
品
取
引
法
第
六
十
六
条
の
二
十
七
の
登
録

の
意
義

二
　
金
融
庁
長
官
が
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内

閣
府
令
第
百
十
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
そ
の
関
係
法
人
（
同
令
第
二
百
九
十
五
条
第
三

項
第
十
号
に
規
定
す
る
関
係
法
人
を
い
う
。
第
三
十

四
条
の
二
の
三
十
第
二
項
第
二
号
、
第
三
十
四
条
の

五
十
三
の
十
七
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
十
四
条
の

六
十
三
の
五
十
八
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
当
該
特
定
関
係
法
人
と
し
て
指
定
し
た
信
用
格
付

業
者
の
商
号
又
は
名
称
及
び
登
録
番
号

三
　
当
該
特
定
関
係
法
人
が
信
用
格
付
業
（
金
融
商
品

取
引
法
第
二
条
第
三
十
五
項
に
規
定
す
る
信
用
格
付

業
を
い
う
。
第
三
十
四
条
の
二
の
三
十
第
二
項
第
三

号
、
第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
七
第
二
項
第
三
号

及
び
第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
五
十
八
第
二
項
第
三

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
示
す
も
の
と
し
て
使
用
す

る
呼
称

四
　
信
用
格
付
を
付
与
し
た
特
定
関
係
法
人
が
当
該
信

用
格
付
を
付
与
す
る
た
め
に
用
い
る
方
針
及
び
方
法

の
概
要
又
は
当
該
概
要
に
関
す
る
情
報
を
第
二
号
に

規
定
す
る
信
用
格
付
業
者
か
ら
入
手
す
る
方
法
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五
　
信
用
格
付
の
前
提
、
意
義
及
び
限
界

（
禁
止
行
為
）

第
十
四
条
の
十
一
の
三
十
の
二
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お

い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
八
条
第
九
号

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ

る
行
為
と
す
る
。

一
　
第
十
四
条
の
十
一
の
三
各
号
に
掲
げ
る
行
為

二
　
次
に
掲
げ
る
書
面
の
交
付
に
関
し
、
あ
ら
か
じ

め
、
顧
客
（
特
定
投
資
家
（
法
第
十
三
条
の
四
に
お

い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
と

み
な
さ
れ
る
者
を
除
き
、
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い

て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第

四
項
（
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
特
定
投
資

家
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
を
除
く
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
、
法
第
十
三
条

の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十

七
条
の
三
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第

七
号
に
掲
げ
る
事
項
（
ハ
に
掲
げ
る
書
面
を
交
付
す

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
書
面
に
記
載
さ
れ
て
い

る
事
項
で
あ
つ
て
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及

び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
）
に
つ
い
て

顧
客
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び
特
定
預
金

等
契
約
を
締
結
す
る
目
的
に
照
ら
し
て
当
該
顧
客
に

理
解
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
方
法
及
び
程
度
に
よ
る

説
明
を
す
る
こ
と
な
く
、
特
定
預
金
等
契
約
を
締
結

す
る
行
為

イ
　
契
約
締
結
前
交
付
書
面

ロ
　
外
貨
預
金
等
書
面

ハ
　
契
約
変
更
書
面

三
　
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
勧
誘
に
関
し

て
、
虚
偽
の
表
示
を
し
、
又
は
重
要
な
事
項
に
つ
き

誤
解
を
生
ぜ
し
め
る
べ
き
表
示
を
す
る
行
為

四
　
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
き
、
顧
客
若
し
く
は
そ
の

指
定
し
た
者
に
対
し
、
特
別
の
利
益
の
提
供
を
約

し
、
又
は
顧
客
若
し
く
は
第
三
者
に
対
し
特
別
の
利

益
を
提
供
す
る
行
為
（
第
三
者
を
し
て
特
別
の
利
益

の
提
供
を
約
さ
せ
、
又
は
こ
れ
を
提
供
さ
せ
る
行
為

を
含
む
。
）

五
　
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
又
は
解
約
に
関
し
、
顧

客
（
個
人
に
限
る
。
）
に
迷
惑
を
覚
え
さ
せ
る
よ
う

な
時
間
に
電
話
又
は
訪
問
に
よ
り
勧
誘
す
る
行
為

（
行
為
規
制
の
適
用
除
外
の
例
外
）

第
十
四
条
の
十
一
の
三
十
一
　
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い

て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
四
十
五
条
た
だ
し
書

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
法
第
十
三

条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十

七
条
の
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
、
顧
客
の
締
結
し

た
特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
照
会
に
対
し
て
速
や
か

に
回
答
で
き
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
場
合
と
す

る
。

（
銀
行
の
子
会
社
等
）

第
十
四
条
の
十
二
　
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
会
社
は
、

次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
　
当
該
銀
行
の
子
法
人
等

二
　
当
該
銀
行
の
関
連
法
人
等

（
休
日
の
承
認
等
）

第
十
五
条
　
令
第
五
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
営
業
所
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
本
店
（
外
国
銀
行
支
店
に
あ
つ
て
は
、
法
第
四
十

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
た
る
外
国
銀
行
支
店
）

二
　
災
害
そ
の
他
の
事
象
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る

銀
行
の
危
機
管
理
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
の
銀
行
の

業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に

必
要
と
な
る
事
務
を
統
括
す
る
営
業
所
（
前
号
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。
）

２
　
銀
行
は
、
令
第
五
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る

承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
、
又
は
同
項
第
三
号
の

規
定
に
よ
る
届
出
（
同
号
に
規
定
す
る
営
業
所
を
設
置

す
る
際
に
当
該
営
業
所
に
つ
い
て
す
る
も
の
を
除
く
。
）

を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
又
は
届
出
書

に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提

出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
理
由
書
（
次
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
記
載
が
あ
る

も
の
に
限
る
。
）

イ
　
金
融
機
関
相
互
間
の
内
国
為
替
取
引
を
通
信
回

線
を
用
い
て
処
理
す
る
制
度
の
運
営
に
支
障
を
及

ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

ロ
　
当
該
承
認
の
申
請
又
は
届
出
に
係
る
営
業
所
の

顧
客
の
利
便
を
著
し
く
損
な
わ
な
い
こ
と
。

二
　
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
及
び
閲
覧

に
供
す
る
措
置
の
方
法
を
記
載
し
た
書
面

三
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

３
　
金
融
庁
長
官
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申

請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る

か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
金
融
機
関
相
互
間
の
内
国
為
替
取
引
を
通
信
回
線

を
用
い
て
処
理
す
る
制
度
の
運
営
に
支
障
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

二
　
当
該
申
請
に
係
る
営
業
所
の
顧
客
の
利
便
を
著
し

く
損
な
わ
な
い
こ
と
。

４
　
銀
行
は
、
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
に

供
す
る
措
置
を
す
る
と
き
は
、
当
該
銀
行
の
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
に
掲
載
す
る
方
法
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

５
　
銀
行
は
、
令
第
五
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る

承
認
を
受
け
た
と
き
、
又
は
同
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

る
届
出
を
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
承

認
又
は
届
出
に
係
る
営
業
所
の
店
頭
に
掲
示
す
る
と
と

も
に
、
前
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に

供
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
令
第
五
条
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
第
一
号
に
掲

げ
る
日
（
第
三
十
二
条
の
二
に
お
い
て
「
指
定
休

日
」
と
い
う
。
）
以
外
の
休
日

二
　
前
号
の
休
日
の
実
施
期
間
（
実
施
期
間
を
設
定
す

る
場
合
に
限
る
。
）

三
　
当
該
営
業
所
の

寄
り
の
営
業
所
の
名
称
、
所
在

地
及
び
電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先

（
営
業
時
間
）

第
十
六
条
　
銀
行
の
営
業
時
間
は
、
午
前
九
時
か
ら
午
後

三
時
ま
で
と
す
る
。

２
　
前
項
の
営
業
時
間
は
、
営
業
の
都
合
に
よ
り
延
長
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
銀
行
は
、
そ
の
営
業
所
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
場
合
（
前
項
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
当

該
営
業
所
に
つ
い
て
営
業
時
間
の
変
更
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

一
　
当
該
営
業
所
の
所
在
地
又
は
設
置
場
所
の
特
殊
事

情
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
第
一
項
に
規
定
す
る
営
業

時
間
と
は
異
な
る
営
業
時
間
と
す
る
必
要
が
あ
る

場
合

二
　
当
該
営
業
所
の
顧
客
の
利
便
を
著
し
く
損
な
わ
な

い
場
合

４
　
銀
行
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
時
間
の
変
更
を

す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
営
業
所
の
店

頭
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
当
該
銀
行
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
に
掲
載
す
る
方
法
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
も

の
と
す
る
。

一
　
変
更
後
の
営
業
時
間

二
　
前
号
の
営
業
時
間
の
実
施
期
間
（
実
施
期
間
を
設

定
す
る
場
合
に
限
る
。
）

三
　
当
該
営
業
所
の

寄
り
の
営
業
所
の
名
称
、
所
在

地
及
び
電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先

５
　
前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
銀
行
の
外
国
に
所

在
す
る
営
業
所
の
営
業
時
間
は
、
当
該
営
業
所
の
所
在

地
の
法
令
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
時
間
と
す
る
。

（
臨
時
休
業
の
届
出
等
）

第
十
七
条
　
銀
行
は
、
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
そ
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
休
止
又
は
再
開
の
届

出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る

書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
及
び
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
に
供
す
る
措
置
の
方

法
を
記
載
し
た
書
面

三
　
そ
の
他
金
融
庁
長
官
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
記

載
し
た
書
面

２
　
法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
法
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
二
十
七
条
又
は
第
五

十
二
条
の
三
十
四
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
銀
行
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命

ぜ
ら
れ
た
場
合

二
　
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
休
日
又
は
前
条

第
一
項
に
規
定
す
る
営
業
時
間
以
外
の
時
間
に
、
業

務
の
全
部
又
は
一
部
を
営
む
銀
行
の
営
業
所
に
お
い

て
、
当
該
休
日
又
は
時
間
に
お
け
る
業
務
の
全
部
又

は
一
部
を
休
止
す
る
場
合

三
　
銀
行
の
無
人
の
営
業
所
に
お
い
て
そ
の
業
務
の
全

部
又
は
一
部
を
休
止
す
る
場
合

四
　
休
業
期
間
が
一
営
業
日
以
内
で
、
業
務
が
速
や
か

に
再
開
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
に
見
込
ま
れ
る
場
合

五
　
台
風
、
地
震
そ
の
他
の
異
常
な
気
象
、
海
象
又
は

地
象
に
よ
り
営
業
所
に
お
い
て
そ
の
業
務
を
営
む
こ

と
が
当
該
営
業
所
の
役
員
、
職
員
又
は
利
用
者
の
生

命
又
は
身
体
に
重
大
な
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ

が
あ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
営
業
所
の
業
務
の
全
部
又

は
一
部
を
休
止
す
る
場
合

六
　
外
国
に
所
在
す
る
銀
行
又
は
そ
の
委
託
を
受
け
て

当
該
銀
行
の
業
務
を
営
む
者
の
当
該
業
務
を
営
む
営

業
所
に
お
い
て
そ
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止

す
る
場
合

七
　
当
該
銀
行
を
所
属
銀
行
と
す
る
銀
行
代
理
業
者

（
法
第
五
十
二
条
の
六
十
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
銀
行
代
理
業
者
と
み
な
さ
れ
た
銀
行
等
（
同
条
第

一
項
に
規
定
す
る
銀
行
等
を
い
う
。
）
を
含
む
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
当
該
銀
行
の
た
め

に
営
む
銀
行
代
理
業
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
休

止
に
伴
い
銀
行
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
す

る
場
合

３
　
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
掲
示
す
る
場
合

に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
掲
示
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
継
続
し
て
営
業
所
の

店
頭
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二

号
に
掲
げ
る
掲
示
に
つ
い
て
は
、
そ
の
業
務
の
全
部
又
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は
一
部
の
再
開
に
関
す
る
情
報
が
既
に
当
該
営
業
所
の

利
用
者
に
広
範
に
提
供
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

一
　
法
第
十
六
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
掲
示
　

銀
行
が
臨
時
に
そ
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止

し
た
営
業
所
に
お
い
て
そ
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部

を
再
開
す
る
日

二
　
法
第
十
六
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
掲
示
　

銀
行
が
臨
時
に
そ
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止

し
た
営
業
所
に
お
い
て
そ
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部

を
再
開
し
た
日
後
一
月
を
経
過
す
る
日

４
　
法
第
十
六
条
第
二
項
の
銀
行
は
、
同
項
の
規
定
に
よ

る
閲
覧
に
供
す
る
措
置
を
す
る
と
き
は
、
前
項
の
期

間
、
当
該
銀
行
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
す
る
方
法
に

よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
法
第
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
銀
行
の
無
人
の
営
業
所
に
お
い
て
臨
時
に
そ
の
業

務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
す
る
場
合

二
　
第
二
項
第
二
号
又
は
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

三
　
銀
行
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
そ
の
他
の
適
切

な
方
法
に
よ
り
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
べ
き
内
容
で
あ
る
情
報
を
提
供
す
る
場
合

６
　
法
第
十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
銀
行
の
無
人
の
営
業
所
に
お
い
て
臨
時
に
そ
の
業

務
の
一
部
を
休
止
す
る
場
合

二
　
第
二
項
第
二
号
、
第
四
号
又
は
第
五
号
に
該
当
す

る
場
合

第
三
章
　
子
会
社
等

（
専
門
子
会
社
の
業
務
等
）

第
十
七
条
の
二
　
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
二

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
業
務
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

一
　
次
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
で
あ
つ
て
、
当

該
銀
行
、
そ
の
子
会
社
（
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項

第
一
号
か
ら
第
二
号
の
二
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ

る
会
社
に
限
る
。
）
そ
の
他
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る

者
（
次
項
第
二
号
及
び
第
十
五
項
第
二
号
イ
に
お
い

て
「
当
該
銀
行
等
」
と
い
う
。
）
の
営
む
業
務
の
た

め
に
営
む
も
の

二
　
次
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
（
当
該
銀
行
が

証
券
専
門
会
社
等
（
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
三

号
に
規
定
す
る
証
券
専
門
会
社
（
第
十
七
条
の
七
の

二
及
び
第
三
十
四
条
の
二
十
二
に
お
い
て
「
証
券
専

門
会
社
」
と
い
う
。
）
、
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
証

券
仲
介
専
門
会
社
（
第
十
七
条
の
七
の
二
及
び
第
三

十
四
条
の
二
十
二
に
お
い
て
「
証
券
仲
介
専
門
会

社
」
と
い
う
。
）
又
は
有
価
証
券
関
連
業
を
営
む
外

国
の
会
社
を
い
う
。
第
十
五
項
第
二
号
ロ
及
び
第
三

十
四
条
の
十
六
第
十
三
項
第
二
号
ロ
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
子
会
社
と
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は

次
条
第
二
項
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
に
掲

げ
る
業
務
を
、
当
該
銀
行
が
保
険
会
社
等
（
保
険
会

社
、
保
険
業
法
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
少
額

短
期
保
険
業
者
（
以
下
「
少
額
短
期
保
険
業
者
」
と

い
う
。
）
又
は
保
険
業
を
営
む
外
国
の
会
社
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
を
子
会
社
と
し
て
い
な
い
場
合
に
あ

つ
て
は
次
条
第
二
項
第
二
十
四
号
か
ら
第
三
十
四
号

ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
、
当
該
銀
行
が
信
託
専
門
会

社
等
（
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す

る
信
託
専
門
会
社
、
同
項
第
十
一
号
ロ
に
規
定
す
る

信
託
兼
営
銀
行
（
以
下
「
信
託
兼
営
銀
行
」
と
い

う
。
）
又
は
信
託
業
（
信
託
業
法
第
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
信
託
業
を
い
う
。
第
三
十
四
条
の
五
第
二

項
第
二
号
及
び
第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
二
十
六
第

二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
営
む
外
国
の
会
社
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
子
会
社
と
し
て
い
な
い
場
合

（
当
該
銀
行
が
信
託
兼
営
銀
行
で
あ
る
場
合
を
除
く

。
）
に
あ
つ
て
は
次
条
第
二
項
第
三
十
五
号
か
ら
第

三
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
、
そ
れ
ぞ
れ
除

く
。
）

２
　
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
業
務
は
、
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
五

条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
、
第
十
三
号
、
第

十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
業
務
並

び
に
同
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る

業
務
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
あ
つ
て
は
、
第

十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
（
同
項

第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
も
の
並
び

に
商
品
先
物
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る

商
品
市
場
に
お
け
る
取
引
等
の
委
託
を
受
け
る
業
務
に

限
り
、
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
二
号

に
掲
げ
る
業
務
に
あ
つ
て
は
、
第
十
三
条
の
二
の
三
第

一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
（
同
項
第
一
号
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
ほ
か
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
七
号
及
び
第

十
一
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
（
同
項

第
十
二
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
行

為
に
あ
つ
て
は
、
暗
号
等
資
産
の
価
値
等
（
暗
号
等

資
産
の
価
値
、
暗
号
等
資
産
関
連
オ
プ
シ
ョ
ン
（
同

法
第
百
八
十
五
条
の
二
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
暗

号
等
資
産
関
連
オ
プ
シ
ョ
ン
を
い
う
。
）
の
対
価
の

額
又
は
暗
号
等
資
産
関
連
金
融
指
標
の
動
向
を
い

う
。
次
項
第
一
号
並
び
に
次
条
第
二
項
第
四
号
及
び

第
十
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
分
析
に
基
づ
く
投

資
判
断
（
同
法
第
二
条
第
八
項
第
十
一
号
ロ
に
規
定

す
る
投
資
判
断
を
い
う
。
次
項
第
一
号
並
び
に
次
条

第
二
項
第
四
号
及
び
第
十
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
基
づ
い
て
財
産
の
運
用
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）

並
び
に
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
第
一
条
の
十
二
各

号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
業
務

二
　
次
条
第
一
項
各
号
（
第
二
十
三
号
を
除
く
。
）
に

掲
げ
る
業
務
で
あ
つ
て
、
当
該
銀
行
等
の
営
む
業
務

の
た
め
に
営
む
も
の

三
　
次
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
（
第
一
号
に
掲

げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
き
、
当
該
銀
行
が

保
険
会
社
等
を
子
会
社
と
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
つ

て
は
同
項
第
二
十
四
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
に
掲

げ
る
業
務
を
、
当
該
銀
行
が
信
託
専
門
会
社
等
を
子

会
社
と
し
て
い
な
い
場
合
（
当
該
銀
行
が
信
託
兼
営

銀
行
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
同
項
第

三
十
五
号
か
ら
第
三
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務

を
、
そ
れ
ぞ
れ
除
く
。
）

３
　
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
四
号
及
び
第
四
号
の
二

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
業
務
は
、
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
三
号
に

掲
げ
る
行
為
を
行
う
業
務
並
び
に
同
条
第
二
項
第
一
号

か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ

る
業
務
と
す
る
。

一
　
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
十
一
号
、
第

十
二
号
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る
行
為
（
同
項
第
十

二
号
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る
行
為
に
あ
つ
て
は
、

暗
号
等
資
産
の
価
値
等
の
分
析
に
基
づ
く
投
資
判
断

に
基
づ
い
て
財
産
の
運
用
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）

並
び
に
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
第
一
条
の
十
二
第

一
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
業
務

二
　
累
積
投
資
契
約
（
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
五
条

第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
累
積
投
資
契
約
を
い

う
。
）
の
締
結
の
媒
介

三
　
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に

規
定
す
る
有
価
証
券
の
貸
借
の
媒
介

四
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務

五
　
次
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
（
第
一
号
に
掲

げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
き
、
当
該
銀
行
が

保
険
会
社
等
を
子
会
社
と
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
つ

て
は
同
項
第
二
十
四
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
に
掲

げ
る
業
務
を
、
当
該
銀
行
が
信
託
専
門
会
社
等
を
子

会
社
と
し
て
い
な
い
場
合
（
当
該
銀
行
が
信
託
兼
営

銀
行
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
同
項
第

三
十
五
号
か
ら
第
三
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務

を
、
そ
れ
ぞ
れ
除
く
。
）

４
　
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
当
該
銀
行
の
子
会
社
等
（
法
第
十
四
条
の
二
第
二

号
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
い
、
当
該
銀
行
の
子

会
社
（
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二

号
の
二
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
会
社
に
限
る
。
）

を
除
く
。
）

二
　
当
該
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
銀
行
持
株
会
社
及
び

そ
の
子
会
社
等
（
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
に
規
定

す
る
子
会
社
等
を
い
い
、
当
該
銀
行
及
び
そ
の
子
会

社
等
（
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
子
会

社
等
を
い
う
。
）
を
除
く
。
）

５
　
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
会
社
は
、
金
融
商
品
取
引
所
に
上
場

さ
れ
て
い
る
株
式
又
は
店
頭
売
買
有
価
証
券
登
録
原
簿

（
金
融
商
品
取
引
法
第
六
十
七
条
の
十
一
第
一
項
に
規

定
す
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
登
録
原
簿
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
登
録
さ
れ
て
い
る
株
式
の
発
行
者
で
あ
る

会
社
以
外
の
新
事
業
活
動
（
新
商
品
の
開
発
又
は
生

産
、
新
役
務
の
開
発
又
は
提
供
、
商
品
の
新
た
な
生
産

又
は
販
売
の
方
式
の
導
入
、
役
務
の
新
た
な
提
供
の
方

式
の
導
入
、
技
術
に
関
す
る
研
究
開
発
及
び
そ
の
成
果

の
利
用
そ
の
他
の
新
た
な
事
業
活
動
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
中
小
企
業
者
（
中
小

企
業
等
経
営
強
化
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
小
企
業
者
を
い
う
。
第

十
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
会
社
で
あ
つ
て
、

設
立
の
日
又
は
新
事
業
活
動
開
始
日
（
会
社
が
現
に
行

つ
て
い
る
事
業
活
動
と
異
な
る
種
類
の
新
事
業
活
動
を

開
始
し
た
日
を
い
う
。
）
以
後
十
年
を
経
過
し
て
い
な

い
会
社
と
す
る
。

６
　
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
会
社
は
、
金
融
商
品
取
引
所
に
上
場

さ
れ
て
い
る
株
式
又
は
店
頭
売
買
有
価
証
券
登
録
原
簿

に
登
録
さ
れ
て
い
る
株
式
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
以
外

の
会
社
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
会
社
と
す
る
。

一
　
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規

定
す
る
承
認
を
受
け
て
い
る
会
社

二
　
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五

号
）
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
計

画
認
可
の
決
定
を
受
け
て
い
る
会
社
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三
　
会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四

号
）
第
百
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
計

画
認
可
の
決
定
を
受
け
て
い
る
会
社

四
　
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
法
（
平
成

二
十
一
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項

に
規
定
す
る
再
生
支
援
決
定
を
受
け
て
い
る
会
社

五
　
株
式
会
社
東
日
本
大
震
災
事
業
者
再
生
支
援
機
構

法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
三
号
）
第
十
九
条

第
四
項
に
規
定
す
る
支
援
決
定
を
受
け
て
い
る
会
社

六
　
株
式
会
社
東
日
本
大
震
災
事
業
者
再
生
支
援
機
構

法
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
産
業
復
興
機
構

に
よ
る
支
援
を
受
け
て
い
る
会
社

七
　
産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九

十
八
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
て
い

る
会
社

八
　
合
理
的
な
経
営
改
善
の
た
め
の
計
画
（
銀
行
等

（
銀
行
又
は
令
第
十
六
条
の
八
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
者
を
い
う
。
次
号
及
び
次
項
第
一
号
並
び
に
第
三

十
四
条
の
十
六
第
四
項
第
二
号
及
び
第
五
項
第
一
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金

庫
、
保
険
会
社
、
外
国
保
険
会
社
等
、
銀
行
持
株
会

社
、
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
（
長
期
信
用
銀
行
法

第
十
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行

持
株
会
社
を
い
う
。
次
条
第
二
項
第
十
八
号
及
び
第

十
八
号
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
保
険
業

法
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
保
険
持
株
会
社

（
次
条
第
二
項
第
三
十
二
号
に
お
い
て
「
保
険
持
株

会
社
」
と
い
う
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
子
会
社
（
以
下

こ
の
号
及
び
次
号
並
び
に
第
三
十
四
条
の
十
六
第
四

項
第
二
号
に
お
い
て
「
特
定
金
融
機
関
等
」
と
い

う
。
）
が
、
当
該
特
定
金
融
機
関
等
に
対
す
る
会
社

の
債
務
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
措
置
の
い
ず
れ
か
を

実
施
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当

該
措
置
の
実
施
に
よ
り
相
当
の
期
間
内
に
当
該
会
社

の
経
営
の
状
況
が
改
善
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る

も
の
に
限
る
。
）
を
実
施
し
て
い
る
会
社

イ
　
当
該
債
務
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
措
置

ロ
　
当
該
債
務
の
全
部
又
は
一
部
を
消
滅
さ
せ
る
た

め
に
株
式
を
取
得
す
る
措
置

ハ
　
当
該
債
務
に
係
る
債
権
の
全
部
又
は
一
部
が
当

該
会
社
に
対
す
る
他
の
債
権
に
後
れ
る
こ
と
と
す

る
措
置
（
当
該
会
社
の
財
務
指
標
が
当
該
特
定
金

融
機
関
等
及
び
当
該
会
社
の
間
で
あ
ら
か
じ
め
定

め
た
一
定
の
基
準
を
下
回
つ
た
場
合
に
、
当
該
会

社
が
期
限
の
利
益
を
喪
失
す
る
措
置
を
併
せ
て
講

じ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

九
　
当
該
会
社
に
対
す
る
金
銭
債
権
を
有
す
る
銀
行
等

（
当
該
銀
行
等
が
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
銀
行
又

は
そ
の
子
会
社
が
当
該
会
社
の
議
決
権
を
取
得
す
る

と
き
に
お
け
る
当
該
銀
行
）
及
び
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
も
の
が
関
与
し
て
策
定
し
た
合
理
的
な
経

営
改
善
の
た
め
の
計
画
（
特
定
金
融
機
関
等
が
当
該

会
社
に
対
し
て
そ
の
事
業
に
必
要
な
資
金
を
出
資
す

る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
出
資

に
よ
り
相
当
の
期
間
内
に
当
該
会
社
の
経
営
の
状
況

が
改
善
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

を
実
施
し
て
い
る
会
社

イ
　
官
公
署

ロ
　
商
工
会
又
は
商
工
会
議
所

ハ
　
イ
又
は
ロ
に
準
ず
る
も
の

ニ
　
弁
護
士
、
弁
護
士
法
人
又
は
弁
護
士
・
外
国
法

事
務
弁
護
士
共
同
法
人

ホ
　
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人

ヘ
　
税
理
士
又
は
税
理
士
法
人

ト
　
他
の
事
業
者
等
の
経
営
に
関
す
る
相
談
に
応
ず

る
業
務
を
営
む
会
社
（
当
該
銀
行
の
子
会
社
等

（
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
子
会
社

等
を
い
う
。
）
及
び
当
該
銀
行
を
子
会
社
と
す
る

銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
等
（
法
第
五
十
二
条
の

二
十
五
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
）
以
外

の
会
社
に
限
る
。
）

十
　
代
表
者
の
死
亡
、
高
齢
化
そ
の
他
の
事
由
に
起
因

し
て
、
そ
の
事
業
の
承
継
の
た
め
に
支
援
の
必
要
が

生
じ
た
会
社
で
あ
つ
て
、
当
該
事
業
の
承
継
に
係
る

計
画
に
基
づ
く
支
援
を
受
け
て
い
る
会
社

７
　
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は
、
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が

前
項
に
規
定
す
る
会
社
（
同
項
第
十
号
に
掲
げ
る
会
社

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
議
決
権
を
取
得
す
る

場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該

当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
銀
行
等
に
よ
る
人
的
な
又
は
財
政
上
の
支
援
そ
の

他
の
当
該
銀
行
等
が
行
う
事
業
の
再
生
の
た
め
の
支

援
を
そ
の
内
容
に
含
む
事
業
計
画
（
法
第
十
六
条
の

二
第
一
項
第
十
三
号
の
事
業
に
係
る
計
画
を
い
う
。
）

が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
前
号
の
事
業
計
画
に
つ
い
て
、
前
項
第
九
号
イ
か

ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
が
関
与
し

て
策
定
し
て
い
る
こ
と
。

８
　
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
会
社
は
、
金
融
商
品
取
引
所
に
上
場

さ
れ
て
い
る
株
式
又
は
店
頭
売
買
有
価
証
券
登
録
原
簿

に
登
録
さ
れ
て
い
る
株
式
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
以
外

の
会
社
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
会
社
又
は
事
業
の
再
生
の
計
画
の
作
成
に
株
式
会
社

地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
が
関
与
し
て
い
る
会
社
と

す
る
。

一
　
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
法
第
二
十

二
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
の
実
施
に
よ
り

設
立
さ
れ
る
株
式
会
社
が
無
限
責
任
組
合
員
と
な
る

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
も
の
か
ら
出
資
を
受
け
て
い
る
会
社

イ
　
当
該
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
当
該
投
資
事
業

有
限
責
任
組
合
の
組
合
員
と
な
つ
て
い
る
も
の

ロ
　
当
該
株
式
会
社
に
当
該
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社

が
出
資
し
て
い
る
も
の

二
　
事
業
の
再
生
又
は
地
域
の
特
性
を
生
か
し
た
新
た

な
事
業
の
創
出
そ
の
他
の
地
域
経
済
の
活
性
化
に
資

す
る
事
業
活
動
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
会
社
で

あ
つ
て
、
第
六
項
第
九
号
イ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
も
の
が
関
与
し
て
策
定
し
た
事
業
計

画
を
実
施
し
て
い
る
会
社

９
　
第
五
項
に
規
定
す
る
会
社
の
ほ
か
、
会
社
で
あ
つ

て
、
そ
の
議
決
権
を
銀
行
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
（
子

会
社
と
な
る
会
社
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
等
の
取
得
又
は

第
十
七
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
ら

ず
に
取
得
さ
れ
た
と
き
（
当
該
会
社
の
議
決
権
が
当
該

銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
に
よ
り
二
回
以
上
に
わ
た
り
取

得
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
銀
行
若
し
く
は
そ

の
子
会
社
の
担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
等
の
取
得
又

は
同
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
ら
ず
に

後
に
取
得
さ
れ

た
と
き
）
に
第
五
項
に
規
定
す
る
会
社
に
該
当
し
て
い

た
も
の
も
、
そ
の
議
決
権
が
当
該
銀
行
若
し
く
は
そ
の

子
会
社
の
担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
等
の
取
得
又
は

同
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
ら
ず
に
新
た
に
取
得
さ
れ
な

い
限
り
、
当
該
銀
行
に
係
る
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項

第
十
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
に
該

当
す
る
も
の
と
す
る
。

10
　
前
項
の
規
定
は
、
第
六
項
に
規
定
す
る
会
社
に
該
当

し
て
い
た
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
前
項
中
「
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
十
二
号
」

と
あ
る
の
は
、
「
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
十
三
号
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

11
　
第
九
項
の
規
定
は
、
第
八
項
に
規
定
す
る
会
社
に
該

当
し
て
い
た
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
九
項
中
「
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
十
二

号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
十
四

号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

12
　
第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
（
第
七
項
を
除
く
。
）
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
子
会
社
（
法
第
十
六
条
の
二

第
一
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
特
定
子
会
社
を
い
う
。

次
項
及
び
第
十
七
条
の
七
の
三
第
三
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
そ
の
取
得
し
た
第
五
項
若
し
く
は
第
九
項
に

規
定
す
る
会
社
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
規
事
業

分
野
開
拓
会
社
」
と
い
う
。
）
、
第
六
項
に
規
定
す
る
会

社
若
し
く
は
第
十
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

第
九
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
に
該
当
す
る
も
の

（
以
下
こ
の
章
並
び
に
第
三
十
五
条
第
一
項
第
十
二
号
、

第
十
五
号
及
び
第
十
七
号
に
お
い
て
「
事
業
再
生
会

社
」
と
い
う
。
）
又
は
第
八
項
に
規
定
す
る
会
社
若
し

く
は
前
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
九
項
の

内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
地
域
活
性
化
事
業
会
社
」
と
い
う
。
）

の
議
決
権
を
処
分
基
準
日
（
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社

の
議
決
権
に
あ
つ
て
は
そ
の
取
得
の
日
か
ら
十
五
年
を

経
過
す
る
日
を
い
い
、
事
業
再
生
会
社
及
び
地
域
活
性

化
事
業
会
社
の
議
決
権
に
あ
つ
て
は
そ
の
取
得
の
日
か

ら
十
年
を
経
過
す
る
日
（
当
該
議
決
権
が
第
六
項
に
規

定
す
る
会
社
（
同
項
第
五
号
又
は
第
六
号
に
該
当
す
る

も
の
に
限
る
。
）
の
議
決
権
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、

当
該
会
社
が
当
該
支
援
を
受
け
て
い
る
期
間
が
当
該
議

決
権
の
取
得
の
日
か
ら
十
年
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該

支
援
が
終
了
す
る
日
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
ま
で
に
処
分
し
な
い
と
き
は
、
当
該
新
規

事
業
分
野
開
拓
会
社
、
当
該
事
業
再
生
会
社
及
び
当
該

地
域
活
性
化
事
業
会
社
（
以
下
こ
の
項
、
第
十
七
条
の

六
第
一
項
第
九
号
、
第
十
七
条
の
七
の
三
第
四
項
並
び

に
第
三
十
五
条
第
一
項
第
十
二
号
、
第
十
五
号
及
び
第

十
七
号
に
お
い
て
「
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
等
」
と

い
う
。
）
は
、
処
分
基
準
日
の
翌
日
か
ら
は
新
規
事
業

分
野
開
拓
会
社
に
あ
つ
て
は
当
該
銀
行
に
係
る
法
第
十

六
条
の
二
第
一
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
会
社
に
、
事
業
再
生
会
社
に
あ
つ
て
は
当
該
銀

行
に
係
る
同
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
会
社
に
、
地
域
活
性
化
事
業
会
社
に
あ
つ
て
は
当

該
銀
行
に
係
る
同
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
会
社
に
、
そ
れ
ぞ
れ
該
当
し
な
い
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
当
該
処
分
を
行
え
ば
当
該
銀
行
又
は
そ

の
子
会
社
が
保
有
す
る
当
該
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社

等
の
議
決
権
の
数
が
当
該
処
分
基
準
日
に
お
け
る
基
礎

議
決
権
数
（
国
内
の
会
社
（
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項

に
規
定
す
る
国
内
の
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
及
び

第
五
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
事
業
再
生
会
社
（
第

七
項
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下

こ
の
章
並
び
に
第
三
十
五
条
第
一
項
第
十
二
号
、
第
十

五
号
及
び
第
十
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
議
決
権
に

つ
い
て
は
そ
の
総
株
主
等
の
議
決
権
に
百
分
の
五
を
乗

じ
て
得
た
議
決
権
の
数
、
外
国
の
会
社
の
議
決
権
に
つ

23



い
て
は
そ
の
総
株
主
等
の
議
決
権
に
百
分
の
五
十
を
乗

じ
て
得
た
議
決
権
の
数
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
下
回
る
こ
と
と
な
る
場
合
に

お
い
て
、
当
該
特
定
子
会
社
が
当
該
取
得
の
日
か
ら
処

分
基
準
日
ま
で
の
間
に
当
該
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
の

保
有
す
る
当
該
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
等
の
議
決
権

の
う
ち
当
該
処
分
基
準
日
に
お
け
る
基
礎
議
決
権
数
を

超
え
る
部
分
の
議
決
権
を
処
分
し
た
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

13
　
第
六
項
及
び
第
十
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
銀
行

又
は
そ
の
特
定
子
会
社
以
外
の
子
会
社
が
そ
の
取
得
し

た
事
業
再
生
会
社
の
議
決
権
を
処
分
基
準
日
（
そ
の
取

得
の
日
か
ら
次
の
各
号
に
掲
げ
る
議
決
権
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
日
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
に
処
分
し

な
い
と
き
は
、
当
該
事
業
再
生
会
社
は
、
処
分
基
準
日

の
翌
日
か
ら
は
当
該
銀
行
に
係
る
法
第
十
六
条
の
二
第

一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社

に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
処
分
を

行
え
ば
当
該
銀
行
又
は
そ
の
特
定
子
会
社
以
外
の
子
会

社
が
保
有
す
る
当
該
事
業
再
生
会
社
の
議
決
権
の
数
が

当
該
処
分
基
準
日
に
お
け
る
基
礎
議
決
権
数
を
下
回
る

こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
銀
行
又
は
そ
の
特

定
子
会
社
以
外
の
子
会
社
が
当
該
取
得
の
日
か
ら
処
分

基
準
日
ま
で
の
間
に
当
該
銀
行
又
は
そ
の
特
定
子
会
社

以
外
の
子
会
社
の
保
有
す
る
当
該
事
業
再
生
会
社
の
議

決
権
の
う
ち
当
該
処
分
基
準
日
に
お
け
る
基
礎
議
決
権

数
を
超
え
る
部
分
の
議
決
権
を
処
分
し
た
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

一
　
中
小
企
業
者
の
発
行
す
る
株
式
等
に
係
る
議
決

権
　
十
年

二
　
中
小
企
業
者
以
外
の
会
社
の
発
行
す
る
株
式
等
に

係
る
議
決
権
　
三
年

14
　
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ

れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
を
専
ら
営
む
会
社
と
す
る
。

一
　
次
条
第
二
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
業
務

二
　
他
の
事
業
者
等
の
経
営
に
関
す
る
相
談
の
実
施
、

当
該
他
の
事
業
者
等
の
業
務
に
関
連
す
る
事
業
者
等

又
は
顧
客
の
紹
介
そ
の
他
の
必
要
な
情
報
の
提
供
及

び
助
言
（
前
号
に
掲
げ
る
業
務
に
よ
る
資
金
の
供
給

を
受
け
、
又
は
受
け
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
株
式
会

社
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

15
　
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
会
社
の
い
ず
れ
か
を
子
会
社
と
す
る

持
株
会
社

イ
　
銀
行

ロ
　
長
期
信
用
銀
行

ハ
　
保
険
会
社

ニ
　
少
額
短
期
保
険
業
者

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
持
株
会
社
の

子
会
社
の
経
営
管
理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯

す
る
業
務
並
び
に
次
に
掲
げ
る
業
務
を
専
ら
営
む
持

株
会
社

イ
　
次
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
で
あ
つ
て
、

当
該
銀
行
等
の
営
む
業
務
の
た
め
に
営
む
も
の

ロ
　
次
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
（
当
該
持
株

会
社
が
証
券
専
門
会
社
等
を
子
会
社
と
し
て
い
な

い
場
合
に
あ
つ
て
は
同
項
第
十
九
号
か
ら
第
二
十

三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
、
当
該
持
株
会
社
が

保
険
会
社
等
を
子
会
社
と
し
て
い
な
い
場
合
に
あ

つ
て
は
同
項
第
二
十
四
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で

に
掲
げ
る
業
務
を
、
当
該
持
株
会
社
が
信
託
専
門

会
社
等
を
子
会
社
と
し
て
い
な
い
場
合
（
当
該
持

株
会
社
の
議
決
権
を
保
有
す
る
銀
行
が
信
託
兼
営

銀
行
で
あ
る
場
合
（
当
該
銀
行
の
子
会
社
が
当
該

議
決
権
を
保
有
す
る
場
合
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）

に
あ
つ
て
は
同
項
第
三
十
五
号
か
ら
第
三
十
七
号

ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
、
そ
れ
ぞ
れ
除
く
。
）

16
　
法
第
二
条
第
十
一
項
の
規
定
は
、
第
六
項
第
九
号
、

第
七
項
、
第
九
項
（
第
十
項
及
び
第
十
一
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
二
項
、

第
十
三
項
及
び
前
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
議
決
権
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

（
銀
行
の
子
会
社
の
範
囲
等
）

第
十
七
条
の
三
　
法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規

定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

一
　
他
の
事
業
者
等
の
た
め
の
不
動
産
（
原
則
と
し

て
、
自
ら
を
子
会
社
と
す
る
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社

か
ら
取
得
し
、
又
は
賃
借
し
た
事
業
用
不
動
産
に
限

る
。
）
の
賃
貸
又
は
他
の
事
業
者
等
の
所
有
す
る
不

動
産
若
し
く
は
そ
れ
に
付
随
す
る
設
備
の
保
守
、
点

検
そ
の
他
の
管
理
を
行
う
業
務

二
　
他
の
事
業
者
等
の
役
員
又
は
職
員
の
た
め
の
福
利

厚
生
に
関
す
る
事
務
を
行
う
業
務

三
　
他
の
事
業
者
等
の
事
務
の
用
に
供
す
る
物
品
の
購

入
又
は
管
理
を
行
う
業
務

四
　
他
の
事
業
者
等
の
事
務
に
係
る
文
書
、
証
票
そ
の

他
の
書
類
の
印
刷
又
は
製
本
を
行
う
業
務

五
　
他
の
事
業
者
等
の
業
務
に
関
す
る
広
告
、
宣
伝
、

調
査
、
情
報
の
分
析
又
は
情
報
の
提
供
を
行
う
業
務

（
第
九
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く

。
）

六
　
他
の
事
業
者
等
の
た
め
の
自
動
車
の
運
行
又
は
保

守
、
点
検
そ
の
他
の
管
理
を
行
う
業
務

七
　
他
の
事
業
者
等
の
現
金
自
動
支
払
機
そ
の
他
の
金

融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
機
械
（
以
下
「
現
金
自
動

支
払
機
等
」
と
い
う
。
）
の
保
守
、
点
検
そ
の
他
の

管
理
を
行
う
業
務

八
　
他
の
事
業
者
等
の
業
務
に
係
る
契
約
の
締
結
に
つ

い
て
の
勧
誘
又
は
当
該
契
約
の
内
容
に
係
る
説
明
を

行
う
葉
書
又
は
封
書
の
作
成
又
は
発
送
を
行
う
業
務

九
　
他
の
事
業
者
等
の
行
う
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の

信
用
供
与
に
係
る
債
権
の
担
保
の
目
的
と
な
る
財
産

の
評
価
、
当
該
担
保
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
財
産
の

管
理
そ
の
他
当
該
財
産
に
関
し
必
要
と
な
る
事
務
を

行
う
業
務

十
　
他
の
事
業
者
等
が
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の
信
用

供
与
に
係
る
債
権
の
回
収
の
た
め
に
担
保
権
を
実
行

す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
、
当
該
他
の
事
業
者
等
の

た
め
に
当
該
債
権
の
担
保
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
財

産
（
不
動
産
を
除
く
。
）
の
売
買
の
代
理
又
は
媒
介

を
行
う
業
務

十
一
　
他
の
事
業
者
等
の
行
う
資
金
の
貸
付
け
（
住
宅

の
購
入
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の
消
費
者

に
対
す
る
資
金
の
貸
付
け
に
限
る
。
）
に
関
し
相
談

に
応
ず
る
業
務
又
は
当
該
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
事

務
の
取
次
ぎ
そ
の
他
当
該
資
金
の
貸
付
け
に
関
し
必

要
と
な
る
事
務
を
行
う
業
務

十
二
　
他
の
事
業
者
等
の
行
う
外
国
為
替
取
引
、
信
用

状
若
し
く
は
旅
行
小
切
手
に
関
す
る
業
務
又
は
輸
出

入
そ
の
他
の
対
外
取
引
の
た
め
直
接
必
要
な
資
金
に

関
す
る
貸
付
け
、
手
形
の
割
引
、
債
務
の
保
証
若
し

く
は
手
形
の
引
受
け
に
関
し
必
要
と
な
る
事
務
を
行

う
業
務

十
三
　
他
の
事
業
者
等
の
事
務
に
係
る
計
算
を
行
う

業
務

十
四
　
他
の
事
業
者
等
の
事
務
に
係
る
文
書
、
証
票
そ

の
他
の
書
類
の
作
成
、
整
理
、
保
管
、
発
送
又
は
配

送
を
行
う
業
務

十
五
　
他
の
事
業
者
等
と
当
該
他
の
事
業
者
等
の
顧
客

と
の
間
の
事
務
の
取
次
ぎ
を
行
う
業
務

十
六
　
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び

派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三

号
に
規
定
す
る
労
働
者
派
遣
事
業

十
七
　
他
の
事
業
者
等
の
た
め
に
電
子
計
算
機
に
関
す

る
事
務
を
行
う
業
務
（
電
子
計
算
機
を
使
用
す
る
こ

と
に
よ
り
機
能
す
る
シ
ス
テ
ム
の
設
計
、
開
発
若
し

く
は
保
守
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
、
作
成
、
販
売

（
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
販
売
に
伴
い
必
要
と
な
る
附
属
機

器
の
販
売
を
含
む
。
）
若
し
く
は
保
守
を
行
う
業
務

を
含
む
。
）

十
八
　
他
の
事
業
者
等
の
役
員
又
は
職
員
に
対
す
る
教

育
又
は
研
修
を
行
う
業
務

十
九
　
他
の
事
業
者
等
の
現
金
、
小
切
手
、
手
形
又
は

有
価
証
券
の
輸
送
を
行
う
業
務
（
次
号
及
び
第
二
十

一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二
十
　
他
の
事
業
者
等
の
主
要
な
取
引
先
に
対
す
る
現

金
、
小
切
手
、
手
形
又
は
証
書
の
集
配
を
行
う
業
務

二
十
一
　
他
の
事
業
者
等
の
主
要
な
取
引
先
と
の
間
で

当
該
他
の
事
業
者
等
の
業
務
に
係
る
有
価
証
券
の
受

渡
し
を
行
う
業
務

二
十
二
　
他
の
事
業
者
等
の
た
め
に
現
金
、
小
切
手
、

手
形
又
は
有
価
証
券
を
整
理
し
、
そ
の
金
額
若
し
く

は
枚
数
を
確
認
し
、
又
は
一
時
的
に
そ
の
保
管
を
行

う
業
務

二
十
三
　
自
ら
を
子
会
社
と
す
る
保
険
会
社
の
た
め
に

投
資
を
行
う
業
務

二
十
四
　
自
ら
を
子
会
社
と
す
る
銀
行
、
そ
の
子
会
社

で
あ
る
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
又
は
保
険
会
社
（
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
親
銀
行
等
」
と
い
う
。
）
が

資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の
信
用
供
与
に
係
る
債
権
の

回
収
の
た
め
に
担
保
権
を
実
行
す
る
必
要
が
あ
る
場

合
に
、
当
該
親
銀
行
等
の
た
め
に
当
該
債
権
の
担
保

の
目
的
と
な
つ
て
い
る
財
産
を
適
正
な
価
格
で
購
入

し
、
並
び
に
購
入
し
た
財
産
の
所
有
及
び
管
理
そ
の

他
当
該
財
産
に
関
し
必
要
と
な
る
事
務
を
行
う
業
務

二
十
五
　
そ
の
他
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
準
ず
る
も

の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
業
務

二
十
六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務

（
当
該
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
者
が
営
む
も
の

に
限
る
。
）

２
　
法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
又
は
信
用
金
庫
、
信
用
協

同
組
合
若
し
く
は
労
働
金
庫
（
こ
れ
ら
の
法
人
を
も

つ
て
組
織
す
る
連
合
会
を
含
む
。
）
の
業
務
（
第
一

号
の
六
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

の
代
理
又
は
媒
介

一
の
二
　
農
業
協
同
組
合
若
し
く
は
農
業
協
同
組
合
連

合
会
が
行
う
農
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
第
二
項
に

規
定
す
る
信
用
事
業
（
第
一
号
の
六
に
掲
げ
る
業
務

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
漁
業
協
同
組
合
若
し

く
は
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
若
し
く
は
水
産
加
工
業

協
同
組
合
若
し
く
は
水
産
加
工
業
協
同
組
合
連
合
会

が
行
う
水
産
業
協
同
組
合
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二

項
に
規
定
す
る
信
用
事
業
（
同
号
に
掲
げ
る
業
務
に
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該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
農
林
中
央
金
庫
の

業
務
（
同
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除

く
。
）
の
代
理
又
は
媒
介

一
の
三
　
銀
行
業
を
営
む
外
国
の
会
社
の
業
務
の
代
理

又
は
媒
介
（
国
内
に
お
い
て
営
む
場
合
に
あ
つ
て

は
、
有
価
証
券
の
保
護
預
り
、
顧
客
か
ら
の
指
図
に

基
づ
く
有
価
証
券
の
取
引
に
関
す
る
決
済
、
当
該
保

管
し
て
い
る
有
価
証
券
に
係
る
利
金
等
の
授
受
、
指

図
に
基
づ
く
当
該
保
管
し
て
い
る
有
価
証
券
の
第
三

者
へ
の
貸
付
け
若
し
く
は
当
該
保
管
し
て
い
る
有
価

証
券
の
指
図
に
基
づ
く
権
利
の
行
使
又
は
こ
れ
ら
に

附
帯
す
る
業
務
の
媒
介
に
限
る
。
）

一
の
四
　
資
金
移
動
業
者
が
営
む
資
金
移
動
業
の
代
理

又
は
媒
介

一
の
五
　
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
一
項

に
規
定
す
る
電
子
決
済
手
段
関
連
業
務

一
の
六
　
信
託
業
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
信
託

契
約
代
理
業
（
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に

関
す
る
法
律
施
行
令
第
三
条
第
二
号
及
び
金
融
機
関

の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第

三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も

の
を
除
く
。
）

一
の
七
　
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
が
営
む
金
融
機

関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
第

一
項
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
（
金

融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行

令
第
三
条
第
三
号
及
び
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼

営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
条
第
一
項
第
三

号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も

の
を
除
く
。
）
を
受
託
す
る
契
約
の
締
結
の
代
理
又

は
媒
介

二
　
金
銭
の
貸
付
け
又
は
金
銭
の
貸
借
の
媒
介
（
手
形

の
割
引
、
売
渡
担
保
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
方
法

に
よ
つ
て
す
る
金
銭
の
交
付
又
は
当
該
方
法
に
よ
つ

て
す
る
金
銭
の
授
受
の
媒
介
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て

業
と
し
て
行
う
も
の
（
第
一
号
か
ら
第
一
号
の
三
ま

で
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二
の
二
　
金
銭
の
貸
付
け
以
外
の
取
引
に
係
る
業
務
で

あ
つ
て
、
金
銭
の
貸
付
け
と
同
視
す
べ
き
も
の
（
宗

教
上
の
規
律
の
制
約
に
よ
り
利
息
を
受
領
す
る
こ
と

が
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
取
引
が
金
銭
の

貸
付
け
以
外
の
取
引
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
宗
教
上
の

規
律
に
つ
い
て
専
門
的
な
知
見
を
有
す
る
者
に
よ
り

構
成
さ
れ
る
合
議
体
の
判
定
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
も

の
に
限
る
。
）

二
の
三
　
電
子
決
済
等
代
行
業
に
係
る
業
務

三
　
法
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
（
同
項
第
八

号
、
第
八
号
の
二
、
第
十
八
号
及
び
第
二
十
一
号
に

掲
げ
る
業
務
、
有
価
証
券
関
連
業
そ
の
他
金
融
庁
長

官
の
定
め
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

三
の
二
　
債
権
管
理
回
収
業
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（
平
成
十
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項

に
規
定
す
る
債
権
管
理
回
収
業
及
び
同
法
第
十
二
条

各
号
に
掲
げ
る
業
務
（
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
業

務
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
金
融
庁
長
官
の
定
め

る
基
準
を
全
て
満
た
す
場
合
に
限
る
。
）

三
の
三
　
確
定
拠
出
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八

十
八
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
確
定
拠
出
年

金
運
営
管
理
業
又
は
同
法
第
六
十
一
条
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
業
務

三
の
四
　
保
険
業
法
第
二
条
第
二
十
六
項
に
規
定
す
る

保
険
募
集
（
第
二
十
七
号
及
び
第
三
十
四
条
の
四
十

八
第
一
項
に
お
い
て
「
保
険
募
集
」
と
い
う
。
）

三
の
五
　
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整

備
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る

保
険
媒
介
業
務
（
第
二
十
七
号
及
び
第
三
十
四
条
の

四
十
八
第
一
項
に
お
い
て
「
保
険
媒
介
業
務
」
と
い

う
。
）

四
　
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
七
号
、
第
十

三
号
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
行
為
（
同
号
に
掲
げ

る
行
為
に
あ
つ
て
は
、
暗
号
等
資
産
の
価
値
等
の
分

析
に
基
づ
く
投
資
判
断
に
基
づ
い
て
財
産
の
運
用
を

行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
行
う
業
務

五
　
削
除

六
　
商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第

二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
商
品
投
資
顧
問
業

七
　
そ
れ
を
提
示
し
若
し
く
は
通
知
し
て
、
又
は
そ
れ

と
引
換
え
に
特
定
の
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業

者
か
ら
商
品
若
し
く
は
権
利
を
購
入
し
又
は
役
務
の

提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
カ
ー
ド
そ
の
他
の
物

又
は
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
（
以
下
こ
の
号
及

び
次
号
に
お
い
て
「
カ
ー
ド
等
」
と
い
う
。
）
を
こ

れ
に
よ
り
商
品
若
し
く
は
権
利
を
購
入
し
よ
う
と
す

る
者
又
は
役
務
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以

下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
利
用
者
」
と
い

う
。
）
に
交
付
し
又
は
付
与
し
、
当
該
利
用
者
が
そ

の
カ
ー
ド
等
を
提
示
し
若
し
く
は
通
知
し
て
、
又
は

そ
れ
と
引
換
え
に
特
定
の
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供

事
業
者
か
ら
商
品
若
し
く
は
権
利
を
購
入
し
又
は
役

務
の
提
供
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
利
用
者
か
ら
当

該
商
品
若
し
く
は
当
該
権
利
の
代
金
又
は
当
該
役
務

の
対
価
に
相
当
す
る
額
を
受
領
し
、
当
該
販
売
業
者

又
は
当
該
役
務
提
供
事
業
者
に
当
該
金
額
の
交
付

（
当
該
販
売
業
者
又
は
当
該
役
務
提
供
事
業
者
以
外

の
者
を
通
じ
た
当
該
販
売
業
者
又
は
当
該
役
務
提
供

事
業
者
へ
の
交
付
を
含
む
。
）
を
す
る
業
務

八
　
利
用
者
が
カ
ー
ド
等
を
利
用
す
る
こ
と
な
く
特
定

の
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
か
ら
の
商
品
若

し
く
は
権
利
の
購
入
又
は
役
務
の
提
供
を
条
件
と
し

て
、
当
該
販
売
業
者
又
は
当
該
役
務
提
供
事
業
者
に

当
該
商
品
若
し
く
は
当
該
権
利
の
代
金
又
は
当
該
役

務
の
対
価
に
相
当
す
る
額
の
交
付
（
当
該
販
売
業
者

又
は
当
該
役
務
提
供
事
業
者
以
外
の
者
を
通
じ
た
当

該
販
売
業
者
又
は
当
該
役
務
提
供
事
業
者
へ
の
交
付

を
含
む
。
）
を
し
、
当
該
利
用
者
か
ら
当
該
金
額
を

受
領
す
る
業
務

九
　
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
四
項
に
規
定

す
る
自
家
型
前
払
式
支
払
手
段
を
発
行
す
る
業
務
若

し
く
は
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
第
三
者
型
前
払
式

支
払
手
段
を
発
行
す
る
業
務
又
は
こ
れ
ら
の
手
段
を

販
売
す
る
業
務

十
　
削
除

十
一
　
機
械
類
そ
の
他
の
物
件
を
使
用
さ
せ
る
業
務

（
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
主
と
し
て
法

第
十
条
第
二
項
第
十
八
号
に
掲
げ
る
業
務
が
行
わ
れ

る
場
合
に
限
る
。
）

十
二
　
次
に
掲
げ
る
行
為
に
よ
り
他
の
株
式
会
社
に
対

し
そ
の
事
業
に
必
要
な
資
金
を
供
給
す
る
業
務

イ
　
当
該
会
社
に
対
し
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
こ

と
。

ロ
　
当
該
会
社
の
発
行
す
る
社
債
（
法
第
十
条
第
三

項
第
一
号
に
掲
げ
る
短
期
社
債
を
除
く
。
）
を
取

得
す
る
こ
と
。

ハ
　
当
該
会
社
の
発
行
す
る
新
株
予
約
権
を
取
得
す

る
こ
と
。

ニ
　
株
式
に
係
る
配
当
を
受
け
取
る
こ
と
又
は
株
式

に
係
る
売
却
益
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
当
該

会
社
の
発
行
す
る
株
式
を
取
得
す
る
こ
と
。

ホ
　
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
行
為
を

行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
民
法
第
六
百
六
十
七
条

第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
契
約
又
は
投
資
事
業
有

限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項

に
規
定
す
る
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
を
締

結
す
る
こ
と
。

十
三
　
投
資
信
託
委
託
会
社
又
は
資
産
運
用
会
社
と
し

て
行
う
業
務
（
外
国
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
と
同
種
類

の
も
の
。
投
資
信
託
委
託
会
社
が
そ
の
運
用
の
指
図

を
行
う
投
資
信
託
財
産
又
は
資
産
運
用
会
社
が
資
産

の
運
用
を
行
う
投
資
法
人
の
資
産
に
属
す
る
不
動
産

の
管
理
を
行
う
業
務
を
含
む
。
）

十
四
　
投
資
助
言
業
務
又
は
投
資
一
任
契
約
（
暗
号
等

資
産
の
価
値
等
の
分
析
に
基
づ
く
投
資
判
断
の
全
部

又
は
一
部
を
一
任
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る

業
務

十
四
の
二
　
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律

施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
百
八
十
号
）
第
三

条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で

に
掲
げ
る
資
産
に
対
す
る
投
資
と
し
て
、
他
人
の
た

め
金
銭
そ
の
他
の
財
産
の
運
用
（
そ
の
指
図
を
含

む
。
）
を
行
う
業
務
（
第
四
号
及
び
前
二
号
に
掲
げ

る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

十
四
の
三
　
他
の
事
業
者
等
の
事
業
の
譲
渡
、
合
併
、

会
社
の
分
割
、
株
式
交
換
、
株
式
移
転
若
し
く
は
株

式
交
付
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、
又
は
こ
れ
ら
に
関

し
仲
介
を
行
う
業
務

十
五
　
経
営
相
談
等
業
務

十
六
　
金
融
そ
の
他
経
済
に
関
す
る
調
査
又
は
研
究
を

行
う
業
務

十
七
　
個
人
の
財
産
形
成
に
関
す
る
相
談
に
応
ず
る

業
務

十
八
　
主
と
し
て
銀
行
持
株
会
社
、
長
期
信
用
銀
行
持

株
会
社
若
し
く
は
子
会
社
対
象
会
社
（
法
第
十
六
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
子
会
社
対
象
会
社
又
は
法

第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
子
会
社

対
象
会
社
を
い
う
。
次
号
及
び
第
三
十
二
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
会
社
そ
の
他
金
融
庁
長
官

の
定
め
る
金
融
機
関
の
業
務
に
関
す
る
デ
ー
タ
又
は

事
業
者
等
の
財
務
に
関
す
る
デ
ー
タ
の
処
理
を
行
う

業
務
及
び
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
の
伝
送
役
務
を
提
供
す

る
業
務

十
八
の
二
　
主
と
し
て
銀
行
持
株
会
社
、
長
期
信
用
銀

行
持
株
会
社
若
し
く
は
子
会
社
対
象
会
社
に
該
当
す

る
会
社
そ
の
他
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
金
融
機
関
の

業
務
又
は
事
業
者
等
の
財
務
に
関
す
る
電
子
計
算
機

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
、
作
成
若
し
く
は
販
売
（
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
販
売
に
伴
い
必
要
と
な
る
附
属
機
器
の

販
売
を
含
む
。
）
を
行
う
業
務
及
び
計
算
受
託
業
務

（
第
三
十
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を

除
く
。
）

十
八
の
三
　
確
定
給
付
企
業
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法

律
第
五
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
確
定
給

付
企
業
年
金
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
年
金
に
係
る
掛

金
又
は
給
付
金
等
の
計
算
に
関
す
る
業
務
及
び
書
類

等
の
作
成
又
は
授
受
に
関
す
る
業
務

十
八
の
四
　
法
第
十
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務

十
八
の
五
　
電
子
記
録
債
権
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第

百
二
号
）
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
債

権
記
録
業

十
九
　
有
価
証
券
の
所
有
者
と
発
行
者
と
の
間
の
当
該

有
価
証
券
に
関
す
る
事
務
の
取
次
ぎ
を
行
う
業
務

二
十
　
有
価
証
券
に
関
す
る
顧
客
の
代
理
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二
十
一
　
株
式
会
社
の
株
式
の
発
行
に
よ
る
事
業
資
金

の
調
達
を
容
易
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
当
該
株

式
会
社
に
係
る
広
告
、
宣
伝
又
は
調
査
を
行
う
業
務

そ
の
他
当
該
株
式
会
社
に
対
す
る
投
資
者
の
評
価
を

高
め
る
こ
と
に
資
す
る
業
務

二
十
二
　
有
価
証
券
に
関
連
す
る
情
報
の
提
供
又
は
助

言
（
第
十
九
号
及
び
前
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す

る
も
の
を
除
く
。
）

二
十
三
　
民
法
第
六
百
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る

組
合
契
約
又
は
商
法
第
五
百
三
十
五
条
に
規
定
す
る

匿
名
組
合
契
約
の
締
結
の
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理

を
行
う
業
務
（
有
価
証
券
関
連
業
に
該
当
す
る
も
の

を
除
く
。
）

二
十
四
　
保
険
会
社
又
は
少
額
短
期
保
険
業
者
の
保
険

業
に
係
る
業
務
の
代
理
（
第
三
号
の
四
及
び
第
三
号

の
五
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

又
は
事
務
の
代
行

二
十
五
　
削
除

二
十
六
　
保
険
事
故
そ
の
他
の
保
険
契
約
に
係
る
事
項

の
調
査
を
行
う
業
務

二
十
七
　
保
険
募
集
又
は
保
険
媒
介
業
務
を
行
う
者
の

教
育
を
行
う
業
務

二
十
八
　
老
人
福
祉
施
設
等
（
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三

十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
五
条
の
三
に
規
定

す
る
老
人
福
祉
施
設
及
び
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項

に
規
定
す
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
を
い
う
。
）
に
関
す

る
役
務
そ
の
他
老
人
、
身
体
障
害
者
等
の
福
祉
に
関

す
る
役
務
の
提
供
を
行
う
業
務

二
十
九
　
健
康
の
維
持
若
し
く
は
増
進
の
た
め
の
運
動

を
行
う
施
設
又
は
温
泉
を
利
用
し
て
健
康
の
維
持
若

し
く
は
増
進
を
図
る
た
め
の
施
設
の
運
営
を
行
う

業
務

三
十
　
事
故
そ
の
他
の
危
険
の
発
生
の
防
止
若
し
く
は

危
険
の
発
生
に
伴
う
損
害
の
防
止
若
し
く
は
軽
減
を

図
る
た
め
、
又
は
危
険
の
発
生
に
伴
う
損
害
の
規
模

等
を
評
価
す
る
た
め
の
調
査
、
分
析
又
は
助
言
を
行

う
業
務

三
十
一
　
健
康
、
福
祉
又
は
医
療
に
関
す
る
調
査
、
分

析
又
は
助
言
を
行
う
業
務

三
十
二
　
主
と
し
て
保
険
持
株
会
社
、
少
額
短
期
保
険

持
株
会
社
（
保
険
業
法
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
七

第
二
項
に
規
定
す
る
少
額
短
期
保
険
持
株
会
社
を
い

う
。
）
、
子
会
社
対
象
会
社
に
該
当
す
る
会
社
（
保
険

会
社
等
に
限
る
。
）
又
は
保
険
募
集
人
の
業
務
に
関

す
る
電
子
計
算
機
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
、
作
成
又

は
販
売
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
販
売
に
伴
い
必
要
と
な
る

附
属
機
器
の
販
売
を
含
む
。
）
を
行
う
業
務
及
び
計

算
受
託
業
務

三
十
三
　
自
動
車
修
理
業
者
等
の
あ
つ
せ
ん
又
は
紹
介

に
関
す
る
業
務

三
十
四
　
保
険
契
約
者
か
ら
の
保
険
事
故
に
関
す
る
報

告
の
取
次
ぎ
を
行
う
業
務
又
は
保
険
契
約
に
関
し
相

談
に
応
ず
る
業
務

三
十
五
　
財
産
の
管
理
に
関
す
る
業
務
（
当
該
業
務
を

営
む
会
社
の
議
決
権
を
保
有
す
る
銀
行
（
当
該
銀
行

が
信
託
兼
営
銀
行
で
あ
る
場
合
に
限
り
、
当
該
銀
行

の
子
会
社
が
当
該
議
決
権
を
保
有
す
る
場
合
に
お
け

る
当
該
銀
行
を
含
む
。
）
又
は
当
該
業
務
を
営
む
会

社
の
議
決
権
を
保
有
す
る
銀
行
若
し
く
は
銀
行
持
株

会
社
（
こ
れ
ら
の
子
会
社
が
当
該
議
決
権
を
保
有
す

る
場
合
に
お
け
る
当
該
銀
行
又
は
当
該
銀
行
持
株
会

社
を
含
む
。
）
が
子
会
社
と
す
る
信
託
専
門
会
社
等

が
受
託
す
る
信
託
財
産
と
同
じ
種
類
の
財
産
に
つ
き

業
務
方
法
書
に
規
定
す
る
信
託
財
産
の
管
理
の
方
法

と
同
じ
方
法
に
よ
り
管
理
を
行
う
も
の
に
限
り
、
第

三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

及
び
当
該
財
産
の
管
理
に
関
す
る
業
務
に
係
る
代
理

事
務

三
十
六
　
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る

法
律
第
一
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲

げ
る
業
務
（
当
該
業
務
を
行
う
会
社
の
議
決
権
を
保

有
す
る
銀
行
又
は
銀
行
持
株
会
社
（
こ
れ
ら
の
子
会

社
が
当
該
議
決
権
を
保
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該

銀
行
又
は
当
該
銀
行
持
株
会
社
を
含
む
。
）
の
子
会

社
で
あ
る
信
託
専
門
会
社
等
の
う
ち
に
信
託
兼
営
銀

行
に
相
当
す
る
も
の
が
な
い
場
合
（
当
該
銀
行
が
信

託
兼
営
銀
行
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
当

該
業
務
の
範
囲
に
つ
い
て
は
当
該
信
託
専
門
会
社
等

が
信
託
業
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
承
認
を
受
け
た

業
務
に
係
る
も
の
に
限
り
、
第
六
号
及
び
前
号
、
金

融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行

令
第
三
条
第
三
号
並
び
に
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の

兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
条
第
一
項
第

三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の

を
除
く
。
）

三
十
七
　
信
託
を
引
き
受
け
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
財

産
（
不
動
産
を
除
く
。
）
の
評
価
に
関
す
る
業
務

三
十
八
　
そ
の
他
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
準
ず
る
も

の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
業
務

三
十
九
　
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務

（
当
該
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
者
が
営
む
も
の

に
限
る
。
）

３
　
法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
前
項
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る

業
務

二
　
そ
の
他
前
号
に
掲
げ
る
業
務
に
準
ず
る
も
の
と
し

て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
業
務

三
　
前
項
第
三
十
九
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
、
前
二

号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
に
係
る
も
の

４
　
法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
第
二
項
第
二
十
四
号
か
ら
第
三
十
四
号
ま
で
に
掲

げ
る
業
務

二
　
そ
の
他
前
号
に
掲
げ
る
業
務
に
準
ず
る
も
の
と
し

て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
業
務

三
　
第
二
項
第
三
十
九
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
、
前

二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
に
係
る
も
の

５
　
法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
第
二
項
第
三
十
五
号
か
ら
第
三
十
七
号
ま
で
に
掲

げ
る
業
務

二
　
そ
の
他
前
号
に
掲
げ
る
業
務
に
準
ず
る
も
の
と
し

て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
業
務

三
　
第
二
項
第
三
十
九
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
、
前

二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
に
係
る
も
の

６
　
法
第
二
条
第
十
一
項
の
規
定
は
、
第
二
項
第
三
十
五

号
及
び
第
三
十
六
号
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

（
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
等
が
適
用
さ
れ
な

い
こ
と
と
な
る
事
由
）

第
十
七
条
の
四
　
法
第
十
六
条
の
二
第
三
項
本
文
に
規
定

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由

と
す
る
。

一
　
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
の
代
物
弁
済
の
受
領
に
よ

る
株
式
等
の
取
得

二
　
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
所
有
す
る
議
決
権
を
行

使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
又
は
持
分
に
係
る
議

決
権
の
取
得
（
当
該
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
の
意
思

に
よ
ら
な
い
事
象
の
発
生
に
よ
り
取
得
す
る
も
の
に

限
る
。
）

三
　
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
を
所
有
す
る
会
社

の
株
式
の
転
換
（
当
該
株
式
が
そ
の
発
行
会
社
に
取

得
さ
れ
、
そ
の
引
換
え
に
他
の
種
類
の
株
式
が
交
付

さ
れ
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
当
該
銀
行
又

は
そ
の
子
会
社
の
請
求
に
よ
る
場
合
を
除
く
。
）

四
　
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所
有
す
る
会

社
の
株
式
等
の
併
合
若
し
く
は
分
割
又
は
株
式
無
償

割
当
て
（
会
社
法
第
百
八
十
五
条
に
規
定
す
る
株
式

無
償
割
当
て
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

五
　
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所
有
す
る
会

社
の
定
款
の
変
更
に
よ
る
株
式
等
に
係
る
権
利
の
内

容
又
は
一
単
元
の
株
式
の
数
の
変
更

六
　
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所
有
す
る
会

社
の
自
己
の
株
式
等
の
取
得

七
　
銀
行
の
子
会
社
で
あ
る
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項

第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
会
社
に
よ

る
株
式
等
の
取
得

２
　
法
第
十
六
条
の
二
第
三
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
事
由
は
、
前
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事

由
と
す
る
。

３
　
法
第
十
六
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
事
由
は
、
銀
行
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
の
担
保

権
の
実
行
に
よ
る
株
式
等
の
取
得
又
は
第
一
項
第
一
号

か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

４
　
法
第
十
六
条
の
二
第
十
二
項
本
文
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
事
由
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由

と
す
る
。

５
　
法
第
十
六
条
の
二
第
十
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由
は
、
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ

る
事
由
と
す
る
。

（
子
会
社
対
象
会
社
の
う
ち
子
会
社
対
象
銀
行
等
か
ら

除
か
れ
る
も
の
の
業
務
）

第
十
七
条
の
四
の
二
　
法
第
十
六
条
の
二
第
四
項
に
規
定

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務

と
す
る
。

一
　
第
十
七
条
の
三
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
十
八
号
の

五
ま
で
に
掲
げ
る
業
務

二
　
前
号
に
掲
げ
る
業
務
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
金
融

庁
長
官
が
定
め
る
業
務

三
　
第
十
七
条
の
三
第
二
項
第
三
十
九
号
に
掲
げ
る
業

務
の
う
ち
、
前
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業

務
に
係
る
も
の

（
一
定
の
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
）

第
十
七
条
の
四
の
三
　
法
第
十
六
条
の
二
第
四
項
、
第
十

三
項
及
び
第
十
六
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

会
社
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
専
ら
営
む
会
社
（
外
国

の
会
社
を
除
く
。
）
又
は
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。

以
下
こ
の
条
、
第
三
十
四
条
の
十
八
の
二
及
び
第
三
十

四
条
の
十
九
の
六
に
お
い
て
「
障
害
者
雇
用
促
進
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
四
十
五
条
第
一

項
若
し
く
は
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
認
定
に
係
る

子
会
社
、
関
係
会
社
若
し
く
は
関
係
子
会
社
（
そ
れ
ぞ

れ
障
害
者
雇
用
促
進
法
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
四
十

五
条
第
一
項
又
は
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
子
会
社
、
関
係
会
社
又
は
関
係
子
会
社
を
い
う
。
第

三
十
四
条
の
十
八
の
二
及
び
第
三
十
四
条
の
十
九
の
六

に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
。

一
　
専
ら
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
当
該
銀
行
の
営

む
銀
行
業
の
高
度
化
若
し
く
は
当
該
銀
行
の
利
用
者
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の
利
便
の
向
上
に
資
す
る
業
務
又
は
こ
れ
に
資
す
る

と
見
込
ま
れ
る
業
務
（
次
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当

す
る
も
の
を
除
く
。
）

二
　
特
定
の
地
域
に
お
い
て
生
産
さ
れ
、
若
し
く
は
提

供
さ
れ
る
商
品
又
は
提
供
さ
れ
る
役
務
の
提
供
を
行

う
業
務
で
あ
つ
て
、
当
該
銀
行
の
業
務
の
健
全
か
つ

適
切
な
運
営
に
支
障
を
来
す
著
し
い
お
そ
れ
が
な
い

も
の

三
　
高
度
の
専
門
的
な
能
力
を
有
す
る
人
材
そ
の
他
の

当
該
銀
行
の
利
用
者
で
あ
る
事
業
者
等
の
経
営
の
改

善
に
寄
与
す
る
人
材
に
係
る
労
働
者
派
遣
事
業
の
適

正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関

す
る
法
律
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
労
働
者
派
遣

事
業
（
経
営
相
談
等
業
務
そ
の
他
の
当
該
銀
行
の
営

む
業
務
に
関
連
し
て
行
う
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
事

業
の
派
遣
労
働
者
が
常
時
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
で
な

い
も
の
に
限
る
。
）

四
　
他
の
事
業
者
等
の
た
め
に
電
子
計
算
機
を
使
用
す

る
こ
と
に
よ
り
機
能
す
る
シ
ス
テ
ム
の
設
計
、
開
発

若
し
く
は
保
守
（
当
該
銀
行
若
し
く
は
そ
の
子
会
社

が
単
独
で
若
し
く
は
他
の
事
業
者
等
と
共
同
し
て
設

計
し
、
若
し
く
は
開
発
し
た
シ
ス
テ
ム
又
は
こ
れ
に

準
ず
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
設
計
、
作
成
、
販
売
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
販
売

に
伴
い
必
要
と
な
る
附
属
機
器
の
販
売
を
含
む
。
）

若
し
く
は
保
守
（
当
該
銀
行
若
し
く
は
そ
の
子
会
社

が
単
独
で
若
し
く
は
他
の
事
業
者
等
と
共
同
し
て
設

計
し
、
若
し
く
は
作
成
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
こ
れ

に
準
ず
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
業

務
（
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除

く
。
）

五
　
他
の
事
業
者
等
の
業
務
に
関
す
る
広
告
、
宣
伝
、

調
査
、
情
報
の
分
析
又
は
情
報
の
提
供
を
行
う
業
務

六
　
他
の
事
業
者
等
の
現
金
自
動
支
払
機
等
の
保
守
、

点
検
そ
の
他
の
管
理
を
行
う
業
務

七
　
成
年
後
見
制
度
に
係
る
相
談
の
実
施
、
成
年
後
見

人
等
（
成
年
後
見
制
度
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法

律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
成
年
後
見
人
等
を
い
う
。
以
下
こ

の
号
、
第
三
十
四
条
の
十
八
の
二
第
七
号
及
び
第
三

十
四
条
の
十
九
の
六
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

事
務
の
支
援
そ
の
他
成
年
後
見
人
等
の
事
務
を
行
う

業
務

八
　
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
し
必
要
と
な
る
業
務

で
あ
つ
て
、
子
会
社
対
象
会
社
（
法
第
十
六
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
子
会
社
対
象
会
社
を
い
い
、
同

項
第
十
二
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
会
社
を

除
く
。
）
が
営
む
こ
と
が
で
き
る
も
の

九
　
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務

（
外
国
特
定
金
融
関
連
業
務
会
社
の
業
務
）

第
十
七
条
の
四
の
四
　
法
第
十
六
条
の
二
第
六
項
第
一
号

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
十
七
条

の
三
第
二
項
第
二
号
、
第
七
号
、
第
八
号
及
び
第
十
一

号
に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
と

す
る
。

（
子
会
社
対
象
銀
行
等
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い

て
の
認
可
の
申
請
等
）

第
十
七
条
の
五
　
銀
行
は
、
子
会
社
対
象
銀
行
等
（
法
第

十
六
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
子
会
社
対
象
銀
行
等

を
い
い
、
同
条
第
一
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
会
社
（
第

十
七
条
の
四
の
三
に
規
定
す
る
会
社
を
除
く
。
）
を
除

く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
子
会
社
と
す

る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金

融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
銀
行
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資

本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他

近
に
お
け
る
業
務
、

財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

書
面

ロ
　
当
該
認
可
後
に
お
け
る
収
支
の
見
込
み
を
記
載

し
た
書
面

ハ
　
株
式
交
換
に
よ
り
子
会
社
対
象
銀
行
等
を
子
会

社
と
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面

（１）
　
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が

あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

（２）
　
株
式
交
換
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

（３）
　
株
式
交
換
費
用
を
記
載
し
た
書
面

ニ
　
株
式
交
付
に
よ
り
子
会
社
対
象
銀
行
等
を
子
会

社
と
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面

（１）
　
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が

あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

（２）
　
株
式
交
付
計
画
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

（３）
　
株
式
交
付
費
用
を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
法
第
十
四
条
の

二
第
二
号
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
次
に

掲
げ
る
書
面

イ
　
当
該
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
つ
き
連
結
し

て
記
載
し
た

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書

及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類
す

る
書
面
を
含
む
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
の
会
社
の

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ロ
　
当
該
認
可
後
に
お
け
る
当
該
銀
行
及
び
そ
の
子

会
社
等
（
子
会
社
と
な
る
会
社
を
含
む
。
）
の
収

支
及
び
連
結
自
己
資
本
比
率
（
法
第
十
四
条
の
二

第
二
号
に
規
定
す
る
基
準
に
係
る
算
式
に
よ
り
得

ら
れ
る
比
率
（
第
十
九
条
の
三
第
三
号
チ
に
規
定

す
る
連
結
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
を
除
く
。
）
を
い
う
。

以
下
こ
の
章
か
ら
第
五
章
ま
で
及
び
第
三
十
五
条

第
一
項
第
三
十
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
見
込
み

を
記
載
し
た
書
面

四
　
当
該
認
可
に
係
る
子
会
社
対
象
銀
行
等
（
当
該
子

会
社
対
象
銀
行
等
を
子
会
社
と
す
る
法
第
十
六
条
の

二
第
六
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
例
持
株
会
社
を
含

む
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置

を
記
載
し
た
書
面

ロ
　
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主

資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
面
を

含
む
。
）
そ
の
他

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及

び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ニ
　
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職

務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
）
の
役
職
名
及
び
氏

名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
面

五
　
当
該
認
可
に
係
る
子
会
社
対
象
銀
行
等
を
子
会
社

と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社

が
国
内
の
会
社
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議

決
権
数
（
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
基

準
議
決
権
数
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
及
び
第
五
章
並

び
に
第
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超

え
て
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
国
内

の
会
社
の
名
称
及
び
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

六
　
そ
の
他
次
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参

考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請

が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か

ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
申
請
を
し
た
銀
行
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
申
請
銀
行
」
と
い
う
。
）
の
資
本
金
の
額
が
当
該
申

請
に
係
る
子
会
社
対
象
銀
行
等
の
議
決
権
を
取
得

し
、
又
は
保
有
す
る
に
足
り
る
十
分
な
額
で
あ
る
こ

と
。

二
　
申
請
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
当
該
認
可
に
係

る
子
会
社
対
象
銀
行
等
を
含
む
。
）
の
連
結
自
己
資

本
比
率
が
適
正
な
水
準
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る

こ
と
。

三
　
申
請
銀
行
の

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損

益
の
状
況
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。

四
　
当
該
申
請
の
時
に
お
い
て
申
請
銀
行
及
び
そ
の
子

会
社
等
の
収
支
が
良
好
で
あ
り
、
当
該
認
可
に
係
る

子
会
社
対
象
銀
行
等
を
子
会
社
と
し
た
後
も
良
好
に

推
移
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

五
　
申
請
銀
行
が
子
会
社
対
象
銀
行
等
の
業
務
の
健
全

か
つ
適
切
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

六
　
当
該
認
可
に
係
る
子
会
社
対
象
銀
行
等
が
そ
の
業

務
を
的
確
か
つ
公
正
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
十
六
条
の
二
第
五
項
た
だ

し
書
の
認
可
（
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ

の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る

こ
と
と
な
つ
た
同
条
第
一
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
会
社

（
第
十
七
条
の
四
の
三
に
規
定
す
る
会
社
及
び
外
国
の

会
社
を
除
く
。
第
九
項
、
次
条
、
第
五
章
及
び
第
三
十

五
条
第
一
項
に
お
い
て
「
他
業
銀
行
業
高
度
化
等
会

社
」
と
い
う
。
）
の
議
決
権
に
つ
い
て
引
き
続
き
そ
の

基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の

認
可
を
除
く
。
）
及
び
法
第
十
六
条
の
二
第
七
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
認
可
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

４
　
銀
行
は
、
法
第
十
六
条
の
二
第
八
項
の
承
認
を
受
け

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書

面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
承
認
に
係
る
子
会
社
対
象
会
社
（
法
第
十
六

条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
子
会
社
対
象
会
社
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
外
国

の
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置

を
記
載
し
た
書
面

ロ
　
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主

資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
面
を

含
む
。
）
そ
の
他

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及

び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ニ
　
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職

務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
）
の
役
職
名
及
び
氏

名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
面

三
　
そ
の
他
法
第
十
六
条
の
二
第
八
項
の
承
認
に
係
る

審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し

た
書
面

５
　
銀
行
は
、
法
第
十
六
条
の
二
第
十
項
の
規
定
に
よ
る

延
長
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
延
長
申
請
書
に
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次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
延
長
に
係
る
子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
外
国

の
会
社
の
議
決
権
の
保
有
に
関
す
る
方
針
を
記
載
し

た
書
面

三
　
当
該
延
長
に
係
る
子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
外
国

の
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置

を
記
載
し
た
書
面

ロ
　
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主

資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
面
を

含
む
。
）
そ
の
他

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及

び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ニ
　
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職

務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
）
の
役
職
名
及
び
氏

名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
面

四
　
そ
の
他
法
第
十
六
条
の
二
第
十
項
の
規
定
に
よ
る

延
長
に
係
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事

項
を
記
載
し
た
書
面

６
　
銀
行
は
、
法
第
十
六
条
の
二
第
十
一
項
の
認
可
を
受

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る

書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
銀
行
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資

本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他

近
に
お
け
る
業
務
、

財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

書
面

ロ
　
当
該
認
可
後
に
お
け
る
収
支
の
見
込
み
を
記
載

し
た
書
面

三
　
当
該
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
関
す
る
次
に
掲

げ
る
書
面

イ
　
当
該
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
つ
き
連
結
し

て
記
載
し
た

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書

及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類
す

る
書
面
を
含
む
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
の
会
社
の

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ロ
　
当
該
認
可
後
に
お
け
る
当
該
銀
行
及
び
そ
の
子

会
社
等
（
子
会
社
と
な
る
会
社
を
含
む
。
）
の
収

支
及
び
連
結
自
己
資
本
比
率
の
見
込
み
を
記
載
し

た
書
面

四
　
当
該
認
可
に
係
る
子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
外
国

の
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置

を
記
載
し
た
書
面

ロ
　
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主

資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
面
を

含
む
。
）
そ
の
他

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及

び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ニ
　
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職

務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
）
の
役
職
名
及
び
氏

名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
面

五
　
当
該
認
可
に
係
る
子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
外
国

の
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
銀
行

又
は
そ
の
子
会
社
が
国
内
の
会
社
の
議
決
権
を
合
算

し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と

と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
国
内
の
会
社
の
名
称
及
び

業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

六
　
そ
の
他
次
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参

考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

７
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請

が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か

ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
申
請
を
し
た
銀
行
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
申
請
銀
行
」
と
い
う
。
）
の
資
本
金
の
額
が
当
該
申

請
に
係
る
子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
外
国
の
会
社
の

議
決
権
を
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
に
足
り
る
十
分

な
額
で
あ
る
こ
と
。

二
　
申
請
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
当
該
認
可
に
係

る
子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
外
国
の
会
社
を
含
む
。
）

の
連
結
自
己
資
本
比
率
が
適
正
な
水
準
と
な
る
こ
と

が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

三
　
申
請
銀
行
の

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損

益
の
状
況
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。

四
　
当
該
申
請
の
時
に
お
い
て
申
請
銀
行
及
び
そ
の
子

会
社
等
の
収
支
が
良
好
で
あ
り
、
当
該
認
可
に
係
る

子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
外
国
の
会
社
を
子
会
社
と

し
た
後
も
良
好
に
推
移
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ

と
。

五
　
申
請
銀
行
が
子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
外
国
の
会

社
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
遂
行
を
確
保
す
る
た

め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

六
　
当
該
認
可
に
係
る
子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
外
国

の
会
社
が
そ
の
業
務
を
的
確
か
つ
公
正
に
遂
行
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

七
　
申
請
銀
行
が
現
に
子
会
社
と
し
て
い
る
子
会
社
対

象
外
国
会
社
（
法
第
十
六
条
の
二
第
九
項
第
一
号
に

規
定
す
る
子
会
社
対
象
外
国
会
社
を
い
う
。
）
又
は

外
国
特
定
金
融
関
連
業
務
会
社
（
同
条
第
六
項
第
一

号
に
規
定
す
る
外
国
特
定
金
融
関
連
業
務
会
社
を
い

う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
競
争
力

（
外
国
特
定
金
融
関
連
業
務
会
社
に
あ
つ
て
は
、
当

該
外
国
特
定
金
融
関
連
業
務
会
社
の
営
む
金
融
関
連

業
務
（
同
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
金
融
関
連

業
務
を
い
う
。
第
三
十
四
条
の
十
九
第
七
項
第
五
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
競
争
力
に
限
る
。
）
の

確
保
そ
の
他
の
事
情
に
照
ら
し
て
、
申
請
銀
行
が
子

会
社
対
象
会
社
以
外
の
外
国
の
会
社
（
外
国
特
定
金

融
関
連
業
務
会
社
を
除
く
。
）
を
子
会
社
と
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

８
　
前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
十
六
条
の
二
第
十
二
項
た

だ
し
書
の
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

９
　
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
十
六
条
の
二

第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
認
可

（
他
業
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
に
該
当
す
る
子
会
社
と

し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
を
除
く
。
）
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

10
　
第
四
項
の
規
定
は
、
法
第
十
六
条
の
二
第
十
四
項
の

承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

11
　
法
第
二
条
第
十
一
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
五
号
及

び
第
二
項
第
一
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
三
項
及
び
第

九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
項
、

第
五
項
第
二
号
並
び
に
第
六
項
第
五
号
及
び
第
七
項
第

一
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

（
他
業
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と

等
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請
等
）

第
十
七
条
の
五
の
二
　
銀
行
は
、
当
該
銀
行
若
し
く
は
そ

の
子
会
社
が
合
算
し
て
他
業
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の

議
決
権
を
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
若

し
く
は
保
有
す
る
こ
と
又
は
外
国
の
銀
行
業
高
度
化
等

会
社
（
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る

会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
第
五
章
及
び
第
三
十
五

条
第
一
項
第
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
子
会
社
と
す

る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金

融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
銀
行
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資

本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他

近
に
お
け
る
業
務
、

財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

書
面

ロ
　
当
該
認
可
後
に
お
け
る
収
支
の
見
込
み
を
記
載

し
た
書
面

ハ
　
株
式
交
換
に
よ
り
当
該
銀
行
若
し
く
は
そ
の
子

会
社
が
合
算
し
て
他
業
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の

議
決
権
を
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得

し
、
若
し
く
は
保
有
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
外

国
の
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
し
よ
う

と
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面

（１）
　
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が

あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

（２）
　
株
式
交
換
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

（３）
　
株
式
交
換
費
用
を
記
載
し
た
書
面

ニ
　
株
式
交
付
に
よ
り
当
該
銀
行
若
し
く
は
そ
の
子

会
社
が
合
算
し
て
他
業
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の

議
決
権
を
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得

し
、
若
し
く
は
保
有
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
外

国
の
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
し
よ
う

と
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面

（１）
　
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が

あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

（２）
　
株
式
交
付
計
画
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

（３）
　
株
式
交
付
費
用
を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
関
す
る
次
に
掲

げ
る
書
面

イ
　
当
該
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
つ
き
連
結
し

て
記
載
し
た

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書

及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類
す

る
書
面
を
含
む
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
の
会
社
の

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ロ
　
当
該
認
可
後
に
お
け
る
当
該
銀
行
及
び
そ
の
子

会
社
等
（
子
会
社
等
と
な
る
会
社
を
含
む
。
）
の

収
支
及
び
連
結
自
己
資
本
比
率
の
見
込
み
を
記
載

し
た
書
面

四
　
当
該
認
可
に
係
る
他
業
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
又

は
外
国
の
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
（
次
項
に
お
い
て

「
他
業
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
等
」
と
い
う
。
）
に
関

す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置

を
記
載
し
た
書
面

ロ
　
業
務
の
内
容
及
び
当
該
業
務
を
遂
行
す
る
体
制

を
記
載
し
た
書
面

ハ
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主

資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
面
を

含
む
。
）
そ
の
他

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及

び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面
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ニ
　
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職

務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
）
の
役
職
名
及
び
氏

名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
面

五
　
当
該
銀
行
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
当

該
認
可
に
係
る
他
業
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決

権
を
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
若
し

く
は
保
有
す
る
こ
と
又
は
外
国
の
銀
行
業
高
度
化
等

会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
銀
行
又

は
そ
の
子
会
社
が
国
内
の
会
社
の
議
決
権
を
合
算
し

て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
と

な
る
場
合
に
は
、
当
該
国
内
の
会
社
の
名
称
及
び
業

務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

六
　
そ
の
他
次
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参

考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請

が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か

ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
申
請
を
し
た
銀
行
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
申
請
銀
行
」
と
い
う
。
）
の
資
本
金
の
額
が
当
該
申

請
に
係
る
他
業
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
等
の
議
決
権

を
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
に
足
り
る
十
分
な
額
で

あ
る
こ
と
。

二
　
当
該
申
請
に
係
る
他
業
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
等

に
対
す
る
出
資
が
全
額
毀
損
し
た
場
合
で
あ
つ
て

も
、
申
請
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
当
該
認
可
に

よ
り
子
会
社
等
と
な
る
会
社
を
除
く
。
）
の
財
産
及

び
損
益
の
状
況
が
良
好
で
あ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る

こ
と
。

三
　
申
請
銀
行
の

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損

益
の
状
況
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。

四
　
当
該
申
請
の
時
に
お
い
て
申
請
銀
行
及
び
そ
の
子

会
社
等
の
収
支
が
良
好
で
あ
り
、
か
つ
、
申
請
銀
行

若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
当
該
認
可
に
係

る
他
業
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
に
つ
い
て
そ
の
基
準

議
決
権
数
を
超
え
る
議
決
権
を
取
得
し
、
若
し
く
は

保
有
し
、
又
は
外
国
の
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子

会
社
と
し
た
後
も
良
好
に
推
移
す
る
こ
と
が
見
込
ま

れ
る
こ
と
。

五
　
当
該
認
可
に
係
る
他
業
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
等

が
そ
の
業
務
を
的
確
か
つ
公
正
に
遂
行
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
。

六
　
申
請
銀
行
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
当

該
認
可
に
係
る
他
業
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決

権
を
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
若
し

く
は
保
有
す
る
こ
と
又
は
外
国
の
銀
行
業
高
度
化
等

会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
申
請
銀
行
の

営
む
銀
行
業
の
高
度
化
若
し
く
は
申
請
銀
行
の
利
用

者
の
利
便
の
向
上
又
は
地
域
の
活
性
化
、
産
業
の
生

産
性
の
向
上
そ
の
他
の
持
続
可
能
な
社
会
の
構
築
に

資
す
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

七
　
申
請
銀
行
の
業
務
の
状
況
に
照
ら
し
、
申
請
銀
行

若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
当
該
認
可
に
係

る
他
業
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
を
そ
の
基

準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有

し
、
又
は
外
国
の
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社

と
し
た
後
も
、
申
請
銀
行
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切

な
運
営
に
支
障
を
来
す
著
し
い
お
そ
れ
が
な
い
と
認

め
ら
れ
る
こ
と
。

八
　
申
請
銀
行
又
は
当
該
認
可
に
係
る
他
業
銀
行
業
高

度
化
等
会
社
等
の
顧
客
に
対
し
、
申
請
銀
行
の
銀
行

と
し
て
の
取
引
上
の
優
越
的
地
位
又
は
当
該
他
業
銀

行
業
高
度
化
等
会
社
等
の
業
務
に
お
け
る
取
引
上
の

優
越
的
地
位
を
不
当
に
利
用
し
て
、
申
請
銀
行
の
業

務
に
係
る
取
引
の
条
件
若
し
く
は
実
施
又
は
当
該
他

業
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
等
の
業
務
に
係
る
取
引
の

条
件
若
し
く
は
実
施
に
つ
い
て
不
利
益
を
与
え
る
行

為
が
行
わ
れ
る
著
し
い
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ

る
こ
と
。

九
　
申
請
銀
行
又
は
当
該
認
可
に
係
る
他
業
銀
行
業
高

度
化
等
会
社
等
が
行
う
取
引
に
伴
い
、
申
請
銀
行
又

は
当
該
他
業
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
等
が
行
う
業
務

に
係
る
顧
客
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
著
し
い
お

そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
十
六
条
の
二
第
五
項
た
だ

し
書
の
認
可
（
銀
行
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し

て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
若
し
く
は

保
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
他
業
銀
行
業
高
度
化
等
会
社

の
議
決
権
に
つ
い
て
引
き
続
き
そ
の
基
準
議
決
権
数
を

超
え
て
保
有
す
る
こ
と
又
は
子
会
社
と
な
つ
た
外
国
の

銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
引
き
続
き
子
会
社
と
す
る
こ

と
に
つ
い
て
の
認
可
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４
　
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
十
六
条
の
二

第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
認
可

（
他
業
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
に
該
当
す
る
子
会
社
と

し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
に
限
る
。
）
及

び
同
条
第
十
六
項
の
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５
　
法
第
二
条
第
十
一
項
の
規
定
は
、
第
一
項
並
び
に
第

二
項
第
一
号
、
第
四
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
（
こ
れ

ら
の
規
定
を
前
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
並
び
に
第
三
項
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

（
銀
行
に
よ
る
銀
行
グ
ル
ー
プ
の
経
営
管
理
の
内
容
等
）

第
十
七
条
の
五
の
三
　
法
第
十
六
条
の
三
第
二
項
第
一
号

に
規
定
す
る
方
針
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

は
、
次
に
掲
げ
る
方
針
と
す
る
。

一
　
銀
行
グ
ル
ー
プ
（
法
第
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規

定
す
る
銀
行
グ
ル
ー
プ
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

収
支
、
資
本
の
分
配
及
び
自
己
資
本
の
充
実
に
係
る

方
針
そ
の
他
の
リ
ス
ク
管
理
に
係
る
方
針

二
　
災
害
そ
の
他
の
事
象
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る

銀
行
グ
ル
ー
プ
の
危
機
管
理
に
係
る
体
制
の
整
備
に

係
る
方
針

２
　
法
第
十
六
条
の
三
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
体
制
は
、
当
該
銀
行
に
お
け
る
当
該
銀

行
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会
社
の
取
締
役
、
執
行
役
、
業

務
を
執
行
す
る
社
員
、
会
社
法
第
五
百
九
十
八
条
第
一

項
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
そ
の
他
こ
れ
ら
の
者
に
相
当

す
る
者
及
び
使
用
人
の
職
務
の
執
行
が
法
令
に
適
合
す

る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
と
す
る
。

３
　
法
第
十
六
条
の
三
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
当
該
銀
行
グ
ル
ー
プ
（
再
建

計
画
（
業
務
の
運
営
又
は
財
産
の
状
況
に
関
し
改
善
が

必
要
な
場
合
に
お
け
る
銀
行
グ
ル
ー
プ
の
経
営
の
再
建

の
た
め
の
計
画
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
策
定
が
必
要
な
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が

指
定
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
再
建
計
画
を
策
定
し
、

そ
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い

こ
と
と
な
る
事
由
）

第
十
七
条
の
六
　
法
第
十
六
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る

内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
と
す

る
。

一
　
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
の
担
保
権
の
実
行
に
よ
る

株
式
等
の
取
得

二
　
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
の
代
物
弁
済
の
受
領
に
よ

る
株
式
等
の
取
得

三
　
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
の
、
そ
の
取
引
先
で
あ
る

会
社
と
の
間
の
合
理
的
な
経
営
改
善
の
た
め
の
計
画

に
基
づ
く
株
式
等
の
取
得
（
当
該
銀
行
又
は
そ
の
子

会
社
に
対
す
る
当
該
会
社
の
債
務
を
消
滅
さ
せ
る
た

め
に
行
う
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
株
式
等
の
取
得
に

よ
つ
て
相
当
の
期
間
内
に
当
該
会
社
の
経
営
の
状
況

が
改
善
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

四
　
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
所
有
す
る
議
決
権
を
行

使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
又
は
持
分
に
係
る
議

決
権
の
取
得
（
当
該
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
の
意
思

に
よ
ら
な
い
事
象
の
発
生
に
よ
り
取
得
す
る
も
の
に

限
る
。
）

五
　
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
を
所
有
す
る
会
社

の
株
式
の
転
換
（
当
該
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
の
請

求
に
よ
る
場
合
を
除
く
。
）

六
　
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所
有
す
る
会

社
の
株
式
等
の
併
合
若
し
く
は
分
割
又
は
株
式
無
償

割
当
て

七
　
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所
有
す
る
会

社
の
定
款
の
変
更
に
よ
る
株
式
等
に
係
る
権
利
の
内

容
又
は
一
単
元
の
株
式
の
数
の
変
更

八
　
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所
有
す
る
会

社
の
自
己
の
株
式
等
の
取
得

九
　
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
等
の
議
決
権
に
つ
い
て

第
十
七
条
の
二
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
行

お
う
と
す
る
と
き
又
は
事
業
再
生
会
社
の
議
決
権
に

つ
い
て
同
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
行
お

う
と
す
る
と
き
に
お
い
て
、
や
む
を
得
な
い
と
認
め

ら
れ
る
理
由
に
よ
り
当
該
議
決
権
を
譲
渡
す
る
こ
と

が
著
し
く
困
難
で
あ
る
た
め
当
該
議
決
権
を
処
分
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

十
　
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
の
取
引
先
で
あ
る
会
社
と

の
間
の
合
理
的
な
経
営
改
善
の
た
め
の
計
画
に
基
づ

き
取
得
し
た
当
該
会
社
の
発
行
す
る
株
式
を
当
該
会

社
の
経
営
の
状
況
の
改
善
に
伴
い
相
当
の
期
間
内
に

処
分
す
る
た
め
に
必
要
な
当
該
株
式
の
転
換
（
第
五

号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
そ

の
他
の
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
あ
ら

か
じ
め
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
た
場
合

２
　
前
項
第
十
号
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

承
認
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁

長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
承
認
に
係
る
国
内
の
会
社
の
商
号
及
び
業
務

の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
承
認
に
係
る
国
内
の
会
社
の
議
決
権
の
う
ち

そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
又
は
保
有

す
る
こ
と
と
な
つ
た
部
分
の
議
決
権
の
処
分
の
方
法

に
関
す
る
方
針
を
記
載
し
た
書
面

四
　
そ
の
他
次
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参

考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

３
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請

が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
銀
行
が
基
準
議

決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
所
有
し
、
又
は
保
有
す
る

こ
と
に
つ
い
て
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
、
及

び
提
出
さ
れ
る
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
又

は
保
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
部
分
の
議
決
権
の
処
分
の

方
法
に
関
す
る
方
針
が
妥
当
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か

を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

（
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
こ
と

に
つ
い
て
の
承
認
の
申
請
）

第
十
七
条
の
七
　
銀
行
は
、
法
第
十
六
条
の
四
第
二
項
た

だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決

権
を
保
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
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す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添

付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
承
認
に
係
る
国
内
の
会
社
の
名
称
及
び
業
務

の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
承
認
に
係
る
国
内
の
会
社
の
議
決
権
の
う
ち

そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
又
は
保
有

す
る
こ
と
と
な
つ
た
部
分
の
議
決
権
の
処
分
の
方
法

に
関
す
る
方
針
を
記
載
し
た
書
面

四
　
そ
の
他
次
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参

考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請

が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
銀
行
又
は
そ
の

子
会
社
が
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す

る
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
理
由

が
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
二
条
第
十
一
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
三
号
に

規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
こ
と

が
で
き
る
場
合
）

第
十
七
条
の
七
の
二
　
法
第
十
六
条
の
四
第
四
項
第
一
号

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
銀
行

が
法
第
十
六
条
の
二
第
四
項
の
認
可
を
受
け
て
他
の
銀

行
、
長
期
信
用
銀
行
、
証
券
専
門
会
社
、
証
券
仲
介
専

門
会
社
、
保
険
会
社
又
は
少
額
短
期
保
険
業
者
を
子
会

社
と
し
た
場
合
と
す
る
。

２
　
法
第
十
六
条
の
四
第
四
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
当
該
銀
行
が
法
第
三
十
条
第
二
項
の
認
可
を
受
け

て
吸
収
分
割
に
よ
り
他
の
銀
行
又
は
長
期
信
用
銀
行

の
事
業
を
承
継
し
た
場
合

二
　
当
該
銀
行
が
法
第
三
十
条
第
二
項
の
認
可
を
受
け

て
吸
収
分
割
に
よ
り
事
業
を
承
継
し
た
こ
と
に
よ
り

他
の
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
、
証
券
専
門
会
社
、
証

券
仲
介
専
門
会
社
、
保
険
会
社
又
は
少
額
短
期
保
険

業
者
を
子
会
社
と
し
た
場
合
（
前
号
に
掲
げ
る
場
合

を
除
く
。
）

３
　
法
第
十
六
条
の
四
第
四
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
当
該
銀
行
が
法
第
三
十
条
第
三
項
の
認
可
を
受
け

て
他
の
銀
行
若
し
く
は
長
期
信
用
銀
行
又
は
信
用
金

庫
、
信
用
協
同
組
合
若
し
く
は
労
働
金
庫
（
こ
れ
ら

の
法
人
を
も
つ
て
組
織
す
る
連
合
会
を
含
む
。
）
の

事
業
の
譲
受
け
を
し
た
場
合

二
　
当
該
銀
行
が
法
第
三
十
条
第
三
項
の
認
可
を
受
け

て
事
業
の
譲
受
け
を
し
た
こ
と
に
よ
り
他
の
銀
行
、

長
期
信
用
銀
行
、
証
券
専
門
会
社
、
証
券
仲
介
専
門

会
社
、
保
険
会
社
又
は
少
額
短
期
保
険
業
者
を
子
会

社
と
し
た
場
合
（
前
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

（
特
例
対
象
会
社
）

第
十
七
条
の
七
の
三
　
法
第
十
六
条
の
四
第
八
項
に
規
定

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
会
社
又
は
事
業
の
再
生
の
計
画
の
作

成
に
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
が
関
与
し

て
い
る
会
社
（
銀
行
の
子
法
人
等
に
該
当
し
な
い
も
の

に
限
る
。
第
三
項
及
び
第
三
十
五
条
第
一
項
第
十
七
号

に
お
い
て
「
特
例
事
業
再
生
会
社
」
と
総
称
す
る
。
）

と
す
る
。

一
　
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
法
第
二
十

二
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
の
実
施
に
よ
り

設
立
さ
れ
る
株
式
会
社
が
無
限
責
任
組
合
員
と
な
る

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
も
の
か
ら
出
資
を
受
け
て
い
る
会
社

イ
　
当
該
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
当
該
投
資
事
業

有
限
責
任
組
合
の
組
合
員
と
な
つ
て
い
る
も
の

ロ
　
当
該
株
式
会
社
に
当
該
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社

が
出
資
し
て
い
る
も
の

二
　
事
業
の
再
生
又
は
地
域
の
特
性
を
生
か
し
た
新
た

な
事
業
の
創
出
そ
の
他
の
地
域
経
済
の
活
性
化
に
資

す
る
事
業
活
動
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
会
社
で

あ
つ
て
、
第
十
七
条
の
二
第
六
項
第
九
号
イ
か
ら
ト

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
が
関
与
し
て
策

定
し
た
事
業
計
画
を
実
施
し
て
い
る
会
社

２
　
前
項
に
規
定
す
る
会
社
の
ほ
か
、
会
社
（
銀
行
の
子

法
人
等
に
該
当
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、

そ
の
議
決
権
を
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
（
子
会
社
と
な

る
会
社
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

第
十
七
条
の
六
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る

事
由
に
よ
ら
ず
に
取
得
さ
れ
た
と
き
（
当
該
会
社
の
議

決
権
が
当
該
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
に
よ
り
二
回
以
上

に
わ
た
り
取
得
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
事
由

に
よ
ら
ず
に

後
に
取
得
さ
れ
た
と
き
）
に
前
項
に
規

定
す
る
会
社
に
該
当
し
て
い
た
も
の
も
、
そ
の
議
決
権

が
当
該
事
由
に
よ
ら
ず
に
新
た
に
取
得
さ
れ
な
い
限

り
、
当
該
銀
行
に
係
る
法
第
十
六
条
の
四
第
八
項
に
規

定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
に
該
当
す
る
も
の
と

す
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
子
会
社
が
そ

の
取
得
し
た
特
例
事
業
再
生
会
社
の
議
決
権
を
処
分
基

準
日
（
そ
の
取
得
の
日
か
ら
十
年
を
経
過
す
る
日
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
に
処
分
し

な
い
と
き
は
、
当
該
特
例
事
業
再
生
会
社
は
、
処
分
基

準
日
の
翌
日
か
ら
は
当
該
銀
行
に
係
る
法
第
十
六
条
の

四
第
八
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
に
該

当
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
処
分
を
行
え

ば
当
該
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
保
有
す
る
当
該
特
例

事
業
再
生
会
社
の
議
決
権
の
数
が
当
該
処
分
基
準
日
に

お
け
る
基
礎
議
決
権
数
（
そ
の
総
株
主
等
の
議
決
権
に

百
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
議
決
権
の
数
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
下
回
る
こ
と
と
な
る
場

合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
子
会
社
が
当
該
取
得
の
日
か

ら
処
分
基
準
日
ま
で
の
間
に
当
該
銀
行
又
は
そ
の
子
会

社
の
保
有
す
る
当
該
特
例
事
業
再
生
会
社
の
議
決
権
の

う
ち
当
該
処
分
基
準
日
に
お
け
る
基
礎
議
決
権
数
を
超

え
る
部
分
の
議
決
権
を
処
分
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

４
　
法
第
十
六
条
の
四
第
八
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
会
社
は
、
新
規
事
業
分
野

開
拓
会
社
等
又
は
事
業
再
生
会
社
が
当
該
会
社
の
総
株

主
等
の
議
決
権
に
百
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
議
決
権
の

数
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
会
社
（
当
該
銀
行
又

は
そ
の
子
会
社
で
あ
る
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
等
若

し
く
は
事
業
再
生
会
社
以
外
の
子
会
社
が
、
合
算
し
て

当
該
会
社
の
総
株
主
等
の
議
決
権
に
百
分
の
五
を
乗
じ

て
得
た
議
決
権
の
数
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
し
て
い

な
い
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

５
　
法
第
二
条
第
十
一
項
の
規
定
は
、
前
三
項
に
規
定
す

る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
四
章
　
経
理

（
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
準
備
金
の
計
上
）

第
十
七
条
の
七
の
四
　
銀
行
が
剰
余
金
の
配
当
を
す
る
場

合
に
は
、
剰
余
金
の
配
当
後
の
資
本
準
備
金
の
額
は
、

当
該
剰
余
金
の
配
当
の
直
前
の
資
本
準
備
金
の
額
に
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
額
を
加
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。

一
　
当
該
剰
余
金
の
配
当
を
す
る
日
に
お
け
る
資
本
準

備
金
又
は
利
益
準
備
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
準
備
金
」
と
総
称
す
る
。
）
の
額
が
当
該
日
に
お
け

る
資
本
金
の
額
以
上
で
あ
る
場
合
　
零

二
　
当
該
剰
余
金
の
配
当
を
す
る
日
に
お
け
る
準
備
金

の
額
が
当
該
日
に
お
け
る
資
本
金
の
額
未
満
で
あ
る

場
合
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
少

な
い
額
に
資
本
剰
余
金
配
当
割
合
（
次
条
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
額
を
会
社
法
第
四
百
四
十
六
条
第
六
号
に

掲
げ
る
額
で
除
し
て
得
た
割
合
を
い
う
。
）
を
乗
じ

て
得
た
額

イ
　
当
該
剰
余
金
の
配
当
を
す
る
日
に
お
け
る
準
備

金
計
上
限
度
額
（
資
本
金
の
額
か
ら
準
備
金
の
額

を
減
じ
て
得
た
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）

ロ
　
会
社
法
第
四
百
四
十
六
条
第
六
号
に
掲
げ
る
額

に
五
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額

２
　
銀
行
が
剰
余
金
の
配
当
を
す
る
場
合
に
は
、
剰
余
金

の
配
当
後
の
利
益
準
備
金
の
額
は
、
当
該
剰
余
金
の
配

当
の
直
前
の
利
益
準
備
金
の
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
加

算
し
て
得
た
額
と
す
る
。

一
　
当
該
剰
余
金
の
配
当
を
す
る
日
に
お
け
る
準
備
金

の
額
が
当
該
日
に
お
け
る
資
本
金
の
額
以
上
で
あ
る

場
合
　
零

二
　
当
該
剰
余
金
の
配
当
を
す
る
日
に
お
け
る
準
備
金

の
額
が
当
該
日
に
お
け
る
資
本
金
の
額
未
満
で
あ
る

場
合
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
少

な
い
額
に
利
益
剰
余
金
配
当
割
合
（
次
条
第
二
号
イ

に
掲
げ
る
額
を
会
社
法
第
四
百
四
十
六
条
第
六
号
に

掲
げ
る
額
で
除
し
て
得
た
割
合
を
い
う
。
）
を
乗
じ

て
得
た
額

イ
　
当
該
剰
余
金
の
配
当
を
す
る
日
に
お
け
る
準
備

金
計
上
限
度
額

ロ
　
会
社
法
第
四
百
四
十
六
条
第
六
号
に
掲
げ
る
額

に
五
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額

（
減
少
す
る
剰
余
金
の
額
）

第
十
七
条
の
七
の
五
　
銀
行
が
剰
余
金
の
配
当
を
す
る
場

合
に
は
、
剰
余
金
の
配
当
後
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額

は
、
当
該
剰
余
金
の
配
当
の
直
前
の
当
該
額
か
ら
、
当

該
各
号
に
定
め
る
額
を
減
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一
　
そ
の
他
資
本
剰
余
金
の
額
　
次
に
掲
げ
る
額
の
合

計
額

イ
　
会
社
法
第
四
百
四
十
六
条
第
六
号
に
掲
げ
る
額

の
う
ち
、
銀
行
が
そ
の
他
資
本
剰
余
金
か
ら
減
ず

る
べ
き
額
と
定
め
た
額

ロ
　
前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
と
き
は
、
同
号

に
定
め
る
額

二
　
そ
の
他
利
益
剰
余
金
の
額
　
次
に
掲
げ
る
額
の
合

計
額

イ
　
会
社
法
第
四
百
四
十
六
条
第
六
号
に
掲
げ
る
額

の
う
ち
、
銀
行
が
そ
の
他
利
益
剰
余
金
か
ら
減
ず

る
べ
き
額
と
定
め
た
額

ロ
　
前
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
と
き
は
、
同
号

に
定
め
る
額

（
業
務
報
告
書
等
）

第
十
八
条
　
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
中
間
業

務
報
告
書
は
、
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
当
該
事
業
年

度
の
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況

に
つ
い
て
、
中
間
事
業
概
況
書
、
中
間
貸
借
対
照
表
、

中
間
損
益
計
算
書
、
中
間
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
及

び
中
間
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
（
外
国
銀
行
支

店
に
あ
つ
て
は
中
間
事
業
概
況
書
、
中
間
貸
借
対
照
表

及
び
中
間
損
益
計
算
書
）
に
分
け
て
、
別
紙
様
式
第
一
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号
（
特
定
取
引
勘
定
設
置
銀
行
に
あ
つ
て
は
別
紙
様
式

第
一
号
の
二
、
外
国
銀
行
支
店
に
あ
つ
て
は
別
紙
様
式

第
二
号
（
特
定
取
引
勘
定
届
出
外
国
銀
行
支
店
に
あ
つ

て
は
別
紙
様
式
第
二
号
の
二
）
）
に
よ
り
作
成
し
、
当

該
期
間
経
過
後
三
月
以
内
に
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
報
告
書

は
、
事
業
概
況
書
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株

主
資
本
等
変
動
計
算
書
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計

算
書
（
外
国
銀
行
支
店
に
あ
つ
て
は
事
業
概
況
書
、
貸

借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
）
に
分
け
て
、
別
紙
様
式

第
三
号
（
特
定
取
引
勘
定
設
置
銀
行
に
あ
つ
て
は
別
紙

様
式
第
三
号
の
二
、
外
国
銀
行
支
店
に
あ
つ
て
は
別
紙

様
式
第
四
号
（
特
定
取
引
勘
定
届
出
外
国
銀
行
支
店
に

あ
つ
て
は
別
紙
様
式
第
四
号
の
二
）
）
に
よ
り
作
成
し
、

事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
金
融
庁
長
官
等
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
中
間
業
務
報
告

書
は
、
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
当
該
事
業
年
度
の
九

月
三
十
日
ま
で
の
間
の
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
法

第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い

う
。
以
下
こ
の
章
、
次
章
及
び
第
三
十
五
条
第
一
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
つ
い
て
、

中
間
事
業
概
況
書
及
び
中
間
連
結
財
務
諸
表
に
分
け

て
、
別
紙
様
式
第
五
号
に
よ
り
作
成
し
、
当
該
期
間
経

過
後
三
月
以
内
に
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

４
　
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
報
告
書

は
、
事
業
概
況
書
及
び
連
結
財
務
諸
表
に
分
け
て
、
別

紙
様
式
第
五
号
の
二
に
よ
り
作
成
し
、
事
業
年
度
経
過

後
三
月
以
内
に
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

５
　
銀
行
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
前
各
項
に
規

定
す
る
期
間
内
に
中
間
業
務
報
告
書
又
は
業
務
報
告
書

の
提
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
あ
ら
か

じ
め
金
融
庁
長
官
（
令
第
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り

当
該
銀
行
の
本
店
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長

（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
が
当
該
報

告
書
を
受
理
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
財
務
局
長

又
は
福
岡
財
務
支
局
長
）
の
承
認
を
受
け
て
、
当
該
提

出
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
　
銀
行
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
理
由
書
を
添
付
し
て
金

融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
金
融
庁
長
官
等
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請

が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
銀
行
が
第
五
項

の
規
定
に
よ
る
提
出
の
延
期
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
や

む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
を

審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

（
貸
借
対
照
表
等
の
公
告
等
）

第
十
九
条
　
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す

べ
き
中
間
貸
借
対
照
表
等
（
同
項
に
規
定
す
る
中
間
貸

借
対
照
表
等
を
い
い
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
作

成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
第
六
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
は
別
紙
様
式
第
六
号
第
一
（
特
定
取
引
勘
定
設

置
銀
行
に
あ
つ
て
は
別
紙
様
式
第
六
号
の
二
第
一
、
外

国
銀
行
支
店
に
あ
つ
て
は
別
紙
様
式
第
七
号
第
一
（
特

定
取
引
勘
定
届
出
外
国
銀
行
支
店
に
あ
つ
て
は
、
別
紙

様
式
第
七
号
の
二
第
一
）
）
に
よ
り
、
貸
借
対
照
表
等

（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
貸
借
対
照
表
等
を
い
い
、

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録

を
含
む
。
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
別
紙
様
式
第

六
号
の
三
第
一
（
特
定
取
引
勘
定
設
置
銀
行
に
あ
つ
て

は
別
紙
様
式
第
六
号
の
四
第
一
、
外
国
銀
行
支
店
に
あ

つ
て
は
別
紙
様
式
第
七
号
の
三
第
一
（
特
定
取
引
勘
定

届
出
外
国
銀
行
支
店
に
あ
つ
て
は
、
別
紙
様
式
第
七
号

の
四
第
一
）
）
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
べ
き
中

間
連
結
貸
借
対
照
表
等
（
同
項
に
規
定
す
る
中
間
連
結

貸
借
対
照
表
等
を
い
い
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
第
六
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
は
別
紙
様
式
第
八
号
第
一
に
よ
り
、
連
結
貸

借
対
照
表
等
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
連
結
貸
借
対

照
表
等
を
い
い
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ

れ
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

は
別
紙
様
式
第
八
号
の
二
第
一
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
二
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
も
の
は
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又

は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に

情
報
を
記
録
し
た
も
の
と
す
る
。

４
　
銀
行
は
、
法
第
二
十
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

よ
る
公
告
の
延
期
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
承
認
申
請
書
に
理
由
書
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官

等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
金
融
庁
長
官
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申

請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
銀
行
が
法
第

二
十
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
延
期

を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る

理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

６
　
法
第
二
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
銀
行
が
公
告
す

べ
き
中
間
貸
借
対
照
表
等
の
要
旨
は
別
紙
様
式
第
六
号

第
二
（
特
定
取
引
勘
定
設
置
銀
行
に
あ
つ
て
は
別
紙
様

式
第
六
号
の
二
第
二
、
外
国
銀
行
支
店
に
あ
つ
て
は
別

紙
様
式
第
七
号
第
二
（
特
定
取
引
勘
定
届
出
外
国
銀
行

支
店
に
あ
つ
て
は
、
別
紙
様
式
第
七
号
の
二
第
二
）
）

に
、
貸
借
対
照
表
等
の
要
旨
は
別
紙
様
式
第
六
号
の
三

第
二
（
特
定
取
引
勘
定
設
置
銀
行
に
あ
つ
て
は
別
紙
様

式
第
六
号
の
四
第
二
、
外
国
銀
行
支
店
に
あ
つ
て
は
別

紙
様
式
第
七
号
の
三
第
二
（
特
定
取
引
勘
定
届
出
外
国

銀
行
支
店
に
あ
つ
て
は
、
別
紙
様
式
七
号
の
四
第
二
）
）

に
、
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
等
の
要
旨
は
別
紙
様
式
第

八
号
第
二
に
、
連
結
貸
借
対
照
表
等
の
要
旨
は
別
紙
様

式
第
八
号
の
二
第
二
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

７
　
法
第
二
十
条
第
六
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利

用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、

次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一
　
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ

又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気

通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記

録
す
る
方
法

ロ
　
送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら

れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
電

気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者

の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ

イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
方
法

二
　
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル

に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

８
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
受
信
者
が
フ
ァ
イ
ル

へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９
　
法
第
二
十
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
は
、
第
七

項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
に
接
続
さ
れ
た
自
動
公
衆
送
信
装
置
（
公
衆
の
用
に

供
す
る
電
気
通
信
回
線
に
接
続
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ

の
記
録
媒
体
の
う
ち
自
動
公
衆
送
信
の
用
に
供
す
る
部

分
に
記
録
さ
れ
、
又
は
当
該
装
置
に
入
力
さ
れ
る
情
報

を
自
動
公
衆
送
信
す
る
機
能
を
有
す
る
装
置
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
つ
て
行
う
も
の

と
す
る
。

（
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
の
縦
覧

等
）

第
十
九
条
の
二
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
前
段
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

（
中
間
事
業
年
度
（
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る

中
間
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
説
明

書
類
（
以
下
「
中
間
説
明
書
類
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ

て
は
、
第
一
号
イ
及
び
ハ
か
ら
チ
ま
で
、
第
二
号
、
第

三
号
ロ
（
１
１
）
、
第
四
号
（
ハ
に
係
る
部
分
を
除
く

。
）
、
第
五
号
リ
並
び
に
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除

く
。
）
と
す
る
。

一
　
銀
行
の
概
況
及
び
組
織
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る

事
項

イ
　
経
営
の
組
織
（
当
該
銀
行
が
他
の
銀
行
又
は
銀

行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
な
い
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
銀
行
の
子
会
社
等
（
法
第
二
十
一
条
第

一
項
前
段
に
規
定
す
る
説
明
書
類
の
内
容
に
重
要

な
影
響
を
与
え
な
い
子
会
社
等
を
除
く
。
）
の
経

営
管
理
に
係
る
体
制
を
含
む
。
）

ロ
　
持
株
数
の
多
い
順
に
十
以
上
の
株
主
に
関
す
る

次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
氏
名
（
株
主
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る

場
合
に
は
、
そ
の
名
称
）

（２）
　
各
株
主
の
持
株
数

（３）
　
発
行
済
株
式
の
総
数
に
占
め
る
各
株
主
の
持

株
数
の
割
合

ハ
　
取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会

社
に
あ
つ
て
は
取
締
役
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会

社
に
あ
つ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
）
の
氏
名
及

び
役
職
名

ニ
　
会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
、
会
計
参
与

の
氏
名
又
は
名
称

ホ
　
会
計
監
査
人
の
氏
名
又
は
名
称

ヘ
　
営
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ト
　
当
該
銀
行
を
所
属
銀
行
と
す
る
銀
行
代
理
業
者

に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
銀
行
代
理
業
者
の
商
号
、
名
称
又
は

氏
名

（２）
　
当
該
銀
行
代
理
業
者
が
当
該
銀
行
の
た
め
に

銀
行
代
理
業
を
営
む
営
業
所
又
は
事
務
所
の

名
称

チ
　
外
国
に
お
け
る
法
第
二
条
第
十
四
項
各
号
に
掲

げ
る
行
為
の
受
託
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
受
託
者
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名

（２）
　
当
該
受
託
者
が
当
該
銀
行
の
た
め
に
法
第
二

条
第
十
四
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
営
業

所
又
は
事
務
所
の
名
称

二
　
銀
行
の
主
要
な
業
務
の
内
容
（
信
託
業
務
を
営
む

場
合
に
あ
つ
て
は
、
信
託
業
務
の
内
容
を
含
む
。
）
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三
　
銀
行
の
主
要
な
業
務
に
関
す
る
事
項
と
し
て
次
に

掲
げ
る
も
の

イ
　
直
近
の
中
間
事
業
年
度
又
は
事
業
年
度
に
お
け

る
事
業
の
概
況

ロ
　
直
近
の
三
中
間
事
業
年
度
及
び
二
事
業
年
度
又

は
直
近
の
五
事
業
年
度
に
お
け
る
主
要
な
業
務
の

状
況
を
示
す
指
標
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項
（

（
１
３
）
か
ら
（
１
９
）
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
は
、
信
託
業
務
を
営
む
場
合
に
限
る
。
）

（１）
　
経
常
収
益

（２）
　
経
常
利
益
又
は
経
常
損
失

（３）
　
中
間
純
利
益
若
し
く
は
中
間
純
損
失
又
は
当

期
純
利
益
若
し
く
は
当
期
純
損
失

（４）
　
資
本
金
及
び
発
行
済
株
式
の
総
数

（５）
　
純
資
産
額

（６）
　
総
資
産
額

（７）
　
預
金
残
高

（８）
　
貸
出
金
残
高

（９）
　
有
価
証
券
残
高

（１０）
　
単
体
自
己
資
本
比
率
（
法
第
十
四
条
の
二
第

一
号
に
規
定
す
る
基
準
に
係
る
算
式
に
よ
り
得

ら
れ
る
比
率
（
第
五
号
ル
に
規
定
す
る
単
体
レ

バ
レ
ッ
ジ
比
率
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）

（１１）
　
配
当
性
向

（１２）
　
従
業
員
数

（１３）
　
信
託
報
酬

（１４）
　
信
託
勘
定
貸
出
金
残
高

（１５）
　
信
託
勘
定
有
価
証
券
残
高
（
（
１
８
）
に
掲

げ
る
事
項
を
除
く
。
）

（１６）
　
信
託
勘
定
電
子
決
済
手
段
残
高
及
び
履
行
保

証
電
子
決
済
手
段
（
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の

兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
一
条

第
四
項
に
規
定
す
る
履
行
保
証
電
子
決
済
手
段

を
い
う
。
）
残
高

（１７）
　
信
託
勘
定
暗
号
資
産
（
資
金
決
済
に
関
す
る

法
律
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産

を
い
う
。
第
五
号
ヘ
（
５
）
に
お
い
て
同
じ
。
）

残
高
及
び
履
行
保
証
暗
号
資
産
（
金
融
機
関
の

信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

第
二
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
履
行
保
証
暗

号
資
産
を
い
う
。
）
残
高

（１８）
　
信
託
勘
定
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権

利
等
（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府

令
第
一
条
第
四
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
電
子

記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
を
い
う
。
）

残
高

（１９）
　
信
託
財
産
額

ハ
　
直
近
の
二
中
間
事
業
年
度
又
は
二
事
業
年
度
に

お
け
る
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標
と
し
て
別
表
第

一
に
掲
げ
る
事
項

四
　
銀
行
の
業
務
の
運
営
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
リ
ス
ク
管
理
の
体
制

ロ
　
法
令
遵
守
の
体
制

ハ
　
中
小
企
業
の
経
営
の
改
善
及
び
地
域
の
活
性
化

の
た
め
の
取
組
の
状
況

ニ
　
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
事
項

（１）
　
指
定
銀
行
業
務
紛
争
解
決
機
関
が
存
在
す
る

場
合
　
当
該
銀
行
が
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項

第
一
号
に
定
め
る
手
続
実
施
基
本
契
約
を
締
結

す
る
措
置
を
講
ず
る
当
該
手
続
実
施
基
本
契
約

の
相
手
方
で
あ
る
指
定
銀
行
業
務
紛
争
解
決
機

関
の
商
号
又
は
名
称

（２）
　
指
定
銀
行
業
務
紛
争
解
決
機
関
が
存
在
し
な

い
場
合
　
当
該
銀
行
の
法
第
十
二
条
の
三
第
一

項
第
二
号
に
定
め
る
苦
情
処
理
措
置
及
び
紛
争

解
決
措
置
の
内
容

五
　
銀
行
の
直
近
の
二
中
間
事
業
年
度
又
は
二
事
業
年

度
に
お
け
る
財
産
の
状
況
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る

事
項

イ
　
中
間
貸
借
対
照
表
又
は
貸
借
対
照
表
、
中
間
損

益
計
算
書
又
は
損
益
計
算
書
及
び
中
間
株
主
資
本

等
変
動
計
算
書
又
は
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書

ロ
　
銀
行
の
有
す
る
債
権
（
別
紙
様
式
第
三
号
又
は

第
三
号
の
二
中
の
貸
借
対
照
表
の
社
債
（
当
該
社

債
を
有
す
る
銀
行
が
そ
の
元
本
の
償
還
及
び
利
息

の
支
払
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
保
証
し
て
い

る
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
社
債
の
発
行
が
金
融
商

品
取
引
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券

の
私
募
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
次
条
第
三
号
ロ
及

び
第
三
十
四
条
の
二
十
六
第
一
項
第
四
号
ロ
に
お

い
て
同
じ
。
）
、
貸
出
金
、
外
国
為
替
、
そ
の
他
資

産
中
の
未
収
利
息
及
び
仮
払
金
並
び
に
支
払
承
諾

見
返
の
各
勘
定
に
計
上
さ
れ
る
も
の
並
び
に
欄
外

に
注
記
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
有
価
証
券
の
貸

付
け
を
行
つ
て
い
る
場
合
の
そ
の
有
価
証
券
（
使

用
貸
借
又
は
賃
貸
借
契
約
に
よ
る
も
の
に
限
る
。

次
条
第
三
号
ロ
及
び
第
三
十
四
条
の
二
十
六
第
一

項
第
四
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
い
う
。
ハ
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
の
額

及
び
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の

合
計
額

（１）
　
破
産
更
生
債
権
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
債
権

（
破
産
手
続
開
始
、
更
生
手
続
開
始
、
再
生
手

続
開
始
の
申
立
て
等
の
事
由
に
よ
り
経
営
破
綻

に
陥
つ
て
い
る
債
務
者
に
対
す
る
債
権
及
び
こ

れ
ら
に
準
ず
る
債
権
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

（２）
　
危
険
債
権
（
債
務
者
が
経
営
破
綻
の
状
態
に

は
至
つ
て
い
な
い
が
、
財
政
状
態
及
び
経
営
成

績
が
悪
化
し
、
契
約
に
従
つ
た
債
権
の
元
本
の

回
収
及
び
利
息
の
受
取
り
が
で
き
な
い
可
能
性

の
高
い
債
権
（
（
１
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

（３）
　
三
月
以
上
延
滞
債
権
（
元
本
又
は
利
息
の
支

払
が
約
定
支
払
日
の
翌
日
か
ら
三
月
以
上
遅
延

し
て
い
る
貸
出
金
（
（
１
）
及
び
（
２
）
に
掲

げ
る
貸
出
金
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）

（４）
　
貸
出
条
件
緩
和
債
権
（
債
務
者
の
経
営
再
建

又
は
支
援
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
金
利

の
減
免
、
利
息
の
支
払
猶
予
、
元
本
の
返
済
猶

予
、
債
権
放
棄
そ
の
他
の
債
務
者
に
有
利
と
な

る
取
決
め
を
行
つ
た
貸
出
金
（
（
１
）
か
ら

（
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
貸
出
金
に
該
当
す
る
も

の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

（５）
　
正
常
債
権
（
債
務
者
の
財
政
状
態
及
び
経
営

成
績
に
特
に
問
題
が
な
い
も
の
と
し
て
、
（
１
）

か
ら
（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
債
権
以
外
の
も
の

に
区
分
さ
れ
る
債
権
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

ハ
　
元
本
補
塡
契
約
の
あ
る
信
託
（
信
託
財
産
の
運

用
の
た
め
再
信
託
さ
れ
た
信
託
を
含
む
。
）
に
係

る
債
権
の
う
ち
破
産
更
生
債
権
及
び
こ
れ
ら
に
準

ず
る
債
権
、
危
険
債
権
、
三
月
以
上
延
滞
債
権
並

び
に
貸
出
条
件
緩
和
債
権
に
該
当
す
る
も
の
の
額

並
び
に
こ
れ
ら
の
合
計
額
並
び
に
正
常
債
権
に
該

当
す
る
も
の
の
額

ニ
　
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に
つ
い
て
金
融
庁
長

官
が
別
に
定
め
る
事
項

ホ
　
経
営
の
健
全
性
の
状
況
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官

が
別
に
定
め
る
事
項
（
ニ
に
掲
げ
る
事
項
を
除

く
。
）

ヘ
　
次
に
掲
げ
る
も
の
に
関
す
る
取
得
価
額
又
は
契

約
価
額
、
時
価
及
び
評
価
損
益

（１）
　
有
価
証
券

（２）
　
金
銭
の
信
託

（３）
　
第
十
三
条
の
三
第
一
項
第
五
号
イ
か
ら
ホ
ま

で
に
掲
げ
る
取
引

（４）
　
電
子
決
済
手
段

（５）
　
暗
号
資
産

ト
　
貸
倒
引
当
金
の
期
末
残
高
及
び
期
中
の
増
減
額

チ
　
貸
出
金
償
却
の
額

リ
　
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た

書
面
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た

電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
会
社
法
第
三

百
九
十
六
条
第
一
項
に
よ
る
会
計
監
査
人
の
監
査

を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
旨

ヌ
　
銀
行
が
中
間
貸
借
対
照
表
又
は
貸
借
対
照
表
、

中
間
損
益
計
算
書
又
は
損
益
計
算
書
及
び
中
間
株

主
資
本
等
変
動
計
算
書
又
は
株
主
資
本
等
変
動
計

算
書
に
つ
い
て
金
融
商
品
取
引
法
第
百
九
十
三
条

の
二
の
規
定
に
基
づ
き
公
認
会
計
士
（
公
認
会
計

士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
十
六

条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
外
国
公
認
会
計
士
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
監
査
法
人
の
監
査
証

明
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
旨

ル
　
単
体
自
己
資
本
比
率
及
び
単
体
レ
バ
レ
ッ
ジ
比

率
（
法
第
十
四
条
の
二
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準

に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
（
単
体
自
己

資
本
比
率
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
の
算
定
に
関
す

る
外
部
監
査
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
旨

六
　
報
酬
等
（
報
酬
、
賞
与
そ
の
他
の
職
務
執
行
の
対

価
と
し
て
銀
行
か
ら
受
け
る
財
産
上
の
利
益
又
は
労

働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第

十
一
条
に
規
定
す
る
賃
金
を
い
う
。
）
に
関
す
る
事

項
で
あ
つ
て
、
銀
行
の
業
務
の
運
営
又
は
財
産
の
状

況
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長

官
が
別
に
定
め
る
も
の

七
　
事
業
年
度
の
末
日
（
中
間
説
明
書
類
に
あ
つ
て

は
、
中
間
事
業
年
度
の
末
日
）
に
お
い
て
、
当
該
銀

行
が
将
来
に
わ
た
つ
て
事
業
活
動
を
継
続
す
る
と
の

前
提
に
重
要
な
疑
義
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
事
象
又

は
状
況
そ
の
他
当
該
銀
行
の
経
営
に
重
要
な
影
響
を

及
ぼ
す
事
象
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
五
号
に
お

い
て
「
重
要
事
象
等
」
と
い
う
。
）
が
存
在
す
る
場

合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
、
当
該
重
要
事
象

等
に
つ
い
て
の
分
析
及
び
検
討
内
容
並
び
に
当
該
重

32



要
事
象
等
を
解
消
し
、
又
は
改
善
す
る
た
め
の
対
応

策
の
具
体
的
内
容

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
外
国
銀
行
支
店
に
係

る
法
第
二
十
一
条
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
中
間
説
明
書

類
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

と
す
る
。

一
　
外
国
銀
行
支
店
の
概
況
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る

事
項

イ
　
外
国
銀
行
支
店
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
氏

名
及
び
役
職
名

ロ
　
外
国
銀
行
支
店
に
係
る
外
国
銀
行
の
株
式
等
に

つ
き
、
保
有
の
多
い
順
に
十
以
上
の
株
式
等
の
保

有
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
氏
名
（
株
式
等
の
保
有
者
が
法
人
そ
の
他
の

団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
）

（２）
　
株
式
等
の
各
保
有
者
が
有
す
る
株
式
等
の
数

又
は
額

（３）
　
発
行
済
株
式
等
に
占
め
る
株
式
等
の
各
保
有

者
が
有
す
る
株
式
等
の
割
合

ハ
　
営
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ニ
　
当
該
外
国
銀
行
支
店
を
所
属
銀
行
と
す
る
銀
行

代
理
業
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
当
該
銀
行
代
理
業
者
の
商
号
、
名
称
又
は

氏
名

（２）
　
当
該
銀
行
代
理
業
者
が
当
該
外
国
銀
行
支
店

の
た
め
に
銀
行
代
理
業
を
営
む
営
業
所
又
は
事

務
所
の
名
称

二
　
外
国
銀
行
支
店
の
直
近
の
中
間
事
業
年
度
又
は
事

業
年
度
に
お
け
る
事
業
の
概
況

三
　
外
国
銀
行
支
店
の
直
近
の
二
中
間
事
業
年
度
又
は

二
事
業
年
度
の
中
間
貸
借
対
照
表
又
は
貸
借
対
照
表

及
び
中
間
損
益
計
算
書
又
は
損
益
計
算
書

３
　
外
国
銀
行
支
店
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載

し
た
説
明
書
類
に
加
え
、
当
該
外
国
銀
行
支
店
に
係
る

外
国
銀
行
又
は
当
該
外
国
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
持
株

会
社
で
あ
つ
て
外
国
の
法
令
に
準
拠
し
て
設
立
さ
れ
た

会
社
（
次
項
に
お
い
て
「
外
国
銀
行
持
株
会
社
」
と
い

う
。
）
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
事
項
を
記

載
し
た
書
面
（
日
本
語
以
外
で
記
載
さ
れ
た
も
の
を
含

む
。
）
を
当
該
外
国
銀
行
支
店
（
無
人
の
営
業
所
を
除

く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
備
え
置
き
、
公
衆
の

縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
項
に
規
定
す
る
書
面
が
日
本
語
以
外
で
記
載
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
外
国
銀
行
支
店
は
、
当
該

書
面
に
加
え
、
当
該
外
国
銀
行
支
店
に
係
る
外
国
銀
行

又
は
外
国
銀
行
持
株
会
社
に
係
る
事
業
の
概
況
並
び
に

中
間
貸
借
対
照
表
又
は
貸
借
対
照
表
及
び
中
間
損
益
計

算
書
又
は
損
益
計
算
書
に
つ
い
て
日
本
語
で
記
載
さ
れ

た
書
面
を
作
成
し
、
当
該
外
国
銀
行
支
店
に
備
え
置

き
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
営
業
所
は
、
次
に
掲
げ
る
営
業
所
と
す
る
。

一
　
銀
行
の
無
人
の
営
業
所

二
　
銀
行
の
外
国
に
所
在
す
る
営
業
所

第
十
九
条
の
三
　
法
第
二
十
一
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

（
中
間
説
明
書
類
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
、
第
三
号
ヘ

及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一
　
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
法
第
二
十
一
条
第
二

項
前
段
に
規
定
す
る
説
明
書
類
の
内
容
に
重
要
な
影

響
を
与
え
な
い
子
会
社
等
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
概
況
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事

項イ
　
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
主
要
な
事
業
の
内

容
及
び
組
織
の
構
成

ロ
　
銀
行
の
子
会
社
等
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
名
称

（２）
　
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

（３）
　
資
本
金
又
は
出
資
金

（４）
　
事
業
の
内
容

（５）
　
設
立
年
月
日

（６）
　
銀
行
が
保
有
す
る
子
会
社
等
の
議
決
権
の
総

株
主
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
に
占
め
る
割
合

（７）
　
銀
行
の
一
の
子
会
社
等
以
外
の
子
会
社
等
が

保
有
す
る
当
該
一
の
子
会
社
等
の
議
決
権
の
総

株
主
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
に
占
め
る
割
合

二
　
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
主
要
な
業
務
に
関
す

る
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
直
近
の
中
間
事
業
年
度
又
は
事
業
年
度
に
お
け

る
事
業
の
概
況

ロ
　
直
近
の
三
中
間
連
結
会
計
年
度
（
中
間
連
結
財

務
諸
表
の
作
成
に
係
る
期
間
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
及
び
二
連
結
会
計
年
度
（
連
結
財
務
諸
表

の
作
成
に
係
る
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又

は
直
近
の
五
連
結
会
計
年
度
に
お
け
る
主
要
な
業

務
の
状
況
を
示
す
指
標
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
経
常
収
益
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の

（２）
　
経
常
利
益
若
し
く
は
経
常
損
失
又
は
こ
れ
ら

に
相
当
す
る
も
の

（３）
　
親
会
社
株
主
に
帰
属
す
る
中
間
純
利
益
若
し

く
は
親
会
社
株
主
に
帰
属
す
る
中
間
純
損
失
又

は
親
会
社
株
主
に
帰
属
す
る
当
期
純
利
益
若
し

く
は
親
会
社
株
主
に
帰
属
す
る
当
期
純
損
失

（４）
　
包
括
利
益

（５）
　
純
資
産
額

（６）
　
総
資
産
額

（７）
　
連
結
自
己
資
本
比
率

三
　
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
直
近
の
二
中
間
連
結

会
計
年
度
又
は
二
連
結
会
計
年
度
に
お
け
る
財
産
の

状
況
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
又
は
連
結
貸
借
対
照

表
、
中
間
連
結
損
益
計
算
書
又
は
連
結
損
益
計
算

書
及
び
中
間
連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
又
は

連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類
す

る
事
項
を
含
む
。
ト
に
お
い
て
同
じ
。
）

ロ
　
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
有
す
る
債
権
（
別

紙
様
式
第
五
号
の
二
中
の
連
結
貸
借
対
照
表
の
有

価
証
券
中
の
社
債
、
貸
出
金
、
外
国
為
替
、
そ
の

他
資
産
中
の
未
収
利
息
及
び
仮
払
金
並
び
に
支
払

承
諾
見
返
の
各
勘
定
に
計
上
さ
れ
る
も
の
並
び
に

有
価
証
券
の
貸
付
け
を
行
つ
て
い
る
場
合
の
そ
の

有
価
証
券
を
い
う
。
）
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

の
額
及
び
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
も

の
の
合
計
額

（１）
　
破
産
更
生
債
権
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
債
権

（２）
　
危
険
債
権

（３）
　
三
月
以
上
延
滞
債
権

（４）
　
貸
出
条
件
緩
和
債
権

（５）
　
正
常
債
権

ハ
　
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に
つ
い
て
金
融
庁
長

官
が
別
に
定
め
る
事
項

ニ
　
経
営
の
健
全
性
の
状
況
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官

が
別
に
定
め
る
事
項
（
ハ
に
掲
げ
る
事
項
を
除

く
。
）

ホ
　
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
セ
グ
メ
ン
ト
情
報
又
は
こ
れ
に
相
当
す

る
も
の

ヘ
　
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た

書
面
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た

電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
会
社
法
第
三

百
九
十
六
条
第
一
項
に
よ
る
会
計
監
査
人
の
監
査

を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
旨

ト
　
銀
行
が
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
又
は
連
結
貸
借

対
照
表
、
中
間
連
結
損
益
計
算
書
又
は
連
結
損
益

計
算
書
及
び
中
間
連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書

又
は
連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
に
つ
い
て
金

融
商
品
取
引
法
第
百
九
十
三
条
の
二
の
規
定
に
基

づ
き
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
監
査
証
明
を

受
け
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
旨

チ
　
連
結
自
己
資
本
比
率
及
び
連
結
レ
バ
レ
ッ
ジ
比

率
（
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
基
準

に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
（
連
結
自
己

資
本
比
率
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
の
算
定
に
関
す

る
外
部
監
査
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
旨

四
　
報
酬
等
（
報
酬
、
賞
与
そ
の
他
の
職
務
執
行
の
対

価
と
し
て
銀
行
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
等
か
ら
受
け

る
財
産
上
の
利
益
又
は
労
働
基
準
法
第
十
一
条
に
規

定
す
る
賃
金
を
い
う
。
）
に
関
す
る
事
項
で
あ
つ
て
、

銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
業
務
の
運
営
又
は
財
産

の
状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
も
の
と
し
て
金
融

庁
長
官
が
別
に
定
め
る
も
の

五
　
事
業
年
度
の
末
日
（
中
間
説
明
書
類
に
あ
つ
て

は
、
中
間
事
業
年
度
の
末
日
）
に
お
い
て
、
重
要
事

象
等
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内

容
、
当
該
重
要
事
象
等
に
つ
い
て
の
分
析
及
び
検
討

内
容
並
び
に
当
該
重
要
事
象
等
を
解
消
し
、
又
は
改

善
す
る
た
め
の
対
応
策
の
具
体
的
内
容

六
　
特
例
企
業
会
計
基
準
等
適
用
法
人
等
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
採
用
す
る
企
業
会
計
の
基
準

第
十
九
条
の
四
　
銀
行
は
、
法
第
二
十
条
第
一
項
又
は
第

二
項
及
び
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
作
成
し
た
書
面
（
外
国
銀
行
支
店
に
あ
つ
て

は
、
第
十
九
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る

書
面
を
含
み
、
法
第
二
十
条
第
三
項
及
び
法
第
二
十
一

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を

含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
縦
覧
書

類
」
と
い
う
。
）
の
縦
覧
を
、
当
該
銀
行
の
中
間
事
業

年
度
及
び
事
業
年
度
経
過
後
四
月
以
内
（
外
国
銀
行
支

店
に
あ
つ
て
は
、
中
間
事
業
年
度
及
び
事
業
年
度
経
過

後
六
月
以
内
）
に
開
始
し
、
当
該
中
間
事
業
年
度
及
び

事
業
年
度
の
翌
中
間
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
に
係

る
そ
れ
ぞ
れ
の
縦
覧
書
類
の
縦
覧
を
開
始
す
る
ま
で
の

間
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
銀
行
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
前
項
に
規
定

す
る
期
間
ま
で
に
縦
覧
書
類
の
縦
覧
を
開
始
で
き
な
い

場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
金
融
庁
長
官
（
金
融
庁
長
官

の
指
定
す
る
銀
行
以
外
の
銀
行
に
あ
つ
て
は
、
当
該
銀

行
の
本
店
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所

在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
つ
て
は
、
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福
岡
財
務
支
局
長
）
）
の
承
認
を
受
け
て
、
当
該
縦
覧

の
開
始
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
銀
行
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
理
由
書
を
添
付
し
て
金

融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
金
融
庁
長
官
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申

請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
銀
行
が
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
縦
覧
の
開
始
を
延
期
す
る
こ
と
に
つ

い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す

る
も
の
と
す
る
。

５
　
法
第
二
十
一
条
第
四
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
措
置
は
、
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
又
は

当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
掲
載
し
た
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ア
ド
レ
ス
（
二
次
元
コ
ー
ド
そ
の
他
の

こ
れ
に
代
わ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
紙
面
又
は
映
像
面

に
表
示
す
る
方
法
と
す
る
。

第
十
九
条
の
五
　
銀
行
は
、
四
半
期
ご
と
に
、
法
第
二
十

一
条
第
七
項
に
規
定
す
る
預
金
者
そ
の
他
の
顧
客
が
当

該
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況

を
知
る
た
め
に
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
の
う
ち
特
に
重

要
な
も
の
（
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
を
含

む
。
）
の
開
示
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
報
告
等
の
記
載
事
項
）

第
二
十
条
　
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
事
業
報
告

は
、
別
紙
様
式
第
九
号
（
特
定
取
引
勘
定
設
置
銀
行
に

あ
つ
て
は
別
紙
様
式
第
九
号
の
二
）
に
よ
り
作
成
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
附
属
明
細
書
は
、
別

紙
様
式
第
十
号
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
銀
行
が
そ
の
経
営
を
支
配
し
て
い
る
法
人
）

第
二
十
一
条
　
法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
当
該
銀
行
の
子
法
人
等
（
当

該
銀
行
の
子
会
社
を
除
く
。
）
と
す
る
。

第
五
章
　
合
併
、
会
社
分
割
又
は
事
業
の
譲
渡
若

し
く
は
譲
受
け

（
合
併
の
認
可
の
申
請
）

第
二
十
二
条
　
銀
行
は
、
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
合
併
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可

申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
つ

た
こ
と
を
証
す
る
書
面

三
　
合
併
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

四
　
合
併
費
用
を
記
載
し
た
書
面

五
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資

本
等
変
動
計
算
書
並
び
に

近
の
日
計
表

六
　
会
社
法
第
七
百
八
十
四
条
の
二
、
第
七
百
九
十
六

条
の
二
又
は
第
八
百
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
請
求

を
し
た
株
主
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
請
求
に
係
る
手

続
の
経
過
を
記
載
し
た
書
面

六
の
二
　
会
社
法
第
七
百
八
十
九
条
第
二
項
（
第
三
号

を
除
き
、
同
法
第
七
百
九
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は

第
七
百
九
十
九
条
第
二
項
又
は
第
八
百
十
条
第
二
項

（
第
三
号
を
除
き
、
同
法
第
八
百
十
三
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の

規
定
に
よ
る
公
告
及
び
催
告
（
同
法
第
七
百
八
十
九

条
第
三
項
（
同
法
第
七
百
九
十
三
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く

は
第
七
百
九
十
九
条
第
三
項
又
は
第
八
百
十
条
第
三

項
（
同
法
第
八
百
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
公

告
を
官
報
の
ほ
か
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る

日
刊
新
聞
紙
又
は
電
子
公
告
に
よ
つ
て
し
た
場
合
に

あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
方
法
に
よ
る
公
告
）
を
し
た

こ
と
並
び
に
異
議
を
述
べ
た
債
権
者
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
債
権
者
に
対
し
弁
済
し
若
し
く
は
相
当
の

担
保
を
提
供
し
若
し
く
は
当
該
債
権
者
に
弁
済
を
受

け
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
相
当
の
財
産
を
信
託

し
た
こ
と
又
は
当
該
合
併
を
し
て
も
当
該
債
権
者
を

害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

七
　
合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
会
社
又
は
株
式
の
併
合
を

す
る
会
社
が
株
券
発
行
会
社
で
あ
る
と
き
は
、
会
社

法
第
二
百
十
九
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
公
告

を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
当
該
株
式
の
全
部

に
つ
い
て
株
券
を
発
行
し
て
い
な
い
こ
と
を
証
す
る

書
面

七
の
二
　
合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
会
社
が
新
株
予
約
権

を
発
行
し
て
い
る
と
き
は
、
会
社
法
第
二
百
九
十
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す

る
書
面
又
は
同
項
に
規
定
す
る
新
株
予
約
権
証
券
を

発
行
し
て
い
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

八
　
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
こ
と
を
証

明
す
る
書
面

九
　
合
併
後
存
続
す
る
銀
行
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ

れ
る
銀
行
の
定
款
、
取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等

委
員
会
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
取
締
役
、
指
名
委
員

会
等
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
）

の
履
歴
書
、
営
業
所
の
位
置
及
び
当
該
銀
行
を
所
属

銀
行
と
す
る
銀
行
代
理
業
者
の
当
該
銀
行
の
た
め
に

銀
行
代
理
業
を
営
む
営
業
所
又
は
事
務
所
の
設
置
の

状
況
を
記
載
し
た
書
面
並
び
に
合
併
後
に
お
け
る
収

支
及
び
単
体
自
己
資
本
比
率
の
見
込
み
を
記
載
し
た

書
面

九
の
二
　
合
併
後
存
続
す
る
銀
行
又
は
合
併
に
よ
り
設

立
さ
れ
る
銀
行
が
会
計
参
与
設
置
会
社
で
あ
る
場
合

に
は
、
当
該
銀
行
の
会
計
参
与
の
履
歴
書

九
の
三
　
合
併
後
存
続
す
る
銀
行
又
は
合
併
に
よ
り
設

立
さ
れ
る
銀
行
の
会
計
監
査
人
の
履
歴
書

十
　
合
併
の
当
事
者
の
一
部
が
銀
行
で
な
い
場
合
に

は
、
当
該
銀
行
で
な
い
当
事
者
の
従
前
の
定
款
及
び

第
五
号
に
掲
げ
る
書
面

十
一
　
合
併
後
存
続
す
る
銀
行
又
は
合
併
に
よ
り
設
立

さ
れ
る
銀
行
が
当
該
合
併
に
よ
り
子
会
社
対
象
会
社

（
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
子
会
社
対

象
会
社
を
い
い
、
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
（
第
十
七

条
の
四
の
三
に
規
定
す
る
会
社
を
除
く
。
）
を
除
く
。

次
条
第
一
項
第
十
一
号
及
び
第
二
十
三
条
第
一
項
第

九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
子
会
社
と
す
る
場
合
に

は
、
当
該
子
会
社
対
象
会
社
に
関
す
る
第
十
七
条
の

五
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面

十
一
の
二
　
合
併
後
存
続
す
る
銀
行
若
し
く
は
合
併
に

よ
り
設
立
さ
れ
る
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
、
当
該

合
併
に
よ
り
他
業
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権

を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す

る
こ
と
又
は
外
国
の
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会

社
と
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
会
社
に
関

す
る
第
十
七
条
の
五
の
二
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る

書
面

十
二
　
合
併
後
存
続
す
る
銀
行
又
は
合
併
に
よ
り
設
立

さ
れ
る
銀
行
が
子
会
社
等
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当

該
銀
行
及
び
当
該
子
会
社
等
の
収
支
及
び
連
結
自
己

資
本
比
率
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

十
三
　
合
併
後
存
続
す
る
銀
行
若
し
く
は
合
併
に
よ
り

設
立
さ
れ
る
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
、
当
該
合
併

に
よ
り
国
内
の
会
社
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基

準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
場
合

に
は
、
当
該
国
内
の
会
社
の
名
称
及
び
業
務
の
内
容

を
記
載
し
た
書
面

十
四
　
そ
の
他
法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
審
査
を

す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
法
第
二
条
第
十
一
項
の
規
定
は
、
前
項
第
十
一
号
の

二
及
び
第
十
三
号
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

（
会
社
分
割
の
認
可
の
申
請
）

第
二
十
二
条
の
二
　
銀
行
は
、
法
第
三
十
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
会
社
分
割
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金

融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
つ

た
こ
と
を
証
す
る
書
面

三
　
新
設
分
割
計
画
又
は
吸
収
分
割
契
約
の
内
容
を
記

載
し
た
書
面

四
　
会
社
分
割
費
用
を
記
載
し
た
書
面

五
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資

本
等
変
動
計
算
書
並
び
に

近
の
日
計
表

六
　
会
社
法
第
七
百
八
十
四
条
の
二
、
第
七
百
九
十
六

条
の
二
又
は
第
八
百
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
請
求

を
し
た
株
主
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
請
求
に
係
る
手

続
の
経
過
を
記
載
し
た
書
面

六
の
二
　
会
社
法
第
七
百
八
十
九
条
第
二
項
若
し
く
は

第
七
百
九
十
九
条
第
二
項
又
は
第
八
百
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
催
告
（
同
法
第
七
百
八
十

九
条
第
三
項
若
し
く
は
第
七
百
九
十
九
条
第
三
項
又

は
第
八
百
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
官
報

の
ほ
か
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞

紙
又
は
電
子
公
告
に
よ
つ
て
し
た
場
合
に
あ
つ
て

は
、
こ
れ
ら
の
方
法
に
よ
る
公
告
（
同
法
第
七
百
八

十
九
条
第
三
項
又
は
第
八
百
十
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
各
別
の
催
告
を
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
以

外
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
公
告
及
び
催
告
）
）

を
し
た
こ
と
並
び
に
異
議
を
述
べ
た
債
権
者
が
あ
る

と
き
は
、
当
該
債
権
者
に
対
し
弁
済
し
若
し
く
は
相

当
の
担
保
を
提
供
し
若
し
く
は
当
該
債
権
者
に
弁
済

を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
相
当
の
財
産
を

信
託
し
た
こ
と
又
は
当
該
会
社
分
割
を
し
て
も
当
該

債
権
者
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
証
す
る

書
面

七
　
株
券
発
行
会
社
が
株
式
の
併
合
を
す
る
場
合
に

は
、
会
社
法
第
二
百
十
九
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
当
該
株

式
の
全
部
に
つ
い
て
株
券
を
発
行
し
て
い
な
い
こ
と

を
証
す
る
書
面

七
の
二
　
会
社
分
割
を
す
る
会
社
が
新
株
予
約
権
を
発

行
し
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
会
社
法
第
七
百
五
十

八
条
第
五
号
又
は
第
七
百
六
十
三
条
第
一
項
第
十
号

に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
同
法
第
二
百
九
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書

面
又
は
同
項
に
規
定
す
る
新
株
予
約
権
証
券
を
発
行

し
て
い
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

八
　
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す

る
法
律
第
十
五
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
を
要
す
る
場
合
に
は
、
当
該
届
出
を
し

た
こ
と
を
証
明
す
る
書
面

九
　
当
該
会
社
分
割
を
行
つ
た
後
に
お
け
る
銀
行
の
定

款
、
取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
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社
に
あ
つ
て
は
取
締
役
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社

に
あ
つ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
）
の
履
歴
書
、
営

業
所
の
位
置
及
び
当
該
銀
行
を
所
属
銀
行
と
す
る
銀

行
代
理
業
者
の
当
該
銀
行
の
た
め
に
銀
行
代
理
業
を

営
む
営
業
所
又
は
事
務
所
の
設
置
の
状
況
を
記
載
し

た
書
面
並
び
に
収
支
及
び
単
体
自
己
資
本
比
率
の
見

込
み
を
記
載
し
た
書
面

九
の
二
　
当
該
会
社
分
割
を
行
つ
た
後
に
お
け
る
銀
行

が
会
計
参
与
設
置
会
社
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
銀

行
の
会
計
参
与
の
履
歴
書

九
の
三
　
当
該
会
社
分
割
を
行
つ
た
後
に
お
け
る
銀
行

の
会
計
監
査
人
の
履
歴
書

十
　
会
社
分
割
の
当
事
者
の
一
部
が
銀
行
で
な
い
場
合

に
は
、
当
該
銀
行
で
な
い
会
社
の
従
前
の
定
款
及
び

第
五
号
に
掲
げ
る
書
面

十
一
　
当
該
会
社
分
割
に
よ
り
子
会
社
対
象
会
社
を
子

会
社
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
子
会
社
対
象
会
社
に

関
す
る
第
十
七
条
の
五
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る

書
面

十
一
の
二
　
当
該
会
社
分
割
に
よ
り
銀
行
又
は
そ
の
子

会
社
が
他
業
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
を
合

算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ

と
又
は
外
国
の
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と

す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
会
社
に
関
す
る

第
十
七
条
の
五
の
二
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面

十
二
　
当
該
会
社
分
割
を
行
つ
た
後
に
お
け
る
銀
行
が

子
会
社
等
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
銀
行
及
び
当

該
子
会
社
等
の
収
支
及
び
連
結
自
己
資
本
比
率
の
見

込
み
を
記
載
し
た
書
面

十
三
　
当
該
会
社
分
割
に
よ
り
当
該
銀
行
の
子
会
社
が

子
会
社
で
な
く
な
る
場
合
に
は
、
当
該
子
会
社
の
名

称
を
記
載
し
た
書
面

十
四
　
当
該
会
社
分
割
に
よ
り
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社

が
国
内
の
会
社
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議

決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に

は
、
当
該
国
内
の
会
社
の
名
称
及
び
業
務
の
内
容
を

記
載
し
た
書
面

十
五
　
そ
の
他
法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
審
査
を

す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
法
第
二
条
第
十
一
項
の
規
定
は
、
前
項
第
十
一
号
の

二
及
び
第
十
四
号
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

（
事
業
譲
渡
等
の
認
可
の
申
請
）

第
二
十
三
条
　
銀
行
は
、
法
第
三
十
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
事
業
の
譲
渡
又
は
譲
受
け
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
事
業
譲
渡
等
」
と
い
う
。
）
の
認
可
を
受
け
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を

添
付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
理
由
書

二
　
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
つ

た
こ
と
を
証
す
る
書
面

三
　
事
業
譲
渡
等
の
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

四
　

近
の
日
計
表

五
　
法
第
三
十
四
条
第
一
項
又
は
第
三
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
催
告
（
法
第
三
十
四
条
第

三
項
（
法
第
三
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
官
報
の
ほ

か
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
又

は
電
子
公
告
に
よ
つ
て
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ

れ
ら
の
方
法
に
よ
る
公
告
）
を
し
た
こ
と
並
び
に
異

議
を
述
べ
た
債
権
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
債
権
者

に
対
し
弁
済
し
若
し
く
は
相
当
の
担
保
を
提
供
し
若

し
く
は
当
該
債
権
者
に
弁
済
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
相
当
の
財
産
を
信
託
し
た
こ
と
又
は
当

該
事
業
譲
渡
等
を
し
て
も
当
該
債
権
者
を
害
す
る
お

そ
れ
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

六
　
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す

る
法
律
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
要

す
る
場
合
に
は
、
当
該
届
出
を
し
た
こ
と
を
証
明
す

る
書
面

七
　
当
該
事
業
譲
渡
等
を
行
つ
た
後
に
お
け
る
銀
行
が

子
会
社
等
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
銀
行
及
び
当

該
子
会
社
等
の
収
支
及
び
連
結
自
己
資
本
比
率
の
見

込
み
を
記
載
し
た
書
面

八
　
当
該
事
業
の
譲
渡
に
よ
り
当
該
銀
行
の
子
会
社
が

子
会
社
で
な
く
な
る
場
合
に
は
、
当
該
子
会
社
の
名

称
を
記
載
し
た
書
面

九
　
当
該
事
業
の
譲
受
け
に
よ
り
子
会
社
対
象
会
社
を

子
会
社
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
子
会
社
対
象
会
社

に
関
す
る
第
十
七
条
の
五
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る

書
面

九
の
二
　
当
該
事
業
の
譲
受
け
に
よ
り
銀
行
又
は
そ
の

子
会
社
が
他
業
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
を

合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る

こ
と
又
は
外
国
の
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社

と
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
会
社
に
関
す

る
第
十
七
条
の
五
の
二
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る

書
面

十
　
当
該
事
業
の
譲
受
け
に
よ
り
銀
行
又
は
そ
の
子
会

社
が
国
内
の
会
社
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準

議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に

は
、
当
該
国
内
の
会
社
の
名
称
及
び
業
務
の
内
容
を

記
載
し
た
書
面

十
一
　
そ
の
他
法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
審
査
を

す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
法
第
二
条
第
十
一
項
の
規
定
は
、
前
項
第
九
号
の
二

及
び
第
十
号
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

（
合
併
等
の
場
合
に
催
告
を
要
し
な
い
債
権
者
）

第
二
十
四
条
　
令
第
七
条
に
規
定
す
る
債
権
者
で
内
閣
府

令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
債
権
者
と
す
る
。

た
だ
し
、
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
債
権
者

に
つ
い
て
は
、
法
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
会
社
分
割
（
会
社
分
割
に
よ
り
事
業
を
承
継
さ
せ
る

場
合
に
限
る
。
）
の
決
議
を
し
た
場
合
に
限
る
。

一
　
保
護
預
り
契
約
に
係
る
債
権
者

二
　
先
物
為
替
取
引
（
一
定
の
基
準
及
び
方
法
に
よ
り

行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
債
権
者

三
　
金
利
又
は
外
国
為
替
に
係
る
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
六

号
に
掲
げ
る
取
引
を
除
き
、
公
正
な
商
慣
習
に
基
づ

く
一
定
の
基
準
及
び
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
に

限
る
。
）
に
係
る
債
権
者

四
　
信
用
状
取
引
（
国
際
取
引
に
お
け
る
公
正
な
商
慣

習
に
基
づ
く
輸
出
入
取
引
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

に
係
る
債
権
者

五
　
銀
行
が
自
己
を
振
出
人
と
し
て
振
り
出
し
た
小
切

手
に
係
る
債
権
者

六
　
当
せ
ん
金
付
証
票
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

四
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
当
せ
ん
金

付
証
票
の
発
売
等
に
係
る
債
権
者

第
六
章
　
廃
業
及
び
解
散

（
廃
業
及
び
解
散
等
の
認
可
の
申
請
）

第
二
十
五
条
　
銀
行
は
、
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
銀
行
業
の
廃
止
、
合
併
又
は
解
散
の
認
可
を
受

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
認
可
事
項
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書

面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
銀
行
業
の
廃
止
又
は
解
散

イ
　
理
由
書

ロ
　
株
主
総
会
の
議
事
録
（
外
国
銀
行
支
店
に
あ
つ

て
は
、
当
該
事
項
を
決
議
す
べ
き
機
関
の
議
事

録
）

ハ
　

近
の
日
計
表

ニ
　
資
産
及
び
負
債
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
書
面

ホ
　
債
権
債
務
の
処
理
の
方
法
を
記
載
し
た
書
面

ヘ
　
そ
の
他
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載

し
た
書
面

二
　
合
併

イ
　
第
二
十
二
条
第
一
項
各
号
（
第
九
号
、
第
九
号

の
二
及
び
第
十
一
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
面

ロ
　
合
併
後
存
続
す
る
会
社
又
は
合
併
に
よ
り
設
立

さ
れ
る
会
社
の
定
款
並
び
に
取
締
役
及
び
監
査
役

（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
取
締
役
、

指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
取
締
役
及

び
執
行
役
）
の
履
歴
書

ハ
　
合
併
後
存
続
す
る
会
社
又
は
合
併
に
よ
り
設
立

さ
れ
る
会
社
が
会
計
参
与
設
置
会
社
で
あ
る
場
合

に
は
、
当
該
会
社
の
会
計
参
与
の
履
歴
書

ニ
　
前
号
ホ
及
び
ヘ
に
掲
げ
る
書
面

（
廃
業
等
の
公
告
等
）

第
二
十
六
条
　
銀
行
は
、
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
公
告
及
び
掲
示
を
す
る
と
き
は
、
預
金
等
そ
の

他
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
業
務
に
係
る
取
引
の
処
理
の

方
針
を
示
す
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
三
十
八
条
第
二
項
の
銀
行
は
、
同
項
の
規
定
に

よ
る
閲
覧
に
供
す
る
措
置
を
す
る
と
き
は
、
当
該
銀
行

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
す
る
方
法
に
よ
り
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
免
許
の
効
力
に
係
る
承
認
の
申
請
等
）

第
二
十
七
条
　
法
第
四
条
第
一
項
の
内
閣
総
理
大
臣
の
免

許
を
受
け
た
者
は
、
法
第
四
十
一
条
第
四
号
の
規
定
に

よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書

に
理
由
書
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請

が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か

ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
四
条
第
一
項
の
免
許
を
受
け
た
日
か
ら
六
月

以
内
に
業
務
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に

つ
い
て
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
理
由
が
あ
る

こ
と
。

二
　
合
理
的
な
期
間
内
に
業
務
を
開
始
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

三
　
当
該
免
許
の
際
に
審
査
の
基
礎
と
な
つ
た
事
項
に

つ
い
て
業
務
の
開
始
が
見
込
ま
れ
る
時
期
ま
で
に
重

大
な
変
更
が
な
い
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

（
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
を
適
正
に
執
行
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
者
）

第
二
十
七
条
の
二
　
法
第
四
十
四
条
第
三
項
第
一
号
に
規

定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障

害
の
た
め
職
務
を
適
正
に
執
行
す
る
に
当
た
つ
て
必
要

な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が

で
き
な
い
者
と
す
る
。
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第
七
章
　
外
国
銀
行
支
店

（
外
国
銀
行
の
営
業
の
免
許
の
申
請
）

第
二
十
八
条
　
外
国
銀
行
は
、
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
そ
の
主
た
る
外
国
銀
行
支
店
（
同
項
に

規
定
す
る
主
た
る
外
国
銀
行
支
店
を
い
う
。
第
三
十
七

条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
定
め
て
法
第
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
免
許
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し

て
金
融
庁
長
官
を
経
由
し
て
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
定
款
又
は
当
該
外
国
銀
行
の
性
質
を
識
別
す
る
に

足
り
る
書
面

三
　
当
該
外
国
銀
行
の
主
た
る
営
業
所
の
存
在
を
証
明

す
る
書
面

四
　
当
該
外
国
銀
行
の
代
表
権
を
有
す
る
役
員
の
資
格

を
証
明
す
る
書
面

五
　
当
該
申
請
に
係
る
外
国
銀
行
支
店
の
位
置
を
記
載

し
た
書
面

六
　
当
該
申
請
に
係
る
外
国
銀
行
支
店
の
事
業
開
始
後

三
事
業
年
度
に
お
け
る
収
支
の
見
込
み
を
記
載
し
た

書
面

七
　
当
該
外
国
銀
行
支
店
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の

履
歴
書

七
の
二
　
当
該
外
国
銀
行
支
店
が
法
第
四
十
七
条
の
二

に
規
定
す
る
資
本
金
に
対
応
す
る
資
産
を
国
内
に
お

い
て
保
有
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

八
　
当
該
外
国
銀
行
の
主
要
な
株
主
又
は
持
分
を
保
有

す
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
主
要
株
主
等
」

と
い
う
。
）
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
国
籍
及
び

職
業
（
主
要
株
主
等
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る

場
合
に
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務

所
の
所
在
地
及
び
営
ん
で
い
る
事
業
の
内
容
）
並
び

に
そ
の
保
有
す
る
株
式
の
数
又
は
出
資
の
金
額
を
記

載
し
た
書
面

九
　
当
該
外
国
銀
行
の

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計

算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他

近
に

お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
書
面

十
　
当
該
申
請
に
係
る
外
国
銀
行
支
店
の
設
置
が
外
国

の
行
政
機
関
の
許
可
、
認
可
そ
の
他
の
行
為
（
以
下

こ
の
号
及
び
第
三
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
「
許
可

等
」
と
い
う
。
）
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、

当
該
許
可
等
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
面

十
一
　
そ
の
他
法
第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を

記
載
し
た
書
面

２
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
免
許
の
申
請
に
係
る
法

第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
と
き
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
申
請
に
係
る
外
国
銀
行
支
店
の
法
第
四
十
七

条
の
二
に
規
定
す
る
資
本
金
に
対
応
す
る
資
産
の
額

が
令
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
額
以
上
で
あ

り
、
か
つ
、
そ
の
営
も
う
と
す
る
外
国
銀
行
支
店
の

業
務
を
健
全
か
つ
効
率
的
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
額

で
あ
る
こ
と
。

二
　
事
業
開
始
後
三
事
業
年
度
を
経
過
す
る
日
ま
で
の

間
に
当
該
申
請
に
係
る
外
国
銀
行
支
店
の
一
の
事
業

年
度
に
お
け
る
当
期
利
益
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

三
　
当
該
申
請
に
係
る
外
国
銀
行
支
店
の
業
務
に
関
す

る
十
分
な
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
日
本
に
お
け
る

代
表
者
又
は
従
業
員
の
確
保
の
状
況
、
外
国
銀
行
支

店
の
経
営
管
理
に
係
る
体
制
等
に
照
ら
し
、
当
該
申

請
を
し
た
外
国
銀
行
が
外
国
銀
行
支
店
の
業
務
を
的

確
、
公
正
か
つ
効
率
的
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
、

か
つ
、
十
分
な
社
会
的
な
信
用
を
有
す
る
者
で
あ
る

こ
と
。

四
　
当
該
申
請
に
係
る
外
国
銀
行
支
店
の
業
務
の
内
容

及
び
方
法
が
預
金
者
等
の
保
護
そ
の
他
信
用
秩
序
の

維
持
の
観
点
か
ら
適
当
で
あ
る
こ
と
。

（
外
国
銀
行
の
営
業
の
免
許
の
予
備
審
査
）

第
二
十
九
条
　
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
の
免
許
を
受
け

よ
う
と
す
る
外
国
銀
行
は
、
前
条
第
一
項
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
準
じ
た
書
面
を
金
融
庁
長
官
を
経
由
し
て
内
閣

総
理
大
臣
に
提
出
し
て
予
備
審
査
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
外
国
銀
行
の
業
務
の
代
理
又
は
媒
介
と
み
な
さ
れ
る

も
の
）

第
二
十
九
条
の
二
　
法
第
四
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る

内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
外
国
銀
行
支
店
と
当
該

外
国
銀
行
支
店
に
係
る
外
国
銀
行
の
外
国
銀
行
外
国
営

業
所
を
別
の
法
人
と
み
な
し
た
場
合
に
、
当
該
外
国
銀

行
の
外
国
銀
行
外
国
営
業
所
の
代
理
又
は
媒
介
に
該
当

す
る
と
認
め
ら
れ
る
行
為
と
す
る
。

（
外
国
銀
行
の
免
許
に
係
る
特
殊
関
係
者
）

第
三
十
条
　
令
第
十
一
条
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
者
は
、
第
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
国
に
主

た
る
営
業
所
を
設
け
て
い
る
二
以
上
の
者
（
そ
の
い
ず

れ
の
者
も
外
国
銀
行
の
発
行
済
株
式
等
の
百
分
の
五
を

超
え
る
数
又
は
額
の
株
式
又
は
持
分
を
保
有
し
て
い
る

も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
合
計
し
て
外
国
銀
行
の
発
行

済
株
式
等
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数
又
は
額
の
株
式

又
は
持
分
が
保
有
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
二

以
上
の
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

（
預
金
者
等
に
対
す
る
情
報
の
提
供
）

第
三
十
条
の
二
　
外
国
銀
行
支
店
は
、
預
金
等
の
受
入
れ

（
特
定
預
金
等
の
受
入
れ
を
除
く
。
）
に
関
し
、
預
金
者

等
の
保
護
に
資
す
る
た
め
、
預
金
者
等
に
対
し
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
取
り
扱
う
預
金
等
は
、
預
金
保
険
法
第
五
十
三
条

に
規
定
す
る
保
険
金
の
支
払
の
対
象
で
は
な
い
こ

と
。

二
　
外
国
銀
行
支
店
に
係
る
外
国
銀
行
が
破
綻
し
た
場

合
に
お
い
て
、
預
金
等
の
払
出
し
が
あ
る
場
合
で
あ

つ
て
も
、
当
該
払
出
し
が
迅
速
に
行
わ
れ
な
い
こ
と

が
あ
る
こ
と
。

三
　
そ
の
他
預
金
等
の
預
入
れ
に
関
し
参
考
と
な
る
と

認
め
ら
れ
る
事
項

（
顧
客
の
利
益
の
保
護
の
た
め
の
体
制
整
備
に
係
る
業

務
の
範
囲
）

第
三
十
条
の
三
　
令
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
法
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
業
務
は
、
銀
行
関
連
業
務
と
す

る
。

（
顧
客
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う

必
要
な
措
置
）

第
三
十
条
の
四
　
外
国
銀
行
支
店
は
、
当
該
外
国
銀
行
支

店
、
当
該
外
国
銀
行
支
店
に
係
る
外
国
銀
行
、
当
該
外

国
銀
行
支
店
を
所
属
銀
行
と
す
る
銀
行
代
理
業
者
又
は

当
該
外
国
銀
行
支
店
に
係
る
外
国
銀
行
の
親
金
融
機
関

等
（
令
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
法
第
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
親
金
融

機
関
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
若

し
く
は
子
金
融
機
関
等
（
令
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項

に
規
定
す
る
子
金
融
機
関
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
行
う
取
引
に
伴
い
、
当
該
外
国
銀

行
支
店
、
当
該
外
国
銀
行
支
店
に
係
る
外
国
銀
行
、
当

該
外
国
銀
行
支
店
を
所
属
銀
行
と
す
る
銀
行
代
理
業
者

又
は
当
該
外
国
銀
行
支
店
に
係
る
外
国
銀
行
の
子
金
融

機
関
等
が
行
う
銀
行
関
連
業
務
に
係
る
顧
客
の
利
益
が

不
当
に
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
対
象
取
引
を
適
切
な
方
法
に
よ
り
特
定
す
る
た
め

の
体
制
の
整
備

二
　
次
に
掲
げ
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
当
該
顧

客
の
保
護
を
適
正
に
確
保
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備

イ
　
対
象
取
引
を
行
う
部
門
と
当
該
顧
客
と
の
取
引

を
行
う
部
門
を
分
離
す
る
方
法

ロ
　
対
象
取
引
又
は
当
該
顧
客
と
の
取
引
の
条
件
又

は
方
法
を
変
更
す
る
方
法

ハ
　
対
象
取
引
又
は
当
該
顧
客
と
の
取
引
を
中
止
す

る
方
法

ニ
　
対
象
取
引
に
伴
い
、
当
該
顧
客
の
利
益
が
不
当

に
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
当

該
顧
客
に
適
切
に
開
示
す
る
方
法

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
措
置
の
実
施
の
方
針
の
策
定
及

び
そ
の
概
要
の
適
切
な
方
法
に
よ
る
公
表

四
　
次
に
掲
げ
る
記
録
の
保
存

イ
　
第
一
号
の
体
制
の
下
で
実
施
し
た
対
象
取
引
の

特
定
に
係
る
記
録

ロ
　
第
二
号
の
体
制
の
下
で
実
施
し
た
顧
客
の
保
護

を
適
正
に
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
係
る
記
録

２
　
前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
記
録
は
、
そ
の
作
成
の
日

か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
「
対
象
取
引
」
と
は
、
外
国
銀
行
支
店
、

当
該
外
国
銀
行
支
店
に
係
る
外
国
銀
行
、
当
該
外
国
銀

行
支
店
を
所
属
銀
行
と
す
る
銀
行
代
理
業
者
又
は
当
該

外
国
銀
行
支
店
に
係
る
外
国
銀
行
の
親
金
融
機
関
等
若

し
く
は
子
金
融
機
関
等
が
行
う
取
引
に
伴
い
、
当
該
外

国
銀
行
支
店
、
当
該
外
国
銀
行
支
店
に
係
る
外
国
銀

行
、
当
該
外
国
銀
行
支
店
を
所
属
銀
行
と
す
る
銀
行
代

理
業
者
又
は
当
該
外
国
銀
行
支
店
に
係
る
外
国
銀
行
の

子
金
融
機
関
等
が
行
う
銀
行
関
連
業
務
に
係
る
顧
客
の

利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
け

る
当
該
取
引
を
い
う
。

（
国
内
に
住
所
又
は
居
所
を
有
す
る
者
に
対
す
る
貸
付

金
）

第
三
十
一
条
　
令
第
十
三
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る

内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
外

国
銀
行
支
店
に
係
る
令
第
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
特

殊
の
関
係
の
あ
る
者
（
同
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で

に
掲
げ
る
者
に
限
る
。
）
に
対
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と

す
る
。

一
　
貸
借
対
照
表
の
コ
ー
ル
ロ
ー
ン
勘
定
に
計
上
さ
れ

る
も
の

二
　
国
内
に
お
い
て
確
実
な
担
保
を
徴
し
て
い
る
も
の

（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

（
従
た
る
外
国
銀
行
支
店
の
設
置
等
）

第
三
十
二
条
　
法
第
四
十
七
条
の
三
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
出
張
所
（
臨
時
若
し
く
は
巡
回
型
の
施
設
又
は
無

人
の
設
備
に
限
る
。
）
の
設
置

二
　
出
張
所
の
廃
止

２
　
外
国
銀
行
支
店
は
、
法
第
四
十
七
条
の
三
の
規
定
に

よ
る
従
た
る
外
国
銀
行
支
店
（
法
第
四
十
七
条
第
二
項

に
規
定
す
る
従
た
る
外
国
銀
行
支
店
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
設
置
、
種
類
の
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変
更
又
は
廃
止
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁

長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
従
た
る
外
国
銀
行
支
店
の
設
置
が
外
国
の
行

政
機
関
の
許
可
等
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
許
可
等
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
面

三
　
そ
の
他
金
融
庁
長
官
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
記

載
し
た
書
面

３
　
金
融
庁
長
官
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
従
た
る
外

国
銀
行
支
店
の
設
置
又
は
種
類
の
変
更
の
認
可
の
申
請

が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か

ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
申
請
を
し
た
外
国
銀
行
支
店
の
経
営
の
健
全

性
確
保
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合

を
除
き
、
当
該
申
請
を
し
た
外
国
銀
行
支
店
に
係
る

外
国
銀
行
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
銀
行
法
第

二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命

令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
表
の
非
対
象
区

分
及
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
表
の
レ
バ
レ
ッ
ジ
非

対
象
区
分
に
相
当
す
る
区
分
に
該
当
し
、
か
つ
、
当

該
申
請
を
し
た
外
国
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
自

己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲

げ
る
表
の
非
対
象
区
分
及
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る

表
の
レ
バ
レ
ッ
ジ
非
対
象
区
分
に
相
当
す
る
区
分
に

該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
当
該
申
請
を
し
た
外
国
銀
行
支
店
の
経
営
管
理
に

係
る
体
制
等
に
照
ら
し
、
銀
行
の
業
務
を
的
確
、
公

正
か
つ
効
率
的
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

三
　
当
該
従
た
る
外
国
銀
行
支
店
に
お
い
て
必
要
な
犯

罪
防
止
措
置
が
講
じ
ら
れ
、
か
つ
、
顧
客
の
情
報
の

管
理
が
適
切
に
行
わ
れ
る
こ
と
。

４
　
金
融
庁
長
官
等
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
従
た
る

外
国
銀
行
支
店
の
廃
止
の
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き

は
、
当
該
営
業
所
の
顧
客
に
係
る
取
引
が
当
該
申
請
を

し
た
外
国
銀
行
支
店
の
他
の
営
業
所
又
は
他
の
金
融
機

関
へ
支
障
な
く
引
き
継
が
れ
る
な
ど
当
該
従
た
る
外
国

銀
行
支
店
の
顧
客
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の

で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

（
休
日
の
承
認
の
審
査
等
）

第
三
十
二
条
の
二
　
従
た
る
外
国
銀
行
支
店
に
お
い
て
、

指
定
休
日
以
外
の
日
を
休
日
と
す
る
旨
の
記
載
が
あ
る

申
請
書
に
よ
る
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申

請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
金
融
庁
長
官
等
は
、
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
審
査
の
ほ
か
、
第
十
五
条
第
三
項
各

号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
審
査
を
す

る
も
の
と
す
る
。

２
　
外
国
銀
行
支
店
が
前
項
に
規
定
す
る
申
請
書
に
基
づ

く
法
第
四
十
七
条
の
三
に
規
定
す
る
認
可
を
受
け
た
と

き
は
、
当
該
認
可
に
係
る
従
た
る
外
国
銀
行
支
店
が
指

定
休
日
以
外
の
日
を
休
日
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
令

第
五
条
第
二
項
第
二
号
の
承
認
を
受
け
た
も
の
と
み
な

す
。

（
外
国
銀
行
支
店
の
届
出
）

第
三
十
三
条
　
法
第
四
十
九
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
発
行
済
株
式
等
の
百

分
の
五
十
を
超
え
る
数
又
は
額
の
株
式
又
は
持
分
を
保

有
す
る
者
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
と
す
る
。

２
　
法
第
四
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
出
張
所
（
臨
時
若
し
く
は
巡
回
型
の
施
設
又
は
無

人
の
設
備
に
限
る
。
）
の
位
置
の
変
更
を
す
る
場
合

二
　
増
改
築
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
位

置
の
変
更
を
す
る
場
合
（
変
更
前
の
位
置
に
復
す
る

こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
限
る
。
）

三
　
前
号
に
規
定
す
る
位
置
の
変
更
に
係
る
外
国
銀
行

支
店
を
変
更
前
の
位
置
に
復
す
る
場
合

３
　
法
第
四
十
九
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
出
張
所
（
前
項
第
一
号
の
出
張
所
を
除
く
。
）
を

廃
止
す
る
場
合

二
　
銀
行
代
理
業
を
委
託
す
る
旨
の
契
約
を
締
結
し
、

当
該
契
約
を
変
更
し
、
又
は
当
該
契
約
を
終
了
し
た

場
合
（
委
託
し
た
銀
行
代
理
業
を
再
委
託
す
る
こ
と

に
つ
い
て
許
諾
を
行
つ
た
場
合
を
含
む
。
）

三
　
法
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
に
係
る
契
約

の
締
結
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
を
委
託
す
る
契
約
を

締
結
し
、
当
該
契
約
を
変
更
し
、
又
は
当
該
契
約
を

終
了
し
た
場
合

４
　
外
国
銀
行
支
店
は
、
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
理
由
書
そ

の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
添
付

し
て
遅
滞
な
く
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
外
国
銀
行
の
駐
在
員
事
務
所
の
設
置
の
届
出
事
項
）

第
三
十
四
条
　
法
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
外
国
銀
行
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
名
称

ロ
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

ハ
　
業
務
の
内
容

二
　
国
内
に
設
置
し
よ
う
と
す
る
駐
在
員
事
務
所
そ
の

他
の
施
設
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
名
称

ロ
　
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

ハ
　
設
置
の
理
由

ニ
　
設
置
の
年
月
日

２
　
外
国
銀
行
は
、
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
駐
在
員
事
務
所
そ
の
他
の
施
設
に
係
る
届
出
を
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添

付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
支
店
そ
の
他
の
営
業
所
及
び
駐
在
員
事
務
所
の
数

を
記
載
し
た
書
面

二
　
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
を
記
載
し
た
書
面

三
　
代
表
権
を
有
す
る
役
員
の
役
職
名
及
び
氏
名
を
記

載
し
た
書
面

第
七
章
の
二
　
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
関
す
る

特
則

（
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
係
る
認
可
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
二
　
銀
行
（
外
国
銀
行
支
店
に
係
る
外
国

銀
行
の
外
国
銀
行
外
国
営
業
所
を
所
属
外
国
銀
行
（
法

第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
所
属
外
国
銀
行

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
外
国
銀
行
代
理
業
務

（
同
項
に
規
定
す
る
外
国
銀
行
代
理
業
務
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
を
営
も
う
と
す
る
銀
行
を
除
く
。
）
は
、
同

項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
（
申
請
者
が
銀
行
の

子
会
社
で
あ
る
外
国
銀
行
及
び
第
十
三
条
の
二
第
一
項

第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
外
国
銀
行
以
外
の
外

国
銀
行
を
所
属
外
国
銀
行
と
し
て
外
国
銀
行
代
理
業
務

を
営
も
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
第
四
号
及
び

第
六
号
に
掲
げ
る
書
面
を
除
く
。
）
を
添
付
し
て
金
融

庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
所
属
外
国
銀
行
の
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
を
記

載
し
た
書
面

三
　
所
属
外
国
銀
行
の
代
表
権
を
有
す
る
役
員
の
氏
名

又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
面

四
　
所
属
外
国
銀
行
の
主
要
な
株
主
又
は
持
分
を
保
有

す
る
者
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
五
項
第
五
号
に
お
い

て
「
主
要
株
主
等
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
、
住
所
又

は
居
所
、
国
籍
及
び
職
業
（
主
要
株
主
等
が
法
人
そ

の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
、
主
た

る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
及
び
営
ん
で
い
る

事
業
の
内
容
）
並
び
に
そ
の
保
有
す
る
株
式
の
数
又

は
出
資
の
金
額
を
記
載
し
た
書
面

五
　
所
属
外
国
銀
行
の

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計

算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類

す
る
書
面
を
含
む
。
）
そ
の
他

近
に
お
け
る
業
務
、

財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

六
　
当
該
銀
行
と
所
属
外
国
銀
行
と
の
間
の
資
本
関
係

を
記
載
し
た
書
面

七
　
当
該
銀
行
と
所
属
外
国
銀
行
と
の
間
の
当
該
申
請

に
係
る
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
委
託
契
約
の
内
容
を

記
載
し
た
書
面

八
　
当
該
申
請
に
係
る
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
内
容
及

び
方
法
を
記
載
し
た
書
面

九
　
そ
の
他
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め

参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
外
国
銀
行
支
店
に
係
る
外
国
銀
行
の
外
国
銀
行
外
国

営
業
所
を
所
属
外
国
銀
行
と
し
て
外
国
銀
行
代
理
業
務

を
営
も
う
と
す
る
銀
行
は
、
法
第
五
十
二
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
（
申
請
者
が
外
国
銀

行
支
店
で
あ
つ
て
当
該
外
国
銀
行
支
店
に
係
る
外
国
銀

行
の
外
国
銀
行
外
国
営
業
所
を
所
属
外
国
銀
行
と
し
て

外
国
銀
行
代
理
業
務
を
営
も
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
場

合
に
は
、
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
面
を
除

き
、
申
請
者
が
外
国
銀
行
支
店
に
係
る
外
国
銀
行
の
外

国
銀
行
外
国
営
業
所
及
び
第
十
三
条
の
二
第
二
項
第
一

号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
外
国
銀
行
以
外
の
外
国
銀

行
を
所
属
外
国
銀
行
と
し
て
外
国
銀
行
代
理
業
務
を
営

も
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
第
二
号
に
掲
げ
る

書
面
を
除
く
。
）
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
銀
行
と
所
属
外
国
銀
行
と
の
間
の
資
本
関
係

を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
銀
行
と
所
属
外
国
銀
行
と
の
間
の
当
該
申
請

に
係
る
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
委
託
契
約
の
内
容
を

記
載
し
た
書
面

四
　
当
該
申
請
に
係
る
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
内
容
及

び
方
法
を
記
載
し
た
書
面

五
　
そ
の
他
次
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参

考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

３
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申

請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
（
認
可
の
申

請
が
銀
行
の
子
会
社
で
あ
る
外
国
銀
行
及
び
第
十
三
条

の
二
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
外
国
銀

行
以
外
の
外
国
銀
行
並
び
に
外
国
銀
行
支
店
に
係
る
外

国
銀
行
の
外
国
銀
行
外
国
営
業
所
及
び
第
十
三
条
の
二

第
二
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
外
国
銀
行
以

外
の
外
国
銀
行
を
所
属
外
国
銀
行
と
し
て
外
国
銀
行
代

理
業
務
を
営
も
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
第
三

号
に
掲
げ
る
基
準
を
除
く
。
）
に
適
合
す
る
か
ど
う
か

を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
所
属
外
国
銀
行
が
、
銀
行
の
業
務
を
健
全
か
つ
効

率
的
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
財
産
的
基
礎
を
有
し
て

い
る
こ
と
。
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二
　
所
属
外
国
銀
行
が
、
そ
の
人
的
構
成
等
に
照
ら
し

て
、
銀
行
の
業
務
を
的
確
、
公
正
か
つ
効
率
的
に
遂

行
す
る
こ
と
が
で
き
る
知
識
及
び
経
験
を
有
し
、
か

つ
、
十
分
な
社
会
的
信
用
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ

と
。

三
　
所
属
外
国
銀
行
及
び
当
該
所
属
外
国
銀
行
と
次
に

掲
げ
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
者
（
ハ
に
掲
げ
る
者
に

つ
い
て
は
所
属
外
国
銀
行
の
株
式
の
全
部
又
は
一
部

を
保
有
し
て
い
る
者
に
限
る
。
）
の
主
た
る
営
業
所

が
所
在
す
る
国
に
お
い
て
、
銀
行
に
対
し
、
法
に
よ

る
取
扱
い
と
実
質
的
に
同
等
な
取
扱
い
が
行
わ
れ
て

い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
審
査

が
、
我
が
国
が
締
結
し
た
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束

の
誠
実
な
履
行
を
妨
げ
る
こ
と
と
な
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

イ
　
所
属
外
国
銀
行
の
発
行
済
株
式
等
の
百
分
の
五

十
を
超
え
る
数
又
は
額
の
株
式
又
は
持
分
を
保
有

し
て
い
る
者

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
者
の
発
行
済
株
式
等
の
百
分
の
五

十
を
超
え
る
数
又
は
額
の
株
式
又
は
持
分
を
保
有

し
て
い
る
者

ハ
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
を
同
一
の
国
と
す
る

二
以
上
の
者
に
よ
り
合
計
し
て
所
属
外
国
銀
行
の

発
行
済
株
式
等
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数
又
は

額
の
株
式
又
は
持
分
が
保
有
さ
れ
て
い
る
場
合
に

お
け
る
当
該
二
以
上
の
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者

ニ
　
第
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
国
に
主
た
る
営
業

所
を
設
け
て
い
る
二
以
上
の
者
（
そ
の
い
ず
れ
の

者
も
所
属
外
国
銀
行
の
発
行
済
株
式
等
の
百
分
の

五
を
超
え
る
数
又
は
額
の
株
式
又
は
持
分
を
保
有

し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
合
計
し
て
所

属
外
国
銀
行
の
発
行
済
株
式
等
の
百
分
の
五
十
を

超
え
る
数
又
は
額
の
株
式
又
は
持
分
が
保
有
さ
れ

て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
二
以
上
の
者
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
者

４
　
法
第
五
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応

じ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

一
　
銀
行
（
外
国
銀
行
支
店
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
　
次
に
掲
げ
る
外
国
銀
行

イ
　
銀
行
の
子
法
人
等
で
あ
る
外
国
銀
行

ロ
　
銀
行
を
子
法
人
等
と
す
る
外
国
銀
行

ハ
　
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
銀
行
持
株
会
社
の
子
法

人
等
で
あ
る
外
国
銀
行
（
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
外

国
銀
行
を
除
く
。
）

ニ
　
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
親
法
人
等
の
子
法
人
等

で
あ
る
外
国
銀
行
（
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
外

国
銀
行
を
除
く
。
）

二
　
外
国
銀
行
支
店
　
次
に
掲
げ
る
外
国
銀
行

イ
　
外
国
銀
行
支
店
に
係
る
外
国
銀
行
の
外
国
銀
行

外
国
営
業
所

ロ
　
外
国
銀
行
支
店
に
係
る
外
国
銀
行
の
子
法
人
等

で
あ
る
外
国
銀
行

ハ
　
外
国
銀
行
支
店
に
係
る
外
国
銀
行
を
子
法
人
等

と
す
る
外
国
銀
行

ニ
　
外
国
銀
行
支
店
に
係
る
外
国
銀
行
を
子
会
社
と

す
る
親
法
人
等
の
子
法
人
等
で
あ
る
外
国
銀
行

（
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
外
国
銀
行
を
除
く
。
）

５
　
銀
行
は
、
法
第
五
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に

次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
所
属
外
国
銀
行
の
商
号
を
記
載
し
た
書
面

三
　
所
属
外
国
銀
行
の
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
を
記

載
し
た
書
面

四
　
所
属
外
国
銀
行
の
代
表
権
を
有
す
る
役
員
の
氏
名

又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
面

五
　
所
属
外
国
銀
行
（
銀
行
の
子
会
社
で
あ
る
外
国
銀

行
及
び
外
国
銀
行
支
店
に
係
る
外
国
銀
行
を
除
く
。
）

の
主
要
株
主
等
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
国
籍
及

び
職
業
（
主
要
株
主
等
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ

る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事

務
所
の
所
在
地
及
び
営
ん
で
い
る
事
業
の
内
容
）
並

び
に
そ
の
保
有
す
る
株
式
の
数
又
は
出
資
の
金
額
を

記
載
し
た
書
面

六
　
所
属
外
国
銀
行
の
属
す
る
外
国
銀
行
グ
ル
ー
プ

（
法
第
五
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
外
国
銀

行
グ
ル
ー
プ
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
連
結
し
て

記
載
し
た

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び

株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
面

を
含
む
。
）
そ
の
他

近
に
お
け
る
外
国
銀
行
グ
ル

ー
プ
の
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
書
面

七
　
当
該
銀
行
と
所
属
外
国
銀
行
及
び
当
該
所
属
外
国

銀
行
の
属
す
る
外
国
銀
行
グ
ル
ー
プ
と
の
間
の
資
本

関
係
を
記
載
し
た
書
面

八
　
所
属
外
国
銀
行
の
属
す
る
外
国
銀
行
グ
ル
ー
プ
に

係
る
経
営
の
基
本
方
針
を
示
す
書
面

九
　
所
属
外
国
銀
行
の
属
す
る
外
国
銀
行
グ
ル
ー
プ
に

係
る
リ
ス
ク
管
理
及
び
法
令
遵
守
に
関
す
る
方
針
を

示
す
書
面

十
　
当
該
銀
行
と
所
属
外
国
銀
行
（
外
国
銀
行
支
店
に

係
る
外
国
銀
行
（
申
請
者
が
外
国
銀
行
支
店
で
あ
つ

て
当
該
外
国
銀
行
支
店
に
係
る
外
国
銀
行
を
所
属
外

国
銀
行
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
と
の
間

の
当
該
申
請
に
係
る
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
委
託
契

約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

十
一
　
当
該
申
請
に
係
る
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
内
容

及
び
方
法
を
記
載
し
た
書
面

十
二
　
そ
の
他
次
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め

参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

６
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請

が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か

ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
所
属
外
国
銀
行
の
属
す
る
外
国
銀
行
グ
ル
ー
プ

が
、
銀
行
の
業
務
を
健
全
か
つ
効
率
的
に
遂
行
す
る

に
足
り
る
財
産
的
基
礎
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

二
　
所
属
外
国
銀
行
の
属
す
る
外
国
銀
行
グ
ル
ー
プ

が
、
そ
の
人
的
構
成
等
に
照
ら
し
て
、
銀
行
の
業
務

を
的
確
、
公
正
か
つ
効
率
的
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で

き
る
知
識
及
び
経
験
を
有
し
、
か
つ
、
十
分
な
社
会

的
信
用
を
有
す
る
者
の
集
団
で
あ
る
こ
と
。

三
　
所
属
外
国
銀
行
の
属
す
る
外
国
銀
行
グ
ル
ー
プ
に

関
す
る
リ
ス
ク
管
理
及
び
法
令
遵
守
に
関
す
る
方
針

が
策
定
さ
れ
、
こ
れ
ら
に
基
づ
く
業
務
の
運
営
の
検

証
が
さ
れ
る
等
、
的
確
な
リ
ス
ク
管
理
及
び
法
令
を

遵
守
し
た
運
営
が
確
保
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ

と
。

四
　
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
基
準

（
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
係
る
届
出
）

第
三
十
四
条
の
二
の
二
　
法
第
五
十
二
条
の
二
第
三
項
に

規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
外
国
銀
行
は
、
次
に
掲

げ
る
外
国
銀
行
と
す
る
。

一
　
銀
行
が
次
に
掲
げ
る
認
可
を
受
け
て
そ
の
子
会
社

と
し
て
い
る
外
国
銀
行

イ
　
法
第
十
六
条
の
二
第
四
項
（
同
条
第
十
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

る
子
会
社
対
象
銀
行
等
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す

る
子
会
社
対
象
銀
行
等
を
い
う
。
）
を
子
会
社
と

す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可

ロ
　
法
第
十
六
条
の
二
第
五
項
た
だ
し
書
の
認
可

ハ
　
法
第
三
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
認
可

ニ
　
金
融
機
関
の
合
併
及
び
転
換
に
関
す
る
法
律
第

五
条
第
一
項
の
認
可

二
　
銀
行
持
株
会
社
が
次
に
掲
げ
る
認
可
を
受
け
て
そ

の
子
会
社
と
し
て
い
る
外
国
銀
行
（
前
号
に
掲
げ
る

外
国
銀
行
を
除
く
。
）

イ
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
三
項
（
同
条
第
十

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
子
会
社
対
象
銀
行
等
（
同
条
第
三
項
に

規
定
す
る
子
会
社
対
象
銀
行
等
を
い
う
。
）
を
子

会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可

ロ
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
四
項
た
だ
し
書
の

認
可

ハ
　
法
第
五
十
二
条
の
三
十
五
第
一
項
か
ら
第
三
項

ま
で
の
認
可

２
　
銀
行
は
、
法
第
五
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
次
に
掲

げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
所
属
外
国
銀
行
の
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
を
記

載
し
た
書
面

三
　
所
属
外
国
銀
行
の
代
表
権
を
有
す
る
役
員
の
氏
名

又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
面

四
　
所
属
外
国
銀
行
の

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計

算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類

す
る
書
面
を
含
む
。
）
そ
の
他

近
に
お
け
る
業
務
、

財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

五
　
当
該
銀
行
と
所
属
外
国
銀
行
と
の
間
の
資
本
関
係

を
記
載
し
た
書
面

六
　
当
該
銀
行
と
所
属
外
国
銀
行
と
の
間
の
当
該
届
出

に
係
る
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
委
託
契
約
の
内
容
を

記
載
し
た
書
面

七
　
当
該
申
請
に
係
る
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
内
容
及

び
方
法
を
記
載
し
た
書
面

（
委
託
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
の
記
載
事
項
）

第
三
十
四
条
の
二
の
三
　
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
第
七

号
、
第
二
項
第
三
号
及
び
第
五
項
第
十
号
並
び
に
前
条

第
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
委
託
契
約
の
内
容
を
記
載
し

た
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と

す
る
。

一
　
外
国
銀
行
代
理
業
務
を
営
む
営
業
所
の
設
置
、
廃

止
又
は
位
置
の
変
更
に
関
す
る
事
項

二
　
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
内
容
（
代
理
又
は
媒
介
の

別
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
事
項

三
　
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
営
業
日
及
び
営
業
時
間
に

関
す
る
事
項

四
　
所
属
外
国
銀
行
が
、
不
当
に
外
国
銀
行
代
理
銀
行

（
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
規
定
す
る
外
国
銀
行

代
理
銀
行
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
業
務
上
の
秘

密
又
は
取
引
先
の
信
用
に
関
す
る
事
項
を
当
該
外
国

銀
行
代
理
銀
行
及
び
当
該
取
引
先
以
外
の
者
に
漏
ら

し
、
又
は
自
己
若
し
く
は
当
該
外
国
銀
行
代
理
銀
行

及
び
当
該
取
引
先
以
外
の
者
の
た
め
に
利
用
す
る
こ

と
を
禁
ず
る
規
定

五
　
現
金
、
有
価
証
券
等
の
取
扱
基
準
及
び
こ
れ
に
関

連
す
る
所
属
外
国
銀
行
の
顧
客
に
対
す
る
責
任
に
関

す
る
事
項
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六
　
契
約
の
期
間
、
更
新
及
び
解
除
に
関
す
る
事
項

七
　
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
内
容
、
営
業
日
及
び
営
業

時
間
の
店
頭
掲
示
及
び
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
措
置

に
関
す
る
事
項

八
　
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項

（
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
内
容
及
び
方
法
）

第
三
十
四
条
の
二
の
四
　
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
第
八

号
及
び
第
二
項
第
四
号
並
び
に
第
三
十
四
条
の
二
の
二

第
二
項
第
七
号
に
掲
げ
る
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
内
容

及
び
方
法
を
記
載
し
た
書
面
に
記
載
す
る
事
項
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
取
り
扱
う
所
属
外
国
銀
行
の
業
務
の
種
類

二
　
取
り
扱
う
所
属
外
国
銀
行
の
業
務
の
種
類
ご
と
に

当
該
業
務
の
代
理
又
は
媒
介
の
い
ず
れ
を
行
う
か
の

別
（
代
理
及
び
媒
介
の
い
ず
れ
も
行
う
場
合
は
そ
の

旨
）

三
　
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
実
施
体
制

２
　
第
三
十
四
条
の
二
第
五
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
外

国
銀
行
代
理
業
務
の
内
容
及
び
方
法
を
記
載
し
た
書
面

に
記
載
す
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
取
り
扱
う
外
国
銀
行
グ
ル
ー
プ
に
係
る
業
務
の

種
類

二
　
取
り
扱
う
外
国
銀
行
グ
ル
ー
プ
に
係
る
業
務
の
種

類
ご
と
に
当
該
業
務
の
代
理
又
は
媒
介
の
い
ず
れ
を

行
う
か
の
別
（
代
理
及
び
媒
介
の
い
ず
れ
も
行
う
場

合
は
そ
の
旨
）

三
　
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
実
施
体
制

３
　
第
一
項
第
三
号
及
び
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
外
国
銀

行
代
理
業
務
の
実
施
体
制
に
は
、
法
第
五
十
二
条
の
二

の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
各

号
（
第
四
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
外
国

銀
行
代
理
業
務
を
適
切
か
つ
確
実
に
営
む
こ
と
に
つ
き

支
障
を
及
ぼ
す
行
為
を
防
止
す
る
た
め
の
体
制
の
ほ

か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
体
制
を
含
む
も
の
と
す
る
。

一
　
外
国
銀
行
代
理
行
為
（
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
係

る
行
為
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
し
て
顧
客
か

ら
金
銭
そ
の
他
の
財
産
の
交
付
を
受
け
る
権
限
が
付

与
さ
れ
て
い
る
場
合
　
当
該
交
付
を
受
け
る
財
産
と

自
己
の
固
有
財
産
と
を
分
別
し
て
管
理
す
る
た
め
の

体
制

二
　
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
い
る
電
子
計
算
機
を

利
用
し
て
外
国
銀
行
代
理
業
務
を
営
む
場
合
　
顧
客

が
当
該
外
国
銀
行
代
理
銀
行
と
他
の
者
を
誤
認
す
る

こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
体
制

（
契
約
の
種
類
）

第
三
十
四
条
の
二
の
五
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お

い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
に
規
定

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
特
定
預
金
等
契
約

と
す
る
。

第
三
十
四
条
の
二
の
六
　
削
除

（
申
出
を
し
た
特
定
投
資
家
に
交
付
す
る
書
面
の
記
載

事
項
）

第
三
十
四
条
の
二
の
七
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お

い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第

三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

は
、
申
出
者
（
同
項
に
規
定
す
る
申
出
者
を
い
う
。
）

は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
行
つ
た
外
国

銀
行
代
理
銀
行
の
み
か
ら
対
象
契
約
（
同
項
に
規
定
す

る
対
象
契
約
を
い
う
。
第
三
十
四
条
の
二
の
九
の
二
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
て
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客

と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
旨
と
す
る
。

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
提
供
）

第
三
十
四
条
の
二
の
八
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お

い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第

四
項
（
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る

金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
十
二
項
（
法
第

五
十
二
条
の
二
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取

引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
四
条
の
四
第
三
項
、
第
三
十
七

条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
十
七
条
の
四
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次

に
掲
げ
る
も
の

イ
　
外
国
銀
行
代
理
銀
行
（
法
第
五
十
二
条
の
二
の

五
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十

四
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
の
提
供
を
行

う
外
国
銀
行
代
理
銀
行
と
の
契
約
に
よ
り
フ
ァ
イ

ル
を
自
己
の
管
理
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
置

き
、
こ
れ
を
当
該
事
項
を
提
供
す
る
相
手
方
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
顧
客
」
と
い
う
。
）
又
は

当
該
外
国
銀
行
代
理
銀
行
の
用
に
供
す
る
者
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
と
顧
客
等
（
顧
客
又
は
顧
客
と

の
契
約
に
よ
り
顧
客
フ
ァ
イ
ル
（
専
ら
顧
客
の
用

に
供
せ
ら
れ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
自
己
の
管
理
す
る
電
子
計

算
機
に
備
え
置
く
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を

接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
書
面
に
記
載

す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事

項
」
と
い
う
。
）
を
送
信
し
、
顧
客
等
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
顧
客
フ
ァ
イ
ル

に
記
録
す
る
方
法
（
同
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ

る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の

申
出
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
に
規
定
す

る
事
項
の
提
供
を
行
う
外
国
銀
行
代
理
銀
行
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル

に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）

ロ
　
外
国
銀
行
代
理
銀
行
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載

事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
顧
客
の
閲
覧
に

供
し
、
顧
客
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
当
該
顧
客
の
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
記

載
事
項
を
記
録
す
る
方
法
（
法
第
五
十
二
条
の
二

の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三

十
四
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
提

供
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出

を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
外
国
銀
行
代
理
銀
行

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ

イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）

ハ
　
外
国
銀
行
代
理
銀
行
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
に
備
え
ら
れ
た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た

記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
顧
客
の
閲

覧
に
供
す
る
方
法

ニ
　
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
（
外
国
銀
行
代
理
銀
行
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
で

あ
つ
て
、
同
時
に
複
数
の
顧
客
の
閲
覧
に
供
す
る

た
め
記
載
事
項
を
記
録
さ
せ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
録
さ

れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
顧
客

の
閲
覧
に
供
す
る
方
法

二
　
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル

に
記
載
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に

適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
顧
客
が
顧
客
フ
ァ
イ
ル
又
は
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
へ
の

記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
で
き
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
前
項
第
一
号
イ
、
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
方
法
（
顧

客
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
顧
客

フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
す
る
方
法
を
除
く
。
）

に
あ
つ
て
は
、
記
載
事
項
を
顧
客
フ
ァ
イ
ル
又
は
閲

覧
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
顧

客
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

顧
客
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確

認
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三
　
前
項
第
一
号
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
つ
て

は
、
記
載
事
項
に
掲
げ
ら
れ
た
取
引
を

後
に
行
つ

た
日
以
後
五
年
間
（
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
ま
で

の
間
に
当
該
記
載
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が
あ
つ

た
と
き
は
、
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦

情
が
解
決
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
）

次
に
掲
げ
る
事
項
を
消
去
し
又
は
改
変
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
閲
覧
に
供

し
て
い
る
記
載
事
項
を
書
面
に
よ
り
交
付
す
る
場

合
、
顧
客
の
承
諾
（
令
第
十
四
条
の
三
に
お
い
て
準

用
す
る
令
第
四
条
の
三
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
承

諾
を
い
う
。
）
を
得
て
同
号
イ
若
し
く
は
ロ
若
し
く

は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
場

合
又
は
顧
客
に
よ
る
当
該
記
載
事
項
に
係
る
消
去
の

指
図
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
記
載
事
項
を
消
去
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

イ
　
前
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
方
法
に
つ
い
て
は
、

顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項

ロ
　
前
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
つ
い
て
は
、

閲
覧
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項

四
　
前
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
つ
て
は
、
次

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
顧
客
が
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
を
閲
覧
す
る
た
め
に
必

要
な
情
報
を
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

ロ
　
前
号
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
ま
で
の
間

に
お
い
て
、
イ
の
規
定
に
よ
り
顧
客
が
閲
覧
フ
ァ

イ
ル
を
閲
覧
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
記
録
し

た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
と
当
該
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
と
を
電

気
通
信
回
線
を
通
じ
て
接
続
可
能
な
状
態
を
維
持

さ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
閲
覧
の
提
供
を
受
け
た

顧
客
が
接
続
可
能
な
状
態
を
維
持
さ
せ
る
こ
と
に

つ
い
て
不
要
で
あ
る
旨
通
知
し
た
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

３
　
第
一
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、

外
国
銀
行
代
理
銀
行
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、

顧
客
フ
ァ
イ
ル
を
備
え
た
顧
客
等
又
は
外
国
銀
行
代
理

銀
行
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線

で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

（
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
）

第
三
十
四
条
の
二
の
九
　
令
第
十
四
条
の
三
に
お
い
て
準

用
す
る
令
第
四
条
の
三
第
一
項
及
び
令
第
十
四
条
の
四

に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
と
す
る
。

一
　
前
条
第
一
項
各
号
又
は
第
三
十
四
条
の
二
の
九
の

三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
外
国
銀
行
代

理
銀
行
が
使
用
す
る
も
の

二
　
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式
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（
特
定
投
資
家
へ
の
復
帰
申
出
を
し
た
者
が
同
意
を
行

う
書
面
の
記
載
事
項
）

第
三
十
四
条
の
二
の
九
の
二
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五

に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の

二
第
十
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
金

融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定

に
よ
る
承
諾
を
す
る
日
（
第
四
号
及
び
第
五
号
に
お

い
て
「
承
諾
日
」
と
い
う
。
）

二
　
対
象
契
約
が
特
定
預
金
等
契
約
で
あ
る
旨

三
　
復
帰
申
出
者
（
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お
い

て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第

十
一
項
に
規
定
す
る
復
帰
申
出
者
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
次
に
掲
げ
る
事
項
を
理

解
し
て
い
る
旨

イ
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る

金
融
商
品
取
引
法
第
四
十
五
条
各
号
（
第
三
号
及

び
第
四
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
規
定
は
、
対
象

契
約
に
関
し
て
復
帰
申
出
者
が
当
該
各
号
に
定
め

る
者
で
あ
る
場
合
（
同
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

場
合
を
除
く
。
）
に
は
適
用
さ
れ
な
い
旨

ロ
　
対
象
契
約
に
関
し
て
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り

扱
わ
れ
る
こ
と
が
そ
の
知
識
、
経
験
及
び
財
産
の

状
況
に
照
ら
し
て
適
当
で
は
な
い
者
が
特
定
投
資

家
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
者
の

保
護
に
欠
け
る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
旨

四
　
承
諾
日
以
後
に
対
象
契
約
の
締
結
の
勧
誘
又
は
締

結
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
復
帰
申
出
者
を
再
び
特

定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
う
旨

五
　
復
帰
申
出
者
は
、
承
諾
日
以
後
い
つ
で
も
、
法
第

五
十
二
条
の
二
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申

出
が
で
き
る
旨

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
同
意
の
取
得
）

第
三
十
四
条
の
二
の
九
の
三
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五

に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の

二
第
十
二
項
（
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お
い
て
準

用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
三
項

（
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次

に
掲
げ
る
も
の

イ
　
外
国
銀
行
代
理
銀
行
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
と
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お
い
て
準
用
す

る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
十
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
意
を
得
よ
う
と
す
る
相
手
方

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
顧
客
」
と
い
う
。
）
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通

信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録

す
る
方
法

ロ
　
外
国
銀
行
代
理
銀
行
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
顧
客

の
同
意
に
関
す
る
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ

て
当
該
顧
客
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
外
国
銀
行
代

理
銀
行
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
顧
客
の
同
意
に
関
す
る
事
項

を
記
録
す
る
方
法

二
　
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル

に
同
意
に
関
す
る
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
得
る

方
法

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
外
国
銀
行
代
理
銀
行

が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面

を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
第
一
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、

外
国
銀
行
代
理
銀
行
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、

顧
客
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線

で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

（
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
で
あ
る
法
人
が
特
定
投
資

家
と
み
な
さ
れ
る
場
合
の
期
限
日
）

第
三
十
四
条
の
二
の
十
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お

い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第

二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
外
国

銀
行
代
理
銀
行
が
一
定
の
日
を
定
め
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
当
該
外
国
銀
行
代
理
銀
行
の
営
業
所
の
公
衆
の
見

や
す
い
場
所
へ
の
掲
示
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り

公
表
し
て
い
る
場
合
と
す
る
。

一
　
当
該
日

二
　
次
項
に
規
定
す
る
日
を
期
限
日
（
法
第
五
十
二
条

の
二
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第

三
十
四
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
期
限
日

を
い
う
。
次
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
十
四
条
の

二
の
十
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
旨

２
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
日
は
、
外
国
銀
行
代
理
銀
行
が
前
項

の
規
定
に
よ
り
定
め
た
日
で
あ
つ
て
承
諾
日
（
同
条
第

二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
承
諾
日
を
い
う
。
次
条
第
二

項
第
三
号
及
び
第
三
十
四
条
の
二
の
十
二
に
お
い
て
同

じ
。
）
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
の
日
の
う
ち

も
遅

い
日
と
す
る
。

（
申
出
を
し
た
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
で
あ
る
法
人

が
同
意
を
行
う
書
面
の
記
載
事
項
）

第
三
十
四
条
の
二
の
十
一
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に

お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三

第
二
項
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事

項
は
、
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る

金
融
商
品
取
引
法
第
四
十
五
条
各
号
（
第
三
号
及
び
第

四
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
規
定
は
、
対
象
契
約
（
同

項
第
二
号
に
規
定
す
る
対
象
契
約
を
い
う
。
次
項
及
び

第
三
十
四
条
の
二
の
十
二
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

関
し
て
申
出
者
（
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お
い
て

準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項

に
規
定
す
る
申
出
者
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

が
当
該
各
号
に
定
め
る
者
で
あ
る
場
合
（
法
第
五
十
二

条
の
二
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第

四
十
五
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に

は
適
用
さ
れ
な
い
旨
と
す
る
。

２
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
第
七
号
に
規
定

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

と
す
る
。

一
　
期
限
日
以
前
に
締
結
し
た
対
象
契
約
に
関
し
て
法

令
の
規
定
又
は
契
約
の
定
め
に
基
づ
い
て
行
う
行
為

に
つ
い
て
は
、
期
限
日
後
に
行
う
も
の
で
あ
つ
て

も
、
申
出
者
を
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
う
旨

二
　
申
出
者
は
、
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お
い
て

準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
行
つ
た
外
国
銀
行
代
理
銀

行
の
み
か
ら
対
象
契
約
に
関
し
て
特
定
投
資
家
と
し

て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
旨

三
　
申
出
者
は
、
承
諾
日
以
後
い
つ
で
も
、
法
第
五
十

二
条
の
二
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
四
条
の
三
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が

で
き
る
旨

（
申
出
を
し
た
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
で
あ
る
法
人

が
更
新
申
出
を
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
）

第
三
十
四
条
の
二
の
十
二
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に

お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三

第
七
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
期
間
は
、
十

一
月
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
期
間
）
と
す
る
。

一
　
承
諾
日
か
ら
期
限
日
ま
で
の
期
間
が
一
年
に
満
た

な
い
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
　
当
該

期
間
か
ら
一
月
を
控
除
し
た
期
間

二
　
承
諾
日
か
ら
期
限
日
ま
で
の
期
間
が
一
月
を
超
え

な
い
場
合
　
一
日

２
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
八
項
に
規
定
す
る
場

合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項

中
「
承
諾
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
回
の
期
限
日
の
翌

日
」
と
す
る
。

（
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
へ
の
復
帰
申
出
を
し
た
法

人
に
交
付
す
る
書
面
の
記
載
事
項
）

第
三
十
四
条
の
二
の
十
二
の
二
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の

五
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条

の
三
第
十
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
金

融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
十
項
の
規
定
に

よ
り
承
諾
を
す
る
日
（
第
三
号
に
お
い
て
「
承
諾

日
」
と
い
う
。
）

二
　
対
象
契
約
が
特
定
預
金
等
契
約
で
あ
る
旨

三
　
承
諾
日
以
後
に
対
象
契
約
の
締
結
の
勧
誘
又
は
締

結
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
法
第
五
十
二
条
の
二
の

五
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四

条
の
三
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
法
人
を

再
び
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
と
し
て
取
り
扱
う
旨

（
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
う
よ
う
申
し
出
る
こ
と

が
で
き
る
営
業
者
等
）

第
三
十
四
条
の
二
の
十
三
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に

お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四

第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

と
す
る
。

一
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
金

融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
申
出
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
全
て
の
匿
名
組
合

員
の
同
意
を
得
て
い
な
い
こ
と
。

二
　
そ
の
締
結
し
た
商
法
第
五
百
三
十
五
条
に
規
定
す

る
匿
名
組
合
契
約
に
基
づ
く
出
資
の
合
計
額
が
三
億

円
未
満
で
あ
る
こ
と
。

２
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
個
人
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と

す
る
。

一
　
民
法
第
六
百
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合

契
約
を
締
結
し
て
組
合
の
業
務
の
執
行
を
委
任
さ
れ

た
組
合
員
で
あ
る
個
人
（
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て

に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）

イ
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る

金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
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定
に
よ
る
申
出
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
他
の
全
て

の
組
合
員
の
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
組
合
契
約
に
基
づ
く
出
資
の
合
計
額
が
三

億
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
第
三
条

第
一
項
に
規
定
す
る
有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
を
締

結
し
て
組
合
の
重
要
な
業
務
の
執
行
の
決
定
に
関
与

し
、
か
つ
、
当
該
業
務
を
自
ら
執
行
す
る
組
合
員
で

あ
る
個
人
（
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る

者
に
限
る
。
）

イ
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る

金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
申
出
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
他
の
全
て

の
組
合
員
の
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
に
基
づ
く
出
資

の
合
計
額
が
三
億
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
う
よ
う
申
し
出
る
こ
と

が
で
き
る
個
人
）

第
三
十
四
条
の
二
の
十
四
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に

お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四

第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件

は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
こ
と
と
す

る
。

一
　
取
引
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
か
ら
合
理
的
に
判
断

し
て
、
承
諾
日
（
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お
い

て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第

六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
四
条
の
三
第

二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
承
諾
日
を
い
う
。
次
号
、

次
条
第
二
項
、
第
三
十
四
条
の
二
の
十
六
第
二
項
第

三
号
及
び
第
三
十
四
条
の
二
の
十
六
の
二
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
お
け
る
申
出
者
（
法
第
五
十
二
条
の
二

の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十

四
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
申
出
者
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
及
び
第
三
十
四
条
の
二
の
十
六
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
資
産
の
合
計
額
か
ら
負
債
の
合
計
額
を

控
除
し
た
額
が
三
億
円
以
上
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る

こ
と
。

二
　
取
引
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
か
ら
合
理
的
に
判
断

し
て
、
承
諾
日
に
お
け
る
申
出
者
の
資
産
（
第
十
四

条
の
十
一
の
十
四
第
二
号
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る

も
の
に
限
る
。
）
の
合
計
額
が
三
億
円
以
上
に
な
る

と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

三
　
申
出
者
が

初
に
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
係
る
特

定
預
金
等
契
約
を
締
結
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年

を
経
過
し
て
い
る
こ
と
。

（
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
で
あ
る
個
人
が
特
定
投
資

家
と
み
な
さ
れ
る
場
合
の
期
限
日
）

第
三
十
四
条
の
二
の
十
五
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に

お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四

第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
四
条
の
三
第

二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
外
国

銀
行
代
理
銀
行
が
一
定
の
日
を
定
め
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
当
該
外
国
銀
行
代
理
銀
行
の
営
業
所
の
公
衆
の
見

や
す
い
場
所
へ
の
掲
示
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り

公
表
し
て
い
る
場
合
と
す
る
。

一
　
当
該
日

二
　
次
項
に
規
定
す
る
日
を
期
限
日
（
法
第
五
十
二
条

の
二
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第

三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
四
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
期
限
日

を
い
う
。
次
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
十
四
条
の

二
の
十
六
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
旨

２
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
日
は
、
外
国
銀
行
代
理
銀
行
が
前
項
の

規
定
に
よ
り
定
め
た
日
で
あ
つ
て
承
諾
日
か
ら
起
算
し

て
一
年
以
内
の
日
の
う
ち

も
遅
い
日
と
す
る
。

（
申
出
を
し
た
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
で
あ
る
個
人

が
同
意
を
行
う
書
面
の
記
載
事
項
）

第
三
十
四
条
の
二
の
十
六
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に

お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四

第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
四
条
の
三
第

二
項
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

は
、
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
金

融
商
品
取
引
法
第
四
十
五
条
各
号
（
第
三
号
及
び
第
四

号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
規
定
は
、
対
象
契
約
（
同
項

第
二
号
に
規
定
す
る
対
象
契
約
を
い
う
。
次
項
及
び
第

三
十
四
条
の
二
の
十
六
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関

し
て
申
出
者
が
当
該
各
号
に
定
め
る
者
で
あ
る
場
合

（
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融

商
品
取
引
法
第
四
十
五
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合

を
除
く
。
）
に
は
適
用
さ
れ
な
い
旨
と
す
る
。

２
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と

す
る
。

一
　
期
限
日
以
前
に
締
結
し
た
対
象
契
約
に
関
し
て
法

令
の
規
定
又
は
契
約
の
定
め
に
基
づ
い
て
行
う
行
為

に
つ
い
て
は
、
期
限
日
後
に
行
う
も
の
で
あ
つ
て

も
、
申
出
者
を
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
う
旨

二
　
申
出
者
は
、
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お
い
て

準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
行
つ
た
外
国
銀
行
代
理
銀

行
の
み
か
ら
対
象
契
約
に
関
し
て
特
定
投
資
家
と
し

て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
旨

三
　
申
出
者
は
、
承
諾
日
以
後
い
つ
で
も
、
法
第
五
十

二
条
の
二
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
四
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が

で
き
る
旨

（
申
出
を
し
た
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
で
あ
る
個
人

が
更
新
申
出
を
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
）

第
三
十
四
条
の
二
の
十
六
の
二
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の

五
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条

の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
四
条
の

三
第
七
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
期
間
は
、

十
一
月
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
期
間
）
と
す
る
。

一
　
承
諾
日
か
ら
期
限
日
ま
で
の
期
間
が
一
年
に
満
た

な
い
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
　
当
該

期
間
か
ら
一
月
を
控
除
し
た
期
間

二
　
承
諾
日
か
ら
期
限
日
ま
で
の
期
間
が
一
月
を
超
え

な
い
場
合
　
一
日

２
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
三
十
四
条
の
三
第
八
項
に
規
定
す
る
場
合

に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中

「
承
諾
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
回
の
期
限
日
の
翌
日
」

と
す
る
。

（
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
へ
の
復
帰
申
出
を
し
た
個

人
に
交
付
す
る
書
面
の
記
載
事
項
）

第
三
十
四
条
の
二
の
十
六
の
三
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の

五
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条

の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
四
条
の

三
第
十
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
金

融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
五
項
の
規
定
に

よ
り
承
諾
を
す
る
日
（
第
三
号
に
お
い
て
「
承
諾

日
」
と
い
う
。
）

二
　
対
象
契
約
が
特
定
預
金
等
契
約
で
あ
る
旨

三
　
承
諾
日
以
後
に
対
象
契
約
の
締
結
の
勧
誘
又
は
締

結
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
法
第
五
十
二
条
の
二
の

五
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四

条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
個
人
を

再
び
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
と
し
て
取
り
扱
う
旨

（
広
告
類
似
行
為
）

第
三
十
四
条
の
二
の
十
七
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に

お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
各
項

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
郵
便
、
信

書
便
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
す
る
方

法
、
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
方
法
、
ビ
ラ
又
は
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
を
配
布
す
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
（
次
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
多
数
の
者
に
対
し
て
同

様
の
内
容
で
行
う
情
報
の
提
供
と
す
る
。

一
　
法
令
又
は
法
令
に
基
づ
く
行
政
官
庁
の
処
分
に
基

づ
き
作
成
さ
れ
た
書
類
を
配
布
す
る
方
法

二
　
個
別
の
企
業
の
分
析
及
び
評
価
に
関
す
る
資
料
で

あ
つ
て
、
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
勧
誘
に
使
用

し
な
い
も
の
を
配
布
す
る
方
法

三
　
次
に
掲
げ
る
全
て
の
事
項
の
み
が
表
示
さ
れ
て
い

る
景
品
そ
の
他
の
物
品
（
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る

事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
さ
れ
て
い
る

も
の
に
限
る
。
）
を
提
供
す
る
方
法
（
当
該
事
項
の

う
ち
景
品
そ
の
他
の
物
品
に
表
示
さ
れ
て
い
な
い
事

項
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
景
品
そ
の
他
の

物
品
と
当
該
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
る
他
の
物
品
と

を
一
体
の
も
の
と
し
て
提
供
す
る
方
法
を
含
む
。
）

イ
　
商
品
の
名
称
（
通
称
を
含
む
。
）

ロ
　
こ
の
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
多
数
の
者
に

対
し
て
同
様
の
内
容
で
行
う
情
報
の
提
供
を
す
る

外
国
銀
行
代
理
銀
行
の
商
号
又
は
そ
の
通
称

ハ
　
令
第
十
四
条
の
五
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事

項
（
当
該
事
項
の
文
字
又
は
数
字
が
当
該
事
項
以

外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち

も
大
き
な

も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
さ
れ

て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

ニ
　
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
面
の
内
容
を
十
分

に
読
む
べ
き
旨

（１）
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お
い
て
準
用
す

る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項

に
規
定
す
る
書
面
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
三
十

四
条
の
二
の
三
十
の
二
ま
で
に
お
い
て
「
契
約

締
結
前
交
付
書
面
」
と
い
う
。
）

（２）
　
第
三
十
四
条
の
二
の
二
十
五
第
一
項
第
一
号

に
規
定
す
る
外
貨
預
金
等
書
面

（３）
　
第
三
十
四
条
の
二
の
二
十
五
第
一
項
第
三
号

ロ
に
規
定
す
る
契
約
変
更
書
面

（
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
の
業
務

の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
等
の
表
示
方
法
）

第
三
十
四
条
の
二
の
十
八
　
外
国
銀
行
代
理
銀
行
が
そ
の

行
う
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
の
業

務
の
内
容
に
つ
い
て
広
告
又
は
前
条
に
規
定
す
る
行
為

（
次
項
に
お
い
て
「
広
告
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
と
き

は
、
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
金

融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
第
一
項
各
号
（
第
二
号
を
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除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に

表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
外
国
銀
行
代
理
銀
行
が
そ
の
行
う
特
定
預
金
等
契
約

の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
広

告
等
を
す
る
と
き
は
、
令
第
十
四
条
の
五
第
一
項
第
二

号
に
掲
げ
る
事
項
の
文
字
又
は
数
字
を
当
該
事
項
以
外

の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち

も
大
き
な
も
の
と

著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
す
る
も
の
と
す

る
。

３
　
外
国
銀
行
代
理
銀
行
が
そ
の
行
う
特
定
預
金
等
契
約

の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
基

幹
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方

法
又
は
第
三
十
四
条
の
二
の
二
十
一
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
方
法
（
音
声
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法
を
除

く
。
）
に
よ
り
広
告
を
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
令
第
十
四
条
の
五
第
二
項
第
一
号
に
掲

げ
る
事
項
の
文
字
又
は
数
字
を
当
該
事
項
以
外
の
事
項

の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち

も
大
き
な
も
の
と
著
し
く

異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
顧
客
が
支
払
う
べ
き
対
価
に
関
す
る
事
項
）

第
三
十
四
条
の
二
の
十
九
　
令
第
十
四
条
の
五
第
一
項
第

一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
手
数

料
等
の
種
類
ご
と
の
金
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は

こ
れ
ら
の
計
算
方
法
（
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る

元
本
の
額
に
対
す
る
割
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
概
要
及
び
当
該
金
額
の
合
計
額
若
し

く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
の
概
要
と

す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
表
示
を
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
と
す

る
。

（
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
重
要
事
項
）

第
三
十
四
条
の
二
の
二
十
　
令
第
十
四
条
の
五
第
一
項
第

三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
当
該
外
国
銀
行
代
理
銀
行
の
所
属
外
国
銀
行
が
預

入
期
間
を
延
長
す
る
権
利
を
有
す
る
特
定
預
金
等
に

あ
つ
て
は
、
当
該
権
利
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
当
該

特
定
預
金
等
の
金
利
が
市
場
金
利
を
下
回
る
こ
と
に

よ
り
顧
客
に
不
利
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
旨

二
　
そ
の
他
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
重
要
な

事
項
に
つ
い
て
顧
客
の
不
利
益
と
な
る
事
実

（
基
幹
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送
を
さ
せ

る
方
法
に
準
ず
る
方
法
等
）

第
三
十
四
条
の
二
の
二
十
一
　
令
第
十
四
条
の
五
第
二
項

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

一
　
一
般
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送
を
さ

せ
る
方
法

二
　
外
国
銀
行
代
理
銀
行
又
は
当
該
外
国
銀
行
代
理
銀

行
が
行
う
広
告
等
に
係
る
業
務
の
委
託
を
受
け
た
者

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ

ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
（
基
幹
放
送
事
業
者

の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法
又
は
前
号

に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
事
項
と
同
一
の

も
の
に
限
る
。
）
を
電
気
通
信
回
線
を
利
用
し
て
顧

客
に
閲
覧
さ
せ
る
方
法

三
　
常
時
又
は
一
定
の
期
間
継
続
し
て
屋
内
又
は
屋
外

で
公
衆
に
表
示
さ
せ
る
方
法
で
あ
つ
て
、
看
板
、
立

看
板
、
貼
り
紙
及
び
貼
り
札
並
び
に
広
告
塔
、
広
告

板
、
建
物
そ
の
他
の
工
作
物
等
に
掲
出
さ
せ
、
又
は

表
示
さ
せ
る
も
の
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

２
　
令
第
十
四
条
の
五
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
三
十
四
条
の
二
の
十
七
第

三
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

（
誇
大
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
事
項
）

第
三
十
四
条
の
二
の
二
十
二
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五

に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
第

二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
特
定
預
金
等
契
約
の
解
除
に
関
す
る
事
項

二
　
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
損
失
の
全
部
若
し
く
は

一
部
の
負
担
又
は
利
益
の
保
証
に
関
す
る
事
項

三
　
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
損
害
賠
償
額
の
予
定

（
違
約
金
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
項

四
　
特
定
預
金
等
契
約
に
関
し
て
顧
客
が
支
払
う
べ
き

手
数
料
等
の
額
又
は
そ
の
計
算
方
法
、
支
払
の
方
法

及
び
時
期
並
び
に
支
払
先
に
関
す
る
事
項

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
方
法
）

第
三
十
四
条
の
二
の
二
十
三
　
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に

は
、
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
金

融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第
二

号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
を
日
本
産

業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
八
ポ
イ
ン
ト
以
上
の

大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
締
結
前
交
付
書

面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
枠
の
中
に
日
本
産
業
規

格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大

き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
記

載
し
、
か
つ
、
次
項
に
規
定
す
る
事
項
の
次
に
記
載
す

る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
金

融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に

掲
げ
る
事
項
の
概
要
並
び
に
同
項
第
五
号
及
び
第
三

十
四
条
の
二
の
二
十
七
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項

二
　
第
三
十
四
条
の
二
の
二
十
七
第
十
二
号
に
掲
げ
る

事
項

３
　
外
国
銀
行
代
理
銀
行
は
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に

は
、
第
三
十
四
条
の
二
の
二
十
七
第
一
号
に
掲
げ
る
事

項
及
び
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る

金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
事
項
の
う
ち
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と

と
な
る
特
に
重
要
な
も
の
を
、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三

〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文

字
及
び
数
字
を
用
い
て
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の

初
に
平
易
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
情
報
の
提
供
の
方
法
）

第
三
十
四
条
の
二
の
二
十
四
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五

に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の

三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
は
、
契
約
締
結

前
交
付
書
面
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
）

第
三
十
四
条
の
二
の
二
十
五
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五

に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の

三
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前

一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
特
定
預
金
等
契

約
に
つ
い
て
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お
い
て
準

用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項

第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事

項
並
び
に
第
三
十
四
条
の
二
の
二
十
七
第
一
号
、
第

十
一
号
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
第
三
十

四
条
の
二
の
二
十
三
に
規
定
す
る
方
法
に
準
ず
る
方

法
に
よ
り
記
載
し
た
書
面
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
三

十
四
条
の
二
の
三
十
の
二
ま
で
に
お
い
て
「
外
貨
預

金
等
書
面
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
て
い
る
場
合

（
当
該
顧
客
か
ら
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を

要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
つ
た
場
合
に
限

る
。
）

二
　
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧

客
に
対
し
当
該
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の

特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を

交
付
し
て
い
る
場
合
（
前
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
同

一
の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結

前
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。
）

三
　
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
の
一
部
の

変
更
を
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
特
定
預
金
等
契
約

の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て

は
、
次
に
掲
げ
る
と
き
。

イ
　
当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預

金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載

事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
な
い
と
き
。

ロ
　
当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預

金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載

事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
変
更
す
べ
き
記
載
事

項
を
記
載
し
た
書
面
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
三
十

四
条
の
二
の
三
十
の
二
ま
で
に
お
い
て
「
契
約
変

更
書
面
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
て
い
る
と
き
。

四
　
当
該
顧
客
に
対
し
、
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
を

行
い
、
か
つ
、
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お
い
て

準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一

項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る

事
項
（
前
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同

号
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
当
該

顧
客
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び
特
定
預
金

等
契
約
を
締
結
す
る
目
的
に
照
ら
し
て
当
該
顧
客
に

理
解
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
方
法
及
び
程
度
に
よ
る

説
明
を
し
て
い
る
場
合
（
当
該
顧
客
に
対
し
契
約
締

結
前
交
付
書
面
（
外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等

契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
契
約

締
結
前
交
付
書
面
又
は
外
貨
預
金
等
書
面
、
前
号
ロ

に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
契
約
締
結
前
交
付
書

面
又
は
契
約
変
更
書
面
。
以
下
こ
の
号
並
び
に
第
五

項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載

す
べ
き
事
項
を
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て

顧
客
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
り
提
供
し
て
い
る

場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た

す
と
き
に
限
り
、
当
該
顧
客
か
ら
契
約
締
結
前
交
付

書
面
の
交
付
の
請
求
が
あ
つ
た
場
合
を
除
く
。
）

イ
　
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事

項
を
、
当
該
顧
客
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の

映
像
面
に
お
い
て
、
当
該
顧
客
に
と
つ
て
見
や
す

い
箇
所
に
第
三
十
四
条
の
二
の
二
十
三
に
規
定
す

る
方
法
に
準
じ
て
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る

こ
と
（
当
該
閲
覧
に
供
す
る
方
法
が
第
三
十
四
条

の
二
の
八
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
。

ロ
　
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事

項
に
掲
げ
ら
れ
た
取
引
を

後
に
行
つ
た
日
以
後

五
年
間
（
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
ま
で
の
間
に

当
該
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き

は
、
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦
情
が

解
決
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
）
、

当
該
顧
客
が
常
に
容
易
に
当
該
事
項
を
閲
覧
す
る

こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
が
と
ら
れ
て
い

る
こ
と
。

２
　
第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
五
第
二
項
の
規
定
は
、
前

項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
外
貨
預
金
等
書
面
の
交
付
及
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び
同
項
第
三
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
契
約
変
更
書
面
の
交

付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
た
日
（
こ
の
項
の
規
定

に
よ
り
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ

れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
外
貨
預
金
等
に

係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
を
行
つ
た
場
合
（
当
該

顧
客
か
ら
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い

旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
つ
た
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、

当
該
締
結
の
日
に
お
い
て
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し

た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用

す
る
。

４
　
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
日
（
第
一
項
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約

締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該

特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
日
及
び
こ
の
項
の
規
定
に

よ
り
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な

さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
当
該
契
約
締

結
前
交
付
書
面
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内

容
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
を
行
つ
た
場
合
に
は
、

当
該
締
結
の
日
に
お
い
て
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交

付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
二
号
の
規
定
を

適
用
す
る
。

５
　
第
一
項
第
四
号
の
「
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
」
と

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
簡
潔
に
記
載
し
た
書
面
の
交

付
又
は
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
第
三
十
四
条

の
二
の
八
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を

し
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
こ
と
（
第

一
号
の
質
問
例
に
基
づ
く
顧
客
の
質
問
に
対
し
て
回
答

を
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
い
う
。

一
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
金

融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
（
第

二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
（
第

一
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同

号
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
特
定
預

金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
の
顧
客
の
判
断
に
資
す

る
主
な
も
の
の
概
要
及
び
こ
れ
に
関
す
る
質
問
例

二
　
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
提

供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
情
報
及
び
当
該
提
供
を

受
け
る
事
項
の
内
容
を
十
分
に
読
む
べ
き
旨

三
　
顧
客
か
ら
請
求
が
あ
る
と
き
は
契
約
締
結
前
交
付

書
面
を
交
付
す
る
旨

（
顧
客
が
支
払
う
べ
き
対
価
に
関
す
る
事
項
）

第
三
十
四
条
の
二
の
二
十
六
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五

に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の

三
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

の
は
、
手
数
料
、
報
酬
、
費
用
そ
の
他
い
か
な
る
名
称

に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
特
定
預
金
等
契
約
に
関
し
て
顧

客
が
支
払
う
べ
き
手
数
料
等
の
種
類
ご
と
の
金
額
若
し

く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
（
当
該
特

定
預
金
等
契
約
に
係
る
元
本
の
額
に
対
す
る
割
合
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
金
額

の
合
計
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算

方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
記
載
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理

由
と
す
る
。

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
三
十
四
条
の
二
の
二
十
七
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五

に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の

三
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事

項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
内
容
を
十
分
に
読

む
べ
き
旨

二
　
商
品
の
名
称
（
通
称
を
含
む
。
）

三
　
預
金
保
険
法
第
五
十
三
条
に
規
定
す
る
保
険
金
の

支
払
の
対
象
で
あ
る
か
ど
う
か
の
別

四
　
受
入
れ
の
対
象
と
な
る
者
の
範
囲

五
　
預
入
期
間
（
自
動
継
続
扱
い
の
有
無
を
含
む
。
）

六
　

低
預
入
金
額
、
預
入
単
位
そ
の
他
の
預
入
れ
に

関
す
る
事
項

七
　
払
戻
し
の
方
法

八
　
利
息
の
設
定
方
法
、
支
払
方
法
、
計
算
方
法
そ
の

他
の
利
息
に
関
す
る
事
項

九
　
付
加
す
る
こ
と
の
で
き
る
特
約
に
関
す
る
事
項

十
　
預
入
期
間
の
中
途
で
の
解
約
時
の
取
扱
い
（
利
息

及
び
手
数
料
の
計
算
方
法
を
含
む
。
）

十
一
　
顧
客
が
行
う
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い

て
金
利
、
通
貨
の
価
格
、
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る

相
場
そ
の
他
の
指
標
に
係
る
変
動
を
直
接
の
原
因
と

し
て
損
失
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
当
該
指
標

ロ
　
当
該
指
標
に
係
る
変
動
に
よ
り
損
失
が
生
ず
る

お
そ
れ
が
あ
る
理
由

十
二
　
当
該
外
国
銀
行
代
理
銀
行
の
所
属
外
国
銀
行
が

預
入
期
間
を
延
長
す
る
権
利
を
有
す
る
特
定
預
金
等

に
あ
つ
て
は
、
当
該
権
利
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
当

該
特
定
預
金
等
の
金
利
が
市
場
金
利
を
下
回
る
こ
と

に
よ
り
顧
客
に
不
利
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
旨

十
三
　
次
に
掲
げ
る
も
の
と
特
定
預
金
等
と
の
組
合
せ

に
よ
る
預
入
れ
時
の
払
込
金
が
満
期
時
に
全
額
返
還

さ
れ
る
保
証
の
な
い
商
品
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、

預
入
れ
時
の
払
込
金
が
満
期
時
に
全
額
返
還
さ
れ
る

保
証
の
な
い
こ
と
そ
の
他
当
該
商
品
に
関
す
る
詳
細

イ
　
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
外
国
市
場
デ
リ

バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

取
引
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ
　
法
第
十
条
第
二
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
金
融

等
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

ハ
　
先
物
外
国
為
替
取
引

ニ
　
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商

品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る

取
引
及
び
外
国
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
同
号
に

掲
げ
る
取
引
と
類
似
の
取
引
を
除
く
。
）

ホ
　
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
取
引
又
は
外
国
金
融
商
品
市
場
に
お
け

る
同
号
に
掲
げ
る
取
引
と
類
似
の
取
引
（
国
債
証

券
等
及
び
同
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価

証
券
の
う
ち
同
項
第
一
号
の
性
質
を
有
す
る
も
の

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

十
四
　
変
動
金
利
預
金
の
金
利
の
設
定
の
基
準
と
な
る

指
標
及
び
金
利
の
設
定
の
方
法
が
定
め
ら
れ
て
い
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
基
準
及
び
方
法
並
び
に
金

利
に
関
す
る
事
項

十
五
　
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
租
税
の
概
要

十
六
　
顧
客
が
当
該
外
国
銀
行
代
理
銀
行
の
所
属
外
国

銀
行
に
連
絡
す
る
方
法

十
七
　
そ
の
他
特
定
預
金
等
の
預
入
れ
に
関
し
参
考
と

な
る
と
認
め
ら
れ
る
事
項

（
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
三
十
四
条
の
二
の
二
十
八
　
特
定
預
金
等
契
約
が
成
立

し
た
と
き
に
作
成
す
る
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お

い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第

一
項
に
規
定
す
る
書
面
（
次
条
に
お
い
て
「
契
約
締
結

時
交
付
書
面
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
外
国
銀
行
代
理
銀
行
の
所
属
外
国
銀
行
の
名

称
又
は
商
号

二
　
預
入
金
額
（
元
本
の
額
が
外
国
通
貨
で
表
示
さ
れ

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
外
国
通
貨
で
表
示
さ
れ

る
元
本
の
額
）

三
　
預
金
保
険
法
第
五
十
三
条
に
規
定
す
る
保
険
金
の

支
払
の
対
象
で
あ
る
か
ど
う
か
の
別

四
　
預
入
日
及
び
満
期
日
（
自
動
継
続
扱
い
の
有
無
を

含
む
。
）

五
　
払
戻
し
の
方
法

六
　
利
息
の
設
定
方
法
、
支
払
方
法
、
計
算
方
法
そ
の

他
の
利
息
に
関
す
る
事
項

七
　
預
入
期
間
の
中
途
で
の
解
約
時
の
取
扱
い
（
利
息

及
び
手
数
料
の
計
算
方
法
を
含
む
。
）

八
　
当
該
特
定
預
金
等
契
約
の
成
立
の
年
月
日

九
　
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
手
数
料
等
に
関
す

る
事
項

十
　
顧
客
の
氏
名
又
は
名
称

十
一
　
顧
客
が
当
該
外
国
銀
行
代
理
銀
行
の
所
属
外
国

銀
行
に
連
絡
す
る
方
法

（
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
）

第
三
十
四
条
の
二
の
二
十
九
　
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に

係
る
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
金

融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
に

規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る

場
合
と
す
る
。

一
　
外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前

一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
対
し
外
貨
預
金
等
書
面
を

交
付
し
て
い
る
場
合
（
当
該
顧
客
か
ら
契
約
締
結
時

交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が

あ
つ
た
場
合
に
限
る
。
）

二
　
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧

客
に
対
し
当
該
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の

特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を

交
付
し
て
い
る
場
合
（
前
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
同

一
の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結

時
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。
）

三
　
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
の
一
部
の

変
更
を
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
特
定
預
金
等
契
約

が
成
立
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と

き
。

イ
　
当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預

金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載

事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
な
い
と
き
。

ロ
　
当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預

金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載

事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
変
更
す
べ
き
記
載
事

項
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
て
い
る
と
き
。

２
　
第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
九
第
二
項
の
規
定
は
、
前

項
第
三
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

３
　
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
た
日
（
こ
の
項
の
規
定

に
よ
り
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ

れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
外
貨
預
金
等
に

係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
を
行
つ
た
場
合
（
当
該

顧
客
か
ら
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い

旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
つ
た
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、

当
該
締
結
の
日
に
お
い
て
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し

た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用

す
る
。

４
　
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
た
日
（
第
一
項
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約

締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該

特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
日
及
び
こ
の
項
の
規
定
に
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よ
り
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な

さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
当
該
契
約
締

結
時
交
付
書
面
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内

容
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
を
行
つ
た
場
合
に
は
、

当
該
締
結
の
日
に
お
い
て
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交

付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
二
号
の
規
定
を

適
用
す
る
。

（
信
用
格
付
業
者
の
登
録
の
意
義
そ
の
他
の
事
項
）

第
三
十
四
条
の
二
の
三
十
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に

お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
八
条
第
三

号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
金
融
商
品
取
引
法
第
六
十
六
条
の
二
十
七
の
登
録

の
意
義

二
　
信
用
格
付
を
付
与
し
た
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る

事
項

イ
　
商
号
、
名
称
又
は
氏
名

ロ
　
法
人
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理

人
の
定
め
の
あ
る
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
る
と
き

は
、
役
員
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管

理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代

表
者
又
は
管
理
人
）
の
氏
名
又
は
名
称

ハ
　
本
店
そ
の
他
の
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の

名
称
及
び
所
在
地

三
　
信
用
格
付
を
付
与
し
た
者
が
当
該
信
用
格
付
を
付

与
す
る
た
め
に
用
い
る
方
針
及
び
方
法
の
概
要

四
　
信
用
格
付
の
前
提
、
意
義
及
び
限
界

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
関
係
法
人
の
付

与
し
た
信
用
格
付
に
つ
い
て
は
、
法
第
五
十
二
条
の
二

の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
八

条
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
金
融
商
品
取
引
法
第
六
十
六
条
の
二
十
七
の
登
録

の
意
義

二
　
金
融
庁
長
官
が
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内

閣
府
令
第
百
十
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
そ
の
関
係
法
人
を
当
該
特
定
関
係
法
人
と
し
て

指
定
し
た
信
用
格
付
業
者
の
商
号
又
は
名
称
及
び
登

録
番
号

三
　
当
該
特
定
関
係
法
人
が
信
用
格
付
業
を
示
す
も
の

と
し
て
使
用
す
る
呼
称

四
　
信
用
格
付
を
付
与
し
た
特
定
関
係
法
人
が
当
該
信

用
格
付
を
付
与
す
る
た
め
に
用
い
る
方
針
及
び
方
法

の
概
要
又
は
当
該
概
要
に
関
す
る
情
報
を
第
二
号
に

規
定
す
る
信
用
格
付
業
者
か
ら
入
手
す
る
方
法

五
　
信
用
格
付
の
前
提
、
意
義
及
び
限
界

（
禁
止
行
為
）

第
三
十
四
条
の
二
の
三
十
の
二
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の

五
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
八
条

第
九
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次

に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一
　
第
三
十
四
条
の
二
の
四
十
四
各
号
に
掲
げ
る
行
為

二
　
次
に
掲
げ
る
書
面
の
交
付
に
関
し
、
あ
ら
か
じ

め
、
顧
客
（
特
定
投
資
家
（
法
第
五
十
二
条
の
二
の

五
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四

条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
投
資
家
以
外
の

顧
客
と
み
な
さ
れ
る
者
を
除
き
、
法
第
五
十
二
条
の

二
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三

十
四
条
の
三
第
四
項
（
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に

お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の

四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
り
特
定
投
資
家
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含

む
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

対
し
て
、
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お
い
て
準
用

す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第

三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項

（
ハ
に
掲
げ
る
書
面
を
交
付
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

当
該
書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
で
あ
つ
て
同
項

第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事

項
に
係
る
も
の
）
に
つ
い
て
顧
客
の
知
識
、
経
験
、

財
産
の
状
況
及
び
特
定
預
金
等
契
約
を
締
結
す
る
目

的
に
照
ら
し
て
当
該
顧
客
に
理
解
さ
れ
る
た
め
に
必

要
な
方
法
及
び
程
度
に
よ
る
説
明
を
す
る
こ
と
な

く
、
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を

す
る
行
為

イ
　
契
約
締
結
前
交
付
書
面

ロ
　
外
貨
預
金
等
書
面

ハ
　
契
約
変
更
書
面

三
　
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
勧
誘
に
関
し
て
、
虚

偽
の
表
示
を
し
、
又
は
重
要
な
事
項
に
つ
き
誤
解
を

生
ぜ
し
め
る
べ
き
表
示
を
す
る
行
為

四
　
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
き
、
顧
客
若
し
く
は
そ
の

指
定
し
た
者
に
対
し
、
特
別
の
利
益
の
提
供
を
約

し
、
又
は
顧
客
若
し
く
は
第
三
者
に
対
し
特
別
の
利

益
を
提
供
す
る
行
為
（
第
三
者
を
し
て
特
別
の
利
益

の
提
供
を
約
さ
せ
、
又
は
こ
れ
を
提
供
さ
せ
る
行
為

を
含
む
。
）

五
　
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
又
は
解
約
に
関
し
、
顧

客
（
個
人
に
限
る
。
）
に
迷
惑
を
覚
え
さ
せ
る
よ
う

な
時
間
に
電
話
又
は
訪
問
に
よ
り
勧
誘
す
る
行
為

（
行
為
規
制
の
適
用
除
外
の
例
外
）

第
三
十
四
条
の
二
の
三
十
一
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
五

に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
四
十
五
条
た

だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
法

第
五
十
二
条
の
二
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
、

顧
客
の
締
結
し
た
特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
照
会
に

対
し
て
速
や
か
に
回
答
で
き
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い

な
い
場
合
と
す
る
。

（
所
属
外
国
銀
行
の
説
明
書
類
等
の
縦
覧
）

第
三
十
四
条
の
二
の
三
十
二
　
外
国
銀
行
代
理
銀
行
は
、

そ
の
所
属
外
国
銀
行
及
び
当
該
所
属
外
国
銀
行
を
子
会

社
と
す
る
外
国
銀
行
持
株
会
社
（
法
第
五
十
二
条
の
二

の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
外
国
銀
行
持
株
会
社
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
そ
の
事
業
年

度
ご
と
に
作
成
し
た
書
面
で
あ
つ
て
、
当
該
所
属
外
国

銀
行
又
は
当
該
外
国
銀
行
持
株
会
社
の
業
務
及
び
財
産

の
状
況
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
も
の
（
法
第
二
十

一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
五
十
二
条
の
二
十

九
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
又

は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
日
本
語
又
は
英
語

に
よ
り
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
縦
覧
書
類
」
と
い
う
。
）
の
縦
覧
を
、
当
該
所
属

外
国
銀
行
又
は
当
該
所
属
外
国
銀
行
を
子
会
社
と
す
る

外
国
銀
行
持
株
会
社
の
事
業
年
度
経
過
後
六
月
以
内
に

開
始
し
、
当
該
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
に
係
る
そ
れ

ぞ
れ
の
縦
覧
書
類
の
縦
覧
を
開
始
す
る
ま
で
の
間
、
公

衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
縦
覧
書
類
が
英
語
で
記
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合

に
は
、
外
国
銀
行
代
理
銀
行
は
、
当
該
縦
覧
書
類
に
加

え
、
そ
の
所
属
外
国
銀
行
及
び
当
該
所
属
外
国
銀
行
を

子
会
社
と
す
る
外
国
銀
行
持
株
会
社
に
係
る
事
業
の
概

況
並
び
に
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
に
つ
い
て
、

顧
客
の
求
め
に
応
じ
、
日
本
語
で
記
載
さ
れ
た
書
面
又

は
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的

記
録
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
外
国
銀
行
代
理
銀
行
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ

り
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
ま
で
に
縦
覧
書
類
の
縦
覧

を
開
始
で
き
な
い
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
金
融
庁
長

官
（
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
銀
行
以
外
の
外
国
銀
行

代
理
銀
行
に
あ
つ
て
は
、
当
該
外
国
銀
行
代
理
銀
行
の

本
店
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が

福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
つ
て
は
、
福
岡
財

務
支
局
長
）
）
の
承
認
を
受
け
て
、
当
該
縦
覧
の
開
始

を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
外
国
銀
行
代
理
銀
行
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認

を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
理
由
書

を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

５
　
金
融
庁
長
官
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申

請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
外
国
銀
行
代

理
銀
行
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
縦
覧
の
開
始
を
延
期

す
る
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
か
ど

う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

６
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た

事
項
又
は
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
掲

載
し
た
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ア
ド
レ
ス
（
二
次
元
コ
ー
ド

そ
の
他
の
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
紙
面
又

は
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
と
す
る
。

（
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
健
全
化
措
置
）

第
三
十
四
条
の
二
の
三
十
三
　
外
国
銀
行
代
理
銀
行
は
、

法
第
五
十
二
条
の
二
の
七
の
規
定
に
よ
り
、
外
国
銀
行

代
理
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を
確
保
す
る
た

め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
係
る
所
属
外
国
銀
行
の
業

務
又
は
財
産
の
状
況
に
関
す
る
照
会
に
対
し
て
速
や

か
に
回
答
で
き
る
体
制
の
整
備
等
の
措
置

二
　
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を

確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
は
、

所
属
外
国
銀
行
と
の
間
の
委
託
契
約
の
内
容
を
変
更

し
、
又
は
解
除
す
る
た
め
の
措
置

三
　
代
理
又
は
媒
介
を
行
お
う
と
す
る
所
属
外
国
銀
行

の
業
務
に
つ
い
て
、
法
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項

に
規
定
す
る
業
務
（
代
理
又
は
媒
介
に
係
る
業
務
及

び
銀
行
が
同
項
（
第
八
号
及
び
第
八
号
の
二
を
除

く
。
）
の
規
定
に
よ
り
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
業
務
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
か
ど
う
か

を
必
要
に
応
じ
て
自
ら
審
査
を
行
う
た
め
の
措
置

四
　
顧
客
と
の
間
で
外
国
電
子
決
済
手
段
（
外
国
に
お

い
て
発
行
さ
れ
る
法
又
は
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の

兼
営
等
に
関
す
る
法
律
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
に

基
づ
く
電
子
決
済
手
段
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
発
行
に
よ
る
為
替
取
引
の
代
理
又

は
媒
介
を
行
う
場
合
に
は
、
外
国
電
子
決
済
手
段
の

特
性
及
び
自
己
の
業
務
体
制
に
照
ら
し
て
、
顧
客
の

保
護
又
は
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な

遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
外
国
電
子
決
済
手
段
を
取
り
扱
わ
な
い
た
め
に
必

要
な
措
置

五
　
所
属
外
国
銀
行
に
外
国
銀
行
代
理
銀
行
か
ら
顧
客

に
関
す
る
情
報
を
不
正
に
取
得
さ
せ
な
い
等
、
顧
客

情
報
の
適
切
な
管
理
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

六
　
外
国
銀
行
代
理
業
務
を
営
む
営
業
所
の
廃
止
に
あ

た
つ
て
は
、
当
該
営
業
所
の
顧
客
に
係
る
取
引
が
、

所
属
外
国
銀
行
を
同
一
と
す
る
他
の
外
国
銀
行
代
理

銀
行
又
は
他
の
営
業
所
へ
支
障
な
く
引
き
継
が
れ
る

等
、
当
該
営
業
所
の
顧
客
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
さ

な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
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七
　
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
係
る
所
属
外
国
銀
行
の
業

務
に
係
る
顧
客
か
ら
の
苦
情
を
適
切
か
つ
迅
速
に
処

理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

（
所
属
外
国
銀
行
に
関
す
る
届
出
等
）

第
三
十
四
条
の
二
の
三
十
四
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
九

第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合

は
、
発
行
済
株
式
等
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数
又
は

額
の
株
式
又
は
持
分
を
保
有
す
る
者
に
変
更
が
あ
つ
た

場
合
と
す
る
。

２
　
外
国
銀
行
代
理
銀
行
は
、
法
第
五
十
二
条
の
二
の
九

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
届
出
書
に
理
由
書
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

を
記
載
し
た
書
面
を
添
付
し
て
、
遅
滞
な
く
、
金
融
庁

長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同

項
第
一
号
に
係
る
届
出
は
、
半
期
ご
と
に
一
括
し
て
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
外
国
銀
行
代
理
銀
行
は
、
法
第
五
十
二
条
の
二
の
九

第
二
項
に
よ
る
公
告
及
び
掲
示
を
す
る
と
き
（
同
条
第

一
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
届
出
を
行
つ

た
場
合
に
限
る
。
）
は
、
所
属
外
国
銀
行
に
お
け
る
預

金
等
そ
の
他
そ
の
営
む
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
係
る
取

引
の
処
理
の
方
針
を
示
す
も
の
と
す
る
。

４
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
九
第
三
項
の
外
国
銀
行
代
理

銀
行
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
に
供
す
る
措
置
を

す
る
と
き
は
、
当
該
外
国
銀
行
代
理
銀
行
の
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
に
掲
載
す
る
方
法
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
標
識
の
様
式
等
）

第
三
十
四
条
の
二
の
三
十
五
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
十

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の
四
十
第
一
項
に

規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
様
式
は
、
別
紙
様
式
第

十
号
の
二
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
外
国
銀
行
代
理
銀
行
は
、
法
第
五
十
二
条
の
二
の
十

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の
四
十
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
閲
覧
に
供
す
る
措
置
を
す
る
と
き
は
、
当

該
外
国
銀
行
代
理
銀
行
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
す
る

方
法
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
分
別
管
理
）

第
三
十
四
条
の
二
の
三
十
六
　
外
国
銀
行
代
理
銀
行
は
、

法
第
五
十
二
条
の
二
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五

十
二
条
の
四
十
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
管
理
場
所
を
区

別
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
外
国
銀
行
代
理
行

為
に
関
し
て
顧
客
か
ら
交
付
を
受
け
た
金
銭
そ
の
他
の

財
産
が
自
己
の
固
有
財
産
で
あ
る
か
、
又
は
い
ず
れ
の

所
属
外
国
銀
行
に
係
る
も
の
で
あ
る
か
が
直
ち
に
判
別

で
き
る
状
態
で
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
明
示
事
項
）

第
三
十
四
条
の
二
の
三
十
七
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
十

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の
四
十
四
第
一
項

第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
外
国
銀
行
代
理
行
為
に
関
し
て
顧
客
か
ら
金
銭
そ

の
他
の
財
産
の
交
付
を
受
け
る
と
き
は
、
当
該
交
付

を
受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
の
所
属
外
国
銀
行
か
ら
の

権
限
の
付
与
が
あ
る
旨

二
　
所
属
外
国
銀
行
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

顧
客
が
締
結
し
よ
う
と
す
る
外
国
銀
行
代
理
行
為
に

係
る
契
約
に
つ
き
顧
客
が
支
払
う
べ
き
手
数
料
と
、

当
該
契
約
と
同
種
の
契
約
に
つ
き
他
の
所
属
外
国
銀

行
に
支
払
う
べ
き
手
数
料
が
異
な
る
と
き
は
、
そ

の
旨

三
　
所
属
外
国
銀
行
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

顧
客
が
締
結
し
よ
う
と
す
る
外
国
銀
行
代
理
行
為
に

係
る
契
約
と
同
種
の
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介

を
他
の
所
属
外
国
銀
行
の
た
め
に
行
つ
て
い
る
と
き

は
、
そ
の
旨

四
　
所
属
外
国
銀
行
が
二
以
上
あ
る
場
合
は
、
顧
客
の

取
引
の
相
手
方
と
な
る
所
属
外
国
銀
行
の
商
号
又
は

名
称

（
外
国
銀
行
代
理
銀
行
の
預
金
者
等
に
対
す
る
情
報
の

提
供
）

第
三
十
四
条
の
二
の
三
十
八
　
第
十
三
条
の
三
（
第
五
項

を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
法
第
五
十
二
条
の
二
の
十
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の
四
十
四
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
外
国
銀
行
代
理
銀
行
が
行
う
預
金
者
等
に

対
す
る
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
外
国
銀
行
代
理
銀
行
が
締
結
す
る
契
約
と
の
誤
認
防

止
）

第
三
十
四
条
の
二
の
三
十
九
　
外
国
銀
行
代
理
銀
行
は
、

外
国
銀
行
代
理
行
為
を
行
う
と
き
は
、
顧
客
に
対
し
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
契
約
の
主
体
が
、
当
該
外
国
銀
行
代
理
銀
行
で
は

な
く
、
当
該
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
係
る
所
属
外
国

銀
行
で
あ
る
こ
と
。

二
　
そ
の
他
外
国
銀
行
代
理
銀
行
が
締
結
す
る
契
約
と

の
誤
認
防
止
に
関
し
参
考
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る

事
項

（
他
の
所
属
外
国
銀
行
の
同
種
の
契
約
に
係
る
情
報
提

供
）

第
三
十
四
条
の
二
の
四
十
　
外
国
銀
行
代
理
銀
行
は
、
第

三
十
四
条
の
二
の
三
十
七
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明

ら
か
に
し
た
と
き
は
、
顧
客
の
求
め
に
応
じ
、
他
の
所

属
外
国
銀
行
の
同
種
の
契
約
の
内
容
そ
の
他
顧
客
に
参

考
と
な
る
べ
き
情
報
の
提
供
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
外
国
銀
行
代
理
業
務
の
従
事
者
に
対
す
る
研
修
の
実

施
等
の
措
置
）

第
三
十
四
条
の
二
の
四
十
一
　
外
国
銀
行
代
理
銀
行
は
、

外
国
銀
行
代
理
業
務
の
従
事
者
に
対
し
、
外
国
銀
行
代

理
業
務
の
指
導
、
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
関
す
る
法
令

等
（
外
国
の
法
令
等
を
含
む
。
）
を
遵
守
さ
せ
る
た
め

の
研
修
の
実
施
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
外
国
銀
行
代
理
銀
行
の
密
接
関
係
者
）

第
三
十
四
条
の
二
の
四
十
二
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
十

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
第
三
号

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
外
国
銀
行
代
理
銀
行

と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
は
、
当
該
外
国
銀
行
代
理

銀
行
が
銀
行
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
銀
行
の

特
定
関
係
者
（
法
第
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
関

係
者
を
い
い
、
当
該
外
国
銀
行
代
理
銀
行
で
あ
る
銀
行

の
子
会
社
を
除
く
。
）
と
し
、
当
該
外
国
銀
行
代
理
銀

行
が
外
国
銀
行
支
店
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該

外
国
銀
行
支
店
の
特
殊
関
係
者
（
令
第
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
十
三
条
の
二
に
規

定
す
る
特
殊
関
係
者
を
い
い
、
当
該
外
国
銀
行
支
店
に

係
る
外
国
銀
行
の
子
会
社
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
顧
客
の
保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
）

第
三
十
四
条
の
二
の
四
十
三
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
十

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
第
三
号

に
規
定
す
る
顧
客
の
保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
が
な
い
も

の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
外
国
銀
行
代

理
銀
行
が
不
当
に
取
引
を
行
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、

資
金
の
貸
付
け
又
は
手
形
の
割
引
を
内
容
と
す
る
契
約

の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
す
る
行
為
で
は
な
い
も
の

と
す
る
。

（
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
係
る
禁
止
行
為
）

第
三
十
四
条
の
二
の
四
十
四
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
十

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
第
五
号

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ

る
行
為
と
す
る
。

一
　
顧
客
に
対
し
、
不
当
に
、
自
己
又
は
自
己
の
指
定

す
る
事
業
者
と
取
引
を
行
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、

所
属
外
国
銀
行
の
業
務
に
係
る
契
約
の
締
結
の
代
理

又
は
媒
介
を
す
る
行
為
（
法
第
五
十
条
の
二
の
十
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
第
三
号

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

二
　
顧
客
に
対
し
、
外
国
銀
行
代
理
銀
行
と
し
て
の
取

引
上
の
優
越
的
地
位
を
不
当
に
利
用
し
て
、
取
引
の

条
件
又
は
実
施
に
つ
い
て
不
利
益
を
与
え
る
行
為

三
　
顧
客
に
対
し
、
不
当
に
、
所
属
外
国
銀
行
の
業
務

に
係
る
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
こ
と

を
条
件
と
し
て
、
自
己
又
は
自
己
の
指
定
す
る
事
業

者
と
取
引
を
す
る
行
為

四
　
法
令
等
（
外
国
の
法
令
等
を
含
む
。
）
に
違
反
し
、

又
は
違
反
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
所
属
外
国
銀
行
の
行

為
に
係
る
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う

行
為

（
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
関
す
る
帳
簿
書
類
）

第
三
十
四
条
の
二
の
四
十
五
　
外
国
銀
行
代
理
銀
行
は
、

法
第
五
十
二
条
の
二
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五

十
二
条
の
四
十
九
の
規
定
に
よ
り
、
外
国
銀
行
代
理
業

務
の
処
理
及
び
計
算
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
（
所
属
外
国
銀
行
の
業
務
の
代

理
を
行
わ
な
い
場
合
は
、
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限

る
。
）
を
所
属
外
国
銀
行
ご
と
に
作
成
し
、
当
該
各
号

に
定
め
る
期
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
総
勘
定
元
帳
　
作
成
の
日
か
ら
五
年
間

二
　
外
国
銀
行
代
理
勘
定
元
帳
　
作
成
の
日
か
ら
十

年
間

三
　
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
係
る
顧
客
に
対
し
て
行
つ

た
所
属
外
国
銀
行
の
業
務
の
媒
介
の
内
容
を
記
録
し

た
書
面
　
当
該
媒
介
を
行
つ
た
日
か
ら
五
年
間

（
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
関
す
る
報
告
書
の
様
式
等
）

第
三
十
四
条
の
二
の
四
十
六
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
十

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の
五
十
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
関
す
る
報
告
書

は
、
別
紙
様
式
第
十
号
の
二
の
二
に
よ
り
作
成
し
、
事

業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
外
国
銀
行
代
理
銀
行
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ

り
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
外
国
銀
行
代
理
業
務
に

関
す
る
報
告
書
の
提
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

に
は
、
あ
ら
か
じ
め
金
融
庁
長
官
（
令
第
十
七
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
当
該
外
国
銀
行
代
理
銀
行
の
本
店
の
所

在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財

務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
福

岡
財
務
支
局
長
）
が
当
該
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
関
す

る
報
告
書
を
受
理
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
財
務

局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
）
の
承
認
を
受
け
て
、
当

該
提
出
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
外
国
銀
行
代
理
銀
行
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認

を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
理
由
書

を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

４
　
金
融
庁
長
官
等
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請

が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
外
国
銀
行
代
理

銀
行
が
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
の
延
期
を
す
る
こ

と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
理
由
が
あ

る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。
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第
八
章
　
株
主

第
一
節
　
通
則

（
銀
行
議
決
権
保
有
届
出
書
の
提
出
等
）

第
三
十
四
条
の
二
の
四
十
七
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
十

一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
銀
行
議
決

権
保
有
届
出
書
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
十
四
条
の
五

に
お
い
て
「
銀
行
議
決
権
保
有
届
出
書
」
と
い
う
。
）

を
提
出
す
べ
き
者
は
、
別
紙
様
式
第
十
号
の
二
の
三
に

よ
り
当
該
銀
行
議
決
権
保
有
届
出
書
を
作
成
し
、
金
融

庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
場
合
及
び
内
閣
府
令
で
定
め
る
日

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
及
び
そ
の
区
分
に
応
じ

当
該
各
号
に
定
め
る
日
と
す
る
。

一
　
保
有
す
る
議
決
権
の
数
に
増
加
が
な
い
場
合
（
第

三
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
　
銀
行
議
決
権
大
量

保
有
者
（
法
第
五
十
二
条
の
二
の
十
一
第
一
項
に
規

定
す
る
銀
行
議
決
権
大
量
保
有
者
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
並
び
に
第
三
十
四
条
の
四
第
二
項
第
二
号
及
び

第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
な
つ
た
こ
と
を
知
つ

た
日
か
ら
五
日
（
日
曜
日
及
び
令
第
十
五
条
の
二
に

規
定
す
る
休
日
の
日
数
は
、
算
入
し
な
い
。
以
下
こ

の
号
及
び
第
三
十
四
条
の
四
第
二
項
第
一
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
経
過
し
た
日
又
は
銀
行
議
決
権
大
量

保
有
者
と
な
つ
た
日
を
含
む
月
の
翌
月
十
五
日
か
ら

五
日
を
経
過
し
た
日
（
当
該
日
が
銀
行
議
決
権
大
量

保
有
者
と
な
つ
た
日
か
ら
一
月
を
経
過
し
た
日
前
で

あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
銀
行
議
決
権
大
量
保
有
者

と
な
つ
た
日
か
ら
一
月
を
経
過
し
た
日
）
の
い
ず
れ

か
早
い
日

二
　
銀
行
議
決
権
大
量
保
有
者
と
な
つ
た
者
が
外
国
人

又
は
外
国
の
法
人
（
法
第
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
者
を
含
む
。
次
号
並
び
に
第
三
十
四
条
の

四
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

で
あ
る
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
　
銀

行
議
決
権
大
量
保
有
者
と
な
つ
た
日
か
ら
一
月
を
経

過
し
た
日

三
　
銀
行
議
決
権
大
量
保
有
者
と
な
つ
た
者
が
外
国
人

又
は
外
国
の
法
人
で
あ
つ
て
そ
の
保
有
す
る
議
決
権

の
数
に
増
加
が
な
い
場
合
　
銀
行
議
決
権
大
量
保
有

者
と
な
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
か
ら
一
月
を
経
過
し

た
日
又
は
銀
行
議
決
権
大
量
保
有
者
と
な
つ
た
日
を

含
む
月
の
翌
月
十
五
日
か
ら
一
月
を
経
過
し
た
日

（
当
該
日
が
銀
行
議
決
権
大
量
保
有
者
と
な
つ
た
日

か
ら
二
月
を
経
過
し
た
日
前
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
銀
行
議
決
権
大
量
保
有
者
と
な
つ
た
日
か
ら
二

月
を
経
過
し
た
日
）
の
い
ず
れ
か
早
い
日

（
国
等
が
保
有
す
る
議
決
権
と
み
な
さ
れ
る
議
決
権
）

第
三
十
四
条
の
三
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
議
決
権
の
保
有
に
つ
い
て
、
令

第
十
五
条
の
法
人
と
み
な
す
。

一
　
預
金
保
険
法
附
則
第
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定

す
る
協
定
銀
行
　
同
法
附
則
第
二
十
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
協
定
に
基
づ
く
譲
受
け
等
に
係
る
株
式
に

係
る
議
決
権
、
金
融
機
能
の
早
期
健
全
化
の
た
め
の

緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
四

十
三
号
。
以
下
「
金
融
機
能
早
期
健
全
化
緊
急
措
置

法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
株
式

等
の
発
行
等
に
係
る
株
式
に
係
る
議
決
権
、
金
融
機

能
の
再
生
の
た
め
の
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
附
則
第
五
条
の
規
定

に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧

金
融
機
能
の
安
定
化
の
た
め
の
緊
急
措
置
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
五
号
）
第
四
条
第
一
項
第

一
号
に
規
定
す
る
優
先
株
式
等
の
発
行
等
に
係
る
株

式
に
係
る
議
決
権
及
び
金
融
機
能
の
強
化
の
た
め
の

特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百

二
十
八
号
）
第
三
十
五
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す

る
取
得
株
式
等
で
あ
る
株
式
に
係
る
議
決
権

二
　
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
八

年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
七
十
四
条
第
一
号
に
規
定

す
る
協
定
債
権
回
収
会
社
　
同
法
第
七
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
資
産
の
買
取
り
の
委
託
に
係
る
株

式
に
係
る
議
決
権

三
　
保
険
業
法
附
則
第
一
条
の
二
の
三
第
一
号
に
規
定

す
る
協
定
銀
行
　
同
法
附
則
第
一
条
の
二
の
十
二
第

一
項
に
規
定
す
る
協
定
に
基
づ
く
資
産
の
買
取
り
に

係
る
株
式
に
係
る
議
決
権

（
変
更
報
告
書
の
提
出
等
）

第
三
十
四
条
の
四
　
法
第
五
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
変
更
報
告
書
（
以
下
こ
の
項

及
び
第
三
項
並
び
に
次
条
に
お
い
て
「
変
更
報
告
書
」

と
い
う
。
）
を
提
出
す
べ
き
者
は
、
別
紙
様
式
第
十
号

の
二
の
三
に
よ
り
当
該
変
更
報
告
書
を
作
成
し
、
金
融

庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
五
十
二
条
の
三
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
場
合
及
び
内
閣
府
令
で
定
め
る
日
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
及
び
そ
の
区
分
に
応
じ
当
該

各
号
に
定
め
る
日
と
す
る
。

一
　
保
有
す
る
議
決
権
の
数
に
増
加
又
は
減
少
が
な
い

場
合
（
議
決
権
保
有
割
合
（
法
第
五
十
二
条
の
二
の

十
一
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
議
決
権
保
有
割
合

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

が
百
分
の
一
以
上
増
加
し
又
は
減
少
し
た
場
合
に
限

り
、
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
　
議
決
権
保

有
割
合
が
百
分
の
一
以
上
増
加
し
若
し
く
は
減
少
し

た
こ
と
を
知
つ
た
日
か
ら
五
日
を
経
過
し
た
日
又
は

議
決
権
保
有
割
合
が
百
分
の
一
以
上
増
加
し
若
し
く

は
減
少
し
た
日
を
含
む
月
の
翌
月
十
五
日
か
ら
五
日

を
経
過
し
た
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日

二
　
銀
行
議
決
権
大
量
保
有
者
が
外
国
人
又
は
外
国
の

法
人
で
あ
る
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
十
一
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
事
項
の
変
更
が
あ
つ
た
日
か
ら
一
月
を
経
過
し

た
日

三
　
銀
行
議
決
権
大
量
保
有
者
が
外
国
人
又
は
外
国
の

法
人
で
あ
つ
て
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の
数
に
増
加

又
は
減
少
が
な
い
場
合
（
議
決
権
保
有
割
合
が
百
分

の
一
以
上
増
加
し
又
は
減
少
し
た
場
合
に
限
る
。
）
　

議
決
権
保
有
割
合
が
百
分
の
一
以
上
増
加
し
若
し
く

は
減
少
し
た
こ
と
を
知
つ
た
日
か
ら
一
月
を
経
過
し

た
日
又
は
議
決
権
保
有
割
合
が
百
分
の
一
以
上
増
加

し
若
し
く
は
減
少
し
た
日
を
含
む
月
の
翌
月
十
五
日

か
ら
一
月
を
経
過
し
た
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日

３
　
法
第
五
十
二
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
議
決
権
保
有
割
合
が
百

分
の
一
以
上
減
少
し
た
こ
と
に
よ
る
変
更
報
告
書
で
当

該
変
更
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
議
決
権
保
有
割
合
が
百

分
の
五
以
下
で
あ
る
も
の
を
既
に
提
出
し
て
い
る
場
合

と
す
る
。

（
特
例
対
象
議
決
権
に
係
る
銀
行
議
決
権
保
有
届
出
書

の
提
出
等
）

第
三
十
四
条
の
五
　
法
第
五
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
銀
行
議
決
権
保
有
届
出
書
を
提
出
す
べ
き
者
又

は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
報
告
書
を
提
出
す

べ
き
者
は
、
別
紙
様
式
第
十
号
の
三
に
よ
り
当
該
銀
行

議
決
権
保
有
届
出
書
又
は
当
該
変
更
報
告
書
を
作
成

し
、
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
五
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
　
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
、
金
融
商
品
取
引
業
者

（
有
価
証
券
関
連
業
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
九

条
の
四
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
第
一
種
少
額
電
子

募
集
取
扱
業
務
及
び
同
法
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第

四
項
に
規
定
す
る
第
二
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
務

を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
投
資
運
用

業
（
同
法
第
二
十
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
投
資
運

用
業
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
営
む
者

に
限
る
。
）
、
信
託
会
社
（
信
託
業
法
第
三
条
又
は
第

五
十
三
条
第
一
項
の
免
許
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）

、
保
険
会
社
、
外
国
保
険
会
社
等
、
農
林
中
央
金

庫
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
及
び
独
立
行
政

法
人
郵
便
貯
金
簡
易
生
命
保
険
管
理
・
郵
便
局
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
支
援
機
構

二
　
外
国
の
法
令
に
準
拠
し
て
外
国
に
お
い
て
銀
行

業
、
有
価
証
券
関
連
業
、
投
資
運
用
業
、
信
託
業
又

は
保
険
業
を
営
む
者
で
あ
つ
て
前
号
に
掲
げ
る
者
以

外
の
者

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
項

に
お
い
て
「
銀
行
等
」
と
い
う
。
）
を
共
同
保
有
者

と
す
る
者
で
あ
つ
て
銀
行
等
以
外
の
者

３
　
法
第
五
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
数
は
、
百
分
の
十
と
す
る
。

４
　
法
第
五
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
場
合
は
、
銀
行
等
に
銀
行
等
で
な
い
共
同
保

有
者
が
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
共
同
保
有
者
に
銀

行
等
で
あ
る
共
同
保
有
者
が
い
な
い
も
の
と
み
な
し
て

計
算
し
た
当
該
共
同
保
有
者
の
議
決
権
保
有
割
合
が
百

分
の
一
を
超
え
る
場
合
と
す
る
。

５
　
法
第
五
十
二
条
の
四
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
基
準
は
、
議
決
権
保
有
割
合
が
同
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
、
又
は
提
出
さ
れ
る

べ
き
銀
行
議
決
権
保
有
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
議
決
権

保
有
割
合
よ
り
百
分
の
二
・
五
以
上
増
加
し
又
は
減
少

し
た
こ
と
と
す
る
。

６
　
法
第
五
十
二
条
の
四
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
場
合
及
び
内
閣
府
令
で
定
め
る
日

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
及
び
そ
の
区
分
に
応
じ

当
該
各
号
に
定
め
る
日
と
す
る
。

一
　
変
更
報
告
書
に
係
る
基
準
日
（
法
第
五
十
二
条
の

四
第
三
項
に
規
定
す
る
基
準
日
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
属
す
る
月
の
後
の
月
の
末

日
に
お
け
る
議
決
権
保
有
割
合
が
当
該
変
更
報
告
書

に
記
載
さ
れ
た
議
決
権
保
有
割
合
よ
り
百
分
の
二
・

五
以
上
増
加
し
又
は
減
少
し
た
場
合
　
当
該
末
日
の

属
す
る
月
の
翌
月
十
五
日

二
　
変
更
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
議
決
権
保
有
割
合
が

基
準
日
以
外
の
月
の
末
日
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
月
の
後
の
基
準
日
に
お
け
る
議

決
権
保
有
割
合
が
当
該
変
更
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た

議
決
権
保
有
割
合
よ
り
百
分
の
一
以
上
増
加
し
又
は

減
少
し
た
場
合
そ
の
他
の
銀
行
議
決
権
保
有
届
出
書

に
記
載
す
べ
き
重
要
な
事
項
の
変
更
が
あ
つ
た
場

合
　
当
該
後
の
基
準
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
十
五
日

三
　
変
更
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
議
決
権
保
有
割
合
が

基
準
日
以
外
の
月
の
末
日
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
月
の
後
の
基
準
日
以
外
の
月
の

末
日
に
お
け
る
議
決
権
保
有
割
合
が
当
該
変
更
報
告
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書
に
記
載
さ
れ
た
議
決
権
保
有
割
合
よ
り
百
分
の

二
・
五
以
上
増
加
し
又
は
減
少
し
た
場
合
　
当
該
後

の
基
準
日
以
外
の
月
の
末
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
十

五
日

四
　
法
第
五
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出

さ
れ
、
又
は
提
出
さ
れ
る
べ
き
変
更
報
告
書
に
記
載

さ
れ
た
議
決
権
保
有
割
合
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た

日
の
後
の
基
準
日
に
お
け
る
議
決
権
保
有
割
合
が
当

該
変
更
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
議
決
権
保
有
割
合
よ

り
百
分
の
一
以
上
増
加
し
又
は
減
少
し
た
場
合
そ
の

他
の
銀
行
議
決
権
保
有
届
出
書
に
記
載
す
べ
き
重
要

な
事
項
の
変
更
が
あ
つ
た
場
合
　
当
該
基
準
日
の
属

す
る
月
の
翌
月
十
五
日

五
　
法
第
五
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出

さ
れ
、
又
は
提
出
さ
れ
る
べ
き
変
更
報
告
書
に
記
載

さ
れ
た
議
決
権
保
有
割
合
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た

日
の
後
の
基
準
日
以
外
の
月
の
末
日
に
お
け
る
議
決

権
保
有
割
合
が
当
該
変
更
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
議

決
権
保
有
割
合
よ
り
百
分
の
二
・
五
以
上
増
加
し
又

は
減
少
し
た
場
合
　
当
該
末
日
の
属
す
る
月
の
翌
月

十
五
日

六
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
提
出
さ
れ
、
又
は
提
出
さ
れ
る
べ
き
銀
行
議
決
権

保
有
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
議
決
権
保
有
割
合
の
計

算
の
基
礎
と
な
つ
た
日
の
後
の
基
準
日
に
お
け
る
議

決
権
保
有
割
合
が
当
該
銀
行
議
決
権
保
有
届
出
書
に

記
載
さ
れ
た
議
決
権
保
有
割
合
よ
り
百
分
の
一
以
上

増
加
し
又
は
減
少
し
た
場
合
そ
の
他
の
銀
行
議
決
権

保
有
届
出
書
に
記
載
す
べ
き
重
要
な
事
項
の
変
更
が

あ
つ
た
場
合
　
当
該
基
準
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
十

五
日

七
　
法
第
五
十
二
条
の
二
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
提
出
さ
れ
、
又
は
提
出
さ
れ
る
べ
き
銀
行
議
決
権

保
有
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
議
決
権
保
有
割
合
の
計

算
の
基
礎
と
な
つ
た
日
の
後
の
基
準
日
以
外
の
月
の

末
日
に
お
け
る
議
決
権
保
有
割
合
が
当
該
銀
行
議
決

権
保
有
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
議
決
権
保
有
割
合
よ

り
百
分
の
二
・
五
以
上
増
加
し
又
は
減
少
し
た
場

合
　
当
該
末
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
十
五
日

７
　
基
準
日
の
届
出
又
は
当
該
基
準
日
の
変
更
を
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
別
紙
様
式
第
十
号
の
四
に
よ
り
届
出
書

を
作
成
し
、
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
二
節
　
銀
行
主
要
株
主
に
係
る
特
例

第
一
款
　
通
則

（
銀
行
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
を
保

有
す
る
者
に
な
ろ
う
と
す
る
場
合
の
認
可
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
六
　
法
第
五
十
二
条
の
九
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
取
引
又
は
行
為
に
よ
り
一
の
銀
行
の
主
要
株
主

基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
を
保
有
す
る
者
に
な
ろ
う

と
す
る
会
社
そ
の
他
の
法
人
は
、
同
項
の
認
可
を
受
け

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書

面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
法
人
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面
（
当
該
法

人
が
外
国
の
法
人
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ

り
次
に
掲
げ
る
書
面
の
一
部
が
な
い
場
合
に
は
、
当

該
書
面
に
類
す
る
書
面
）

イ
　
定
款

ロ
　
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

ハ
　
取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会

社
に
あ
つ
て
は
取
締
役
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会

社
に
あ
つ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
）
の
履
歴
書

ニ
　
会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
、
会
計
参
与

の
履
歴
書

ホ
　
そ
の
総
株
主
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
の
百
分

の
五
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
者
の
氏
名
、

住
所
又
は
居
所
、
国
籍
及
び
職
業
（
当
該
者
が
法

人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名

称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
営
ん
で
い
る

事
業
の
内
容
）
並
び
に
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の

数
を
記
載
し
た
書
面

ヘ
　
当
該
認
可
に
係
る
法
第
五
十
二
条
の
九
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
行
為
が
株
主
総
会
又
は

取
締
役
会
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
機
関
を
含
む
。
）

の
決
議
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ

に
関
す
る
株
主
総
会
の
議
事
録
又
は
取
締
役
会
の

議
事
録
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
機
関
に
お
い
て
必
要

な
手
続
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
含
む
。
）

ト
　
主
た
る
事
務
所
の
位
置
を
記
載
し
た
書
面

チ
　
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

リ
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資

本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他
当
該
法
人
の

近
に
お

け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
書
面

ヌ
　
当
該
銀
行
の
議
決
権
の
保
有
に
係
る
体
制
を
記

載
し
た
書
面

ル
　
そ
の
保
有
す
る
当
該
銀
行
の
議
決
権
の
数
及
び

当
該
認
可
後
に
取
得
又
は
保
有
し
よ
う
と
す
る
当

該
銀
行
の
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
面

ヲ
　
そ
の
子
会
社
等
の
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は

事
務
所
の
位
置
及
び
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た

書
面

三
　
当
該
認
可
後
五
事
業
年
度
に
お
け
る
そ
の
保
有
す

る
当
該
銀
行
の
議
決
権
に
係
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ

ー
の
見
込
み
及
び
当
該
見
込
み
の
ネ
ッ
ト
プ
レ
ゼ
ン

ト
バ
リ
ュ
ー
（
当
該
議
決
権
の
保
有
を
直
接
又
は
間

接
の
原
因
と
す
る
収
入
又
は
支
出
の
増
加
及
び
減
少

の
そ
れ
ぞ
れ
を
当
該
議
決
権
の
取
得
資
金
に
係
る
そ

れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
期
間
の
金
利
を
用
い
て
現
在
価

値
と
し
て
割
り
引
い
て
得
た
値
を
合
計
し
た
値
を
い

う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記
載
し
た
書
面

四
　
前
号
の
ネ
ッ
ト
プ
レ
ゼ
ン
ト
バ
リ
ュ
ー
に
係
る
ス

ト
レ
ス
テ
ス
ト
（
ネ
ッ
ト
プ
レ
ゼ
ン
ト
バ
リ
ュ
ー
の

計
算
の
前
提
と
な
る
事
項
に
つ
い
て
当
該
事
項
の
過

去
の
一
定
期
間
の
変
化
そ
の
他
の
合
理
的
な
範
囲
で

の
変
化
が
あ
つ
た
も
の
と
し
て
、
当
該
ネ
ッ
ト
プ
レ

ゼ
ン
ト
バ
リ
ュ
ー
と
は
異
な
る
値
を
別
途
計
算
す
る

こ
と
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
結
果

を
記
載
し
た
書
面

五
　
当
該
認
可
後
に
当
該
銀
行
と
の
間
に
有
す
る
こ
と

を
予
定
す
る
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
け

る
関
係
及
び
当
該
関
係
に
係
る
方
針
（
当
該
関
係
が

当
該
銀
行
の
業
務
の
運
営
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性

が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
銀
行
の
業
務
の
健

全
か
つ
適
切
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
を
含

む
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

六
　
そ
の
他
法
第
五
十
二
条
の
十
第
一
号
に
掲
げ
る
基

準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
審
査
を
す
る
た
め
参
考

と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
法
第
五
十
二
条
の
九
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
取
引
又

は
行
為
に
よ
り
一
の
銀
行
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の

数
の
議
決
権
を
保
有
す
る
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
（
前

項
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
は
、
同
項
の
認
可
を
受

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
前
項
第
一
号

及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
面
並
び
に

次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
者
の
名
称
又
は
氏
名
、
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
又
は
住
所
若
し
く
は
居
所
及
び
営
ん
で
い
る
事

業
又
は
職
業
を
記
載
し
た
書
面

二
　
そ
の
保
有
す
る
当
該
銀
行
の
議
決
権
の
数
及
び
当

該
認
可
後
に
取
得
又
は
保
有
し
よ
う
と
す
る
当
該
銀

行
の
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
者
が
総
株
主
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
の
百

分
の
二
十
以
上
の
数
の
議
決
権
を
保
有
す
る
法
人
の

名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置
及
び
業

務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

四
　
そ
の
他
法
第
五
十
二
条
の
十
第
二
号
に
掲
げ
る
基

準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
審
査
を
す
る
た
め
参
考

と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

３
　
一
の
銀
行
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権

を
保
有
す
る
会
社
そ
の
他
の
法
人
の
設
立
を
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
法
第
五
十
二
条
の
九
第
一
項
の
認
可
を
受

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る

書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
認
可
を
受
け
て
設
立
さ
れ
る
会
社
そ
の
他
の

法
人
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
設
立
法
人
」
と
い

う
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面
（
当
該
設
立
法

人
が
外
国
の
法
人
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ

り
次
に
掲
げ
る
書
面
の
一
部
が
な
い
場
合
に
は
、
当

該
書
面
に
類
す
る
書
面
）

イ
　
定
款

ロ
　
取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会

社
に
あ
つ
て
は
取
締
役
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会

社
に
あ
つ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
）
の
履
歴
書

ハ
　
会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
、
会
計
参
与

の
履
歴
書

ニ
　
そ
の
総
株
主
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
の
百
分

の
五
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
こ
と
と
な
る

者
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
国
籍
及
び
職
業

（
当
該
者
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び

営
ん
で
い
る
事
業
の
内
容
）
並
び
に
そ
の
保
有
す

る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
面

ホ
　
当
該
設
立
が
創
立
総
会
の
決
議
を
要
す
る
も
の

で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
関
す
る
創
立
総
会
の

議
事
録
（
当
該
設
立
法
人
が
株
式
移
転
、
合
併
又

は
会
社
分
割
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
こ
れ
に
関
す
る
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他

必
要
な
手
続
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
）

ヘ
　
主
た
る
事
務
所
の
位
置
を
記
載
し
た
書
面

ト
　
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

チ
　
資
本
金
の
額
そ
の
他
の
当
該
設
立
後
に
お
け
る

財
産
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

リ
　
当
該
銀
行
の
議
決
権
の
保
有
に
係
る
体
制
を
記

載
し
た
書
面

ヌ
　
そ
の
保
有
す
る
当
該
銀
行
の
議
決
権
の
数
及
び

当
該
認
可
後
に
取
得
又
は
保
有
し
よ
う
と
す
る
当

該
銀
行
の
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
面

ル
　
そ
の
子
会
社
等
の
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は

事
務
所
の
位
置
及
び
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た

書
面

三
　
当
該
設
立
後
五
事
業
年
度
に
お
け
る
そ
の
保
有
す

る
当
該
銀
行
の
議
決
権
に
係
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ

ー
の
見
込
み
及
び
当
該
見
込
み
の
ネ
ッ
ト
プ
レ
ゼ
ン

ト
バ
リ
ュ
ー
を
記
載
し
た
書
面
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四
　
前
号
の
ネ
ッ
ト
プ
レ
ゼ
ン
ト
バ
リ
ュ
ー
に
係
る
ス

ト
レ
ス
テ
ス
ト
の
結
果
を
記
載
し
た
書
面

五
　
当
該
設
立
後
に
当
該
銀
行
と
の
間
に
有
す
る
こ
と

を
予
定
す
る
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
け

る
関
係
及
び
当
該
関
係
に
係
る
方
針

六
　
そ
の
他
法
第
五
十
二
条
の
十
第
一
号
に
掲
げ
る
基

準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
審
査
を
す
る
た
め
参
考

と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

４
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申

請
に
係
る
法
第
五
十
二
条
の
十
の
規
定
に
よ
る
審
査
を

す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
配
慮
す
る
も
の
と

す
る
。

一
　
当
該
認
可
の
申
請
を
し
た
者
又
は
当
該
認
可
を
受

け
て
設
立
さ
れ
る
法
人
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
申
請
者
等
」
と
い
う
。
）
が
当
該
銀
行
の
議
決
権
を

取
得
又
は
保
有
す
る
目
的
が
銀
行
の
業
務
の
公
共
性

を
損
な
わ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
か
つ
、
当

該
申
請
者
等
の
財
産
及
び
収
支
の
状
況
、
当
該
保
有

に
基
づ
き
当
該
申
請
者
等
が
当
該
銀
行
と
有
す
る
関

係
そ
の
他
の
当
該
保
有
に
係
る
事
由
に
よ
り
当
該
銀

行
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
が
損
な
わ
れ
る

お
そ
れ
が
極
め
て
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
体
制
が
整

備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
当
該
銀
行
の
議
決
権
の
保
有
に
係
る
体
制
等
に
照

ら
し
、
申
請
者
等
が
当
該
銀
行
の
的
確
か
つ
公
正
な

経
営
管
理
の
遂
行
を
妨
げ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

り
、
か
つ
、
十
分
な
社
会
的
信
用
を
有
す
る
者
で
あ

る
こ
と
。

５
　
法
第
五
十
二
条
の
九
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
と
す

る
。

一
　
担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
の
取
得

二
　
代
物
弁
済
の
受
領
に
よ
る
株
式
の
取
得

三
　
当
該
銀
行
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
株
式
に
係
る
議
決
権
の
取
得
に
よ
る
そ
の
総
株
主

の
議
決
権
に
占
め
る
保
有
す
る
議
決
権
の
割
合
の
増

加
（
当
該
銀
行
の
議
決
権
の
保
有
者
に
な
ろ
う
と
す

る
者
の
意
思
に
よ
ら
な
い
事
象
の
発
生
に
よ
り
取
得

す
る
も
の
に
限
る
。
）

四
　
当
該
銀
行
が
株
式
の
転
換
を
行
つ
た
こ
と
に
よ
る

そ
の
総
株
主
の
議
決
権
に
占
め
る
保
有
す
る
議
決
権

の
割
合
の
増
加
（
当
該
銀
行
の
議
決
権
の
保
有
者
に

な
ろ
う
と
す
る
者
の
請
求
に
よ
る
場
合
を
除
く
。
）

五
　
当
該
銀
行
が
株
式
の
併
合
若
し
く
は
分
割
又
は
株

式
無
償
割
当
て
を
行
つ
た
こ
と
に
よ
る
そ
の
総
株
主

の
議
決
権
に
占
め
る
保
有
す
る
議
決
権
の
割
合
の

増
加

六
　
当
該
銀
行
が
定
款
の
変
更
に
よ
る
株
式
に
係
る
権

利
の
内
容
又
は
一
単
元
の
株
式
の
数
を
変
更
し
た
こ

と
に
よ
る
そ
の
総
株
主
の
議
決
権
に
占
め
る
保
有
す

る
議
決
権
の
割
合
の
増
加

七
　
当
該
銀
行
が
自
己
の
株
式
の
取
得
を
行
つ
た
こ
と

に
よ
る
そ
の
総
株
主
の
議
決
権
に
占
め
る
保
有
す
る

議
決
権
の
割
合
の
増
加

６
　
前
項
の
規
定
は
、
令
第
十
五
条
の
四
第
一
号
に
規
定

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
銀
行
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
の
保

有
者
に
な
ろ
う
と
す
る
場
合
の
予
備
審
査
）

第
三
十
四
条
の
七
　
銀
行
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数

の
議
決
権
の
保
有
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
又
は
銀
行
の

主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
の
保
有
者
で
あ

る
会
社
そ
の
他
の
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

法
第
五
十
二
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は

第
三
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
準
じ
た
書
面
を
金
融
庁
長

官
に
提
出
し
て
予
備
審
査
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
定
主
要
株
主
に
係
る
認
可
の
申
請
）

第
三
十
四
条
の
八
　
特
定
主
要
株
主
（
法
第
五
十
二
条
の

九
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
主
要
株
主
を
い
う
。
）
は
、

同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付

し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
第
三
十
四
条
の
六
第
一
項
第
二
号
ハ
か
ら
ホ
ま

で
、
ト
か
ら
ヌ
ま
で
及
び
ヲ
並
び
に
同
項
第
三
号
か

ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
面

三
　
そ
の
保
有
す
る
当
該
銀
行
の
議
決
権
の
数
を
記
載

し
た
書
面

２
　
第
三
十
四
条
の
六
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定

に
よ
る
認
可
の
申
請
に
係
る
法
第
五
十
二
条
の
十
の
規

定
に
よ
る
審
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
款
　
監
督

（
銀
行
主
要
株
主
と
特
殊
の
関
係
の
あ
る
会
社
）

第
三
十
四
条
の
九
　
法
第
五
十
二
条
の
十
四
第
一
項
に
規

定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
会
社

は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
　
当
該
銀
行
主
要
株
主
（
連
結
基
準
対
象
会
社
（
法

第
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
連
結
基
準

対
象
会
社
を
い
う
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で

あ
る
者
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
子
会

社
（
第
一
条
の
五
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
子
会

社
を
い
う
。
）

二
　
当
該
銀
行
主
要
株
主
の
関
連
会
社
（
第
一
条
の
五

第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
関
連
会
社
を
い
う
。
）

三
　
当
該
銀
行
主
要
株
主
（
連
結
基
準
対
象
会
社
以
外

の
者
に
限
る
。
）
が
そ
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百

分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
会
社
そ
の

他
の
法
人

２
　
第
一
条
の
六
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
第
三
号
の
場

合
に
お
い
て
同
号
の
銀
行
主
要
株
主
が
保
有
す
る
議
決

権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
節
　
銀
行
持
株
会
社
に
係
る
特
例

第
一
款
　
通
則

（
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に
な
ろ
う
と
す
る

場
合
の
認
可
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
十
　
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に

な
ろ
う
と
す
る
会
社
は
、
法
第
五
十
二
条
の
十
七
第
一

項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書

に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
を
経
由

し
て
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面
（
当
該
会

社
が
外
国
の
会
社
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ

り
次
に
掲
げ
る
書
面
の
一
部
が
な
い
場
合
に
は
、
当

該
書
面
に
類
す
る
書
面
）

イ
　
定
款

ロ
　
会
社
の
登
記
事
項
証
明
書

ハ
　
取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会

社
に
あ
つ
て
は
取
締
役
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会

社
に
あ
つ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
）
の
履
歴
書

ニ
　
会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
、
会
計
参
与

の
履
歴
書

ホ
　
会
計
監
査
人
の
履
歴
書

ヘ
　
株
主
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
国
籍
及
び
職

業
（
株
主
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び

営
ん
で
い
る
事
業
の
内
容
）
並
び
に
そ
の
保
有
す

る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
面

ト
　
当
該
認
可
に
係
る
法
第
五
十
二
条
の
十
七
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
行
為
が
株
主
総
会
又

は
取
締
役
会
の
決
議
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
場
合

に
は
、
こ
れ
に
関
す
る
株
主
総
会
の
議
事
録
又
は

取
締
役
会
の
議
事
録

チ
　
事
務
所
の
位
置
を
記
載
し
た
書
面

リ
　
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

ヌ
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資

本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他
当
該
会
社
の

近
に
お

け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
書
面

ル
　
当
該
会
社
が
行
う
子
会
社
（
子
会
社
と
な
る
会

社
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

経
営
管
理
に
係
る
体
制
を
記
載
し
た
書
面

ヲ
　
銀
行
の
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す

る
従
業
員
の
確
保
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
会
社
の
子
会
社
等
（
法
第
五
十
二
条
の
二
十

二
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
子
会
社
等
又
は
法
第
五

十
二
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
子
会
社
等
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置

を
記
載
し
た
書
面

ロ
　
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職

務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
）
の
役
職
名
及
び
氏

名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

ニ
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主

資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
面
を

含
む
。
）
そ
の
他
当
該
子
会
社
等
の

近
に
お
け

る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
書
面

四
　
当
該
認
可
後
三
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
会
社
及

び
そ
の
子
会
社
等
の
収
支
及
び
連
結
自
己
資
本
比
率

（
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
銀
行
持
株

会
社
が
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
保
有

す
る
資
産
等
に
照
ら
し
当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ

の
子
会
社
等
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で

あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
に
係
る
算

式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
（
第
三
十
四
条
の
二
十
六

第
一
項
第
四
号
チ
に
規
定
す
る
連
結
レ
バ
レ
ッ
ジ
比

率
を
除
く
。
）
を
い
う
。
第
三
十
四
条
の
十
九
の
五

第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
十
四
条
の
十
九
の
七
第
一

項
第
三
号
ロ
を
除
き
、
以
下
こ
の
節
及
び
第
三
十
五

条
第
三
項
第
十
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
見
込
み

を
記
載
し
た
書
面

五
　
当
該
会
社
が
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に

な
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が

国
内
の
会
社
（
法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
一
項
に

規
定
す
る
国
内
の
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議

決
権
数
（
同
項
に
規
定
す
る
基
準
議
決
権
数
を
い

う
。
以
下
こ
の
節
及
び
第
三
十
五
条
第
三
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
場
合

に
は
、
当
該
国
内
の
会
社
の
名
称
及
び
業
務
の
内
容

を
記
載
し
た
書
面

六
　
そ
の
他
法
第
五
十
二
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記

載
し
た
書
面

２
　
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
の
設
立
を
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
法
第
五
十
二
条
の
十
七
第
一
項
の
認
可
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を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲

げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
を
経
由
し
て
内
閣

総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
認
可
を
受
け
て
設
立
さ
れ
る
会
社
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
設
立
会
社
」
と
い
う
。
）
に
関
す

る
次
に
掲
げ
る
書
面
（
当
該
設
立
会
社
が
外
国
の
会

社
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
次
に
掲
げ
る

書
面
の
一
部
が
な
い
場
合
に
は
、
当
該
書
面
に
類
す

る
書
面
）

イ
　
定
款

ロ
　
取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会

社
に
あ
つ
て
は
取
締
役
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会

社
に
あ
つ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
）
の
履
歴
書

ハ
　
会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
、
会
計
参
与

の
履
歴
書

ニ
　
会
計
監
査
人
の
履
歴
書

ホ
　
株
主
と
な
る
者
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
国

籍
及
び
職
業
（
株
主
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ

る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
及
び
営
ん
で
い
る
事
業
の
内
容
）
並
び
に
そ

の
保
有
す
る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
面

ヘ
　
当
該
設
立
が
創
立
総
会
の
決
議
を
要
す
る
も
の

で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
関
す
る
創
立
総
会
の

議
事
録
（
当
該
設
立
会
社
が
株
式
移
転
、
合
併
又

は
会
社
分
割
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
こ
れ
に
関
す
る
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他

必
要
な
手
続
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
）

ト
　
事
務
所
の
位
置
を
記
載
し
た
書
面

チ
　
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

リ
　
資
本
金
の
額
そ
の
他
の
当
該
設
立
後
に
お
け
る

財
産
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ヌ
　
当
該
設
立
会
社
が
行
う
子
会
社
（
子
会
社
と
な

る
会
社
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
経
営
管
理
に
係
る
体
制
を
記
載
し

た
書
面

ル
　
銀
行
の
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す

る
従
業
員
の
確
保
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
設
立
会
社
の
子
会
社
等
に
関
す
る
次
に
掲
げ

る
書
面

イ
　
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置

を
記
載
し
た
書
面

ロ
　
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職

務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
）
の
役
職
名
及
び
氏

名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

ニ
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主

資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
面
を

含
む
。
）
そ
の
他
当
該
子
会
社
等
の

近
に
お
け

る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
書
面

四
　
当
該
設
立
後
三
事
業
年
度
に
お
け
る
設
立
会
社
及

び
そ
の
子
会
社
等
の
収
支
及
び
連
結
自
己
資
本
比
率

の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

五
　
当
該
設
立
に
よ
り
、
設
立
会
社
又
は
そ
の
子
会
社

が
国
内
の
会
社
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議

決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に

は
、
当
該
国
内
の
会
社
の
名
称
及
び
業
務
の
内
容
を

記
載
し
た
書
面

六
　
そ
の
他
法
第
五
十
二
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記

載
し
た
書
面

３
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の

申
請
に
係
る
法
第
五
十
二
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
審
査
を
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
配
慮

す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
認
可
の
申
請
を
し
た
会
社
又
は
当
該
認
可
を

受
け
て
設
立
さ
れ
る
会
社
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
申
請
者
等
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
収

支
が
当
該
認
可
後
又
は
設
立
後
三
事
業
年
度
に
お
い

て
良
好
に
推
移
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

二
　
申
請
者
等
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
連
結
自
己
資
本

比
率
が
当
該
認
可
後
又
は
設
立
後
三
事
業
年
度
に
お

い
て
適
正
な
水
準
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ

と
。

三
　
銀
行
の
業
務
に
関
す
る
十
分
な
知
識
及
び
経
験
を

有
す
る
役
員
又
は
従
業
員
の
確
保
の
状
況
、
子
会
社

の
経
営
管
理
に
係
る
体
制
等
に
照
ら
し
、
申
請
者
等

が
、
そ
の
子
会
社
で
あ
り
、
又
は
そ
の
子
会
社
と
な

る
銀
行
の
経
営
管
理
を
的
確
か
つ
公
正
に
遂
行
す
る

こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
十
分
な
社
会
的
信
用
を
有
す

る
者
で
あ
る
こ
と
。

４
　
法
第
五
十
二
条
の
十
七
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
と
す

る
。

一
　
担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
の
取
得

二
　
代
物
弁
済
の
受
領
に
よ
る
株
式
の
取
得

三
　
有
価
証
券
関
連
業
を
営
む
金
融
商
品
取
引
業
者
が

業
務
と
し
て
株
式
を
取
得
す
る
場
合
に
お
け
る
そ
の

業
務
の
実
施

四
　
当
該
銀
行
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
株
式
に
係
る
議
決
権
の
取
得
に
よ
る
そ
の
総
株
主

の
議
決
権
に
占
め
る
保
有
す
る
議
決
権
の
割
合
の
増

加
（
当
該
銀
行
の
議
決
権
の
保
有
者
に
な
ろ
う
と
す

る
者
の
意
思
に
よ
ら
な
い
事
象
の
発
生
に
よ
り
取
得

す
る
も
の
に
限
る
。
）

五
　
当
該
銀
行
が
株
式
の
転
換
を
行
つ
た
こ
と
に
よ
る

そ
の
総
株
主
の
議
決
権
に
占
め
る
保
有
す
る
議
決
権

の
割
合
の
増
加
（
当
該
銀
行
の
議
決
権
の
保
有
者
に

な
ろ
う
と
す
る
者
の
請
求
に
よ
る
場
合
を
除
く
。
）

六
　
当
該
銀
行
が
株
式
の
併
合
若
し
く
は
分
割
又
は
株

式
無
償
割
当
て
を
行
つ
た
こ
と
に
よ
る
そ
の
総
株
主

の
議
決
権
に
占
め
る
保
有
す
る
議
決
権
の
割
合
の

増
加

七
　
当
該
銀
行
が
定
款
の
変
更
に
よ
る
株
式
に
係
る
権

利
の
内
容
又
は
一
単
元
の
株
式
の
数
を
変
更
し
た
こ

と
に
よ
る
そ
の
総
株
主
の
議
決
権
に
占
め
る
保
有
す

る
議
決
権
の
割
合
の
増
加

八
　
当
該
銀
行
が
自
己
の
株
式
の
取
得
を
行
つ
た
こ
と

に
よ
る
そ
の
総
株
主
の
議
決
権
に
占
め
る
保
有
す
る

議
決
権
の
割
合
の
増
加

５
　
前
項
の
規
定
は
、
令
第
十
六
条
の
二
第
一
号
に
規
定

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

６
　
法
第
二
条
第
十
一
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
五
号
及

び
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

（
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に
な
ろ
う
と
す
る

場
合
の
認
可
の
予
備
審
査
）

第
三
十
四
条
の
十
一
　
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社

に
な
ろ
う
と
す
る
会
社
又
は
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
持

株
会
社
の
設
立
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
五
十
二

条
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
準
じ
た
書
面
を
金
融
庁
長
官
を
経
由
し
て
内
閣

総
理
大
臣
に
提
出
し
て
予
備
審
査
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
特
定
持
株
会
社
に
係
る
届
出
事
項
等
）

第
三
十
四
条
の
十
二
　
法
第
五
十
二
条
の
十
七
第
二
項
に

規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
と
す
る
。

一
　
当
該
会
社
が
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に

な
つ
た
旨

二
　
当
該
会
社
が
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に

な
つ
た
事
由
及
び
そ
の
時
期

三
　
当
該
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
の
名
称
及
び
業
務
の

内
容

四
　
そ
の
他
金
融
庁
長
官
が
必
要
と
認
め
る
事
項

２
　
特
定
持
株
会
社
（
法
第
五
十
二
条
の
十
七
第
二
項
に

規
定
す
る
特
定
持
株
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び

次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
法
第
五
十
二
条
の
十
七

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
特
定
持
株
会
社
が
銀
行

を
子
会
社
と
す
る
外
国
の
持
株
会
社
（
令
第
十
六
条
の

四
に
規
定
す
る
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
外
国
の
持
株
会

社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

令
第
十
六
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
届
出
）
を
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し

て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
定
款

二
　
会
社
の
登
記
事
項
証
明
書

三
　
当
該
特
定
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
の

終
の

貸
借
対
照
表

３
　
特
定
持
株
会
社
が
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
外
国
の
持

株
会
社
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
銀
行
を
子
会
社
と
す

る
外
国
の
持
株
会
社
は
、
令
第
十
六
条
の
五
た
だ
し
書

の
規
定
に
よ
る
届
出
の
期
限
の
延
長
の
承
認
を
受
け
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
理
由
書
を
添
付
し

て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
金
融
庁
長
官
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申

請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
外
国
の
持
株

会
社
が
令
第
十
六
条
の
五
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
期
限
の
延
長
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な

い
と
認
め
ら
れ
る
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る

も
の
と
す
る
。

５
　
特
定
持
株
会
社
は
、
法
第
五
十
二
条
の
十
七
第
四
項

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出

書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
特
定
持
株
会
社
が
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
持

株
会
社
で
な
く
な
つ
た
時
期
を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
特
定
持
株
会
社
が
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
持

株
会
社
で
な
く
な
る
た
め
に
講
じ
た
措
置
又
は
銀
行

を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
で
な
く
な
つ
た
事
由
を

記
載
し
た
書
面

（
特
定
持
株
会
社
に
係
る
認
可
の
申
請
）

第
三
十
四
条
の
十
三
　
特
定
持
株
会
社
は
、
法
第
五
十
二

条
の
十
七
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る

書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
を
経
由
し
て
内
閣
総
理

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
第
三
十
四
条
の
十
第
一
項
第
二
号
ハ
か
ら
ヘ
ま
で

及
び
チ
か
ら
ヲ
ま
で
並
び
に
同
項
第
三
号
か
ら
第
六

号
ま
で
に
掲
げ
る
書
面

２
　
第
三
十
四
条
の
十
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定

に
よ
る
認
可
の
申
請
に
係
る
法
第
五
十
二
条
の
十
八
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
銀
行
持
株
会
社
の
取
締
役
の
兼
職
の
認
可
の
申
請
）

第
三
十
四
条
の
十
四
　
銀
行
持
株
会
社
の
常
務
に
従
事
す

る
取
締
役
（
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
執
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行
役
、
外
国
所
在
銀
行
持
株
会
社
（
銀
行
を
子
会
社
と

す
る
外
国
の
持
株
会
社
で
あ
つ
て
、
法
第
五
十
二
条
の

十
七
第
一
項
の
認
可
を
受
け
て
設
立
さ
れ
、
又
は
同
項

若
し
く
は
同
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
認
可
を
受
け
て
い

る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
当
該
外

国
所
在
銀
行
持
株
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
若

し
く
は
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
職
に
あ
る
者
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
法
第
五
十
二
条
の
十
九

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
他
の
会
社
の
常
務
に
従
事
す

る
こ
と
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
、
当
該
銀

行
持
株
会
社
を
経
由
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
履
歴
書

三
　
銀
行
持
株
会
社
及
び
当
該
他
の
会
社
に
お
け
る
常

務
の
処
理
方
法
を
記
載
し
た
書
面

四
　
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
と
当
該
他
の
会

社
と
の
取
引
そ
の
他
の
関
係
を
記
載
し
た
書
面

五
　
当
該
他
の
会
社
の
定
款
、

終
の
事
業
報
告
、
貸

借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計

算
書
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
面
を
含
む
。
）
そ
の
他

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
書
面

２
　
金
融
庁
長
官
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申

請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
銀
行
持
株
会

社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
が
他
の
会
社
の
常
務
に

従
事
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社

で
あ
る
銀
行
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を
妨
げ

る
お
そ
れ
が
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す

る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
銀
行
持
株
会
社
に
対
す
る
認

可
申
請
書
又
は
当
該
認
可
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
書
面

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
認
可
申
請
書
等
」
と
い
う

。
）
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
認
可
申
請
書
等
が
電

磁
的
記
録
で
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
電
磁
的
方

法
を
も
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
を
適
正
に
執
行
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
者
）

第
三
十
四
条
の
十
四
の
二
　
法
第
五
十
二
条
の
十
九
第
三

項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
精

神
の
機
能
の
障
害
の
た
め
職
務
を
適
正
に
執
行
す
る
に

当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切

に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

第
二
款
　
業
務
及
び
子
会
社
等

（
銀
行
持
株
会
社
に
よ
る
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
の

経
営
管
理
の
内
容
等
）

第
三
十
四
条
の
十
四
の
三
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
一
第

四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
方
針
と
し
て
内
閣
府
令
で
定

め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
方
針
と
す
る
。

一
　
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
の
収
支
、
資
本
の
分
配

及
び
自
己
資
本
の
充
実
に
係
る
方
針
そ
の
他
の
リ
ス

ク
管
理
に
係
る
方
針

二
　
災
害
そ
の
他
の
事
象
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る

銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
の
危
機
管
理
に
係
る
体
制

の
整
備
に
係
る
方
針

２
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
一
第
四
項
第
三
号
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
体
制
は
、
当
該
銀
行
持
株
会
社

に
お
け
る
当
該
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会

社
の
取
締
役
、
執
行
役
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
会

社
法
第
五
百
九
十
八
条
第
一
項
の
職
務
を
行
う
べ
き
者

そ
の
他
こ
れ
ら
の
者
に
相
当
す
る
者
及
び
使
用
人
の
職

務
の
執
行
が
法
令
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め

の
体
制
と
す
る
。

３
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
一
第
四
項
第
四
号
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
当
該
銀
行
持
株
会
社

グ
ル
ー
プ
（
再
建
計
画
（
業
務
の
運
営
又
は
財
産
の
状

況
に
関
し
改
善
が
必
要
な
場
合
に
お
け
る
銀
行
持
株
会

社
グ
ル
ー
プ
の
経
営
の
再
建
の
た
め
の
計
画
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
策
定
が
必
要
な
も

の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
指
定
し
た
も
の
に
限
る
。
）

の
再
建
計
画
を
策
定
し
、
そ
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す

る
こ
と
と
す
る
。

（
銀
行
持
株
会
社
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
グ
ル
ー
プ
に

属
す
る
会
社
の
業
務
）

第
三
十
四
条
の
十
四
の
四
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
一
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、

次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

一
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
銀
行
、

長
期
信
用
銀
行
及
び
銀
行
業
を
営
む
外
国
の
会
社
の

資
産
の
運
用
に
係
る
業
務

二
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会
社
の

た
め
に
事
業
の
譲
渡
若
し
く
は
譲
受
け
、
合
併
、
会

社
の
分
割
、
株
式
交
換
、
株
式
移
転
、
株
式
交
付
又

は
株
式
等
の
譲
渡
若
し
く
は
取
得
に
関
す
る
交
渉
を

行
う
業
務

三
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会
社
が

信
用
供
与
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
信

用
供
与
の
判
断
の
前
提
と
な
る
審
査
を
行
う
業
務

四
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会
社
の

た
め
に
電
子
計
算
機
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
機
能

す
る
シ
ス
テ
ム
の
設
計
、
開
発
、
運
用
若
し
く
は
保

守
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
、
作
成
、
販
売
（
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
販
売
に
伴
い
必
要
と
な
る
附
属
機
器
の
販

売
を
含
む
。
）
若
し
く
は
保
守
を
行
う
業
務

五
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会
社
に

対
す
る
不
動
産
（
原
則
と
し
て
、
事
業
用
不
動
産
に

限
る
。
）
の
賃
貸
又
は
当
該
会
社
が
所
有
す
る
不
動

産
若
し
く
は
そ
れ
に
付
随
す
る
設
備
の
保
守
、
点
検

そ
の
他
の
管
理
を
行
う
業
務

六
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会
社
の

役
員
又
は
職
員
の
た
め
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
事
務

を
行
う
業
務

七
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会
社
の

事
務
の
用
に
供
す
る
物
品
の
購
入
又
は
管
理
を
行
う

業
務

八
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会
社
の

事
務
に
係
る
文
書
、
証
票
そ
の
他
の
書
類
の
印
刷
又

は
製
本
を
行
う
業
務

九
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会
社
に

機
械
類
そ
の
他
の
物
件
を
使
用
さ
せ
る
業
務

十
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
銀
行
、

長
期
信
用
銀
行
及
び
銀
行
業
を
営
む
外
国
の
会
社
の

顧
客
で
あ
る
事
業
者
等
の
経
営
に
関
す
る
相
談
に
応

ず
る
業
務

十
一
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
銀

行
、
長
期
信
用
銀
行
及
び
銀
行
業
を
営
む
外
国
の
会

社
の
顧
客
で
あ
る
個
人
の
財
産
形
成
に
関
す
る
相
談

に
応
ず
る
業
務

十
二
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会
社

の
業
務
に
関
す
る
広
告
、
宣
伝
、
調
査
、
情
報
の
分

析
又
は
情
報
の
提
供
を
行
う
業
務
（
当
該
銀
行
持
株

会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会
社
の
行
う
資
金
の
貸
付

け
そ
の
他
の
信
用
供
与
に
係
る
債
権
の
担
保
の
目
的

と
な
る
財
産
の
評
価
、
当
該
担
保
の
目
的
と
な
つ
て

い
る
財
産
の
管
理
そ
の
他
当
該
財
産
に
関
し
必
要
と

な
る
事
務
を
行
う
業
務
を
除
く
。
）

十
三
　
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
営
む
業
務
に
係
る
商

品
の
開
発
を
行
う
業
務

十
四
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会
社

の
事
務
に
係
る
計
算
を
行
う
業
務

十
五
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会
社

の
事
務
に
係
る
文
書
、
証
票
そ
の
他
の
書
類
の
作

成
、
整
理
、
保
管
、
発
送
又
は
配
送
を
行
う
業
務

十
六
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会
社

と
当
該
会
社
の
顧
客
と
の
間
の
事
務
の
取
次
ぎ
を
行

う
業
務

十
七
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会
社

の
役
員
又
は
職
員
に
対
す
る
教
育
又
は
研
修
を
行
う

業
務

十
八
　
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務

２
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
一
の
二
第
二
項
た
だ
し
書
に

規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
軽
易
な
業
務
は
、
前
項

第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
、
第
十
二
号
及
び
第
十
四
号

か
ら
第
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
（
当
該
業
務
に
附

帯
す
る
業
務
を
含
み
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ

に
属
す
る
外
国
の
会
社
に
係
る
業
務
を
除
く
。
）
と
す

る
。

（
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会
社
に
共
通
す
る
業
務
を
行
う

こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
十
四
の
五
　
銀
行
持
株
会
社
は
、
法
第
五

十
二
条
の
二
十
一
の
二
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添

付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
法
第

五
十
二
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い

う
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
き
連
結
し
て

記
載
し
た

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び

株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
面

を
含
む
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
の
会
社
の

近
に
お
け

る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
書
面

三
　
当
該
認
可
後
に
お
け
る
当
該
認
可
に
係
る
業
務
の

収
支
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

四
　
当
該
認
可
後
に
お
け
る
当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び

そ
の
子
会
社
等
の
収
支
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

五
　
当
該
認
可
に
係
る
業
務
の
内
容
及
び
当
該
業
務
を

遂
行
す
る
体
制
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
面

六
　
当
該
認
可
に
係
る
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験

を
有
す
る
従
業
員
の
確
保
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面

七
　
そ
の
他
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

を
記
載
し
た
書
面

２
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請

が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か

ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
申
請
を
し
た
銀
行
持
株
会
社
が
当
該
認
可
に
係
る

業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
グ

ル
ー
プ
の
業
務
の
一
体
的
か
つ
効
率
的
な
運
営
が
促

進
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

二
　
申
請
を
し
た
銀
行
持
株
会
社
が
、
子
会
社
の
経
営

管
理
に
係
る
体
制
等
に
照
ら
し
、
当
該
認
可
に
係
る

業
務
を
開
始
し
た
後
も
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
属

す
る
銀
行
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
の
経
営
管
理
を
的
確

か
つ
公
正
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

三
　
申
請
を
し
た
銀
行
持
株
会
社
が
、
そ
の
人
的
構
成

に
照
ら
し
、
当
該
認
可
に
係
る
業
務
を
的
確
か
つ
公

正
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
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（
顧
客
の
利
益
の
保
護
の
た
め
の
体
制
整
備
に
係
る
業

務
の
範
囲
）

第
三
十
四
条
の
十
四
の
六
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
一
の

三
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
業
務
は
、

銀
行
関
連
業
務
と
す
る
。

（
顧
客
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う

必
要
な
措
置
）

第
三
十
四
条
の
十
四
の
七
　
銀
行
持
株
会
社
は
、
当
該
銀

行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
銀
行
、
当
該
銀
行
持
株

会
社
の
子
会
社
で
あ
る
銀
行
を
所
属
銀
行
と
す
る
銀
行

代
理
業
者
又
は
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
親
金
融
機
関
等

（
法
第
五
十
二
条
の
二
十
一
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る

親
金
融
機
関
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
若
し
く
は
子
金
融
機
関
等
（
同
条
第
三
項
に
規

定
す
る
子
金
融
機
関
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
が
行
う
取
引
に
伴
い
、
当
該
銀
行
持
株
会

社
の
子
会
社
で
あ
る
銀
行
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
子

会
社
で
あ
る
銀
行
を
所
属
銀
行
と
す
る
銀
行
代
理
業
者

又
は
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
子
金
融
機
関
等
が
行
う
銀

行
関
連
業
務
に
係
る
顧
客
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る

こ
と
の
な
い
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
対
象
取
引
を
適
切
な
方
法
に
よ
り
特
定
す
る
た
め

の
体
制
の
整
備

二
　
次
に
掲
げ
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
当
該
顧

客
の
保
護
を
適
正
に
確
保
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備

イ
　
対
象
取
引
を
行
う
部
門
と
当
該
顧
客
と
の
取
引

を
行
う
部
門
を
分
離
す
る
方
法

ロ
　
対
象
取
引
又
は
当
該
顧
客
と
の
取
引
の
条
件
又

は
方
法
を
変
更
す
る
方
法

ハ
　
対
象
取
引
又
は
当
該
顧
客
と
の
取
引
を
中
止
す

る
方
法

ニ
　
対
象
取
引
に
伴
い
、
当
該
顧
客
の
利
益
が
不
当

に
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
当

該
顧
客
に
適
切
に
開
示
す
る
方
法

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
措
置
の
実
施
の
方
針
の
策
定
及

び
そ
の
概
要
の
適
切
な
方
法
に
よ
る
公
表

四
　
次
に
掲
げ
る
記
録
の
保
存

イ
　
第
一
号
の
体
制
の
下
で
実
施
し
た
対
象
取
引
の

特
定
に
係
る
記
録

ロ
　
第
二
号
の
体
制
の
下
で
実
施
し
た
顧
客
の
保
護

を
適
正
に
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
係
る
記
録

２
　
前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
記
録
は
、
そ
の
作
成
の
日

か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
「
対
象
取
引
」
と
は
、
銀
行
持
株
会
社
の

子
会
社
で
あ
る
銀
行
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社

で
あ
る
銀
行
を
所
属
銀
行
と
す
る
銀
行
代
理
業
者
又
は

当
該
銀
行
持
株
会
社
の
親
金
融
機
関
等
若
し
く
は
子
金

融
機
関
等
が
行
う
取
引
に
伴
い
、
当
該
銀
行
持
株
会
社

の
子
会
社
で
あ
る
銀
行
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
子
会

社
で
あ
る
銀
行
を
所
属
銀
行
と
す
る
銀
行
代
理
業
者
又

は
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
子
金
融
機
関
等
が
行
う
銀
行

関
連
業
務
に
係
る
顧
客
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
お

そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
取
引
を
い
う
。

（
銀
行
持
株
会
社
に
係
る
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供

与
等
）

第
三
十
四
条
の
十
五
　
第
十
四
条
の
四
の
規
定
は
、
法
第

五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
当
該
銀

行
持
株
会
社
と
内
閣
府
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
の
あ

る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２
　
第
十
四
条
の
二
の
規
定
は
、
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ

の
子
会
社
等
（
法
第
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
本
文

に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
（
同

項
本
文
に
規
定
す
る
信
用
の
供
与
等
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
の
計
算
方
法
そ
の
他
同

項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
当
該
銀
行
」
と
あ
る

の
は
、
「
当
該
銀
行
持
株
会
社
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

３
　
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
等
の
同
一
人
に
対

す
る
信
用
の
供
与
等
の
額
は
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
又

は
そ
の
子
会
社
等
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
前
項
に
お
い

て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ

り
計
算
し
た
信
用
の
供
与
等
の
総
額
の
合
計
額
（
当
該

銀
行
持
株
会
社
が
当
該
同
一
人
に
対
し
て
す
る
第
十
四

条
第
三
項
に
規
定
す
る
出
資
の
額
、
劣
後
特
約
付
金
銭

消
費
貸
借
（
金
融
機
能
早
期
健
全
化
緊
急
措
置
法
第
二

条
第
六
項
に
規
定
す
る
劣
後
特
約
付
金
銭
消
費
貸
借
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
貸
付
け
の
額
及
び
劣
後

特
約
付
社
債
（
金
融
機
能
早
期
健
全
化
緊
急
措
置
法
第

二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
劣
後
特
約
付
社
債
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
引
受
け
の
額
を
除
く
。
）
か
ら
当
該
同

一
人
に
係
る
調
整
対
象
額
を
控
除
し
て
計
算
す
る
も
の

と
す
る
。

４
　
前
項
に
規
定
す
る
「
調
整
対
象
額
」
と
は
、
当
該
子

会
社
等
の
す
る
資
金
の
貸
付
け
の
額
の
う
ち
当
該
銀
行

持
株
会
社
又
は
他
の
子
会
社
等
が
保
証
し
て
い
る
額
そ

の
他
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
額
を
い
う
。

５
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る

自
己
資
本
の
純
合
計
額
は
、
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五

に
規
定
す
る
基
準
に
従
い
算
出
さ
れ
る
自
己
資
本
の
額

に
つ
い
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要

な
調
整
を
加
え
た
額
と
す
る
。

６
　
銀
行
持
株
会
社
は
、
法
第
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
当
該
銀
行
持
株
会
社
又
は

そ
の
子
会
社
等
の
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
の

合
計
額
が
同
項
本
文
に
規
定
す
る
銀
行
持
株
会
社
に
係

る
信
用
供
与
等
限
度
額
を
超
え
る
こ
と
の
承
認
を
受
け

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
第
十
四
条
の
三

第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官

等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す

る
信
用
の
供
与
等
を
行
う
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子

会
社
等
と
実
質
的
に
同
一
と
認
め
ら
れ
る
者
と
は
、
当

該
銀
行
持
株
会
社
又
は
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
子
法
人

等
（
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
四
に
規

定
す
る
子
法
人
等
を
い
う
。
）
を
い
う
。

（
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
の
範
囲
等
）

第
三
十
四
条
の
十
六
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項

第
十
号
に
規
定
す
る
当
該
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子

会
社
に
類
す
る
者
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

は
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
等
（
法
第
五
十
二

条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
い
、
当
該
子

会
社
を
除
く
。
）
と
す
る
。

２
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項
第
十
号
イ
に
規
定

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務

と
す
る
。

一
　
他
の
事
業
者
等
の
た
め
の
不
動
産
（
原
則
と
し

て
、
自
ら
を
子
会
社
と
す
る
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ

の
子
会
社
か
ら
取
得
し
、
又
は
賃
借
し
た
事
業
用
不

動
産
に
限
る
。
）
の
賃
貸
又
は
他
の
事
業
者
等
の
所

有
す
る
不
動
産
若
し
く
は
そ
れ
に
付
随
す
る
設
備
の

保
守
、
点
検
そ
の
他
の
管
理
を
行
う
業
務

二
　
他
の
事
業
者
等
の
役
員
又
は
職
員
の
た
め
の
福
利

厚
生
に
関
す
る
事
務
を
行
う
業
務

三
　
他
の
事
業
者
等
の
事
務
の
用
に
供
す
る
物
品
の
購

入
又
は
管
理
を
行
う
業
務

四
　
他
の
事
業
者
等
の
事
務
に
係
る
文
書
、
証
票
そ
の

他
の
書
類
の
印
刷
又
は
製
本
を
行
う
業
務

五
　
他
の
事
業
者
等
の
業
務
に
関
す
る
広
告
、
宣
伝
、

調
査
、
情
報
の
分
析
又
は
情
報
の
提
供
を
行
う
業
務

（
第
九
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く

。
）

六
　
他
の
事
業
者
等
の
た
め
の
自
動
車
の
運
行
又
は
保

守
、
点
検
そ
の
他
の
管
理
を
行
う
業
務

七
　
他
の
事
業
者
等
の
現
金
自
動
支
払
機
等
の
保
守
、

点
検
そ
の
他
の
管
理
を
行
う
業
務

八
　
他
の
事
業
者
等
の
業
務
に
係
る
契
約
の
締
結
に
つ

い
て
の
勧
誘
又
は
当
該
契
約
の
内
容
に
係
る
説
明
を

行
う
葉
書
又
は
封
書
の
作
成
又
は
発
送
を
行
う
業
務

九
　
他
の
事
業
者
等
の
行
う
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の

信
用
供
与
に
係
る
債
権
の
担
保
の
目
的
と
な
る
財
産

の
評
価
、
当
該
担
保
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
財
産
の

管
理
そ
の
他
当
該
財
産
に
関
し
必
要
と
な
る
事
務
を

行
う
業
務

十
　
他
の
事
業
者
等
が
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の
信
用

供
与
に
係
る
債
権
の
回
収
の
た
め
に
担
保
権
を
実
行

す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
、
当
該
他
の
事
業
者
等
の

た
め
に
当
該
債
権
の
担
保
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
財

産
（
不
動
産
を
除
く
。
）
の
売
買
の
代
理
又
は
媒
介

を
行
う
業
務

十
一
　
他
の
事
業
者
等
の
行
う
資
金
の
貸
付
け
（
住
宅

の
購
入
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の
消
費
者

に
対
す
る
資
金
の
貸
付
け
に
限
る
。
）
に
関
し
相
談

に
応
ず
る
業
務
又
は
当
該
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
事

務
の
取
次
ぎ
そ
の
他
当
該
資
金
の
貸
付
け
に
関
し
必

要
と
な
る
事
務
を
行
う
業
務

十
二
　
他
の
事
業
者
等
の
行
う
外
国
為
替
取
引
、
信
用

状
若
し
く
は
旅
行
小
切
手
に
関
す
る
業
務
又
は
輸
出

入
そ
の
他
の
対
外
取
引
の
た
め
直
接
必
要
な
資
金
に

関
す
る
貸
付
け
、
手
形
の
割
引
、
債
務
の
保
証
若
し

く
は
手
形
の
引
受
け
に
関
し
必
要
と
な
る
事
務
を
行

う
業
務

十
三
　
他
の
事
業
者
等
の
事
務
に
係
る
計
算
を
行
う

業
務

十
四
　
他
の
事
業
者
等
の
事
務
に
係
る
文
書
、
証
票
そ

の
他
の
書
類
の
作
成
、
整
理
、
保
管
、
発
送
又
は
配

送
を
行
う
業
務

十
五
　
他
の
事
業
者
等
と
当
該
他
の
事
業
者
等
の
顧
客

と
の
間
の
事
務
の
取
次
ぎ
を
行
う
業
務

十
六
　
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び

派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三

号
に
規
定
す
る
労
働
者
派
遣
事
業

十
七
　
他
の
事
業
者
等
の
た
め
に
電
子
計
算
機
に
関
す

る
事
務
を
行
う
業
務
（
電
子
計
算
機
を
使
用
す
る
こ

と
に
よ
り
機
能
す
る
シ
ス
テ
ム
の
設
計
、
開
発
若
し

く
は
保
守
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
、
作
成
、
販
売

（
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
販
売
に
伴
い
必
要
と
な
る
附
属
機

器
の
販
売
を
含
む
。
）
若
し
く
は
保
守
を
行
う
業
務

を
含
む
。
）

十
八
　
他
の
事
業
者
等
の
役
員
又
は
職
員
に
対
す
る
教

育
又
は
研
修
を
行
う
業
務

十
九
　
他
の
事
業
者
等
の
現
金
、
小
切
手
、
手
形
又
は

有
価
証
券
の
輸
送
を
行
う
業
務
（
次
号
及
び
第
二
十

一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二
十
　
他
の
事
業
者
等
の
主
要
な
取
引
先
に
対
す
る
現

金
、
小
切
手
、
手
形
又
は
証
書
の
集
配
を
行
う
業
務

51



二
十
一
　
他
の
事
業
者
等
の
主
要
な
取
引
先
と
の
間
で

当
該
他
の
事
業
者
等
の
業
務
に
係
る
有
価
証
券
の
受

渡
し
を
行
う
業
務

二
十
二
　
他
の
事
業
者
等
の
た
め
に
現
金
、
小
切
手
、

手
形
又
は
有
価
証
券
を
整
理
し
、
そ
の
金
額
若
し
く

は
枚
数
を
確
認
し
、
又
は
一
時
的
に
そ
の
保
管
を
行

う
業
務

二
十
三
　
自
ら
を
子
会
社
と
す
る
保
険
会
社
の
た
め
に

投
資
を
行
う
業
務

二
十
四
　
自
ら
を
子
会
社
と
す
る
銀
行
持
株
会
社
の
子

会
社
で
あ
る
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
又
は
保
険
会
社

（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
兄
弟
銀
行
等
」
と
い
う

。
）
が
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の
信
用
供
与
に
係
る

債
権
の
回
収
の
た
め
に
担
保
権
を
実
行
す
る
必
要
が

あ
る
場
合
に
、
当
該
兄
弟
銀
行
等
の
た
め
に
当
該
債

権
の
担
保
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
財
産
を
適
正
な
価

格
で
購
入
し
、
並
び
に
購
入
し
た
財
産
の
所
有
及
び

管
理
そ
の
他
当
該
財
産
に
関
し
必
要
と
な
る
事
務
を

行
う
業
務

二
十
五
　
そ
の
他
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
準
ず
る
も

の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
業
務

二
十
六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務

（
当
該
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
者
が
営
む
も
の

に
限
る
。
）

３
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
は
、
第
十
七
条
の
二
第

五
項
に
規
定
す
る
会
社
と
す
る
。

４
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項
第
十
二
号
に
規
定

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
は
、
金
融
商
品
取
引
所

に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式
又
は
店
頭
売
買
有
価
証
券
登

録
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
株
式
の
発
行
者
で
あ
る
会

社
以
外
の
会
社
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
会
社
と
す
る
。

一
　
第
十
七
条
の
二
第
六
項
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で

に
掲
げ
る
会
社
（
同
項
第
九
号
に
掲
げ
る
会
社
に
あ

つ
て
は
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
銀

行
又
は
当
該
銀
行
の
子
会
社
が
当
該
会
社
の
議
決
権

を
取
得
す
る
場
合
に
限
る
。
）

二
　
当
該
会
社
に
対
す
る
金
銭
債
権
を
有
す
る
銀
行
等

（
当
該
銀
行
等
が
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
銀
行
持

株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
当
該
会
社
の
議
決
権
を

取
得
す
る
と
き
に
お
け
る
当
該
銀
行
持
株
会
社
）
及

び
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
が
関
与
し
て
策

定
し
た
合
理
的
な
経
営
改
善
の
た
め
の
計
画
（
特
定

金
融
機
関
等
が
当
該
会
社
に
対
し
て
そ
の
事
業
に
必

要
な
資
金
を
出
資
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
で

あ
つ
て
、
当
該
出
資
に
よ
り
相
当
の
期
間
内
に
当
該

会
社
の
経
営
の
状
況
が
改
善
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま

れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
実
施
し
て
い
る
会
社

イ
　
官
公
署

ロ
　
商
工
会
又
は
商
工
会
議
所

ハ
　
イ
又
は
ロ
に
準
ず
る
も
の

ニ
　
弁
護
士
、
弁
護
士
法
人
又
は
弁
護
士
・
外
国
法

事
務
弁
護
士
共
同
法
人

ホ
　
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人

ヘ
　
税
理
士
又
は
税
理
士
法
人

ト
　
他
の
事
業
者
等
の
経
営
に
関
す
る
相
談
に
応
ず

る
業
務
を
営
む
会
社
（
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
子

会
社
等
（
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る

子
会
社
等
を
い
う
。
）
以
外
の
会
社
に
限
る
。
）

５
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項
第
十
二
号
に
規
定

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は
、
銀
行
持
株
会
社
又

は
そ
の
子
会
社
が
前
項
に
規
定
す
る
会
社
（
第
十
七
条

の
二
第
六
項
第
十
号
に
掲
げ
る
会
社
に
該
当
す
る
も
の

を
除
く
。
）
の
議
決
権
を
取
得
す
る
場
合
に
お
い
て
、

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す

る
。

一
　
銀
行
等
に
よ
る
人
的
な
又
は
財
政
上
の
支
援
そ
の

他
の
当
該
銀
行
等
が
行
う
事
業
の
再
生
の
た
め
の
支

援
を
そ
の
内
容
に
含
む
事
業
計
画
（
法
第
五
十
二
条

の
二
十
三
第
一
項
第
十
二
号
の
事
業
に
係
る
計
画
を

い
う
。
）
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
前
号
の
事
業
計
画
に
つ
い
て
、
前
項
第
二
号
イ
か

ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
が
関
与
し

て
策
定
し
て
い
る
こ
と
。

６
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
は
、
金
融
商
品
取
引
所

に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式
又
は
店
頭
売
買
有
価
証
券
登

録
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
株
式
の
発
行
者
で
あ
る
会

社
以
外
の
会
社
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
会
社
又
は
事
業
の
再
生
の
計
画
の
作
成
に
株

式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
が
関
与
し
て
い
る

会
社
と
す
る
。

一
　
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
法
第
二
十

二
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
の
実
施
に
よ
り

設
立
さ
れ
る
株
式
会
社
が
無
限
責
任
組
合
員
と
な
る

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
も
の
か
ら
出
資
を
受
け
て
い
る
会
社

イ
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
当
該

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
組
合
員
と
な
つ
て
い

る
も
の

ロ
　
当
該
株
式
会
社
に
当
該
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ

の
子
会
社
が
出
資
し
て
い
る
も
の

二
　
事
業
の
再
生
又
は
地
域
の
特
性
を
生
か
し
た
新
た

な
事
業
の
創
出
そ
の
他
の
地
域
経
済
の
活
性
化
に
資

す
る
事
業
活
動
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
会
社
で

あ
つ
て
、
第
四
項
第
二
号
イ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
も
の
が
関
与
し
て
策
定
し
た
事
業
計

画
を
実
施
し
て
い
る
会
社

７
　
第
三
項
に
規
定
す
る
会
社
の
ほ
か
、
会
社
で
あ
つ

て
、
そ
の
議
決
権
を
銀
行
持
株
会
社
若
し
く
は
そ
の
子

会
社
（
子
会
社
と
な
る
会
社
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
等
の

取
得
又
は
次
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
ら

ず
に
取
得
さ
れ
た
と
き
（
当
該
会
社
の
議
決
権
が
当
該

銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
に
よ
り
二
回
以
上
に

わ
た
り
取
得
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
銀
行
持

株
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
の
担
保
権
の
実
行
に
よ

る
株
式
等
の
取
得
又
は
同
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
ら
ず

に

後
に
取
得
さ
れ
た
と
き
）
に
第
三
項
に
規
定
す
る

会
社
に
該
当
し
て
い
た
も
の
も
、
そ
の
議
決
権
が
当
該

銀
行
持
株
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
の
担
保
権
の
実

行
に
よ
る
株
式
等
の
取
得
又
は
同
号
に
掲
げ
る
事
由
に

よ
ら
ず
に
新
た
に
取
得
さ
れ
な
い
限
り
、
当
該
銀
行
持

株
会
社
に
係
る
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項
第
十

一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
に
該
当
す

る
も
の
と
す
る
。

８
　
前
項
の
規
定
は
、
第
四
項
に
規
定
す
る
会
社
に
該
当

し
て
い
た
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
前
項
中
「
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項
第
十

一
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
一

項
第
十
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

９
　
第
七
項
の
規
定
は
、
第
六
項
に
規
定
す
る
会
社
に
該

当
し
て
い
た
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
七
項
中
「
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項

第
十
一
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
五
十
二
条
の
二
十
三

第
一
項
第
十
三
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

10
　
第
三
項
か
ら
前
項
ま
で
（
第
五
項
を
除
く
。
）
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
子
会
社
（
法
第
五
十
二
条
の

二
十
三
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
特
定
子
会
社
を

い
う
。
次
項
及
び
第
三
十
四
条
の
二
十
三
の
二
第
三
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
そ
の
取
得
し
た
第
三
項
若
し
く

は
第
七
項
に
規
定
す
る
会
社
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
」
と
い
う
。
）
、
第
四
項
に

規
定
す
る
会
社
若
し
く
は
第
八
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
第
七
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
に
該

当
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
款
並
び
に
第
三
十
五
条
第
三

項
第
九
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
四
号
に
お
い
て
「
事

業
再
生
会
社
」
と
い
う
。
）
又
は
第
六
項
に
規
定
す
る

会
社
若
し
く
は
前
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

第
七
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
に
該
当
す
る
も
の

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
地
域
活
性
化
事
業
会
社
」

と
い
う
。
）
の
議
決
権
を
処
分
基
準
日
（
新
規
事
業
分

野
開
拓
会
社
の
議
決
権
に
あ
つ
て
は
そ
の
取
得
の
日
か

ら
十
五
年
を
経
過
す
る
日
を
い
い
、
事
業
再
生
会
社
及

び
地
域
活
性
化
事
業
会
社
の
議
決
権
に
あ
つ
て
は
そ
の

取
得
の
日
か
ら
十
年
を
経
過
す
る
日
（
当
該
議
決
権
が

第
十
七
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
会
社
（
同
項
第
五

号
又
は
第
六
号
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
議
決

権
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
会
社
が
当
該
支
援
を

受
け
て
い
る
期
間
が
当
該
議
決
権
の
取
得
の
日
か
ら
十

年
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
支
援
が
終
了
す
る
日
）
を

い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
に
処
分

し
な
い
と
き
は
、
当
該
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
、
当

該
事
業
再
生
会
社
及
び
当
該
地
域
活
性
化
事
業
会
社

（
以
下
こ
の
項
、
第
三
十
四
条
の
二
十
第
一
項
第
九
号
、

第
三
十
四
条
の
二
十
三
の
二
第
四
項
並
び
に
第
三
十
五

条
第
三
項
第
九
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
四
号
に
お
い

て
「
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
等
」
と
い
う
。
）
は
、

処
分
基
準
日
の
翌
日
か
ら
は
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社

に
あ
つ
て
は
当
該
銀
行
持
株
会
社
に
係
る
法
第
五
十
二

条
の
二
十
三
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
会
社
に
、
事
業
再
生
会
社
に
あ
つ
て
は
当
該

銀
行
持
株
会
社
に
係
る
同
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
会
社
に
、
地
域
活
性
化
事
業
会
社
に

あ
つ
て
は
当
該
銀
行
持
株
会
社
に
係
る
同
項
第
十
三
号

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
に
、
そ
れ
ぞ
れ

該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
処
分
を
行

え
ば
当
該
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
保
有
す

る
当
該
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
等
の
議
決
権
の
数
が

当
該
処
分
基
準
日
に
お
け
る
基
礎
議
決
権
数
（
国
内
の

会
社
及
び
事
業
再
生
会
社
（
第
五
項
に
定
め
る
要
件
に

該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
款
並
び
に
第
三
十

五
条
第
三
項
第
九
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
四
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
議
決
権
に
つ
い
て
は
そ
の
総
株
主
等

の
議
決
権
に
百
分
の
十
五
を
乗
じ
て
得
た
議
決
権
の

数
、
外
国
の
会
社
の
議
決
権
に
つ
い
て
は
そ
の
総
株
主

等
の
議
決
権
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
議
決
権
の

数
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
下
回
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
子

会
社
が
当
該
取
得
の
日
か
ら
処
分
基
準
日
ま
で
の
間
に

当
該
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
の
保
有
す
る
当

該
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
等
の
議
決
権
の
う
ち
当
該

処
分
基
準
日
に
お
け
る
基
礎
議
決
権
数
を
超
え
る
部
分

の
議
決
権
を
処
分
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

11
　
第
四
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
銀
行

持
株
会
社
又
は
そ
の
特
定
子
会
社
以
外
の
子
会
社
が
そ

の
取
得
し
た
事
業
再
生
会
社
の
議
決
権
を
処
分
基
準
日

（
そ
の
取
得
の
日
か
ら
第
十
七
条
の
二
第
十
三
項
各
号

52



に
掲
げ
る
議
決
権
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
期
間
を
経
過
す
る
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
ま
で
に
処
分
し
な
い
と
き
は
、
当
該
事
業

再
生
会
社
は
、
処
分
基
準
日
の
翌
日
か
ら
は
当
該
銀
行

持
株
会
社
に
係
る
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項
第

十
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
に
該
当

し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
処
分
を
行
え
ば

当
該
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
特
定
子
会
社
以
外
の
子

会
社
が
保
有
す
る
当
該
事
業
再
生
会
社
の
議
決
権
の
数

が
当
該
処
分
基
準
日
に
お
け
る
基
礎
議
決
権
数
を
下
回

る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
銀
行
持
株
会
社

又
は
そ
の
特
定
子
会
社
以
外
の
子
会
社
が
当
該
取
得
の

日
か
ら
処
分
基
準
日
ま
で
の
間
に
当
該
銀
行
持
株
会
社

又
は
そ
の
特
定
子
会
社
以
外
の
子
会
社
の
保
有
す
る
当

該
事
業
再
生
会
社
の
議
決
権
の
う
ち
当
該
処
分
基
準
日

に
お
け
る
基
礎
議
決
権
数
を
超
え
る
部
分
の
議
決
権
を

処
分
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

12
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
十
七
条
の
二
第

十
四
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る

業
務
を
専
ら
営
む
会
社
と
す
る
。

13
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項
第
十
五
号
に
規
定

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
会
社
の
い
ず
れ
か
を
子
会
社
と
す
る

持
株
会
社

イ
　
銀
行

ロ
　
長
期
信
用
銀
行

ハ
　
保
険
会
社

ニ
　
少
額
短
期
保
険
業
者

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
持
株
会
社
の

子
会
社
の
経
営
管
理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯

す
る
業
務
並
び
に
次
に
掲
げ
る
業
務
を
専
ら
営
む
持

株
会
社

イ
　
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
で
あ
つ
て
、
当
該

銀
行
持
株
会
社
、
そ
の
子
会
社
（
銀
行
並
び
に
法

第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項
第
一
号
、
第
一
号

の
二
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
会
社
に
限
る
。
）
そ

の
他
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
の
営
む
業
務
の
た

め
に
営
む
も
の

ロ
　
第
十
七
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務

（
当
該
持
株
会
社
が
証
券
専
門
会
社
等
を
子
会
社

と
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
同
項
第
十
九
号

か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
、
当
該

持
株
会
社
が
保
険
会
社
等
を
子
会
社
と
し
て
い
な

い
場
合
に
あ
つ
て
は
同
項
第
二
十
四
号
か
ら
第
三

十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
、
当
該
持
株
会
社

が
信
託
専
門
会
社
等
を
子
会
社
と
し
て
い
な
い
場

合
（
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
信
託

兼
営
銀
行
が
当
該
持
株
会
社
の
議
決
権
を
保
有
す

る
場
合
（
当
該
信
託
兼
営
銀
行
の
子
会
社
が
当
該

議
決
権
を
保
有
す
る
場
合
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）

に
あ
つ
て
は
同
項
第
三
十
五
号
か
ら
第
三
十
七
号

ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
、
そ
れ
ぞ
れ
除
く
。
）

14
　
法
第
二
条
第
十
一
項
の
規
定
は
、
第
四
項
、
第
五

項
、
第
七
項
（
第
八
項
及
び
第
九
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
項
、
第
十
一
項

及
び
前
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

（
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
等
が
適
用

さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
事
由
）

第
三
十
四
条
の
十
七
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
二
項

本
文
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
に

掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

一
　
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
の
代
物
弁
済
の

受
領
に
よ
る
株
式
等
の
取
得

二
　
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
所
有
す
る
議

決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
又
は
持
分

に
係
る
議
決
権
の
取
得
（
当
該
銀
行
持
株
会
社
又
は

そ
の
子
会
社
の
意
思
に
よ
ら
な
い
事
象
の
発
生
に
よ

り
取
得
す
る
も
の
に
限
る
。
）

三
　
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
を
所
有

す
る
会
社
の
株
式
の
転
換
（
当
該
銀
行
持
株
会
社
又

は
そ
の
子
会
社
の
請
求
に
よ
る
場
合
を
除
く
。
）

四
　
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所

有
す
る
会
社
の
株
式
等
の
併
合
若
し
く
は
分
割
又
は

株
式
無
償
割
当
て

五
　
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所

有
す
る
会
社
の
定
款
の
変
更
に
よ
る
株
式
等
に
係
る

権
利
の
内
容
又
は
一
単
元
の
株
式
の
数
の
変
更

六
　
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所

有
す
る
会
社
の
自
己
の
株
式
等
の
取
得

七
　
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
法
第
五
十
二
条

の
二
十
三
第
一
項
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に

掲
げ
る
会
社
に
よ
る
株
式
等
の
取
得

２
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由
は
、
前
項
第
七
号
に
掲

げ
る
事
由
と
す
る
。

３
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
事
由
は
、
銀
行
持
株
会
社
若
し
く
は
そ

の
子
会
社
の
担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
等
の
取
得
又

は
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
由
と

す
る
。

４
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
十
一
項
本
文
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
事
由
と
す
る
。

５
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
十
一
項
た
だ
し
書
に
規

定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由
は
、
第
一
項
第
七
号

に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

（
子
会
社
対
象
会
社
の
う
ち
子
会
社
対
象
銀
行
等
か
ら

除
か
れ
る
も
の
の
業
務
）

第
三
十
四
条
の
十
八
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
三
項

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ

る
業
務
と
す
る
。

一
　
第
十
七
条
の
三
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
十
八
号
の

五
ま
で
に
掲
げ
る
業
務

二
　
そ
の
他
前
号
に
掲
げ
る
業
務
に
準
ず
る
も
の
と
し

て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
業
務

三
　
第
十
七
条
の
三
第
二
項
第
三
十
九
号
に
掲
げ
る
業

務
の
う
ち
、
前
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業

務
に
係
る
も
の

（
一
定
の
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
）

第
三
十
四
条
の
十
八
の
二
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第

三
項
、
第
十
二
項
及
び
第
十
五
項
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
会
社
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
専
ら
営
む

会
社
（
外
国
の
会
社
を
除
く
。
）
又
は
障
害
者
雇
用
促

進
法
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
四
十
五
条
第
一
項
若
し

く
は
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
認
定
に
係
る
子
会

社
、
関
係
会
社
若
し
く
は
関
係
子
会
社
と
す
る
。

一
　
専
ら
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
当
該
銀
行
持
株

会
社
の
子
会
社
で
あ
る
銀
行
の
営
む
銀
行
業
の
高
度

化
若
し
く
は
当
該
銀
行
の
利
用
者
の
利
便
の
向
上
に

資
す
る
業
務
又
は
こ
れ
に
資
す
る
と
見
込
ま
れ
る
業

務
（
次
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除

く
。
）

二
　
特
定
の
地
域
に
お
い
て
生
産
さ
れ
、
若
し
く
は
提

供
さ
れ
る
商
品
又
は
提
供
さ
れ
る
役
務
の
提
供
を
行

う
業
務
で
あ
つ
て
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社

で
あ
る
銀
行
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
に
支

障
を
来
す
著
し
い
お
そ
れ
が
な
い
も
の

三
　
高
度
の
専
門
的
な
能
力
を
有
す
る
人
材
そ
の
他
の

当
該
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
銀
行
の
利
用

者
で
あ
る
事
業
者
等
の
経
営
の
改
善
に
寄
与
す
る
人

材
に
係
る
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保

及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条

第
三
号
に
規
定
す
る
労
働
者
派
遣
事
業
（
経
営
相
談

等
業
務
そ
の
他
の
当
該
銀
行
の
営
む
業
務
に
関
連
し

て
行
う
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
事
業
の
派
遣
労
働
者

が
常
時
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
で
な
い
も
の
に
限
る
。
）

四
　
他
の
事
業
者
等
の
た
め
に
電
子
計
算
機
を
使
用
す

る
こ
と
に
よ
り
機
能
す
る
シ
ス
テ
ム
の
設
計
、
開
発

若
し
く
は
保
守
（
当
該
銀
行
持
株
会
社
若
し
く
は
そ

の
子
会
社
が
単
独
で
若
し
く
は
他
の
事
業
者
等
と
共

同
し
て
設
計
し
、
若
し
く
は
開
発
し
た
シ
ス
テ
ム
又

は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又

は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
、
作
成
、
販
売
（
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
販
売
に
伴
い
必
要
と
な
る
附
属
機
器
の
販
売
を

含
む
。
）
若
し
く
は
保
守
（
当
該
銀
行
持
株
会
社
若

し
く
は
そ
の
子
会
社
が
単
独
で
若
し
く
は
他
の
事
業

者
等
と
共
同
し
て
設
計
し
、
若
し
く
は
作
成
し
た
プ

ロ
グ
ラ
ム
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
を
行
う
業
務
（
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

五
　
他
の
事
業
者
等
の
業
務
に
関
す
る
広
告
、
宣
伝
、

調
査
、
情
報
の
分
析
又
は
情
報
の
提
供
を
行
う
業
務

六
　
他
の
事
業
者
等
の
現
金
自
動
支
払
機
等
の
保
守
、

点
検
そ
の
他
の
管
理
を
行
う
業
務

七
　
成
年
後
見
制
度
に
係
る
相
談
の
実
施
、
成
年
後
見

人
等
の
事
務
の
支
援
そ
の
他
成
年
後
見
人
等
の
事
務

を
行
う
業
務

八
　
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
し
必
要
と
な
る
業
務

で
あ
つ
て
、
子
会
社
対
象
会
社
（
法
第
五
十
二
条
の

二
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
子
会
社
対
象
会
社
を
い

い
、
同
項
第
十
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る

会
社
を
除
く
。
）
が
営
む
こ
と
が
で
き
る
も
の

九
　
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務

（
外
国
特
定
金
融
関
連
業
務
会
社
の
業
務
）

第
三
十
四
条
の
十
八
の
三
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第

五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

は
、
第
十
七
条
の
四
の
四
に
規
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
子
会
社
対
象
銀
行
等
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い

て
の
認
可
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
十
九
　
銀
行
持
株
会
社
は
、
法
第
五
十
二

条
の
二
十
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
子
会
社
対
象
銀
行

等
（
同
項
に
規
定
す
る
子
会
社
対
象
銀
行
等
を
い
い
、

同
条
第
一
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
会
社
（
第
三
十
四
条

の
十
八
の
二
に
規
定
す
る
会
社
を
除
く
。
）
を
除
く
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
子
会
社
と
す
る
こ

と
に
つ
い
て
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認

可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長

官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
が
行
う
子
会
社
の
経
営
管

理
に
係
る
体
制
を
記
載
し
た
書
面

ロ
　
銀
行
の
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す

る
従
業
員
の
確
保
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　
株
式
交
換
に
よ
り
子
会
社
対
象
銀
行
等
を
子
会

社
と
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
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（１）
　
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が

あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

（２）
　
株
式
交
換
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

（３）
　
株
式
交
換
費
用
を
記
載
し
た
書
面

ニ
　
株
式
交
付
に
よ
り
子
会
社
対
象
銀
行
等
を
子
会

社
と
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面

（１）
　
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が

あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

（２）
　
株
式
交
付
計
画
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

（３）
　
株
式
交
付
費
用
を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
法
第

五
十
二
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い

う
。
以
下
こ
の
款
（
第
三
十
四
条
の
十
九
の
五
第
二

項
第
二
号
及
び
第
三
十
四
条
の
十
九
の
七
第
一
項
第

三
号
ロ
を
除
く
。
）
及
び
第
五
款
並
び
に
第
三
十
五

条
第
三
項
第
十
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る

次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
つ

き
連
結
し
て
記
載
し
た

終
の
貸
借
対
照
表
、
損

益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ

ら
に
類
す
る
書
面
を
含
む
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
の

会
社
の

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の

状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ロ
　
当
該
認
可
後
に
お
け
る
当
該
銀
行
持
株
会
社
及

び
そ
の
子
会
社
等
（
子
会
社
と
な
る
会
社
を
含

む
。
）
の
収
支
及
び
連
結
自
己
資
本
比
率
の
見
込

み
を
記
載
し
た
書
面

四
　
当
該
認
可
に
係
る
子
会
社
対
象
銀
行
等
（
当
該
子

会
社
対
象
銀
行
等
を
子
会
社
と
す
る
法
第
五
十
二
条

の
二
十
三
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
例
持
株
会

社
を
含
む
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置

を
記
載
し
た
書
面

ロ
　
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主

資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
面
を

含
む
。
）
そ
の
他

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及

び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ニ
　
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職

務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
）
の
役
職
名
及
び
氏

名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
面

五
　
当
該
認
可
に
係
る
子
会
社
対
象
銀
行
等
を
子
会
社

と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ

の
子
会
社
が
国
内
の
会
社
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ

の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
と
な
る

場
合
に
は
、
当
該
国
内
の
会
社
の
名
称
及
び
業
務
の

内
容
を
記
載
し
た
書
面

六
　
そ
の
他
次
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参

考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請

が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か

ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
申
請
の
時
に
お
い
て
申
請
を
し
た
銀
行
持
株

会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
収
支
が
良
好
で
あ
り
、

当
該
認
可
に
係
る
子
会
社
対
象
銀
行
等
を
子
会
社
と

し
た
後
も
良
好
に
推
移
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ

と
。

二
　
申
請
を
し
た
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等

（
当
該
認
可
に
係
る
子
会
社
対
象
銀
行
等
を
含
む
。
）

の
連
結
自
己
資
本
比
率
が
適
正
な
水
準
と
な
る
こ
と

が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

三
　
申
請
を
し
た
銀
行
持
株
会
社
が
、
そ
の
人
的
構
成

及
び
子
会
社
の
経
営
管
理
に
係
る
体
制
等
に
照
ら

し
、
当
該
認
可
に
係
る
子
会
社
対
象
銀
行
等
の
経
営

管
理
を
的
確
か
つ
公
正
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
。

四
　
当
該
認
可
に
係
る
子
会
社
対
象
銀
行
等
が
そ
の
業

務
を
的
確
か
つ
公
正
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
四

項
た
だ
し
書
の
認
可
（
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会

社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得

し
、
又
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
同
条
第
一
項
第
十

四
号
に
掲
げ
る
会
社
（
第
三
十
四
条
の
十
八
の
二
に
規

定
す
る
会
社
及
び
外
国
の
会
社
を
除
く
。
以
下
こ
の
節

及
び
第
三
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
「
他
業
銀
行
業
高

度
化
等
会
社
」
と
い
う
。
）
の
議
決
権
に
つ
い
て
引
き

続
き
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
に

つ
い
て
の
認
可
を
除
く
。
）
及
び
法
第
五
十
二
条
の
二

十
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
の
認
可

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４
　
銀
行
持
株
会
社
は
、
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
七

項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書

に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
承
認
に
係
る
子
会
社
対
象
会
社
（
法
第
五
十

二
条
の
二
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
子
会
社
対
象
会

社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外

の
外
国
の
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置

を
記
載
し
た
書
面

ロ
　
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主

資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
面
を

含
む
。
）
そ
の
他

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及

び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ニ
　
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職

務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
）
の
役
職
名
及
び
氏

名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
面

三
　
そ
の
他
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
七
項
の
承
認

に
係
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を

記
載
し
た
書
面

５
　
銀
行
持
株
会
社
は
、
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
九

項
の
規
定
に
よ
る
延
長
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
延
長
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金

融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
延
長
に
係
る
子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
外
国

の
会
社
の
議
決
権
の
保
有
に
関
す
る
方
針
を
記
載
し

た
書
面

三
　
当
該
延
長
に
係
る
子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
外
国

の
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置

を
記
載
し
た
書
面

ロ
　
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主

資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
面
を

含
む
。
）
そ
の
他

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及

び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ニ
　
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職

務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
）
の
役
職
名
及
び
氏

名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
面

四
　
そ
の
他
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
九
項
の
規
定

に
よ
る
延
長
に
係
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る

べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

６
　
銀
行
持
株
会
社
は
、
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
十

項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書

に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
が
行
う
子
会
社
の
経
営
管

理
に
係
る
体
制
を
記
載
し
た
書
面

ロ
　
銀
行
の
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す

る
従
業
員
の
確
保
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
関
す

る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
つ

き
連
結
し
て
記
載
し
た

終
の
貸
借
対
照
表
、
損

益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ

ら
に
類
す
る
書
面
を
含
む
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
の

会
社
の

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の

状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ロ
　
当
該
認
可
後
に
お
け
る
当
該
銀
行
持
株
会
社
及

び
そ
の
子
会
社
等
（
子
会
社
と
な
る
会
社
を
含

む
。
）
の
収
支
及
び
連
結
自
己
資
本
比
率
の
見
込

み
を
記
載
し
た
書
面

四
　
当
該
認
可
に
係
る
子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
外
国

の
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置

を
記
載
し
た
書
面

ロ
　
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主

資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
面
を

含
む
。
）
そ
の
他

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及

び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ニ
　
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職

務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
）
の
役
職
名
及
び
氏

名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
面

五
　
当
該
認
可
に
係
る
子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
外
国

の
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
銀
行

持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
国
内
の
会
社
の
議
決

権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有

す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
国
内
の
会
社
の

名
称
及
び
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

六
　
そ
の
他
次
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参

考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

７
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請

が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か

ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
申
請
の
時
に
お
い
て
申
請
を
し
た
銀
行
持
株

会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
収
支
が
良
好
で
あ
り
、

当
該
認
可
に
係
る
子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
外
国
の

会
社
を
子
会
社
と
し
た
後
も
良
好
に
推
移
す
る
こ
と

が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

二
　
申
請
を
し
た
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等

（
当
該
認
可
に
係
る
子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
外
国

の
会
社
を
含
む
。
）
の
連
結
自
己
資
本
比
率
が
適
正

な
水
準
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

三
　
申
請
を
し
た
銀
行
持
株
会
社
が
、
そ
の
人
的
構
成

及
び
子
会
社
の
経
営
管
理
に
係
る
体
制
等
に
照
ら

し
、
当
該
認
可
に
係
る
子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
外

国
の
会
社
の
経
営
管
理
を
的
確
か
つ
公
正
に
遂
行
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
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四
　
当
該
認
可
に
係
る
子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
外
国

の
会
社
が
そ
の
業
務
を
的
確
か
つ
公
正
に
遂
行
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

五
　
申
請
を
し
た
銀
行
持
株
会
社
が
現
に
子
会
社
と
し

て
い
る
子
会
社
対
象
外
国
会
社
（
法
第
五
十
二
条
の

二
十
三
第
八
項
第
一
号
に
規
定
す
る
子
会
社
対
象
外

国
会
社
を
い
う
。
）
又
は
外
国
特
定
金
融
関
連
業
務

会
社
（
同
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
外
国
特
定

金
融
関
連
業
務
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
競
争
力
（
外
国
特
定
金
融
関
連
業
務

会
社
に
あ
つ
て
は
、
当
該
外
国
特
定
金
融
関
連
業
務

会
社
の
営
む
金
融
関
連
業
務
に
お
け
る
競
争
力
に
限

る
。
）
の
確
保
そ
の
他
の
事
情
に
照
ら
し
て
、
当
該

銀
行
持
株
会
社
が
子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
外
国
の

会
社
（
外
国
特
定
金
融
関
連
業
務
会
社
を
除
く
。
）

を
子
会
社
と
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
こ
と
。

８
　
前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
十

一
項
た
だ
し
書
の
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

９
　
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
五
十
二
条
の

二
十
三
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
の

認
可
（
他
業
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
に
該
当
す
る
子
会

社
と
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
を
除
く
。
）

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

10
　
第
四
項
の
規
定
は
、
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
十

三
項
の
承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

11
　
法
第
二
条
第
十
一
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
五
号

（
第
三
項
及
び
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
三
項
、
第
五
項
第
二
号
及
び
第
六
項
第
五
号

（
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定

す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
他
業
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と

等
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
十
九
の
二
　
銀
行
持
株
会
社
は
、
当
該
銀

行
持
株
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
他
業

銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
を
そ
の
基
準
議
決
権

数
を
超
え
て
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
す
る
こ
と
又
は

外
国
の
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
（
法
第
五
十
二
条
の
二

十
三
第
一
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
会
社
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
、
第
五
款
及
び
第
三
十
五
条
第
三
項
第
六
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の

認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次

に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
銀
行
の
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す

る
従
業
員
の
確
保
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面

ロ
　
株
式
交
換
に
よ
り
当
該
銀
行
持
株
会
社
若
し
く

は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
他
業
銀
行
業
高
度
化

等
会
社
の
議
決
権
を
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え

て
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
し
よ
う
と
す
る
場
合

又
は
外
国
の
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と

し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面

（１）
　
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が

あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

（２）
　
株
式
交
換
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

（３）
　
株
式
交
換
費
用
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　
株
式
交
付
に
よ
り
当
該
銀
行
持
株
会
社
若
し
く

は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
他
業
銀
行
業
高
度
化

等
会
社
の
議
決
権
を
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え

て
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
し
よ
う
と
す
る
場
合

又
は
外
国
の
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と

し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面

（１）
　
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が

あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

（２）
　
株
式
交
付
計
画
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

（３）
　
株
式
交
付
費
用
を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
関
す

る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
つ

き
連
結
し
て
記
載
し
た

終
の
貸
借
対
照
表
、
損

益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ

ら
に
類
す
る
書
面
を
含
む
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
の

会
社
の

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の

状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ロ
　
当
該
認
可
後
に
お
け
る
当
該
銀
行
持
株
会
社
及

び
そ
の
子
会
社
等
（
子
会
社
等
と
な
る
会
社
を
含

む
。
）
の
収
支
及
び
連
結
自
己
資
本
比
率
の
見
込

み
を
記
載
し
た
書
面

四
　
当
該
認
可
に
係
る
他
業
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
又

は
外
国
の
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
（
次
項
に
お
い
て

「
他
業
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
等
」
と
い
う
。
）
に
関

す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置

を
記
載
し
た
書
面

ロ
　
業
務
の
内
容
及
び
当
該
業
務
を
遂
行
す
る
体
制

を
記
載
し
た
書
面

ハ
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主

資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
面
を

含
む
。
）
そ
の
他

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及

び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ニ
　
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職

務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
）
の
役
職
名
及
び
氏

名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
面

五
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合

算
し
て
当
該
認
可
に
係
る
他
業
銀
行
業
高
度
化
等
会

社
の
議
決
権
を
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得

し
、
若
し
く
は
保
有
す
る
こ
と
又
は
外
国
の
銀
行
業

高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当

該
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
国
内
の
会
社

の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え

て
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
国
内
の

会
社
の
名
称
及
び
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

六
　
そ
の
他
次
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参

考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請

が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か

ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
申
請
の
時
に
お
い
て
、
申
請
を
し
た
銀
行
持

株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
収
支
が
良
好
で
あ

り
、
か
つ
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
若
し
く
は
そ
の
子

会
社
が
合
算
し
て
当
該
認
可
に
係
る
他
業
銀
行
業
高

度
化
等
会
社
に
つ
い
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え

る
議
決
権
を
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
し
、
又
は
外

国
の
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
し
た
後
も

良
好
に
推
移
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

二
　
当
該
申
請
に
係
る
他
業
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
等

に
対
す
る
出
資
が
全
額
毀
損
し
た
場
合
で
あ
つ
て

も
、
申
請
を
し
た
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社

等
（
当
該
認
可
に
よ
り
子
会
社
等
と
な
る
会
社
を
除

く
。
）
の
財
産
及
び
損
益
の
状
況
が
良
好
で
あ
る
こ

と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

三
　
当
該
認
可
に
係
る
他
業
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
等

が
そ
の
業
務
を
的
確
か
つ
公
正
に
遂
行
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
。

四
　
当
該
申
請
を
し
た
銀
行
持
株
会
社
若
し
く
は
そ
の

子
会
社
が
合
算
し
て
当
該
認
可
に
係
る
他
業
銀
行
業

高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
を
そ
の
基
準
議
決
権
数
を

超
え
て
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
す
る
こ
と
又
は
外

国
の
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と

に
よ
り
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
銀

行
の
営
む
銀
行
業
の
高
度
化
若
し
く
は
当
該
銀
行
の

利
用
者
の
利
便
の
向
上
又
は
地
域
の
活
性
化
、
産
業

の
生
産
性
の
向
上
そ
の
他
の
持
続
可
能
な
社
会
の
構

築
に
資
す
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

五
　
当
該
申
請
を
し
た
銀
行
持
株
会
社
の
業
務
の
状
況

に
照
ら
し
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
若
し
く
は
そ
の
子

会
社
が
合
算
し
て
当
該
認
可
に
係
る
他
業
銀
行
業
高

度
化
等
会
社
の
議
決
権
を
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超

え
て
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
し
、
又
は
外
国
の
銀

行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
し
た
後
も
、
当
該

銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
銀
行
の
業
務
の
健

全
か
つ
適
切
な
運
営
に
支
障
を
来
す
著
し
い
お
そ
れ

が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

六
　
当
該
申
請
を
し
た
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ

る
銀
行
又
は
当
該
認
可
に
係
る
他
業
銀
行
業
高
度
化

等
会
社
等
の
顧
客
に
対
し
、
当
該
銀
行
の
銀
行
と
し

て
の
取
引
上
の
優
越
的
地
位
又
は
当
該
他
業
銀
行
業

高
度
化
等
会
社
等
の
業
務
に
お
け
る
取
引
上
の
優
越

的
地
位
を
不
当
に
利
用
し
て
、
当
該
銀
行
の
業
務
に

係
る
取
引
の
条
件
若
し
く
は
実
施
又
は
当
該
他
業
銀

行
業
高
度
化
等
会
社
等
の
業
務
に
係
る
取
引
の
条
件

若
し
く
は
実
施
に
つ
い
て
不
利
益
を
与
え
る
行
為
が

行
わ
れ
る
著
し
い
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ

と
。

七
　
当
該
申
請
を
し
た
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ

る
銀
行
又
は
当
該
認
可
に
係
る
他
業
銀
行
業
高
度
化

等
会
社
等
が
行
う
取
引
に
伴
い
、
当
該
銀
行
持
株
会

社
の
子
会
社
で
あ
る
銀
行
又
は
当
該
他
業
銀
行
業
高

度
化
等
会
社
等
が
行
う
業
務
に
係
る
顧
客
の
利
益
が

不
当
に
害
さ
れ
る
著
し
い
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら

れ
る
こ
と
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
四

項
た
だ
し
書
の
認
可
（
銀
行
持
株
会
社
若
し
く
は
そ
の

子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取

得
し
、
若
し
く
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
他
業
銀
行

業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
に
つ
い
て
引
き
続
き
そ
の

基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
又
は
子
会
社

と
な
つ
た
外
国
の
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
引
き
続
き

子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
に
限
る
。
）
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

４
　
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
五
十
二
条
の

二
十
三
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
の

認
可
（
他
業
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
に
該
当
す
る
子
会

社
と
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
に
限
る
。
）

及
び
同
条
第
十
五
項
の
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５
　
法
第
二
条
第
十
一
項
の
規
定
は
、
第
一
項
並
び
に
第

二
項
第
一
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
（
こ
れ
ら
の
規
定

を
前
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び

に
第
三
項
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
に
類
す
る
者
）

第
三
十
四
条
の
十
九
の
三
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
の

二
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

も
の
は
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
等
（
当
該
銀

行
持
株
会
社
の
子
会
社
（
銀
行
並
び
に
法
第
五
十
二
条

の
二
十
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
会
社

に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
と
す
る
。
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（
特
例
子
会
社
対
象
業
務
）

第
三
十
四
条
の
十
九
の
四
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
の

二
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、

法
第
十
条
第
二
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
金
融
等
デ
リ

バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
同
号
に
規
定
す
る
商
品
の
売
買

と
す
る
。

（
特
例
子
会
社
対
象
業
務
を
営
む
会
社
を
持
株
特
定
子

会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
十
九
の
五
　
銀
行
持
株
会
社
は
、
法
第
五

十
二
条
の
二
十
三
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特
例
子

会
社
対
象
業
務
会
社
（
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
会

社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
五
条
第
三
項
第

十
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
持
株
特
定
子
会
社
（
法

第
五
十
二
条
の
二
十
三
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
持
株

特
定
子
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
並
び
に
第
三
十
四

条
の
十
九
の
九
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
を
受
け
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を

添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
が
行
う
持
株
特
定
子
会
社

の
経
営
管
理
に
係
る
体
制
を
記
載
し
た
書
面

ロ
　
銀
行
の
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す

る
従
業
員
の
確
保
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　
株
式
交
換
に
よ
り
特
例
子
会
社
対
象
業
務
会
社

を
持
株
特
定
子
会
社
と
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲

げ
る
書
面

（１）
　
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が

あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

（２）
　
株
式
交
換
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

（３）
　
株
式
交
換
費
用
を
記
載
し
た
書
面

ニ
　
株
式
交
付
に
よ
り
特
例
子
会
社
対
象
業
務
会
社

を
持
株
特
定
子
会
社
と
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲

げ
る
書
面

（１）
　
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が

あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

（２）
　
株
式
交
付
計
画
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

（３）
　
株
式
交
付
費
用
を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
関
す

る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
つ

き
連
結
し
て
記
載
し
た

終
の
貸
借
対
照
表
、
損

益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ

ら
に
類
す
る
書
面
を
含
む
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
の

会
社
の

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の

状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ロ
　
当
該
認
可
後
に
お
け
る
当
該
銀
行
持
株
会
社
及

び
そ
の
子
会
社
等
（
子
会
社
と
な
る
会
社
を
含

む
。
）
の
収
支
及
び
連
結
自
己
資
本
比
率
の
見
込

み
を
記
載
し
た
書
面

四
　
当
該
認
可
に
係
る
特
例
子
会
社
対
象
業
務
会
社
に

関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置

を
記
載
し
た
書
面

ロ
　
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主

資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
面
を

含
む
。
）
そ
の
他

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及

び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ニ
　
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職

務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
）
の
役
職
名
及
び
氏

名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
面

五
　
そ
の
他
次
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参

考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請

が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か

ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
申
請
の
時
に
お
い
て
申
請
を
し
た
銀
行
持
株

会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
収
支
が
良
好
で
あ
り
、

当
該
認
可
に
係
る
特
例
子
会
社
対
象
業
務
会
社
を
持

株
特
定
子
会
社
と
し
た
後
も
良
好
に
推
移
す
る
こ
と

が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

二
　
当
該
申
請
の
時
に
お
い
て
申
請
を
し
た
銀
行
持
株

会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
法
第
五
十
二
条
の
二
十

五
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
）
の
連
結
自
己

資
本
比
率
（
第
三
十
四
条
の
十
第
一
項
第
四
号
に
規

定
す
る
連
結
自
己
資
本
比
率
を
い
う
。
）
、
当
該
銀
行

持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社

等
（
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
子
会
社

等
を
い
う
。
）
の
連
結
自
己
資
本
比
率
（
第
十
七
条

の
五
第
一
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
連
結
自
己
資
本

比
率
を
い
う
。
）
並
び
に
当
該
銀
行
の
単
体
自
己
資

本
比
率
が
い
ず
れ
も
十
分
な
水
準
に
あ
り
、
当
該
認

可
に
係
る
特
例
子
会
社
対
象
業
務
会
社
を
持
株
特
定

子
会
社
と
し
た
後
も
十
分
な
水
準
と
な
る
こ
と
が
見

込
ま
れ
る
こ
と
。

三
　
申
請
を
し
た
銀
行
持
株
会
社
が
、
そ
の
人
的
構
成

及
び
子
会
社
の
経
営
管
理
に
係
る
体
制
等
に
照
ら

し
、
当
該
認
可
に
係
る
特
例
子
会
社
対
象
業
務
会
社

の
経
営
管
理
を
的
確
か
つ
公
正
に
遂
行
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
。

四
　
当
該
認
可
に
係
る
特
例
子
会
社
対
象
業
務
会
社
が

そ
の
業
務
を
的
確
か
つ
公
正
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
。

五
　
申
請
を
し
た
銀
行
持
株
会
社
の
業
務
の
状
況
に
照

ら
し
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
が
当
該
認
可
に
係
る
特

例
子
会
社
対
象
業
務
会
社
を
持
株
特
定
子
会
社
と
し

た
後
も
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
銀
行

の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
に
支
障
を
来
す
お

そ
れ
が
な
い
こ
と
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
の
二

第
四
項
た
だ
し
書
の
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４
　
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
の
二

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
の
認
可
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

（
特
例
銀
行
業
高
度
化
等
業
務
）

第
三
十
四
条
の
十
九
の
六
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
の

二
第
六
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、

次
に
掲
げ
る
業
務
又
は
障
害
者
雇
用
促
進
法
第
四
十
四

条
第
一
項
、
第
四
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
十
五

条
の
二
第
一
項
の
認
定
に
係
る
子
会
社
、
関
係
会
社
若

し
く
は
関
係
子
会
社
と
し
て
行
う
事
業
と
す
る
。

一
　
専
ら
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
当
該
銀
行
持
株

会
社
の
子
会
社
で
あ
る
銀
行
の
営
む
銀
行
業
の
高
度

化
若
し
く
は
当
該
銀
行
の
利
用
者
の
利
便
の
向
上
に

資
す
る
業
務
又
は
こ
れ
に
資
す
る
と
見
込
ま
れ
る
業

務
（
次
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除

く
。
）

二
　
特
定
の
地
域
に
お
い
て
生
産
さ
れ
、
若
し
く
は
提

供
さ
れ
る
商
品
又
は
提
供
さ
れ
る
役
務
の
提
供
を
行

う
業
務
で
あ
つ
て
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社

で
あ
る
銀
行
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
に
支

障
を
来
す
著
し
い
お
そ
れ
が
な
い
も
の

三
　
高
度
の
専
門
的
な
能
力
を
有
す
る
人
材
そ
の
他
の

当
該
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
銀
行
の
利
用

者
で
あ
る
事
業
者
等
の
経
営
の
改
善
に
寄
与
す
る
人

材
に
係
る
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保

及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条

第
三
号
に
規
定
す
る
労
働
者
派
遣
事
業
（
経
営
相
談

等
業
務
そ
の
他
の
当
該
銀
行
の
営
む
業
務
に
関
連
し

て
行
う
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
事
業
の
派
遣
労
働
者

が
常
時
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
で
な
い
も
の
に
限
る
。
）

四
　
他
の
事
業
者
等
の
た
め
に
電
子
計
算
機
を
使
用
す

る
こ
と
に
よ
り
機
能
す
る
シ
ス
テ
ム
の
設
計
、
開
発

若
し
く
は
保
守
（
当
該
銀
行
持
株
会
社
若
し
く
は
そ

の
子
会
社
が
単
独
で
若
し
く
は
他
の
事
業
者
等
と
共

同
し
て
設
計
し
、
若
し
く
は
開
発
し
た
シ
ス
テ
ム
又

は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又

は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
、
作
成
、
販
売
（
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
販
売
に
伴
い
必
要
と
な
る
附
属
機
器
の
販
売
を

含
む
。
）
若
し
く
は
保
守
（
当
該
銀
行
持
株
会
社
若

し
く
は
そ
の
子
会
社
が
単
独
で
若
し
く
は
他
の
事
業

者
等
と
共
同
し
て
設
計
し
、
若
し
く
は
作
成
し
た
プ

ロ
グ
ラ
ム
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
を
行
う
業
務
（
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

五
　
他
の
事
業
者
等
の
業
務
に
関
す
る
広
告
、
宣
伝
、

調
査
、
情
報
の
分
析
又
は
情
報
の
提
供
を
行
う
業
務

六
　
他
の
事
業
者
等
の
現
金
自
動
支
払
機
等
の
保
守
、

点
検
そ
の
他
の
管
理
を
行
う
業
務

七
　
成
年
後
見
制
度
に
係
る
相
談
の
実
施
、
成
年
後
見

人
等
の
事
務
の
支
援
そ
の
他
成
年
後
見
人
等
の
事
務

を
行
う
業
務

八
　
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
し
必
要
と
な
る
業
務

で
あ
つ
て
、
子
会
社
対
象
会
社
（
法
第
五
十
二
条
の

二
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
子
会
社
対
象
会
社
を
い

い
、
同
項
第
十
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る

会
社
を
除
く
。
）
が
営
む
こ
と
が
で
き
る
も
の

九
　
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務

（
特
例
銀
行
業
高
度
化
等
業
務
を
専
ら
営
む
持
株
特
定

子
会
社
に
係
る
認
定
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
十
九
の
七
　
銀
行
持
株
会
社
は
、
法
第
五

十
二
条
の
二
十
三
の
二
第
七
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
認
定
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添

付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
の
集
団

に
お
け
る
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制

を
記
載
し
た
書
面

ロ
　
銀
行
の
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す

る
従
業
員
の
確
保
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職

務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
）
の
役
職
名
、
氏
名

又
は
名
称
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
関
す

る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
つ

き
連
結
し
て
記
載
し
た

終
の
貸
借
対
照
表
、
損

益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ

ら
に
類
す
る
書
面
を
含
む
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
の

会
社
の

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の

状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ロ
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
法

第
五
十
二
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
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い
う
。
）
の
連
結
自
己
資
本
比
率
（
第
三
十
四
条

の
十
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
連
結
自
己
資
本

比
率
を
い
う
。
）
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社

で
あ
る
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
法
第
十
四
条

の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
）

の
連
結
自
己
資
本
比
率
（
第
十
七
条
の
五
第
一
項

第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
連
結
自
己
資
本
比
率
を
い

う
。
）
並
び
に
当
該
銀
行
の
単
体
自
己
資
本
比
率

（
次
項
第
一
号
に
お
い
て
「
自
己
資
本
比
率
等
」

と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
書
面

四
　
そ
の
他
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
の
二
第
七
項
の

認
定
に
係
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事

項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る

内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
自
己
資
本
比
率
等
が
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
比
率

以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
の
集
団
に

お
け
る
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
が
適

切
に
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
が
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社

で
あ
る
こ
と
又
は
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
取
締
役
に

占
め
る
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
株
主
と
の
利
益
が
相

反
す
る
お
そ
れ
の
な
い
社
外
取
締
役
（
会
社
法
第
二

条
第
十
五
号
に
規
定
す
る
社
外
取
締
役
を
い
う
。
）

の
割
合
が
三
分
の
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（
届
出
）

第
三
十
四
条
の
十
九
の
八
　
認
定
銀
行
持
株
会
社
（
法
第

五
十
二
条
の
二
十
三
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
認
定
銀

行
持
株
会
社
を
い
う
。
）
は
、
同
条
第
八
項
及
び
第
九

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融

庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
特
例
銀
行
業
高
度
化
等
業
務
（
法
第
五
十
二
条
の

二
十
三
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
特
例
銀
行
業
高
度

化
等
業
務
を
い
う
。
第
三
十
五
条
第
三
項
第
十
四
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
専
ら
営
む
会
社
に
関
す
る
次

に
掲
げ
る
書
面

イ
　
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置

を
記
載
し
た
書
面

ロ
　
当
該
特
例
銀
行
業
高
度
化
等
業
務
の
内
容
を
記

載
し
た
書
面

ハ
　

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主

資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
面
を

含
む
。
）
そ
の
他

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及

び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

ニ
　
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職

務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
）
の
役
職
名
及
び
氏

名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
面

二
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

（
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
銀
行
の
業
務
の
健

全
か
つ
適
切
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め

ら
れ
る
要
件
）

第
三
十
四
条
の
十
九
の
九
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
の

二
第
十
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
の
う

ち
、
第
三
十
四
条
の
十
九
の
四
に
規
定
す
る
業
務
に
係

る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
持
株
特
定
子
会
社
が
第
三
十
四
条
の
十
九
の
四
に

規
定
す
る
業
務
の
結
果
と
し
て
保
有
す
る
商
品
の
額

の
合
計
額
が
、
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
額
を
超
え
な

い
こ
と
。

二
　
商
品
の
保
管
又
は
運
搬
の
た
め
の
施
設
を
保
有
し

な
い
こ
と
。

三
　
商
品
の
精
製
、
加
工
そ
の
他
の
処
理
を
行
わ
な
い

こ
と
。

２
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る

内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
の
う
ち
、
第
三
十
四
条
の
十

九
の
六
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
も
の
は
、
持
株

特
定
子
会
社
が
同
号
に
掲
げ
る
業
務
の
結
果
と
し
て
保

有
す
る
商
品
及
び
役
務
の
用
に
供
す
る
物
品
（
第
四
項

に
お
い
て
「
物
品
等
」
と
い
う
。
）
の
額
の
合
計
額
が
、

金
融
庁
長
官
の
定
め
る
額
を
超
え
な
い
こ
と
と
す
る
。

３
　
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
商
品
の
額
は
時
価
に
よ

る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
商
品
の
額
の
合
計
額

が
当
該
商
品
を
取
得
し
た
と
き
の
価
額
（
当
該
商
品
の

価
額
の
低
下
に
つ
い
て
損
益
計
算
上
損
失
と
し
て
処
理

し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
処
理
を
し
た
額
を
差
し

引
い
た
金
額
）
を
合
計
し
た
金
額
を
超
え
る
額
で
あ
る

場
合
は
、
当
該
合
計
し
た
金
額
と
す
る
。

４
　
第
二
項
に
規
定
す
る
物
品
等
の
額
は
当
該
物
品
等
を

取
得
し
た
と
き
の
価
額
（
当
該
物
品
等
の
価
額
の
低
下

に
つ
い
て
損
益
計
算
上
損
失
と
し
て
処
理
し
た
場
合
に

あ
つ
て
は
、
当
該
処
理
を
し
た
額
を
差
し
引
い
た
金

額
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ

れ
な
い
こ
と
と
な
る
事
由
）

第
三
十
四
条
の
二
十
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
二
項

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
に
掲
げ

る
事
由
と
す
る
。

一
　
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
の
担
保
権
の
実

行
に
よ
る
株
式
等
の
取
得

二
　
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
の
代
物
弁
済
の

受
領
に
よ
る
株
式
等
の
取
得

三
　
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
の
、
そ
の
取
引

先
で
あ
る
会
社
と
の
間
の
合
理
的
な
経
営
改
善
の
た

め
の
計
画
に
基
づ
く
株
式
等
の
取
得
（
当
該
銀
行
持

株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
に
対
す
る
当
該
会
社
の
債

務
を
消
滅
さ
せ
る
た
め
に
行
う
も
の
で
あ
つ
て
、
当

該
株
式
等
の
取
得
に
よ
つ
て
相
当
の
期
間
内
に
当
該

会
社
の
経
営
の
状
況
が
改
善
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま

れ
る
も
の
に
限
る
。
）

四
　
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
所
有
す
る
議

決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
又
は
持
分

に
係
る
議
決
権
の
取
得
（
当
該
銀
行
持
株
会
社
又
は

そ
の
子
会
社
の
意
思
に
よ
ら
な
い
事
象
の
発
生
に
よ

り
取
得
す
る
も
の
に
限
る
。
）

五
　
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
を
所
有

す
る
会
社
の
株
式
の
転
換
（
当
該
銀
行
持
株
会
社
又

は
そ
の
子
会
社
の
請
求
に
よ
る
場
合
を
除
く
。
）

六
　
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所

有
す
る
会
社
の
株
式
等
の
併
合
若
し
く
は
分
割
又
は

株
式
無
償
割
当
て

七
　
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所

有
す
る
会
社
の
定
款
の
変
更
に
よ
る
株
式
等
に
係
る

権
利
の
内
容
又
は
一
単
元
の
株
式
の
数
の
変
更

八
　
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所

有
す
る
会
社
の
自
己
の
株
式
等
の
取
得

九
　
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
等
の
議
決
権
に
つ
い
て

第
三
十
四
条
の
十
六
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を

行
お
う
と
す
る
と
き
又
は
事
業
再
生
会
社
の
議
決
権

に
つ
い
て
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
行

お
う
と
す
る
と
き
に
お
い
て
、
や
む
を
得
な
い
と
認

め
ら
れ
る
理
由
に
よ
り
当
該
議
決
権
を
譲
渡
す
る
こ

と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
た
め
当
該
議
決
権
を
処
分

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

十
　
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
の
取
引
先
で
あ

る
会
社
と
の
間
の
合
理
的
な
経
営
改
善
の
た
め
の
計

画
に
基
づ
き
取
得
し
た
当
該
会
社
の
発
行
す
る
株
式

を
当
該
会
社
の
経
営
の
状
況
の
改
善
に
伴
い
相
当
の

期
間
内
に
処
分
す
る
た
め
に
必
要
な
当
該
株
式
の
転

換
（
第
五
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
も
の
を
除

く
。
）
そ
の
他
の
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
こ
と
に
つ

い
て
あ
ら
か
じ
め
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
た

場
合

２
　
前
項
第
十
号
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

承
認
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁

長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
承
認
に
係
る
国
内
の
会
社
の
商
号
及
び
業
務

の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
承
認
に
係
る
国
内
の
会
社
の
議
決
権
の
う
ち

そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
又
は
保
有

す
る
こ
と
と
な
つ
た
部
分
の
議
決
権
の
処
分
の
方
法

に
関
す
る
方
針
を
記
載
し
た
書
面

四
　
そ
の
他
次
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参

考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

３
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請

が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
銀
行
持
株
会
社

が
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
所
有
し
、
又
は

保
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
か
ど

う
か
、
及
び
提
出
さ
れ
る
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取

得
し
、
又
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
部
分
の
議
決
権

の
処
分
の
方
法
に
関
す
る
方
針
が
妥
当
な
も
の
で
あ
る

か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

（
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
こ
と

に
つ
い
て
の
承
認
の
申
請
）

第
三
十
四
条
の
二
十
一
　
銀
行
持
株
会
社
は
、
法
第
五
十

二
条
の
二
十
四
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
承
認

を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
次
に
掲

げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
承
認
に
係
る
国
内
の
会
社
の
名
称
及
び
業
務

の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

三
　
当
該
承
認
に
係
る
国
内
の
会
社
の
議
決
権
の
う
ち

そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
又
は
保
有

す
る
こ
と
と
な
つ
た
部
分
の
議
決
権
の
処
分
の
方
法

に
関
す
る
方
針
を
記
載
し
た
書
面

四
　
そ
の
他
次
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参

考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請

が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
銀
行
持
株
会
社

又
は
そ
の
子
会
社
が
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権

を
保
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら

れ
る
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す

る
。

３
　
法
第
二
条
第
十
一
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
三
号
に

規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
こ
と

が
で
き
る
場
合
）

第
三
十
四
条
の
二
十
二
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
四

項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、

当
該
銀
行
持
株
会
社
が
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
三

項
の
認
可
を
受
け
て
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
、
証
券
専

門
会
社
、
証
券
仲
介
専
門
会
社
、
保
険
会
社
又
は
少
額

短
期
保
険
業
者
を
子
会
社
と
し
た
場
合
と
す
る
。

２
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
四
項
第
六
号
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
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が
法
第
五
十
二
条
の
三
十
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
て

吸
収
分
割
に
よ
り
事
業
を
承
継
し
た
こ
と
に
よ
り
銀

行
、
長
期
信
用
銀
行
、
証
券
専
門
会
社
、
証
券
仲
介
専

門
会
社
、
保
険
会
社
又
は
少
額
短
期
保
険
業
者
を
子
会

社
と
し
た
場
合
と
す
る
。

３
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
四
項
第
七
号
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
銀
行
持
株
会
社

が
法
第
五
十
二
条
の
三
十
五
第
三
項
の
認
可
を
受
け
て

事
業
の
譲
受
け
を
し
た
こ
と
に
よ
り
銀
行
、
長
期
信
用

銀
行
、
証
券
専
門
会
社
、
証
券
仲
介
専
門
会
社
、
保
険

会
社
又
は
少
額
短
期
保
険
業
者
を
子
会
社
と
し
た
場
合

と
す
る
。

（
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
等
）

第
三
十
四
条
の
二
十
三
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
に
規

定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
会
社

は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
子
法
人
等

二
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
関
連
法
人
等

（
特
例
対
象
会
社
）

第
三
十
四
条
の
二
十
三
の
二
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
四

第
八
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
は
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
会
社
又
は
事
業
の
再

生
の
計
画
の
作
成
に
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援

機
構
が
関
与
し
て
い
る
会
社
（
銀
行
持
株
会
社
の
子
法

人
等
に
該
当
し
な
い
も
の
に
限
る
。
第
三
項
及
び
第
三

十
五
条
第
三
項
第
十
四
号
に
お
い
て
「
特
例
事
業
再
生

会
社
」
と
総
称
す
る
。
）
と
す
る
。

一
　
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
法
第
二
十

二
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
の
実
施
に
よ
り

設
立
さ
れ
る
株
式
会
社
が
無
限
責
任
組
合
員
と
な
る

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
も
の
か
ら
出
資
を
受
け
て
い
る
会
社

イ
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
当
該

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
組
合
員
と
な
つ
て
い

る
も
の

ロ
　
当
該
株
式
会
社
に
当
該
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ

の
子
会
社
が
出
資
し
て
い
る
も
の

二
　
事
業
の
再
生
又
は
地
域
の
特
性
を
生
か
し
た
新
た

な
事
業
の
創
出
そ
の
他
の
地
域
経
済
の
活
性
化
に
資

す
る
事
業
活
動
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
会
社
で

あ
つ
て
、
第
三
十
四
条
の
十
六
第
四
項
第
二
号
イ
か

ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
が
関
与
し

て
策
定
し
た
事
業
計
画
を
実
施
し
て
い
る
会
社

２
　
前
項
に
規
定
す
る
会
社
の
ほ
か
、
会
社
（
銀
行
持
株

会
社
の
子
法
人
等
に
該
当
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で

あ
つ
て
、
そ
の
議
決
権
を
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子

会
社
（
子
会
社
と
な
る
会
社
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
第
三
十
四
条
の
二
十
第
一
項
第
一

号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
ら
ず
に
取
得
さ
れ

た
と
き
（
当
該
会
社
の
議
決
権
が
当
該
銀
行
持
株
会
社

又
は
そ
の
子
会
社
に
よ
り
二
回
以
上
に
わ
た
り
取
得
さ

れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
事
由
に
よ
ら
ず
に

後

に
取
得
さ
れ
た
と
き
）
に
前
項
に
規
定
す
る
会
社
に
該

当
し
て
い
た
も
の
も
、
そ
の
議
決
権
が
当
該
事
由
に
よ

ら
ず
に
新
た
に
取
得
さ
れ
な
い
限
り
、
当
該
銀
行
持
株

会
社
に
係
る
法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
八
項
に
規
定

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
に
該
当
す
る
も
の
と
す

る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
子
会
社
が
そ

の
取
得
し
た
特
例
事
業
再
生
会
社
の
議
決
権
を
処
分
基

準
日
（
そ
の
取
得
の
日
か
ら
十
年
を
経
過
す
る
日
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
に
処
分
し

な
い
と
き
は
、
当
該
特
例
事
業
再
生
会
社
は
、
処
分
基

準
日
の
翌
日
か
ら
は
当
該
銀
行
持
株
会
社
に
係
る
法
第

五
十
二
条
の
二
十
四
第
八
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
会
社
に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

当
該
処
分
を
行
え
ば
当
該
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子

会
社
が
保
有
す
る
当
該
特
例
事
業
再
生
会
社
の
議
決
権

の
数
が
当
該
処
分
基
準
日
に
お
け
る
基
礎
議
決
権
数

（
そ
の
総
株
主
等
の
議
決
権
に
百
分
の
十
五
を
乗
じ
て

得
た
議
決
権
の
数
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
下
回
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

特
定
子
会
社
が
当
該
取
得
の
日
か
ら
処
分
基
準
日
ま
で

の
間
に
当
該
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
の
保
有

す
る
当
該
特
例
事
業
再
生
会
社
の
議
決
権
の
う
ち
当
該

処
分
基
準
日
に
お
け
る
基
礎
議
決
権
数
を
超
え
る
部
分

の
議
決
権
を
処
分
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
八
項
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
の
あ
る
会
社
は
、
新
規
事

業
分
野
開
拓
会
社
等
又
は
事
業
再
生
会
社
が
当
該
会
社

の
総
株
主
等
の
議
決
権
に
百
分
の
十
五
を
乗
じ
て
得
た

議
決
権
の
数
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
会
社
（
当

該
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
で
あ
る
新
規
事
業

分
野
開
拓
会
社
等
若
し
く
は
事
業
再
生
会
社
以
外
の
子

会
社
が
、
合
算
し
て
当
該
会
社
の
総
株
主
等
の
議
決
権

に
百
分
の
十
五
を
乗
じ
て
得
た
議
決
権
の
数
を
超
え
る

議
決
権
を
保
有
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

５
　
法
第
二
条
第
十
一
項
の
規
定
は
、
前
三
項
に
規
定
す

る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
款
　
経
理

（
銀
行
持
株
会
社
に
係
る
業
務
報
告
書
等
）

第
三
十
四
条
の
二
十
四
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
七
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
中
間
業
務
報
告
書
は
、
事
業
年
度
開

始
の
日
か
ら
当
該
事
業
年
度
の
九
月
三
十
日
ま
で
の
間

の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
つ
い
て
、
中
間
事
業
概
況

書
、
中
間
連
結
財
務
諸
表
に
分
け
て
、
別
紙
様
式
第
十

一
号
に
よ
り
作
成
し
、
当
該
期
間
経
過
後
三
月
以
内

（
外
国
所
在
銀
行
持
株
会
社
に
あ
つ
て
は
、
当
該
期
間

経
過
後
六
月
以
内
）
に
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
業

務
報
告
書
は
、
事
業
概
況
書
、
連
結
財
務
諸
表
に
分
け

て
、
別
紙
様
式
第
十
二
号
に
よ
り
作
成
し
、
事
業
年
度

経
過
後
三
月
以
内
（
外
国
所
在
銀
行
持
株
会
社
に
あ
つ

て
は
、
事
業
年
度
経
過
後
六
月
以
内
）
に
金
融
庁
長
官

等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
銀
行
持
株
会
社
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
前

二
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
中
間
業
務
報
告
書
又
は
業

務
報
告
書
の
提
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に

は
、
あ
ら
か
じ
め
金
融
庁
長
官
（
令
第
十
七
条
の
三
の

規
定
に
よ
り
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡

財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

福
岡
財
務
支
局
長
）
が
当
該
報
告
書
を
受
理
す
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局

長
）
の
承
認
を
受
け
て
、
当
該
提
出
を
延
期
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

４
　
銀
行
持
株
会
社
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
理
由
書
を
添

付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

５
　
金
融
庁
長
官
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申

請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
銀
行
持
株
会

社
が
中
間
業
務
報
告
書
又
は
業
務
報
告
書
の
提
出
を
延

期
す
る
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る

理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

（
銀
行
持
株
会
社
に
係
る
貸
借
対
照
表
等
の
公
告
）

第
三
十
四
条
の
二
十
五
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
八
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
べ
き
中
間
連
結
貸
借
対
照
表

等
（
同
項
に
規
定
す
る
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
等
を
い

い
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
電
磁
的

記
録
を
含
む
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
別
紙
様

式
第
十
三
号
第
一
に
よ
り
、
連
結
貸
借
対
照
表
等
（
同

条
第
一
項
に
規
定
す
る
連
結
貸
借
対
照
表
等
を
い
い
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録

を
含
む
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
別
紙
様
式
第

十
三
号
の
二
第
一
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
銀
行
持
株
会
社
は
、
法
第
五
十
二
条
の
二
十
八
第
三

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
延
期
の
承
認
を
受

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
理
由
書
を
添

付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
金
融
庁
長
官
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申

請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
銀
行
持
株
会

社
が
法
第
五
十
二
条
の
二
十
八
第
三
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
る
公
告
の
延
期
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を

得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査

す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
八
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
銀

行
持
株
会
社
が
公
告
す
べ
き
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
等

の
要
旨
は
別
紙
様
式
第
十
三
号
第
二
に
、
連
結
貸
借
対

照
表
等
の
要
旨
は
別
紙
様
式
第
十
三
号
の
二
第
二
に
定

め
る
も
の
と
す
る
。

５
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
八
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
措

置
は
、
第
十
九
条
第
七
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
の

う
ち
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
自
動
公
衆
送

信
装
置
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す

る
。

（
銀
行
持
株
会
社
に
係
る
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関

す
る
説
明
書
類
の
縦
覧
等
）

第
三
十
四
条
の
二
十
六
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
九
第
一

項
前
段
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
（
中
間
説
明
書
類
に
あ
つ
て
は
、
第
一

号
イ
及
び
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
、
第
二
号
、
第
四
号
ヘ
並
び

に
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一
　
銀
行
持
株
会
社
の
概
況
及
び
組
織
に
関
す
る
次
に

掲
げ
る
事
項

イ
　
経
営
の
組
織
（
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
等

（
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
子
会
社

等
（
法
第
五
十
二
条
の
二
十
九
第
一
項
前
段
に
規

定
す
る
説
明
書
類
の
内
容
に
重
要
な
影
響
を
与
え

な
い
子
会
社
等
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
経
営
管
理
に
係
る
体
制

を
含
む
。
）

ロ
　
資
本
金
及
び
発
行
済
株
式
の
総
数

ハ
　
持
株
数
の
多
い
順
に
十
以
上
の
株
主
に
関
す
る

次
に
掲
げ
る
事
項

（１）
　
氏
名
（
株
主
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る

場
合
に
は
、
そ
の
名
称
）

（２）
　
各
株
主
の
持
株
数

（３）
　
発
行
済
株
式
の
総
数
に
占
め
る
各
株
主
の
持

株
数
の
割
合

ニ
　
取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会

社
に
あ
つ
て
は
取
締
役
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会

社
に
あ
つ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
）
の
氏
名
及

び
役
職
名
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ホ
　
会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
、
会
計
参
与

の
氏
名
又
は
名
称

ヘ
　
会
計
監
査
人
の
氏
名
又
は
名
称

二
　
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
概
況
に
関

す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
主
要
な

事
業
の
内
容
及
び
組
織
の
構
成

ロ
　
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
等
に
関
す
る
次
に
掲

げ
る
事
項

（１）
　
名
称

（２）
　
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

（３）
　
資
本
金
又
は
出
資
金

（４）
　
事
業
の
内
容

（５）
　
設
立
年
月
日

（６）
　
銀
行
持
株
会
社
が
保
有
す
る
子
会
社
等
の
議

決
権
の
総
株
主
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
に
占

め
る
割
合

（７）
　
銀
行
持
株
会
社
の
一
の
子
会
社
等
以
外
の
子

会
社
等
が
保
有
す
る
当
該
一
の
子
会
社
等
の
議

決
権
の
総
株
主
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
に
占

め
る
割
合

三
　
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
主
要
な
業

務
に
関
す
る
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
直
近
の
中
間
事
業
年
度
又
は
事
業
年
度
に
お
け

る
事
業
の
概
況

ロ
　
直
近
の
三
中
間
連
結
会
計
年
度
及
び
二
連
結
会

計
年
度
又
は
直
近
の
五
連
結
会
計
年
度
に
お
け
る

主
要
な
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標
と
し
て
次
に
掲

げ
る
事
項

（１）
　
経
常
収
益
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の

（２）
　
経
常
利
益
若
し
く
は
経
常
損
失
又
は
こ
れ
ら

に
相
当
す
る
も
の

（３）
　
親
会
社
株
主
に
帰
属
す
る
中
間
純
利
益
若
し

く
は
親
会
社
株
主
に
帰
属
す
る
中
間
純
損
失
又

は
親
会
社
株
主
に
帰
属
す
る
当
期
純
利
益
若
し

く
は
親
会
社
株
主
に
帰
属
す
る
当
期
純
損
失

（４）
　
包
括
利
益

（５）
　
純
資
産
額

（６）
　
総
資
産
額

（７）
　
連
結
自
己
資
本
比
率

四
　
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
直
近
の
二

中
間
連
結
会
計
年
度
又
は
二
連
結
会
計
年
度
に
お
け

る
財
産
の
状
況
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
又
は
連
結
貸
借
対
照

表
、
中
間
連
結
損
益
計
算
書
又
は
連
結
損
益
計
算

書
及
び
中
間
連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
又
は

連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類
す

る
事
項
を
含
む
。
ト
に
お
い
て
同
じ
。
）

ロ
　
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
有
す
る

債
権
（
別
紙
様
式
第
十
二
号
中
の
連
結
貸
借
対
照

表
の
有
価
証
券
中
の
社
債
、
貸
出
金
、
外
国
為

替
、
そ
の
他
資
産
中
の
未
収
利
息
及
び
仮
払
金
並

び
に
支
払
承
諾
見
返
の
各
勘
定
に
計
上
さ
れ
る
も

の
並
び
に
有
価
証
券
の
貸
付
け
を
行
つ
て
い
る
場

合
の
そ
の
有
価
証
券
を
い
う
。
）
の
う
ち
次
に
掲

げ
る
も
の
の
額
及
び
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に

掲
げ
る
も
の
の
合
計
額

（１）
　
破
産
更
生
債
権
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
債
権

（２）
　
危
険
債
権

（３）
　
三
月
以
上
延
滞
債
権

（４）
　
貸
出
条
件
緩
和
債
権

（５）
　
正
常
債
権

ハ
　
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に
つ
い
て
金
融
庁
長

官
が
別
に
定
め
る
事
項

ニ
　
経
営
の
健
全
性
の
状
況
に
つ
い
て
金
融
庁
長
官

が
別
に
定
め
る
事
項
（
ハ
に
掲
げ
る
事
項
を
除

く
。
）

ホ
　
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
セ
グ
メ
ン
ト
情
報
又
は
こ
れ
に
相
当
す

る
も
の

ヘ
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
作
成
し
た
書
面
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
に
つ
い
て

会
社
法
第
三
百
九
十
六
条
第
一
項
に
よ
る
会
計
監

査
人
の
監
査
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
旨

ト
　
銀
行
持
株
会
社
が
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
又
は

連
結
貸
借
対
照
表
、
中
間
連
結
損
益
計
算
書
又
は

連
結
損
益
計
算
書
及
び
中
間
連
結
株
主
資
本
等
変

動
計
算
書
又
は
連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
に

つ
い
て
金
融
商
品
取
引
法
第
百
九
十
三
条
の
二
の

規
定
に
基
づ
き
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
監

査
証
明
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
旨

チ
　
連
結
自
己
資
本
比
率
及
び
連
結
レ
バ
レ
ッ
ジ
比

率
（
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
銀
行

持
株
会
社
が
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等

の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
当
該
銀
行
持
株
会

社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状

況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の

基
準
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
（
連
結

自
己
資
本
比
率
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
の
算
定
に

関
す
る
外
部
監
査
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
そ

の
旨

五
　
報
酬
等
（
報
酬
、
賞
与
そ
の
他
の
職
務
執
行
の
対

価
と
し
て
銀
行
持
株
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
等

か
ら
受
け
る
財
産
上
の
利
益
又
は
労
働
基
準
法
第
十

一
条
に
規
定
す
る
賃
金
を
い
う
。
）
に
関
す
る
事
項

で
あ
つ
て
、
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の

業
務
の
運
営
又
は
財
産
の
状
況
に
重
要
な
影
響
を
与

え
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
も
の

六
　
事
業
年
度
の
末
日
（
中
間
説
明
書
類
に
あ
つ
て

は
、
中
間
事
業
年
度
の
末
日
）
に
お
い
て
、
当
該
銀

行
持
株
会
社
が
将
来
に
わ
た
つ
て
事
業
活
動
を
継
続

す
る
と
の
前
提
に
重
要
な
疑
義
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う

な
事
象
又
は
状
況
そ
の
他
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
経

営
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
象
（
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
重
要
事
象
等
」
と
い
う
。
）
が
存
在
す
る

場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
、
当
該
重
要
事

象
等
に
つ
い
て
の
分
析
及
び
検
討
内
容
並
び
に
当
該

重
要
事
象
等
を
解
消
し
、
又
は
改
善
す
る
た
め
の
対

応
策
の
具
体
的
内
容

七
　
特
例
企
業
会
計
基
準
等
適
用
法
人
等
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
採
用
す
る
企
業
会
計
の
基
準

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
外
国
所
在
銀
行
持
株

会
社
は
、
当
該
外
国
所
在
銀
行
持
株
会
社
の
業
務
及
び

財
産
の
状
況
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
（
日
本

語
以
外
で
記
載
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
を
当
該
外
国

所
在
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
銀
行
の
営
業
所

（
無
人
の
営
業
所
及
び
外
国
に
所
在
す
る
営
業
所
を
除

く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
備
え
置
き
、
公
衆
の

縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
に
規
定
す
る
書
面
が
日
本
語
以
外
で
記
載
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
外
国
所
在
銀
行
持
株
会
社

は
、
当
該
書
面
に
加
え
、
当
該
外
国
所
在
銀
行
持
株
会

社
に
関
す
る
事
業
の
概
況
並
び
に
中
間
貸
借
対
照
表
又

は
貸
借
対
照
表
及
び
中
間
損
益
計
算
書
又
は
損
益
計
算

書
に
つ
い
て
日
本
語
で
記
載
さ
れ
た
書
面
を
作
成
し
、

当
該
外
国
所
在
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
銀
行

の
営
業
所
に
備
え
置
き
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

４
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
九
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る

内
閣
府
令
で
定
め
る
営
業
所
は
、
次
に
掲
げ
る
営
業
所

と
す
る
。

一
　
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
銀
行
の
無
人
の

営
業
所

二
　
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
銀
行
の
外
国
に

所
在
す
る
営
業
所

第
三
十
四
条
の
二
十
七
　
銀
行
持
株
会
社
は
、
法
第
五
十

二
条
の
二
十
八
第
一
項
及
び
第
五
十
二
条
の
二
十
九
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
書
面
（
外
国
所
在
銀
行

持
株
会
社
に
あ
つ
て
は
、
前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に

規
定
す
る
書
面
）
（
法
第
五
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項

及
び
法
第
五
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び

次
項
に
お
い
て
「
縦
覧
書
類
」
と
い
う
。
）
の
縦
覧
を
、

当
該
銀
行
持
株
会
社
の
中
間
事
業
年
度
及
び
事
業
年
度

経
過
後
四
月
以
内
（
外
国
所
在
銀
行
持
株
会
社
に
あ
つ

て
は
、
中
間
事
業
年
度
及
び
事
業
年
度
経
過
後
六
月
以

内
）
に
開
始
し
、
当
該
中
間
事
業
年
度
及
び
事
業
年
度

の
翌
中
間
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
に
係
る
そ
れ
ぞ

れ
の
縦
覧
書
類
の
縦
覧
を
開
始
す
る
ま
で
の
間
、
公
衆

の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
銀
行
持
株
会
社
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
前

項
に
規
定
す
る
期
間
ま
で
に
縦
覧
書
類
の
縦
覧
を
開
始

で
き
な
い
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
金
融
庁
長
官
（
金

融
庁
長
官
の
指
定
す
る
銀
行
持
株
会
社
以
外
の
銀
行
持

株
会
社
に
あ
つ
て
は
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在

地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
つ
て
は
、
福

岡
財
務
支
局
長
）
）
の
承
認
を
受
け
て
、
当
該
縦
覧
の

開
始
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
銀
行
持
株
会
社
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
理
由
書
を
添

付
し
て
、
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４
　
金
融
庁
長
官
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申

請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
銀
行
持
株
会

社
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
縦
覧
の
開
始
の
延
期
を
す

る
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
か
ど
う

か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

５
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
九
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
措
置
は
、
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た

事
項
又
は
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
掲

載
し
た
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ア
ド
レ
ス
（
二
次
元
コ
ー
ド

そ
の
他
の
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
紙
面
又

は
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
と
す
る
。

第
三
十
四
条
の
二
十
七
の
二
　
銀
行
持
株
会
社
は
、
四
半

期
ご
と
に
、
法
第
五
十
二
条
の
二
十
九
第
五
項
に
規
定

す
る
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
銀
行
の
預

金
者
そ
の
他
の
顧
客
が
当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の

子
会
社
等
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
を
知
る
た
め
に
参

考
と
な
る
べ
き
事
項
の
う
ち
特
に
重
要
な
も
の
（
金
融

庁
長
官
が
別
に
定
め
る
事
項
を
含
む
。
）
の
開
示
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
銀
行
持
株
会
社
の
事
業
報
告
等
の
記
載
事
項
）

第
三
十
四
条
の
二
十
八
　
法
第
五
十
二
条
の
三
十
の
規
定

に
よ
る
事
業
報
告
は
、
別
紙
様
式
第
十
四
号
に
よ
り
作

成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
五
十
二
条
の
三
十
の
規
定
に
よ
る
附
属
明
細
書

は
、
別
紙
様
式
第
十
五
号
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
四
款
　
監
督

（
銀
行
持
株
会
社
が
そ
の
経
営
を
支
配
し
て
い
る
法
人
）

第
三
十
四
条
の
二
十
八
の
二
　
法
第
五
十
二
条
の
三
十
一

第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
当

該
銀
行
持
株
会
社
の
子
法
人
等
（
当
該
銀
行
持
株
会
社

の
子
会
社
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
特
例
銀
行
業
高
度
化
等
業
務
を
専
ら
営
む
会
社
を
引

き
続
き
持
株
特
定
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認

可
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
二
十
八
の
三
　
第
三
十
四
条
の
十
九
第
一

項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
五
十
二
条
の
三
十
四

の
二
第
二
項
の
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２
　
法
第
二
条
第
十
一
項
の
規
定
は
、
前
項
に
お
い
て
準

用
す
る
第
三
十
四
条
の
十
九
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す

る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
五
款
　
合
併
、
会
社
分
割
又
は
事
業
の
譲

渡
若
し
く
は
譲
受
け

（
銀
行
持
株
会
社
に
係
る
合
併
の
認
可
の
申
請
）

第
三
十
四
条
の
二
十
九
　
銀
行
持
株
会
社
は
、
法
第
五
十

二
条
の
三
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
合
併
の
認
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ

る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
つ

た
こ
と
を
証
す
る
書
面

三
　
合
併
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

四
　
合
併
費
用
を
記
載
し
た
書
面

五
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
つ
き

連
結
し
て
記
載
し
た

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計

算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類

す
る
書
面
を
含
む
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
の
会
社
の

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
書
面

六
　
会
社
法
第
七
百
八
十
四
条
の
二
、
第
七
百
九
十
六

条
の
二
又
は
第
八
百
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
請
求

を
し
た
株
主
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
請
求
に
係
る
手

続
の
経
過
を
記
載
し
た
書
面

六
の
二
　
会
社
法
第
七
百
八
十
九
条
第
二
項
若
し
く
は

第
七
百
九
十
九
条
第
二
項
又
は
第
八
百
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
催
告
（
同
法
第
七
百
八
十

九
条
第
三
項
若
し
く
は
第
七
百
九
十
九
条
第
三
項
又

は
第
八
百
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
官
報

の
ほ
か
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞

紙
又
は
電
子
公
告
に
よ
つ
て
し
た
場
合
に
あ
つ
て

は
、
こ
れ
ら
の
方
法
に
よ
る
公
告
）
を
し
た
こ
と
並

び
に
異
議
を
述
べ
た
債
権
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該

債
権
者
に
対
し
弁
済
し
若
し
く
は
相
当
の
担
保
を
提

供
し
若
し
く
は
当
該
債
権
者
に
弁
済
を
受
け
さ
せ
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
相
当
の
財
産
を
信
託
し
た
こ
と

又
は
当
該
合
併
を
し
て
も
当
該
債
権
者
を
害
す
る
お

そ
れ
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

七
　
合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
会
社
又
は
株
式
の
併
合
を

す
る
会
社
が
株
券
発
行
会
社
で
あ
る
と
き
は
、
会
社

法
第
二
百
十
九
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
公
告

を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
当
該
株
式
の
全
部

に
つ
い
て
株
券
を
発
行
し
て
い
な
い
こ
と
を
証
す
る

書
面

七
の
二
　
合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
会
社
が
新
株
予
約
権

を
発
行
し
て
い
る
と
き
は
、
会
社
法
第
二
百
九
十
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す

る
書
面
又
は
同
項
に
規
定
す
る
新
株
予
約
権
証
券
を

発
行
し
て
い
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

八
　
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す

る
法
律
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し

た
こ
と
を
証
明
す
る
書
面

九
　
合
併
後
存
続
す
る
銀
行
持
株
会
社
の
定
款
、
取
締

役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
つ

て
は
取
締
役
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
つ
て

は
取
締
役
及
び
執
行
役
）
の
履
歴
書
並
び
に
事
務
所

の
位
置
を
記
載
し
た
書
面
並
び
に
合
併
後
に
お
け
る

銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
収
支
及
び
連

結
自
己
資
本
比
率
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

九
の
二
　
合
併
後
存
続
す
る
銀
行
持
株
会
社
又
は
合
併

に
よ
り
設
立
さ
れ
る
銀
行
持
株
会
社
が
会
計
参
与
設

置
会
社
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
の

会
計
参
与
の
履
歴
書

九
の
三
　
合
併
後
存
続
す
る
銀
行
持
株
会
社
又
は
合
併

に
よ
り
設
立
さ
れ
る
銀
行
持
株
会
社
の
会
計
監
査
人

の
履
歴
書

十
　
合
併
の
当
事
者
の
一
部
が
銀
行
持
株
会
社
で
な
い

場
合
に
は
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
で
な
い
当
事
者
の

従
前
の
定
款
並
び
に

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計

算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他

近
に
お

け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
書
面

十
一
　
合
併
後
存
続
す
る
銀
行
持
株
会
社
が
行
う
子
会

社
の
経
営
管
理
に
係
る
体
制
を
記
載
し
た
書
面

十
二
　
銀
行
の
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す

る
従
業
員
の
確
保
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面

十
三
　
合
併
後
存
続
す
る
銀
行
持
株
会
社
が
当
該
合
併

に
よ
り
子
会
社
対
象
会
社
（
法
第
五
十
二
条
の
二
十

三
第
一
項
に
規
定
す
る
子
会
社
対
象
会
社
を
い
い
、

銀
行
業
高
度
化
等
会
社
（
第
三
十
四
条
の
十
八
の
二

に
規
定
す
る
会
社
を
除
く
。
）
を
除
く
。
次
条
第
一

項
第
十
四
号
及
び
第
三
十
四
条
の
三
十
一
第
一
項
第

十
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
子
会
社
と
す
る
場
合
に

は
、
当
該
子
会
社
対
象
会
社
に
関
す
る
第
三
十
四
条

の
十
九
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面

十
三
の
二
　
合
併
後
存
続
す
る
銀
行
持
株
会
社
が
当
該

合
併
に
よ
り
他
業
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権

を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す

る
こ
と
又
は
外
国
の
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会

社
と
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
会
社
に
関

す
る
第
三
十
四
条
の
十
九
の
二
第
一
項
第
四
号
に
掲

げ
る
書
面

十
四
　
合
併
後
存
続
す
る
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子

会
社
が
、
当
該
合
併
に
よ
り
国
内
の
会
社
の
議
決
権

を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す

る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
国
内
の
会
社
の
名

称
及
び
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

十
五
　
そ
の
他
法
第
五
十
二
条
の
三
十
五
第
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の
十
八
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

を
記
載
し
た
書
面

２
　
第
三
十
四
条
の
十
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定

に
よ
る
認
可
の
申
請
に
係
る
法
第
五
十
二
条
の
三
十
五

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の
十
八
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
法
第
二
条
第
十
一
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
十
三
号

の
二
及
び
第
十
四
号
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

（
銀
行
持
株
会
社
に
係
る
会
社
分
割
の
認
可
の
申
請
）

第
三
十
四
条
の
三
十
　
銀
行
持
株
会
社
は
、
法
第
五
十
二

条
の
三
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
会
社
分
割
の
認
可

を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲

げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
つ

た
こ
と
を
証
す
る
書
面

三
　
新
設
分
割
計
画
又
は
吸
収
分
割
契
約
の
内
容
を
記

載
し
た
書
面

四
　
会
社
分
割
費
用
を
記
載
し
た
書
面

五
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
つ
き

連
結
し
て
記
載
し
た

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計

算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類

す
る
書
面
を
含
む
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
の
会
社
の

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
書
面

六
　
会
社
法
第
七
百
八
十
四
条
の
二
、
第
七
百
九
十
六

条
の
二
又
は
第
八
百
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
請
求

を
し
た
株
主
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
請
求
に
係
る
手

続
の
経
過
を
記
載
し
た
書
面

六
の
二
　
会
社
法
第
七
百
八
十
九
条
第
二
項
若
し
く
は

第
七
百
九
十
九
条
第
二
項
又
は
第
八
百
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
催
告
（
同
法
第
七
百
八
十

九
条
第
三
項
若
し
く
は
第
七
百
九
十
九
条
第
三
項
又

は
第
八
百
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
を
官
報

の
ほ
か
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞

紙
又
は
電
子
公
告
に
よ
つ
て
し
た
場
合
に
あ
つ
て

は
、
こ
れ
ら
の
方
法
に
よ
る
公
告
（
同
法
第
七
百
八

十
九
条
第
三
項
又
は
第
八
百
十
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
各
別
の
催
告
を
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
以

外
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
公
告
及
び
催
告
）
）

を
し
た
こ
と
並
び
に
異
議
を
述
べ
た
債
権
者
が
あ
る

と
き
は
、
当
該
債
権
者
に
対
し
弁
済
し
若
し
く
は
相

当
の
担
保
を
提
供
し
若
し
く
は
当
該
債
権
者
に
弁
済

を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
相
当
の
財
産
を

信
託
し
た
こ
と
又
は
当
該
会
社
分
割
を
し
て
も
当
該

債
権
者
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
証
す
る

書
面

七
　
株
券
発
行
会
社
が
株
式
の
併
合
を
す
る
場
合
に

は
、
会
社
法
第
二
百
十
九
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
当
該
株

式
の
全
部
に
つ
い
て
株
券
を
発
行
し
て
い
な
い
こ
と

を
証
す
る
書
面

七
の
二
　
会
社
分
割
を
す
る
会
社
が
新
株
予
約
権
を
発

行
し
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
会
社
法
第
七
百
五
十

八
条
第
五
号
又
は
第
七
百
六
十
三
条
第
一
項
第
十
号

に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
同
法
第
二
百
九
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書

面
又
は
同
項
に
規
定
す
る
新
株
予
約
権
証
券
を
発
行

し
て
い
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

八
　
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す

る
法
律
第
十
五
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
を
要
す
る
場
合
に
は
、
当
該
届
出
を
し

た
こ
と
を
証
明
す
る
書
面

九
　
当
該
会
社
分
割
を
行
つ
た
後
に
お
け
る
銀
行
持
株

会
社
の
定
款
、
取
締
役
及
び
監
査
役
（
監
査
等
委
員

会
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
取
締
役
、
指
名
委
員
会
等

設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
取
締
役
及
び
執
行
役
）
の
履

歴
書
並
び
に
事
務
所
の
位
置
を
記
載
し
た
書
面
並
び
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に
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
収
支
及
び

連
結
自
己
資
本
比
率
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

九
の
二
　
当
該
会
社
分
割
を
行
つ
た
後
に
お
け
る
銀
行

持
株
会
社
が
会
計
参
与
設
置
会
社
で
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
会
計
参
与
の
履
歴
書

九
の
三
　
当
該
会
社
分
割
を
行
つ
た
後
に
お
け
る
銀
行

持
株
会
社
の
会
計
監
査
人
の
履
歴
書

十
　
会
社
分
割
の
当
事
者
の
一
部
が
銀
行
持
株
会
社
で

な
い
場
合
に
は
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
で
な
い
当
事

者
の
従
前
の
定
款
並
び
に

終
の
貸
借
対
照
表
、
損

益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他

近

に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
書
面

十
一
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
が
行
う
子
会
社
の
経
営
管

理
に
係
る
体
制
を
記
載
し
た
書
面

十
二
　
銀
行
の
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す

る
従
業
員
の
確
保
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面

十
三
　
当
該
会
社
分
割
に
よ
り
当
該
銀
行
持
株
会
社
の

子
会
社
が
子
会
社
で
な
く
な
る
場
合
に
は
、
当
該
子

会
社
の
名
称
を
記
載
し
た
書
面

十
四
　
当
該
会
社
分
割
に
よ
り
子
会
社
対
象
会
社
を
子

会
社
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
子
会
社
対
象
会
社
に

関
す
る
第
三
十
四
条
の
十
九
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ

る
書
面

十
四
の
二
　
当
該
会
社
分
割
に
よ
り
他
業
銀
行
業
高
度

化
等
会
社
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権

数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
又
は
外
国
の
銀
行
業
高

度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に

は
、
当
該
会
社
に
関
す
る
第
三
十
四
条
の
十
九
の
二

第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面

十
五
　
当
該
会
社
分
割
に
よ
り
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ

の
子
会
社
が
国
内
の
会
社
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ

の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
と
な
る

場
合
に
は
、
当
該
国
内
の
会
社
の
名
称
及
び
業
務
の

内
容
を
記
載
し
た
書
面

十
六
　
そ
の
他
法
第
五
十
二
条
の
三
十
五
第
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の
十
八
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

を
記
載
し
た
書
面

２
　
第
三
十
四
条
の
十
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定

に
よ
る
認
可
の
申
請
に
係
る
法
第
五
十
二
条
の
三
十
五

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の
十
八
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
法
第
二
条
第
十
一
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
十
四
号

の
二
及
び
第
十
五
号
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

（
資
産
の
額
等
）

第
三
十
四
条
の
三
十
の
二
　
令
第
十
六
条
の
二
の
四
第
一

項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
債
務
の
額
と
し
て
内
閣
府
令

で
定
め
る
額
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に

掲
げ
る
額
を
減
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一
　
吸
収
分
割
の
直
後
に
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
貸
借

対
照
表
の
作
成
が
あ
つ
た
も
の
と
す
る
場
合
に
お
け

る
当
該
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計
上
す
べ
き
額

か
ら
会
社
法
第
七
百
九
十
五
条
第
二
項
第
二
号
の
株

式
等
（
社
債
（
吸
収
分
割
の
直
前
に
当
該
銀
行
持
株

会
社
が
有
し
て
い
た
社
債
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
に

つ
き
会
計
帳
簿
に
付
す
べ
き
額
を
減
じ
て
得
た
額

二
　
吸
収
分
割
の
直
前
に
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
貸
借

対
照
表
の
作
成
が
あ
つ
た
も
の
と
す
る
場
合
に
お
け

る
当
該
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計
上
す
べ
き
額

２
　
令
第
十
六
条
の
二
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す

る
資
産
の
額
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
額
は
、
第
一

号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
て
得

た
額
と
す
る
。

一
　
吸
収
分
割
の
直
後
に
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
貸
借

対
照
表
の
作
成
が
あ
つ
た
も
の
と
す
る
場
合
に
お
け

る
当
該
貸
借
対
照
表
の
資
産
の
部
に
計
上
す
べ
き
額

二
　
吸
収
分
割
の
直
前
に
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
貸
借

対
照
表
の
作
成
が
あ
つ
た
も
の
と
す
る
場
合
に
お
け

る
当
該
貸
借
対
照
表
の
資
産
の
部
に
計
上
す
べ
き
額

か
ら
会
社
法
第
七
百
九
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
規

定
す
る
金
銭
等
（
同
号
の
株
式
等
の
う
ち
吸
収
分
割

の
直
前
に
当
該
銀
行
持
株
会
社
が
有
し
て
い
た
社
債

を
含
む
。
）
の
帳
簿
価
額
を
減
じ
て
得
た
額

３
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
銀
行
持
株
会
社

が
連
結
配
当
規
制
適
用
会
社
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

吸
収
分
割
会
社
（
会
社
法
第
七
百
五
十
八
条
第
一
号
に

規
定
す
る
吸
収
分
割
会
社
を
い
う
。
）
が
当
該
銀
行
持

株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
と
き
は
、
令
第
十
六
条
の
二

の
四
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
資
産
の
額
と
し
て

内
閣
府
令
で
定
め
る
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
う
ち
い

ず
れ
か
高
い
額
と
す
る
。

一
　
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
同
項
第
二
号
に

掲
げ
る
額
を
減
じ
て
得
た
額

二
　
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
同
項
第
二
号
に
掲

げ
る
額
を
減
じ
て
得
た
額

（
銀
行
持
株
会
社
に
係
る
事
業
譲
渡
等
の
認
可
の
申
請
）

第
三
十
四
条
の
三
十
一
　
銀
行
持
株
会
社
は
、
法
第
五
十

二
条
の
三
十
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
譲
渡
又

は
譲
受
け
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業
譲
渡
等
」

と
い
う
。
）
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認

可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長

官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
つ

た
こ
と
を
証
す
る
書
面

三
　
事
業
譲
渡
等
の
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

四
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
つ
き

連
結
し
て
記
載
し
た

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計

算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類

す
る
書
面
を
含
む
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
の
会
社
の

近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
書
面

五
　
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す

る
法
律
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
要

す
る
場
合
に
は
、
当
該
届
出
を
し
た
こ
と
を
証
明
す

る
書
面

六
　
当
該
事
業
譲
渡
等
を
行
つ
た
後
に
お
け
る
銀
行
持

株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
収
支
及
び
連
結
自
己

資
本
比
率
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

七
　
当
該
銀
行
持
株
会
社
が
行
う
子
会
社
の
経
営
管
理

に
係
る
体
制
を
記
載
し
た
書
面

八
　
銀
行
の
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る

従
業
員
の
確
保
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面

九
　
当
該
事
業
の
譲
渡
に
よ
り
当
該
銀
行
持
株
会
社
の

子
会
社
が
子
会
社
で
な
く
な
る
場
合
に
は
、
当
該
子

会
社
の
名
称
を
記
載
し
た
書
面

十
　
当
該
事
業
の
譲
受
け
に
よ
り
子
会
社
対
象
会
社
を

子
会
社
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
子
会
社
対
象
会
社

に
関
す
る
第
三
十
四
条
の
十
九
第
一
項
第
四
号
に
掲

げ
る
書
面

十
の
二
　
当
該
事
業
の
譲
渡
に
よ
り
他
業
銀
行
業
高
度

化
等
会
社
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権

数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
又
は
外
国
の
銀
行
業
高

度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に

は
、
当
該
会
社
に
関
す
る
第
三
十
四
条
の
十
九
の
二

第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面

十
一
　
当
該
事
業
の
譲
受
け
に
よ
り
銀
行
持
株
会
社
又

は
そ
の
子
会
社
が
国
内
の
会
社
の
議
決
権
を
合
算
し

て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
と

な
る
場
合
に
は
、
当
該
国
内
の
会
社
の
名
称
及
び
業

務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

十
二
　
そ
の
他
法
第
五
十
二
条
の
三
十
五
第
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の
十
八
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

を
記
載
し
た
書
面

２
　
第
三
十
四
条
の
十
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定

に
よ
る
認
可
の
申
請
に
係
る
法
第
五
十
二
条
の
三
十
五

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の
十
八
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
法
第
二
条
第
十
一
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
十
号
の

二
及
び
第
十
一
号
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

第
八
章
の
二
　
銀
行
代
理
業

第
一
節
　
通
則

（
銀
行
代
理
業
の
許
可
の
申
請
書
の
記
載
事
項
）

第
三
十
四
条
の
三
十
二
　
法
第
五
十
二
条
の
三
十
七
第
一

項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
他
の
法
人
の
常
務
に
従
事
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
他
の
法
人
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る

営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
及
び
業
務
の
種
類

ロ
　
当
該
個
人
に
係
る
次
に
掲
げ
る
法
人
等
（
会

社
、
組
合
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
業
体
（
外

国
に
お
け
る
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
を
含
み
、

国
内
に
営
業
所
、
事
務
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず

る
も
の
を
有
し
て
い
な
い
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
商
号
又
は
名

称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
、
代

表
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
業
務
の
種
類

（１）
　
当
該
個
人
が
そ
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百

分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
法

人
等

（２）
　
（
１
）
に
掲
げ
る
法
人
等
の
子
法
人
等
（
外

国
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
つ
て
、
国
内
に

営
業
所
、
事
務
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も

の
を
有
し
て
い
な
い
者
を
除
く
。
次
号
ロ
に
お

い
て
同
じ
。
）

二
　
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
そ
の
役
員
が
、
他
の
法
人
の
常
務
に
従
事
し
、

又
は
事
業
を
営
む
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
役
員

の
氏
名
、
当
該
他
の
法
人
又
は
事
務
所
の
商
号
若

し
く
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所

在
地
及
び
業
務
の
種
類

ロ
　
当
該
法
人
に
係
る
次
に
掲
げ
る
法
人
等
の
商
号

又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在

地
、
代
表
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
業
務
の
種
類

（１）
　
当
該
法
人
の
子
法
人
等

（２）
　
当
該
法
人
の
親
法
人
等
（
外
国
の
法
人
そ
の

他
の
団
体
で
あ
つ
て
、
国
内
に
営
業
所
、
事
務

所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
有
し
て
い

な
い
者
を
除
く
。
）

（３）
　
当
該
法
人
の
親
法
人
等
の
子
法
人
等
（
（
１
）

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

三
　
銀
行
代
理
業
再
委
託
者
（
法
第
五
十
二
条
の
五
十

八
第
二
項
に
規
定
す
る
銀
行
代
理
業
再
委
託
者
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
再
委
託
を
受
け
る
と
き
は
、
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当
該
銀
行
代
理
業
再
委
託
者
の
商
号
、
名
称
又
は
氏

名
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

四
　
銀
行
代
理
業
を
再
委
託
す
る
と
き
は
、
当
該
再
委

託
を
受
け
る
銀
行
代
理
業
再
受
託
者
（
法
第
五
十
二

条
の
五
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
銀
行
代
理
業
再
受

託
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
商
号
、
名
称
又
は

氏
名
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
五
十
二
条
の
六

十
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
銀
行
等
が
同
条
第
三
項
の

規
定
に
基
づ
き
届
け
出
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
法
第
五

十
二
条
の
三
十
七
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲

げ
る
事
項
と
す
る
。

３
　
第
一
条
の
六
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
一
号
ロ

（
１
）
の
場
合
に
お
い
て
法
第
五
十
二
条
の
三
十
七
第

一
項
に
規
定
す
る
申
請
者
が
保
有
す
る
議
決
権
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

（
銀
行
代
理
業
の
業
務
の
内
容
及
び
方
法
）

第
三
十
四
条
の
三
十
三
　
法
第
五
十
二
条
の
三
十
七
第
二

項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
取
り
扱
う
法
第
二
条
第
十
四
項
各
号
に
規
定
す
る

契
約
の
種
類
（
預
金
の
種
類
並
び
に
貸
付
先
の
種
類

及
び
貸
付
け
に
係
る
資
金
の
使
途
を
含
む
。
）

二
　
取
り
扱
う
法
第
二
条
第
十
四
項
各
号
に
規
定
す
る

契
約
の
種
類
ご
と
に
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介

の
い
ず
れ
を
行
う
か
の
別
（
代
理
及
び
媒
介
の
い
ず

れ
も
行
う
場
合
は
そ
の
旨
）

三
　
銀
行
代
理
業
の
実
施
体
制

２
　
前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
銀
行
代
理
業
の
実
施
体
制

に
は
、
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
各
号
に
掲
げ
る
行
為

そ
の
他
銀
行
代
理
業
を
適
正
か
つ
確
実
に
営
む
こ
と
に

つ
き
支
障
を
及
ぼ
す
行
為
を
防
止
す
る
た
め
の
体
制
の

ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
掲
げ
る
体
制
を
含
む
も
の
と
す
る
。

一
　
銀
行
代
理
行
為
（
法
第
五
十
二
条
の
四
十
三
に
規

定
す
る
銀
行
代
理
行
為
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

関
し
て
顧
客
か
ら
金
銭
そ
の
他
の
財
産
の
交
付
を
受

け
る
権
限
が
付
与
さ
れ
て
い
る
場
合
　
当
該
交
付
を

受
け
る
財
産
と
自
己
の
固
有
財
産
と
を
分
別
し
て
管

理
す
る
た
め
の
体
制

二
　
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
い
る
電
子
計
算
機
を

利
用
し
て
銀
行
代
理
業
を
営
む
場
合
　
顧
客
が
当
該

銀
行
代
理
業
者
と
他
の
者
を
誤
認
す
る
こ
と
を
防
止

す
る
た
め
の
体
制

三
　
兼
業
業
務
（
銀
行
代
理
業
及
び
銀
行
代
理
業
に
付

随
す
る
業
務
以
外
の
業
務
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
及

び
次
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
営
む
場
合
　
銀
行
代

理
行
為
に
関
し
て
取
得
し
た
顧
客
に
関
す
る
情
報
の

適
正
な
取
扱
い
の
た
め
の
体
制

（
許
可
申
請
書
の
そ
の
他
の
添
付
書
類
）

第
三
十
四
条
の
三
十
四
　
法
第
五
十
二
条
の
三
十
七
第
二

項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、

次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
　
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
履
歴
書
、
住
民
票
の
抄
本

（
外
国
人
で
あ
り
、
か
つ
、
国
内
に
居
住
し
て
い
る

場
合
に
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和

二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に

規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド
の
写
し
、
日
本
国
と
の
平
和

条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出

入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七

十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者

証
明
書
の
写
し
又
は
住
民
票
の
抄
本
。
第
三
十
四
条

の
六
十
八
第
三
項
第
三
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）

又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
及
び
第
三
十
四
条
の
三
十

七
第
四
号
イ
か
ら
チ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な

い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

一
の
二
　
個
人
で
あ
る
申
請
者
（
法
第
五
十
二
条
の
三

十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
者
を
い
う
。
以
下
こ

の
号
及
び
第
二
号
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
旧
氏

（
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令

第
二
百
九
十
二
号
）
第
三
十
条
の
十
三
に
規
定
す
る

旧
氏
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
名
を
当
該
申
請

者
の
氏
名
に
併
せ
て
申
請
書
（
同
項
の
申
請
書
を
い

う
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
し
た
場
合
に

お
い
て
、
前
号
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ

る
書
面
が
当
該
申
請
者
の
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
も

の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る

書
面

二
　
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ

る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
以

下
こ
の
号
、
第
三
十
四
条
の
三
十
七
及
び
第
三
十
四

条
の
四
十
八
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
履
歴
書

（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
沿
革

を
記
載
し
た
書
面
）
、
役
員
（
国
内
に
お
け
る
営
業

所
又
は
事
務
所
に
駐
在
す
る
役
員
に
限
る
。
）
の
住

民
票
の
抄
本
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該

役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書

面
、
第
三
十
四
条
の
三
十
七
第
五
号
イ
か
ら
ニ
ま
で

の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

及
び
役
員
が
同
条
第
四
号
イ
か
ら
チ
ま
で
の
い
ず
れ

に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
が
誓

約
す
る
書
面

二
の
二
　
法
人
で
あ
る
申
請
者
の
役
員
の
旧
氏
及
び
名

を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ
て
申
請
書
に
記
載
し
た

場
合
に
お
い
て
、
前
号
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ

に
代
わ
る
書
面
が
当
該
役
員
の
旧
氏
及
び
名
を
証
す

る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
旧
氏
及
び
名
を
証
す

る
書
面

三
　
所
属
銀
行
の
委
託
を
受
け
て
銀
行
代
理
業
を
営
む

と
き
は
、
当
該
所
属
銀
行
と
の
間
の
銀
行
代
理
業
に

係
る
業
務
の
委
託
契
約
書
の
案

四
　
銀
行
代
理
業
再
委
託
者
の
再
委
託
を
受
け
て
銀
行

代
理
業
を
営
む
と
き
は
、
当
該
銀
行
代
理
業
再
委
託

者
と
の
間
の
銀
行
代
理
業
に
係
る
業
務
の
委
託
契
約

書
の
案
及
び
当
該
銀
行
代
理
業
再
委
託
者
が
当
該
再

委
託
に
つ
い
て
所
属
銀
行
の
許
諾
を
得
た
こ
と
を
当

該
所
属
銀
行
が
誓
約
す
る
書
面

五
　
銀
行
代
理
業
に
関
す
る
能
力
を
有
す
る
者
の
確
保

の
状
況
及
び
当
該
者
の
配
置
の
状
況
を
記
載
し
た
書

面
（
銀
行
代
理
業
に
関
す
る
能
力
を
有
す
る
者
で
あ

る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
含
む
。
）

六
　
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
許
可
の
申
請
の
日
を
含
む

事
業
年
度
（
個
人
の
事
業
年
度
は
、
一
月
一
日
か
ら

そ
の
年
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。
以
下
同

じ
。
）
の
前
事
業
年
度
に
係
る
別
紙
様
式
第
十
六
号

に
よ
り
作
成
し
た
財
産
に
関
す
る
調
書

七
　
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
許
可
の
申
請
の
日
を
含
む

事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
又
は

こ
れ
に
代
わ
る
書
面
。
た
だ
し
、
許
可
の
申
請
の
日

を
含
む
事
業
年
度
に
設
立
さ
れ
た
法
人
に
あ
つ
て

は
、
当
該
法
人
の
設
立
の
時
に
お
け
る
貸
借
対
照
表

又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

八
　
会
計
監
査
人
設
置
会
社
（
会
社
法
第
二
条
第
十
一

号
に
規
定
す
る
会
計
監
査
人
設
置
会
社
を
い
う
。
第

三
十
四
条
の
六
十
三
の
四
第
八
号
、
第
三
十
四
条
の

六
十
三
の
十
一
第
二
号
及
び
第
三
十
四
条
の
六
十
四

の
四
第
一
号
ヘ
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
と
き
は
、

許
可
の
申
請
の
日
を
含
む
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度

の
会
計
監
査
報
告
（
同
法
第
三
百
九
十
六
条
第
一
項

に
規
定
す
る
会
計
監
査
報
告
を
い
う
。
第
三
十
四
条

の
六
十
三
の
四
第
八
号
、
第
三
十
四
条
の
六
十
三
の

十
一
第
二
号
及
び
第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
四
第
一

号
ヘ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

九
　
銀
行
代
理
業
開
始
後
三
事
業
年
度
に
お
け
る
収
支

及
び
財
産
の
状
況
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

十
　
所
属
銀
行
（
銀
行
代
理
業
再
委
託
者
の
再
委
託
を

受
け
る
場
合
は
当
該
銀
行
代
理
業
再
委
託
者
を
含

む
。
）
が
保
証
人
の
保
証
を
徴
す
る
と
き
は
、
当
該

保
証
を
証
す
る
書
面
及
び
当
該
保
証
人
に
係
る
第
六

号
又
は
第
七
号
に
規
定
す
る
書
面

十
一
　
他
に
業
務
を
営
む
と
き
は
、
兼
業
業
務
の
内
容

及
び
方
法
を
記
載
し
た
書
面

十
二
　
銀
行
代
理
業
の
運
営
に
関
す
る
社
内
規
則
等

十
三
　
銀
行
代
理
業
を
営
む
営
業
所
又
は
事
務
所
の
付

近
見
取
図
及
び
間
取
図
（
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
状

況
、
警
備
状
況
等
を
含
む
。
）
並
び
に
当
該
営
業
所

又
は
当
該
事
務
所
で
営
む
銀
行
代
理
業
の
業
務
運
営

を
指
揮
す
る
所
属
銀
行
の
営
業
所
の
名
称
を
記
載
し

た
書
面

十
四
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
法
第
五
十
二
条

の
三
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め

参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

（
委
託
契
約
書
の
案
の
記
載
事
項
）

第
三
十
四
条
の
三
十
五
　
前
条
第
三
号
に
規
定
す
る
委
託

契
約
書
の
案
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
と
す
る
。

一
　
銀
行
代
理
業
を
営
む
営
業
所
又
は
事
務
所
の
設

置
、
廃
止
又
は
位
置
変
更
に
関
す
る
事
項

二
　
銀
行
代
理
業
の
内
容
（
代
理
又
は
媒
介
の
別
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
事
項

三
　
銀
行
代
理
業
の
営
業
日
及
び
営
業
時
間
に
関
す
る

事
項

四
　
次
に
掲
げ
る
銀
行
代
理
業
者
の
行
為
を
禁
ず
る

規
定

イ
　
所
属
銀
行
の
営
業
上
の
秘
密
又
は
取
引
先
の
信

用
に
関
す
る
事
項
を
所
属
銀
行
及
び
当
該
取
引
先

以
外
の
者
に
漏
ら
し
、
又
は
自
己
若
し
く
は
当
該

所
属
銀
行
及
び
当
該
取
引
先
以
外
の
者
の
た
め
に

利
用
す
る
行
為

ロ
　
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
各
号
に
掲
げ
る
行
為

五
　
現
金
、
有
価
証
券
等
の
取
扱
基
準
及
び
こ
れ
に
関

連
す
る
銀
行
代
理
業
者
の
責
任
に
関
す
る
事
項

六
　
銀
行
代
理
業
の
再
委
託
に
関
す
る
事
項

七
　
所
属
銀
行
に
よ
る
監
督
、
監
査
又
は
報
告
徴
求
に

関
す
る
事
項

八
　
契
約
の
期
間
、
更
新
及
び
解
除
に
関
す
る
事
項

九
　
銀
行
代
理
業
の
内
容
、
営
業
日
及
び
営
業
時
間
の

店
頭
掲
示
及
び
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
措
置
に
関
す

る
事
項

十
　
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項

２
　
前
項
の
規
定
は
、
前
条
第
四
号
に
規
定
す
る
銀
行
代

理
業
再
委
託
者
と
銀
行
代
理
業
再
受
託
者
と
の
間
の
銀

行
代
理
業
に
係
る
業
務
の
委
託
契
約
書
の
案
に
記
載
す

べ
き
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
銀
行
代
理
業
者
」

と
あ
る
の
は
「
銀
行
代
理
業
再
受
託
者
」
と
、
同
項
第

六
号
中
「
再
委
託
」
と
あ
る
の
は
「
再
委
託
の
禁
止
」

と
、
同
項
第
七
号
中
「
所
属
銀
行
」
と
あ
る
の
は
「
所
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属
銀
行
及
び
銀
行
代
理
業
再
委
託
者
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

（
財
産
的
基
礎
）

第
三
十
四
条
の
三
十
六
　
法
第
五
十
二
条
の
三
十
八
第
一

項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
は
、

第
三
十
四
条
の
三
十
四
第
六
号
に
規
定
す
る
財
産
に
関

す
る
調
書
又
は
同
条
第
七
号
に
規
定
す
る
貸
借
対
照
表

若
し
く
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
に
計
上
さ
れ
た
資
産
の

合
計
額
か
ら
負
債
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
（
次
項
に

お
い
て
「
純
資
産
額
」
と
い
う
。
）
が
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
以
上
で

あ
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
個
人
　
三
百
万
円

二
　
法
人
　
五
百
万
円

２
　
次
に
掲
げ
る
者
は
、
法
第
五
十
二
条
の
三
十
八
第
一

項
第
一
号
に
規
定
す
る
財
産
的
基
礎
を
有
す
る
も
の
と

み
な
す
。

一
　
個
人
（
純
資
産
額
が
負
の
値
で
な
い
者
に
限
る
。
）

で
あ
つ
て
所
属
銀
行
（
当
該
個
人
が
銀
行
代
理
業
再

委
託
者
の
再
委
託
を
受
け
て
銀
行
代
理
業
を
営
む
場

合
は
、
当
該
銀
行
代
理
業
再
委
託
者
を
含
む
。
）
が

銀
行
代
理
業
に
係
る
損
害
に
つ
い
て
の
保
証
人
（
純

資
産
額
が
前
項
各
号
に
規
定
す
る
額
以
上
で
あ
る
者

に
限
る
。
）
の
保
証
を
徴
し
て
い
る
者
そ
の
他
の
前

項
に
規
定
す
る
基
準
と
同
等
以
上
の
財
産
的
基
礎
を

有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者

二
　
地
方
公
共
団
体

（
銀
行
代
理
業
の
許
可
の
審
査
）

第
三
十
四
条
の
三
十
七
　
金
融
庁
長
官
等
は
、
法
第
五
十

二
条
の
三
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
許
可
の
申
請
が
あ

つ
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
五
十
二
条
の
三
十
八
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
個
人
又
は
法
人
（
外
国
法
人
で
国
内
に
事
務
所
を

有
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
。

二
　
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
該
当
し
、
か
つ
、
銀

行
代
理
業
開
始
後
三
事
業
年
度
を
通
じ
て
同
条
第
一

項
又
は
第
二
項
に
該
当
す
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

三
　
銀
行
代
理
業
に
関
す
る
能
力
を
有
す
る
者
の
確
保

の
状
況
、
銀
行
代
理
業
の
業
務
運
営
に
係
る
体
制
等

に
照
ら
し
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
し
、
十
分
な

業
務
遂
行
能
力
を
備
え
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ

と
。

イ
　
申
請
者
が
個
人
（
二
以
上
の
事
務
所
で
銀
行
代

理
業
を
営
む
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
そ

の
営
む
銀
行
代
理
業
の
業
務
に
関
す
る
十
分
な
知

識
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特
別
銀

行
代
理
行
為
（
当
座
預
金
の
受
入
れ
を
内
容
と
す

る
契
約
の
締
結
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
又
は
法
第

二
条
第
十
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
（
所
属
銀

行
が
受
け
入
れ
た
そ
の
顧
客
の
預
金
等
又
は
国
債

を
担
保
と
し
て
行
う
貸
付
契
約
に
係
る
も
の
及
び

事
業
以
外
の
用
に
供
す
る
資
金
に
係
る
定
型
的
な

貸
付
契
約
で
あ
つ
て
そ
の
契
約
の
締
結
に
係
る
審

査
に
関
与
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以

下
イ
及
び
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
場
合
に

あ
つ
て
は
、
次
の
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ
る

特
別
銀
行
代
理
行
為
の
内
容
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
（
１
）
又
は
（
２
）
に
定
め
る
者
で
あ
る
こ

と
。

（１）
　
当
座
預
金
の
受
入
れ
を
内
容
と
す
る
契
約
の

締
結
の
代
理
又
は
媒
介
　
当
座
預
金
業
務
若
し

く
は
資
金
の
貸
付
け
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
の

あ
る
者
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す

る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
つ
て
、
当
座
預
金
業

務
を
的
確
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め

ら
れ
る
者

（２）
　
法
第
二
条
第
十
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行

為
　
資
金
の
貸
付
け
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
の

あ
る
者
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す

る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
つ
て
、
当
該
業
務
を

的
確
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ

る
者

ロ
　
申
請
者
が
法
人
（
二
以
上
の
事
務
所
で
銀
行
代

理
業
を
営
む
個
人
を
含
む
。
）
で
あ
る
と
き
は
、

そ
の
営
む
銀
行
代
理
業
の
業
務
に
係
る
法
令
等
の

遵
守
を
確
保
す
る
業
務
に
係
る
責
任
者
（
当
該
銀

行
代
理
業
の
業
務
に
関
す
る
十
分
な
知
識
を
有
す

る
も
の
に
限
る
。
）
を
当
該
銀
行
代
理
業
の
業
務

を
営
む
営
業
所
又
は
事
務
所
（
主
た
る
営
業
所
又

は
事
務
所
以
外
の
営
業
所
又
は
事
務
所
（
以
下
ロ

に
お
い
て
「
従
た
る
営
業
所
等
」
と
い
う
。
）
に

他
の
従
た
る
営
業
所
等
に
お
け
る
当
該
銀
行
代
理

業
の
業
務
を
管
理
す
る
部
署
を
置
い
た
場
合
に
あ

つ
て
は
、
当
該
部
署
を
置
い
た
従
た
る
営
業
所

等
）
ご
と
に
、
当
該
責
任
者
を
指
揮
し
法
令
等
の

遵
守
の
確
保
を
統
括
管
理
す
る
業
務
に
係
る
統
括

責
任
者
（
当
該
銀
行
代
理
業
の
業
務
に
関
す
る
十

分
な
知
識
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
主
た
る

営
業
所
又
は
事
務
所
に
（
従
た
る
営
業
所
等
に
お

い
て
銀
行
代
理
業
を
営
ま
な
い
場
合
を
除
く
。
）
、

そ
れ
ぞ
れ
配
置
し
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特
別

銀
行
代
理
行
為
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ

ら
の
責
任
者
又
は
統
括
責
任
者
の
う
ち
そ
れ
ぞ
れ

一
名
以
上
は
、
次
の
（
１
）
又
は
（
２
）
に
掲
げ

る
特
別
銀
行
代
理
行
為
の
内
容
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
（
１
）
又
は
（
２
）
に
定
め
る
者
で
あ
る
こ

と
。

（１）
　
当
座
預
金
の
受
入
れ
を
内
容
と
す
る
契
約
の

締
結
の
代
理
又
は
媒
介
　
当
座
預
金
業
務
若
し

く
は
資
金
の
貸
付
け
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
の

あ
る
者
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す

る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
つ
て
、
当
座
預
金
業

務
を
的
確
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め

ら
れ
る
者

（２）
　
法
第
二
条
第
十
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行

為
　
資
金
の
貸
付
け
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
の

あ
る
者
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す

る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
つ
て
、
当
該
業
務
を

的
確
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ

る
者

ハ
　
法
第
二
条
第
十
四
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
規

定
す
る
行
為
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
オ
ン
ラ

イ
ン
処
理
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
処
理
す

る
等
銀
行
代
理
業
の
業
務
の
態
様
に
応
じ
必
要
な

事
務
処
理
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ
　
銀
行
代
理
業
に
関
す
る
社
内
規
則
等
を
定
め
、

こ
れ
に
基
づ
く
業
務
の
運
営
の
検
証
が
さ
れ
る

等
、
法
令
等
を
遵
守
し
た
運
営
が
確
保
さ
れ
る
と

認
め
ら
れ
る
こ
と
。

ホ
　
人
的
構
成
、
資
本
構
成
又
は
組
織
等
に
よ
り
、

銀
行
代
理
業
を
的
確
、
公
正
か
つ
効
率
的
に
遂
行

す
る
こ
と
に
つ
い
て
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
。

四
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
の
い
ず
れ
に

も
該
当
し
な
い
こ
と
。

イ
　
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
銀
行
代
理
業
を
適

正
に
行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び

意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者

ロ
　
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な

い
者
又
は
外
国
の
法
令
上
こ
れ
と
同
様
に
取
り
扱

わ
れ
て
い
る
者

ハ
　
禁
錮
以
上
の
刑
（
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国
の
法

令
に
よ
る
刑
を
含
む
。
）
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
刑

の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
刑
の
執
行
を
受
け

る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な

い
者

ニ
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
取
消
し
の
日
（
更
新
の
拒
否
の
場
合
に
あ
つ

て
は
、
当
該
更
新
の
拒
否
の
処
分
が
な
さ
れ
た

日
。
ヘ
及
び
次
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
前
三
十

日
以
内
に
そ
の
法
人
の
取
締
役
、
執
行
役
、
会
計

参
与
、
監
査
役
、
会
計
監
査
人
、
理
事
、
監
事
若

し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
又
は
日
本
に
お
け
る

代
表
者
（
法
第
四
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
日

本
に
お
け
る
代
表
者
を
い
う
。
ト
（
１
）
に
お
い

て
同
じ
。
）
で
あ
つ
た
者
で
そ
の
取
消
し
の
日
か

ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

（１）
　
法
第
二
十
七
条
若
し
く
は
第
二
十
八
条
の
規

定
に
よ
り
法
第
四
条
第
一
項
の
免
許
を
取
り
消

さ
れ
、
法
第
五
十
二
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
法
第
五
十
二
条
の
九
第
一
項
若
し
く
は

第
二
項
た
だ
し
書
の
認
可
を
取
り
消
さ
れ
、
法

第
五
十
二
条
の
三
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

法
第
五
十
二
条
の
十
七
第
一
項
若
し
く
は
第
三

項
た
だ
し
書
の
認
可
を
取
り
消
さ
れ
、
又
は
法

第
五
十
二
条
の
五
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

法
第
五
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
の
許
可
を
取

り
消
さ
れ
た
場
合

（２）
　
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
二
十
七
条
若
し
く
は
第
二
十
八
条
の

規
定
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
法
第
四
条
第
一
項

の
免
許
を
取
り
消
さ
れ
、
同
法
第
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の
十
五
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
六
条
の

二
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
た
だ
し
書
の

認
可
を
取
り
消
さ
れ
、
同
法
第
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の
三
十
四
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
六
条
の

二
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
た
だ
し
書
の

認
可
を
取
り
消
さ
れ
、
又
は
同
法
第
十
七
条
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
六

条
の
五
第
一
項
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合

（３）
　
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
若
し
く
は
第
二
十
八

条
の
規
定
に
よ
り
信
用
金
庫
法
第
四
条
の
免
許

を
取
り
消
さ
れ
、
又
は
同
法
第
八
十
九
条
第
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の
五
十

六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
信
用
金
庫
法
第
八
十

五
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た

場
合

（４）
　
労
働
金
庫
法
第
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
同

法
第
六
条
の
免
許
を
取
り
消
さ
れ
、
又
は
同
法
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第
九
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

五
十
二
条
の
五
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労

働
金
庫
法
第
八
十
九
条
の
三
第
一
項
の
許
可
を

取
り
消
さ
れ
た
場
合

（５）
　
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
百
六
条
第
二
項

若
し
く
は
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す

る
法
律
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
二
十
七
条
若
し
く
は
第
二
十
八
条
の
規
定
に

よ
り
解
散
を
命
ぜ
ら
れ
、
又
は
協
同
組
合
に
よ

る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
四
の
二

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の

五
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
協
同
組
合
に
よ

る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
三
第
一

項
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合

（６）
　
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
四
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
業
協
同
組
合
法
第
九

十
二
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
、

又
は
同
法
第
九
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
農

業
協
同
組
合
若
し
く
は
農
業
協
同
組
合
連
合
会

が
解
散
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合

（７）
　
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
八
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
六

条
第
一
項
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
、
又
は
同
法

第
百
二
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
漁
業
協
同

組
合
、
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
、
水
産
加
工
業

協
同
組
合
若
し
く
は
水
産
加
工
業
協
同
組
合
連

合
会
が
解
散
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合

（８）
　
農
林
中
央
金
庫
法
第
九
十
五
条
の
四
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
中
央
金
庫
法
第
九

十
五
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
、

又
は
同
法
第
八
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
解
散
を

命
ぜ
ら
れ
た
場
合

（９）
　
貸
金
業
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二

号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三

条
第
一
項
の
登
録
の
更
新
を
拒
否
さ
れ
、
又
は

同
法
第
二
十
四
条
の
六
の
四
第
一
項
若
し
く
は

第
二
十
四
条
の
六
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

同
法
第
三
条
第
一
項
の
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た

場
合

（１０）
　
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整

備
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
八
条
第
一
項
（
第

三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り

同
法
第
十
二
条
の
登
録
（
預
金
等
媒
介
業
務
又

は
貸
金
業
貸
付
媒
介
業
務
（
同
法
第
十
一
条
第

五
項
に
規
定
す
る
貸
金
業
貸
付
媒
介
業
務
を
い

う
。
ヘ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
種
別
に
係
る
も

の
に
限
る
。
ホ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
取
り
消

さ
れ
た
場
合

（１１）
　
法
、
長
期
信
用
銀
行
法
、
信
用
金
庫
法
、
労

働
金
庫
法
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
、
協
同

組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
、
農
業

協
同
組
合
法
、
水
産
業
協
同
組
合
法
、
農
林
中

央
金
庫
法
、
貸
金
業
法
又
は
金
融
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該

外
国
に
お
い
て
受
け
て
い
る
（
１
）
か
ら
（
１

０
）
ま
で
に
規
定
す
る
免
許
、
許
可
、
認
可
若

し
く
は
登
録
（
当
該
免
許
、
許
可
、
認
可
若
し

く
は
登
録
に
類
す
る
そ
の
他
の
行
政
処
分
を
含

む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
同
種

類
の
免
許
、
許
可
、
認
可
若
し
く
は
登
録
を
取

り
消
さ
れ
、
又
は
当
該
免
許
、
許
可
、
認
可
若

し
く
は
登
録
の
更
新
を
拒
否
さ
れ
た
場
合

ホ
　
法
第
五
十
二
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

法
第
五
十
二
条
の
九
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
た

だ
し
書
の
認
可
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
、
法
第
五

十
二
条
の
五
十
六
第
一
項
（
長
期
信
用
銀
行
法
第

十
七
条
、
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
五
項
、
労

働
金
庫
法
第
九
十
四
条
第
三
項
、
協
同
組
合
に
よ

る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
四
の
二
第

一
項
、
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
四
第
一

項
、
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
八
条
第
一
項
及
び

農
林
中
央
金
庫
法
第
九
十
五
条
の
四
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り

法
第
五
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
の
許
可
、
長
期

信
用
銀
行
法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
の
許
可
、
信

用
金
庫
法
第
八
十
五
条
の
二
第
一
項
の
許
可
、
労

働
金
庫
法
第
八
十
九
条
の
三
第
一
項
の
許
可
、
協

同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条

の
三
第
一
項
の
許
可
、
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十

二
条
の
二
第
一
項
の
許
可
、
水
産
業
協
同
組
合
法

第
百
六
条
第
一
項
の
許
可
若
し
く
は
農
林
中
央
金

庫
法
第
九
十
五
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
取
り
消

さ
れ
た
場
合
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の
十
五
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
六
条
の
二
の

二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
た
だ
し
書
の
認
可
を

取
り
消
さ
れ
た
場
合
、
貸
金
業
法
第
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
条
第
一
項
の
登
録
の
更

新
を
拒
否
さ
れ
、
若
し
く
は
同
法
第
二
十
四
条
の

六
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
四
条
の
六
の
五

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
条
第
一
項
の
登

録
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
又
は
金
融
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第

三
十
八
条
第
一
項
（
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除

く
。
）
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
十
二
条
の
登
録
を

取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
取
消
し
の

日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

ヘ
　
法
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
当

該
外
国
に
お
い
て
受
け
て
い
る
法
第
五
十
二
条
の

九
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
た
だ
し
書
若
し
く
は

法
第
五
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
、
貸
金
業
法
第

三
条
第
一
項
若
し
く
は
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及

び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条

と
同
種
類
の
認
可
、
許
可
若
し
く
は
登
録
（
同
条

と
同
種
類
の
登
録
に
あ
つ
て
は
、
預
金
等
媒
介
業

務
又
は
貸
金
業
貸
付
媒
介
業
務
の
種
別
と
同
種
類

の
種
別
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
取
り
消
さ
れ
、

又
は
当
該
認
可
、
許
可
若
し
く
は
登
録
の
更
新
を

拒
否
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
取
消
し
の
日

か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

ト
　
次
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
処
分
を
受
け

た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

（１）
　
法
第
二
十
七
条
若
し
く
は
法
第
五
十
二
条
の

三
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
任
を
命
ぜ
ら

れ
た
取
締
役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
、
監
査

役
、
会
計
監
査
人
若
し
く
は
日
本
に
お
け
る
代

表
者
又
は
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
解
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
役
員

（２）
　
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
二
十
七
条
若
し
く
は
法
第
五
十
二
条

の
三
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
任
を
命
ぜ

ら
れ
た
取
締
役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
、
監
査

役
若
し
く
は
会
計
監
査
人
又
は
長
期
信
用
銀
行

法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二

条
の
五
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
解
任
を
命

ぜ
ら
れ
た
役
員

（３）
　
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
解
任

を
命
ぜ
ら
れ
た
理
事
、
監
事
若
し
く
は
会
計
監

査
人
又
は
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
解
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
役
員

（４）
　
労
働
金
庫
法
第
九
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
改
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
理
事
、
監
事
若
し
く

は
会
計
監
査
人
又
は
労
働
金
庫
法
第
九
十
四
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の

五
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
解
任
を
命
ぜ
ら

れ
た
役
員

（５）
　
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律

第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十

七
条
の
規
定
に
よ
り
解
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
理

事
、
監
事
若
し
く
は
会
計
監
査
人
又
は
協
同
組

合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の

四
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十

二
条
の
五
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
解
任
を

命
ぜ
ら
れ
た
役
員

（６）
　
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
四
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
解
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
役

員
又
は
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
五
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
改
選
を
命
ぜ
ら
れ
た
役
員

（７）
　
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
八
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
解
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
役
員
又

は
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
二
十
四
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
改
選
を
命
ぜ
ら
れ
た
役
員

（８）
　
農
林
中
央
金
庫
法
第
九
十
五
条
の
四
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
解
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
役

員
又
は
農
林
中
央
金
庫
法
第
八
十
六
条
の
規
定

に
よ
り
解
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
理
事
、
経
営
管
理

委
員
、
監
事
若
し
く
は
会
計
監
査
人

（９）
　
貸
金
業
法
第
二
十
四
条
の
六
の
四
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
解
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
役
員

（１０）
　
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整

備
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
八
条
第
三
項
（
第

二
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
解
任
を
命
ぜ

ら
れ
た
役
員

（１１）
　
法
、
長
期
信
用
銀
行
法
、
信
用
金
庫
法
、
労

働
金
庫
法
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
、
協
同

組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
、
農
業

協
同
組
合
法
、
水
産
業
協
同
組
合
法
、
農
林
中

央
金
庫
法
、
貸
金
業
法
又
は
金
融
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
解
任

を
命
ぜ
ら
れ
た
取
締
役
、
執
行
役
、
会
計
参

与
、
監
査
役
、
会
計
監
査
人
又
は
こ
れ
ら
に
準

ず
る
者
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チ
　
法
、
長
期
信
用
銀
行
法
、
信
用
金
庫
法
、
労
働

金
庫
法
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
、
協
同
組
合

に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
、
農
業
協
同
組

合
法
、
水
産
業
協
同
組
合
法
、
農
林
中
央
金
庫

法
、
貸
金
業
法
、
出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金
及
び

金
利
等
の
取
締
り
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
若
し
く
は
金
融
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法

律
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定

に
違
反
し
、
罰
金
の
刑
（
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国

の
法
令
に
よ
る
刑
を
含
む
。
）
に
処
せ
ら
れ
、
そ

の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
刑
の
執
行
を

受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過

し
な
い
者

五
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
の
い
ず
れ
に

も
該
当
し
な
い
こ
と
。

イ
　
前
号
ニ
（
１
）
か
ら
（
１
１
）
ま
で
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
取
消
し
の

日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

ロ
　
前
号
チ
に
規
定
す
る
法
律
の
規
定
又
は
こ
れ
ら

に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
違
反
し
、
罰

金
の
刑
（
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
に
よ
る

刑
を
含
む
。
）
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
刑
の
執
行
を

終
わ
り
、
又
は
そ
の
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が

な
く
な
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

ハ
　
役
員
の
う
ち
に
精
神
の
機
能
の
障
害
の
た
め
銀

行
代
理
業
に
係
る
職
務
を
適
正
に
執
行
す
る
に
当

た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適

切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
の
あ
る
者

ニ
　
役
員
の
う
ち
に
前
号
ロ
か
ら
チ
ま
で
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
者

六
　
主
た
る
兼
業
業
務
の
内
容
が
資
金
の
貸
付
け
、
手

形
の
割
引
、
債
務
の
保
証
又
は
手
形
の
引
受
け
そ
の

他
の
信
用
の
供
与
を
行
う
業
務
以
外
で
あ
る
場
合
に

お
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

イ
　
兼
業
業
務
の
内
容
が
法
令
に
抵
触
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

ロ
　
兼
業
業
務
の
内
容
が
銀
行
代
理
業
者
と
し
て
の

社
会
的
信
用
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

ハ
　
銀
行
代
理
業
の
内
容
が
、
事
業
の
用
に
供
す
る

た
め
の
資
金
の
貸
付
け
又
は
手
形
の
割
引
を
内
容

と
す
る
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
（
所
属
銀

行
が
受
け
入
れ
た
そ
の
顧
客
の
預
金
等
又
は
国
債

を
担
保
と
し
て
行
う
契
約
に
係
る
も
の
及
び
規
格

化
さ
れ
た
貸
付
商
品
（
資
金
需
要
者
に
関
す
る
財

務
情
報
の
機
械
的
処
理
の
み
に
よ
り
、
貸
付
け
の

可
否
及
び
貸
付
条
件
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
ら

か
じ
め
決
め
ら
れ
て
い
る
貸
付
商
品
を
い
う
。
次

号
ロ
（
２
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
貸
付
け
の
金
額

が
一
千
万
円
を
上
限
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で

あ
つ
て
そ
の
契
約
の
締
結
に
係
る
審
査
に
関
与
し

な
い
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
兼

業
業
務
に
お
け
る
顧
客
と
の
間
の
取
引
関
係
に
照

ら
し
て
、
所
属
銀
行
と
銀
行
代
理
業
者
の
利
益
が

相
反
す
る
取
引
が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
申
請
者
が
保
険
会

社
そ
の
他
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
者
で
あ
る
場
合

及
び
所
属
銀
行
か
ら
地
域
に
お
け
る
人
口
の
減
少

等
に
伴
う
当
該
所
属
銀
行
の
営
業
所
の
廃
止
そ
の

他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
理
由
と
し
て
委
託
を
受

け
て
銀
行
代
理
業
を
営
む
場
合
を
除
く
。
）
。

ニ
　
兼
業
業
務
に
よ
る
取
引
上
の
優
越
的
地
位
を
不

当
に
利
用
し
て
、
銀
行
代
理
業
に
係
る
顧
客
の
保

護
に
欠
け
る
行
為
が
行
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
こ
と
。

ホ
　
そ
の
他
銀
行
代
理
業
の
内
容
に
照
ら
し
て
兼
業

業
務
を
営
む
こ
と
が
顧
客
の
保
護
に
欠
け
、
又
は

所
属
銀
行
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
遂
行
に
支

障
を
及
ぼ
す
行
為
が
行
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
こ
と
。

七
　
主
た
る
兼
業
業
務
の
内
容
が
資
金
の
貸
付
け
、
手

形
の
割
引
、
債
務
の
保
証
又
は
手
形
の
引
受
け
そ
の

他
の
信
用
の
供
与
を
行
う
業
務
で
あ
る
場
合
に
お
い

て
は
、
前
号
イ
、
ロ
、
ニ
及
び
ホ
の
い
ず
れ
に
も
該

当
せ
ず
、
か
つ
、
銀
行
代
理
業
と
し
て
行
う
法
第
二

条
第
十
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
の
内
容
及
び
方

法
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
（
そ
の
業
務

に
つ
い
て
所
属
銀
行
と
銀
行
代
理
業
者
の
利
益
が
相

反
す
る
取
引
が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
な
い
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い

ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。
）
。

イ
　
所
属
銀
行
が
受
け
入
れ
た
そ
の
顧
客
の
預
金
等

又
は
国
債
を
担
保
と
し
て
行
う
契
約
に
係
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
の
資
金
の
貸
付
け
又

は
手
形
の
割
引
以
外
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結

の
代
理
又
は
媒
介
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も

該
当
す
る
こ
と
（
イ
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

。（１）
　
貸
付
資
金
で
購
入
す
る
物
品
又
は
物
件
を
担

保
と
し
て
行
う
貸
付
契
約
に
係
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

（２）
　
規
格
化
さ
れ
た
貸
付
商
品
で
あ
つ
て
そ
の
契

約
の
締
結
に
係
る
審
査
に
関
与
す
る
も
の
で
な

い
こ
と
。

（３）
　
兼
業
業
務
と
し
て
信
用
の
供
与
を
行
つ
て
い

る
顧
客
に
対
し
、
銀
行
代
理
業
に
係
る
資
金
の

貸
付
け
又
は
手
形
の
割
引
を
内
容
と
す
る
契
約

の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
と
き
は
、
あ

ら
か
じ
め
顧
客
の
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ

る
同
意
を
得
て
、
所
属
銀
行
に
対
し
、
兼
業
業

務
に
お
け
る
信
用
の
供
与
の
残
高
そ
の
他
の
所

属
銀
行
が
契
約
の
締
結
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ

す
こ
と
と
な
る
重
要
な
事
項
を
告
げ
る
こ
と
と

し
て
い
る
こ
と
。

（
銀
行
代
理
業
の
許
可
の
予
備
審
査
）

第
三
十
四
条
の
三
十
八
　
法
第
五
十
二
条
の
三
十
六
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
銀
行
代
理
業
の
許
可
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
法
第
五
十
二
条
の
三
十
七
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
準
じ
た
書
面
を
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
て
予
備

審
査
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
変
更
の
届
出
を
要
し
な
い
場
合
）

第
三
十
四
条
の
三
十
八
の
二
　
法
第
五
十
二
条
の
三
十
九

第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次

に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
増
改
築
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
営

業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
の
変
更
を
し
た
場
合

（
変
更
前
の
所
在
地
に
復
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場

合
に
限
る
。
）

二
　
前
号
に
規
定
す
る
所
在
地
の
変
更
に
係
る
営
業
所

又
は
事
務
所
を
変
更
前
の
所
在
地
に
復
し
た
場
合

（
変
更
の
届
出
）

第
三
十
四
条
の
三
十
九
　
法
第
五
十
二
条
の
三
十
九
第
一

項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
銀
行
代
理

業
者
は
、
別
表
第
二
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
り
、
同

表
中
欄
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
及
び
同
表

下
欄
に
定
め
る
添
付
書
類
を
、
金
融
庁
長
官
等
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
標
識
の
様
式
等
）

第
三
十
四
条
の
四
十
　
法
第
五
十
二
条
の
四
十
第
一
項
に

規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
様
式
は
、
別
紙
様
式
第

十
七
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
銀
行
代
理
業
者
は
、
法
第
五
十
二
条
の
四
十
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
閲
覧
に
供
す
る
措
置
を
す
る
と
き
は
、

当
該
銀
行
代
理
業
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
す
る
方

法
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
五
十
二
条
の
四
十
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と

す
る
。

一
　
そ
の
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
二
十
人
以
下

で
あ
る
場
合

二
　
そ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
な
い
場
合

三
　
そ
の
営
む
銀
行
代
理
業
が
一
の
銀
行
代
理
業
再
委

託
者
の
再
委
託
を
受
け
て
営
む
も
の
の
み
で
あ
る
場

合
に
お
い
て
、
当
該
銀
行
代
理
業
再
委
託
者
が
、
当

該
銀
行
代
理
業
を
営
む
者
が
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
べ

き
事
項
を
当
該
銀
行
代
理
業
再
委
託
者
の
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
に
掲
載
す
る
方
法
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
す

る
と
き
。

第
二
節
　
業
務

（
兼
業
の
承
認
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
四
十
一
　
銀
行
代
理
業
者
は
、
法
第
五
十

二
条
の
四
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
兼
業
業
務
の
承

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
次
に

掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
理
由
書

二
　
兼
業
業
務
の
内
容
及
び
方
法
を
記
載
し
た
書
面

三
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
面
は
、
銀
行
代
理
業
の
適

正
か
つ
確
実
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
明
確
と
な
る
よ
う
記
載
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
金
融
庁
長
官
等
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の

申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
第
三
十
四
条
の
三
十
七
第
六

号
に
掲
げ
る
事
項
に
該
当
す
る
と
き
又
は
同
条
第
七
号

に
該
当
し
な
い
と
き
に
限
り
、
承
認
し
な
い
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
。

（
分
別
管
理
）

第
三
十
四
条
の
四
十
二
　
銀
行
代
理
業
者
は
、
法
第
五
十

二
条
の
四
十
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
管
理
場
所
を
区
別

す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
銀
行
代
理
行
為
に
関

し
て
顧
客
か
ら
交
付
を
受
け
た
金
銭
そ
の
他
の
財
産
が

自
己
の
固
有
財
産
で
あ
る
か
、
又
は
い
ず
れ
の
所
属
銀

行
に
係
る
も
の
で
あ
る
か
が
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態

で
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
明
示
事
項
）

第
三
十
四
条
の
四
十
三
　
法
第
五
十
二
条
の
四
十
四
第
一

項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
銀
行
代
理
行
為
に
関
し
て
顧
客
か
ら
金
銭
そ
の
他

の
財
産
の
交
付
を
受
け
る
と
き
は
、
当
該
交
付
を
受

け
る
こ
と
に
つ
い
て
の
所
属
銀
行
か
ら
の
権
限
の
付

与
が
あ
る
旨

二
　
所
属
銀
行
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
顧
客

が
締
結
し
よ
う
と
す
る
銀
行
代
理
行
為
に
係
る
契
約

に
つ
き
顧
客
が
支
払
う
べ
き
手
数
料
と
、
当
該
契
約
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と
同
種
の
契
約
に
つ
き
他
の
所
属
銀
行
に
支
払
う
べ

き
手
数
料
が
異
な
る
と
き
は
、
そ
の
旨

三
　
所
属
銀
行
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
顧
客

が
締
結
し
よ
う
と
す
る
銀
行
代
理
行
為
に
係
る
契
約

と
同
種
の
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
他
の
所

属
銀
行
の
た
め
に
行
つ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
旨

四
　
所
属
銀
行
が
二
以
上
あ
る
場
合
は
、
顧
客
の
取
引

の
相
手
方
と
な
る
所
属
銀
行
の
商
号
又
は
名
称

２
　
前
項
各
号
（
第
一
号
を
除
く
。
）
の
所
属
銀
行
に
は

、
銀
行
代
理
業
者
が
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
六
条
の
五

第
三
項
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行
代
理
業
者
で
あ
る

場
合
に
あ
つ
て
は
同
項
に
規
定
す
る
所
属
長
期
信
用
銀

行
、
信
用
金
庫
法
第
八
十
五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す

る
信
用
金
庫
代
理
業
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
同
項

に
規
定
す
る
所
属
信
用
金
庫
、
労
働
金
庫
法
第
八
十
九

条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
労
働
金
庫
代
理
業
者
で
あ

る
場
合
に
あ
つ
て
は
同
項
に
規
定
す
る
所
属
労
働
金

庫
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六

条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
信
用
協
同
組
合
代
理
業
者

で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
同
項
に
規
定
す
る
所
属
信
用

協
同
組
合
、
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
二
第
三

項
に
規
定
す
る
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
で
あ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
同
項
に
規
定
す
る
所
属
組
合
、
水
産
業
協

同
組
合
法
第
百
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
信
用
事

業
代
理
業
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
同
項
に
規
定
す

る
所
属
組
合
、
農
林
中
央
金
庫
法
第
九
十
五
条
の
二
第

三
項
に
規
定
す
る
農
林
中
央
金
庫
代
理
業
者
で
あ
る
場

合
に
あ
つ
て
は
農
林
中
央
金
庫
、
農
林
中
央
金
庫
及
び

特
定
農
水
産
業
協
同
組
合
等
に
よ
る
信
用
事
業
の
再
編

及
び
強
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
百
十
八

号
）
第
四
十
二
条
第
三
項
の
認
可
に
係
る
業
務
の
代
理

を
行
う
農
業
協
同
組
合
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
同
項

の
認
可
を
受
け
た
農
林
中
央
金
庫
又
は
同
法
第
二
条
第

一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
信
用
農
業
協
同
組
合
連
合
会

を
含
む
も
の
と
す
る
。

（
銀
行
代
理
業
者
の
預
金
者
等
に
対
す
る
情
報
の
提
供
）

第
三
十
四
条
の
四
十
四
　
第
十
三
条
の
三
の
規
定
は
、
法

第
五
十
二
条
の
四
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
銀
行
代

理
業
者
が
行
う
預
金
者
等
に
対
す
る
情
報
の
提
供
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
三
条
の

三
第
五
項
中
「
当
該
銀
行
を
所
属
銀
行
と
す
る
銀
行
代

理
業
者
、
当
該
銀
行
を
委
託
銀
行
（
法
第
二
条
第
十
七

項
第
二
号
に
規
定
す
る
委
託
銀
行
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
と
す
る
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
又
は
金
融
サ
ー

ビ
ス
仲
介
業
者
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環

境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百

一
号
）
第
十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
金
融
サ
ー
ビ
ス

仲
介
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
預
金
等
媒
介
業
務

（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
預
金
等
媒
介
業
務
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
を
行
う
者
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
、

「
当
該
銀
行
代
理
業
者
の
所
属
銀
行
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

（
預
金
等
と
の
誤
認
防
止
等
）

第
三
十
四
条
の
四
十
五
　
銀
行
代
理
業
者
（
法
第
五
十
二

条
の
六
十
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
銀
行
等
を
除
く
。
）

が
、
金
融
商
品
の
販
売
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び

利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
に

規
定
す
る
金
融
商
品
の
販
売
を
い
い
、
同
項
第
一
号
及

び
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
を
除
く
。
）
又
は
そ
の
代
理

若
し
く
は
媒
介
を
行
う
場
合
に
は
、
第
十
三
条
の
五
第

一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

２
　
銀
行
代
理
業
者
は
、
銀
行
代
理
行
為
を
行
う
営
業
所

又
は
事
務
所
の
窓
口
に
は
、
銀
行
代
理
行
為
を
行
う
旨

を
顧
客
の
目
に
つ
き
や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
は
、
銀
行
代
理
行
為
を
行
わ
な
い
窓

口
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

４
　
銀
行
代
理
業
者
は
、
顧
客
に
対
し
、
そ
の
営
業
所
又

は
事
務
所
の
銀
行
代
理
行
為
を
行
わ
な
い
窓
口
を
銀
行

代
理
行
為
を
行
う
窓
口
と
誤
認
さ
せ
な
い
た
め
の
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
の
五
第
四
項

又
は
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
銀
行
代
理
業
者
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
掲
示
の
内
容
を
当
該
銀
行
代
理

業
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
す
る
方
法
に
よ
り
公
衆

の
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三

十
四
条
の
四
十
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

（
他
の
所
属
銀
行
の
同
種
の
契
約
に
係
る
情
報
提
供
）

第
三
十
四
条
の
四
十
六
　
銀
行
代
理
業
者
は
、
第
三
十
四

条
の
四
十
三
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
項
を
明
ら

か
に
し
た
と
き
は
、
顧
客
の
求
め
に
応
じ
、
他
の
所
属

銀
行
の
同
種
の
契
約
の
内
容
そ
の
他
顧
客
に
参
考
と
な

る
べ
き
情
報
の
提
供
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
十
四
条
の
四
十
三

第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
個
人
顧
客
情
報
の
取
扱
い
）

第
三
十
四
条
の
四
十
七
　
第
十
三
条
の
六
の
五
か
ら
第
十

三
条
の
六
の
七
ま
で
の
規
定
は
、
銀
行
代
理
業
者
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

（
顧
客
情
報
の
使
用
に
係
る
書
面
に
よ
る
同
意
等
）

第
三
十
四
条
の
四
十
八
　
銀
行
代
理
業
者
は
、
銀
行
代
理

業
に
お
い
て
取
り
扱
う
顧
客
に
関
す
る
非
公
開
金
融
情

報
（
そ
の
役
員
又
は
使
用
人
が
職
務
上
知
り
得
た
顧
客

の
預
金
等
、
為
替
取
引
又
は
資
金
の
借
入
れ
に
関
す
る

情
報
そ
の
他
の
顧
客
の
金
融
取
引
又
は
資
産
に
関
す
る

公
表
さ
れ
て
い
な
い
情
報
（
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る

第
十
三
条
の
六
の
六
に
規
定
す
る
情
報
及
び
前
条
に
お

い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
の
六
の
七
に
規
定
す
る
特
別

の
非
公
開
情
報
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
が
、
事
前
に
書

面
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
当
該
顧
客
の
同
意
を

得
る
こ
と
な
く
兼
業
業
務
（
保
険
募
集
及
び
保
険
媒
介

業
務
に
係
る
業
務
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
利
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
銀
行
代
理
業
者
は
、
兼
業
業
務
に
お
い
て
取
り
扱
う

顧
客
に
関
す
る
非
公
開
情
報
（
そ
の
兼
業
業
務
上
知
り

得
た
公
表
さ
れ
て
い
な
い
情
報
（
前
条
に
お
い
て
準
用

す
る
第
十
三
条
の
六
の
六
に
規
定
す
る
情
報
及
び
前
条

に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
の
六
の
七
に
規
定
す
る

特
別
の
非
公
開
情
報
を
除
く
。
）
を
い
う
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
が
、
事
前
に
書
面
そ
の
他
の
適
切
な
方

法
に
よ
り
当
該
顧
客
の
同
意
を
得
る
こ
と
な
く
銀
行
代

理
業
及
び
銀
行
代
理
業
に
付
随
す
る
業
務
に
利
用
さ
れ

な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３
　
銀
行
代
理
業
者
は
、
兼
業
業
務
に
お
い
て
取
り
扱
う

顧
客
に
関
す
る
非
公
開
情
報
が
、
事
前
に
書
面
そ
の
他

の
適
切
な
方
法
に
よ
り
当
該
顧
客
の
同
意
を
得
る
こ
と

な
く
所
属
銀
行
に
提
供
さ
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た

め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
銀
行
代
理
業
に
係
る
社
内
規
則
等
）

第
三
十
四
条
の
四
十
九
　
銀
行
代
理
業
者
は
、
そ
の
営
む

銀
行
代
理
業
の
内
容
及
び
方
法
に
応
じ
、
顧
客
の
知

識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び
取
引
を
行
う
目
的
を
踏

ま
え
た
重
要
な
事
項
の
顧
客
に
対
す
る
説
明
そ
の
他
の

健
全
か
つ
適
切
な
業
務
の
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
措

置
（
書
面
の
交
付
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
る
商
品

又
は
取
引
の
内
容
及
び
リ
ス
ク
並
び
に
当
該
銀
行
代
理

業
者
の
所
属
銀
行
が
講
ず
る
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項

に
定
め
る
措
置
の
内
容
の
説
明
並
び
に
犯
罪
を
防
止
す

る
た
め
の
措
置
を
含
む
。
）
に
関
す
る
社
内
規
則
等
を

定
め
る
と
と
も
に
、
従
業
員
に
対
す
る
研
修
そ
の
他
の

当
該
社
内
規
則
等
に
基
づ
い
て
業
務
が
運
営
さ
れ
る
た

め
の
十
分
な
体
制
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
銀
行
代
理
業
者
の
密
接
関
係
者
）

第
三
十
四
条
の
五
十
　
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
第
三
号

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
銀
行
代
理
業
者
と
密

接
な
関
係
を
有
す
る
者
は
、
当
該
銀
行
代
理
業
者
の
所

属
銀
行
の
特
定
関
係
者
（
法
第
十
三
条
の
二
に
規
定
す

る
特
定
関
係
者
を
い
い
、
当
該
銀
行
代
理
業
者
の
子
会

社
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
顧
客
の
保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
）

第
三
十
四
条
の
五
十
一
　
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
第
三

号
に
規
定
す
る
顧
客
の
保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
が
な
い

も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
銀
行
代
理

業
者
が
不
当
に
取
引
を
行
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
資

金
の
貸
付
け
又
は
手
形
の
割
引
を
内
容
と
す
る
契
約
の

締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
す
る
行
為
で
は
な
い
も
の
と

す
る
。

（
所
属
銀
行
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
遂
行
に
支
障

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
）

第
三
十
四
条
の
五
十
二
　
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
第
四

号
に
規
定
す
る
所
属
銀
行
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な

遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
内

閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
所
属
銀
行
が
法
第
十
三
条

の
二
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
取
引
又

は
行
為
に
係
る
も
の
と
す
る
。

（
銀
行
代
理
業
に
係
る
禁
止
行
為
）

第
三
十
四
条
の
五
十
三
　
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
第
五

号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲

げ
る
行
為
と
す
る
。

一
　
顧
客
に
対
し
、
そ
の
営
む
銀
行
代
理
業
の
内
容
及

び
方
法
に
応
じ
、
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状

況
及
び
取
引
を
行
う
目
的
を
踏
ま
え
た
重
要
な
事
項

に
つ
い
て
告
げ
ず
、
又
は
誤
解
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ

る
こ
と
を
告
げ
る
行
為

二
　
顧
客
に
対
し
、
不
当
に
、
自
己
又
は
自
己
の
指
定

す
る
事
業
者
と
取
引
を
行
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、

法
第
二
条
第
十
四
項
各
号
に
規
定
す
る
契
約
の
締
結

の
代
理
又
は
媒
介
を
す
る
行
為
（
法
第
五
十
二
条
の

四
十
五
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

三
　
顧
客
に
対
し
、
銀
行
代
理
業
者
と
し
て
の
取
引
上

の
優
越
的
地
位
を
不
当
に
利
用
し
て
、
取
引
の
条
件

又
は
実
施
に
つ
い
て
不
利
益
を
与
え
る
行
為

四
　
顧
客
に
対
し
、
不
当
に
、
法
第
二
条
第
十
四
項
各

号
に
規
定
す
る
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行

う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
自
己
又
は
自
己
の
指
定
す

る
事
業
者
と
取
引
を
す
る
行
為

五
　
顧
客
に
対
し
、
兼
業
業
務
に
お
け
る
取
引
上
の
優

越
的
地
位
を
不
当
に
利
用
し
て
、
銀
行
代
理
業
に
係

る
取
引
の
条
件
又
は
実
施
に
つ
い
て
不
利
益
を
与
え

る
行
為

六
　
所
属
銀
行
に
対
し
、
銀
行
代
理
行
為
に
係
る
契
約

の
締
結
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
重
要

な
事
項
を
告
げ
ず
、
又
は
虚
偽
の
こ
と
を
告
げ
る

行
為

（
広
告
類
似
行
為
）

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
二
　
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五

の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
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条
各
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
郵

便
、
信
書
便
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
す

る
方
法
、
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
方
法
、
ビ
ラ
又
は

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
す
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
（
次

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
多
数
の
者
に
対
し

て
同
様
の
内
容
で
行
う
情
報
の
提
供
と
す
る
。

一
　
法
令
又
は
法
令
に
基
づ
く
行
政
官
庁
の
処
分
に
基

づ
き
作
成
さ
れ
た
書
類
を
配
布
す
る
方
法

二
　
個
別
の
企
業
の
分
析
及
び
評
価
に
関
す
る
資
料
で

あ
つ
て
、
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
勧
誘
に
使
用

し
な
い
も
の
を
配
布
す
る
方
法

三
　
次
に
掲
げ
る
全
て
の
事
項
の
み
が
表
示
さ
れ
て
い

る
景
品
そ
の
他
の
物
品
（
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る

事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
さ
れ
て
い
る

も
の
に
限
る
。
）
を
提
供
す
る
方
法
（
当
該
事
項
の

う
ち
景
品
そ
の
他
の
物
品
に
表
示
さ
れ
て
い
な
い
事

項
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
景
品
そ
の
他
の

物
品
と
当
該
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
る
他
の
物
品
と

を
一
体
の
も
の
と
し
て
提
供
す
る
方
法
を
含
む
。
）

イ
　
商
品
の
名
称
（
通
称
を
含
む
。
）

ロ
　
こ
の
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
多
数
の
者
に

対
し
て
同
様
の
内
容
で
行
う
情
報
の
提
供
を
す
る

銀
行
代
理
業
者
の
商
号
、
名
称
若
し
く
は
氏
名
又

は
こ
れ
ら
の
通
称

ハ
　
令
第
十
六
条
の
六
の
二
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ

る
事
項
（
当
該
事
項
の
文
字
又
は
数
字
が
当
該
事

項
以
外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち

も
大

き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示

さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

ニ
　
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
面
の
内
容
を
十
分

に
読
む
べ
き
旨

（１）
　
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
の
二
に
お
い
て
準

用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第

一
項
に
規
定
す
る
書
面
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第

三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
七
の
二
ま
で
に
お
い

て
「
契
約
締
結
前
交
付
書
面
」
と
い
う
。
）

（２）
　
第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
第
一
項
第
一
号

に
規
定
す
る
外
貨
預
金
等
書
面

（３）
　
第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
第
一
項
第
三
号

ロ
に
規
定
す
る
契
約
変
更
書
面

（
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
の
業
務

の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
等
の
表
示
方
法
）

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
三
　
銀
行
代
理
業
者
が
そ
の
行

う
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
の
業
務

の
内
容
に
つ
い
て
広
告
又
は
前
条
に
規
定
す
る
行
為

（
次
項
に
お
い
て
「
広
告
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
と
き

は
、
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す

る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
第
一
項
各
号
（
第
二

号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正

確
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
銀
行
代
理
業
者
が
そ
の
行
う
特
定
預
金
等
契
約
の
締

結
の
代
理
又
は
媒
介
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
広
告
等

を
す
る
と
き
は
、
令
第
十
六
条
の
六
の
二
第
一
項
第
二

号
に
掲
げ
る
事
項
の
文
字
又
は
数
字
を
当
該
事
項
以
外

の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち

も
大
き
な
も
の
と

著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
す
る
も
の
と
す

る
。

３
　
銀
行
代
理
業
者
が
そ
の
行
う
特
定
預
金
等
契
約
の
締

結
の
代
理
又
は
媒
介
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
基
幹
放

送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法
又

は
第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
六
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

方
法
（
音
声
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法
を
除
く
。
）

に
よ
り
広
告
を
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
令
第
十
六
条
の
六
の
二
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ

る
事
項
の
文
字
又
は
数
字
を
当
該
事
項
以
外
の
事
項
の

文
字
又
は
数
字
の
う
ち

も
大
き
な
も
の
と
著
し
く
異

な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
顧
客
が
支
払
う
べ
き
対
価
に
関
す
る
事
項
）

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
四
　
令
第
十
六
条
の
六
の
二
第

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

は
、
手
数
料
、
報
酬
、
費
用
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
に

よ
る
か
を
問
わ
ず
、
特
定
預
金
等
契
約
に
関
し
て
顧
客

が
支
払
う
べ
き
手
数
料
等
の
種
類
ご
と
の
金
額
若
し
く

は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
（
当
該
特
定

預
金
等
契
約
に
係
る
元
本
の
額
に
対
す
る
割
合
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
概
要
及
び
当

該
金
額
の
合
計
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら

の
計
算
方
法
の
概
要
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
表

示
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

旨
及
び
そ
の
理
由
と
す
る
。

（
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
重
要
事
項
）

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
五
　
令
第
十
六
条
の
六
の
二
第

一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
当
該
銀
行
代
理
業
者
の
所
属
銀
行
が
預
入
期
間
を

延
長
す
る
権
利
を
有
す
る
特
定
預
金
等
に
あ
つ
て

は
、
当
該
権
利
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
当
該
特
定
預

金
等
の
金
利
が
市
場
金
利
を
下
回
る
こ
と
に
よ
り
顧

客
に
不
利
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
旨

二
　
そ
の
他
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
重
要
な

事
項
に
つ
い
て
顧
客
の
不
利
益
と
な
る
事
実

（
基
幹
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送
を
さ
せ

る
方
法
に
準
ず
る
方
法
等
）

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
六
　
令
第
十
六
条
の
六
の
二
第

二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
一
般
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送
を
さ

せ
る
方
法

二
　
銀
行
代
理
業
者
又
は
当
該
銀
行
代
理
業
者
が
行
う

広
告
等
に
係
る
業
務
の
委
託
を
受
け
た
者
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録

さ
れ
た
情
報
の
内
容
（
基
幹
放
送
事
業
者
の
放
送
設

備
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法
又
は
前
号
に
掲
げ
る

方
法
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
事
項
と
同
一
の
も
の
に
限

る
。
）
を
電
気
通
信
回
線
を
利
用
し
て
顧
客
に
閲
覧

さ
せ
る
方
法

三
　
常
時
又
は
一
定
の
期
間
継
続
し
て
屋
内
又
は
屋
外

で
公
衆
に
表
示
さ
せ
る
方
法
で
あ
つ
て
、
看
板
、
立

看
板
、
貼
り
紙
及
び
貼
り
札
並
び
に
広
告
塔
、
広
告

板
、
建
物
そ
の
他
の
工
作
物
等
に
掲
出
さ
せ
、
又
は

表
示
さ
せ
る
も
の
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

２
　
令
第
十
六
条
の
六
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る

内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
三
十
四
条
の
五
十
三

の
二
第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

（
誇
大
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
事
項
）

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
七
　
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五

の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七

条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
特
定
預
金
等
契
約
の
解
除
に
関
す
る
事
項

二
　
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
損
失
の
全
部
若
し
く
は

一
部
の
負
担
又
は
利
益
の
保
証
に
関
す
る
事
項

三
　
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
損
害
賠
償
額
の
予
定

（
違
約
金
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
項

四
　
特
定
預
金
等
契
約
に
関
し
て
顧
客
が
支
払
う
べ
き

手
数
料
等
の
額
又
は
そ
の
計
算
方
法
、
支
払
の
方
法

及
び
時
期
並
び
に
支
払
先
に
関
す
る
事
項

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
方
法
）

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
八
　
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に

は
、
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す

る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号

（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
を
日

本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
八
ポ
イ
ン
ト
以

上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
明
瞭
か
つ
正

確
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
締
結
前
交
付
書

面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
枠
の
中
に
日
本
産
業
規

格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大

き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
記

載
し
、
か
つ
、
次
項
に
規
定
す
る
事
項
の
次
に
記
載
す

る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す

る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
四

号
に
掲
げ
る
事
項
の
概
要
並
び
に
同
項
第
五
号
及
び

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
二
第
十
一
号
に
掲
げ
る

事
項

二
　
第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
二
第
十
二
号
に
掲
げ

る
事
項

３
　
銀
行
代
理
業
者
は
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
二
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項

及
び
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す

る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号

（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
う

ち
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
特
に
重

要
な
も
の
を
、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す

る
十
二
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を

用
い
て
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の

初
に
平
易
に

記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
情
報
の
提
供
の
方
法
）

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
九
　
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五

の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七

条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
は
、
契
約

締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
）

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
　
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五

の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七

条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前

一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
特
定
預
金
等
契

約
に
つ
い
て
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
の
二
に
お
い

て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第

一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ

る
事
項
並
び
に
第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
二
第
一

号
、
第
十
一
号
、
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
に
掲
げ

る
事
項
を
、
第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
八
に
規
定
す

る
方
法
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
記
載
し
た
書
面
（
以

下
こ
の
条
か
ら
第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
七
の
二

ま
で
に
お
い
て
「
外
貨
預
金
等
書
面
」
と
い
う
。
）

を
交
付
し
て
い
る
場
合
（
当
該
顧
客
か
ら
契
約
締
結

前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明

が
あ
つ
た
場
合
に
限
る
。
）

二
　
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧

客
に
対
し
当
該
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の

特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を

交
付
し
て
い
る
場
合
（
前
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
同

一
の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結

前
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。
）

三
　
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
の
一
部
の

変
更
を
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
特
定
預
金
等
契
約
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の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
場
合
に
お
い
て

は
、
次
に
掲
げ
る
と
き
。

イ
　
当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預

金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載

事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
な
い
と
き
。

ロ
　
当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預

金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載

事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
変
更
す
べ
き
記
載
事

項
を
記
載
し
た
書
面
（
第
五
号
及
び
次
項
並
び
に

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
七
の
二
第
二
号
に
お

い
て
「
契
約
変
更
書
面
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し

て
い
る
と
き
。

四
　
一
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
当
該

銀
行
代
理
業
者
の
所
属
銀
行
が
法
第
十
三
条
の
四
に

お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の

三
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該
顧
客
に
対
し
同

項
に
規
定
す
る
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合

五
　
当
該
顧
客
に
対
し
、
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
を

行
い
、
か
つ
、
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
の
二
に
お

い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三

第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲

げ
る
事
項
（
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
同
号
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い

て
当
該
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び
特

定
預
金
等
契
約
を
締
結
す
る
目
的
に
照
ら
し
て
当
該

顧
客
に
理
解
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
方
法
及
び
程
度

に
よ
る
説
明
を
し
て
い
る
場
合
（
当
該
顧
客
に
対
し

契
約
締
結
前
交
付
書
面
（
外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定

預
金
等
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
契
約
締
結
前
交
付
書
面
又
は
外
貨
預
金
等
書
面
、

第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
契
約
締
結

前
交
付
書
面
又
は
契
約
変
更
書
面
。
以
下
こ
の
号
並

び
に
第
五
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
記
載
す
べ
き
事
項
を
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使

用
し
て
顧
客
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
り
提
供
し

て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て

を
満
た
す
と
き
に
限
り
、
当
該
顧
客
か
ら
契
約
締
結

前
交
付
書
面
の
交
付
の
請
求
が
あ
つ
た
場
合
を
除

く
。
）

イ
　
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事

項
を
、
当
該
顧
客
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の

映
像
面
に
お
い
て
、
当
該
顧
客
に
と
つ
て
見
や
す

い
箇
所
に
第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
八
に
規
定
す

る
方
法
に
準
じ
て
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る

こ
と
（
当
該
閲
覧
に
供
す
る
方
法
が
第
三
十
四
条

の
五
十
三
の
十
三
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準

に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
。

ロ
　
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事

項
に
掲
げ
ら
れ
た
取
引
を

後
に
行
つ
た
日
以
後

五
年
間
（
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
ま
で
の
間
に

当
該
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き

は
、
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦
情
が

解
決
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
）
、

当
該
顧
客
が
常
に
容
易
に
当
該
事
項
を
閲
覧
す
る

こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
が
と
ら
れ
て
い

る
こ
と
。

２
　
第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
五
第
二
項
の
規
定
は
、
前

項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
外
貨
預
金
等
書
面
の
交
付
及

び
同
項
第
三
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
契
約
変
更
書
面
の
交

付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
た
日
（
こ
の
項
の
規
定

に
よ
り
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ

れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
外
貨
預
金
等
に

係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
を
行
つ
た
場
合
（
当
該

顧
客
か
ら
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い

旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
つ
た
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、

当
該
締
結
の
日
に
お
い
て
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し

た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用

す
る
。

４
　
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
日
（
第
一
項
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約

締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該

特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
日
及
び
こ
の
項
の
規
定
に

よ
り
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な

さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
当
該
契
約
締

結
前
交
付
書
面
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内

容
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
を
行
つ
た
場
合
に
は
、

当
該
締
結
の
日
に
お
い
て
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交

付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
二
号
の
規
定
を

適
用
す
る
。

５
　
第
一
項
第
五
号
の
「
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
」
と

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
簡
潔
に
記
載
し
た
書
面
の
交

付
又
は
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
第
三
十
四
条

の
五
十
三
の
十
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る

提
供
を
し
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
こ

と
（
第
一
号
の
質
問
例
に
基
づ
く
顧
客
の
質
問
に
対
し

て
回
答
を
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
い
う
。

一
　
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す

る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号

（
第
二
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項

（
第
一
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

同
号
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
特
定

預
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
の
顧
客
の
判
断
に
資

す
る
主
な
も
の
の
概
要
及
び
こ
れ
に
関
す
る
質
問
例

二
　
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
提

供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
情
報
及
び
当
該
提
供
を

受
け
る
事
項
の
内
容
を
十
分
に
読
む
べ
き
旨

三
　
顧
客
か
ら
請
求
が
あ
る
と
き
は
契
約
締
結
前
交
付

書
面
を
交
付
す
る
旨

（
顧
客
が
支
払
う
べ
き
対
価
に
関
す
る
事
項
）

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
一
　
法
第
五
十
二
条
の
四
十

五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十

七
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
も
の
は
、
手
数
料
、
報
酬
、
費
用
そ
の
他
い
か
な

る
名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
特
定
預
金
等
契
約
に
関

し
て
顧
客
が
支
払
う
べ
き
手
数
料
等
の
種
類
ご
と
の
金

額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法

（
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
元
本
の
額
に
対
す
る

割
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び

当
該
金
額
の
合
計
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ

ら
の
計
算
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
記
載
を

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
及

び
そ
の
理
由
と
す
る
。

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
二
　
法
第
五
十
二
条
の
四
十

五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十

七
条
の
三
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
内
容
を
十
分
に
読

む
べ
き
旨

二
　
商
品
の
名
称
（
通
称
を
含
む
。
）

三
　
預
金
保
険
法
第
五
十
三
条
に
規
定
す
る
保
険
金
の

支
払
の
対
象
で
あ
る
か
ど
う
か
の
別

四
　
受
入
れ
の
対
象
と
な
る
者
の
範
囲

五
　
預
入
期
間
（
自
動
継
続
扱
い
の
有
無
を
含
む
。
）

六
　

低
預
入
金
額
、
預
入
単
位
そ
の
他
の
預
入
れ
に

関
す
る
事
項

七
　
払
戻
し
の
方
法

八
　
利
息
の
設
定
方
法
、
支
払
方
法
、
計
算
方
法
そ
の

他
の
利
息
に
関
す
る
事
項

九
　
付
加
す
る
こ
と
の
で
き
る
特
約
に
関
す
る
事
項

十
　
預
入
期
間
の
中
途
で
の
解
約
時
の
取
扱
い
（
利
息

及
び
手
数
料
の
計
算
方
法
を
含
む
。
）

十
一
　
顧
客
が
行
う
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い

て
金
利
、
通
貨
の
価
格
、
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る

相
場
そ
の
他
の
指
標
に
係
る
変
動
を
直
接
の
原
因
と

し
て
損
失
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
当
該
指
標

ロ
　
当
該
指
標
に
係
る
変
動
に
よ
り
損
失
が
生
ず
る

お
そ
れ
が
あ
る
理
由

十
二
　
当
該
銀
行
代
理
業
者
の
所
属
銀
行
が
預
入
期
間

を
延
長
す
る
権
利
を
有
す
る
特
定
預
金
等
に
あ
つ
て

は
、
当
該
権
利
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
当
該
特
定
預

金
等
の
金
利
が
市
場
金
利
を
下
回
る
こ
と
に
よ
り
顧

客
に
不
利
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
旨

十
三
　
次
に
掲
げ
る
も
の
と
特
定
預
金
等
と
の
組
合
せ

に
よ
る
預
入
れ
時
の
払
込
金
が
満
期
時
に
全
額
返
還

さ
れ
る
保
証
の
な
い
商
品
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、

預
入
れ
時
の
払
込
金
が
満
期
時
に
全
額
返
還
さ
れ
る

保
証
の
な
い
こ
と
そ
の
他
当
該
商
品
に
関
す
る
詳
細

イ
　
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
外
国
市
場
デ
リ

バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

取
引
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ
　
法
第
十
条
第
二
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
金
融

等
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

ハ
　
先
物
外
国
為
替
取
引

ニ
　
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商

品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る

取
引
及
び
外
国
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
同
号
に

掲
げ
る
取
引
と
類
似
の
取
引
を
除
く
。
）

ホ
　
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
取
引
又
は
外
国
金
融
商
品
市
場
に
お
け

る
同
号
に
掲
げ
る
取
引
と
類
似
の
取
引
（
国
債
証

券
等
及
び
同
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価

証
券
の
う
ち
同
項
第
一
号
の
性
質
を
有
す
る
も
の

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

十
四
　
変
動
金
利
預
金
の
金
利
の
設
定
の
基
準
と
な
る

指
標
及
び
金
利
の
設
定
の
方
法
が
定
め
ら
れ
て
い
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
基
準
及
び
方
法
並
び
に
金

利
に
関
す
る
事
項

十
五
　
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
租
税
の
概
要

十
六
　
顧
客
が
当
該
銀
行
代
理
業
者
の
所
属
銀
行
に
連

絡
す
る
方
法

十
七
　
当
該
銀
行
代
理
業
者
の
所
属
銀
行
が
対
象
事
業

者
と
な
つ
て
い
る
認
定
投
資
者
保
護
団
体
の
有
無

（
対
象
事
業
者
と
な
つ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
名
称
）

十
八
　
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
事
項

イ
　
指
定
銀
行
業
務
紛
争
解
決
機
関
が
存
在
す
る
場

合
　
当
該
銀
行
代
理
業
者
の
所
属
銀
行
が
法
第
十

二
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
手
続
実
施
基

本
契
約
を
締
結
す
る
措
置
を
講
ず
る
当
該
手
続
実

施
基
本
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
指
定
銀
行
業
務
紛

争
解
決
機
関
の
商
号
又
は
名
称

ロ
　
指
定
銀
行
業
務
紛
争
解
決
機
関
が
存
在
し
な
い

場
合
　
当
該
銀
行
代
理
業
者
の
所
属
銀
行
の
法
第
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十
二
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
苦
情
処
理

措
置
及
び
紛
争
解
決
措
置
の
内
容

十
九
　
そ
の
他
特
定
預
金
等
の
預
入
れ
に
関
し
参
考
と

な
る
と
認
め
ら
れ
る
事
項

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
提
供
）

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
三
　
法
第
五
十
二
条
の
四
十

五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十

七
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
四

条
の
二
第
四
項
（
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
の
二
に
お

い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次

に
掲
げ
る
も
の

イ
　
銀
行
代
理
業
者
（
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
の

二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十

七
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三

十
四
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
の
提
供
を

行
う
銀
行
代
理
業
者
と
の
契
約
に
よ
り
フ
ァ
イ
ル

を
自
己
の
管
理
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
置
き
、

こ
れ
を
当
該
事
項
を
提
供
す
る
相
手
方
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
顧
客
」
と
い
う
。
）
又
は
当
該

銀
行
代
理
業
者
の
用
に
供
す
る
者
を
含
む
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
と
顧
客
等
（
顧
客
又
は
顧
客
と
の
契
約
に

よ
り
顧
客
フ
ァ
イ
ル
（
専
ら
顧
客
の
用
に
供
せ
ら

れ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
自
己
の
管
理
す
る
電
子
計
算
機
に
備

え
置
く
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す

る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
書
面
に
記
載
す
べ
き

事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と

い
う
。
）
を
送
信
し
、
顧
客
等
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
録

す
る
方
法
（
同
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
提
供

を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項

の
提
供
を
行
う
銀
行
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を

記
録
す
る
方
法
）

ロ
　
銀
行
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に

備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項

を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
顧
客
の
閲
覧
に
供

し
、
顧
客
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
当
該
顧
客
の
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
記
載

事
項
を
記
録
す
る
方
法
（
法
第
五
十
二
条
の
四
十

五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第

三
十
七
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ

る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の

申
出
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
銀
行
代
理
業
者

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ

イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）

ハ
　
銀
行
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に

備
え
ら
れ
た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載

事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
顧
客
の
閲
覧
に

供
す
る
方
法

ニ
　
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
（
銀
行
代
理
業
者
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
で
あ
つ

て
、
同
時
に
複
数
の
顧
客
の
閲
覧
に
供
す
る
た
め

記
載
事
項
を
記
録
さ
せ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
録
さ
れ
た
記

載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
顧
客
の
閲
覧

に
供
す
る
方
法

二
　
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル

に
記
載
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に

適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
顧
客
が
顧
客
フ
ァ
イ
ル
又
は
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
へ
の

記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
で
き
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
前
項
第
一
号
イ
、
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
方
法
（
顧

客
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
顧
客

フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
す
る
方
法
を
除
く
。
）

に
あ
つ
て
は
、
記
載
事
項
を
顧
客
フ
ァ
イ
ル
又
は
閲

覧
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
顧

客
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

顧
客
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確

認
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三
　
前
項
第
一
号
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
つ
て

は
、
記
載
事
項
に
掲
げ
ら
れ
た
取
引
を

後
に
行
つ

た
日
以
後
五
年
間
（
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
ま
で

の
間
に
当
該
記
載
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が
あ
つ

た
と
き
は
、
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦

情
が
解
決
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
）

次
に
掲
げ
る
事
項
を
消
去
し
又
は
改
変
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
閲
覧
に
供

し
て
い
る
記
載
事
項
を
書
面
に
よ
り
交
付
す
る
場

合
、
顧
客
の
承
諾
（
令
第
十
六
条
の
六
の
三
に
お
い

て
準
用
す
る
令
第
四
条
の
三
に
規
定
す
る
方
法
に
よ

る
承
諾
を
い
う
。
）
を
得
て
同
号
イ
若
し
く
は
ロ
若

し
く
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
提
供
す

る
場
合
又
は
顧
客
に
よ
る
当
該
記
載
事
項
に
係
る
消

去
の
指
図
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
記
載
事
項
を
消
去

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ
　
前
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
方
法
に
つ
い
て
は
、

顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項

ロ
　
前
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
つ
い
て
は
、

閲
覧
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項

四
　
前
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
つ
て
は
、
次

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
顧
客
が
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
を
閲
覧
す
る
た
め
に
必

要
な
情
報
を
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

ロ
　
前
号
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
ま
で
の
間

に
お
い
て
、
イ
の
規
定
に
よ
り
顧
客
が
閲
覧
フ
ァ

イ
ル
を
閲
覧
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
記
録
し

た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
と
当
該
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
と
を
電

気
通
信
回
線
を
通
じ
て
接
続
可
能
な
状
態
を
維
持

さ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
閲
覧
の
提
供
を
受
け
た

顧
客
が
接
続
可
能
な
状
態
を
維
持
さ
せ
る
こ
と
に

つ
い
て
不
要
で
あ
る
旨
通
知
し
た
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

３
　
第
一
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、

銀
行
代
理
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
顧
客

フ
ァ
イ
ル
を
備
え
た
顧
客
等
又
は
銀
行
代
理
業
者
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し

た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

（
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
）

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
四
　
令
第
十
六
条
の
六
の
三

に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
と
す
る
。

一
　
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
銀
行
代

理
業
者
が
使
用
す
る
も
の

二
　
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式

（
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
五
　
特
定
預
金
等
契
約
が
成

立
し
た
と
き
に
作
成
す
る
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
の

二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条

の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
（
次
条
に
お
い
て
「
契

約
締
結
時
交
付
書
面
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
銀
行
代
理
業
者
の
所
属
銀
行
の
商
号

二
　
預
入
金
額
（
元
本
の
額
が
外
国
通
貨
で
表
示
さ
れ

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
外
国
通
貨
で
表
示
さ
れ

る
元
本
の
額
）

三
　
預
金
保
険
法
第
五
十
三
条
に
規
定
す
る
保
険
金
の

支
払
の
対
象
で
あ
る
か
ど
う
か
の
別

四
　
預
入
日
及
び
満
期
日
（
自
動
継
続
扱
い
の
有
無
を

含
む
。
）

五
　
払
戻
し
の
方
法

六
　
利
息
の
設
定
方
法
、
支
払
方
法
、
計
算
方
法
そ
の

他
の
利
息
に
関
す
る
事
項

七
　
預
入
期
間
の
中
途
で
の
解
約
時
の
取
扱
い
（
利
息

及
び
手
数
料
の
計
算
方
法
を
含
む
。
）

八
　
当
該
特
定
預
金
等
契
約
の
成
立
の
年
月
日

九
　
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
手
数
料
等
に
関
す

る
事
項

十
　
顧
客
の
氏
名
又
は
名
称

十
一
　
顧
客
が
当
該
銀
行
代
理
業
者
の
所
属
銀
行
に
連

絡
す
る
方
法

（
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
）

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
六
　
契
約
締
結
時
交
付
書
面

に
係
る
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用

す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
た
だ

し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に

掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前

一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
対
し
外
貨
預
金
等
書
面
を

交
付
し
て
い
る
場
合
（
当
該
顧
客
か
ら
契
約
締
結
時

交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が

あ
つ
た
場
合
に
限
る
。
）

二
　
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧

客
に
対
し
当
該
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の

特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を

交
付
し
て
い
る
場
合
（
前
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
同

一
の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結

時
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。
）

三
　
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
の
一
部
の

変
更
を
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
特
定
預
金
等
契
約

が
成
立
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と

き
。

イ
　
当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預

金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載

事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
な
い
と
き
。

ロ
　
当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預

金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載

事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
変
更
す
べ
き
記
載
事

項
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
て
い
る
と
き
。

四
　
一
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
当
該

銀
行
代
理
業
者
の
所
属
銀
行
が
法
第
十
三
条
の
四
に

お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の

四
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該
顧
客
に
対
し
同

項
に
規
定
す
る
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合

69



２
　
第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
九
第
二
項
の
規
定
は
、
前

項
第
三
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

３
　
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
た
日
（
こ
の
項
の
規
定

に
よ
り
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ

れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
外
貨
預
金
等
に

係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
を
行
つ
た
場
合
（
当
該

顧
客
か
ら
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い

旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
つ
た
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、

当
該
締
結
の
日
に
お
い
て
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し

た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用

す
る
。

４
　
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
た
日
（
第
一
項
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約

締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該

特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
日
及
び
こ
の
項
の
規
定
に

よ
り
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な

さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
当
該
契
約
締

結
時
交
付
書
面
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内

容
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
を
行
つ
た
場
合
に
は
、

当
該
締
結
の
日
に
お
い
て
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交

付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
二
号
の
規
定
を

適
用
す
る
。

（
信
用
格
付
業
者
の
登
録
の
意
義
そ
の
他
の
事
項
）

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
七
　
法
第
五
十
二
条
の
四
十

五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十

八
条
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
金
融
商
品
取
引
法
第
六
十
六
条
の
二
十
七
の
登
録

の
意
義

二
　
信
用
格
付
を
付
与
し
た
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る

事
項

イ
　
商
号
、
名
称
又
は
氏
名

ロ
　
法
人
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理

人
の
定
め
の
あ
る
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
る
と
き

は
、
役
員
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管

理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代

表
者
又
は
管
理
人
）
の
氏
名
又
は
名
称

ハ
　
本
店
そ
の
他
の
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の

名
称
及
び
所
在
地

三
　
信
用
格
付
を
付
与
し
た
者
が
当
該
信
用
格
付
を
付

与
す
る
た
め
に
用
い
る
方
針
及
び
方
法
の
概
要

四
　
信
用
格
付
の
前
提
、
意
義
及
び
限
界

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
関
係
法
人
の
付

与
し
た
信
用
格
付
に
つ
い
て
は
、
法
第
五
十
二
条
の
四

十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三

十
八
条
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
金
融
商
品
取
引
法
第
六
十
六
条
の
二
十
七
の
登
録

の
意
義

二
　
金
融
庁
長
官
が
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内

閣
府
令
第
百
十
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
そ
の
関
係
法
人
を
当
該
特
定
関
係
法
人
と
し
て

指
定
し
た
信
用
格
付
業
者
の
商
号
又
は
名
称
及
び
登

録
番
号

三
　
当
該
特
定
関
係
法
人
が
信
用
格
付
業
を
示
す
も
の

と
し
て
使
用
す
る
呼
称

四
　
信
用
格
付
を
付
与
し
た
特
定
関
係
法
人
が
当
該
信

用
格
付
を
付
与
す
る
た
め
に
用
い
る
方
針
及
び
方
法

の
概
要
又
は
当
該
概
要
に
関
す
る
情
報
を
第
二
号
に

規
定
す
る
信
用
格
付
業
者
か
ら
入
手
す
る
方
法

五
　
信
用
格
付
の
前
提
、
意
義
及
び
限
界

（
禁
止
行
為
）

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
七
の
二
　
法
第
五
十
二
条
の

四
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第

三
十
八
条
第
九
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行

為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一
　
第
三
十
四
条
の
五
十
三
各
号
に
掲
げ
る
行
為

二
　
次
に
掲
げ
る
書
面
の
交
付
に
関
し
、
あ
ら
か
じ

め
、
顧
客
（
特
定
投
資
家
（
法
第
五
十
二
条
の
四
十

五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三

十
四
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
投
資
家
以

外
の
顧
客
と
み
な
さ
れ
る
者
を
除
き
、
法
第
五
十
二

条
の
四
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取

引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
四
項
（
法
第
五
十
二
条
の

四
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法

第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
特
定
投
資
家
と
み
な
さ

れ
る
者
を
含
む
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
対
し
て
、
法
第
五
十
二
条
の
四
十
五

の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十

七
条
の
三
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第

七
号
に
掲
げ
る
事
項
（
契
約
変
更
書
面
を
交
付
す
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
契
約
変
更
書
面
に
記
載
さ

れ
て
い
る
事
項
で
あ
つ
て
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号

ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
）
に

つ
い
て
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び
特

定
預
金
等
契
約
を
締
結
す
る
目
的
に
照
ら
し
て
当
該

顧
客
に
理
解
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
方
法
及
び
程
度

に
よ
る
説
明
を
す
る
こ
と
な
く
、
特
定
預
金
等
契
約

の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
す
る
行
為

イ
　
契
約
締
結
前
交
付
書
面

ロ
　
外
貨
預
金
等
書
面

ハ
　
契
約
変
更
書
面

三
　
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
勧
誘
に
関
し
て
、
虚

偽
の
表
示
を
し
、
又
は
重
要
な
事
項
に
つ
き
誤
解
を

生
ぜ
し
め
る
べ
き
表
示
を
す
る
行
為

四
　
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
き
、
顧
客
若
し
く
は
そ
の

指
定
し
た
者
に
対
し
、
特
別
の
利
益
の
提
供
を
約

し
、
又
は
顧
客
若
し
く
は
第
三
者
に
対
し
特
別
の
利

益
を
提
供
す
る
行
為
（
第
三
者
を
し
て
特
別
の
利
益

の
提
供
を
約
さ
せ
、
又
は
こ
れ
を
提
供
さ
せ
る
行
為

を
含
む
。
）

五
　
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
又
は
解
約
に
関
し
、
顧

客
（
個
人
に
限
る
。
）
に
迷
惑
を
覚
え
さ
せ
る
よ
う

な
時
間
に
電
話
又
は
訪
問
に
よ
り
勧
誘
す
る
行
為

（
特
定
銀
行
代
理
行
為
）

第
三
十
四
条
の
五
十
四
　
法
第
五
十
二
条
の
四
十
六
第
一

項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
預
金
は
、
当
座
預

金
と
す
る
。

（
特
定
銀
行
代
理
業
者
の
休
日
の
承
認
等
）

第
三
十
四
条
の
五
十
四
の
二
　
令
第
十
六
条
の
七
第
二
項

第
二
号
イ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
営
業
所
等

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
営
業
所
等
」
と
い
う
。
）

二
　
災
害
そ
の
他
の
事
象
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る

特
定
銀
行
代
理
業
者
（
法
第
五
十
二
条
の
四
十
六
第

一
項
に
規
定
す
る
特
定
銀
行
代
理
業
者
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
の
危
機
管
理
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
の

特
定
銀
行
代
理
業
者
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運

営
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
事
務
を
統
括
す

る
営
業
所
等
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

２
　
特
定
銀
行
代
理
業
者
は
、
令
第
十
六
条
の
七
第
二
項

第
二
号
イ
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と

き
、
又
は
同
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
同
号
ロ
に
規

定
す
る
営
業
所
等
を
設
置
す
る
際
に
当
該
営
業
所
等
に

つ
い
て
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
承
認
申
請
書
又
は
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を

添
付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
理
由
書
（
次
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
記
載
が
あ
る

も
の
に
限
る
。
）

イ
　
金
融
機
関
相
互
間
の
内
国
為
替
取
引
を
通
信
回

線
を
用
い
て
処
理
す
る
制
度
の
運
営
に
支
障
を
及

ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

ロ
　
当
該
承
認
の
申
請
又
は
届
出
に
係
る
営
業
所
等

の
顧
客
の
利
便
を
著
し
く
損
な
わ
な
い
こ
と
。

二
　
令
第
十
六
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
及

び
閲
覧
に
供
す
る
措
置
の
方
法
を
記
載
し
た
書
面

三
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

３
　
金
融
庁
長
官
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申

請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る

か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
金
融
機
関
相
互
間
の
内
国
為
替
取
引
を
通
信
回
線

を
用
い
て
処
理
す
る
制
度
の
運
営
に
支
障
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

二
　
当
該
申
請
に
係
る
営
業
所
等
の
顧
客
の
利
便
を
著

し
く
損
な
わ
な
い
こ
と
。

４
　
令
第
十
六
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
場
合
は
、
第
三
十
四
条
の
四
十
第
三
項
各
号
に

掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

５
　
特
定
銀
行
代
理
業
者
は
、
令
第
十
六
条
の
七
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
閲
覧
に
供
す
る
措
置
を
す
る
と
き
は
、

当
該
特
定
銀
行
代
理
業
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
す

る
方
法
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
特
定
銀
行
代
理
業
者
は
、
令
第
十
六
条
の
七
第
二
項

第
二
号
イ
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
と
き
、
又
は

同
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
と
き
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
当
該
承
認
又
は
届
出
に
係
る
営
業
所
等
の

店
頭
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
第
四
項
に
定
め
る
場
合

を
除
き
、
前
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧

に
供
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
令
第
十
六
条
の
七
第
一
項
に
定
め
る
日
以
外
の
休

日
の
実
施
期
間
（
実
施
期
間
を
設
定
す
る
場
合
に
限

る
。
）

二
　
当
該
営
業
所
等
の

寄
り
の
営
業
所
等
又
は
当
該

特
定
銀
行
代
理
業
者
の
所
属
銀
行
の
営
業
所
の
名

称
、
所
在
地
及
び
電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先

（
特
定
銀
行
代
理
業
者
の
営
業
時
間
等
）

第
三
十
四
条
の
五
十
五
　
特
定
銀
行
代
理
業
者
の
営
業
時

間
は
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で
と
す
る
。

２
　
前
項
の
営
業
時
間
は
、
営
業
の
都
合
に
よ
り
延
長
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
特
定
銀
行
代
理
業
者
は
、
そ
の
営
業
所
又
は
事
務
所

が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
（
前
項
に
該
当
す

る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
営
業
所
又
は
事
務
所
に

つ
い
て
営
業
時
間
の
変
更
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
当
該
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
又
は
設
置
場

所
の
特
殊
事
情
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
第
一
項
に
規

定
す
る
営
業
時
間
と
は
異
な
る
営
業
時
間
と
す
る
必

要
が
あ
る
場
合

二
　
当
該
営
業
所
又
は
事
務
所
の
顧
客
の
利
便
を
著
し

く
損
な
わ
な
い
場
合

４
　
特
定
銀
行
代
理
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
営
業

時
間
の
変
更
を
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
当

該
営
業
所
又
は
事
務
所
の
店
頭
に
掲
示
す
る
と
と
も

に
、
第
三
十
四
条
の
四
十
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合

を
除
き
、
当
該
特
定
銀
行
代
理
業
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

に
掲
載
す
る
方
法
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
も
の

と
す
る
。

一
　
当
該
営
業
時
間
の
変
更
の
実
施
期
間
（
実
施
期
間

を
設
定
す
る
場
合
に
限
る
。
）

二
　
当
該
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
の

寄
り
の
営
業

所
若
し
く
は
事
務
所
又
は
当
該
特
定
銀
行
代
理
業
者
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の
所
属
銀
行
の
営
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
電
話

番
号
そ
の
他
の
連
絡
先

５
　
特
定
銀
行
代
理
業
者
の
特
定
銀
行
代
理
行
為
（
法
第

五
十
二
条
の
四
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
銀
行
代

理
行
為
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
行
わ
な
い
営
業
所
又
は
事
務
所
（
特
定
銀
行

代
理
行
為
を
行
う
営
業
所
又
は
事
務
所
の
当
該
特
定
銀

行
代
理
行
為
を
行
う
施
設
以
外
の
施
設
を
含
む
。
）
の

営
業
時
間
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
、
第
三
項
及
び
前
項

の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

６
　
銀
行
代
理
業
者
は
、
銀
行
代
理
業
を
営
む
営
業
所
又

は
事
務
所
ご
と
に
、
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
に
、
休
日

及
び
営
業
時
間
を
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
第
三
十
四
条

の
四
十
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
銀

行
代
理
業
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
す
る
方
法
に
よ

り
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
銀
行
代
理
業
者
の
臨
時
休
業
の
届
出
等
）

第
三
十
四
条
の
五
十
六
　
法
第
五
十
二
条
の
四
十
七
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
特
定
銀
行
代
理
業
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
金
融
庁

長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
特
定
銀
行
代
理
行
為
に
係
る
業
務
（
第
四
号
に
お

い
て
「
業
務
」
と
い
う
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
休

止
す
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二
　
休
止
の
理
由

三
　
休
止
期
間

四
　
業
務
再
開
予
定
日
又
は
業
務
再
開
日

五
　
法
第
五
十
二
条
の
四
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

掲
示
及
び
閲
覧
に
供
す
る
措
置
の
方
法

２
　
法
第
五
十
二
条
の
四
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
場
合
（
次
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す

る
。

一
　
法
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
二
十
七
条
又
は
第
五

十
二
条
の
三
十
四
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
所
属
銀
行
が
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止

を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合

二
　
法
第
五
十
二
条
の
四
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
休

日
又
は
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
営
業
時
間
以
外
の

時
間
に
、
特
定
銀
行
代
理
行
為
に
係
る
業
務
の
全
部

又
は
一
部
を
営
む
特
定
銀
行
代
理
業
者
の
営
業
所
又

は
事
務
所
に
お
い
て
、
当
該
休
日
又
は
時
間
に
お
け

る
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
す
る
場
合

三
　
特
定
銀
行
代
理
業
者
の
特
定
銀
行
代
理
行
為
に
係

る
業
務
を
営
む
無
人
の
営
業
所
又
は
事
務
所
に
お
い

て
そ
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
す
る
場
合

四
　
休
業
期
間
が
一
営
業
日
以
内
で
、
業
務
が
速
や
か

に
再
開
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
に
見
込
ま
れ
る
場
合

五
　
台
風
、
地
震
そ
の
他
の
異
常
な
気
象
、
海
象
又
は

地
象
に
よ
り
営
業
所
又
は
事
務
所
に
お
い
て
そ
の
業

務
を
営
む
こ
と
が
当
該
営
業
所
又
は
事
務
所
の
役

員
、
職
員
又
は
利
用
者
の
生
命
又
は
身
体
に
重
大
な

危
険
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
当

該
営
業
所
又
は
事
務
所
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を

休
止
す
る
場
合

六
　
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

特
定
銀
行
代
理
行
為
に
係
る
業
務
の
全
部
又
は
一
部

の
停
止
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合

３
　
法
第
五
十
二
条
の
四
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
そ
の

他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
第
三
十
四
条
の
四

十
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

４
　
特
定
銀
行
代
理
業
者
は
、
法
第
五
十
二
条
の
四
十
七

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
に
供
す
る
措
置
を
す
る
と

き
は
、
当
該
特
定
銀
行
代
理
業
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に

掲
載
す
る
方
法
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
法
第
五
十
二
条
の
四
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
特
定
銀
行
代
理
業
者
の
特
定
銀
行
代
理
行
為
に
係

る
業
務
を
営
む
無
人
の
営
業
所
又
は
事
務
所
に
お
い

て
臨
時
に
そ
の
業
務
の
一
部
を
休
止
す
る
場
合

二
　
第
二
項
第
二
号
、
第
四
号
又
は
第
五
号
に
該
当
す

る
場
合

（
所
属
銀
行
の
廃
業
等
の
掲
示
等
）

第
三
十
四
条
の
五
十
七
　
銀
行
代
理
業
者
は
、
法
第
五
十

二
条
の
四
十
八
の
規
定
に
よ
る
掲
示
及
び
閲
覧
に
供
す

る
措
置
を
す
る
と
き
は
、
所
属
銀
行
か
ら
通
知
を
受
け

た
内
容
及
び
当
該
所
属
銀
行
に
お
け
る
預
金
等
そ
の
他

そ
の
営
む
銀
行
代
理
業
に
係
る
取
引
の
処
理
の
方
針
を

示
す
も
の
と
す
る
。

２
　
銀
行
代
理
業
者
は
、
法
第
五
十
二
条
の
四
十
八
の
規

定
に
よ
る
閲
覧
に
供
す
る
措
置
を
す
る
と
き
は
、
当
該

銀
行
代
理
業
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
す
る
方
法
に

よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
五
十
二
条
の
四
十
八
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
場
合
は
、
第
三
十
四
条
の
四
十
第
三
項
各
号
に

掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

第
三
節
　
経
理

（
銀
行
代
理
業
に
関
す
る
帳
簿
書
類
）

第
三
十
四
条
の
五
十
八
　
銀
行
代
理
業
者
は
、
法
第
五
十

二
条
の
四
十
九
の
規
定
に
よ
り
、
銀
行
代
理
業
の
処
理

及
び
計
算
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
定
め

る
帳
簿
書
類
（
法
第
二
条
第
十
四
項
各
号
に
規
定
す
る

契
約
の
締
結
の
代
理
を
行
わ
な
い
場
合
は
、
第
三
号
に

定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
所
属
銀
行
ご
と
に
作
成
し
、

当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
総
勘
定
元
帳
　
作
成
の
日
か
ら
五
年
間

二
　
銀
行
代
理
勘
定
元
帳
　
作
成
の
日
か
ら
十
年
間

三
　
銀
行
代
理
業
に
係
る
顧
客
に
対
し
て
行
つ
た
法
第

二
条
第
十
四
項
各
号
に
規
定
す
る
契
約
の
締
結
の
媒

介
の
内
容
を
記
録
し
た
書
面
　
当
該
媒
介
を
行
つ
た

日
か
ら
五
年
間

（
銀
行
代
理
業
に
関
す
る
報
告
書
の
様
式
等
）

第
三
十
四
条
の
五
十
九
　
法
第
五
十
二
条
の
五
十
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
銀
行
代
理
業
に
関
す
る
報
告
書
は
、
銀

行
代
理
業
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
別
紙
様

式
第
十
八
号
に
よ
り
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は

別
紙
様
式
第
十
九
号
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
作
成
し
、
個

人
に
あ
つ
て
は
別
紙
様
式
第
十
六
号
に
よ
り
作
成
し
た

財
産
に
関
す
る
調
書
及
び
収
支
の
状
況
を
記
載
し
た
書

面
を
、
法
人
に
あ
つ
て
は
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算

書
又
は
こ
れ
ら
に
代
わ
る
書
面
を
、
そ
れ
ぞ
れ
添
付
し

て
、
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
金
融
庁
長
官
等
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
銀
行
代
理
業
者
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
前

項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
銀
行
代
理
業
に
関
す
る
報
告

書
の
提
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
あ
ら

か
じ
め
金
融
庁
長
官
（
令
第
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ

り
当
該
銀
行
代
理
業
者
の
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福

岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
が
当
該
銀
行
代
理
業
に
関
す

る
報
告
書
を
受
理
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
財
務

局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
）
の
承
認
を
受
け
て
、
当

該
提
出
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
銀
行
代
理
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
理
由
書
を
添

付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４
　
金
融
庁
長
官
等
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請

が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
銀
行
代
理
業
者

が
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
の
延
期
を
す
る
こ
と
に

つ
い
て
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
理
由
が
あ
る
か

ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

５
　
金
融
庁
長
官
等
は
、
そ
の
許
可
を
し
た
銀
行
代
理
業

者
の
直
前
事
業
年
度
に
係
る
銀
行
代
理
業
に
関
す
る
報

告
書
の
う
ち
、
顧
客
の
秘
密
を
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る

事
項
又
は
当
該
銀
行
代
理
業
者
の
業
務
の
遂
行
上
不
当

な
不
利
益
を
与
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
事
項
を
除
き
顧
客

の
保
護
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
部
分
を
、
金
融
庁
（
令

第
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
当
該
銀
行
代
理
業
者
の

主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財

務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域

内
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
が

当
該
報
告
書
を
受
理
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
銀

行
代
理
業
者
の
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

を
管
轄
区
域
と
す
る
財
務
局
又
は
福
岡
財
務
支
局
）
に

備
え
置
き
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。

（
所
属
銀
行
の
説
明
書
類
等
の
縦
覧
）

第
三
十
四
条
の
六
十
　
銀
行
代
理
業
者
は
、
そ
の
所
属
銀

行
が
法
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
十

一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
書

面
（
当
該
所
属
銀
行
が
外
国
銀
行
支
店
で
あ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
第
十
九
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
に
規

定
す
る
書
面
を
含
む
。
）
又
は
当
該
所
属
銀
行
を
子
会

社
と
す
る
銀
行
持
株
会
社
が
法
第
五
十
二
条
の
二
十
八

及
び
第
五
十
二
条
の
二
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作

成
す
る
書
面
（
当
該
所
属
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
銀
行

持
株
会
社
が
外
国
所
在
銀
行
持
株
会
社
で
あ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
第
三
十
四
条
の
二
十
六
第
二
項
及
び
第
三

項
に
規
定
す
る
書
面
）
（
法
第
二
十
条
第
三
項
及
び
第

二
十
一
条
第
三
項
又
は
第
五
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項

及
び
第
五
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作

成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次

項
に
お
い
て
「
縦
覧
書
類
」
と
い
う
。
）
の
縦
覧
を
、

当
該
所
属
銀
行
又
は
当
該
所
属
銀
行
を
子
会
社
と
す
る

銀
行
持
株
会
社
の
事
業
年
度
経
過
後
四
月
以
内
（
当
該

所
属
銀
行
が
外
国
銀
行
支
店
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
所

属
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
銀
行
持
株
会
社
が
外
国
所
在

銀
行
持
株
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
事
業
年
度

経
過
後
六
月
以
内
）
に
開
始
し
、
当
該
事
業
年
度
の
翌

事
業
年
度
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
縦
覧
書
類
の
縦
覧
を
開

始
す
る
ま
で
の
間
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
銀
行
代
理
業
者
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
前

項
に
規
定
す
る
期
間
ま
で
に
縦
覧
書
類
の
縦
覧
を
開
始

で
き
な
い
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
金
融
庁
長
官
（
金

融
庁
長
官
の
指
定
す
る
銀
行
代
理
業
者
以
外
の
銀
行
代

理
業
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
銀
行
代
理
業
者
の
主
た
る

営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長

（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ

つ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
）
の
承
認
を
受
け
て
、

当
該
縦
覧
の
開
始
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
銀
行
代
理
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
理
由
書
を
添

付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４
　
金
融
庁
長
官
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申

請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
銀
行
代
理
業

者
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
縦
覧
の
開
始
を
延
期
す
る
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こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か

を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

５
　
法
第
五
十
二
条
の
五
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
措
置
は
、
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た

事
項
又
は
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
掲

載
し
た
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ア
ド
レ
ス
（
二
次
元
コ
ー
ド

そ
の
他
の
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
紙
面
又

は
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
と
す
る
。

第
四
節
　
監
督

（
廃
業
等
の
届
出
）

第
三
十
四
条
の
六
十
一
　
法
第
五
十
二
条
の
五
十
二
の
規

定
に
よ
り
届
出
を
行
う
者
は
、
別
表
第
三
上
欄
に
掲
げ

る
区
分
に
よ
り
、
同
表
中
欄
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し

た
届
出
書
及
び
同
表
下
欄
に
定
め
る
添
付
書
類
を
、
金

融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
許
可
の
効
力
に
係
る
承
認
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
六
十
二
　
法
第
五
十
二
条
の
三
十
六
第
一

項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
法
第
五
十
二
条
の
五
十
七

第
三
号
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
承
認
申
請
書
に
理
由
書
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官

等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
金
融
庁
長
官
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申

請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る

か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
五
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
の
許
可
を
受
け

た
日
か
ら
六
月
以
内
に
銀
行
代
理
業
を
開
始
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
と
認

め
ら
れ
る
理
由
が
あ
る
こ
と
。

二
　
合
理
的
な
期
間
内
に
銀
行
代
理
業
を
開
始
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

三
　
当
該
許
可
の
際
に
審
査
の
基
礎
と
な
つ
た
事
項
に

つ
い
て
銀
行
代
理
業
の
開
始
が
見
込
ま
れ
る
時
期
ま

で
に
重
大
な
変
更
が
な
い
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

第
五
節
　
所
属
銀
行
等

（
所
属
銀
行
に
よ
る
銀
行
代
理
業
者
の
業
務
の
適
切
性

等
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
　
所
属
銀
行
は
、
銀
行
代
理
業
者

の
銀
行
代
理
業
に
係
る
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営

を
確
保
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
銀
行
代
理
業
者
及
び
そ
の
銀
行
代
理
業
の
従
事
者

に
対
し
、
銀
行
代
理
業
に
係
る
業
務
の
指
導
、
銀
行

代
理
業
に
関
す
る
法
令
等
を
遵
守
さ
せ
る
た
め
の
研

修
の
実
施
等
の
措
置

二
　
銀
行
代
理
業
者
に
お
け
る
銀
行
代
理
業
に
係
る
業

務
の
実
施
状
況
を
、
定
期
的
に
又
は
必
要
に
応
じ
て

確
認
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
銀
行
代
理
業
者
が
当
該

銀
行
代
理
業
の
業
務
を
的
確
に
遂
行
し
て
い
る
か
を

検
証
し
、
必
要
に
応
じ
改
善
さ
せ
る
等
、
銀
行
代
理

業
者
に
対
す
る
必
要
か
つ
適
切
な
監
督
等
を
行
う
た

め
の
措
置

三
　
銀
行
代
理
業
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を

確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
は
、

銀
行
代
理
業
者
と
の
間
の
委
託
契
約
及
び
銀
行
代
理

業
再
委
託
者
と
銀
行
代
理
業
再
受
託
者
と
の
間
の
再

委
託
契
約
の
内
容
を
変
更
し
、
又
は
解
除
す
る
た
め

の
措
置

四
　
銀
行
代
理
業
者
が
行
う
法
第
二
条
第
十
四
項
第
二

号
に
規
定
す
る
行
為
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
自

ら
が
審
査
を
行
う
た
め
の
措
置

五
　
銀
行
代
理
業
者
に
所
属
銀
行
か
ら
顧
客
に
関
す
る

情
報
を
不
正
に
取
得
さ
せ
な
い
等
、
顧
客
情
報
の
適

切
な
管
理
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

六
　
所
属
銀
行
の
商
号
、
銀
行
代
理
業
者
で
あ
る
こ
と

を
示
す
文
字
及
び
当
該
銀
行
代
理
業
者
の
商
号
又
は

名
称
を
店
頭
に
掲
示
さ
せ
る
と
と
も
に
、
第
三
十
四

条
の
四
十
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
当

該
銀
行
代
理
業
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
す
る
方

法
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
さ
せ
る
た
め
の
措
置

七
　
銀
行
代
理
業
者
の
営
業
所
又
は
事
務
所
に
お
け
る

銀
行
代
理
業
に
係
る
業
務
に
関
し
犯
罪
を
防
止
す
る

た
め
の
措
置

八
　
銀
行
代
理
業
者
の
銀
行
代
理
業
を
営
む
営
業
所
又

は
事
務
所
の
廃
止
に
あ
た
つ
て
は
、
当
該
営
業
所
又

は
事
務
所
の
顧
客
に
係
る
取
引
が
所
属
銀
行
の
営
業

所
、
他
の
金
融
機
関
、
他
の
銀
行
代
理
業
者
等
へ
支

障
な
く
引
き
継
が
れ
る
等
、
当
該
営
業
所
又
は
事
務

所
の
顧
客
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
す

る
た
め
の
措
置

九
　
銀
行
代
理
業
者
の
銀
行
代
理
業
に
係
る
顧
客
か
ら

の
苦
情
を
適
切
か
つ
迅
速
に
処
理
す
る
た
め
に
必
要

な
措
置

２
　
前
項
（
第
四
号
及
び
第
八
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は

、
銀
行
代
理
業
再
委
託
者
が
銀
行
代
理
業
再
受
託
者
の

業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
措
置
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
中
「
銀
行
代
理
業

者
」
と
あ
る
の
は
「
銀
行
代
理
業
再
受
託
者
」
と
、

「
銀
行
代
理
業
」
と
あ
る
の
は
「
再
委
託
を
受
け
て
営

む
銀
行
代
理
業
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
銀
行
代
理
業
者
の
原
簿
の
記
載
事
項
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
二
　
所
属
銀
行
は
、
当
該
所
属

銀
行
に
係
る
銀
行
代
理
業
者
に
関
し
、
法
第
五
十
二
条

の
六
十
第
一
項
の
原
簿
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
原

簿
」
と
い
う
。
）
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
銀
行
代
理
業
者
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名

二
　
銀
行
代
理
業
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
代

表
者
の
氏
名
又
は
名
称

三
　
銀
行
代
理
業
の
内
容

四
　
銀
行
代
理
業
を
営
む
営
業
所
又
は
事
務
所
の
名
称

又
は
所
在
地

五
　
法
第
五
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
の
許
可
を
受
け

た
年
月
日

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
所
属
銀
行

に
係
る
銀
行
代
理
業
者
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に

該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
原

簿
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
銀
行
代
理
業
再
委
託
者
　
当
該
銀
行
代
理
業
再
委

託
者
が
再
委
託
を
行
う
銀
行
代
理
業
再
受
託
者
に
係

る
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

二
　
銀
行
代
理
業
再
受
託
者
　
当
該
銀
行
代
理
業
再
受

託
者
が
再
委
託
を
受
け
る
銀
行
代
理
業
再
委
託
者
に

係
る
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

３
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
営
業
所
は
、
次
に
掲
げ
る
営
業
所
と
す

る
。

一
　
所
属
銀
行
の
無
人
の
営
業
所

二
　
所
属
銀
行
の
外
国
に
所
在
す
る
営
業
所

第
八
章
の
三
　
電
子
決
済
等
取
扱
業

第
一
節
　
通
則

（
電
子
決
済
等
取
扱
業
の
登
録
申
請
書
の
記
載
事
項
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
三
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
の

四
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事

項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
に
関
す
る
顧
客
か
ら
の
苦
情

又
は
相
談
に
応
ず
る
営
業
所
（
外
国
電
子
決
済
等
取

扱
業
者
に
あ
つ
て
は
、
国
内
に
お
け
る
営
業
所
に
限

る
。
）
の
所
在
地
及
び
連
絡
先

二
　
主
要
株
主
（
総
株
主
の
議
決
権
（
株
主
総
会
に
お

い
て
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
の
全
部
に
つ

き
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
に
つ

い
て
の
議
決
権
を
除
き
、
会
社
法
第
八
百
七
十
九
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
議
決
権
を
有
す
る
も
の
と
み

な
さ
れ
る
株
式
に
つ
い
て
の
議
決
権
を
含
む
。
）
の

百
分
の
十
以
上
の
議
決
権
を
保
有
し
て
い
る
株
主
を

い
う
。
）
の
氏
名
、
商
号
又
は
名
称

三
　
加
入
す
る
認
定
電
子
決
済
等
取
扱
事
業
者
協
会
の

名
称

四
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
の
業
務
の
一
部
を
第
三
者
に

委
託
す
る
場
合
に
は
、
当
該
委
託
に
係
る
業
務
の
内

容
並
び
に
そ
の
委
託
先
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
及

び
住
所

五
　
他
に
業
務
を
営
む
と
き
は
、
そ
の
業
務
の
種
類

２
　
前
項
第
一
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
銀
行

等
（
銀
行
又
は
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
を
い

う
。
以
下
こ
の
章
及
び
第
三
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
登
録
申
請
者
（
法
第
五
十
二
条
の
六
十
の

四
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
申
請
者
を
い
う
。
次
条
第

八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
は
、
登
録
申

請
書
（
法
第
五
十
二
条
の
六
十
の
四
第
一
項
の
登
録
申

請
書
を
い
う
。
次
条
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記

載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
登
録
申
請
書
の
そ
の
他
の
添
付
書
類
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
四
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
の

四
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書

類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
官
公
署
が
証
明
す
る
書
類

に
つ
い
て
は
、
申
請
の
日
前
三
月
以
内
に
発
行
さ
れ
た

も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
銀
行
等
が
法
第

五
十
二
条
の
六
十
の
三
の
登
録
の
申
請
を
す
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
役
員
（
法
第
五
十
二
条
の
六
十
の
四
第
一
項
第
四

号
に
規
定
す
る
役
員
を
い
い
、
役
員
が
法
人
で
あ
る

と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
以
下

こ
の
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
三
十
四
条
の
六
十

三
の
十
九
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
履
歴
書

（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
沿
革

を
記
載
し
た
書
面
）

二
　
役
員
の
住
民
票
の
抄
本
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と

き
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ

に
代
わ
る
書
面

三
　
役
員
の
旧
氏
及
び
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ

て
登
録
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号

に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
役
員
の
旧
氏
及
び
名
を
証
す

る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
旧
氏
及
び
名
を
証
す

る
書
面

四
　
役
員
が
法
第
五
十
二
条
の
六
十
の
六
第
一
項
第
九

号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で

あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
が
誓
約
す
る
書
面

五
　
株
主
の
名
簿

六
　
外
国
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
法
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
よ
り

当
該
外
国
に
お
い
て
法
第
五
十
二
条
の
六
十
の
三
の

登
録
と
同
種
類
の
登
録
（
当
該
登
録
に
類
す
る
そ
の

他
の
行
政
処
分
を
含
む
。
）
を
受
け
て
電
子
決
済
等

取
扱
業
を
営
む
者
又
は
当
該
外
国
の
法
令
に
準
拠
し

て
こ
れ
に
相
当
す
る
業
務
を
営
む
者
で
あ
る
こ
と
を

証
す
る
書
面
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七
　
登
録
の
申
請
の
日
を
含
む
事
業
年
度
の
前
事
業
年

度
に
係
る
貸
借
対
照
表
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
。

た
だ
し
、
登
録
の
申
請
の
日
を
含
む
事
業
年
度
に
設

立
さ
れ
た
法
人
に
あ
つ
て
は
、
当
該
法
人
の
設
立
の

時
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

八
　
登
録
申
請
者
が
会
計
監
査
人
設
置
会
社
で
あ
る
と

き
は
、
登
録
の
申
請
の
日
を
含
む
事
業
年
度
の
前
事

業
年
度
の
会
計
監
査
報
告
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

九
　
事
業
開
始
後
三
事
業
年
度
に
お
け
る
電
子
決
済
等

取
扱
業
に
係
る
収
支
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

十
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
に
関
す
る
組
織
図
（
内
部
管

理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
組
織
を
含
む
。
）

十
一
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
を
管
理
す
る
責
任
者
の
履

歴
書

十
二
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
に
関
す
る
社
内
規
則
等

十
三
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
の
顧
客
と
電
子
決
済
等
取

扱
業
に
係
る
取
引
を
行
う
際
に
使
用
す
る
契
約
書
類

十
四
　
委
託
銀
行
と
の
間
の
電
子
決
済
等
取
扱
業
に
係

る
業
務
の
委
託
契
約
書
の
案

十
五
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
の
業
務
の
一
部
を
第
三
者

に
委
託
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
委
託
に
係
る

契
約
の
契
約
書
の
案

十
六
　
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た

書
面

イ
　
指
定
電
子
決
済
等
取
扱
業
務
紛
争
解
決
機
関

（
法
第
五
十
二
条
の
六
十
の
十
五
第
一
項
第
一
号

に
規
定
す
る
指
定
電
子
決
済
等
取
扱
業
務
紛
争
解

決
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
三
十
四
条

の
六
十
三
の
十
三
第
二
項
第
九
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
存
在
す
る
場
合
　
法
第
五
十
二
条
の
六

十
の
十
五
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
手
続
実
施
基

本
契
約
を
締
結
す
る
措
置
を
講
ず
る
当
該
手
続
実

施
基
本
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
指
定
電
子
決
済
等

取
扱
業
務
紛
争
解
決
機
関
の
商
号
又
は
名
称

ロ
　
指
定
電
子
決
済
等
取
扱
業
務
紛
争
解
決
機
関
が

存
在
し
な
い
場
合
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
の
十

五
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
苦
情
処
理
措
置
及
び

紛
争
解
決
措
置
の
内
容

十
七
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た

書
面

（
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
登
録
簿
の
縦
覧
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
五
　
金
融
庁
長
官
等
は
、
そ
の

登
録
を
し
た
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
に
係
る
電
子
決
済

等
取
扱
業
者
登
録
簿
を
当
該
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
の

主
た
る
営
業
所
（
外
国
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
に
あ
つ

て
は
、
国
内
に
お
け
る
主
た
る
営
業
所
）
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
財
務
局
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の

管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
福
岡
財
務
支

局
）
に
備
え
置
き
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
も
の
と
す

る
。

（
財
産
的
基
礎
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
六
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
の

六
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
基

準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
資
本
金
の
額
が
千
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
純
資
産
額
（
第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
四
第
七
号

に
規
定
す
る
貸
借
対
照
表
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

に
計
上
さ
れ
た
資
産
の
合
計
額
か
ら
負
債
の
合
計
額

を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
）
が
負
の
値
で
な
い
こ
と
。

（
心
身
の
故
障
の
た
め
電
子
決
済
等
取
扱
業
に
係
る
職

務
を
適
正
に
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
七
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
の

六
第
一
項
第
九
号
イ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
の
た
め
電
子
決
済
等
取
扱

業
に
係
る
職
務
を
適
正
に
執
行
す
る
に
当
た
つ
て
必
要

な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が

で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
あ
ら
か
じ
め
届
け
出
る
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
等
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
八
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
の

七
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、

次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
委
託
銀
行
か
ら
法
第
二
条
第
十
七
項
第
一
号
の
委

託
を
受
け
る
こ
と
を
や
め
よ
う
と
す
る
場
合

二
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
の
内
容
又
は
方
法
の
う
ち
、

電
子
決
済
等
取
扱
業
の
顧
客
か
ら
の
申
込
み
の
受
付

方
法
以
外
の
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合

２
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

届
出
を
行
う
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
は
、
別
表
第
三
の

二
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
り
、
同
表
中
欄
に
定
め
る

事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
及
び
同
表
下
欄
に
定
め
る
添

付
書
類
を
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す

る
。

一
　
増
改
築
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
営

業
所
の
所
在
地
の
変
更
を
し
た
場
合
（
変
更
前
の
所

在
地
に
復
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
限
る
。
）

二
　
前
号
に
規
定
す
る
所
在
地
の
変
更
に
係
る
営
業
所

を
変
更
前
の
所
在
地
に
復
し
た
場
合

三
　
第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
三
第
一
項
第
五
号
に
掲

げ
る
事
項
を
変
更
し
た
場
合

４
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

届
出
を
行
う
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
は
、
別
表
第
三
の

三
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
り
、
同
表
中
欄
に
定
め
る

事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
及
び
同
表
下
欄
に
定
め
る
添

付
書
類
を
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
電
子
決
済
等
取
扱
業
に
関
す
る
特
例
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
九
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
の

八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第

五
十
二
条
の
六
十
一
の
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
条
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
事
項
と
す
る
。

２
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

適
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
六
第
一
項
に
規

定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
第
三
十
四
条
の

六
十
四
の
七
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
条
第

三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

（
電
子
決
済
等
代
行
業
を
営
む
場
合
の
届
出
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
十
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
の

八
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
電
子
決
済
等
代
行
業
に
関
す
る
利
用
者
か
ら
の
苦

情
又
は
相
談
に
応
ず
る
営
業
所
（
法
第
五
十
二
条
の

六
十
の
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
電
子

決
済
等
取
扱
業
者
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
届

出
者
」
と
い
う
。
）
が
外
国
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
国
内
に
お
け
る
営
業
所
に
限
る
。
）
の
所

在
地
及
び
連
絡
先

二
　
加
入
す
る
認
定
電
子
決
済
等
代
行
事
業
者
協
会
の

名
称

三
　
電
子
決
済
等
代
行
業
の
業
務
の
一
部
の
委
託
を
す

る
場
合
に
は
、
当
該
委
託
に
係
る
業
務
の
内
容
並
び

に
そ
の
委
託
先
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
及
び
住
所

２
　
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
銀
行
等
が
届
出
者

で
あ
る
場
合
に
は
、
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
電
子
決
済
等
代
行
業
を
営
む
場
合
の
届
出
書
の
添
付

書
類
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
十
一
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十

の
八
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類

は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。
た
だ
し
、
銀
行
等
が

届
出
者
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
の
八
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
の
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
届
出
日
」

と
い
う
。
）
を
含
む
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の
貸

借
対
照
表
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
。
た
だ
し
、
届

出
日
を
含
む
事
業
年
度
に
設
立
さ
れ
た
法
人
に
あ
つ

て
は
、
当
該
法
人
の
設
立
の
時
に
お
け
る
貸
借
対
照

表
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

二
　
届
出
者
が
会
計
監
査
人
設
置
会
社
で
あ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
届
出
日
を
含
む
事
業
年
度
の
前
事
業
年

度
の
会
計
監
査
報
告
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

（
標
識
の
様
式
等
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
十
二
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十

の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
様
式

は
、
別
紙
様
式
第
十
九
号
の
二
に
定
め
る
も
の
と
す

る
。

２
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
の
九
第
二
項
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
当
該
電
子
決
済
等
取
扱
業

者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
す
る
方
法
に
よ
り
公
衆
の

閲
覧
に
供
す
る
方
法
と
す
る
。

３
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
の
九
第
二
項
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。

一
　
登
録
番
号

二
　
加
入
し
て
い
る
認
定
電
子
決
済
等
取
扱
事
業
者
協

会
の
名
称
（
認
定
電
子
決
済
等
取
扱
事
業
者
協
会
に

加
入
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
）

第
二
節
　
業
務

（
顧
客
に
対
す
る
説
明
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
十
三
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十

の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合

は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
顧
客
と
の
間
で
継
続
的
に
法
第
二
条
第
十
七
項
各

号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
直
前
に

当
該
顧
客
と
の
間
で
当
該
行
為
を
行
つ
た
時
以
後
に

法
第
五
十
二
条
の
六
十
の
十
一
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
事
項
に
変
更
が
な
い
と
き
。

二
　
法
第
二
条
第
十
七
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る

取
引
に
つ
い
て
委
託
銀
行
が
顧
客
に
対
し
法
第
五
十

二
条
の
六
十
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
同
項

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
と
き
。

２
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
の
十
一
第
一
項
第
六
号
に
規

定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
と
す
る
。

一
　
登
録
番
号

二
　
法
第
二
条
第
十
七
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る

取
引
の
内
容

三
　
顧
客
が
支
払
う
べ
き
手
数
料
、
報
酬
若
し
く
は
費

用
の
金
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計

算
方
法

四
　
顧
客
と
の
間
で
継
続
的
に
法
第
二
条
第
十
七
項
第

一
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
場
合
に
は
、
契
約
期
間

及
び
そ
の
中
途
で
の
解
約
時
の
取
扱
い
（
手
数
料
、

報
酬
又
は
費
用
の
計
算
方
法
を
含
む
。
）

五
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
の
営
む
電
子
決
済
等
取
扱

業
に
関
し
て
顧
客
か
ら
金
銭
そ
の
他
の
財
産
の
預
託

を
受
け
、
又
は
顧
客
の
金
銭
そ
の
他
の
財
産
を
預
託
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さ
せ
る
と
き
は
、
そ
の
預
託
に
つ
い
て
の
委
託
銀
行

か
ら
の
権
限
の
付
与
が
あ
る
旨

六
　
顧
客
が
委
託
銀
行
に
対
し
て
有
す
る
権
利
の
内
容

及
び
そ
の
行
使
に
係
る
手
続

七
　
第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
二
十
六
第
四
号
に
掲
げ

る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
顧
客
か
ら
金
銭
を

受
け
入
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
金
銭
を
委
託

銀
行
に
交
付
す
る
た
め
に
要
す
る
時
間

八
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
に
関
し
顧
客
の
意
思
に
反
し

て
権
限
を
有
し
な
い
者
の
指
図
が
行
わ
れ
た
こ
と
に

よ
り
発
生
し
た
顧
客
の
損
失
の
補
償
そ
の
他
の
対
応

に
関
す
る
方
針

九
　
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
事
項

イ
　
指
定
電
子
決
済
等
取
扱
業
務
紛
争
解
決
機
関
が

存
在
す
る
場
合
　
当
該
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
が

法
第
五
十
二
条
の
六
十
の
十
五
第
一
項
第
一
号
に

定
め
る
手
続
実
施
基
本
契
約
を
締
結
す
る
措
置
を

講
ず
る
当
該
手
続
実
施
基
本
契
約
の
相
手
方
で
あ

る
指
定
電
子
決
済
等
取
扱
業
務
紛
争
解
決
機
関
の

商
号
又
は
名
称

ロ
　
指
定
電
子
決
済
等
取
扱
業
務
紛
争
解
決
機
関
が

存
在
し
な
い
場
合
　
当
該
電
子
決
済
等
取
扱
業
者

の
法
第
五
十
二
条
の
六
十
の
十
五
第
一
項
第
二
号

に
定
め
る
苦
情
処
理
措
置
及
び
紛
争
解
決
措
置
の

内
容

十
　
そ
の
他
当
該
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
の
営
む
電
子

決
済
等
取
扱
業
に
関
し
参
考
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る

事
項

（
銀
行
が
営
む
業
務
と
の
誤
認
を
防
止
す
る
た
め
の
情

報
の
顧
客
へ
の
提
供
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
十
四
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
者

は
、
電
子
決
済
等
取
扱
業
の
顧
客
と
の
間
で
法
第
二
条

第
十
七
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
場
合
に
は
、
あ

ら
か
じ
め
、
当
該
顧
客
に
対
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

利
用
し
て
当
該
顧
客
が
使
用
す
る
電
子
機
器
の
映
像
面

に
表
示
さ
せ
る
方
法
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、

電
子
決
済
等
取
扱
業
者
の
業
務
を
銀
行
が
営
む
も
の
で

は
な
い
こ
と
の
説
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
決
済
等
取
扱
業
に
係
る
情
報
の
安
全
管
理
措
置
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
十
五
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
者

は
、
そ
の
業
務
の
内
容
及
び
方
法
に
応
じ
、
電
子
決
済

等
取
扱
業
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
管
理
を
十
分

に
行
う
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
個
人
顧
客
情
報
の
安
全
管
理
措
置
等
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
十
六
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
者

は
、
そ
の
取
り
扱
う
個
人
で
あ
る
電
子
決
済
等
取
扱
業

の
顧
客
に
関
す
る
情
報
の
安
全
管
理
、
従
業
者
の
監
督

及
び
当
該
情
報
の
取
扱
い
を
委
託
す
る
場
合
に
は
そ
の

委
託
先
の
監
督
に
つ
い
て
、
当
該
情
報
の
漏
え
い
、
滅

失
又
は
毀
損
の
防
止
を
図
る
た
め
に
必
要
か
つ
適
切
な

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
個
人
顧
客
情
報
の
漏
え
い
等
の
報
告
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
十
七
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
者

は
、
そ
の
取
り
扱
う
個
人
で
あ
る
電
子
決
済
等
取
扱
業

の
顧
客
に
関
す
る
情
報
（
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

法
律
第
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
個
人
デ
ー
タ
に
該

当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
漏
え
い
、
滅
失
若
し
く
は

毀
損
が
発
生
し
、
又
は
発
生
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
事
態

が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
事
態
が
生
じ
た
旨
を
金
融
庁

長
官
等
に
速
や
か
に
報
告
す
る
こ
と
そ
の
他
の
適
切
な

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
別
の
非
公
開
情
報
の
取
扱
い
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
十
八
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
者

は
、
そ
の
取
り
扱
う
個
人
で
あ
る
電
子
決
済
等
取
扱
業

の
顧
客
に
関
す
る
人
種
、
信
条
、
門
地
、
本
籍
地
、
保

健
医
療
又
は
犯
罪
経
歴
に
つ
い
て
の
情
報
そ
の
他
の
特

別
の
非
公
開
情
報
（
そ
の
業
務
上
知
り
得
た
公
表
さ
れ

て
い
な
い
情
報
を
い
う
。
）
を
取
り
扱
う
と
き
は
、
適

切
な
業
務
の
運
営
の
確
保
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る

目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
利
用
し
な
い
こ
と
を
確
保

す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
顧
客
情
報
の
使
用
に
係
る
同
意
等
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
十
九
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
者

は
、
電
子
決
済
等
取
扱
業
に
お
い
て
取
り
扱
う
顧
客
に

関
す
る
非
公
開
金
融
情
報
（
そ
の
役
員
又
は
使
用
人
が

職
務
上
知
り
得
た
顧
客
の
預
金
等
又
は
為
替
取
引
に
関

す
る
情
報
そ
の
他
の
顧
客
の
金
融
取
引
又
は
資
産
に
関

す
る
公
表
さ
れ
て
い
な
い
情
報
（
前
条
に
規
定
す
る
特

別
の
非
公
開
情
報
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
が
、
事
前
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
当
該
顧
客
が
使
用
す
る

電
子
機
器
の
映
像
面
に
表
示
さ
せ
る
方
法
そ
の
他
の
適

切
な
方
法
に
よ
り
当
該
顧
客
の
同
意
を
得
る
こ
と
な
く

兼
業
業
務
（
電
子
決
済
等
取
扱
業
及
び
電
子
決
済
等
取

扱
業
に
付
随
す
る
業
務
以
外
の
業
務
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
利
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
確

保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
は
、
兼
業
業
務
に
お
い
て
取

り
扱
う
顧
客
に
関
す
る
非
公
開
情
報
（
そ
の
兼
業
業
務

上
知
り
得
た
公
表
さ
れ
て
い
な
い
情
報
を
い
う
。
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
事
前
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

利
用
し
て
当
該
顧
客
が
使
用
す
る
電
子
機
器
の
映
像
面

に
表
示
さ
せ
る
方
法
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
当

該
顧
客
の
同
意
を
得
る
こ
と
な
く
電
子
決
済
等
取
扱
業

に
利
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
は
、
兼
業
業
務
に
お
い
て
取

り
扱
う
顧
客
に
関
す
る
非
公
開
情
報
が
、
事
前
に
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
当
該
顧
客
が
使
用
す
る
電
子

機
器
の
映
像
面
に
表
示
さ
せ
る
方
法
そ
の
他
の
適
切
な

方
法
に
よ
り
当
該
顧
客
の
同
意
を
得
る
こ
と
な
く
委
託

銀
行
に
提
供
さ
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
託
業
務
の
的
確
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
二
十
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
者

は
、
そ
の
業
務
の
一
部
を
第
三
者
に
委
託
す
る
場
合
に

は
、
委
託
す
る
業
務
の
内
容
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
遂
行
す
る
こ
と
が

で
き
る
能
力
を
有
す
る
者
に
委
託
す
る
た
め
の
措
置

二
　
委
託
先
に
お
け
る
当
該
業
務
の
実
施
状
況
を
、
定

期
的
に
又
は
必
要
に
応
じ
て
確
認
す
る
こ
と
等
に
よ

り
、
委
託
先
が
当
該
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
遂
行

し
て
い
る
か
を
検
証
し
、
必
要
に
応
じ
改
善
さ
せ
る

等
、
委
託
先
に
対
す
る
必
要
か
つ
適
切
な
監
督
等
を

行
う
た
め
の
措
置

三
　
委
託
先
が
行
う
電
子
決
済
等
取
扱
業
の
顧
客
か
ら

の
苦
情
を
適
切
か
つ
迅
速
に
処
理
す
る
た
め
に
必
要

な
措
置

四
　
委
託
先
が
当
該
業
務
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き

な
い
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
他
の
適
切
な
第
三

者
に
当
該
業
務
を
速
や
か
に
委
託
す
る
等
、
電
子
決

済
等
取
扱
業
の
顧
客
の
保
護
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と

等
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

五
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
の
業
務
の
適
正
か
つ
確
実

な
遂
行
を
確
保
し
、
当
該
業
務
に
係
る
顧
客
の
保
護

を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
業
務
の

委
託
に
係
る
契
約
の
変
更
又
は
解
除
を
す
る
等
の
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
た
め
の
措
置

（
そ
の
他
電
子
決
済
等
取
扱
業
の
健
全
か
つ
適
切
な
運

営
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
等
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
二
十
一
　
電
子
決
済
等
取
扱
業

者
は
、
そ
の
営
む
電
子
決
済
等
取
扱
業
に
関
し
、
電
子

決
済
等
取
扱
業
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を
確
保
す
る

た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
が
、
そ
の
営
む
電
子
決
済

等
取
扱
業
に
つ
い
て
、
取
引
の
内
容
そ
の
他
の
事
情

に
応
じ
、
顧
客
の
保
護
を
図
り
、
及
び
電
子
決
済
等

取
扱
業
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め

に
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る
措
置

二
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
が
、
そ
の
営
む
電
子
決
済

等
取
扱
業
に
係
る
取
引
に
つ
い
て
、
捜
査
機
関
等
か

ら
当
該
電
子
決
済
等
取
扱
業
に
係
る
取
引
が
詐
欺
等

の
犯
罪
行
為
に
利
用
さ
れ
た
旨
の
情
報
の
提
供
が
あ

る
こ
と
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
犯
罪
行
為
が
行

わ
れ
た
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
電
子

決
済
等
取
扱
業
に
係
る
取
引
の
停
止
等
を
行
う
措
置

三
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
が
、
電
気
通
信
回
線
に
接

続
し
て
い
る
電
子
計
算
機
を
利
用
し
て
、
顧
客
と
電

子
決
済
等
取
扱
業
に
係
る
取
引
を
行
う
場
合
に
は
、

当
該
顧
客
が
当
該
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
と
他
の
者

を
誤
認
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置

四
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
が
、
顧
客
か
ら
電
気
通
信

回
線
に
接
続
し
て
い
る
電
子
計
算
機
を
利
用
し
て
電

子
決
済
等
取
扱
業
に
係
る
取
引
に
係
る
指
図
を
受
け

る
場
合
に
は
、
当
該
指
図
の
内
容
を
、
当
該
顧
客
が

当
該
指
図
に
係
る
電
子
計
算
機
の
操
作
を
行
う
際
に

容
易
に
確
認
し
及
び
訂
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置

五
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
が
、
法
第
五
十
二
条
の
六

十
の
十
九
第
一
項
の
報
告
書
に
添
付
し
て
金
融
庁
長

官
等
に
提
出
し
た
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
又

は
こ
れ
ら
に
代
わ
る
書
面
を
公
表
す
る
措
置

六
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
が
、
そ
の
営
む
電
子
決
済

等
取
扱
業
に
関
し
、
電
子
決
済
等
取
扱
業
の
顧
客
か

ら
金
銭
を
受
領
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
顧

客
に
対
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
当
該
顧

客
が
使
用
す
る
電
子
機
器
の
映
像
面
に
表
示
さ
せ
る

方
法
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
明
ら
か
に
す
る
措
置

イ
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
の
商
号
及
び
登
録
番
号

ロ
　
当
該
顧
客
か
ら
受
領
し
た
金
銭
の
額

ハ
　
受
領
年
月
日

七
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
が
、
電
子
決
済
等
取
扱
業

の
顧
客
と
の
間
で
法
第
二
条
第
十
七
項
各
号
に
掲
げ

る
行
為
に
係
る
取
引
を
継
続
的
に
又
は
反
復
し
て
行

う
と
き
は
、
三
月
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
、
当
該

顧
客
に
対
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
当
該

顧
客
が
使
用
す
る
電
子
機
器
の
映
像
面
に
表
示
さ
せ

る
方
法
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
取
引
の
記

録
を
明
ら
か
に
す
る
措
置

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
電
子
決
済
等
取

扱
業
者
は
、
当
該
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
又
は
そ
の
役

員
若
し
く
は
使
用
人
が
認
定
電
子
決
済
等
取
扱
事
業
者

協
会
の
定
款
そ
の
他
の
規
則
（
顧
客
の
保
護
又
は
電
子

決
済
等
取
扱
業
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
に
関
す
る
も

の
に
限
り
、
認
定
電
子
決
済
等
取
扱
事
業
者
協
会
に
加
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入
し
な
い
法
人
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
に
準
ず
る
内
容
の

社
内
規
則
）
に
違
反
す
る
行
為
で
あ
つ
て
、
顧
客
の
保

護
に
欠
け
、
又
は
電
子
決
済
等
取
扱
業
の
適
正
か
つ
確

実
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
を
す

る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
決
済
等
取
扱
業
に
係
る
社
内
規
則
等
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
二
十
二
　
電
子
決
済
等
取
扱
業

者
は
、
そ
の
営
む
電
子
決
済
等
取
扱
業
の
内
容
及
び
方

法
に
応
じ
、
電
子
決
済
等
取
扱
業
の
顧
客
の
保
護
を
図

り
、
及
び
電
子
決
済
等
取
扱
業
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂

行
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
（
当
該
電
子
決
済
等
取
扱

業
者
が
講
ず
る
法
第
五
十
二
条
の
六
十
の
十
五
第
一
項

に
定
め
る
措
置
の
内
容
の
説
明
及
び
犯
罪
を
防
止
す
る

た
め
の
措
置
を
含
む
。
）
に
関
す
る
社
内
規
則
等
を
定

め
る
と
と
も
に
、
従
業
者
に
対
す
る
研
修
、
委
託
先
に

対
す
る
指
導
そ
の
他
の
当
該
社
内
規
則
等
に
基
づ
い
て

業
務
が
運
営
さ
れ
る
た
め
の
十
分
な
体
制
を
整
備
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
の
密
接
関
係
者
か
ら
除
か
れ

る
者
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
二
十
三
　
令
第
十
六
条
の
八
の

二
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
　
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫

二
　
信
託
業
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
託
会
社

及
び
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
外
国
信
託
会
社
（
第

三
十
四
条
の
六
十
三
の
二
十
六
第
二
号
に
お
い
て

「
信
託
会
社
等
」
と
い
う
。
）

三
　
資
金
移
動
業
者

（
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
の
密
接
関
係
者
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
二
十
四
　
令
第
十
六
条
の
八
の

二
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、

次
に
掲
げ
る
会
社
等
（
同
項
に
規
定
す
る
会
社
等
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す

る
。
た
だ
し
、
財
務
上
又
は
営
業
上
若
し
く
は
事
業
上

の
関
係
か
ら
み
て
他
の
会
社
等
の
意
思
決
定
機
関
（
同

項
に
規
定
す
る
意
思
決
定
機
関
を
い
う
。
第
二
号
ホ
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
支
配
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
他
の
会
社
等
（
破
産
手
続
開
始
の
決
定
、
再
生
手

続
開
始
の
決
定
又
は
更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け

た
他
の
会
社
等
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
他
の
会
社

等
で
あ
つ
て
、
有
効
な
支
配
従
属
関
係
が
存
在
し
な

い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
議
決
権
の
過
半
数
を
自
己
の
計
算

に
お
い
て
保
有
し
て
い
る
会
社
等

二
　
他
の
会
社
等
の
議
決
権
の
百
分
の
四
十
以
上
、
百

分
の
五
十
以
下
を
自
己
の
計
算
に
お
い
て
保
有
し
て

い
る
会
社
等
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の

要
件
に
該
当
す
る
も
の

イ
　
当
該
会
社
等
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
保
有
し

て
い
る
議
決
権
と
当
該
会
社
等
と
出
資
、
人
事
、

資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
が

あ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
会
社
等
の
意
思
と
同
一
の

内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
及

び
当
該
会
社
等
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権

を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
者
が
保
有
し

て
い
る
議
決
権
と
を
合
わ
せ
て
、
当
該
他
の
会
社

等
の
議
決
権
の
過
半
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
会
社
等
の
役
員
（
外
国
法
人
に
あ
つ
て

は
、
外
国
の
法
令
上
こ
れ
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ

て
い
る
者
及
び
日
本
に
お
け
る
代
表
者
を
含
む
。

次
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
使

用
人
で
あ
る
者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
つ
た
者
で
あ
つ

て
当
該
会
社
等
が
当
該
他
の
会
社
等
の
財
務
及
び

営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
関
し
て
影
響
を

与
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
、
当
該
他
の
会
社

等
の
取
締
役
会
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
機
関
の
構

成
員
の
過
半
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
。

ハ
　
当
該
会
社
等
と
当
該
他
の
会
社
等
と
の
間
に
当

該
他
の
会
社
等
の
重
要
な
財
務
及
び
営
業
又
は
事

業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
す
る
契
約
等
が
存
在
す

る
こ
と
。

ニ
　
当
該
他
の
会
社
等
の
資
金
調
達
額
（
貸
借
対
照

表
の
負
債
の
部
に
計
上
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限

る
。
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
総
額
の
過
半
に
つ

い
て
当
該
会
社
等
が
融
資
（
債
務
の
保
証
及
び
担

保
の
提
供
を
含
む
。
ニ
及
び
次
項
第
二
号
ロ
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
行
つ
て
い
る
こ
と
（
当
該
会
社

等
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お

い
て
緊
密
な
関
係
の
あ
る
者
が
行
う
融
資
の
額
を

合
わ
せ
て
資
金
調
達
額
の
総
額
の
過
半
と
な
る
場

合
を
含
む
。
）
。

ホ
　
そ
の
他
当
該
会
社
等
が
当
該
他
の
会
社
等
の
意

思
決
定
機
関
を
支
配
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ

る
事
実
が
存
在
す
る
こ
と
。

三
　
会
社
等
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
保
有
し
て
い
る

議
決
権
と
当
該
会
社
等
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技

術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
が
あ
る
こ
と
に

よ
り
当
該
会
社
等
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権

を
行
使
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
及
び
当
該
会
社
等
の

意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
に

同
意
し
て
い
る
者
が
保
有
し
て
い
る
議
決
権
と
を
合

わ
せ
て
、
他
の
会
社
等
の
議
決
権
の
過
半
数
を
占
め

て
い
る
場
合
（
当
該
会
社
等
が
自
己
の
計
算
に
お
い

て
議
決
権
を
保
有
し
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。
）
に

お
け
る
当
該
会
社
等
で
あ
つ
て
、
前
号
ロ
か
ら
ホ
ま

で
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の

２
　
令
第
十
六
条
の
八
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
会
社
等
と
す
る
。

た
だ
し
、
財
務
上
又
は
営
業
上
若
し
く
は
事
業
上
の
関

係
か
ら
み
て
会
社
等
（
当
該
会
社
等
の
子
会
社
等
（
同

条
第
四
項
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
。
）
が
子
会
社
等
以
外
の

他
の
会
社
等
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決

定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

一
　
会
社
等
（
当
該
会
社
等
の
子
会
社
等
を
含
む
。
）

が
子
会
社
等
以
外
の
他
の
会
社
等
（
破
産
手
続
開
始

の
決
定
、
再
生
手
続
開
始
の
決
定
又
は
更
生
手
続
開

始
の
決
定
を
受
け
た
子
会
社
等
以
外
の
他
の
会
社
等

そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
子
会
社
等
以
外
の
他
の
会

社
等
で
あ
つ
て
、
当
該
会
社
等
が
そ
の
財
務
及
び
営

業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響

を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を

除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
議
決
権

の
百
分
の
二
十
以
上
を
自
己
の
計
算
に
お
い
て
保
有

し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
子
会
社
等
以
外
の
他

の
会
社
等

二
　
会
社
等
（
当
該
会
社
等
の
子
会
社
等
を
含
む
。
）

が
子
会
社
等
以
外
の
他
の
会
社
等
の
議
決
権
の
百
分

の
十
五
以
上
、
百
分
の
二
十
未
満
を
自
己
の
計
算
に

お
い
て
保
有
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
子
会
社

等
以
外
の
他
の
会
社
等
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
い

ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の

イ
　
当
該
会
社
等
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
で
あ
る

者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
つ
た
者
で
あ
つ
て
当
該
会
社

等
が
そ
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決

定
に
関
し
て
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

が
、
そ
の
取
締
役
若
し
く
は
執
行
役
又
は
こ
れ
ら

に
準
ず
る
役
職
に
就
任
し
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
会
社
等
か
ら
重
要
な
融
資
を
受
け
て
い
る

こ
と
。

ハ
　
当
該
会
社
等
か
ら
重
要
な
技
術
の
提
供
を
受
け

て
い
る
こ
と
。

ニ
　
当
該
会
社
等
と
の
間
に
重
要
な
販
売
、
仕
入
れ

そ
の
他
の
営
業
上
又
は
事
業
上
の
取
引
が
あ
る
こ

と
。

ホ
　
そ
の
他
当
該
会
社
等
が
そ
の
財
務
及
び
営
業
又

は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を

与
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
事
実

が
存
在
す
る
こ
と
。

三
　
会
社
等
（
当
該
会
社
等
の
子
会
社
等
を
含
む
。
）

が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
保
有
し
て
い
る
議
決
権
と

当
該
会
社
等
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引

等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
当
該

会
社
等
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す

る
と
認
め
ら
れ
る
者
及
び
当
該
会
社
等
の
意
思
と
同

一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意
し
て

い
る
者
が
保
有
し
て
い
る
議
決
権
と
を
合
わ
せ
て
、

子
会
社
等
以
外
の
他
の
会
社
等
の
議
決
権
の
百
分
の

二
十
以
上
を
占
め
て
い
る
場
合
（
当
該
会
社
等
が
自

己
の
計
算
に
お
い
て
議
決
権
を
保
有
し
て
い
な
い
場

合
を
含
む
。
）
に
お
け
る
当
該
子
会
社
等
以
外
の
他

の
会
社
等
で
あ
つ
て
、
前
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ

る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の

３
　
特
別
目
的
会
社
に
つ
い
て
は
、
適
正
な
価
額
で
譲
り

受
け
た
資
産
か
ら
生
ず
る
収
益
を
当
該
特
別
目
的
会
社

が
発
行
す
る
証
券
の
所
有
者
（
資
産
の
流
動
化
に
関
す

る
法
律
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
特
定
借
入
れ
に

係
る
債
権
者
を
含
む
。
）
に
享
受
さ
せ
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
設
立
さ
れ
て
お
り
、
当
該
特
別
目
的
会
社
の
事

業
が
そ
の
目
的
に
従
つ
て
適
切
に
遂
行
さ
れ
て
い
る
と

き
は
、
当
該
特
別
目
的
会
社
に
資
産
を
譲
渡
し
た
会
社

等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
譲
渡
会
社
等
」
と
い

う
。
）
か
ら
独
立
し
て
い
る
も
の
と
認
め
、
第
一
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
譲
渡
会
社
等
の
子
会
社
等
に
該

当
し
な
い
も
の
と
推
定
す
る
。

（
議
決
権
の
保
有
の
判
定
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
二
十
五
　
令
第
十
六
条
の
八
の

二
第
六
項
に
規
定
す
る
議
決
権
の
保
有
の
判
定
に
当
た

つ
て
、
保
有
す
る
議
決
権
に
は
、
他
人
（
仮
設
人
を
含

む
。
）
の
名
義
に
よ
つ
て
保
有
す
る
議
決
権
及
び
次
に

掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
株
式
等
に
係
る
議
決
権
を
含
む

も
の
と
す
る
。

一
　
金
銭
の
信
託
契
約
そ
の
他
の
契
約
又
は
法
律
の
規

定
に
基
づ
き
、
会
社
等
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と

が
で
き
る
権
限
又
は
当
該
議
決
権
の
行
使
に
つ
い
て

指
図
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
権
限
を
有
す
る
場
合

二
　
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
第
十
五
条
の
十
に
定
め

る
特
別
の
関
係
に
あ
る
者
が
会
社
等
の
議
決
権
を
保

有
す
る
場
合

三
　
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
第
百
四
十

七
条
第
一
項
又
は
第
百
四
十
八
条
第
一
項
（
こ
れ
ら

の
規
定
を
同
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
、
第
二
百

三
十
五
条
第
一
項
、
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
百
七
十
六
条
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
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に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

り
そ
の
保
有
す
る
株
式
等
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り

令
第
十
六
条
の
八
の
二
第
一
項
第
三
号
の
特
定
個
人

株
主
が
保
有
す
る
議
決
権
に
含
む
も
の
と
さ
れ
る
議

決
権
に
係
る
株
式
等
を
含
む
。
）
を
金
融
商
品
取
引

法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
発
行
者
に
対
抗
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
場
合

２
　
前
項
の
保
有
す
る
議
決
権
か
ら
は
、
同
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
株
式
等
に
係
る
議
決
権
を

除
く
も
の
と
す
る
。

一
　
法
人
の
代
表
権
を
有
す
る
者
又
は
法
人
の
代
理
権

を
有
す
る
支
配
人
が
、
当
該
代
表
権
又
は
代
理
権
に

基
づ
き
、
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
限

若
し
く
は
議
決
権
の
行
使
に
つ
い
て
指
図
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
権
限
又
は
投
資
を
行
う
の
に
必
要
な
権

限
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
法
人
の
所
有
す
る

株
式
等

二
　
相
続
人
が
相
続
財
産
と
し
て
所
有
す
る
株
式
等

（
当
該
相
続
人
（
共
同
相
続
の
場
合
を
除
く
。
）
が
単

純
承
認
（
単
純
承
認
を
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場

合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
限
定
承
認
を
し
た
日
ま
で

の
も
の
又
は
当
該
相
続
財
産
の
共
同
相
続
人
が
遺
産

分
割
を
了
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）

（
金
銭
等
の
預
託
の
禁
止
か
ら
除
か
れ
る
場
合
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
二
十
六
　
法
第
五
十
二
条
の
六

十
の
十
三
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
銀
行
等
が
業
と
し
て
行
う
場
合

二
　
信
託
会
社
等
が
信
託
業
と
し
て
行
う
場
合

三
　
資
金
移
動
業
者
が
資
金
移
動
業
と
し
て
行
う
場
合

四
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
に
関
し
て
顧
客
か
ら
金
銭
の

預
託
を
受
け
た
後
直
ち
に
、
当
該
金
銭
を
自
己
の
固

有
財
産
と
区
分
し
て
管
理
し
、
か
つ
、
委
託
銀
行
に

交
付
す
る
場
合

（
委
託
銀
行
と
の
間
の
契
約
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
事
項
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
二
十
七
　
法
第
五
十
二
条
の
六

十
の
十
四
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
に
関
し
、
顧
客
に
損
害
が
生

じ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
損
害
に
つ
い
て
の
委
託
銀

行
と
当
該
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
と
の
賠
償
責
任
の

分
担
に
関
す
る
事
項

二
　
委
託
銀
行
が
預
金
者
（
法
第
二
条
第
十
七
項
第
一

号
に
規
定
す
る
預
金
者
を
い
う
。
）
を
把
握
す
る
た

め
に
必
要
な
情
報
を
当
該
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
が

当
該
委
託
銀
行
の
求
め
に
応
じ
て
速
や
か
に
提
供
す

る
た
め
に
必
要
な
事
項
（
当
該
情
報
の
提
供
の
頻
度

及
び
時
期
に
関
す
る
事
項
を
含
む
。
）

（
電
子
決
済
等
取
扱
業
務
に
関
す
る
苦
情
処
理
措
置
及

び
紛
争
解
決
措
置
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
二
十
八
　
法
第
五
十
二
条
の
六

十
の
十
五
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
苦
情
処
理
措
置

と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
全
て
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

イ
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
務
関
連
苦
情
（
電
子
決
済

等
取
扱
業
務
に
関
す
る
苦
情
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
処
理
に
関

す
る
業
務
を
公
正
か
つ
的
確
に
遂
行
す
る
に
足
り

る
業
務
運
営
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

ロ
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
務
関
連
苦
情
の
処
理
に
関

す
る
業
務
を
公
正
か
つ
的
確
に
遂
行
す
る
た
め
の

社
内
規
則
（
当
該
業
務
に
関
す
る
社
内
に
お
け
る

責
任
分
担
を
明
確
化
す
る
規
定
を
含
む
も
の
に
限

る
。
）
を
整
備
す
る
こ
と
。

ハ
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
務
関
連
苦
情
の
申
出
先
を

顧
客
に
周
知
し
、
並
び
に
イ
の
業
務
運
営
体
制
及

び
ロ
の
社
内
規
則
を
公
表
す
る
こ
と
。

二
　
消
費
者
基
本
法
第
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
十
五

条
に
規
定
す
る
あ
つ
せ
ん
に
よ
り
電
子
決
済
等
取
扱

業
務
関
連
苦
情
の
処
理
を
図
る
こ
と
。

三
　
令
第
十
六
条
の
十
六
第
六
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ

る
指
定
を
受
け
た
者
が
実
施
す
る
苦
情
を
処
理
す
る

手
続
に
よ
り
電
子
決
済
等
取
扱
業
務
関
連
苦
情
の
処

理
を
図
る
こ
と
。

四
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
務
関
連
苦
情
の
処
理
に
関
す

る
業
務
を
公
正
か
つ
的
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
経

理
的
基
礎
及
び
人
的
構
成
を
有
す
る
法
人
が
実
施
す

る
苦
情
を
処
理
す
る
手
続
に
よ
り
電
子
決
済
等
取
扱

業
務
関
連
苦
情
の
処
理
を
図
る
こ
と
。

２
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
の
十
五
第
一
項
第
二
号
に
規

定
す
る
紛
争
解
決
措
置
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
措

置
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

一
　
弁
護
士
法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
会
則

若
し
く
は
当
該
会
則
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
規

則
に
規
定
す
る
機
関
に
お
け
る
あ
つ
せ
ん
又
は
当
該

機
関
に
お
け
る
仲
裁
手
続
に
よ
り
電
子
決
済
等
取
扱

業
務
関
連
紛
争
（
電
子
決
済
等
取
扱
業
務
に
関
す
る

紛
争
で
当
事
者
が
和
解
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
解
決

を
図
る
こ
と
。

二
　
消
費
者
基
本
法
第
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

十
五
条
に
規
定
す
る
あ
つ
せ
ん
又
は
同
条
に
規
定
す

る
合
意
に
よ
る
解
決
に
よ
り
電
子
決
済
等
取
扱
業
務

関
連
紛
争
の
解
決
を
図
る
こ
と
。

三
　
令
第
十
六
条
の
十
六
第
六
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ

る
指
定
を
受
け
た
者
が
実
施
す
る
紛
争
の
解
決
を
図

る
手
続
に
よ
り
電
子
決
済
等
取
扱
業
務
関
連
紛
争
の

解
決
を
図
る
こ
と
。

四
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
務
関
連
紛
争
の
解
決
に
関
す

る
業
務
を
公
正
か
つ
的
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
経

理
的
基
礎
及
び
人
的
構
成
を
有
す
る
法
人
が
実
施
す

る
紛
争
の
解
決
を
図
る
手
続
に
よ
り
電
子
決
済
等
取

扱
業
務
関
連
紛
争
の
解
決
を
図
る
こ
と
。

３
　
前
二
項
（
第
一
項
第
四
号
及
び
前
項
第
四
号
に
限

る
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
電
子
決
済
等
取
扱
業

者
は
、
第
十
三
条
の
八
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
法
人
が
実
施
す
る
手
続
に
よ
り
電
子
決
済
等
取

扱
業
務
関
連
苦
情
の
処
理
又
は
電
子
決
済
等
取
扱
業
務

関
連
紛
争
の
解
決
を
図
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
契
約
の
種
類
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
二
十
九
　
法
第
五
十
二
条
の
六

十
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
（
以

下
こ
の
章
に
お
い
て
「
準
用
金
融
商
品
取
引
法
」
と
い

う
。
）
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

も
の
は
、
特
定
預
金
等
契
約
と
す
る
。

（
申
出
を
し
た
特
定
投
資
家
に
交
付
す
る
書
面
の
記
載

事
項
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
三
十
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法

第
三
十
四
条
の
二
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
事
項
は
、
申
出
者
（
同
項
に
規
定
す
る
申

出
者
を
い
う
。
）
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承

諾
を
行
つ
た
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
の
み
か
ら
対
象
契

約
（
同
項
に
規
定
す
る
対
象
契
約
を
い
う
。
第
三
十
四

条
の
六
十
三
の
三
十
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
て

特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と

に
な
る
旨
と
す
る
。

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
提
供
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
三
十
一
　
準
用
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法

第
三
十
四
条
の
三
第
十
二
項
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法

第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
三
十
四
条
の
四
第
三
項
、
第
三
十
七
条
の

三
第
二
項
及
び
第
三
十
七
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

一
　
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次

に
掲
げ
る
も
の

イ
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
（
準
用
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
の

提
供
を
行
う
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
と
の
契
約
に

よ
り
フ
ァ
イ
ル
を
自
己
の
管
理
す
る
電
子
計
算
機

に
備
え
置
き
、
こ
れ
を
当
該
事
項
を
提
供
す
る
相

手
方
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
顧
客
」
と
い

う
。
）
又
は
当
該
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
の
用
に

供
す
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
顧
客
等

（
顧
客
又
は
顧
客
と
の
契
約
に
よ
り
顧
客
フ
ァ
イ

ル
（
専
ら
顧
客
の
用
に
供
せ
ら
れ
る
フ
ァ
イ
ル
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
自
己

の
管
理
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
置
く
者
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線

を
通
じ
て
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
を
送
信

し
、
顧
客
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
（
同
項

に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承

諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項
の
提
供
を
行
う
電

子
決
済
等
取
扱
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る

方
法
）

ロ
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記

載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
顧
客
の
閲
覧

に
供
し
、
顧
客
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に

備
え
ら
れ
た
当
該
顧
客
の
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
当
該

記
載
事
項
を
記
録
す
る
方
法
（
準
用
金
融
商
品
取

引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
方
法

に
よ
る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い

旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
電
子
決
済

等
取
扱
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）

ハ
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
に
備
え
ら
れ
た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ

た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
顧
客
の

閲
覧
に
供
す
る
方
法

ニ
　
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
（
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル

で
あ
つ
て
、
同
時
に
複
数
の
顧
客
の
閲
覧
に
供
す

る
た
め
記
載
事
項
を
記
録
さ
せ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
録
さ

れ
た
記
載
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
顧
客

の
閲
覧
に
供
す
る
方
法

二
　
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル

に
記
載
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法
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２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に

適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
顧
客
が
顧
客
フ
ァ
イ
ル
又
は
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
へ
の

記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
で
き
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
前
項
第
一
号
イ
、
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
方
法
（
顧

客
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
顧
客

フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を
記
録
す
る
方
法
を
除
く
。
）

に
あ
つ
て
は
、
記
載
事
項
を
顧
客
フ
ァ
イ
ル
又
は
閲

覧
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
旨
又
は
記
録
し
た
旨
を
顧

客
に
対
し
通
知
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

顧
客
が
当
該
記
載
事
項
を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
を
確

認
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三
　
前
項
第
一
号
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
つ
て

は
、
記
載
事
項
に
掲
げ
ら
れ
た
取
引
を

後
に
行
つ

た
日
以
後
五
年
間
（
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
ま
で

の
間
に
当
該
記
載
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が
あ
つ

た
と
き
は
、
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦

情
が
解
決
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
）

次
に
掲
げ
る
事
項
を
消
去
し
又
は
改
変
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
閲
覧
に
供

し
て
い
る
記
載
事
項
を
書
面
に
よ
り
交
付
す
る
場

合
、
顧
客
の
承
諾
（
令
第
十
六
条
の
八
の
三
に
お
い

て
準
用
す
る
令
第
四
条
の
三
に
規
定
す
る
方
法
に
よ

る
承
諾
を
い
う
。
）
を
得
て
同
号
イ
若
し
く
は
ロ
若

し
く
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
提
供
す

る
場
合
又
は
顧
客
に
よ
る
当
該
記
載
事
項
に
係
る
消

去
の
指
図
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
記
載
事
項
を
消
去

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ
　
前
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
方
法
に
つ
い
て
は
、

顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項

ロ
　
前
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
つ
い
て
は
、

閲
覧
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項

四
　
前
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
つ
て
は
、
次

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
顧
客
が
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
を
閲
覧
す
る
た
め
に
必

要
な
情
報
を
顧
客
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

ロ
　
前
号
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
ま
で
の
間

に
お
い
て
、
イ
の
規
定
に
よ
り
顧
客
が
閲
覧
フ
ァ

イ
ル
を
閲
覧
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
記
録
し

た
顧
客
フ
ァ
イ
ル
と
当
該
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
と
を
電

気
通
信
回
線
を
通
じ
て
接
続
可
能
な
状
態
を
維
持

さ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
閲
覧
の
提
供
を
受
け
た

顧
客
が
接
続
可
能
な
状
態
を
維
持
さ
せ
る
こ
と
に

つ
い
て
不
要
で
あ
る
旨
通
知
し
た
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

３
　
第
一
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、

電
子
決
済
等
取
扱
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

と
、
顧
客
フ
ァ
イ
ル
を
備
え
た
顧
客
等
又
は
電
子
決
済

等
取
扱
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通

信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

（
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
三
十
二
　
令
第
十
六
条
の
八
の

三
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
四
条
の
三
第
一
項
及
び
令

第
十
六
条
の
八
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
四
条
の

四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種
類
及
び

内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
前
条
第
一
項
各
号
又
は
第
三
十
四
条
の
六
十
三
の

三
十
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
電
子
決

済
等
取
扱
業
者
が
使
用
す
る
も
の

二
　
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式

（
特
定
投
資
家
へ
の
復
帰
申
出
を
し
た
者
が
同
意
を
行

う
書
面
の
記
載
事
項
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
三
十
三
　
準
用
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
四
条
の
二
第
十
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
十
一

項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
す
る
日
（
第
四
号
及
び
第

五
号
に
お
い
て
「
承
諾
日
」
と
い
う
。
）

二
　
対
象
契
約
が
特
定
預
金
等
契
約
で
あ
る
旨

三
　
復
帰
申
出
者
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四

条
の
二
第
十
一
項
に
規
定
す
る
復
帰
申
出
者
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
次
に
掲
げ

る
事
項
を
理
解
し
て
い
る
旨

イ
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
四
十
五
条
各
号
（
第

三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
規
定
は
、

対
象
契
約
に
関
し
て
復
帰
申
出
者
が
当
該
各
号
に

定
め
る
者
で
あ
る
場
合
（
同
条
た
だ
し
書
に
規
定

す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
適
用
さ
れ
な
い
旨

ロ
　
対
象
契
約
に
関
し
て
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り

扱
わ
れ
る
こ
と
が
そ
の
知
識
、
経
験
及
び
財
産
の

状
況
に
照
ら
し
て
適
当
で
は
な
い
者
が
特
定
投
資

家
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
者
の

保
護
に
欠
け
る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
旨

四
　
承
諾
日
以
後
に
対
象
契
約
の
締
結
の
勧
誘
又
は
締

結
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
復
帰
申
出
者
を
再
び
特

定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
う
旨

五
　
復
帰
申
出
者
は
、
承
諾
日
以
後
い
つ
で
も
、
準
用

金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
申
出
が
で
き
る
旨

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
同
意
の
取
得
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
三
十
四
　
準
用
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
四
条
の
二
第
十
二
項
（
準
用
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
四
条
の
三
第
三
項
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法

第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次

に
掲
げ
る
も
の

イ
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
と
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
二

第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
意
を
得
よ
う
と
す
る

相
手
方
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
顧
客
」
と
い

う
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す

る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ

ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
顧

客
の
同
意
に
関
す
る
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通

じ
て
当
該
顧
客
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
電
子
決
済

等
取
扱
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
顧
客
の
同
意
に
関
す
る

事
項
を
記
録
す
る
方
法

二
　
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル

に
同
意
に
関
す
る
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
得
る

方
法

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
電
子
決
済
等
取
扱
業

者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書

面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３
　
第
一
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、

電
子
決
済
等
取
扱
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

と
、
顧
客
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信

回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

（
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
で
あ
る
法
人
が
特
定
投
資

家
と
み
な
さ
れ
る
場
合
の
期
限
日
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
三
十
五
　
準
用
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
場
合
は
、
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
が
一
定
の
日

を
定
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
電
子
決
済
等
取
扱

業
者
の
営
業
所
の
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
へ
の
掲
示
そ

の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
て
い
る
場
合
と
す

る
。

一
　
当
該
日

二
　
次
項
に
規
定
す
る
日
を
期
限
日
（
準
用
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す

る
期
限
日
を
い
う
。
次
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三

十
四
条
の
六
十
三
の
三
十
七
に
お
い
て
同
じ
。
）
と

す
る
旨

２
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
に

規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
日
は
、
電
子
決
済
等
取

扱
業
者
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
日
で
あ
つ
て
承

諾
日
（
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
承
諾
日
を
い

う
。
次
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
三
十
四
条
の
六
十
三

の
三
十
七
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
起
算
し
て
一
年
以

内
の
日
の
う
ち

も
遅
い
日
と
す
る
。

（
申
出
を
し
た
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
で
あ
る
法
人

が
同
意
を
行
う
書
面
の
記
載
事
項
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
三
十
六
　
準
用
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第

四
十
五
条
各
号
（
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
に

掲
げ
る
規
定
は
、
対
象
契
約
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す

る
対
象
契
約
を
い
う
。
次
項
及
び
第
三
十
四
条
の
六
十

三
の
三
十
八
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
て
申
出
者

（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
に

規
定
す
る
申
出
者
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

が
当
該
各
号
に
定
め
る
者
で
あ
る
場
合
（
準
用
金
融
商

品
取
引
法
第
四
十
五
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
を

除
く
。
）
に
は
適
用
さ
れ
な
い
旨
と
す
る
。

２
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
第

七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
期
限
日
以
前
に
締
結
し
た
対
象
契
約
に
関
し
て
法

令
の
規
定
又
は
契
約
の
定
め
に
基
づ
い
て
行
う
行
為

に
つ
い
て
は
、
期
限
日
後
に
行
う
も
の
で
あ
つ
て

も
、
申
出
者
を
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
う
旨

二
　
申
出
者
は
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条

の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
行
つ
た
電
子
決

済
等
取
扱
業
者
の
み
か
ら
対
象
契
約
に
関
し
て
特
定

投
資
家
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
旨

三
　
申
出
者
は
、
承
諾
日
以
後
い
つ
で
も
、
準
用
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
九
項
の
規
定
に
よ

る
申
出
が
で
き
る
旨

（
申
出
を
し
た
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
で
あ
る
法
人

が
更
新
申
出
を
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
三
十
七
　
準
用
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
四
条
の
三
第
七
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
期
間
は
、
十
一
月
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
）
と
す
る
。

一
　
承
諾
日
か
ら
期
限
日
ま
で
の
期
間
が
一
年
に
満
た

な
い
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
　
当
該

期
間
か
ら
一
月
を
控
除
し
た
期
間

二
　
承
諾
日
か
ら
期
限
日
ま
で
の
期
間
が
一
月
を
超
え

な
い
場
合
　
一
日

２
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
八
項
に

規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
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て
は
、
同
項
各
号
中
「
承
諾
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
前

回
の
期
限
日
の
翌
日
」
と
す
る
。

（
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
へ
の
復
帰
申
出
を
し
た
法

人
に
交
付
す
る
書
面
の
記
載
事
項
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
三
十
八
　
準
用
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
四
条
の
三
第
十
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
十
項

の
規
定
に
よ
り
承
諾
を
す
る
日
（
第
三
号
に
お
い
て

「
承
諾
日
」
と
い
う
。
）

二
　
対
象
契
約
が
特
定
預
金
等
契
約
で
あ
る
旨

三
　
承
諾
日
以
後
に
対
象
契
約
の
締
結
の
勧
誘
又
は
締

結
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法

第
三
十
四
条
の
三
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し

た
法
人
を
再
び
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
と
し
て
取

り
扱
う
旨

（
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
う
よ
う
申
し
出
る
こ
と

が
で
き
る
営
業
者
等
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
三
十
九
　
準
用
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
申
出
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
全
て
の

匿
名
組
合
員
の
同
意
を
得
て
い
な
い
こ
と
。

二
　
そ
の
締
結
し
た
商
法
第
五
百
三
十
五
条
に
規
定
す

る
匿
名
組
合
契
約
に
基
づ
く
出
資
の
合
計
額
が
三
億

円
未
満
で
あ
る
こ
と
。

２
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
第

一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
個
人
は
、
次
に

掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
　
民
法
第
六
百
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合

契
約
を
締
結
し
て
組
合
の
業
務
の
執
行
を
委
任
さ
れ

た
組
合
員
で
あ
る
個
人
（
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て

に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）

イ
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
他

の
全
て
の
組
合
員
の
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
組
合
契
約
に
基
づ
く
出
資
の
合
計
額
が
三

億
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
第
三
条

第
一
項
に
規
定
す
る
有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
を
締

結
し
て
組
合
の
重
要
な
業
務
の
執
行
の
決
定
に
関
与

し
、
か
つ
、
当
該
業
務
を
自
ら
執
行
す
る
組
合
員
で

あ
る
個
人
（
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る

者
に
限
る
。
）

イ
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
他

の
全
て
の
組
合
員
の
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
に
基
づ
く
出
資

の
合
計
額
が
三
億
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
う
よ
う
申
し
出
る
こ
と

が
で
き
る
個
人
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
四
十
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法

第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該

当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
取
引
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
か
ら
合
理
的
に
判
断

し
て
、
承
諾
日
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四

条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
承

諾
日
を
い
う
。
次
号
、
次
条
第
二
項
、
第
三
十
四
条

の
六
十
三
の
四
十
二
第
二
項
第
三
号
及
び
第
三
十
四

条
の
六
十
三
の
四
十
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け

る
申
出
者
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の

四
第
二
項
に
規
定
す
る
申
出
者
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
及
び
第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
四
十
二
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
資
産
の
合
計
額
か
ら
負
債
の
合
計
額
を

控
除
し
た
額
が
三
億
円
以
上
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る

こ
と
。

二
　
取
引
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
か
ら
合
理
的
に
判
断

し
て
、
承
諾
日
に
お
け
る
申
出
者
の
資
産
（
第
十
四

条
の
十
一
の
十
四
第
二
号
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る

も
の
に
限
る
。
）
の
合
計
額
が
三
億
円
以
上
に
な
る

と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

三
　
申
出
者
が

初
に
当
該
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
の

行
う
電
子
決
済
等
関
連
預
金
媒
介
業
務
に
係
る
特
定

預
金
等
契
約
を
締
結
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を

経
過
し
て
い
る
こ
と
。

（
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
で
あ
る
個
人
が
特
定
投
資

家
と
み
な
さ
れ
る
場
合
の
期
限
日
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
四
十
一
　
準
用
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
が

一
定
の
日
を
定
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
電
子
決

済
等
取
扱
業
者
の
営
業
所
の
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
へ

の
掲
示
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
て
い
る

場
合
と
す
る
。

一
　
当
該
日

二
　
次
項
に
規
定
す
る
日
を
期
限
日
（
準
用
金
融
商
品

取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
第
二

号
に
規
定
す
る
期
限
日
を
い
う
。
次
条
第
二
項
第
一

号
及
び
第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
四
十
三
に
お
い
て

同
じ
。
）
と
す
る
旨

２
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に

お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三

第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
日
は
、
電
子

決
済
等
取
扱
業
者
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
日
で

あ
つ
て
承
諾
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
の
日
の
う
ち

も
遅
い
日
と
す
る
。

（
申
出
を
し
た
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
で
あ
る
個
人

が
同
意
を
行
う
書
面
の
記
載
事
項
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
四
十
二
　
準
用
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
第
四
号
イ
に
規

定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
準
用
金
融
商
品

取
引
法
第
四
十
五
条
各
号
（
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除

く
。
）
に
掲
げ
る
規
定
は
、
対
象
契
約
（
同
項
第
二
号

に
規
定
す
る
対
象
契
約
を
い
う
。
次
項
及
び
第
三
十
四

条
の
六
十
三
の
四
十
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
て

申
出
者
が
当
該
各
号
に
定
め
る
者
で
あ
る
場
合
（
準
用

金
融
商
品
取
引
法
第
四
十
五
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

場
合
を
除
く
。
）
に
は
適
用
さ
れ
な
い
旨
と
す
る
。

２
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に

お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三

第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
期
限
日
以
前
に
締
結
し
た
対
象
契
約
に
関
し
て
法

令
の
規
定
又
は
契
約
の
定
め
に
基
づ
い
て
行
う
行
為

に
つ
い
て
は
、
期
限
日
後
に
行
う
も
の
で
あ
つ
て

も
、
申
出
者
を
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
う
旨

二
　
申
出
者
は
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条

の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法

第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
行

つ
た
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
の
み
か
ら
対
象
契
約
に

関
し
て
特
定
投
資
家
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に

な
る
旨

三
　
申
出
者
は
、
承
諾
日
以
後
い
つ
で
も
、
準
用
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ

る
申
出
が
で
き
る
旨

（
申
出
を
し
た
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
で
あ
る
個
人

が
更
新
申
出
を
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
四
十
三
　
準
用
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
七
項
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
期
間
は
、
十
一
月
（
次
の
各
号
に
掲

げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
）

と
す
る
。

一
　
承
諾
日
か
ら
期
限
日
ま
で
の
期
間
が
一
年
に
満
た

な
い
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
　
当
該

期
間
か
ら
一
月
を
控
除
し
た
期
間

二
　
承
諾
日
か
ら
期
限
日
ま
で
の
期
間
が
一
月
を
超
え

な
い
場
合
　
一
日

２
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に

お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三

第
八
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
承
諾
日
」
と
あ
る
の
は
、

「
前
回
の
期
限
日
の
翌
日
」
と
す
る
。

（
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
へ
の
復
帰
申
出
を
し
た
個

人
に
交
付
す
る
書
面
の
記
載
事
項
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
四
十
四
　
準
用
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
十
一
項
に
規
定
す
る

内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。

一
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
五
項

の
規
定
に
よ
り
承
諾
を
す
る
日
（
第
三
号
に
お
い
て

「
承
諾
日
」
と
い
う
。
）

二
　
対
象
契
約
が
特
定
預
金
等
契
約
で
あ
る
旨

三
　
承
諾
日
以
後
に
対
象
契
約
の
締
結
の
勧
誘
又
は
締

結
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法

第
三
十
四
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し

た
個
人
を
再
び
特
定
投
資
家
以
外
の
顧
客
と
し
て
取

り
扱
う
旨

（
広
告
類
似
行
為
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
四
十
五
　
準
用
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
七
条
各
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

行
為
は
、
郵
便
、
信
書
便
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用

い
て
送
信
す
る
方
法
、
電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
方

法
、
ビ
ラ
又
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
す
る
方
法
そ
の

他
の
方
法
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
多

数
の
者
に
対
し
て
同
様
の
内
容
で
行
う
情
報
の
提
供
と

す
る
。

一
　
法
令
又
は
法
令
に
基
づ
く
行
政
官
庁
の
処
分
に
基

づ
き
作
成
さ
れ
た
書
類
を
配
布
す
る
方
法

二
　
個
別
の
企
業
の
分
析
及
び
評
価
に
関
す
る
資
料
で

あ
つ
て
、
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
勧
誘
に
使
用

し
な
い
も
の
を
配
布
す
る
方
法

三
　
次
に
掲
げ
る
全
て
の
事
項
の
み
が
表
示
さ
れ
て
い

る
景
品
そ
の
他
の
物
品
（
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る

事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
さ
れ
て
い
る

も
の
に
限
る
。
）
を
提
供
す
る
方
法
（
当
該
事
項
の

う
ち
景
品
そ
の
他
の
物
品
に
表
示
さ
れ
て
い
な
い
事

項
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
景
品
そ
の
他
の

物
品
と
当
該
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
る
他
の
物
品
と

を
一
体
の
も
の
と
し
て
提
供
す
る
方
法
を
含
む
。
）

イ
　
商
品
の
名
称
（
通
称
を
含
む
。
）
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ロ
　
こ
の
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
多
数
の
者
に

対
し
て
同
様
の
内
容
で
行
う
情
報
の
提
供
を
す
る

電
子
決
済
等
取
扱
業
者
の
商
号
又
は
そ
の
通
称

ハ
　
令
第
十
六
条
の
八
の
五
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ

る
事
項
（
当
該
事
項
の
文
字
又
は
数
字
が
当
該
事

項
以
外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち

も
大

き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示

さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

ニ
　
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
面
の
内
容
を
十
分

に
読
む
べ
き
旨

（１）
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第

一
項
に
規
定
す
る
書
面
（
以
下
こ
の
章
に
お
い

て
「
契
約
締
結
前
交
付
書
面
」
と
い
う
。
）

（２）
　
第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
五
十
三
第
一
項
第

一
号
に
規
定
す
る
外
貨
預
金
等
書
面

（３）
　
第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
五
十
三
第
一
項
第

三
号
ロ
に
規
定
す
る
契
約
変
更
書
面

（
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
電
子
決
済
等
関
連
預
金
媒

介
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
等
の
表
示
方
法
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
四
十
六
　
電
子
決
済
等
取
扱
業

者
が
そ
の
行
う
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
電
子
決
済
等

関
連
預
金
媒
介
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
広
告
又
は
前
条

に
規
定
す
る
行
為
（
次
項
及
び
第
三
十
四
条
の
六
十
三

の
四
十
九
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
広
告
等
」
と
い

う
。
）
を
す
る
と
き
は
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三

十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か

つ
正
確
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
が
そ
の
行
う
特
定
預
金
等
契

約
に
係
る
電
子
決
済
等
関
連
預
金
媒
介
業
務
の
内
容
に

つ
い
て
広
告
等
を
す
る
と
き
は
、
令
第
十
六
条
の
八
の

五
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
文
字
又
は
数
字
を

当
該
事
項
以
外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち

も

大
き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
す

る
も
の
と
す
る
。

３
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
が
そ
の
行
う
特
定
預
金
等
契

約
に
係
る
電
子
決
済
等
関
連
預
金
媒
介
業
務
の
内
容
に

つ
い
て
基
幹
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送
を

さ
せ
る
方
法
又
は
第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
四
十
九
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
（
音
声
に
よ
り
放
送
を
さ
せ

る
方
法
を
除
く
。
）
に
よ
り
広
告
を
す
る
と
き
は
、
前

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
第
十
六
条
の
八
の
五
第

二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
文
字
又
は
数
字
を
当
該

事
項
以
外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち

も
大
き

な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
す
る
も

の
と
す
る
。

（
顧
客
が
支
払
う
べ
き
対
価
に
関
す
る
事
項
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
四
十
七
　
令
第
十
六
条
の
八
の

五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

の
は
、
手
数
料
、
報
酬
、
費
用
そ
の
他
い
か
な
る
名
称

に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
特
定
預
金
等
契
約
に
関
し
て
顧

客
が
支
払
う
べ
き
手
数
料
等
の
種
類
ご
と
の
金
額
若
し

く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
（
当
該
特

定
預
金
等
契
約
に
係
る
元
本
の
額
に
対
す
る
割
合
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
概
要
及
び
当

該
金
額
の
合
計
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら

の
計
算
方
法
の
概
要
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
表

示
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

旨
及
び
そ
の
理
由
と
す
る
。

（
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
重
要
事
項
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
四
十
八
　
令
第
十
六
条
の
八
の

五
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事

項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
委
託
銀
行
が
預
入

期
間
を
延
長
す
る
権
利
を
有
す
る
特
定
預
金
等
に
あ

つ
て
は
、
当
該
権
利
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
当
該
特

定
預
金
等
の
金
利
が
市
場
金
利
を
下
回
る
こ
と
に
よ

り
顧
客
に
不
利
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
旨

二
　
そ
の
他
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
重
要
な

事
項
に
つ
い
て
顧
客
の
不
利
益
と
な
る
事
実

三
　
当
該
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
が
認
定
電
子
決
済
等

取
扱
事
業
者
協
会
に
加
入
し
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
認
定
電
子
決
済
等
取
扱
事
業

者
協
会
の
名
称

（
基
幹
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送
を
さ
せ

る
方
法
に
準
ず
る
方
法
等
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
四
十
九
　
令
第
十
六
条
の
八
の

五
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
一
般
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送
を
さ

せ
る
方
法

二
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
又
は
当
該
電
子
決
済
等
取

扱
業
者
が
行
う
広
告
等
に
係
る
業
務
の
委
託
を
受
け

た
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ

ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
（
基
幹
放
送
事

業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法
又
は

前
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
事
項
と
同

一
の
も
の
に
限
る
。
）
を
電
気
通
信
回
線
を
利
用
し

て
顧
客
に
閲
覧
さ
せ
る
方
法

三
　
常
時
又
は
一
定
の
期
間
継
続
し
て
屋
内
又
は
屋
外

で
公
衆
に
表
示
さ
せ
る
方
法
で
あ
つ
て
、
看
板
、
立

看
板
、
貼
り
紙
及
び
貼
り
札
並
び
に
広
告
塔
、
広
告

板
、
建
物
そ
の
他
の
工
作
物
等
に
掲
出
さ
せ
、
又
は

表
示
さ
せ
る
も
の
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

２
　
令
第
十
六
条
の
八
の
五
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る

内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
三
十
四
条
の
六
十
三

の
四
十
五
第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

（
誇
大
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
事
項
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
五
十
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法

第
三
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
特
定
預
金
等
契
約
の
解
除
に
関
す
る
事
項

二
　
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
損
失
の
全
部
若
し
く
は

一
部
の
負
担
又
は
利
益
の
保
証
に
関
す
る
事
項

三
　
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
損
害
賠
償
額
の
予
定

（
違
約
金
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
項

四
　
特
定
預
金
等
契
約
に
関
し
て
顧
客
が
支
払
う
べ
き

手
数
料
等
の
額
又
は
そ
の
計
算
方
法
、
支
払
の
方
法

及
び
時
期
並
び
に
支
払
先
に
関
す
る
事
項

五
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
の
資
力
又
は
信
用
に
関
す

る
事
項

六
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
の
電
子
決
済
等
取
扱
業
の

実
績
に
関
す
る
事
項

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
方
法
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
五
十
一
　
契
約
締
結
前
交
付
書

面
に
は
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第

一
項
各
号
（
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
を
日

本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
八
ポ
イ
ン
ト
以

上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
明
瞭
か
つ
正

確
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
締
結
前
交
付
書

面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
枠
の
中
に
日
本
産
業
規

格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大

き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
記

載
し
、
か
つ
、
次
項
に
規
定
す
る
事
項
の
次
に
記
載
す

る
も
の
と
す
る
。

一
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項

第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
概
要
並
び
に
同
項
第
五
号

及
び
第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
五
十
五
第
十
一
号
に

掲
げ
る
事
項

二
　
第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
五
十
五
第
十
二
号
に
掲

げ
る
事
項

３
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
は
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面

に
は
、
第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
五
十
五
第
一
号
に
掲

げ
る
事
項
及
び
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の

三
第
一
項
各
号
（
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項

の
う
ち
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
特

に
重
要
な
も
の
を
、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規

定
す
る
十
二
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数

字
を
用
い
て
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の

初
に
平

易
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
情
報
の
提
供
の
方
法
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
五
十
二
　
準
用
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提

供
は
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
五
十
三
　
準
用
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す

る
。

一
　
外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前

一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
特
定
預
金
等
契

約
に
つ
い
て
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の

三
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

並
び
に
第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
五
十
五
第
一
号
、

第
十
一
号
、
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
に
掲
げ
る
事

項
を
、
第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
五
十
一
に
規
定
す

る
方
法
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
記
載
し
た
書
面
（
以

下
こ
の
条
か
ら
第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
五
十
九
ま

で
に
お
い
て
「
外
貨
預
金
等
書
面
」
と
い
う
。
）
を

交
付
し
て
い
る
場
合
（
当
該
顧
客
か
ら
契
約
締
結
前

交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が

あ
つ
た
場
合
に
限
る
。
）

二
　
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧

客
に
対
し
当
該
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の

特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を

交
付
し
て
い
る
場
合
（
前
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
同

一
の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結

前
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。
）

三
　
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
の
一
部
の

変
更
を
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
特
定
預
金
等
契
約

の
締
結
の
媒
介
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲

げ
る
と
き
。

イ
　
当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預

金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載

事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
な
い
と
き
。

ロ
　
当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預

金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載

事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
変
更
す
べ
き
記
載
事

項
を
記
載
し
た
書
面
（
第
五
号
及
び
次
項
並
び
に

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
五
十
九
第
一
号
に
お
い

て
「
契
約
変
更
書
面
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
て

い
る
と
き
。

四
　
一
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
当
該

特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
委
託
銀
行
が
法
第
十
三
条

の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十

七
条
の
三
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該
顧
客
に

対
し
同
項
に
規
定
す
る
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合

五
　
当
該
顧
客
に
対
し
、
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
を

行
い
、
か
つ
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
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の
三
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号

に
掲
げ
る
事
項
（
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
同
号
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に

つ
い
て
当
該
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及

び
特
定
預
金
等
契
約
を
締
結
す
る
目
的
に
照
ら
し
て

当
該
顧
客
に
理
解
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
方
法
及
び

程
度
に
よ
る
説
明
を
し
て
い
る
場
合
（
当
該
顧
客
に

対
し
契
約
締
結
前
交
付
書
面
（
外
貨
預
金
等
に
係
る

特
定
預
金
等
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ

つ
て
は
契
約
締
結
前
交
付
書
面
又
は
外
貨
預
金
等
書

面
、
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
契
約

締
結
前
交
付
書
面
又
は
契
約
変
更
書
面
。
以
下
こ
の

号
並
び
に
第
五
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
し
て
顧
客
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
り

提
供
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件

の
全
て
を
満
た
す
と
き
に
限
り
、
当
該
顧
客
か
ら
契

約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
の
請
求
が
あ
つ
た
場
合

を
除
く
。
）

イ
　
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事

項
を
、
当
該
顧
客
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の

映
像
面
に
お
い
て
、
当
該
顧
客
に
と
つ
て
見
や
す

い
箇
所
に
第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
五
十
一
に
規

定
す
る
方
法
に
準
じ
て
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
し
て

い
る
こ
と
（
当
該
閲
覧
に
供
す
る
方
法
が
第
三
十

四
条
の
六
十
三
の
三
十
一
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ

る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

。
ロ
　
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事

項
に
掲
げ
ら
れ
た
取
引
を

後
に
行
つ
た
日
以
後

五
年
間
（
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
ま
で
の
間
に

当
該
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き

は
、
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦
情
が

解
決
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
）
、

当
該
顧
客
が
常
に
容
易
に
当
該
事
項
を
閲
覧
す
る

こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
が
と
ら
れ
て
い

る
こ
と
。

２
　
第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
五
第
二
項
の
規
定
は
、
前

項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
外
貨
預
金
等
書
面
の
交
付
及

び
同
項
第
三
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
契
約
変
更
書
面
の
交

付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
た
日
（
こ
の
項
の
規
定

に
よ
り
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ

れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
外
貨
預
金
等
に

係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
を
行
つ
た
場
合
（
当
該

顧
客
か
ら
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い

旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
つ
た
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、

当
該
締
結
の
日
に
お
い
て
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し

た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用

す
る
。

４
　
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
日
（
第
一
項
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約

締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該

特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
日
及
び
こ
の
項
の
規
定
に

よ
り
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な

さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
当
該
契
約
締

結
前
交
付
書
面
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内

容
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
を
行
つ
た
場
合
に
は
、

当
該
締
結
の
日
に
お
い
て
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を
交

付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
二
号
の
規
定
を

適
用
す
る
。

５
　
第
一
項
第
五
号
の
「
簡
潔
な
重
要
情
報
提
供
等
」
と

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
簡
潔
に
記
載
し
た
書
面
の
交

付
又
は
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
第
三
十
四
条

の
六
十
三
の
三
十
一
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ

る
提
供
を
し
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
す
る

こ
と
（
第
一
号
の
質
問
例
に
基
づ
く
顧
客
の
質
問
に
対

し
て
回
答
を
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
い
う
。

一
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項

各
号
（
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
（
第
一

項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
号

の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
特
定
預
金

等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
の
顧
客
の
判
断
に
資
す
る

主
な
も
の
の
概
要
及
び
こ
れ
に
関
す
る
質
問
例

二
　
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
提

供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
情
報
及
び
当
該
提
供
を

受
け
る
事
項
の
内
容
を
十
分
に
読
む
べ
き
旨

三
　
顧
客
か
ら
請
求
が
あ
る
と
き
は
契
約
締
結
前
交
付

書
面
を
交
付
す
る
旨

（
顧
客
が
支
払
う
べ
き
対
価
に
関
す
る
事
項
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
五
十
四
　
準
用
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
手
数
料
、
報
酬
、
費
用
そ
の

他
い
か
な
る
名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
特
定
預
金
等

契
約
に
関
し
て
顧
客
が
支
払
う
べ
き
手
数
料
等
の
種
類

ご
と
の
金
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計

算
方
法
（
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
元
本
の
額
に

対
す
る
割
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

及
び
当
該
金
額
の
合
計
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は

こ
れ
ら
の
計
算
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
記

載
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

旨
及
び
そ
の
理
由
と
す
る
。

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
五
十
五
　
準
用
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
内
容
を
十
分
に
読

む
べ
き
旨

二
　
商
品
の
名
称
（
通
称
を
含
む
。
）

三
　
預
金
保
険
法
第
五
十
三
条
に
規
定
す
る
保
険
金
の

支
払
の
対
象
で
あ
る
か
ど
う
か
の
別

四
　
受
入
れ
の
対
象
と
な
る
者
の
範
囲

五
　
預
入
期
間
（
自
動
継
続
扱
い
の
有
無
を
含
む
。
）

六
　

低
預
入
金
額
、
預
入
単
位
そ
の
他
の
預
入
れ
に

関
す
る
事
項

七
　
払
戻
し
の
方
法

八
　
利
息
の
設
定
方
法
、
支
払
方
法
、
計
算
方
法
そ
の

他
の
利
息
に
関
す
る
事
項

九
　
付
加
す
る
こ
と
の
で
き
る
特
約
に
関
す
る
事
項

十
　
預
入
期
間
の
中
途
で
の
解
約
時
の
取
扱
い
（
利
息

及
び
手
数
料
の
計
算
方
法
を
含
む
。
）

十
一
　
顧
客
が
行
う
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い

て
金
利
、
通
貨
の
価
格
、
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る

相
場
そ
の
他
の
指
標
に
係
る
変
動
を
直
接
の
原
因
と

し
て
損
失
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
当
該
指
標

ロ
　
当
該
指
標
に
係
る
変
動
に
よ
り
損
失
が
生
ず
る

お
そ
れ
が
あ
る
理
由

十
二
　
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
委
託
銀
行
が
預

入
期
間
を
延
長
す
る
権
利
を
有
す
る
特
定
預
金
等
に

あ
つ
て
は
、
当
該
権
利
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
当
該

特
定
預
金
等
の
金
利
が
市
場
金
利
を
下
回
る
こ
と
に

よ
り
顧
客
に
不
利
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
旨

十
三
　
次
に
掲
げ
る
も
の
と
特
定
預
金
等
と
の
組
合
せ

に
よ
る
預
入
れ
時
の
払
込
金
が
満
期
時
に
全
額
返
還

さ
れ
る
保
証
の
な
い
商
品
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、

預
入
れ
時
の
払
込
金
が
満
期
時
に
全
額
返
還
さ
れ
る

保
証
の
な
い
こ
と
そ
の
他
当
該
商
品
に
関
す
る
詳
細

イ
　
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
外
国
市
場
デ
リ

バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

取
引
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ
　
法
第
十
条
第
二
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
金
融

等
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

ハ
　
先
物
外
国
為
替
取
引

ニ
　
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商

品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る

取
引
及
び
外
国
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
同
号
に

掲
げ
る
取
引
と
類
似
の
取
引
を
除
く
。
）

ホ
　
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
取
引
又
は
外
国
金
融
商
品
市
場
に
お
け

る
同
号
に
掲
げ
る
取
引
と
類
似
の
取
引
（
国
債
証

券
等
及
び
同
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価

証
券
の
う
ち
同
項
第
一
号
の
性
質
を
有
す
る
も
の

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

十
四
　
変
動
金
利
預
金
の
金
利
の
設
定
の
基
準
と
な
る

指
標
及
び
金
利
の
設
定
の
方
法
が
定
め
ら
れ
て
い
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
基
準
及
び
方
法
並
び
に
金

利
に
関
す
る
事
項

十
五
　
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
関
す
る
租
税
の
概
要

十
六
　
顧
客
が
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
委
託
銀

行
に
連
絡
す
る
方
法

十
七
　
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
委
託
銀
行
が
対

象
事
業
者
と
な
つ
て
い
る
認
定
投
資
者
保
護
団
体
の

有
無
（
対
象
事
業
者
と
な
つ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
名
称
）

十
八
　
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
事
項

イ
　
指
定
銀
行
業
務
紛
争
解
決
機
関
が
存
在
す
る
場

合
　
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
委
託
銀
行
が

法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
手
続

実
施
基
本
契
約
を
締
結
す
る
措
置
を
講
ず
る
当
該

手
続
実
施
基
本
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
指
定
銀
行

業
務
紛
争
解
決
機
関
の
商
号
又
は
名
称

ロ
　
指
定
銀
行
業
務
紛
争
解
決
機
関
が
存
在
し
な
い

場
合
　
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
委
託
銀
行

の
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
苦

情
処
理
措
置
及
び
紛
争
解
決
措
置
の
内
容

十
九
　
そ
の
他
特
定
預
金
等
の
預
入
れ
に
関
し
参
考
と

な
る
と
認
め
ら
れ
る
事
項

（
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
五
十
六
　
特
定
預
金
等
契
約
が

成
立
し
た
と
き
に
作
成
す
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第

三
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
（
次
条
に
お

い
て
「
契
約
締
結
時
交
付
書
面
」
と
い
う
。
）
に
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
委
託
銀
行
の
商
号

二
　
預
入
金
額
（
元
本
の
額
が
外
国
通
貨
で
表
示
さ
れ

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
外
国
通
貨
で
表
示
さ
れ

る
元
本
の
額
）

三
　
預
金
保
険
法
第
五
十
三
条
に
規
定
す
る
保
険
金
の

支
払
の
対
象
で
あ
る
か
ど
う
か
の
別

四
　
預
入
日
及
び
満
期
日
（
自
動
継
続
扱
い
の
有
無
を

含
む
。
）

五
　
払
戻
し
の
方
法

六
　
利
息
の
設
定
方
法
、
支
払
方
法
、
計
算
方
法
そ
の

他
の
利
息
に
関
す
る
事
項

七
　
預
入
期
間
の
中
途
で
の
解
約
時
の
取
扱
い
（
利
息

及
び
手
数
料
の
計
算
方
法
を
含
む
。
）

八
　
当
該
特
定
預
金
等
契
約
の
成
立
の
年
月
日

80



九
　
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
手
数
料
等
に
関
す

る
事
項

十
　
顧
客
の
氏
名
又
は
名
称

十
一
　
顧
客
が
当
該
特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
委
託
銀

行
に
連
絡
す
る
方
法

（
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
五
十
七
　
契
約
締
結
時
交
付
書

面
に
係
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第

一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合

は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前

一
年
以
内
に
当
該
顧
客
に
対
し
外
貨
預
金
等
書
面
を

交
付
し
て
い
る
場
合
（
当
該
顧
客
か
ら
契
約
締
結
時

交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が

あ
つ
た
場
合
に
限
る
。
）

二
　
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
前
一
年
以
内
に
当
該
顧

客
に
対
し
当
該
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の

特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を

交
付
し
て
い
る
場
合
（
前
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
同

一
の
内
容
の
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約
締
結

時
交
付
書
面
を
交
付
し
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。
）

三
　
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預
金
等
契
約
の
一
部
の

変
更
を
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
特
定
預
金
等
契
約

が
成
立
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と

き
。

イ
　
当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預

金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載

事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
な
い
と
き
。

ロ
　
当
該
変
更
に
伴
い
既
に
成
立
し
て
い
る
特
定
預

金
等
契
約
に
係
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
記
載

事
項
に
変
更
す
べ
き
も
の
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
顧
客
に
対
し
当
該
変
更
す
べ
き
記
載
事

項
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
て
い
る
と
き
。

四
　
一
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
当
該

特
定
預
金
等
契
約
に
係
る
委
託
銀
行
が
法
第
十
三
条

の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十

七
条
の
四
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
当
該
顧
客
に

対
し
同
項
に
規
定
す
る
書
面
を
交
付
し
て
い
る
場
合

２
　
第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
九
第
二
項
の
規
定
は
、
前

項
第
三
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

３
　
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
た
日
（
こ
の
項
の
規
定

に
よ
り
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ

れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
外
貨
預
金
等
に

係
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
を
行
つ
た
場
合
（
当
該

顧
客
か
ら
契
約
締
結
時
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い

旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
つ
た
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、

当
該
締
結
の
日
に
お
い
て
外
貨
預
金
等
書
面
を
交
付
し

た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用

す
る
。

４
　
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
た
日
（
第
一
項
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
い
て
契
約

締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該

特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
日
及
び
こ
の
項
の
規
定
に

よ
り
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な

さ
れ
た
日
を
含
む
。
）
か
ら
一
年
以
内
に
当
該
契
約
締

結
時
交
付
書
面
に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内

容
の
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
を
行
つ
た
場
合
に
は
、

当
該
締
結
の
日
に
お
い
て
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交

付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
一
項
第
二
号
の
規
定
を

適
用
す
る
。

（
信
用
格
付
業
者
の
登
録
の
意
義
そ
の
他
の
事
項
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
五
十
八
　
準
用
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
八
条
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
金
融
商
品
取
引
法
第
六
十
六
条
の
二
十
七
の
登
録

の
意
義

二
　
信
用
格
付
を
付
与
し
た
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る

事
項

イ
　
商
号
、
名
称
又
は
氏
名

ロ
　
法
人
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理

人
の
定
め
の
あ
る
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
る
と
き

は
、
役
員
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管

理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代

表
者
又
は
管
理
人
）
の
氏
名
又
は
名
称

ハ
　
本
店
そ
の
他
の
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の

名
称
及
び
所
在
地

三
　
信
用
格
付
を
付
与
し
た
者
が
当
該
信
用
格
付
を
付

与
す
る
た
め
に
用
い
る
方
針
及
び
方
法
の
概
要

四
　
信
用
格
付
の
前
提
、
意
義
及
び
限
界

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
関
係
法
人
の
付

与
し
た
信
用
格
付
に
つ
い
て
は
、
準
用
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
八
条
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
金
融
商
品
取
引
法
第
六
十
六
条
の
二
十
七
の
登
録

の
意
義

二
　
金
融
庁
長
官
が
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内

閣
府
令
第
百
十
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
そ
の
関
係
法
人
を
当
該
特
定
関
係
法
人
と
し
て

指
定
し
た
信
用
格
付
業
者
の
商
号
又
は
名
称
及
び
登

録
番
号

三
　
当
該
特
定
関
係
法
人
が
信
用
格
付
業
を
示
す
も
の

と
し
て
使
用
す
る
呼
称

四
　
信
用
格
付
を
付
与
し
た
特
定
関
係
法
人
が
当
該
信

用
格
付
を
付
与
す
る
た
め
に
用
い
る
方
針
及
び
方
法

の
概
要
又
は
当
該
概
要
に
関
す
る
情
報
を
第
二
号
に

規
定
す
る
信
用
格
付
業
者
か
ら
入
手
す
る
方
法

五
　
信
用
格
付
の
前
提
、
意
義
及
び
限
界

（
禁
止
行
為
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
五
十
九
　
準
用
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
八
条
第
九
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
書
面
の
交
付
に
関
し
、
あ
ら
か
じ

め
、
顧
客
（
特
定
投
資
家
（
準
用
金
融
商
品
取
引
法

第
三
十
四
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
投
資

家
以
外
の
顧
客
と
み
な
さ
れ
る
者
を
除
き
、
準
用
金

融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
四
項
（
準
用
金

融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
特
定
投

資
家
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
を
除
く
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
、
準
用
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
三
号
か
ら

第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
（
契
約
変

更
書
面
を
交
付
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
契
約

変
更
書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
で
あ
つ
て
同
項

第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事

項
に
係
る
も
の
）
に
つ
い
て
顧
客
の
知
識
、
経
験
、

財
産
の
状
況
及
び
特
定
預
金
等
契
約
を
締
結
す
る
目

的
に
照
ら
し
て
当
該
顧
客
に
理
解
さ
れ
る
た
め
に
必

要
な
方
法
及
び
程
度
に
よ
る
説
明
を
す
る
こ
と
な

く
、
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
媒
介
を
す
る
行
為

イ
　
契
約
締
結
前
交
付
書
面

ロ
　
外
貨
預
金
等
書
面

ハ
　
契
約
変
更
書
面

二
　
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
の
勧
誘
に
関
し
て
、
虚

偽
の
表
示
を
し
、
又
は
重
要
な
事
項
に
つ
き
誤
解
を

生
ぜ
し
め
る
べ
き
表
示
を
す
る
行
為

三
　
特
定
預
金
等
契
約
に
つ
き
、
顧
客
若
し
く
は
そ
の

指
定
し
た
者
に
対
し
、
特
別
の
利
益
の
提
供
を
約

し
、
又
は
顧
客
若
し
く
は
第
三
者
に
対
し
特
別
の
利

益
を
提
供
す
る
行
為
（
第
三
者
を
し
て
特
別
の
利
益

の
提
供
を
約
さ
せ
、
又
は
こ
れ
を
提
供
さ
せ
る
行
為

を
含
む
。
）

四
　
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結
又
は
解
約
に
関
し
、
顧

客
（
個
人
に
限
る
。
）
に
迷
惑
を
覚
え
さ
せ
る
よ
う

な
時
間
に
電
話
又
は
訪
問
に
よ
り
勧
誘
す
る
行
為

（
行
為
規
制
の
適
用
除
外
の
例
外
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
六
十
　
準
用
金
融
商
品
取
引
法

第
四
十
五
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
場
合
は
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
、
顧
客
の
締
結
し
た
特
定
預

金
等
契
約
に
関
す
る
照
会
に
対
し
て
速
や
か
に
回
答
で

き
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
場
合
と
す
る
。

第
三
節
　
監
督

（
電
子
決
済
等
取
扱
業
に
関
す
る
帳
簿
書
類
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
六
十
一
　
電
子
決
済
等
取
扱
業

者
は
、
法
第
五
十
二
条
の
六
十
の
十
八
の
規
定
に
よ

り
、
電
子
決
済
等
取
扱
業
の
処
理
及
び
計
算
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
（
電
子

決
済
等
関
連
預
金
媒
介
業
務
を
行
わ
な
い
場
合
に
あ
つ

て
は
、
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
委
託
銀

行
ご
と
に
作
成
し
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
保
存
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
総
勘
定
元
帳
　
作
成
の
日
か
ら
十
年
間

二
　
法
第
二
条
第
十
七
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係

る
取
引
記
録
　
作
成
の
日
か
ら
十
年
間

三
　
電
子
決
済
等
関
連
預
金
媒
介
業
務
の
内
容
を
記
録

し
た
書
面
　
当
該
電
子
決
済
等
関
連
預
金
媒
介
業
務

を
行
つ
た
日
か
ら
十
年
間

四
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
の
顧
客
と
の
間
で
電
子
決
済

等
取
扱
業
に
係
る
取
引
を
継
続
的
に
又
は
反
復
し
て

行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
顧
客
勘
定
元
帳
　
作
成
の
日
か
ら
五

年
間

２
　
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
は
、
国
内
に
お
い

て
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
帳
簿

書
類
が
外
国
に
設
け
た
営
業
所
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
作
成
後
遅
滞
な
く
国
内
に
お
い

て
そ
の
写
し
を
保
存
し
て
い
る
と
き
、
又
は
当
該
帳
簿

書
類
が
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
さ
れ
、
か
つ
、
国

内
に
設
け
た
営
業
所
に
お
い
て
当
該
電
磁
的
記
録
に
記

録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
し
た
も
の
を
遅
滞
な
く
閲
覧
す

る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
い
て
い
る
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

（
顧
客
勘
定
元
帳
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
六
十
二
　
前
条
第
一
項
第
四
号

の
顧
客
勘
定
元
帳
は
、
電
子
決
済
等
取
扱
業
の
顧
客
ご

と
に
作
成
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
顧
客
の
氏
名
又
は
名
称

二
　
顧
客
の
有
す
る
預
金
債
権
（
法
第
二
条
第
十
七
項

第
一
号
に
規
定
す
る
預
金
債
権
を
い
う
。
）
の
額
の

増
減
及
び
そ
の
年
月
日
並
び
に
当
該
預
金
債
権
の
差

引
残
高

（
電
子
決
済
等
取
扱
業
に
関
す
る
報
告
書
の
様
式
等
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
六
十
三
　
法
第
五
十
二
条
の
六

十
の
十
九
第
一
項
の
報
告
書
は
、
別
紙
様
式
第
十
九
号

の
三
（
外
国
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
に
あ
つ
て
は
、
別

紙
様
式
第
十
九
号
の
四
）
に
よ
り
作
成
し
、
事
業
年
度

経
過
後
三
月
以
内
（
外
国
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
に
あ
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つ
て
は
、
事
業
年
度
の
末
日
か
ら
四
月
以
内
）
に
金
融

庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に

よ
り
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
同
項
の
報
告
書
の
提

出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め

金
融
庁
長
官
（
令
第
十
七
条
の
四
の
二
の
規
定
に
よ
り

当
該
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
の
主
た
る
営
業
所
（
外
国

電
子
決
済
等
取
扱
業
者
に
あ
つ
て
は
、
国
内
に
お
け
る

主
た
る
営
業
所
）
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長

（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
が
当
該
報

告
書
を
受
理
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
財
務
局

長
）
の
承
認
を
受
け
て
、
そ
の
提
出
を
延
期
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

３
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
理
由

書
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

４
　
金
融
庁
長
官
等
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請

が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
電
子
決
済
等
取

扱
業
者
が
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
の
延
期
を
す
る

こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
理
由
が

あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

５
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
の
十
九
第
二
項
に
規
定
す
る

内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、

終
事
業
年
度
に
係
る

貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
又
は
こ
れ
ら
に
代
わ
る

書
面
と
す
る
。

（
公
告
の
方
法
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
六
十
四
　
法
第
五
十
二
条
の
六

十
の
二
十
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

第
四
節
　
認
定
電
子
決
済
等
取
扱
事
業
者
協
会

（
認
定
の
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
六
十
五
　
令
第
十
六
条
の
八
の

七
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、

次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
　
認
定
業
務
（
法
第
五
十
二
条
の
六
十
の
二
十
五
に

規
定
す
る
認
定
業
務
を
い
う
。
次
号
及
び
第
三
十
四

条
の
六
十
三
の
六
十
八
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
実
施
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類

二
　
認
定
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
に
足
り
る
知

識
及
び
能
力
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

三
　

近
の
事
業
年
度
（
申
請
の
日
を
含
む
事
業
年
度

に
設
立
さ
れ
た
法
人
に
あ
つ
て
は
、
当
該
法
人
の
設

立
の
時
）
に
お
け
る
財
産
目
録
そ
の
他
の
財
産
的
基

礎
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

四
　
役
員
の
履
歴
書
及
び
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に

代
わ
る
書
面

五
　
役
員
の
旧
氏
及
び
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ

て
令
第
十
六
条
の
八
の
七
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載

し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該

旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該

旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
書
面

六
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
会
員
名
簿
の
縦
覧
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
六
十
六
　
認
定
電
子
決
済
等
取

扱
事
業
者
協
会
は
、
そ
の
会
員
名
簿
を
当
該
認
定
電
子

決
済
等
取
扱
事
業
者
協
会
の
事
務
所
に
備
え
置
き
、
公

衆
の
縦
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。

（
顧
客
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
会
員
に
係

る
情
報
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
六
十
七
　
法
第
五
十
二
条
の
六

十
の
三
十
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

の
は
、
次
に
掲
げ
る
情
報
と
す
る
。

一
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
の
三
の
登
録
を
受
け
な
い

で
電
子
決
済
等
取
扱
業
を
営
ん
で
い
る
者
を
知
つ
た

と
き
は
、
当
該
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
電
話
番
号

（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
商
号
又
は
名
称
、
住
所
、
電

話
番
号
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
そ
の
他
の
当
該
者
に

関
す
る
情
報
並
び
に
当
該
者
が
行
う
電
子
決
済
等
取

扱
業
務
に
関
す
る
情
報

二
　
法
第
二
条
第
十
七
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う

前
に
、
委
託
銀
行
と
の
間
で
、
法
第
五
十
二
条
の
六

十
の
十
四
に
規
定
す
る
契
約
を
締
結
せ
ず
に
電
子
決

済
等
取
扱
業
を
営
ん
で
い
る
電
子
決
済
等
取
扱
業
者

を
知
つ
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
関
す
る
前
号
に
掲
げ

る
情
報

三
　
そ
の
他
顧
客
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
認
定
電

子
決
済
等
取
扱
事
業
者
協
会
が
必
要
と
認
め
る
情
報

（
認
定
電
子
決
済
等
取
扱
事
業
者
協
会
へ
の
情
報
提
供
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
六
十
八
　
法
第
五
十
二
条
の
六

十
の
三
十
五
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
情
報

は
、
次
に
掲
げ
る
情
報
と
す
る
。

一
　
法
の
解
釈
に
関
す
る
情
報

二
　
法
に
基
づ
く
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
の
求
め

又
は
質
問
若
し
く
は
立
入
検
査
の
結
果
及
び
そ
の
内

容
に
関
す
る
情
報

三
　
法
若
し
く
は
法
に
基
づ
く
命
令
又
は
こ
れ
ら
に
基

づ
く
処
分
の
内
容
に
関
す
る
情
報

四
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
の
業
務
又
は
電
子
決
済
等

取
扱
業
に
関
す
る
顧
客
か
ら
の
苦
情
の
内
容
及
び
処

理
内
容
に
関
す
る
情
報

五
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
の
業
務
及
び
電
子
決
済
等

取
扱
業
に
関
す
る
統
計
情
報
並
び
に
そ
の
基
礎
と
な

る
情
報

六
　
そ
の
他
認
定
業
務
を
適
正
に
行
う
た
め
に
金
融
庁

長
官
が
必
要
と
認
め
る
情
報

第
五
節
　
雑
則

（
廃
止
の
届
出
等
）

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
六
十
九
　
法
第
五
十
二
条
の
六

十
の
三
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を

金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
商
号

二
　
登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

三
　
届
出
事
由

四
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
の
三
十
六
第
一
項
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
年
月
日

五
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
の
全
部
又
は
一
部
を
廃
止
し

た
と
き
は
、
そ
の
理
由

六
　
事
業
譲
渡
、
合
併
又
は
会
社
分
割
そ
の
他
の
事
由

に
よ
り
電
子
決
済
等
取
扱
業
の
全
部
又
は
一
部
を
廃

止
し
た
と
き
は
、
当
該
業
務
の
承
継
方
法
及
び
そ
の

承
継
先

２
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
の
三
十
六
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
は
、
官
報
、
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す

る
日
刊
新
聞
紙
又
は
会
社
法
第
二
条
第
三
十
四
号
に
規

定
す
る
電
子
公
告
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
官
報
又
は
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載

す
る
日
刊
新
聞
紙
に
よ
り
行
う
電
子
決
済
等
取
扱
業
者

は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
の
内
容
を
当
該
電
子
決

済
等
取
扱
業
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
す
る
方
法
に

よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
の
三
十
六
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
及
び
営
業
所
で
の
掲
示
に
は
、
事
業
譲
渡
、

合
併
又
は
会
社
分
割
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
当
該
業
務

の
承
継
に
係
る
公
告
を
す
る
場
合
を
除
き
、
同
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
る
債
務
の
履
行
の
完
了
及
び
電
子
決
済

等
取
扱
業
の
顧
客
の
財
産
の
返
還
又
は
顧
客
へ
の
移
転

の
方
法
を
示
す
も
の
と
す
る
。

４
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
は
、
法
第
五
十
二
条
の
六
十

の
三
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
と
き

は
、
直
ち
に
、
当
該
公
告
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

を
添
付
し
た
届
出
書
を
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
が
事
業
譲
渡
、
合
併
又
は
会

社
分
割
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
電
子
決
済
等
取
扱
業
の

全
部
又
は
一
部
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
項

の
届
出
書
に
は
、
当
該
業
務
の
承
継
に
係
る
契
約
の
内

容
及
び
当
該
業
務
の
承
継
方
法
を
記
載
し
た
書
面
を
添

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
の
取
消
し
に
伴
う
債
務
の
履
行
の
完
了
等
が
不

要
な
場
合
）

第
三
十
四
条
の
六
十
四
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
の
三
十

七
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
電
子
決

済
等
取
扱
業
者
が
事
業
譲
渡
、
合
併
又
は
会
社
分
割
そ

の
他
の
事
由
に
よ
り
電
子
決
済
等
取
扱
業
の
全
部
を
他

の
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
に
承
継
さ
せ
た
場
合
と
す

る
。

第
八
章
の
四
　
電
子
決
済
等
代
行
業

第
一
節
　
通
則

（
電
子
決
済
等
代
行
業
の
登
録
申
請
書
の
記
載
事
項
）

第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
二
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一

の
三
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
四

号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
登
録
申
請
者
（
同
項

に
規
定
す
る
登
録
申
請
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び

第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
法

第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
第
一
条

の
三
の
三
に
定
め
る
行
為
を
除
く
。
）
を
行
う
場
合
に

限
る
。

一
　
電
子
決
済
等
代
行
業
者
の
利
用
者
か
ら
の
苦
情
又

は
相
談
に
応
ず
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
及

び
連
絡
先
（
登
録
申
請
者
が
外
国
法
人
又
は
外
国
に

住
所
を
有
す
る
個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
国

内
に
当
該
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
す
る
と
き
に
限

る
。
）

二
　
加
入
す
る
認
定
電
子
決
済
等
代
行
事
業
者
協
会
の

名
称

三
　
電
子
決
済
等
代
行
業
の
業
務
の
一
部
の
委
託
を
す

る
場
合
に
は
、
当
該
委
託
に
係
る
業
務
の
内
容
並
び

に
そ
の
委
託
先
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
及
び
住
所

四
　
他
に
業
務
を
営
む
と
き
は
、
そ
の
業
務
の
種
類

２
　
前
項
第
一
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
銀
行

等
（
銀
行
、
農
業
協
同
組
合
、
農
業
協
同
組
合
連
合

会
、
漁
業
協
同
組
合
、
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
、
水
産

加
工
業
協
同
組
合
、
水
産
加
工
業
協
同
組
合
連
合
会
、

信
用
協
同
組
合
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
九
条
の

九
第
一
項
第
一
号
の
事
業
を
行
う
協
同
組
合
連
合
会
、

信
用
金
庫
、
信
用
金
庫
連
合
会
、
労
働
金
庫
、
労
働
金

庫
連
合
会
、
農
林
中
央
金
庫
及
び
株
式
会
社
商
工
組
合

中
央
金
庫
を
い
う
。
第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
四
及
び

第
三
十
五
条
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
登
録
申
請

者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
登
録
申
請
書
（
法
第
五

十
二
条
の
六
十
一
の
三
第
一
項
の
登
録
申
請
書
を
い

う
。
第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
四
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
電
子
決
済
等
代
行
業
に
係
る
業
務
の
内
容
及
び
方
法
）

第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
三
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一

の
三
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
電
子
決
済
等
代
行
業
に
係
る
行
為
の
う
ち
、
法
第

二
条
第
二
十
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
（
第
一
条
の
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三
の
三
に
定
め
る
行
為
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
を
行

う
か
の
別
（
同
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
（
第
一
条
の

三
の
三
に
定
め
る
行
為
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
も
行

う
場
合
は
、
そ
の
旨
）

二
　
取
り
扱
う
電
子
決
済
等
代
行
業
に
係
る
業
務
の

概
要

三
　
電
子
決
済
等
代
行
業
の
実
施
体
制

２
　
前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
実
施
体
制
に
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
含
む
も
の
と
す
る
。

一
　
電
子
決
済
等
代
行
業
に
関
し
て
取
得
し
た
利
用
者

に
関
す
る
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
及
び
安
全
管
理
の

た
め
の
体
制

二
　
電
子
決
済
等
代
行
業
の
業
務
（
法
第
二
条
第
二
十

一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
の
み
を
行
お
う
と
す
る

場
合
に
は
、
電
子
決
済
等
代
行
業
に
関
し
て
取
得
し

た
利
用
者
に
関
す
る
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
及
び
安

全
管
理
に
係
る
業
務
に
限
る
。
）
を
第
三
者
に
委
託

す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
業
務
の
的
確
な
遂
行
の
た

め
の
体
制

三
　
電
子
決
済
等
代
行
業
を
管
理
す
る
責
任
者
の
氏
名

及
び
役
職
名

（
登
録
申
請
書
の
そ
の
他
の
添
付
書
類
）

第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
四
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一

の
三
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
官
公
署
が
証
明
す
る
書

類
に
つ
い
て
は
、
申
請
の
日
前
三
月
以
内
に
発
行
さ
れ

た
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
銀
行
等
が
法

第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
二
の
登
録
の
申
請
を
す
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
登
録
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲

げ
る
書
類

イ
　
役
員
（
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
三
第
一
項

第
二
号
に
規
定
す
る
役
員
を
い
い
、
役
員
が
法
人

で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含

む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
履
歴
書

（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
沿

革
を
記
載
し
た
書
面
）

ロ
　
役
員
の
住
民
票
の
抄
本
（
役
員
が
法
人
で
あ
る

と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は

こ
れ
に
代
わ
る
書
面

ハ
　
役
員
の
旧
氏
及
び
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併

せ
て
登
録
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、

ロ
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
役
員
の
旧
氏
及
び
名
を

証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
旧
氏
及
び
名

を
証
す
る
書
面

ニ
　
役
員
が
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
五
第
一
項

第
二
号
ロ
（
１
）
か
ら
（
６
）
ま
で
の
い
ず
れ
に

も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
が
誓

約
す
る
書
面

ホ
　
登
録
の
申
請
の
日
を
含
む
事
業
年
度
の
前
事
業

年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書

面
。
た
だ
し
、
登
録
の
申
請
の
日
を
含
む
事
業
年

度
に
設
立
さ
れ
た
法
人
に
あ
つ
て
は
、
当
該
法
人

の
設
立
の
時
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
又
は
こ
れ
に

代
わ
る
書
面

ヘ
　
登
録
申
請
者
が
会
計
監
査
人
設
置
会
社
で
あ
る

と
き
は
、
登
録
の
申
請
の
日
を
含
む
事
業
年
度
の

前
事
業
年
度
の
会
計
監
査
報
告
の
内
容
を
記
載
し

た
書
面

二
　
登
録
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲

げ
る
書
類

イ
　
登
録
申
請
者
の
履
歴
書

ロ
　
登
録
申
請
者
（
当
該
登
録
申
請
者
が
外
国
に
住

所
を
有
す
る
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
本
に

お
け
る
代
理
人
を
含
む
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
住
民
票
の
抄
本
（
当
該
日
本
に
お
け
る
代
理
人

が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
日
本
に
お
け
る
代

理
人
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る

書
面

ハ
　
登
録
申
請
者
の
旧
氏
及
び
名
を
当
該
登
録
申
請

者
の
氏
名
に
併
せ
て
登
録
申
請
書
に
記
載
し
た
場

合
に
お
い
て
、
ロ
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
登
録
申

請
者
の
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き

は
、
当
該
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
書
面

ニ
　
登
録
の
申
請
の
日
を
含
む
事
業
年
度
の
前
事
業

年
度
に
係
る
別
紙
様
式
第
二
十
号
に
よ
り
作
成
し

た
財
産
に
関
す
る
調
書

（
電
子
決
済
等
代
行
業
者
登
録
簿
の
縦
覧
）

第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
五
　
金
融
庁
長
官
等
は
、
そ
の

登
録
を
し
た
電
子
決
済
等
代
行
業
者
に
係
る
電
子
決
済

等
代
行
業
者
登
録
簿
を
当
該
電
子
決
済
等
代
行
業
者
の

主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
（
外
国
法
人
又
は
外
国
に

住
所
を
有
す
る
個
人
に
あ
つ
て
は
、
国
内
に
お
け
る
主

た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
。
第
三
十
七
条
第
九
項
に
お

い
て
「
主
た
る
営
業
所
等
」
と
い
う
。
）
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
財
務
局
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の

管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
福
岡
財
務
支

局
、
当
該
電
子
決
済
等
代
行
業
者
が
国
内
に
営
業
所
又

は
事
務
所
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
関
東
財
務

局
）
に
備
え
置
き
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
も
の
と
す

る
。

（
財
産
的
基
礎
）

第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
六
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一

の
五
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
基
準
は
、
純
資
産
額
（
第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
四

第
一
号
ホ
に
規
定
す
る
貸
借
対
照
表
若
し
く
は
こ
れ
に

代
わ
る
書
面
又
は
同
条
第
二
号
ニ
に
規
定
す
る
財
産
に

関
す
る
調
書
に
計
上
さ
れ
た
資
産
の
合
計
額
か
ら
負
債

の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
）
が
負
の
値
で
な

い
こ
と
と
す
る
。

（
心
身
の
故
障
の
た
め
電
子
決
済
等
代
行
業
に
係
る
職

務
を
適
正
に
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
等
）

第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
六
の
二
　
法
第
五
十
二
条
の
六

十
一
の
五
第
一
項
第
二
号
ロ
（
１
）
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
の
た
め
電

子
決
済
等
代
行
業
に
係
る
職
務
を
適
正
に
執
行
す
る
に

当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切

に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

２
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
五
第
一
項
第
三
号
ロ
に

規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の

障
害
に
よ
り
電
子
決
済
等
代
行
業
を
適
正
に
行
う
に
当

た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に

行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
変
更
の
届
出
を
要
し
な
い
場
合
等
）

第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
七
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一

の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合

は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
増
改
築
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
営

業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
の
変
更
を
し
た
場
合

（
変
更
前
の
所
在
地
に
復
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場

合
に
限
る
。
）

二
　
前
号
に
規
定
す
る
所
在
地
の
変
更
に
係
る
営
業
所

又
は
事
務
所
を
変
更
前
の
所
在
地
に
復
し
た
場
合

三
　
第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
二
第
一
項
第
四
号
に
掲

げ
る
事
項
を
変
更
し
た
場
合

２
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
届
出
を
行
う
電
子
決
済
等
代
行
業
者
（
法
第
五
十
二

条
の
六
十
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
決
済
等
代

行
業
者
と
み
な
さ
れ
る
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
及
び
金

融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す

る
法
律
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
決
済
等

代
行
業
者
と
み
な
さ
れ
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
別
表
第
四
上
欄
に
掲
げ
る

区
分
に
よ
り
、
同
表
中
欄
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た

届
出
書
及
び
同
表
下
欄
に
定
め
る
添
付
書
類
を
、
金
融

庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
電
子
決
済
等
代
行
業
者
は
、
法
第
五
十
二
条
の
六
十

一
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
を
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
当
該
変
更
の
内
容
及
び
変
更
年
月
日

を
記
載
し
た
届
出
書
に
理
由
書
及
び
第
三
十
四
条
の
六

十
四
の
二
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

書
面
（
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為

（
第
一
条
の
三
の
三
に
定
め
る
行
為
を
除
く
。
）
を
行
う

こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
限
る
。
）
を
添
付
し
て
金
融
庁

長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
廃
業
等
の
届
出
）

第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
八
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一

の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
者
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
、
金
融
庁
長
官
等

に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
商
号
、
名
称
又
は
氏
名

二
　
登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

三
　
届
出
事
由

四
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
七
第
一
項
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
年
月
日

五
　
電
子
決
済
等
代
行
業
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
そ
の

理
由

六
　
会
社
分
割
に
よ
り
電
子
決
済
等
代
行
業
の
全
部
の

承
継
を
さ
せ
た
と
き
又
は
電
子
決
済
等
代
行
業
の
全

部
の
譲
渡
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
業
務
の
承
継
又
は

譲
渡
の
方
法
及
び
そ
の
承
継
先
又
は
譲
渡
先

第
二
節
　
業
務

（
利
用
者
に
対
す
る
説
明
）

第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
九
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一

の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合

は
、
電
子
決
済
等
代
行
業
者
が
、
利
用
者
と
の
間
で
継

続
的
に
法
第
二
条
第
二
十
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為

（
第
一
条
の
三
の
三
に
定
め
る
行
為
を
除
く
。
）
を
行
う

場
合
に
お
い
て
、
直
前
に
当
該
利
用
者
と
の
間
で
当
該

行
為
を
行
つ
た
時
以
後
に
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の

八
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
な
い
と
き
と

す
る
。

２
　
電
子
決
済
等
代
行
業
者
は
、
法
第
二
条
第
二
十
一
項

各
号
に
掲
げ
る
行
為
（
第
一
条
の
三
の
三
に
定
め
る
行

為
を
除
く
。
）
を
行
う
と
き
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

利
用
し
て
閲
覧
に
供
す
る
方
法
そ
の
他
の
適
切
な
方
法

に
よ
り
、
利
用
者
に
対
し
、
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一

の
八
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
電
子
決
済
等
代
行
業
再
委

託
者
の
委
託
（
二
以
上
の
段
階
に
わ
た
る
委
託
を
含

む
。
次
条
、
第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
十
一
及
び
第
三

十
四
条
の
六
十
四
の
十
六
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け

て
、
法
第
二
条
第
二
十
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
（
第

一
条
の
三
の
三
に
定
め
る
行
為
を
除
く
。
）
を
行
う
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
電
子
決
済
等
代
行
業
再
委
託
者

又
は
同
項
各
号
の
銀
行
を
介
し
て
当
該
事
項
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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３
　
前
項
の
電
子
決
済
等
代
行
業
再
委
託
者
と
は
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。

一
　
預
金
者
の
委
託
（
二
以
上
の
段
階
に
わ
た
る
委
託

を
含
む
。
）
を
受
け
て
、
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第

一
号
に
規
定
す
る
指
図
の
伝
達
を
受
け
、
電
子
決
済

等
代
行
業
者
に
対
し
、
当
該
指
図
を
同
号
の
銀
行
に

対
し
て
伝
達
す
る
こ
と
の
委
託
（
二
以
上
の
段
階
に

わ
た
る
委
託
を
含
む
。
）
を
す
る
者

二
　
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
預
金

者
等
の
委
託
（
二
以
上
の
段
階
に
わ
た
る
委
託
を
含

む
。
）
を
受
け
て
、
同
号
に
規
定
す
る
情
報
を
当
該

預
金
者
等
に
提
供
す
る
こ
と
（
他
の
者
を
介
す
る
方

法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
及
び
当
該
情
報
を
加
工
し

た
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
目
的
と
し

て
、
電
子
決
済
等
代
行
業
者
に
対
し
、
同
号
の
銀
行

か
ら
当
該
情
報
を
取
得
す
る
こ
と
の
委
託
（
二
以
上

の
段
階
に
わ
た
る
委
託
を
含
む
。
）
を
す
る
者

４
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
八
第
一
項
第
五
号
に
規

定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
と
す
る
。

一
　
登
録
番
号

二
　
利
用
者
が
支
払
う
べ
き
手
数
料
、
報
酬
若
し
く
は

費
用
の
金
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の

計
算
方
法

三
　
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為

（
第
一
条
の
三
の
三
に
定
め
る
行
為
を
除
く
。
）
を
行

う
場
合
に
お
い
て
、
同
号
に
規
定
す
る
指
図
に
係
る

為
替
取
引
の
額
の
上
限
を
設
定
し
て
い
る
場
合
に

は
、
そ
の
額

四
　
利
用
者
と
の
間
で
継
続
的
に
法
第
二
条
第
二
十
一

項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
（
第
一
条
の
三
の
三
に
定
め

る
行
為
を
除
く
。
）
を
行
う
場
合
に
は
、
契
約
期
間

及
び
そ
の
中
途
で
の
解
約
時
の
取
扱
い
（
手
数
料
、

報
酬
又
は
費
用
の
計
算
方
法
を
含
む
。
）

五
　
利
用
者
か
ら
当
該
利
用
者
に
係
る
識
別
符
号
等
を

取
得
し
て
法
第
二
条
第
二
十
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行

為
（
第
一
条
の
三
の
三
に
定
め
る
行
為
を
除
く
。
）

を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
旨

六
　
そ
の
他
当
該
電
子
決
済
等
代
行
業
者
の
行
う
電
子

決
済
等
代
行
業
に
関
し
参
考
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る

事
項

（
銀
行
が
営
む
業
務
と
の
誤
認
を
防
止
す
る
た
め
の
情

報
の
利
用
者
へ
の
提
供
）

第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
十
　
電
子
決
済
等
代
行
業
者

は
、
電
子
決
済
等
代
行
業
の
利
用
者
と
の
間
で
法
第
二

条
第
二
十
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
（
第
一
条
の
三
の

三
に
定
め
る
行
為
を
除
く
。
）
を
行
う
場
合
に
は
、
あ

ら
か
じ
め
、
当
該
利
用
者
に
対
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
利
用
し
て
当
該
利
用
者
が
使
用
す
る
電
子
機
器
の
映

像
面
に
表
示
さ
せ
る
方
法
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ

り
、
電
子
決
済
等
代
行
業
者
の
業
務
を
銀
行
が
営
む
も

の
で
は
な
い
こ
と
の
説
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
電
子
決
済
等
代
行
業
再
委
託
者
（
前
条

第
三
項
に
規
定
す
る
電
子
決
済
等
代
行
業
再
委
託
者
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
委
託
を
受
け
て
、
法
第
二
条

第
二
十
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
（
第
一
条
の
三
の
三

に
定
め
る
行
為
を
除
く
。
）
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該
電
子
決
済
等
代
行
業
再
委
託
者
又
は
同
項
各
号
の

銀
行
を
介
し
て
当
該
説
明
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
為
替
取
引
の
結
果
の
通
知
）

第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
十
一
　
電
子
決
済
等
代
行
業
者

は
、
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為

（
第
一
条
の
三
の
三
に
定
め
る
行
為
を
除
く
。
）
を
行
つ

た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
行
為
を
委
託
し
た
預
金

者
に
対
し
、
当
該
行
為
に
基
づ
き
銀
行
が
行
つ
た
預
金

者
が
当
該
銀
行
に
開
設
し
て
い
る
口
座
に
係
る
資
金
を

移
動
さ
せ
る
為
替
取
引
の
結
果
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
電
子
決
済
等
代
行
業
者
は
、
当

該
通
知
を
、
同
号
の
銀
行
又
は
電
子
決
済
等
代
行
業
再

委
託
者
（
電
子
決
済
等
代
行
業
再
委
託
者
に
あ
つ
て

は
、
電
子
決
済
等
代
行
業
者
が
電
子
決
済
等
代
行
業
再

委
託
者
の
委
託
を
受
け
て
、
同
号
に
掲
げ
る
行
為
（
第

一
条
の
三
の
三
に
定
め
る
行
為
を
除
く
。
）
を
行
う
場

合
に
限
る
。
）
を
介
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
電
子
決
済
等
代
行
業
に
係
る
情
報
の
安
全
管
理
措
置
）

第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
十
二
　
電
子
決
済
等
代
行
業
者

は
、
そ
の
業
務
の
内
容
及
び
方
法
に
応
じ
、
電
子
決
済

等
代
行
業
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
管
理
を
十
分

に
行
う
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
個
人
利
用
者
情
報
の
安
全
管
理
措
置
等
）

第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
十
三
　
電
子
決
済
等
代
行
業
者

は
、
そ
の
取
り
扱
う
個
人
で
あ
る
電
子
決
済
等
代
行
業

の
利
用
者
に
関
す
る
情
報
の
安
全
管
理
、
従
業
者
の
監

督
及
び
当
該
情
報
の
取
扱
い
を
委
託
す
る
場
合
に
は
そ

の
委
託
先
の
監
督
に
つ
い
て
、
当
該
情
報
の
漏
え
い
、

滅
失
又
は
毀
損
の
防
止
を
図
る
た
め
に
必
要
か
つ
適
切

な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
個
人
利
用
者
情
報
の
漏
え
い
等
の
報
告
）

第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
十
三
の
二
　
電
子
決
済
等
代
行

業
者
は
、
そ
の
取
り
扱
う
個
人
で
あ
る
電
子
決
済
等
代

行
業
の
利
用
者
に
関
す
る
情
報
（
個
人
情
報
の
保
護
に

関
す
る
法
律
第
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
個
人
デ
ー

タ
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
漏
え
い
、
滅
失
若

し
く
は
毀
損
が
発
生
し
、
又
は
発
生
し
た
お
そ
れ
が
あ

る
事
態
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
事
態
が
生
じ
た
旨
を

金
融
庁
長
官
等
に
速
や
か
に
報
告
す
る
こ
と
そ
の
他
の

適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
別
の
非
公
開
情
報
の
取
扱
い
）

第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
十
四
　
電
子
決
済
等
代
行
業
者

は
、
そ
の
取
り
扱
う
個
人
で
あ
る
電
子
決
済
等
代
行
業

の
利
用
者
に
関
す
る
人
種
、
信
条
、
門
地
、
本
籍
地
、

保
健
医
療
又
は
犯
罪
経
歴
に
つ
い
て
の
情
報
そ
の
他
の

特
別
の
非
公
開
情
報
（
そ
の
業
務
上
知
り
得
た
公
表
さ

れ
て
い
な
い
情
報
を
い
う
。
）
を
取
り
扱
う
と
き
は
、

適
切
な
業
務
の
運
営
の
確
保
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ

る
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
利
用
し
な
い
こ
と
を
確

保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
託
業
務
の
的
確
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
）

第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
十
五
　
電
子
決
済
等
代
行
業
者

は
、
そ
の
業
務
（
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
二
号
に
掲

げ
る
行
為
の
み
を
行
う
場
合
に
は
、
電
子
決
済
等
代
行

業
に
関
し
て
取
得
し
た
利
用
者
に
関
す
る
情
報
の
適
正

な
取
扱
い
及
び
安
全
管
理
に
係
る
業
務
に
限
る
。
）
を

第
三
者
に
委
託
す
る
場
合
に
は
、
当
該
業
務
の
内
容
に

応
じ
、
当
該
業
務
の
的
確
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
の

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
銀
行
と
の
間
の
契
約
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事

項
）

第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
十
六
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十

一
の
十
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
事
項
は
、
当
該
電
子
決
済
等
代
行
業
者
が
電
子
決
済

等
代
行
業
再
委
託
者
の
委
託
を
受
け
て
法
第
二
条
第
二

十
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
（
第
一
条
の
三
の
三
に
定

め
る
行
為
を
除
く
。
）
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該

電
子
決
済
等
代
行
業
再
委
託
者
の
業
務
（
当
該
電
子
決

済
等
代
行
業
者
に
委
託
し
た
業
務
に
関
す
る
も
の
に
限

る
。
）
に
関
し
て
当
該
電
子
決
済
等
代
行
業
再
委
託
者

が
取
得
し
た
利
用
者
に
関
す
る
情
報
の
適
正
な
取
扱
い

及
び
安
全
管
理
の
た
め
に
当
該
電
子
決
済
等
代
行
業
者

が
行
う
措
置
並
び
に
当
該
電
子
決
済
等
代
行
業
者
が
当

該
措
置
を
行
わ
な
い
と
き
に
当
該
銀
行
が
行
う
こ
と
が

で
き
る
措
置
に
関
す
る
事
項
と
す
る
。

（
契
約
の
公
表
方
法
）

第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
十
七
　
銀
行
及
び
電
子
決
済
等

代
行
業
者
は
、
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
十
第
二
項

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ

の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
電
子
決
済
等
代
行
業
者

の
利
用
者
が
常
に
容
易
に
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
銀
行
に
よ
る
基
準
の
公
表
方
法
）

第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
十
八
　
銀
行
は
、
法
第
五
十
二

条
の
六
十
一
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
を
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ

り
、
電
子
決
済
等
代
行
業
者
及
び
電
子
決
済
等
代
行
業

者
の
利
用
者
が
常
に
容
易
に
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
銀
行
に
よ
る
基
準
に
含
ま
れ
る
事
項
）

第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
十
九
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十

一
の
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事

項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
十
第
一
項
の
契
約
の

相
手
方
と
な
る
電
子
決
済
等
代
行
業
者
が
電
子
決
済

等
代
行
業
の
業
務
に
関
し
て
取
得
す
る
利
用
者
に
関

す
る
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
及
び
安
全
管
理
の
た
め

に
行
う
べ
き
措
置

二
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
十
第
一
項
の
契
約
の

相
手
方
と
な
る
電
子
決
済
等
代
行
業
者
が
電
子
決
済

等
代
行
業
の
業
務
の
執
行
が
法
令
に
適
合
す
る
こ
と

を
確
保
す
る
た
め
に
整
備
す
べ
き
体
制

第
三
節
　
監
督

（
電
子
決
済
等
代
行
業
に
関
す
る
帳
簿
書
類
）

第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
二
十
　
電
子
決
済
等
代
行
業
者

は
、
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
十
二
の
規
定
に
よ

り
、
総
勘
定
元
帳
を
作
成
し
、
そ
の
作
成
の
日
か
ら
十

年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
決
済
等
代
行
業
に
関
す
る
報
告
書
の
様
式
等
）

第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
二
十
一
　
法
第
五
十
二
条
の
六

十
一
の
十
三
の
規
定
に
よ
る
電
子
決
済
等
代
行
業
に
関

す
る
報
告
書
は
、
電
子
決
済
等
代
行
業
者
が
個
人
で
あ

る
場
合
に
お
い
て
は
別
紙
様
式
第
二
十
一
号
に
よ
り
、

法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
別
紙
様
式
第
二
十
二
号

に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
作
成
し
、
個
人
に
あ
つ
て
は
別
紙

様
式
第
二
十
三
号
に
よ
り
作
成
し
た
財
産
に
関
す
る
調

書
及
び
収
支
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面
を
、
法
人
に
あ

つ
て
は
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
又
は
こ
れ
ら
に

代
わ
る
書
面
を
、
そ
れ
ぞ
れ
添
付
し
て
、
事
業
年
度
経

過
後
三
月
以
内
に
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２
　
電
子
決
済
等
代
行
業
者
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に

よ
り
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
電
子
決
済
等
代
行
業

に
関
す
る
報
告
書
の
提
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場

合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
金
融
庁
長
官
（
令
第
十
七
条
の

五
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局

長
が
当
該
電
子
決
済
等
代
行
業
に
関
す
る
報
告
書
を
受

理
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
財
務
局
長
又
は
福
岡

財
務
支
局
長
）
の
承
認
を
受
け
て
、
当
該
提
出
を
延
期

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
電
子
決
済
等
代
行
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
理
由
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書
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

４
　
金
融
庁
長
官
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申

請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
電
子
決
済
等

代
行
業
者
が
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
の
延
期
を
す

る
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
理
由

が
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

（
公
告
の
方
法
）

第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
二
十
二
　
法
第
五
十
二
条
の
六

十
一
の
十
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

第
四
節
　
認
定
電
子
決
済
等
代
行
事
業
者
協
会

（
認
定
の
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
二
十
三
　
令
第
十
六
条
の
十
第

二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に

掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
　
認
定
業
務
（
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
十
九
に

規
定
す
る
認
定
業
務
を
い
う
。
次
号
及
び
第
三
十
四

条
の
六
十
四
の
二
十
六
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
実
施
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類

二
　
認
定
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
に
足
り
る
知

識
及
び
能
力
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

三
　

近
の
事
業
年
度
（
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年

度
に
設
立
さ
れ
た
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
設
立
の

時
）
に
お
け
る
財
産
目
録
そ
の
他
の
財
産
的
基
礎
を

有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

四
　
役
員
の
履
歴
書
及
び
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に

代
わ
る
書
面

五
　
役
員
の
旧
氏
及
び
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ

て
令
第
十
六
条
の
十
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
し
た

場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
旧
氏

及
び
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
旧
氏

及
び
名
を
証
す
る
書
面

六
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
会
員
名
簿
の
縦
覧
）

第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
二
十
四
　
認
定
電
子
決
済
等
代

行
事
業
者
協
会
は
、
そ
の
会
員
名
簿
を
当
該
認
定
電
子

決
済
等
代
行
事
業
者
協
会
の
事
務
所
に
備
え
置
き
、
公

衆
の
縦
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。

（
利
用
者
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
会
員
に

係
る
情
報
）

第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
二
十
五
　
法
第
五
十
二
条
の
六

十
一
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
情
報
と
す
る
。

一
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
二
の
登
録
を
受
け
な

い
で
電
子
決
済
等
代
行
業
を
営
ん
で
い
る
者
（
法
第

五
十
二
条
の
六
十
の
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
し
た
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
及
び
金
融
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
及
び
利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第

十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
金
融
サ

ー
ビ
ス
仲
介
業
者
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
を
知
つ
た

と
き
は
、
当
該
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
電
話
番
号

（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
商
号
又
は
名
称
、
住
所
、
電

話
番
号
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
そ
の
他
の
当
該
者
に

関
す
る
情
報
並
び
に
当
該
者
が
行
う
電
子
決
済
等
代

行
業
に
係
る
業
務
に
関
す
る
情
報

二
　
法
第
二
条
第
二
十
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
（
第

一
条
の
三
の
三
に
定
め
る
行
為
を
除
く
。
）
を
行
う

前
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
の
銀
行
と
の
間
で
、
法

第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
契

約
を
締
結
せ
ず
に
電
子
決
済
等
代
行
業
を
営
ん
で
い

る
電
子
決
済
等
代
行
業
者
を
知
つ
た
と
き
は
、
そ
の

者
に
関
す
る
前
号
に
掲
げ
る
情
報

三
　
そ
の
他
利
用
者
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
認
定

電
子
決
済
等
代
行
事
業
者
協
会
が
必
要
と
認
め
る

情
報

（
認
定
電
子
決
済
等
代
行
事
業
者
協
会
へ
の
情
報
提
供
）

第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
二
十
六
　
法
第
五
十
二
条
の
六

十
一
の
二
十
九
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
情
報

は
、
次
に
掲
げ
る
情
報
と
す
る
。

一
　
法
の
解
釈
に
関
す
る
情
報

二
　
法
に
基
づ
く
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
の
求
め

又
は
質
問
若
し
く
は
立
入
検
査
の
結
果
及
び
そ
の
内

容
に
関
す
る
情
報

三
　
法
若
し
く
は
法
に
基
づ
く
命
令
又
は
こ
れ
ら
に
基

づ
く
処
分
の
内
容
に
関
す
る
情
報

四
　
電
子
決
済
等
代
行
業
者
の
業
務
又
は
電
子
決
済
等

代
行
業
に
関
す
る
利
用
者
か
ら
の
苦
情
の
内
容
及
び

処
理
内
容
に
関
す
る
情
報

五
　
電
子
決
済
等
代
行
業
者
の
業
務
及
び
電
子
決
済
等

代
行
業
に
関
す
る
統
計
情
報
並
び
に
そ
の
基
礎
と
な

る
情
報

六
　
そ
の
他
認
定
業
務
を
適
正
に
行
う
た
め
に
金
融
庁

長
官
が
必
要
と
認
め
る
情
報

第
八
章
の
五
　
指
定
紛
争
解
決
機
関

第
一
節
　
通
則

（
心
身
の
故
障
の
た
め
紛
争
解
決
等
業
務
に
係
る
職
務

を
適
正
に
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
）

第
三
十
四
条
の
六
十
五
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
二
第
一

項
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、

精
神
の
機
能
の
障
害
の
た
め
紛
争
解
決
等
業
務
に
係
る

職
務
を
適
正
に
執
行
す
る
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、

判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い

者
と
す
る
。

（
割
合
の
算
定
）

第
三
十
四
条
の
六
十
五
の
二
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
二

第
一
項
第
八
号
の
割
合
の
算
定
は
、
同
項
の
申
請
を
し

よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
業
務
規
程
（
同
項
第
七
号
に

規
定
す
る
業
務
規
程
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
第

一
項
及
び
第
三
十
四
条
の
七
十
七
第
二
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
内
容
に
つ
い
て
の
異
議
の
有
無
並
び
に
異
議

が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
内
容
及
び
理
由
を
記
載
し
た
書

面
（
次
条
に
お
い
て
「
意
見
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出

し
て
手
続
実
施
基
本
契
約
の
解
除
に
関
す
る
事
項
そ
の

他
の
手
続
実
施
基
本
契
約
の
内
容
（
法
第
五
十
二
条
の

六
十
七
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
そ
の

他
の
業
務
規
程
の
内
容
（
法
第
五
十
二
条
の
六
十
七
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
内
容
と
す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
事
項
並
び
に
同
条
第
四
項

各
号
及
び
第
五
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る

た
め
に
必
要
な
事
項
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
異
議
（
合

理
的
な
理
由
が
付
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
述
べ
た

銀
行
業
関
係
業
者
（
法
第
二
条
第
三
十
二
項
に
規
定
す

る
銀
行
業
関
係
業
者
を
い
い
、
当
該
申
請
に
よ
り
法
第

五
十
二
条
の
六
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受

け
よ
う
と
す
る
紛
争
解
決
等
業
務
の
種
別
に
係
る
も
の

に
限
る
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
を
当

該
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
次
条
第
一
項
第
二
号
に

規
定
す
る
業
務
規
程
等
を
交
付
し
、
又
は
送
付
し
た
日

（
二
以
上
の
日
に
わ
た
つ
て
交
付
し
、
又
は
送
付
し
た

場
合
に
は
、

も
遅
い
日
。
第
三
十
四
条
の
六
十
七
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
金
融
庁
長
官
に
よ
り
公
表
さ
れ
て

い
る
銀
行
業
関
係
業
者
（
次
条
及
び
第
三
十
四
条
の
六

十
八
第
二
項
に
お
い
て
「
全
て
の
銀
行
業
関
係
業
者
」

と
い
う
。
）
の
数
で
除
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
銀
行
業
関
係
業
者
に
対
す
る
意
見
聴
取
等
）

第
三
十
四
条
の
六
十
六
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
二
第
一

項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
、
銀
行
業
関
係
業
者
に
対
し
、
業
務
規
程
の

内
容
を
説
明
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
異
議
が
な
い
か
ど
う

か
の
意
見
（
異
議
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
を
含

む
。
）
を
聴
取
す
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
説
明
会
を
開
催
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
説
明
会
を
開
催
す
る
日
時
及
び
場
所
は
、
全
て
の

銀
行
業
関
係
業
者
の
参
集
の
便
を
考
慮
し
て
定
め
る

こ
と
。

二
　
当
該
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
全
て
の
銀
行

業
関
係
業
者
に
対
し
、
説
明
会
の
開
催
日
（
二
以
上

の
説
明
会
を
開
催
す
る
場
合
に
は
、
そ
の

初
の
説

明
会
の
開
催
日
）
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
及
び
業
務
規
程
（
第
四

項
、
次
条
及
び
第
三
十
四
条
の
六
十
八
第
二
項
に
お

い
て
「
業
務
規
程
等
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
、
又

は
送
付
す
る
こ
と
。

イ
　
当
該
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
商
号
又
は
名

称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
及
び

電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先

ロ
　
説
明
会
の
開
催
年
月
日
時
及
び
場
所

ハ
　
銀
行
業
関
係
業
者
は
当
該
申
請
を
し
よ
う
と
す

る
者
に
対
し
説
明
会
の
開
催
日
（
二
以
上
の
説
明

会
を
開
催
す
る
場
合
に
は
、
そ
の

後
の
説
明
会

の
開
催
日
）
か
ら
一
定
の
期
間
内
に
意
見
書
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

三
　
前
号
ハ
の
一
定
の
期
間
が
、
二
週
間
を
下
ら
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
二
第
二
項
に
規
定
す
る
結
果

を
記
載
し
た
書
類
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
全
て
を

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
全
て
の
説
明
会
の
開
催
年
月
日
時
及
び
場
所

二
　
全
て
の
銀
行
業
関
係
業
者
の
説
明
会
へ
の
出
席
の

有
無

三
　
全
て
の
銀
行
業
関
係
業
者
の
意
見
書
の
提
出
の

有
無

四
　
提
出
を
受
け
た
意
見
書
に
お
け
る
異
議
の
記
載
の

有
無

五
　
提
出
を
受
け
た
意
見
書
に
法
第
五
十
二
条
の
六
十

二
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
異
議
に
該
当
し
な
い

異
議
の
記
載
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
同
号

に
規
定
す
る
異
議
に
該
当
し
な
い
と
判
断
し
た
理
由

３
　
前
項
の
書
類
に
は
、
銀
行
業
関
係
業
者
か
ら
提
出
を

受
け
た
全
て
の
意
見
書
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
業
務
規
程
等
の
交
付
若
し
く
は
送
付
又
は
意
見
書
の

提
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
業
務
規
程
等
又
は
意
見
書
が

電
磁
的
記
録
で
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
電
磁
的

方
法
を
も
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
定
申
請
書
の
提
出
）

第
三
十
四
条
の
六
十
七
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
三
第
一

項
の
指
定
申
請
書
は
、
業
務
規
程
等
を
交
付
し
、
又
は

送
付
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
三
十
四
条
の
六
十
八
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
三
第
二

項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、

次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
二
第
一
項
の
申
請
の
日
の

属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
の
貸
借
対
照

表
、
収
支
計
算
書
若
し
く
は
損
益
計
算
書
及
び
当
該
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事
業
年
度
末
の
財
産
目
録
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も

の
（
同
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
（
第
三
項
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
が

当
該
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
設
立
さ
れ
た

法
人
（
同
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
法
人
を
い

う
。
第
三
十
四
条
の
七
十
四
第
三
項
第
三
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
設
立
時
に
お

け
る
財
産
目
録
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
）

二
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

指
定
後
に
お
け
る
収
支
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
類

２
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
三
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と

す
る
。

一
　
第
三
十
四
条
の
六
十
六
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
全
て
の
銀
行
業
関
係
業
者
に
対
し
て
交
付
し
、

又
は
送
付
し
た
業
務
規
程
等

二
　
全
て
の
銀
行
業
関
係
業
者
に
対
し
て
業
務
規
程
等

を
交
付
し
、
又
は
送
付
し
た
年
月
日
及
び
方
法
を
証

す
る
書
類

三
　
銀
行
業
関
係
業
者
に
対
し
て
業
務
規
程
等
を
送
付

し
た
場
合
に
は
、
当
該
銀
行
業
関
係
業
者
に
対
す
る

業
務
規
程
等
の
到
達
の
有
無
及
び
到
達
に
係
る
事
実

と
し
て
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
事
項
を
証
す
る

書
類

イ
　
到
達
し
た
場
合
　
到
達
し
た
年
月
日

ロ
　
到
達
し
な
か
つ
た
場
合
　
通
常
の
送
付
方
法
に

よ
つ
て
到
達
し
な
か
つ
た
原
因

３
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
三
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と

す
る
。

一
　
申
請
者
の
総
株
主
等
の
議
決
権
（
総
株
主
、
総
社

員
、
総
会
員
、
総
組
合
員
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権

を
い
う
。
次
号
及
び
第
三
十
四
条
の
七
十
七
第
二
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
百
分
の
五
以
上
の
議
決
権
を

保
有
し
て
い
る
者
の
氏
名
又
は
商
号
若
し
く
は
名

称
、
住
所
又
は
主
た
る
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
の

所
在
地
及
び
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の
数
を
記
載
し

た
書
面

二
　
申
請
者
の
親
法
人
（
申
請
者
の
総
株
主
等
の
議
決

権
の
過
半
数
を
保
有
し
て
い
る
法
人
そ
の
他
の
団
体

を
い
う
。
）
及
び
子
法
人
（
申
請
者
が
総
株
主
等
の

議
決
権
の
過
半
数
を
保
有
し
て
い
る
法
人
そ
の
他
の

団
体
を
い
う
。
）
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業

所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
及
び
事
業
の
内
容
を
記
載

し
た
書
面

三
　
役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務

を
行
う
べ
き
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
、
第
三
十
四

条
の
七
十
一
及
び
第
三
十
四
条
の
七
十
二
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
住
民
票
の
抄
本
（
役
員
が
法
人
で
あ
る

と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明
書
）
又
は
こ

れ
に
代
わ
る
書
面

四
　
役
員
の
旧
氏
及
び
名
を
当
該
役
員
の
氏
名
に
併
せ

て
法
第
五
十
二
条
の
六
十
三
第
一
項
の
指
定
申
請
書

に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
類

が
当
該
役
員
の
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い

と
き
は
、
当
該
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
書
面

五
　
役
員
が
法
第
五
十
二
条
の
六
十
二
第
一
項
第
四
号

ロ
に
該
当
し
な
い
旨
の
官
公
署
の
証
明
書
（
役
員
が

日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
場
合
に
は
、
同
号
ロ
に
該

当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
が
誓
約
す
る

書
面
）

六
　
役
員
の
履
歴
書
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
役
員
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
）

七
　
紛
争
解
決
委
員
（
法
第
五
十
二
条
の
六
十
四
第
一

項
に
規
定
す
る
紛
争
解
決
委
員
を
い
う
。
第
三
十
四

条
の
七
十
五
第
二
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

候
補
者
並
び
に
紛
争
解
決
等
業
務
に
関
す
る
知
識
及

び
経
験
を
有
す
る
役
員
及
び
職
員
（
以
下
こ
の
号
及

び
次
号
並
び
に
第
三
十
四
条
の
七
十
七
に
お
い
て

「
役
員
等
」
と
い
う
。
）
の
確
保
の
状
況
並
び
に
当
該

役
員
等
の
配
置
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面

八
　
役
員
等
が
、
暴
力
団
員
等
（
法
第
五
十
二
条
の
六

十
九
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
等
を
い
う
。
第
三
十
四

条
の
七
十
七
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で

な
い
こ
と
を
当
該
役
員
等
が
誓
約
す
る
書
面

九
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

第
二
節
　
業
務

（
業
務
規
程
で
定
め
る
べ
き
事
項
）

第
三
十
四
条
の
六
十
九
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
七
第
一

項
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
紛
争
解
決
等
業
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す

る
事
項

二
　
営
業
所
又
は
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に

そ
の
営
業
所
又
は
事
務
所
が
紛
争
解
決
等
業
務
を
行

う
区
域
に
関
す
る
事
項

三
　
紛
争
解
決
等
業
務
を
行
う
職
員
の
監
督
体
制
に
関

す
る
事
項

四
　
苦
情
処
理
手
続
又
は
紛
争
解
決
手
続
の
業
務
を
委

託
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
委
託
に
関
す
る
事
項

五
　
そ
の
他
紛
争
解
決
等
業
務
に
関
し
必
要
な
事
項

（
手
続
実
施
基
本
契
約
の
内
容
）

第
三
十
四
条
の
七
十
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
七
第
二
項

第
十
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、

指
定
紛
争
解
決
機
関
は
、
当
事
者
で
あ
る
加
入
銀
行
業

関
係
業
者
（
法
第
五
十
二
条
の
六
十
五
第
二
項
に
規
定

す
る
加
入
銀
行
業
関
係
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
顧
客
の
申
出
が
あ
る
と
き
は
、
紛
争
解
決
手
続
に
お

け
る
和
解
で
定
め
ら
れ
た
義
務
の
履
行
状
況
を
調
査

し
、
当
該
加
入
銀
行
業
関
係
業
者
に
対
し
て
、
そ
の
義

務
の
履
行
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

（
実
質
的
支
配
者
等
）

第
三
十
四
条
の
七
十
一
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
七
第
四

項
第
三
号
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
株
式
の

所
有
、
指
定
紛
争
解
決
機
関
に
対
す
る
融
資
そ
の
他
の

事
由
を
通
じ
て
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
事
業
を
実
質
的

に
支
配
し
、
又
は
そ
の
事
業
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る

関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、

次
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
事
業
上
の
関
係
に
照
ら
し

て
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配

す
る
こ
と
及
び
そ
の
事
業
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る

者
と
す
る
。

一
　
特
定
の
者
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い

る
議
決
権
と
当
該
特
定
の
者
と
出
資
、
人
事
、
資

金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
が
あ
る

こ
と
に
よ
り
当
該
特
定
の
者
の
意
思
と
同
一
の
内
容

の
議
決
権
を
行
使
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
及
び
当
該

特
定
の
者
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使

す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
者
が
所
有
し
て
い
る
議

決
権
と
を
合
わ
せ
て
、
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
議
決

権
の
三
分
の
一
以
上
を
占
め
て
い
る
場
合
（
当
該
特

定
の
者
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
議
決
権
を
所
有
し

て
い
な
い
場
合
を
含
む
。
）
に
お
け
る
当
該
特
定
の

者
二
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
役
員
又
は
役
員
で
あ
つ

た
者

三
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
役
員
の
三
親
等
以
内
の

親
族

四
　
前
二
号
に
掲
げ
る
者
を
代
表
者
（
法
人
で
な
い
団

体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
の
代

表
者
又
は
管
理
人
を
含
む
。
次
条
第
四
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
と
す
る
者

五
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
役
員
の
三
分
の
一
以
上
が

役
員
若
し
く
は
使
用
人
で
あ
る
者
又
は
役
員
若
し
く

は
使
用
人
で
あ
つ
た
者

六
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
と
の
間
で
指
定
紛
争
解
決
機

関
の
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
す
る
契
約
を
締
結

し
て
い
る
者

七
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
資
金
調
達
額
（
貸
借
対
照

表
の
負
債
の
部
に
計
上
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。

以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
総
額
の
三
分
の
一
以
上
に
つ
い
て
特
定
の
者
が
融

資
（
債
務
の
保
証
及
び
担
保
の
提
供
を
含
む
。
以
下

こ
の
号
及
び
同
条
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行

つ
て
い
る
場
合
（
当
該
特
定
の
者
と
出
資
、
人
事
、

資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
の
あ

る
者
が
行
う
融
資
の
額
を
合
わ
せ
て
資
金
調
達
額
の

総
額
の
三
分
の
一
以
上
と
な
る
場
合
を
含
む
。
）
に

お
け
る
当
該
特
定
の
者

八
　
前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
指
定
紛
争
解
決
機

関
の
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
し
て
い
る
こ
と
が

推
測
さ
れ
る
事
実
が
存
在
す
る
者

九
　
特
定
の
者
が
前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
、
前

各
号
（
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
除
く
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
前
各
号
に
掲

げ
る
者
の
指
定
紛
争
解
決
機
関
に
対
す
る
関
係
と
同

様
の
関
係
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
の
者

十
　
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
が
特
定
の

者
に
対
し
て
、
次
条
第
一
号
又
は
第
五
号
か
ら
第
八

号
ま
で
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
同
条
第

一
号
又
は
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
に

対
す
る
関
係
と
同
様
の
関
係
を
有
す
る
場
合
に
お
け

る
当
該
特
定
の
者

（
子
会
社
等
）

第
三
十
四
条
の
七
十
二
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
七
第
四

項
第
三
号
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
株
式
の

所
有
そ
の
他
の
事
由
を
通
じ
て
そ
の
事
業
を
実
質
的
に

支
配
す
る
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め

る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
事
業
上

の
関
係
に
照
ら
し
て
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
当
該
各
号

に
掲
げ
る
者
の
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者

と
す
る
。

一
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所

有
し
て
い
る
議
決
権
と
指
定
紛
争
解
決
機
関
と
出

資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密

な
関
係
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
指
定
紛
争
解
決
機
関
の

意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
と
認
め

ら
れ
る
者
及
び
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
意
思
と
同
一

の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い

る
者
が
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
を
合
わ
せ
て
、
他

の
法
人
又
は
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理

人
の
定
め
の
あ
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
五
号

に
お
い
て
「
法
人
等
」
と
い
う
。
）
の
議
決
権
の
三

分
の
一
以
上
を
占
め
て
い
る
場
合
（
指
定
紛
争
解
決

機
関
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
議
決
権
を
所
有
し
て
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い
な
い
場
合
を
含
む
。
）
に
お
け
る
当
該
他
の
法
人

等
二
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
役
員
若
し
く
は
指
定
紛
争

解
決
機
関
の
使
用
人
又
は
こ
れ
ら
で
あ
つ
た
者

三
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
役
員
の
三
親
等
以
内
の

親
族

四
　
前
二
号
に
掲
げ
る
者
を
代
表
者
と
す
る
者

五
　
第
二
号
に
掲
げ
る
者
が
他
の
法
人
等
の
役
員
で
あ

る
者
の
三
分
の
一
以
上
を
占
め
て
い
る
場
合
に
お
け

る
当
該
他
の
法
人
等

六
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
特
定
の
者
と
の
間
に
当
該

特
定
の
者
の
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
す
る
契
約

を
締
結
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
の
者

七
　
特
定
の
者
の
資
金
調
達
額
の
総
額
の
三
分
の
一
以

上
に
つ
い
て
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
融
資
を
行
つ
て

い
る
場
合
（
指
定
紛
争
解
決
機
関
と
出
資
、
人
事
、

資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
の
あ

る
者
が
行
う
融
資
の
額
を
合
わ
せ
て
資
金
調
達
額
の

総
額
の
三
分
の
一
以
上
と
な
る
場
合
を
含
む
。
）
に

お
け
る
当
該
特
定
の
者

八
　
前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
指
定
紛
争
解
決
機

関
が
特
定
の
者
の
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
し
て

い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
事
実
が
存
在
す
る
場
合
に

お
け
る
当
該
特
定
の
者

九
　
前
各
号
に
掲
げ
る
者
が
特
定
の
者
に
対
し
て
、
前

各
号
（
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
除
く
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解

決
機
関
の
前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
す
る
関
係
と
同

様
の
関
係
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
の
者

（
苦
情
処
理
手
続
に
関
す
る
記
録
の
記
載
事
項
等
）

第
三
十
四
条
の
七
十
三
　
法
第
五
十
二
条
の
七
十
一
の
規

定
に
よ
り
、
指
定
紛
争
解
決
機
関
は
、
そ
の
実
施
し
た

苦
情
処
理
手
続
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
記
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
加
入
銀
行
業
関
係
業
者
の
顧
客
が
銀
行
業
務
等
関

連
苦
情
（
法
第
二
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
銀
行

業
務
等
関
連
苦
情
を
い
う
。
次
条
第
三
項
第
三
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
解
決
の
申
立
て
を
し
た
年
月
日

及
び
そ
の
内
容

二
　
前
号
の
申
立
て
を
し
た
加
入
銀
行
業
関
係
業
者
の

顧
客
及
び
そ
の
代
理
人
の
氏
名
、
商
号
又
は
名
称
並

び
に
当
該
加
入
銀
行
業
関
係
業
者
の
商
号

三
　
苦
情
処
理
手
続
の
実
施
の
経
緯

四
　
苦
情
処
理
手
続
の
結
果
（
苦
情
処
理
手
続
の
終
了

の
理
由
及
び
そ
の
年
月
日
を
含
む
。
）

２
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を

記
載
し
た
記
録
を
、
そ
の
実
施
し
た
苦
情
処
理
手
続
が

終
了
し
た
日
か
ら
少
な
く
と
も
五
年
間
保
存
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
紛
争
解
決
委
員
の
利
害
関
係
等
）

第
三
十
四
条
の
七
十
四
　
法
第
五
十
二
条
の
七
十
三
第
三

項
に
規
定
す
る
同
条
第
一
項
の
申
立
て
に
係
る
法
第
五

十
二
条
の
六
十
五
第
二
項
に
規
定
す
る
当
事
者
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
当
事
者
」
と
い
う
。
）
と
利

害
関
係
を
有
す
る
者
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一
　
当
事
者
の
配
偶
者
又
は
配
偶
者
で
あ
つ
た
者

二
　
当
事
者
の
四
親
等
内
の
血
族
、
三
親
等
内
の
姻
族

若
し
く
は
同
居
の
親
族
又
は
こ
れ
ら
で
あ
つ
た
者

三
　
当
事
者
の
後
見
人
、
後
見
監
督
人
、
保
佐
人
、
保

佐
監
督
人
、
補
助
人
又
は
補
助
監
督
人

四
　
当
該
申
立
て
に
係
る
銀
行
業
務
等
関
連
紛
争
（
法

第
二
条
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
銀
行
業
務
等
関
連

紛
争
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て

当
事
者
の
代
理
人
若
し
く
は
補
佐
人
又
は
こ
れ
ら
で

あ
つ
た
者

五
　
当
事
者
か
ら
役
務
の
提
供
に
よ
り
収
入
を
得
て
い

る
者
又
は
得
な
い
こ
と
と
な
つ
た
日
か
ら
三
年
を
経

過
し
な
い
者

２
　
法
第
五
十
二
条
の
七
十
三
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か

の
資
格
を
有
し
、
か
つ
、
消
費
生
活
相
談
（
消
費
者
契

約
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
十
三
条
第

三
項
第
五
号
イ
に
規
定
す
る
消
費
生
活
相
談
を
い
う
。
）

に
応
ず
る
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
五
年
以

上
で
あ
る
者
と
す
る
。

一
　
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
が
付
与
す
る

消
費
生
活
専
門
相
談
員
の
資
格

二
　
一
般
財
団
法
人
日
本
産
業
協
会
が
付
与
す
る
消
費

生
活
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
資
格

三
　
一
般
財
団
法
人
日
本
消
費
者
協
会
が
付
与
す
る
消

費
生
活
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
資
格

３
　
法
第
五
十
二
条
の
七
十
三
第
三
項
第
五
号
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す

る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
職
の
一
又
は
二
以
上
に
あ
つ
て
そ
の

年
数
が
通
算
し
て
五
年
以
上
で
あ
る
者

イ
　
判
事

ロ
　
判
事
補

ハ
　
検
事

ニ
　
弁
護
士

ホ
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六

号
）
に
よ
る
大
学
の
学
部
、
専
攻
科
又
は
大
学
院

の
法
律
学
に
属
す
る
科
目
の
教
授
又
は
准
教
授

二
　
次
に
掲
げ
る
職
の
一
又
は
二
以
上
に
あ
つ
て
そ
の

年
数
が
通
算
し
て
五
年
以
上
で
あ
る
者

イ
　
公
認
会
計
士

ロ
　
税
理
士

ハ
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
の
学
部
、
専
攻
科
又

は
大
学
院
の
経
済
学
又
は
商
学
に
属
す
る
科
目
の

教
授
又
は
准
教
授

三
　
銀
行
業
務
等
関
連
苦
情
を
処
理
す
る
業
務
又
は
銀

行
業
務
等
関
連
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う

法
人
に
お
い
て
、
顧
客
の
保
護
を
図
る
た
め
必
要
な

調
査
、
指
導
、
勧
告
、
規
則
の
制
定
そ
の
他
の
業
務

に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
十
年
以
上
で
あ
る
者

四
　
金
融
庁
長
官
が
前
三
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有

す
る
と
認
め
た
者

（
銀
行
業
務
等
関
連
紛
争
の
当
事
者
で
あ
る
加
入
銀
行

業
関
係
業
者
の
顧
客
に
対
す
る
説
明
）

第
三
十
四
条
の
七
十
五
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
は
、
法
第

五
十
二
条
の
七
十
三
第
八
項
に
規
定
す
る
説
明
を
す
る

に
当
た
り
銀
行
業
務
等
関
連
紛
争
の
当
事
者
で
あ
る
加

入
銀
行
業
関
係
業
者
の
顧
客
か
ら
書
面
の
交
付
を
求
め

ら
れ
た
と
き
は
、
書
面
を
交
付
し
て
説
明
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
五
十
二
条
の
七
十
三
第
八
項
第
三
号
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と

す
る
。

一
　
紛
争
解
決
手
続
に
お
い
て
陳
述
さ
れ
る
意
見
若
し

く
は
提
出
さ
れ
、
若
し
く
は
提
示
さ
れ
る
資
料
に
含

ま
れ
、
又
は
法
第
五
十
二
条
の
七
十
三
第
九
項
に
規

定
す
る
手
続
実
施
記
録
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て

「
手
続
実
施
記
録
」
と
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る

銀
行
業
務
等
関
連
紛
争
の
当
事
者
及
び
第
三
者
の
秘

密
の
取
扱
い
の
方
法

二
　
銀
行
業
務
等
関
連
紛
争
の
当
事
者
が
紛
争
解
決
手

続
を
終
了
さ
せ
る
た
め
の
要
件
及
び
方
式

三
　
紛
争
解
決
委
員
が
紛
争
解
決
手
続
に
よ
つ
て
は
銀

行
業
務
等
関
連
紛
争
の
当
事
者
間
に
和
解
が
成
立
す

る
見
込
み
が
な
い
と
判
断
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に

当
該
紛
争
解
決
手
続
を
終
了
し
、
そ
の
旨
を
当
該
銀

行
業
務
等
関
連
紛
争
の
当
事
者
に
通
知
す
る
こ
と
。

四
　
銀
行
業
務
等
関
連
紛
争
の
当
事
者
間
に
和
解
が
成

立
し
た
場
合
に
作
成
さ
れ
る
書
面
の
有
無
及
び
書
面

が
作
成
さ
れ
る
場
合
に
は
作
成
者
、
通
数
そ
の
他
当

該
書
面
の
作
成
に
係
る
概
要

（
手
続
実
施
記
録
の
保
存
及
び
作
成
）

第
三
十
四
条
の
七
十
六
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
は
、
手
続

実
施
記
録
を
、
そ
の
実
施
し
た
紛
争
解
決
手
続
が
終
了

し
た
日
か
ら
少
な
く
と
も
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
法
第
五
十
二
条
の
七
十
三
第
九
項
第
六
号
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と

す
る
。

一
　
紛
争
解
決
手
続
の
申
立
て
の
内
容

二
　
紛
争
解
決
手
続
に
お
い
て
特
別
調
停
案
（
法
第
五

十
二
条
の
六
十
七
第
六
項
に
規
定
す
る
特
別
調
停
案

を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
提
示

さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
特
別
調
停
案
の
内
容
及
び

そ
の
提
示
の
年
月
日

三
　
紛
争
解
決
手
続
の
結
果
が
和
解
の
成
立
で
あ
る
場

合
に
は
、
当
該
和
解
の
内
容

第
三
節
　
監
督

（
届
出
事
項
）

第
三
十
四
条
の
七
十
七
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
は
、
法
第

五
十
二
条
の
七
十
九
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
理
由
書
そ
の
他
参
考
と
な
る

べ
き
事
項
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
含
む
。
）
を
記
載
し
た
書

類
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
法
第
五
十
二
条
の
七
十
九
第
一
号
に
掲
げ
る
場

合
　
手
続
実
施
基
本
契
約
を
締
結
し
、
又
は
終
了
し

た
年
月
日
及
び
銀
行
業
関
係
業
者
の
商
号

二
　
次
項
第
六
号
に
掲
げ
る
場
合
　
指
定
紛
争
解
決
機

関
の
役
員
等
と
な
つ
た
者
が
暴
力
団
員
等
で
な
い
こ

と
の
当
該
役
員
等
と
な
つ
た
者
に
よ
る
誓
約

三
　
次
項
第
七
号
に
掲
げ
る
場
合
　
銀
行
業
関
係
業
者

が
手
続
実
施
基
本
契
約
に
係
る
債
務
そ
の
他
の
紛
争

解
決
等
業
務
の
実
施
に
関
す
る
義
務
を
履
行
す
る
こ

と
が
確
実
で
な
い
と
見
込
ま
れ
る
理
由
及
び
当
該
銀

行
業
関
係
業
者
の
商
号

四
　
次
項
第
八
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
場
合
　
次
に

掲
げ
る
事
項

イ
　
行
為
が
発
生
し
た
営
業
所
又
は
事
務
所
の
名
称

ロ
　
行
為
を
し
た
役
員
等
の
氏
名
又
は
商
号
若
し
く

は
名
称
及
び
役
職
名

ハ
　
行
為
の
概
要

ニ
　
改
善
策

２
　
法
第
五
十
二
条
の
七
十
九
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
と
き
と
す
る
。

一
　
定
款
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
定
め
を
変
更
し
た
と

き
。

二
　
親
法
人
（
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
総
株
主
等
の
議

決
権
の
過
半
数
を
保
有
し
て
い
る
法
人
そ
の
他
の
団

体
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
子
法
人
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（
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
総
株
主
等
の
議
決
権
の
過

半
数
を
保
有
し
て
い
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
を
い

う
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
商
号
若
し
く
は

名
称
、
主
た
る
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
の
所
在
地

又
は
事
業
の
内
容
を
変
更
し
た
と
き
。

三
　
親
法
人
が
親
法
人
で
な
く
な
つ
た
と
き
。

四
　
子
法
人
が
子
法
人
で
な
く
な
つ
た
と
き
、
又
は
子

法
人
の
議
決
権
を
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
し
た
と

き
。

五
　
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
を
超
え
る
議
決

権
が
一
の
者
に
よ
り
取
得
さ
れ
、
又
は
保
有
さ
れ
る

こ
と
と
な
つ
た
と
き
。

六
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
三
第
一
項
の
指
定
申
請
書

を
提
出
後
、
新
た
に
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
役
員
等

と
な
つ
た
者
が
い
る
と
き
。

七
　
銀
行
業
関
係
業
者
か
ら
手
続
実
施
基
本
契
約
の
締

結
の
申
込
み
が
あ
つ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
申
込

み
を
拒
否
し
た
と
き
。

八
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
又
は
そ
の
業
務
の
委
託
先
の

役
員
等
が
紛
争
解
決
等
業
務
（
業
務
の
委
託
先
に
あ

つ
て
は
、
当
該
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
委
託
す
る
業

務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
遂
行
す
る
に
際
し
て

法
令
又
は
当
該
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
業
務
規
程
に

反
す
る
行
為
が
発
生
し
た
事
実
を
知
つ
た
と
き
。

九
　
加
入
銀
行
業
関
係
業
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
指
定

紛
争
解
決
機
関
の
業
務
規
程
に
反
す
る
行
為
を
行
つ

た
事
実
を
知
つ
た
と
き
。

３
　
前
項
第
八
号
又
は
第
九
号
に
該
当
す
る
と
き
の
届
出

は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
事
実
を
指
定
紛
争
解

決
機
関
が
知
つ
た
日
か
ら
一
月
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
紛
争
解
決
等
業
務
に
関
す
る
報
告
書
の
提
出
）

第
三
十
四
条
の
七
十
八
　
法
第
五
十
二
条
の
八
十
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
作
成
す
べ
き
紛

争
解
決
等
業
務
に
関
す
る
報
告
書
は
、
別
紙
様
式
第
二

十
四
号
に
よ
り
作
成
し
、
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内

に
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
報
告
書
に
は
、

終
事
業
年
度
に
係
る
財
産

目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
収
支
計
算
書
若
し
く
は
損
益

計
算
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
添
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ

り
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
同
項
の
報
告
書
の
提

出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め

金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
て
、
当
該
提
出
を
延
期
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
指
定
紛
争
解
決
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認

を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
理
由
書

を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

５
　
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請

が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
指
定
紛
争
解
決

機
関
が
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
の
延
期
を
す
る
こ

と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
理
由
が
あ

る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

第
九
章
　
雑
則

（
届
出
事
項
）

第
三
十
五
条
　
法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と

す
る
。

一
　
定
款
を
変
更
し
た
場
合

二
　
新
株
予
約
権
又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
を
発
行
し

よ
う
と
す
る
場
合

二
の
二
　
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
期
限
前
償
還

を
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
期
限
の
な
い
も
の
に
つ
い

て
償
還
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
含
む
。
）

三
　
銀
行
を
代
表
す
る
取
締
役
、
銀
行
の
常
務
に
従
事

す
る
取
締
役
又
は
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会

社
に
あ
つ
て
は
銀
行
を
代
表
す
る
取
締
役
、
銀
行
の

常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
又
は
監
査
等
委
員
（
銀
行

の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
を
除
く
。
）
、
指
名
委
員

会
等
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
銀
行
の
常
務
に
従
事
す

る
取
締
役
、
代
表
執
行
役
、
執
行
役
又
は
監
査
委
員

（
銀
行
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
を
除
く
。
）
。
以

下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
役
員
等
」
と
い

う
。
）
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
役
員
等
が

退
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合

を
除
く
。
）

三
の
二
　
役
員
等
の
選
任
又
は
退
任
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
選
退
任
」
と
い
う
。
）
が
あ
つ
た
場
合

（
役
員
等
の
選
退
任
の
前
に
、
役
員
等
を
選
任
し
よ

う
と
す
る
旨
又
は
役
員
等
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
旨

の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、

や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

三
の
三
　
会
計
参
与
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は

会
計
参
与
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該

当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

三
の
四
　
会
計
参
与
の
選
退
任
が
あ
つ
た
場
合
（
会
計

参
与
の
選
退
任
の
前
に
、
会
計
参
与
を
選
任
し
よ
う

と
す
る
旨
又
は
会
計
参
与
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
旨

の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、

や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

三
の
五
　
会
計
監
査
人
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
又

は
会
計
監
査
人
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
次
号

に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

三
の
六
　
会
計
監
査
人
の
選
退
任
が
あ
つ
た
場
合
（
会

社
法
第
三
百
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
再
任

さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合
を
除
き
、
会
計
監

査
人
の
選
退
任
の
前
に
、
会
計
監
査
人
を
選
任
し
よ

う
と
す
る
旨
又
は
会
計
監
査
人
が
退
任
し
よ
う
と
す

る
旨
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い

て
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

三
の
七
　
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
営
業
所

を
当
該
営
業
所
以
外
の
営
業
所
（
出
張
所
の
う
ち
臨

時
若
し
く
は
巡
回
型
の
施
設
又
は
無
人
の
設
備
で
あ

る
も
の
を
除
く
。
）
と
し
よ
う
と
す
る
場
合

四
　
第
九
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
出
張
所
（
臨

時
若
し
く
は
巡
回
型
の
施
設
又
は
無
人
の
設
備
を
除

く
。
）
の
設
置
、
位
置
の
変
更
若
し
く
は
廃
止
又
は

第
九
条
の
二
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
出
張
所
の

設
置
を
し
た
場
合

五
　
第
九
条
の
二
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
出
張
所

の
廃
止
又
は
外
国
に
所
在
す
る
営
業
所
の
位
置
の
変

更
（
次
号
又
は
第
九
条
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第

四
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
を
し
よ
う
と
す

る
場
合

五
の
二
　
外
国
に
所
在
す
る
出
張
所
（
臨
時
若
し
く
は

巡
回
型
の
施
設
又
は
無
人
の
設
備
に
限
る
。
）
の
廃

止
又
は
位
置
の
変
更
（
第
九
条
第
一
項
第
三
号
又
は

第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
を
し
た
場
合

六
　
法
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
（
金
融
庁
長

官
が
別
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
全
部
若
し
く

は
一
部
の
み
を
営
む
施
設
若
し
く
は
設
備
の
設
置
、

位
置
の
変
更
若
し
く
は
廃
止
又
は
当
該
施
設
若
し
く

は
設
備
に
お
い
て
営
む
業
務
の
内
容
の
変
更
を
し
た

場
合

六
の
二
　
外
国
に
お
い
て
法
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す

る
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
み
を
営
む
施
設
若

し
く
は
設
備
の
設
置
、
位
置
の
変
更
若
し
く
は
廃
止

又
は
当
該
施
設
若
し
く
は
設
備
に
お
い
て
営
む
業
務

の
内
容
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

六
の
三
　
銀
行
代
理
業
を
委
託
す
る
旨
の
契
約
を
締
結

し
、
当
該
契
約
を
変
更
し
、
又
は
当
該
契
約
を
終
了

し
た
場
合
（
委
託
し
た
銀
行
代
理
業
を
再
委
託
す
る

こ
と
に
つ
い
て
許
諾
を
行
つ
た
場
合
を
含
む
。
）

六
の
四
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
を
委
託
す
る
旨
の
契
約

を
締
結
し
、
当
該
契
約
を
変
更
し
、
又
は
当
該
契
約

を
終
了
し
た
場
合

六
の
五
　
法
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
に
係
る

契
約
の
締
結
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
を
委
託
す
る
旨

の
契
約
を
締
結
し
、
当
該
契
約
を
変
更
し
、
又
は
当

該
契
約
を
終
了
し
た
場
合

六
の
六
　
特
定
取
引
勘
定
を
設
け
よ
う
と
す
る
場
合

六
の
七
　
特
定
取
引
勘
定
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
場
合

七
　
銀
行
の
営
業
所
（
臨
時
若
し
く
は
巡
回
型
の
施
設

又
は
無
人
の
設
備
を
除
く
。
）
の
全
部
又
は
一
部
に

お
い
て
、
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
時

間
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
同
条
第
一
項
に

規
定
す
る
営
業
時
間
以
外
の
時
間
に
お
い
て
の
み
そ

の
業
務
を
営
む
も
の
の
設
置
に
係
る
場
合
及
び
第
三

号
の
七
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

八
　
銀
行
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
の
担
保
権
の
実
行
に

よ
る
株
式
等
の
取
得
又
は
第
十
七
条
の
四
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
他
の
会
社
を
子
会
社
（
他

業
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
に
あ
つ
て
は
、
当
該
銀
行

又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数

を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
会
社
。
第
十
二
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
と
し
た
場
合
（
法
第
五
十
三
条
第

一
項
第
二
号
の
規
定
又
は
第
十
号
の
規
定
に
よ
り
届

出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
を
除
く
。
）

九
　
法
第
十
六
条
の
二
第
四
項
の
認
可
を
受
け
て
銀
行

若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決

権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
他
業
銀
行
業
高

度
化
等
会
社
又
は
同
項
の
認
可
を
受
け
て
銀
行
が
子

会
社
と
し
て
い
る
外
国
の
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の

議
決
権
を
取
得
し
、
又
は
保
有
し
た
場
合
（
前
号
又

は
第
十
五
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

十
　
子
会
社
対
象
会
社
（
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
子
会
社
対
象
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の

号
、
次
号
及
び
第
十
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外

の
外
国
の
会
社
（
同
条
第
六
項
第
一
号
に
規
定
す
る

特
例
持
株
会
社
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
子
会
社
と
し
よ
う
と
す
る
場
合

（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
又

は
同
条
第
十
一
項
の
認
可
を
受
け
て
子
会
社
対
象
会

社
以
外
の
外
国
の
会
社
を
子
会
社
と
し
よ
う
と
す
る

場
合
及
び
法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す

る
場
合
を
除
く
。
）

十
一
　
子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
外
国
の
会
社
を
子
会

社
と
し
た
場
合
（
法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
三
号
又

は
第
五
号
に
該
当
す
る
場
合
及
び
第
八
号
に
該
当
す

る
場
合
を
除
く
。
）

十
二
　
そ
の
子
会
社
（
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
等
又

は
事
業
再
生
会
社
の
子
会
社
を
除
く
。
）
が
名
称
、

本
店
若
し
く
は
主
た
る
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
の

位
置
の
変
更
（
変
更
前
の
位
置
に
復
す
る
こ
と
が
明

ら
か
な
場
合
を
除
く
。
）
、
合
併
又
は
業
務
の
全
部
の

廃
止
を
行
つ
た
場
合
（
法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
三

号
又
は
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
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十
三
　
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準

議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
他
業
銀
行
業
高
度
化

等
会
社
の
議
決
権
の
う
ち
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超

え
る
部
分
の
議
決
権
を
保
有
し
な
く
な
つ
た
場
合

十
四
　
法
第
十
六
条
の
二
第
十
四
項
の
承
認
を
受
け
た

事
項
を
実
行
し
た
場
合
（
法
第
五
十
三
条
第
一
項
第

三
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

十
五
　
第
十
四
条
の
十
二
各
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
者
（
子
会
社
及
び
新
規
事
業
分
野
開

拓
会
社
等
又
は
事
業
再
生
会
社
（
銀
行
の
子
会
社
で

あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
子
法
人
等
又
は
関
連
法
人

等
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
殊
関
係

者
」
と
い
う
。
）
を
新
た
に
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た

場
合
（
新
た
に
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
特
殊
関
係
者

が
法
第
十
六
条
の
二
第
四
項
の
認
可
を
受
け
て
銀
行

又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数

を
超
え
て
議
決
権
を
新
た
に
取
得
し
、
又
は
保
有
す

る
他
業
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
で
あ
る
場
合
を
除

く
。
）

十
六
　
そ
の
特
殊
関
係
者
が
特
殊
関
係
者
で
な
く
な
つ

た
場
合

十
七
　
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
、
他
の
会
社
（
外
国

の
会
社
、
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
等
、
事
業
再
生

会
社
、
他
業
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
及
び
特
例
事
業

再
生
会
社
を
除
く
。
）
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の

基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
又
は
保
有
し
た

場
合
（
当
該
他
の
会
社
が
当
該
銀
行
の
子
会
社
又
は

特
殊
関
係
者
と
な
つ
た
場
合
を
除
く
。
）

十
八
　
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準

議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
国
内

の
会
社
（
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
国

内
の
会
社
を
い
う
。
）
の
議
決
権
の
う
ち
そ
の
基
準

議
決
権
数
を
超
え
る
部
分
の
議
決
権
を
保
有
し
な
く

な
つ
た
場
合

十
九
　
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準

議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
子
会
社
対

象
会
社
（
当
該
銀
行
の
子
会
社
及
び
外
国
の
会
社
を

除
く
。
）
又
は
銀
行
の
特
殊
関
係
者
（
子
会
社
対
象

会
社
に
限
る
。
）
が
当
該
子
会
社
対
象
会
社
以
外
の

子
会
社
対
象
銀
行
等
（
法
第
十
六
条
の
二
第
四
項
に

規
定
す
る
子
会
社
対
象
銀
行
等
を
い
う
。
次
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
会
社
と
な
つ
た
こ
と
を

知
つ
た
場
合
（
法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
五
号
に
該

当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

二
十
　
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準

議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
子
会
社
対

象
銀
行
等
（
当
該
銀
行
の
子
会
社
及
び
外
国
の
会
社

を
除
く
。
）
又
は
銀
行
の
特
殊
関
係
者
（
子
会
社
対

象
銀
行
等
に
限
る
。
）
が
当
該
子
会
社
対
象
銀
行
等

に
該
当
し
な
い
会
社
と
な
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
場
合

（
前
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

二
十
一
　
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基

準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
法
第
十

六
条
の
二
第
一
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
会
社
（
当
該

銀
行
の
子
会
社
及
び
他
業
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を

除
く
。
）
又
は
銀
行
の
特
殊
関
係
者
（
同
号
に
掲
げ

る
会
社
（
他
業
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
除
く
。
）

に
限
る
。
）
が
他
業
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
と
な
つ

た
こ
と
を
知
つ
た
場
合

二
十
二
　
法
第
五
十
二
条
の
二
第
二
項
の
認
可
を
受
け

た
銀
行
が
、
外
国
銀
行
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
外
国
銀

行
と
の
間
で
外
国
銀
行
代
理
業
務
に
係
る
委
託
契
約

を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合

二
十
三
　
法
第
五
十
二
条
の
二
第
二
項
の
認
可
を
受
け

た
銀
行
が
、
所
属
外
国
銀
行
と
の
間
で
外
国
銀
行
代

理
業
務
に
係
る
委
託
契
約
を
終
了
し
よ
う
と
す
る

場
合

二
十
四
　
法
第
五
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
を
行
つ
た
銀
行
が
、
所
属
外
国
銀
行
と
の
間
で

外
国
銀
行
代
理
業
務
に
係
る
委
託
契
約
を
終
了
し
よ

う
と
す
る
場
合

二
十
五
　
外
国
に
お
い
て
設
置
し
た
駐
在
員
事
務
所
の

廃
止
又
は
位
置
の
変
更
を
し
た
場
合

二
十
六
　
外
国
に
お
い
て
銀
行
の
業
務
に
関
連
を
有
す

る
業
務
を
行
う
施
設
（
駐
在
員
事
務
所
を
除
く
。
）

を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
当
該
施
設
の
廃
止

若
し
く
は
位
置
の
変
更
を
し
た
場
合

二
十
七
　
外
国
に
お
い
て
行
う
外
国
銀
行
代
理
業
務
に

係
る
所
属
外
国
銀
行
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合

イ
　
資
本
金
又
は
出
資
の
額
を
変
更
し
た
場
合

ロ
　
商
号
若
し
く
は
名
称
又
は
主
た
る
営
業
所
の
所

在
地
を
変
更
し
た
場
合

ハ
　
合
併
を
し
、
会
社
分
割
に
よ
り
事
業
を
承
継
さ

せ
、
若
し
く
は
承
継
し
、
又
は
事
業
の
全
部
若
し

く
は
重
要
な
一
部
の
譲
渡
若
し
く
は
譲
受
け
を
し

た
場
合

ニ
　
解
散
（
合
併
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
し
、

又
は
銀
行
業
の
廃
止
を
し
た
場
合

ホ
　
銀
行
業
に
係
る
免
許
（
当
該
免
許
に
類
す
る
許

可
、
登
録
そ
の
他
の
行
政
処
分
を
含
む
。
）
を
取

り
消
さ
れ
た
場
合

ヘ
　
破
産
手
続
開
始
の
決
定
が
あ
つ
た
場
合

二
十
八
　
特
定
取
引
勘
定
設
置
銀
行
又
は
特
定
取
引
勘

定
届
出
外
国
銀
行
支
店
に
お
い
て
、
特
定
取
引
と
し

て
経
理
し
よ
う
と
す
る
取
引
の
種
類
そ
の
他
第
七
項

第
一
号
に
定
め
る
書
面
に
係
る
事
項
を
変
更
し
よ
う

と
す
る
場
合
（
軽
微
な
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

を
除
く
。
）

二
十
九
　
外
国
銀
行
支
店
が
特
定
取
引
勘
定
に
類
す
る

勘
定
を
設
け
よ
う
と
す
る
場
合

三
十
　
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
連
結
自
己
資
本
比

率
を
算
出
す
る
際
に
、
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
会
社
の
資
産
、
負
債
、
収
益
及
び
費
用

の
う
ち
当
該
会
社
に
投
資
し
て
い
る
銀
行
及
び
連
結

子
法
人
等
（
当
該
銀
行
の
子
法
人
等
で
あ
つ
て
連
結

の
範
囲
に
含
ま
れ
る
も
の
を
い
う
。
第
四
十
二
号
及

び
第
四
十
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
帰
属
す
る
部

分
を
連
結
の
範
囲
に
含
め
る
方
法
を
用
い
よ
う
と
す

る
場
合

三
十
一
　
前
号
に
規
定
す
る
方
法
の
使
用
を
中
断
し
よ

う
と
す
る
場
合

三
十
二
　
劣
後
特
約
付
金
銭
消
費
貸
借
（
金
融
庁
長
官

が
別
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
次
号
並
び
に
第
三
項

第
二
十
一
号
及
び
第
二
十
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
よ
る
借
入
れ
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
劣
後
特

約
付
社
債
（
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
も
の
を
除

く
。
次
号
並
び
に
同
項
第
二
十
一
号
及
び
第
二
十
二

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
発
行
し
よ
う
と
す
る
場
合

三
十
三
　
劣
後
特
約
付
金
銭
消
費
貸
借
に
係
る
債
務
に

つ
い
て
期
限
前
弁
済
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
劣

後
特
約
付
社
債
に
つ
い
て
期
限
前
償
還
を
し
よ
う
と

す
る
場
合
（
期
限
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
弁
済
又
は

償
還
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
含
む
。
）

三
十
四
　
会
社
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
（
同
法
第
百

六
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
株
主
総
会
又

は
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
り
そ
の
株
式
を
取
得
し
よ

う
と
す
る
場
合

三
十
五
　
会
社
法
第
百
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
取
得
す
る
日
を
定
め
た
そ
の
取
得
条
項
付
株
式

（
同
法
第
二
条
第
十
九
号
に
規
定
す
る
取
得
条
項
付

株
式
を
い
う
。
第
三
項
第
二
十
四
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
場
合

三
十
六
　
会
社
法
第
百
七
十
一
条
第
一
項
前
段
の
規
定

に
よ
る
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
り
そ
の
全
部
取
得
条

項
付
種
類
株
式
（
同
項
前
段
に
規
定
す
る
全
部
取
得

条
項
付
種
類
株
式
を
い
う
。
第
三
項
第
二
十
五
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
全
部
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
場

合
三
十
七
　
会
社
法
第
百
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
そ
の
処
分
す
る
自
己
株
式
（
同
法
第
百
十
三
条
第

四
項
に
規
定
す
る
自
己
株
式
を
い
う
。
第
三
項
第
二

十
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
引
き
受
け
る
者
の
募

集
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

三
十
八
　
銀
行
、
そ
の
子
会
社
又
は
業
務
の
委
託
先

（
第
九
項
に
お
い
て
「
銀
行
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い

て
不
祥
事
件
（
業
務
の
委
託
先
に
あ
つ
て
は
、
当
該

銀
行
が
委
託
す
る
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
が

発
生
し
た
こ
と
を
知
つ
た
場
合

三
十
九
　
準
備
金
の
額
を
減
少
し
よ
う
と
す
る
場
合

四
十
　
会
社
法
第
四
百
五
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
剰
余

金
の
配
当
（
中
間
事
業
年
度
又
は
事
業
年
度
に
係
る

も
の
を
除
く
。
）
を
し
た
場
合

四
十
一
　
銀
行
が
会
社
法
第
四
百
三
十
五
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
作
成
す
る
事
業
報
告
及
び
附
属
明
細
書

を
定
時
株
主
総
会
に
提
出
し
、
又
は
提
供
し
た
場
合

四
十
二
　
専
ら
銀
行
の
自
己
資
本
の
充
実
に
資
す
る
資

金
の
調
達
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
資

本
調
達
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て

設
立
さ
れ
た
連
結
子
法
人
等
が
当
該
銀
行
以
外
の
者

か
ら
資
本
調
達
を
行
お
う
と
す
る
場
合

四
十
三
　
前
号
の
連
結
子
法
人
等
が
資
本
調
達
に
係
る

期
限
前
弁
済
又
は
期
限
前
償
還
を
し
よ
う
と
す
る
場

合
（
期
限
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
弁
済
又
は
償
還
を

し
よ
う
と
す
る
場
合
を
含
む
。
）

２
　
法
第
五
十
三
条
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。
た

だ
し
、
銀
行
主
要
株
主
が
銀
行
又
は
銀
行
持
株
会
社
で

あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
定
款
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
定
め
を
変
更
し
た
場
合

二
　
氏
名
若
し
く
は
名
称
を
変
更
し
、
又
は
住
所
、
居

所
、
主
た
る
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
の
設
置
、
位

置
の
変
更
若
し
く
は
廃
止
を
し
た
場
合

３
　
法
第
五
十
三
条
第
三
項
第
九
号
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
定
款
（
外
国
所
在
銀
行
持
株
会
社
に
あ
つ
て
は
定

款
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
定
め
）
を
変
更
し
た
場
合

二
　
新
株
予
約
権
又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
を
発
行
し

よ
う
と
す
る
場
合

二
の
二
　
新
株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
期
限
前
償
還

を
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
期
限
の
な
い
も
の
に
つ
い

て
償
還
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
含
む
。
）

三
　
銀
行
持
株
会
社
を
代
表
す
る
取
締
役
、
銀
行
持
株

会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
又
は
監
査
役
（
監

査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
銀
行
持
株
会
社

を
代
表
す
る
取
締
役
、
銀
行
持
株
会
社
の
常
務
に
従

事
す
る
取
締
役
又
は
監
査
等
委
員
（
銀
行
持
株
会
社

の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
を
除
く
。
）
、
指
名
委
員
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会
等
設
置
会
社
に
あ
つ
て
は
銀
行
持
株
会
社
の
常
務

に
従
事
す
る
取
締
役
、
代
表
執
行
役
、
執
行
役
又
は

監
査
委
員
（
銀
行
持
株
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取

締
役
を
除
く
。
）
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て

「
役
員
等
」
と
い
う
。
）
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合

又
は
役
員
等
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
次
号
に

該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

三
の
二
　
役
員
等
の
選
退
任
が
あ
つ
た
場
合
（
役
員
等

の
選
退
任
の
前
に
、
役
員
等
を
選
任
し
よ
う
と
す
る

旨
又
は
役
員
等
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
旨
の
届
出
を

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
や
む
を
得

な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

三
の
三
　
外
国
所
在
銀
行
持
株
会
社
を
代
表
す
る
取
締

役
若
し
く
は
執
行
役
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
職

に
あ
る
者
若
し
く
は
当
該
外
国
所
在
銀
行
持
株
会
社

の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
若
し
く
は
執
行
役
若
し

く
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
職
に
あ
る
者
（
以
下
こ
の
号

及
び
次
号
に
お
い
て
「
外
国
所
在
銀
行
持
株
会
社
の

役
員
等
」
と
い
う
。
）
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合

又
は
外
国
所
在
銀
行
持
株
会
社
の
役
員
等
が
退
任
し

よ
う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除

く
。
）

三
の
四
　
外
国
所
在
銀
行
持
株
会
社
の
役
員
等
の
選
退

任
が
あ
つ
た
場
合
（
外
国
所
在
銀
行
持
株
会
社
の
役

員
等
の
選
退
任
の
前
に
、
外
国
所
在
銀
行
持
株
会
社

の
役
員
等
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
旨
又
は
外
国
所
在

銀
行
持
株
会
社
の
役
員
等
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
旨

の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、

や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

三
の
五
　
会
計
参
与
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は

会
計
参
与
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該

当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

三
の
六
　
会
計
参
与
の
選
退
任
が
あ
つ
た
場
合
（
会
計

参
与
の
選
退
任
の
前
に
、
会
計
参
与
を
選
任
し
よ
う

と
す
る
旨
又
は
会
計
参
与
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
旨

の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、

や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

三
の
七
　
会
計
監
査
人
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
又

は
会
計
監
査
人
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
次
号

に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

三
の
八
　
会
計
監
査
人
の
選
退
任
が
あ
つ
た
場
合
（
会

社
法
第
三
百
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
再
任

さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合
を
除
き
、
会
計
監

査
人
の
選
退
任
の
前
に
、
会
計
監
査
人
を
選
任
し
よ

う
と
す
る
旨
又
は
会
計
監
査
人
が
退
任
し
よ
う
と
す

る
旨
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い

て
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

四
　
事
務
所
の
設
置
、
位
置
の
変
更
又
は
廃
止
を
し
よ

う
と
す
る
場
合

四
の
二
　
第
三
十
四
条
の
十
四
の
四
第
二
項
に
規
定
す

る
業
務
を
行
お
う
と
す
る
場
合

五
　
銀
行
持
株
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
の
担
保
権

の
実
行
に
よ
る
株
式
等
の
取
得
又
は
第
三
十
四
条
の

十
七
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
他
の
会
社

を
子
会
社
（
他
業
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
に
あ
つ
て

は
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算

し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有

す
る
会
社
。
第
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
た
場

合
（
法
第
五
十
三
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
又
は
第

七
号
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

場
合
を
除
く
。
）

六
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
三
項
の
認
可
を
受
け

て
銀
行
持
株
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し

て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す

る
他
業
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
又
は
同
項
の
認
可
を

受
け
て
銀
行
持
株
会
社
が
子
会
社
と
し
て
い
る
外
国

の
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
を
取
得
し
、
又

は
保
有
し
た
場
合
（
前
号
又
は
第
十
二
号
に
該
当
す

る
場
合
を
除
く
。
）

七
　
子
会
社
対
象
会
社
（
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第

一
項
に
規
定
す
る
子
会
社
対
象
会
社
を
い
う
。
以
下

こ
の
号
、
次
号
及
び
第
十
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

以
外
の
外
国
の
会
社
（
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
の

二
第
十
項
に
規
定
す
る
特
例
子
会
社
対
象
会
社
を
除

き
、
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
五
項
第
一
号
に
規

定
す
る
特
例
持
株
会
社
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び

次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
子
会
社
と
し
よ
う
と
す

る
場
合
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第

三
項
又
は
同
条
第
十
項
の
認
可
を
受
け
て
子
会
社
対

象
会
社
以
外
の
外
国
の
会
社
を
子
会
社
と
し
よ
う
と

す
る
場
合
及
び
法
第
五
十
三
条
第
三
項
第
四
号
に
該

当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

八
　
子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
外
国
の
会
社
を
子
会
社

と
し
た
場
合
（
法
第
五
十
三
条
第
三
項
第
四
号
又
は

第
七
号
に
該
当
す
る
場
合
及
び
第
五
号
に
該
当
す
る

場
合
を
除
く
。
）

九
　
そ
の
子
会
社
（
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
等
又
は

事
業
再
生
会
社
の
子
会
社
を
除
く
。
）
が
名
称
、
本

店
若
し
く
は
主
た
る
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
の
位

置
の
変
更
（
変
更
前
の
位
置
に
復
す
る
こ
と
が
明
ら

か
な
場
合
を
除
く
。
）
、
合
併
又
は
業
務
の
全
部
の
廃

止
を
行
つ
た
場
合
（
法
第
五
十
三
条
第
三
項
第
二
号

若
し
く
は
第
四
号
又
は
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除

く
。
）

十
　
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ

の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
他
業
銀
行
業

高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
の
う
ち
そ
の
基
準
議
決
権

数
を
超
え
る
部
分
の
議
決
権
を
保
有
し
な
く
な
つ
た

場
合

十
一
　
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
十
三
項
の
承
認
を

受
け
た
事
項
を
実
行
し
た
場
合
（
法
第
五
十
三
条
第

三
項
第
四
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

十
二
　
第
三
十
四
条
の
二
十
三
各
号
に
掲
げ
る
者
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
子
会
社
及
び
新
規
事
業
分

野
開
拓
会
社
等
又
は
事
業
再
生
会
社
（
銀
行
持
株
会

社
の
子
会
社
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
子
法
人
等

又
は
関
連
法
人
等
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
特
殊
関
係
者
」
と
い
う
。
）
を
新
た
に
有
す
る
こ
と

と
な
つ
た
場
合
（
新
た
に
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
特

殊
関
係
者
が
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
三
項
の
認

可
を
受
け
て
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
合

算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
新

た
に
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
他
業
銀
行
業
高
度
化

等
会
社
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

十
三
　
そ
の
特
殊
関
係
者
が
特
殊
関
係
者
で
な
く
な
つ

た
場
合

十
四
　
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
、
他
の
会

社
（
外
国
の
会
社
、
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
等
、

事
業
再
生
会
社
、
他
業
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
、
特

例
銀
行
業
高
度
化
等
業
務
を
専
ら
営
む
会
社
及
び
特

例
事
業
再
生
会
社
を
除
く
。
）
の
議
決
権
を
合
算
し

て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
又
は
保

有
し
た
場
合
（
当
該
他
の
会
社
が
当
該
銀
行
持
株
会

社
の
子
会
社
又
は
特
殊
関
係
者
と
な
つ
た
場
合
を
除

く
。
）

十
五
　
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て

そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
と
な

つ
た
国
内
の
会
社
（
法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
一

項
に
規
定
す
る
国
内
の
会
社
を
い
う
。
）
の
議
決
権

の
う
ち
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
部
分
の
議
決

権
を
保
有
し
な
く
な
つ
た
場
合

十
六
　
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て

そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る

子
会
社
対
象
会
社
若
し
く
は
特
例
子
会
社
対
象
業
務

会
社
（
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
及
び
外
国
の

会
社
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
子
会
社
対

象
会
社
等
」
と
い
う
。
）
又
は
銀
行
持
株
会
社
の
特

殊
関
係
者
（
子
会
社
対
象
会
社
等
に
限
る
。
）
が
当

該
子
会
社
対
象
会
社
等
以
外
の
子
会
社
対
象
銀
行
等

（
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
三
項
に
規
定
す
る
子

会
社
対
象
銀
行
等
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

又
は
特
例
子
会
社
対
象
業
務
会
社
に
該
当
す
る
会
社

と
な
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
場
合
（
法
第
五
十
二
条
の

二
十
三
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
場

合
及
び
法
第
五
十
三
条
第
三
項
第
七
号
に
該
当
す
る

場
合
を
除
く
。
）

十
七
　
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て

そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る

子
会
社
対
象
銀
行
等
（
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
子
会

社
及
び
外
国
の
会
社
を
除
く
。
）
又
は
銀
行
持
株
会

社
の
特
殊
関
係
者
（
子
会
社
対
象
銀
行
等
に
限
る
。
）

が
当
該
子
会
社
対
象
銀
行
等
に
該
当
し
な
い
会
社
と

な
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
場
合
（
前
号
に
該
当
す
る
場

合
を
除
く
。
）

十
八
　
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て

そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る

法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項
第
十
四
号
に
掲
げ

る
会
社
（
当
該
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
及
び
他
業

銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
除
く
。
）
又
は
銀
行
持
株

会
社
の
特
殊
関
係
者
（
同
号
に
掲
げ
る
会
社
（
他
業

銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
が
他

業
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
と
な
つ
た
こ
と
を
知
つ
た

場
合

十
九
　
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
連
結
自

己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
際
に
、
金
融
庁
長
官
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
会
社
の
資
産
、
負
債
、
収
益

及
び
費
用
の
う
ち
当
該
会
社
に
投
資
し
て
い
る
銀
行

持
株
会
社
及
び
連
結
子
法
人
等
（
当
該
銀
行
持
株
会

社
の
子
法
人
等
で
あ
つ
て
連
結
の
範
囲
に
含
ま
れ
る

も
の
を
い
う
。
第
三
十
号
及
び
第
三
十
一
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
帰
属
す
る
部
分
を
連
結
の
範
囲
に
含

め
る
方
法
を
用
い
よ
う
と
す
る
場
合

二
十
　
前
号
に
規
定
す
る
方
法
の
使
用
を
中
断
し
よ
う

と
す
る
場
合

二
十
一
　
劣
後
特
約
付
金
銭
消
費
貸
借
に
よ
る
借
入
れ

を
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
劣
後
特
約
付
社
債
を
発

行
し
よ
う
と
す
る
場
合

二
十
二
　
劣
後
特
約
付
金
銭
消
費
貸
借
に
係
る
債
務
に

つ
い
て
期
限
前
弁
済
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
劣

後
特
約
付
社
債
に
つ
い
て
期
限
前
償
還
を
し
よ
う
と

す
る
場
合
（
期
限
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
弁
済
又
は

償
還
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
含
む
。
）

二
十
三
　
会
社
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
（
同
法
第
百

六
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
株
主
総
会
又

は
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
り
そ
の
株
式
を
取
得
し
よ

う
と
す
る
場
合

90



二
十
四
　
会
社
法
第
百
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
取
得
す
る
日
を
定
め
た
そ
の
取
得
条
項
付
株
式
を

取
得
し
よ
う
と
す
る
場
合

二
十
五
　
会
社
法
第
百
七
十
一
条
第
一
項
前
段
の
規
定

に
よ
る
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
り
そ
の
全
部
取
得
条

項
付
種
類
株
式
の
全
部
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
場
合

二
十
六
　
会
社
法
第
百
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
そ
の
処
分
す
る
自
己
株
式
を
引
き
受
け
る
者
の
募

集
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

二
十
七
　
準
備
金
の
額
を
減
少
し
よ
う
と
す
る
場
合

二
十
八
　
会
社
法
第
四
百
五
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
剰

余
金
の
配
当
（
中
間
事
業
年
度
又
は
事
業
年
度
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）
を
し
た
場
合

二
十
九
　
銀
行
持
株
会
社
が
会
社
法
第
四
百
三
十
五
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
事
業
報
告
及
び
附

属
明
細
書
を
定
時
株
主
総
会
に
提
出
し
、
又
は
提
供

し
た
場
合

三
十
　
専
ら
銀
行
持
株
会
社
の
自
己
資
本
の
充
実
に
資

す
る
資
金
の
調
達
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い

て
「
資
本
調
達
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
を
目
的

と
し
て
設
立
さ
れ
た
連
結
子
法
人
等
が
当
該
銀
行
持

株
会
社
以
外
の
者
か
ら
資
本
調
達
を
行
お
う
と
す
る

場
合

三
十
一
　
前
号
の
連
結
子
法
人
等
が
資
本
調
達
に
係
る

期
限
前
弁
済
又
は
期
限
前
償
還
を
し
よ
う
と
す
る
場

合
（
期
限
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
弁
済
又
は
償
還
を

し
よ
う
と
す
る
場
合
を
含
む
。
）

４
　
法
第
五
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
定
款
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
定
め
を
変
更
し
た
場
合

（
銀
行
で
あ
る
銀
行
代
理
業
者
が
変
更
し
た
場
合
を

除
く
。
）

二
　
銀
行
代
理
業
に
係
る
委
託
契
約
書
又
は
再
委
託
契

約
書
を
変
更
し
た
場
合

三
　
削
除

四
　
銀
行
代
理
業
に
関
す
る
不
祥
事
件
が
発
生
し
た
こ

と
を
知
つ
た
場
合

五
　
特
定
銀
行
代
理
業
者
の
営
業
所
又
は
事
務
所
の
全

部
又
は
一
部
に
お
い
て
、
第
三
十
四
条
の
五
十
五
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
時
間
の
変
更
を
し
よ
う
と

す
る
場
合

六
　
銀
行
代
理
業
を
再
委
託
し
た
場
合
（
銀
行
で
あ
る

銀
行
代
理
業
再
委
託
者
が
再
委
託
し
た
場
合
に
限

る
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
再
委
託
を
受
け
た
銀
行
代

理
業
再
受
託
者
の
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
及
び
主
た

る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
場
合

５
　
法
第
五
十
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。
た
だ
し
、

第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
銀
行
等
で
な
い

電
子
決
済
等
取
扱
業
者
が
法
第
二
条
第
十
七
項
各
号
に

掲
げ
る
行
為
を
行
つ
て
い
る
と
き
に
限
る
。

一
　
定
款
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
定
め
を
変
更
し
た
場
合

二
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
の
十
四
に
規
定
す
る
契
約

の
内
容
を
変
更
し
た
場
合

三
　
第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
三
第
一
項
第
五
号
に
掲

げ
る
事
項
を
変
更
し
た
場
合

四
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
に
関
す
る
不
祥
事
件
が
発
生

し
た
こ
と
を
知
つ
た
場
合

６
　
法
第
五
十
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。
た
だ
し
、

第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
銀
行
等
で
な
い

電
子
決
済
等
代
行
業
者
が
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一

号
に
掲
げ
る
行
為
（
第
一
条
の
三
の
三
に
定
め
る
行
為

を
除
く
。
）
を
行
つ
て
い
る
と
き
に
限
る
。

一
　
定
款
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
定
め
を
変
更
し
た
場
合

二
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
十
第
一
項
に
規
定
す

る
契
約
の
内
容
を
変
更
し
た
場
合

三
　
第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
二
第
一
項
第
四
号
に
掲

げ
る
事
項
を
変
更
し
た
場
合

７
　
銀
行
、
銀
行
主
要
株
主
（
銀
行
主
要
株
主
で
あ
つ
た

者
を
含
む
。
）
、
銀
行
持
株
会
社
（
銀
行
持
株
会
社
で
あ

つ
た
会
社
を
含
む
。
）
、
銀
行
代
理
業
者
、
電
子
決
済
等

取
扱
業
者
又
は
電
子
決
済
等
代
行
業
者
は
、
法
第
五
十

三
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
理
由
書
そ
の
他
参

考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面
（
次
の
各
号
に

掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書

面
）
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
第
一
項
第
六
号
の
六
又
は
第
二
十
九
号
に
掲
げ
る

場
合
　
次
に
掲
げ
る
書
面

イ
　
特
定
取
引
と
し
て
経
理
し
よ
う
と
す
る
取
引
の

種
類
及
び
当
該
取
引
を
行
う
部
署
の
名
称
を
記
載

し
た
書
面

ロ
　
時
価
等
の
算
定
（
特
定
取
引
に
係
る
利
益
若
し

く
は
損
失
又
は
当
該
取
引
の
対
象
と
な
る
財
産
の

価
格
を
算
定
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
を
行
う
部
署

の
名
称
を
記
載
し
た
書
面

ハ
　
特
定
取
引
及
び
そ
の
対
象
と
な
る
財
産
と
そ
の

他
の
取
引
及
び
財
産
と
の
区
別
に
関
す
る
経
理
の

方
針
（
特
定
取
引
勘
定
を
設
け
る
前
に
行
つ
た
取

引
及
び
そ
の
対
象
と
な
る
財
産
に
つ
い
て
の
区
別

に
関
す
る
経
理
の
方
針
を
含
む
。
）
を
記
載
し
た

書
面

ニ
　
内
部
取
引
（
一
の
銀
行
に
お
い
て
、
特
定
取
引

勘
定
と
そ
の
他
の
勘
定
と
の
間
で
行
う
第
十
三
条

の
六
の
三
第
二
項
第
五
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に

掲
げ
る
取
引
（
当
該
取
引
に
類
似
し
、
又
は
密
接

に
関
連
す
る
取
引
と
し
て
同
項
第
十
七
号
の
規
定

に
よ
り
特
定
取
引
と
さ
れ
る
取
引
を
含
む
。
）
を

い
う
。
）
を
行
う
場
合
（
当
該
内
部
取
引
を
解
約

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
項

を
記
載
し
た
書
面

ホ
　
勘
定
間
振
替
（
第
十
三
条
の
六
の
三
第
三
項
各

号
に
掲
げ
る
行
為
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
取

引
を
含
む
。
）
を
い
う
。
）
を
行
う
場
合
の
取
扱
い

に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

二
　
第
一
項
第
二
十
二
号
に
掲
げ
る
場
合
　
第
三
十
四

条
の
二
第
五
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七

号
に
掲
げ
る
書
面

三
　
第
一
項
第
四
十
一
号
に
掲
げ
る
場
合
　
同
号
に
規

定
す
る
事
業
報
告
及
び
附
属
明
細
書

四
　
第
三
項
第
四
号
の
二
に
掲
げ
る
場
合
　
行
お
う
と

す
る
業
務
の
内
容
及
び
当
該
業
務
を
遂
行
す
る
体
制

に
つ
い
て
記
載
し
た
書
面

五
　
第
三
項
第
二
十
九
号
に
掲
げ
る
場
合
　
同
号
に
規

定
す
る
事
業
報
告
及
び
附
属
明
細
書

六
　
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
　
変
更
後
の
委
託

契
約
書
又
は
再
委
託
契
約
書
の
写
し

８
　
次
に
掲
げ
る
届
出
は
、
半
期
ご
と
に
一
括
し
て
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

一
　
法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
三
項
第
七

号
に
該
当
す
る
と
き
の
届
出

二
　
第
一
項
第
四
号
、
第
五
号
の
二
又
は
第
六
号
に
該

当
す
る
と
き
の
届
出

三
　
第
一
項
第
十
一
号
又
は
第
三
項
第
八
号
に
該
当
す

る
と
き
の
届
出

四
　
法
第
五
十
三
条
第
五
項
に
該
当
す
る
と
き
の
届
出

（
電
子
決
済
等
取
扱
業
を
開
始
し
た
と
き
又
は
第
五

項
第
四
号
に
該
当
す
る
と
き
の
届
出
を
除
く
。
）

五
　
法
第
五
十
三
条
第
六
項
に
該
当
す
る
と
き
の
届
出

（
電
子
決
済
等
代
行
業
を
開
始
し
た
と
き
の
届
出
を

除
く
。
）

９
　
第
一
項
第
三
十
八
号
、
第
四
項
第
四
号
及
び
第
五
項

第
四
号
に
規
定
す
る
不
祥
事
件
と
は
、
銀
行
等
の
取
締

役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
（
会
計
参
与
が
法
人
で
あ
る

と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
社
員
を
含
む
。
）
、
監

査
役
若
し
く
は
従
業
員
又
は
銀
行
代
理
業
者
若
し
く
は

電
子
決
済
等
取
扱
業
者
若
し
く
は
そ
れ
ら
の
役
員
（
役

員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者

を
含
む
。
）
若
し
く
は
従
業
員
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
行
為
を
行
つ
た
こ
と
を
い
う
。

一
　
銀
行
の
業
務
、
銀
行
代
理
業
者
の
銀
行
代
理
業
の

業
務
又
は
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
の
電
子
決
済
等
取

扱
業
の
業
務
を
遂
行
す
る
に
際
し
て
の
詐
欺
、
横

領
、
背
任
そ
の
他
の
犯
罪
行
為

二
　
出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
り

に
関
す
る
法
律
又
は
預
金
等
に
係
る
不
当
契
約
の
取

締
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
三
十

六
号
）
に
違
反
す
る
行
為

三
　
現
金
、
手
形
、
小
切
手
又
は
有
価
証
券
そ
の
他
有

価
物
の
紛
失
（
盗
難
に
遭
う
こ
と
及
び
過
不
足
を
生

じ
さ
せ
る
こ
と
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
う
ち
、
銀
行
の
業
務
、
銀
行
代
理
業
者
の

銀
行
代
理
業
の
業
務
又
は
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
の

電
子
決
済
等
取
扱
業
の
業
務
の
特
性
、
規
模
そ
の
他

の
事
情
を
勘
案
し
、
こ
れ
ら
の
業
務
の
管
理
上
重
大

な
紛
失
と
認
め
ら
れ
る
も
の

四
　
海
外
で
発
生
し
た
前
三
号
に
掲
げ
る
行
為
又
は
こ

れ
に
準
ず
る
も
の
で
、
発
生
地
の
監
督
当
局
に
報
告

し
た
も
の

五
　
そ
の
他
銀
行
の
業
務
、
銀
行
代
理
業
者
の
銀
行
代

理
業
の
業
務
又
は
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
の
電
子
決

済
等
取
扱
業
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
に
支

障
を
来
す
行
為
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
行
為
で
あ

つ
て
前
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
準
ず
る
も
の

10
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
届
出
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
第
一
項
第
三
十
八
号
、
第
四
項
第
四
号
及
び
第
五

項
第
四
号
に
該
当
す
る
場
合
　
不
祥
事
件
の
発
生
を

銀
行
、
銀
行
代
理
業
者
又
は
電
子
決
済
等
取
扱
業
者

が
知
つ
た
日

二
　
第
四
項
第
六
号
に
該
当
す
る
場
合
　
同
号
の
規
定

に
よ
る
変
更
が
あ
つ
た
日

11
　
第
一
項
第
十
八
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
法
第

十
六
条
の
二
第
一
項
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に

掲
げ
る
会
社
の
議
決
権
の
取
得
又
は
保
有
に
つ
い
て

は
、
同
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
特
定
子
会
社
は
、
銀

行
の
子
会
社
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
し
、
第
三
項

第
十
五
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
法
第
五
十
二
条

の
二
十
三
第
一
項
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲

げ
る
会
社
の
議
決
権
の
取
得
又
は
保
有
に
つ
い
て
は
、

同
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
特
定
子
会
社
は
、
銀
行
持

株
会
社
の
子
会
社
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。

12
　
第
一
項
第
十
七
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る

場
合
に
お
い
て
、
第
十
七
条
の
二
第
十
二
項
に
規
定
す

る
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
等
又
は
同
項
に
規
定
す
る

事
業
再
生
会
社
（
同
条
第
七
項
に
定
め
る
要
件
に
該
当

す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
他
の
会
社
の
議
決
権
の

取
得
又
は
保
有
に
つ
い
て
は
、
当
該
新
規
事
業
分
野
開
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拓
会
社
等
又
は
当
該
事
業
再
生
会
社
は
、
銀
行
の
子
会

社
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
し
、
第
三
項
第
十
四
号

か
ら
第
十
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
第
三

十
四
条
の
十
六
第
十
項
に
規
定
す
る
新
規
事
業
分
野
開

拓
会
社
等
又
は
同
項
に
規
定
す
る
事
業
再
生
会
社
（
同

条
第
五
項
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

に
よ
る
他
の
会
社
の
議
決
権
の
取
得
又
は
保
有
に
つ
い

て
は
、
当
該
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
等
又
は
当
該
事

業
再
生
会
社
は
、
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
に
該
当
し

な
い
も
の
と
み
な
す
。

13
　
法
第
二
条
第
十
一
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
八
号
、

第
九
号
、
第
十
三
号
、
第
十
五
号
及
び
第
十
七
号
か
ら

第
二
十
一
号
ま
で
、
第
三
項
第
五
号
、
第
六
号
、
第
十

号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
四
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
並

び
に
前
二
項
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

（
認
可
の
効
力
に
係
る
承
認
の
申
請
）

第
三
十
六
条
　
銀
行
、
銀
行
主
要
株
主
（
法
第
五
十
二
条

の
九
第
一
項
の
認
可
の
う
ち
設
立
に
係
る
も
の
を
受
け

た
者
を
含
む
。
）
又
は
銀
行
持
株
会
社
（
法
第
五
十
二

条
の
十
七
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
は
、

法
第
五
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
承
認

を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
理
由
書

を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２
　
金
融
庁
長
官
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申

請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る

か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
日
か
ら
六
月
以

内
に
当
該
認
可
を
受
け
た
事
項
を
実
行
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら

れ
る
理
由
が
あ
る
こ
と
。

二
　
合
理
的
な
期
間
内
に
当
該
認
可
を
受
け
た
事
項
を

実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

三
　
当
該
認
可
の
際
に
審
査
の
基
礎
と
な
つ
た
事
項
に

つ
い
て
当
該
認
可
を
受
け
た
事
項
の
実
行
が
見
込
ま

れ
る
時
期
ま
で
に
重
大
な
変
更
が
な
い
と
見
込
ま
れ

る
こ
と
。

（
登
記
）

第
三
十
六
条
の
二
　
法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
号
及
び
第

二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
銀
行

又
は
銀
行
持
株
会
社
が
法
第
二
十
条
第
六
項
又
は
第
五

十
二
条
の
二
十
八
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
す
る

た
め
に
使
用
す
る
自
動
公
衆
送
信
装
置
の
う
ち
当
該
行

為
を
す
る
た
め
の
用
に
供
す
る
部
分
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
に
お
い
て
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
記
号
そ
の
他
の

符
号
又
は
こ
れ
ら
の
結
合
で
あ
つ
て
、
情
報
の
提
供
を

受
け
る
者
が
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
入
力
す

る
こ
と
に
よ
つ
て
当
該
情
報
の
内
容
を
閲
覧
し
、
当
該

電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を

記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

２
　
そ
の
公
告
方
法
（
会
社
法
第
二
条
第
三
十
三
号
に
規

定
す
る
公
告
方
法
を
い
う
。
）
が
法
第
五
十
七
条
第
二

号
に
掲
げ
る
方
法
で
あ
る
銀
行
及
び
銀
行
持
株
会
社

は
、
会
社
法
第
九
百
十
一
条
第
三
項
第
二
十
八
号
イ
に

掲
げ
る
事
項
で
あ
つ
て
、
中
間
決
算
公
告
等
（
法
第
二

十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
銀
行
が
行
う
公
告
（
同
条

第
一
項
の
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計

算
書
に
関
す
る
公
告
を
除
く
。
）
又
は
第
五
十
二
条
の

二
十
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
銀
行
持
株
会
社
が
行
う

公
告
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
内

容
で
あ
る
情
報
の
提
供
を
受
け
る
た
め
の
も
の
を
、
当

該
事
項
で
あ
つ
て
中
間
決
算
公
告
等
以
外
の
公
告
の
内

容
で
あ
る
情
報
の
提
供
を
受
け
る
た
め
の
も
の
と
別
に

登
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
す
る
措
置
）

第
三
十
六
条
の
三
　
法
第
六
十
三
条
第
一
号
の
二
に
規
定

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
は
、
電
磁
的
記
録
に
記

録
さ
れ
た
事
項
を
紙
面
又
は
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法

と
す
る
。

２
　
法
第
六
十
三
条
第
一
号
の
三
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
措
置
は
、
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項

又
は
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
掲
載
し

た
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ア
ド
レ
ス
（
二
次
元
コ
ー
ド
そ
の

他
の
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
紙
面
又
は
映

像
面
に
表
示
す
る
方
法
と
す
る
。

（
経
由
官
庁
）

第
三
十
七
条
　
銀
行
（
外
国
銀
行
支
店
を
除
く
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
申
請
書
、
業
務
報
告
書

そ
の
他
こ
の
府
令
に
規
定
す
る
書
面
（
第
六
項
及
び
第

七
項
を
除
き
、
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
書
等
」

と
い
う
。
）
を
金
融
庁
長
官
に
提
出
す
る
と
き
は
、
当

該
銀
行
の
本
店
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当

該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
（
財
務
事
務

所
の
管
轄
区
域
を
除
く
。
）
内
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
福
岡
財
務
支
局
長
と
し
、
当
該
所
在
地
が
財
務
事
務

所
、
小
樽
出
張
所
又
は
北
見
出
張
所
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
財
務
事
務
所
等
」
と
い
う
。
）
の
管
轄
区
域

内
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
財
務
事
務
所
長
又
は

出
張
所
長
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
財
務
事
務
所
長

等
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
）
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
令
第
十
七
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
も
の
そ
の
他

の
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
も
の
に
係
る
申
請
書
等

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
銀
行
は
、
申
請
書
等
を
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支

局
長
に
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
銀
行
の
本
店

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
事
務
所
長
等
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
財
務
事
務
所
長
等
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
外
国
銀
行
支
店
は
、
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

中
間
業
務
報
告
書
又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務

報
告
書
を
金
融
庁
長
官
に
提
出
す
る
と
き
は
、
主
た
る

外
国
銀
行
支
店
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当

該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
（
財
務
事
務

所
の
管
轄
区
域
を
除
く
。
）
内
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
福
岡
財
務
支
局
長
と
し
、
当
該
所
在
地
が
財
務
事
務

所
等
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
財

務
事
務
所
長
等
と
す
る
。
）
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る

外
国
銀
行
支
店
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４
　
銀
行
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
の
保

有
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
又
は
銀
行
の
主
要
株
主
基
準

値
以
上
の
数
の
議
決
権
の
保
有
者
で
あ
る
会
社
そ
の
他

の
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
銀
行
の
主

要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
の
保
有
者
は
、
申

請
書
等
を
金
融
庁
長
官
に
提
出
す
る
と
き
は
、
主
要
株

主
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
を
保
有
し
よ
う
と
す
る

銀
行
又
は
保
有
し
て
い
る
銀
行
の
本
店
の
所
在
地
を
管

轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の

管
轄
区
域
（
財
務
事
務
所
の
管
轄
区
域
を
除
く
。
）
内

に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
福
岡
財
務
支
局
長
と
し
、
当

該
所
在
地
が
財
務
事
務
所
等
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場

合
に
あ
つ
て
は
当
該
財
務
事
務
所
長
等
と
す
る
。
）
を

経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
金

融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
銀
行
に
係
る
申
請
書
等
に
つ

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５
　
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
（
銀
行
を
子
会
社

と
す
る
持
株
会
社
で
あ
つ
た
会
社
を
含
む
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
は
、
申
請
書
等
を
金
融
庁
長
官
に
提
出

す
る
と
き
は
、
当
該
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社

の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長

（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
（
財
務

事
務
所
の
管
轄
区
域
を
除
く
。
）
内
に
あ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
福
岡
財
務
支
局
長
と
し
、
当
該
所
在
地
が
財
務

事
務
所
等
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当

該
財
務
事
務
所
長
等
と
す
る
。
）
を
経
由
し
て
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
令
第
十
七
条
の
三
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
も
の
そ

の
他
の
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
も
の
に
係
る
申
請

書
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

６
　
銀
行
代
理
業
者
（
外
国
に
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務

所
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
は
、
法
第
五
十
二
条
の
三
十
七
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
、
銀
行
代
理
業
に
関
す
る
報

告
書
そ
の
他
こ
の
府
令
に
規
定
す
る
書
面
（
以
下
こ
の

項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
を

金
融
庁
長
官
に
提
出
す
る
と
き
は
、
当
該
銀
行
代
理
業

者
の
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す

る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄

区
域
（
財
務
事
務
所
の
管
轄
区
域
を
除
く
。
）
内
に
あ

る
場
合
に
あ
つ
て
は
福
岡
財
務
支
局
長
と
し
、
当
該
所

在
地
が
財
務
事
務
所
等
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
当
該
財
務
事
務
所
長
等
と
す
る
。
）
を
経
由

し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
令
第
十

七
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
が
指
定

す
る
も
の
そ
の
他
の
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
も
の

に
係
る
申
請
書
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

７
　
銀
行
代
理
業
者
は
、
申
請
書
等
を
財
務
局
長
又
は
福

岡
財
務
支
局
長
に
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
銀

行
代
理
業
者
の
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

を
管
轄
す
る
財
務
事
務
所
長
等
が
あ
る
と
き
は
、
当
該

財
務
事
務
所
長
等
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

８
　
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
は
、
法
第
五
十
二
条
の
六
十

の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
、
電
子
決
済
等
取

扱
業
に
関
す
る
報
告
書
そ
の
他
こ
の
府
令
に
規
定
す
る

書
面
を
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
に
提
出
す
る

場
合
に
お
い
て
、
当
該
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
の
主
た

る
営
業
所
（
外
国
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
に
あ
つ
て

は
、
国
内
に
お
け
る
主
た
る
営
業
所
）
の
所
在
地
を
管

轄
す
る
財
務
事
務
所
長
等
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
財
務

事
務
所
長
等
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

９
　
電
子
決
済
等
代
行
業
者
（
外
国
法
人
又
は
外
国
に
住

所
を
有
す
る
個
人
で
あ
つ
て
国
内
に
営
業
所
又
は
事
務

所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
は
、
法
第
五
十
二
条
の

六
十
一
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
、
電
子
決

済
等
代
行
業
に
関
す
る
報
告
書
そ
の
他
こ
の
府
令
に
規

定
す
る
書
面
を
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
に
提

出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
電
子
決
済
等
代
行
業
者

の
主
た
る
営
業
所
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
事
務

所
長
等
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
財
務
事
務
所
長
等
を
経

由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

10
　
第
二
項
の
規
定
は
、
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会

社
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
「
本

店
」
と
あ
る
の
は
、
「
主
た
る
事
務
所
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。
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（
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
外
国
の
持
株
会
社
に
係
る
特

例
）

第
三
十
八
条
　
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
外
国
の
持
株
会
社

（
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
外
国
の
持
株
会
社
に
な
ろ
う

と
す
る
会
社
、
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
外
国
の
持
株
会

社
の
設
立
を
し
よ
う
と
す
る
者
及
び
銀
行
を
子
会
社
と

す
る
外
国
の
持
株
会
社
で
あ
つ
た
会
社
を
含
む
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
当
該
銀
行
を
子
会
社

と
す
る
外
国
の
持
株
会
社
が
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
り

申
請
書
又
は
届
出
書
に
添
付
し
て
内
閣
総
理
大
臣
又
は

金
融
庁
長
官
等
に
提
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
書
類
（
以

下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
添
付
書
類
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
添
付
書
類
に
代
え
て
こ
れ

に
準
ず
る
も
の
を
内
閣
総
理
大
臣
又
は
金
融
庁
長
官
等

に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
外
国
の
持
株
会
社
が
そ
の
本

国
（
当
該
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
外
国
の
持
株
会
社
の

設
立
に
当
た
つ
て
準
拠
し
た
法
令
を
制
定
し
た
国
を
い

う
。
）
の
法
令
又
は
慣
行
そ
の
他
の
正
当
な
事
由
に
よ

り
添
付
書
類
又
は
前
項
に
規
定
す
る
こ
れ
に
準
ず
る
書

類
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
添
付
書
類
等
」
と
い

う
。
）
の
い
ず
れ
を
も
内
閣
総
理
大
臣
又
は
金
融
庁
長

官
等
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
当
該

添
付
書
類
等
は
、
内
閣
総
理
大
臣
又
は
金
融
庁
長
官
等

に
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

３
　
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
外
国
の
持
株
会
社
に
対
す
る

こ
の
府
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
銀
行
を
子
会

社
と
す
る
外
国
の
持
株
会
社
で
国
内
に
事
務
所
を
有
す

る
も
の
に
つ
い
て
は
国
内
に
お
け
る
主
た
る
事
務
所
を

主
た
る
事
務
所
と
、
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
外
国
の
持

株
会
社
で
国
内
に
事
務
所
を
有
し
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
主
た
る
事
務
所
が
関
東
財
務
局
の
管
轄
区
域
内
に
所

在
す
る
も
の
と
み
な
す
。

（
銀
行
代
理
業
を
営
む
外
国
の
法
人
に
係
る
特
例
）

第
三
十
八
条
の
二
　
銀
行
代
理
業
を
営
む
外
国
の
法
人

（
銀
行
代
理
業
を
営
も
う
と
す
る
外
国
の
法
人
又
は
銀

行
代
理
業
を
営
む
外
国
の
法
人
の
設
立
を
し
よ
う
と
す

る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、

当
該
銀
行
代
理
業
を
営
む
外
国
の
法
人
が
法
第
五
十
二

条
の
三
十
七
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
書
類
又
は
こ

の
府
令
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
又
は
届
出
書
に
添
付
し

て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
書
面

（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
添
付
書
類
」
と

い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
添
付
書
類
に
代
え
て
こ

れ
に
準
ず
る
も
の
を
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

２
　
銀
行
代
理
業
を
営
む
外
国
の
法
人
が
そ
の
本
国
（
当

該
銀
行
代
理
業
を
営
む
外
国
の
法
人
の
設
立
に
当
た
つ

て
準
拠
し
た
法
令
を
制
定
し
た
国
を
い
う
。
）
の
法
令

又
は
慣
行
そ
の
他
の
正
当
な
事
由
に
よ
り
添
付
書
類
又

は
前
項
に
規
定
す
る
こ
れ
に
準
ず
る
書
面
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
添
付
書
類
等
」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ

を
も
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場

合
に
は
、
当
該
添
付
書
類
等
は
、
金
融
庁
長
官
等
に
提

出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

３
　
銀
行
代
理
業
を
営
む
外
国
の
法
人
に
対
す
る
こ
の
府

令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
銀
行
代
理
業
を
営
む

外
国
の
法
人
の
国
内
に
お
け
る
主
た
る
営
業
所
又
は
事

務
所
を
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
と
み
な
す
。

（
外
国
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
に
係
る
特
例
）

第
三
十
八
条
の
三
　
外
国
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
（
電
子

決
済
等
取
扱
業
を
営
も
う
と
す
る
外
国
の
法
人
又
は
電

子
決
済
等
取
扱
業
を
営
む
外
国
の
法
人
の
設
立
を
し
よ

う
と
す
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

は
、
当
該
外
国
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
が
法
（
第
七
章

の
五
及
び
第
五
十
三
条
第
五
項
に
限
る
。
）
又
は
こ
の

府
令
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
す
る
書
類

で
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
日
本
語
を
も
つ
て
記
載
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
英
語
で
記
載

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
外
国
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
は
、
法
第
五
十
二
条
の

六
十
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
又
は
こ
の
府
令
の

規
定
に
よ
り
申
請
書
若
し
く
は
届
出
書
に
添
付
し
て
金

融
庁
長
官
等
に
提
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
書
面
（
以
下

こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
添
付
書
類
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
は
、
当
該
添
付
書
類
に
代
え
て
こ
れ
に
準
ず

る
も
の
を
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３
　
外
国
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
が
そ
の
本
国
の
法
令
又

は
慣
行
そ
の
他
の
正
当
な
事
由
に
よ
り
添
付
書
類
又
は

前
項
に
規
定
す
る
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
添
付
書
類
等
」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ
を

も
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

に
は
、
当
該
添
付
書
類
等
は
、
金
融
庁
長
官
等
に
提
出

す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
電
子
決
済
等
代
行
業
を
営
む
外
国
法
人
又
は
外
国
に

住
所
を
有
す
る
個
人
等
に
係
る
特
例
）

第
三
十
八
条
の
四
　
法
（
第
七
章
の
六
及
び
第
五
十
三
条

第
六
項
に
限
る
。
）
又
は
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
り
電

子
決
済
等
代
行
業
を
営
む
外
国
法
人
又
は
外
国
に
住
所

を
有
す
る
個
人
（
電
子
決
済
等
代
行
業
を
営
も
う
と
す

る
外
国
法
人
又
は
外
国
に
住
所
を
有
す
る
個
人
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
者
が

金
融
庁
長
官
等
に
提
出
す
る
書
類
で
、
特
別
の
事
情
に

よ
り
日
本
語
を
も
つ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も

の
が
あ
る
と
き
は
、
英
語
で
記
載
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

２
　
電
子
決
済
等
代
行
業
を
営
む
外
国
法
人
又
は
外
国
に

住
所
を
有
す
る
個
人
は
、
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の

三
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
又
は
こ
の
府
令
の
規
定
に

よ
り
申
請
書
若
し
く
は
届
出
書
に
添
付
し
て
金
融
庁
長

官
等
に
提
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
書
面
（
以
下
こ
の
項

及
び
次
項
に
お
い
て
「
添
付
書
類
」
と
い
う
。
）
に
つ

い
て
は
、
当
該
添
付
書
類
に
代
え
て
こ
れ
に
準
ず
る
も

の
を
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
電
子
決
済
等
代
行
業
を
営
む
外
国
法
人
又
は
外
国
に

住
所
を
有
す
る
個
人
が
そ
の
本
国
の
法
令
又
は
慣
行
そ

の
他
の
正
当
な
事
由
に
よ
り
添
付
書
類
又
は
前
項
に
規

定
す
る
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
添
付
書
類
等
」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ
を
も
金
融
庁
長

官
等
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
当
該

添
付
書
類
等
は
、
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
す
る
こ
と
を

要
し
な
い
。

（
予
備
審
査
）

第
三
十
九
条
　
銀
行
、
銀
行
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の

数
の
議
決
権
の
保
有
者
、
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
持
株

会
社
又
は
銀
行
代
理
業
者
は
、
法
の
規
定
に
よ
る
認
可

又
は
法
第
五
十
二
条
の
四
十
二
第
一
項
の
承
認
を
受
け

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
認
可
又
は
承
認
の
申
請
を

す
る
際
に
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
す
べ
き
書
面
に
準
じ

た
書
面
を
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
て
予
備
審
査
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
標
準
処
理
期
間
）

第
四
十
条
　
内
閣
総
理
大
臣
又
は
金
融
庁
長
官
等
は
、

法
、
令
又
は
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
る
免
許
、
許
可
、

認
可
、
承
認
、
登
録
、
認
定
又
は
指
定
（
以
下
「
認
可

等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
申
請
（
予
備
審
査
に
係
る

も
の
を
除
く
。
）
が
そ
の
事
務
所
に
到
着
し
て
か
ら
一

月
以
内
に
、
当
該
申
請
に
対
す
る
処
分
を
す
る
よ
う
努

め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
認
可
等
に

関
す
る
申
請
に
対
す
る
処
分
は
、
二
月
以
内
に
す
る
よ

う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
銀
行
が
金
融
庁
長
官

に
対
し
て
す
る
申
請
に
対
す
る
認
可
等

一
の
二
　
法
第
五
十
二
条
の
六
十
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
指
定

二
　
令
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
財
務
局

長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
が
行
う
認
可
等
の
う
ち
、

他
の
財
務
局
（
福
岡
財
務
支
局
を
含
む
。
）
の
管
轄

区
域
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
認
可
等

二
の
二
　
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
銀
行
の
主
要
株

主
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
の
保
有
者
に
な
ろ
う

と
す
る
者
又
は
銀
行
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数

の
議
決
権
の
保
有
者
で
あ
る
会
社
そ
の
他
の
法
人
を

設
立
し
よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
銀
行
の
主
要
株
主

基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
の
保
有
者
が
金
融
庁
長

官
に
対
し
て
す
る
申
請
に
対
す
る
認
可
等

三
　
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
銀
行
を
子
会
社
と
す

る
持
株
会
社
が
金
融
庁
長
官
に
対
し
て
す
る
申
請
に

対
す
る
認
可
等

四
　
令
第
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
財
務
局

長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
が
行
う
認
可
等
の
う
ち
、

他
の
財
務
局
（
福
岡
財
務
支
局
を
含
む
。
）
の
管
轄

区
域
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
認
可
等

五
　
令
第
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
財
務
局

長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
が
行
う
認
可
等
の
う
ち
、

他
の
財
務
局
（
福
岡
財
務
支
局
を
含
む
。
）
の
管
轄

区
域
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
認
可
等

六
　
令
第
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
財
務
局

長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
が
行
う
認
可
等
の
う
ち
、

他
の
財
務
局
（
福
岡
財
務
支
局
を
含
む
。
）
の
管
轄

区
域
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
認
可
等

２
　
前
項
に
規
定
す
る
期
間
に
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
を

含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
申
請
を
補
正
す
る
た
め
に
要
す
る
期
間

二
　
当
該
申
請
を
し
た
者
が
当
該
申
請
の
内
容
を
変
更

す
る
た
め
に
要
す
る
期
間

三
　
当
該
申
請
を
し
た
者
が
当
該
申
請
に
係
る
審
査
に

必
要
と
認
め
ら
れ
る
資
料
を
追
加
す
る
た
め
に
要
す

る
期
間

附
　
則

１
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
七
年
四

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
銀
行
は
、
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
銀
行
業
を
営

む
外
国
の
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

て
大
蔵
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
名
称

二
　
主
た
る
営
業
所
の
位
置

三
　
業
務
の
内
容

四
　
資
本
の
額
又
は
出
資
の
総
額

五
　
役
員
の
役
職
名
及
び
氏
名
並
び
に
従
業
員
数

六
　
そ
の
他
大
蔵
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項

３
　
法
施
行
の
際
現
に
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
施
設
を

設
置
し
て
い
る
外
国
銀
行
は
、
法
附
則
第
二
十
三
条
に

規
定
す
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に

次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
大
蔵
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
　
支
店
そ
の
他
の
営
業
所
及
び
駐
在
員
事
務
所
の
数

を
記
載
し
た
書
類

二
　
資
本
の
額
又
は
出
資
の
総
額
を
記
載
し
た
書
類

三
　
代
表
権
を
有
す
る
役
員
の
役
職
名
及
び
氏
名
を
記

載
し
た
書
類

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
九
月
二
八
日
大
蔵
省
令

第
五
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
八
年
三
月
二
九
日
大
蔵
省
令

第
一
〇
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
到
来
し
た

終
の
決
算
期
に

作
成
さ
れ
た
貸
借
対
照
表
に
記
載
さ
れ
て
い
る
商
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
七

十
四
号
。
以
下
「
改
正
商
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改

正
前
の
商
法
第
二
百
八
十
七
条
ノ
二
に
規
定
す
る
引
当

金
で
、
改
正
商
法
に
よ
る
改
正
後
の
同
条
の
規
定
に
よ

り
引
当
金
と
し
て
計
上
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

は
、
取
り
崩
し
た
も
の
を
除
き
、
こ
の
省
令
の
施
行
後

初
に
到
来
す
る
決
算
期
に
作
成
す
べ
き
貸
借
対
照
表

に
お
い
て
は
、
資
本
の
部
中
剰
余
金
の
部
に
そ
の
目
的

の
た
め
の
任
意
積
立
金
と
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
不
動
産
圧
縮
引
当
金
に
つ
い
て
は
、

圧
縮
記
帳
に
よ
り
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
後

初
に
到
来
す
る
決
算
期
に
作

成
す
べ
き
損
益
計
算
書
に
お
け
る
前
項
の
引
当
金
の
取

崩
し
に
係
る
表
示
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
八
月
二
六
日
大
蔵
省
令

第
四
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
三
月
一
七
日
大
蔵
省
令

第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
四
月
二
八
日
大
蔵
省
令

第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
九
月
二
一
日
大
蔵
省
令

第
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
九
年
九
月
二
八
日
大
蔵
省
令

第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
四
月
一
二
日
大
蔵
省
令

第
二
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
出
張
所
（
無

人
又
は
携
帯
型
の
設
備
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
の
設

置
又
は
位
置
の
変
更
の
認
可
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
五
月
三
一
日
大
蔵
省
令

第
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
五
月
二
一
日
大
蔵
省
令

第
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
四
月
一
日
大
蔵
省
令
第

二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
六
二
年
一
一
月
五
日
大
蔵
省
令

第
五
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
三
〇
日
大
蔵
省
令
第

二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
七
月
一
一
日
大
蔵
省
令
第

六
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
元
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
は
、
平
成
元

年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
中
間

貸
借
対
照
表
、
中
間
損
益
計
算
書
、
貸
借
対
照
表
及
び

損
益
計
算
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た

営
業
年
度
に
係
る
中
間
貸
借
対
照
表
、
中
間
損
益
計
算

書
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
三
月
二
五
日
大
蔵
省
令
第

一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
四
月
一
日
大
蔵
省
令
第
一

六
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
十
四
条
第
二
項
の
改
正
規
定
は
、
平
成
五
年
四

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
は
、
平
成
四

年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
業
務

報
告
書
及
び
営
業
報
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前

に
開
始
し
た
営
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
及
び
営
業

報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
六
月
二
二
日
大
蔵
省
令
第

三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
一
二
月
一
日
大
蔵
省
令
第

七
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
三
月
三
日
大
蔵
省
令
第
四

号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
金
融
制
度
及
び
証
券
取
引
制
度
の
改

革
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
四
年
法
律
第
八
十
七
号
。
以
下
「
制
度
改
革
法
」
と

い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
五
年
四
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

２
　
銀
行
は
、
制
度
改
革
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
法

第
十
六
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
会
社
に
関
す

る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
大
蔵
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
の
位
置

二
　
業
務
の
内
容

三
　
資
本
の
額
又
は
出
資
の
総
額

四
　
役
員
の
役
職
名
及
び
氏
名
並
び
に
従
業
員
数

五
　
そ
の
他
大
蔵
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項

附
　
則
　
（
平
成
五
年
五
月
三
一
日
大
蔵
省
令
第

五
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
五
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
七
月
三
〇
日
大
蔵
省
令
第

七
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
貿
易
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
五
年
八
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
四
月
二
六
日
大
蔵
省
令
第

四
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
六
月
三
〇
日
大
蔵
省
令
第

五
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
七
月
一
日
大
蔵
省
令
第
六

五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
三
〇
日
大
蔵
省
令
第

二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
七
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
三
一
日
大
蔵
省
令
第

二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
九
月
二
八
日
大
蔵
省
令
第

六
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
二
月
一
日
大
蔵
省
令
第

八
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
三
月
二
七
日
大
蔵
省
令
第

九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
九
月
五
日
大
蔵
省
令
第
四

九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
二
月
二
七
日
大
蔵
省
令
第

三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
金
融
機
関
等
の
経
営
の
健
全
性

確
保
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
次

条
に
お
い
て
「
健
全
性
確
保
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行

の
日
（
平
成
九
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
次
条
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の

公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
附
則
第
五
条
の
規
定
は
、
財

務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規

則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令

第
四
十
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
九
年
三
月
一
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
健
全
性
確
保
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
認
可
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改

正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
（
次
条
に
お
い
て
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
九
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

第
三
条
　
外
国
銀
行
支
店
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日

（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
お
い
て
も
、
新
規

則
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に

該
当
す
る
と
き
は
、
同
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
大
蔵
大

臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
届
出
を
行
っ
た
者
は
、
施
行
日
に
お
い
て
新

規
則
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
場
合

に
該
当
し
、
銀
行
法
第
五
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
行
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
四
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
別
紙
様
式
第
一

号
、
第
二
号
、
第
三
号
、
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
六

号
は
、
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
銀

行
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
中
間
業
務
報
告

書
若
し
く
は
業
務
報
告
書
又
は
同
法
第
二
十
条
本
文
の

規
定
に
よ
り
銀
行
が
公
告
を
す
る
貸
借
対
照
表
及
び
損

益
計
算
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
中
間
業
務
報
告
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書
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に

開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
中
間
業
務
報
告
書
等
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
五
月
三
〇
日
大
蔵
省
令
第

三
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
七
月
三
一
日
大
蔵
省
令
第

六
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
第
二
十
一
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定

並
び
に
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
平
成
十

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
二
十
一
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定

の
施
行
前
に
、
銀
行
か
ら
、
そ
の
自
己
資
本
比
率
（
改

正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い

う
。
）
第
二
十
一
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
自
己
資

本
比
率
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

当
該
銀
行
が
該
当
す
る
新
規
則
第
二
十
一
条
の
二
第
一

項
の
表
の
区
分
に
係
る
自
己
資
本
比
率
の
範
囲
を
超
え

て
確
実
に
改
善
す
る
た
め
の
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
計

画
が
大
蔵
大
臣
に
提
出
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該

銀
行
に
つ
い
て
、
当
該
区
分
に
応
じ
た
命
令
は
、
当
該

銀
行
の
自
己
資
本
比
率
以
上
で
当
該
計
画
の
実
施
後
に

見
込
ま
れ
る
当
該
銀
行
の
自
己
資
本
比
率
以
下
の
自
己

資
本
比
率
に
係
る
同
表
の
区
分
（
非
対
象
区
分
を
除

く
。
）
に
掲
げ
る
命
令
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
計
画

が
合
理
的
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た
場
合
に

は
、
当
該
銀
行
に
つ
い
て
、
当
該
銀
行
が
該
当
す
る
同

表
の
区
分
に
係
る
命
令
は
、
同
項
の
と
お
り
と
す
る
。

２
　
前
項
本
文
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
銀
行
が
新

規
則
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
表
の
第
一
区
分
に
掲

げ
る
命
令
を
受
け
た
と
き
は
、
前
項
本
文
の
計
画
を
も

つ
て
当
該
区
分
の
命
令
の
欄
に
規
定
す
る
改
善
計
画
に

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
新
規
則
別
紙
様
式
第
一
号
及
び
第
一
号
の
二
は
、
平

成
十
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る

中
間
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始

し
た
営
業
年
度
に
係
る
中
間
業
務
報
告
書
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
新
規
則
別
紙
様
式
第
三
号
、
第
三
号
の
二
及
び
第
七

号
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
営
業
年

度
に
係
る
業
務
報
告
書
及
び
営
業
報
告
書
に
つ
い
て
適

用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
営
業
年
度
に
係
る
業
務
報

告
書
及
び
営
業
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
二
二
日
大
蔵
省
令

第
九
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
第
一
条
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規

則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
別
紙
様
式
第
一
号

及
び
第
一
号
の
二
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
以
後
に
開

始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
中
間
業
務
報
告
書
に
つ
い
て

適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
営
業
年
度
に
係
る
中
間

業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
則
別
紙
様
式
第
三
号
及
び
第
三
号
の
二
は
、
平

成
九
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る

業
務
報
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た

営
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
二
月
二
七
日
大
蔵
省
令

第
九
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
及
び
第
七
項
の
改
正
規

定
並
び
に
第
二
十
一
条
の
三
第
四
項
の
改
正
規
定
は
、

平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
は
、
平
成
九

年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類

に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
営
業
年
度
に

係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
一
〇
日
大
蔵
省
令

第
一
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
持
株
会
社
の
設
立
等
の
禁
止
の

解
除
に
伴
う
金
融
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

の
施
行
の
日
（
平
成
十
年
三
月
十
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
第
二
十
条
の
二
第
二
項
及
び
第
七
項
の

改
正
規
定
、
第
三
十
四
条
の
次
に
二
十
条
を
加
え
る
改

正
規
定
（
第
三
十
四
条
の
十
八
及
び
第
三
十
四
条
の
十

九
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
次
条
の
規
定
は
、

平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
の
自
己
資
本
の
充

実
に
係
る
区
分
に
応
じ
た
命
令
に
係
る
特
例
）

第
二
条
　
平
成
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
限
り
、
改

正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い

う
。
）
第
三
十
四
条
の
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
海
外

営
業
拠
点
を
有
す
る
銀
行
等
（
新
規
則
第
三
十
四
条
の

八
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
銀
行
等
を
い
う
。
）
を

子
会
社
と
し
て
い
な
い
銀
行
持
株
会
社
が
、
当
該
銀
行

持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
の
連
結
自
己
資
本
比
率
が

当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
が
従
前
に
該
当

し
て
い
た
同
条
第
一
項
の
表
の
区
分
に
係
る
連
結
自
己

資
本
比
率
の
範
囲
を
超
え
て
低
下
し
た
こ
と
を
知
つ
た

後
、
速
や
か
に
、
そ
の
連
結
自
己
資
本
比
率
が
確
実
に

四
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
な
る
た
め
の
合
理
的
と
認
め
ら

れ
る
計
画
を
金
融
監
督
庁
長
官
に
提
出
し
た
場
合
に

は
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
の
連
結
自

己
資
本
比
率
は
、
同
表
の
非
対
象
区
分
に
係
る
連
結
自

己
資
本
比
率
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
当
該
計
画
が
合
理

的
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た
場
合
に
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
一
九
日
大
蔵
省
令

第
二
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
管
理

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
年

四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
三
一
日
大
蔵
省
令

第
五
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
は
、
平
成
九

年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類

に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
営
業
年
度
に

係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
六
月
八
日
大
蔵
省
令
第

八
四
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
六
月
十
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
は
、
平
成
十

年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類

に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
営
業
年
度
に

係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
六
月
一
八
日
総
理
府
・

大
蔵
省
令
第
三
号
）

こ
の
命
令
は
、
金
融
監
督
庁
設
置
法
の
施
行
の
日

（
平
成
十
年
六
月
二
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
八
月
三
一
日
総
理
府
・

大
蔵
省
令
第
一
三
号
）

こ
の
命
令
は
、
特
定
目
的
会
社
に
よ
る
特
定
資
産
の

流
動
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
年
九
月

一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
〇
月
二
三
日
総
理

府
・
大
蔵
省
令
第
二
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
一
月
一
六
日
総
理

府
・
大
蔵
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
一
月
二
四
日
総
理

府
・
大
蔵
省
令
第
三
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
金
融
シ
ス
テ
ム
改
革
の
た
め
の

関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平

成
十
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
規
定
）

第
二
条
　
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則

（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
の
二
第
一
項

第
五
号
に
規
定
す
る
取
引
は
、
商
品
取
引
所
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
四
十
二
号
）
の

施
行
の
日
ま
で
の
間
は
、
同
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定

す
る
商
品
市
場
に
お
け
る
取
引
及
び
同
法
第
百
四
十
五

条
の
五
に
規
定
す
る
店
頭
商
品
先
物
取
引
を
除
く
取
引

と
す
る
。

２
　
こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
、
海
外
で
行
つ
て
い
る

リ
ー
ス
物
品
（
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
七
条
の
三
第
二

項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
リ
ー
ス
物
品
を
い
う
。
）
を

使
用
さ
せ
る
業
務
（
改
正
前
の
銀
行
法
施
行
規
則
第
三

十
五
条
第
一
項
第
十
一
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ

た
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
銀
行

法
施
行
規
則
第
十
七
条
の
三
第
二
項
第
十
一
号
に
掲
げ

る
業
務
と
み
な
す
。

３
　
銀
行
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
第

一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
説
明
書
類
の
記
載
事
項

の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
一

年
三
月
三
十
一
日
以
後
終
了
す
る
営
業
年
度
に
係
る
も

の
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
、
同
日
前
に
終
了

す
る
営
業
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
記
載
す
る
こ

と
を
要
し
な
い
。

一
　
新
規
則
第
十
九
条
の
二
第
一
項
第
五
号
ハ
に
掲
げ

る
事
項

二
　
新
規
則
第
十
九
条
の
三
第
三
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ

る
事
項

三
　
海
外
営
業
拠
点
（
新
規
則
第
二
十
一
条
の
二
第
三

項
に
規
定
す
る
海
外
営
業
拠
点
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
有
す
る
銀
行
に
お
け
る
新
規
則
第
十
九
条

の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
（
１
０
）
に
掲
げ
る
事
項

四
　
海
外
営
業
拠
点
を
有
し
な
い
銀
行
に
お
け
る
新
規

則
第
十
九
条
の
三
第
二
号
ロ
（
６
）
に
掲
げ
る
事
項

４
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
説

明
書
類
の
記
載
事
項
の
う
ち
、
平
成
十
一
年
三
月
三
十

一
日
前
に
終
了
す
る
営
業
年
度
に
係
る
次
に
掲
げ
る
も

の
の
記
載
に
あ
た
つ
て
は
、
法
第
十
四
条
の
二
各
号
に

掲
げ
る
基
準
に
係
る
算
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

一
　
海
外
営
業
拠
点
を
有
す
る
銀
行
に
お
け
る
新
規
則

第
十
九
条
の
三
第
二
号
ロ
（
６
）
に
掲
げ
る
事
項
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二
　
海
外
営
業
拠
点
を
有
し
な
い
銀
行
に
お
け
る
新
規

則
第
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
（
１
０
）
に
掲

げ
る
事
項

５
　
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
説
明
書
類
の
記

載
事
項
の
う
ち
、
平
成
十
一
年
三
月
三
十
一
日
前
に
終

了
す
る
営
業
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
規
則

第
十
九
条
の
三
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
子
会
社
等
」

と
あ
る
の
は
「
子
会
社
及
び
関
連
会
社
（
銀
行
及
び
そ

の
一
若
し
く
は
二
以
上
の
子
会
社
又
は
当
該
銀
行
の
一

若
し
く
は
二
以
上
の
子
会
社
が
、
他
の
会
社
の
議
決
権

の
百
分
の
二
十
以
上
、
百
分
の
五
十
以
下
を
実
質
的
に

所
有
し
、
か
つ
、
当
該
銀
行
が
人
事
、
資
金
、
技
術
、

取
引
等
の
関
係
を
通
じ
て
当
該
他
の
会
社
の
財
務
及
び

営
業
の
方
針
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が

で
き
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社
を
い
う
。
）
」

と
、
新
規
則
第
十
九
条
の
三
第
三
号
中
「
子
法
人
等

（
令
第
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
子
法
人
等
を
い

う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
子
会
社
」
と
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

６
　
別
紙
様
式
第
一
号
及
び
別
紙
様
式
第
一
号
の
二
は
、

平
成
十
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係

る
書
類
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
一
月
二
七
日
総
理

府
・
大
蔵
省
令
第
四
九
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
二
月
一
五
日
総
理

府
・
大
蔵
省
令
第
五
七
号
）

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
月
二
九
日
総
理
府
・

大
蔵
省
令
第
二
号
）

こ
の
命
令
は
、
債
権
管
理
回
収
業
に
関
す
る
特
別
措

置
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
一
年
二
月
一
日
）
か
ら
施

行
し
、
第
十
七
条
の
十
二
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
年

十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
三
〇
日
総
理
府
・

大
蔵
省
令
第
一
一
号
）

１
　
こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙

様
式
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
以
後
開
始
す
る
営
業
年

度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す

る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
五
月
二
八
日
総
理
府
・

大
蔵
省
令
第
三
四
号
）

１
　
こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙

様
式
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
以
後
開
始
す
る
事
業
年

度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す

る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
六
月
三
〇
日
総
理
府
・

大
蔵
省
令
第
三
九
号
）

こ
の
命
令
は
、
中
小
企
業
総
合
事
業
団
法
の
施
行
の

日
（
平
成
十
一
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
九
月
二
九
日
総
理
府
・

大
蔵
省
令
第
四
一
号
）

１
　
こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙

様
式
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
営

業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開

始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
、

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
九
月
三
〇
日
総
理
府
・

大
蔵
省
令
第
四
四
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
一
月
三
〇
日
総
理

府
・
大
蔵
省
令
第
五
七
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
十
一
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
一
日
総
理
府
・
大

蔵
省
令
第
二
号
）

１
　
こ
の
命
令
は
、
新
事
業
創
出
促
進
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
二
年
三
月
二
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

２
　
新
事
業
創
出
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
特
定
新
規
事
業
実
施

円
滑
化
臨
時
措
置
法
（
平
成
元
年
法
律
第
五
十
九
号
）

第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
を
受
け
た
会
社
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
一
六
日
総
理
府
・

大
蔵
省
令
第
三
号
）

１
　
こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
第
四

十
条
第
一
項
及
び
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
は
、
こ

の
命
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）

以
後
に
さ
れ
た
認
可
又
は
承
認
の
申
請
に
つ
い
て
適
用

し
、
施
行
日
前
に
さ
れ
た
認
可
又
は
承
認
の
申
請
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
四
日
総
理
府
・

大
蔵
省
令
第
一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
命
令
の
施
行
前
に
和
議
開
始
の
申
立
て
が

あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
申
立
て
に
係
る
次
の

各
号
に
掲
げ
る
命
令
の
規
定
に
定
め
る
事
項
の
取
扱
い

に
つ
い
て
は
、
こ
の
命
令
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
こ

れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

一
及
び
二
　
略

三
　
銀
行
法
施
行
規
則
第
三
十
五
条
第
一
項
第
十
九
号

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
命
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
条
の

規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に

お
け
る
こ
の
命
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰

則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
〇
日
総
理
府
・

大
蔵
省
令
第
一
一
号
）

１
　
こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙

様
式
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
以
後
開
始
す
る
営
業

年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始

す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
一
五
日
総
理
府
・

大
蔵
省
令
第
二
八
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
十
三
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
二
六
日
総
理
府
令

第
六
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
三
〇
日
総
理
府
・

大
蔵
省
令
第
五
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
八
日
総
理
府
令
第

一
〇
四
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
そ
の
他
有
価
証
券
の
時
価
評
価
を
行
わ
な
い
銀

行
、
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
銀
行
法
第
十
四
条
の

二
第
二
号
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
）
又
は
銀

行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
銀
行
法
第
五
十
二

条
の
九
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
）
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
二
九
日
総
理
府
令

第
一
一
三
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
（
以

下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
別
紙
様
式
は
、
平
成
十
二

年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類

に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に

係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た

だ
し
、
新
規
則
別
紙
様
式
第
一
号
の
第
１
の
６
、
別
紙

様
式
第
一
号
の
二
の
第
１
の
６
、
別
紙
様
式
第
五
号
の

第
１
の
３
及
び
別
紙
様
式
第
十
一
号
の
第
１
の
５
に
つ

い
て
は
、
そ
の
他
有
価
証
券
の
時
価
評
価
を
行
う
銀

行
、
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
銀
行
法
第
十
四
条
の

二
第
二
号
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
）
又
は
銀

行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
同
法
第
五
十
二
条

の
九
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
）
（
以
下
「
銀
行

等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
当

該
銀
行
等
以
外
の
銀
行
等
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
一
〇
日
総
理
府

令
第
一
一
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
府
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
一
七
日
総
理
府

令
第
一
三
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
特
定
目
的
会
社
に
よ
る
特
定
資

産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
九
十
七
号
。
以
下
「
改
正

法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
二
年
十
一
月

三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
一
七
日
総
理
府

令
第
一
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
証
券
取
引
法
及
び
金
融
先
物
取

引
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十

二
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
一
三
日
内
閣
府
令

第
一
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
二
六
日
内
閣
府
令

第
一
八
号
）

こ
の
府
令
は
、
書
面
の
交
付
等
に
関
す
る
情
報
通
信

の
技
術
の
利
用
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る

法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
四
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
二
九
日
内
閣
府
令

第
二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）
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１
　
こ
の
府
令
は
、
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
二
九
日
内
閣
府
令

第
二
八
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
内
閣
府
令

第
三
三
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
（
以

下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
別
紙
様
式
は
、
平
成
十
二

年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類

に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に

係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
そ
の
他
有
価
証
券
の
時
価
評
価
を
行
わ
な
い
銀
行
、

銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
第

二
号
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
以
下
「
銀
行

等
」
と
い
う
。
）
又
は
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会

社
等
（
同
法
第
五
十
二
条
の
九
に
規
定
す
る
子
会
社
等

を
い
う
。
以
下
「
銀
行
持
株
会
社
等
」
と
い
う
。
）
に

つ
い
て
は
、
新
規
則
別
紙
様
式
第
三
号
の
第
１
の
１

３
、
別
紙
様
式
第
三
号
の
二
の
第
１
の
１
４
、
別
紙
様

式
第
五
号
の
二
の
第
１
の
３
及
び
別
紙
様
式
第
十
二
号

の
第
１
の
８
中
「
そ
の
他
有
価
証
券
の
評
価
差
損
」
欄

に
は
記
載
を
要
し
な
い
。

４
　
そ
の
他
有
価
証
券
の
時
価
評
価
を
行
わ
な
い
銀
行
に

つ
い
て
は
、
新
規
則
別
紙
様
式
第
三
号
の
第
１
の
１
３

及
び
別
紙
様
式
第
三
号
の
二
の
第
１
の
１
４
中
「
そ
の

他
有
価
証
券
の
貸
借
対
照
表
計
上
額
の
合
計
額
か
ら
帳

簿
価
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
の
４
５
％
」
を
「
有

価
証
券
の
時
価
と
帳
簿
価
額
の
差
額
の
４
５
％
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５
　
そ
の
他
有
価
証
券
の
時
価
評
価
を
行
わ
な
い
銀
行
等

又
は
銀
行
持
株
会
社
等
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
別
紙
様

式
第
五
号
の
二
の
第
１
の
３
及
び
別
紙
様
式
第
十
二
号

の
第
１
の
８
中
「
そ
の
他
有
価
証
券
の
連
結
貸
借
対
照

表
計
上
額
の
合
計
額
か
ら
帳
簿
価
額
の
合
計
額
を
控
除

し
た
額
の
４
５
％
」
を
「
有
価
証
券
の
時
価
と
帳
簿
価

額
の
差
額
の
４
５
％
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
九
月
二
五
日
内
閣
府
令

第
七
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等

の
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
十
月
一
日
、
以
下

「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条
　
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰

則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
九
月
二
八
日
内
閣
府
令

第
八
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
〇
月
五
日
内
閣
府
令

第
八
五
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
（
以

下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
別
紙
様
式
は
、
平
成
十
三

年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類

に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に

係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
則
別
紙
様
式
第
一
号
の
第
２
、
別
紙
様
式
第
一

号
の
二
の
第
２
に
お
い
て
は
、
自
己
株
式
を
、
資
本
に

対
す
る
控
除
項
目
と
し
て
資
本
の
部
の
末
尾
に
記
載
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
二
月
七
日
内
閣
府
令

第
九
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
銀
行
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第

一
号
に
定
め
る
日
（
平
成
十
三
年
十
二
月
九
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
法
に
よ
る
改

正
前
の
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）

第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
認
可
を
受
け
て
特
定

取
引
勘
定
を
設
け
て
い
る
銀
行
は
、
こ
の
府
令
の
施
行

の
際
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行

規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三

十
五
条
第
一
項
第
六
号
の
二
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す

る
も
の
と
し
て
銀
行
法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
新
規
則
第
十
三
条
の
六

の
三
第
一
項
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
銀
行

に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
は
、
こ
の
府
令
の
施
行
の

日
か
ら
起
算
し
て
六
月
間
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
月
二
三
日
内
閣
府
令

第
一
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
四
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
二
八
日
内
閣
府
令

第
一
六
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
二
八
日
内
閣
府
令

第
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
関
す
る
経
過
措

置
）

第
二
条
　
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
商
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第

三
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
と
さ
れ
た
種
類
の
株
式
は
、
商
法
等
改
正
法
に

よ
る
改
正
前
の
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八

号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
商
法
」
と
い
う
。
）

第
二
百
四
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
又
は
同
条

第
二
項
の
定
款
の
定
め
に
よ
り
当
該
株
式
に
つ
き
株
主

が
議
決
権
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
場
合
を
除
き
、
商

法
等
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
商
法
第
二
百
十
一
条
ノ

二
第
四
項
に
規
定
す
る
種
類
の
株
式
と
み
な
し
て
、
こ

の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
府
令
の
規
定
を

適
用
す
る
。

２
　
商
法
等
改
正
法
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
新
株
の
引
受
権

は
、
新
株
予
約
権
と
み
な
し
て
、
こ
の
府
令
（
第
七

条
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
及
び
第
四
十
一
条
を
除

く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
改
正
後

の
そ
れ
ぞ
れ
の
府
令
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３
　
商
法
等
改
正
法
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
転
換
社
債
又
は

新
株
引
受
権
付
社
債
は
、
新
株
予
約
権
付
社
債
と
み
な

し
て
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
府
令

の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
三
条
　
施
行
日
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規

定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合

に
お
け
る
施
行
日
以
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
四
月
一
九
日
内
閣
府
令

第
三
六
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙

様
式
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
営

業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開

始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
八
月
三
〇
日
内
閣
府
令

第
五
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
第
二
条
中
銀
行
法
施
行
規
則
第
三
十
五

条
第
一
項
第
五
号
の
二
の
改
正
規
定
、
第
三
条
中
長
期

信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
第
一
項
第
五
号
の

二
の
改
正
規
定
、
第
四
条
中
信
用
金
庫
法
施
行
規
則
第

四
条
第
二
号
ニ
の
改
正
規
定
、
同
令
第
十
四
条
第
一
項

第
六
号
及
び
第
八
号
の
改
正
規
定
並
び
に
同
令
第
二
十

条
の
二
第
一
項
第
五
号
ニ
（
３
）
の
改
正
規
定
並
び
に

第
五
条
中
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
第
十
六
条
第
一
項
第
二
十
三
号
ハ
及
び
同
項

第
二
十
四
号
の
改
正
規
定
並
び
に
同
項
に
一
号
を
加
え

る
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
〇
月
一
五
日
内
閣
府

令
第
六
三
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙

様
式
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
営

業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開

始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
、

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
二
月
六
日
内
閣
府
令

第
七
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
五
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
二
月
二
七
日
内
閣
府

令
第
九
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
二
八
日
内
閣
府
令

第
一
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。

（
銀
行
等
の
公
告
す
べ
き
連
結
貸
借
対
照
表
等
に
関
す

る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行

規
則
第
十
九
条
の
三
第
三
号
ホ
及
び
第
三
十
四
条
の
二

十
六
第
一
項
第
四
号
ホ
の
規
定
は
、
こ
の
府
令
の
施
行

後

初
に
到
来
す
る
決
算
期
に
関
す
る
定
時
総
会
の
終

結
の
時
ま
で
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
二
八
日
内
閣
府
令

第
二
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
四
月
一
四
日
内
閣
府
令

第
四
五
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
第
十

九
条
の
二
、
第
十
九
条
の
三
及
び
第
三
十
四
条
の
二
十

97



六
に
規
定
す
る
説
明
書
類
の
記
載
事
項
は
、
平
成
十
四

年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
説
明

書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
営
業
年

度
に
係
る
説
明
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

３
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙

様
式
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
（
別
紙
様
式
第
一

号
、
第
一
号
の
二
、
第
五
号
及
び
第
十
一
号
に
あ
っ
て

は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
以
後
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に

つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
前
に
開
始
す

る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
四
月
二
二
日
内
閣
府
令

第
四
七
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
に
お

け
る
別
紙
様
式
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
以
後
に
開

始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同

日
前
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
九
月
二
四
日
内
閣
府
令

第
八
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
商
法
及
び
株
式
会
社
の
監
査
等

に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
九
月
二
十
五

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
〇
月
三
日
内
閣
府
令

第
八
九
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙

様
式
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
営

業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開

始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
月
三
〇
日
内
閣
府
令

第
三
号
）
　
抄

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
内
閣
府
令

第
二
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
四
月
一
二
日
内
閣
府
令

第
四
〇
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙

様
式
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
営

業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開

始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
四
月
三
〇
日
内
閣
府
令

第
四
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
六
月
三
〇
日
内
閣
府
令

第
六
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
七
月
二
六
日
内
閣
府
令

第
六
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
金
融
機
能
の
強
化
の
た
め
の
特

別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十

八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
八
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
九
月
三
〇
日
内
閣
府
令

第
七
九
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙

様
式
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
営

業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開

始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
一
月
二
六
日
内
閣
府

令
第
九
二
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
二
八
日
内
閣
府

令
第
一
〇
八
号
）
　
抄

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
平
成
十
六
年
十
二
月
三
十
日
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
二
八
日
内
閣
府

令
第
一
〇
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
二
月
二
八
日
内
閣
府
令

第
一
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
七
年
三
月
七
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
二
五
日
内
閣
府
令

第
二
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
一
三
日
内
閣
府
令

第
五
五
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
中
小
企
業
経
営
革
新
支
援
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
中
小
企
業
経
営
革
新
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
附
則
第
四
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の

中
小
企
業
の
創
造
的
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
臨
時

措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
四
十
七
号
。
次
項
に
お
い

て
「
旧
創
造
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定

す
る
認
定
を
受
け
て
い
る
会
社
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

２
　
こ
の
内
閣
府
令
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
現
に

旧
創
造
法
第
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
指
定
支
援
機
関

に
よ
る
旧
創
造
法
第
十
四
条
の
四
に
規
定
す
る
直
接
金

融
支
援
業
務
に
係
る
支
援
を
受
け
て
株
式
又
は
社
債
を

発
行
し
た
会
社
に
つ
い
て
は
、
こ
の
府
令
の
施
行
の
日

か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
中
小
企
業
経
営
革
新
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
附
則
第
四
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
新
事

業
創
出
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第

十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
を
受
け
て
い
る

会
社
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
一
四
日
内
閣
府
令

第
五
六
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙

様
式
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
営

業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開

始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
二
五
日
内
閣
府
令

第
六
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
七
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
六
月
一
六
日
内
閣
府
令

第
七
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
金
融
先
物
取
引
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
次
条
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）

の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
七
月
八
日
内
閣
府
令
第

八
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
九
月
三
〇
日
内
閣
府
令

第
九
六
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙

様
式
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
営

業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開

始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
一
〇
日
内
閣
府
令

第
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
保
険
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日

（
平
成
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
〇
日
内
閣
府
令

第
二
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
内
閣
府
令
は
、
銀
行
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
四
月
一
日
）
か

ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
略

二
　
第
三
条
中
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
三
条
の
五
第
四

項
の
改
正
規
定
　
平
成
十
八
年
七
月
一
日

三
　
第
三
条
中
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
九
条
の
二
第
一

項
第
五
号
ニ
の
改
正
規
定
、
第
十
九
条
の
三
第
一
項

第
三
号
ハ
の
改
正
規
定
、
第
十
九
条
の
五
の
改
正
規

定
、
第
三
十
四
条
の
二
十
六
第
一
項
第
四
号
ハ
の
改

正
規
定
、
第
三
十
四
条
の
二
十
七
の
二
の
改
正
規

定
、
第
四
条
中
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
八

条
の
二
第
一
項
第
五
号
ニ
の
改
正
規
定
、
第
十
八
条

の
三
第
一
項
第
三
号
ハ
の
改
正
規
定
、
第
十
八
条
の

五
の
改
正
規
定
、
第
二
十
五
条
の
八
の
二
第
一
項
第

四
号
ハ
の
改
正
規
定
、
第
二
十
五
条
の
八
の
四
の
改

正
規
定
、
第
五
条
中
信
用
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
三

十
二
条
第
一
項
第
五
号
ニ
の
改
正
規
定
、
第
百
三
十

三
条
第
三
号
ハ
の
改
正
規
定
、
第
百
三
十
五
条
の
改

正
規
定
、
第
十
条
中
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
六
十
九
条
第
一
項
第
五
号

ニ
の
改
正
規
定
、
第
七
十
条
第
三
号
ハ
の
改
正
規
定

並
び
に
第
七
十
二
条
の
改
正
規
定
　
平
成
十
九
年
三

月
三
十
一
日

（
銀
行
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
銀
行
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
一
条
の

規
定
に
よ
り
改
正
後
の
銀
行
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
説
明
書
類
の
記
載
事
項
の
う
ち
、
平
成
十
九

年
三
月
三
十
一
日
に
終
了
す
る
営
業
年
度
に
係
る
も
の
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に
つ
い
て
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行

法
施
行
規
則
第
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ハ
中
「
二

中
間
営
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
中
間
営
業
年
度
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
　
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則

別
紙
様
式
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す

る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十

八
年
四
月
一
日
前
に
開
始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
一
七
日
内
閣
府
令

第
四
一
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙

様
式
第
三
号
、
第
三
号
の
二
、
第
五
号
の
二
及
び
第
十

二
号
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
営

業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開

始
す
る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

３
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙

様
式
第
一
号
、
第
一
号
の
二
、
第
五
号
及
び
第
十
一
号

は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
営
業
年

度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す

る
営
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
二
八
日
内
閣
府
令

第
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
会
社
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
銀
行
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行

規
則
（
第
四
項
に
お
い
て
「
新
銀
行
法
施
行
規
則
」
と

い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
す
る
申
請
書
に
添
付

す
べ
き
書
類
の
う
ち
、
施
行
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年

度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

２
　
会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す

る
法
律
（
以
下
「
整
備
法
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
の

規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
持

分
の
消
却
に
相
当
す
る
株
式
の
消
却
及
び
整
備
法
第
八

十
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
た
株
式
の
消
却
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
銀
行
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
旧
銀
行
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

３
　
会
社
計
算
規
則
附
則
第
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
条
第
二
号
ロ
中
「
旧
商
法
第
二
百
八
十
八
条

（
旧
有
限
会
社
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
会
社
法
整
備

法
第
二
百
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
銀
行
法
（
昭

和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
十
八
条
第
一
項
」

と
す
る
。

４
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
は
、
平
成
十
八
年
四

月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ

い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る

書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
八
年
三
月
三

十
一
日
以
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
整
備
法
第

二
百
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
（
昭
和
五

十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に

お
い
て
「
新
銀
行
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
作
成
す
べ
き
貸
借
対
照
表
等
（
同
項
に

規
定
す
る
貸
借
対
照
表
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
は
、
旧
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
三
号
第

二
及
び
第
三
（
特
定
取
引
勘
定
設
置
銀
行
に
あ
っ
て
は

旧
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
三
号
の
二
第
二
及
び

第
三
、
外
国
銀
行
支
店
に
あ
っ
て
は
旧
銀
行
法
施
行
規

則
別
紙
様
式
第
四
号
第
二
及
び
第
三
（
特
定
取
引
勘
定

届
出
外
国
銀
行
支
店
に
あ
っ
て
は
、
旧
銀
行
法
施
行
規

則
別
紙
様
式
第
四
号
の
二
第
二
及
び
第
三
）
）
に
よ
り
、

新
銀
行
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
べ

き
連
結
貸
借
対
照
表
等
（
同
項
に
規
定
す
る
連
結
貸
借

対
照
表
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
旧

銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
五
号
の
二
第
二
の
二
及

び
第
二
の
三
に
よ
り
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
　
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
八
年
三
月

三
十
一
日
以
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
新
銀
行

法
第
二
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
べ
き
貸
借

対
照
表
等
の
要
旨
は
、
旧
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式

第
六
号
の
三
（
特
定
取
引
勘
定
設
置
銀
行
に
あ
っ
て
は

旧
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
六
号
の
四
、
外
国
銀

行
支
店
に
あ
っ
て
は
旧
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第

七
号
の
三
（
特
定
取
引
勘
定
届
出
外
国
銀
行
支
店
に
あ

っ
て
は
、
旧
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
七
号
の

四
）
）
に
よ
り
、
連
結
貸
借
対
照
表
等
の
要
旨
は
、
旧

銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
八
号
の
二
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

７
　
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
八
年
三
月

三
十
一
日
以
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
新
銀
行

法
第
五
十
二
条
の
二
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成

す
べ
き
連
結
貸
借
対
照
表
等
（
同
項
に
規
定
す
る
連
結

貸
借
対
照
表
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、

旧
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
十
二
号
第
二
の
二
及

び
第
二
の
三
に
よ
り
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

８
　
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
八
年
三
月

三
十
一
日
以
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
新
銀
行

法
第
五
十
二
条
の
二
十
八
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告

す
べ
き
連
結
貸
借
対
照
表
等
の
要
旨
は
、
旧
銀
行
法
施

行
規
則
別
紙
様
式
第
十
三
号
の
二
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
〇
月
一
二
日
内
閣
府

令
第
八
四
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
第
一
条
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規

則
別
紙
様
式
、
第
二
条
に
よ
る
改
正
後
の
船
主
相
互
保

険
組
合
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
、
第
三
条
に
よ
る
改
正

後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
、
第
四
条

に
よ
る
改
正
後
の
信
用
金
庫
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
、

第
五
条
に
よ
る
改
正
後
の
金
融
先
物
取
引
法
施
行
規
則

別
紙
様
式
、
第
六
条
に
よ
る
改
正
後
の
協
同
組
合
に
よ

る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
別
紙
様
式
及
び

第
七
条
に
よ
る
改
正
後
の
保
険
業
法
施
行
規
則
別
紙
様

式
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業

年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始

す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
二
月
二
七
日
内
閣
府

令
第
八
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
一
三
日
内
閣
府
令

第
二
一
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
四
月
一
七
日
内
閣
府
令

第
三
八
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
第
一
条
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規

則
別
紙
様
式
第
三
号
、
第
三
号
の
二
、
第
四
号
、
第
四

号
の
二
、
第
五
号
の
二
、
第
六
号
の
三
、
第
六
号
の

四
、
第
七
号
の
三
、
第
七
号
の
四
、
第
八
号
の
二
、
第

九
号
、
第
九
号
の
二
、
第
十
号
、
第
十
二
号
、
第
十
三

号
の
二
、
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
並
び
に
第
三
条
に

よ
る
改
正
後
の
信
用
金
庫
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
並
び

に
第
四
条
に
よ
る
改
正
後
の
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の

兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
八
号
並

び
に
第
五
条
に
よ
る
改
正
後
の
協
同
組
合
に
よ
る
金
融

事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
別
紙
様
式
並
び
に
第
七

条
に
よ
る
改
正
後
の
信
託
業
法
施
行
規
則
別
紙
様
式

は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年

度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す

る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

３
　
こ
の
府
令
第
一
条
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規

則
別
紙
様
式
第
一
号
、
第
一
号
の
二
、
第
二
号
、
第
二

号
の
二
、
第
五
号
、
第
六
号
、
第
六
号
の
二
、
第
七

号
、
第
七
号
の
二
、
第
八
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三

号
並
び
に
第
四
条
に
よ
る
改
正
後
の
金
融
機
関
の
信
託

業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
別
紙
様
式
第

七
号
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事

業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開

始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
七
月
一
三
日
内
閣
府
令

第
四
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
信
託
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
八
月
八
日
内
閣
府
令
第

六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
証
券
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の

日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
銀
行
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
銀
行
が
施
行
日
以
後
に
顧
客
と
の
間
で
外
貨
預

金
等
（
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行

規
則
（
以
下
「
新
銀
行
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第

十
四
条
の
十
一
の
二
十
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

外
貨
預
金
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
係
る
特
定
預
金
等
契
約
（
改
正
法
第
十
六
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五

十
九
号
。
以
下
「
新
銀
行
法
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条

の
四
に
規
定
す
る
特
定
預
金
等
契
約
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
か
ら
附
則
第
四
条
ま
で
及
び
第
七
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
締
結
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
新
銀

行
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
法
第
三

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和

二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
新
金
融
商
品
取

引
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
た
だ
し

書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
顧

客
が
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
に
当
該
特
定
預

金
等
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
当
該
顧
客
か

ら
契
約
締
結
前
交
付
書
面
（
新
銀
行
法
施
行
規
則
第
十

四
条
の
十
一
の
十
七
第
三
号
ニ
（
１
）
に
規
定
す
る
契

約
締
結
前
交
付
書
面
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
第

二
項
及
び
附
則
第
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
交
付
を

要
し
な
い
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。
）

と
す
る
。

２
　
施
行
日
以
後
に
外
貨
預
金
等
に
係
る
特
定
預
金
等
契

約
が
成
立
し
た
場
合
に
お
け
る
新
銀
行
法
第
十
三
条
の
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四
に
お
い
て
準
用
す
る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七

条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
場
合
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
に
当

該
特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
場
合
（
当
該
顧
客
か

ら
契
約
締
結
時
交
付
書
面
（
新
銀
行
法
施
行
規
則
第
十

四
条
の
十
一
の
二
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
契
約
締
結

時
交
付
書
面
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
七
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
交
付
を
要
し
な
い
旨
の
意
思
の

表
明
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。
）
と
す
る
。

３
　
前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
銀
行
は
、
施
行
日
か
ら

起
算
し
て
三
月
以
内
に
当
該
顧
客
に
対
し
、
契
約
締
結

前
交
付
書
面
及
び
契
約
締
結
時
交
付
書
面
又
は
外
貨
預

金
等
書
面
（
新
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
四
条
の
十
一
の

二
十
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
外
貨
預
金
等
書
面

を
い
う
。
附
則
第
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
交
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条
　
銀
行
又
は
銀
行
代
理
業
者
（
新
銀
行
法
第
二
条

第
十
五
項
に
規
定
す
る
銀
行
代
理
業
者
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
施
行
日
以
後
に
顧
客

（
当
該
銀
行
と
の
間
で
施
行
日
前
に
特
定
預
金
等
契
約

に
相
当
す
る
契
約
を
締
結
し
た
者
又
は
当
該
銀
行
代
理

業
者
に
よ
る
代
理
若
し
く
は
媒
介
に
よ
り
施
行
日
前
に

特
定
預
金
等
契
約
に
相
当
す
る
契
約
を
締
結
し
た
者
に

限
る
。
）
を
相
手
方
と
す
る
特
定
預
金
等
契
約
の
締
結

又
は
そ
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

に
お
け
る
新
銀
行
法
第
十
三
条
の
四
又
は
第
五
十
二
条

の
四
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
新
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
顧
客
が
施
行
日
か
ら

起
算
し
て
三
月
以
内
に
当
該
特
定
預
金
等
契
約
を
締
結

し
よ
う
と
す
る
場
合
と
す
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
銀
行
又
は
銀
行
代
理
業
者

は
、
特
定
預
金
等
契
約
が
成
立
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な

く
、
同
項
の
顧
客
に
対
し
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
を

交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
四
条
の
十
一
の
十
四

第
三
号
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
前
に
締
結
し
た

特
定
預
金
等
契
約
に
相
当
す
る
契
約
は
、
同
号
の
特
定

預
金
等
契
約
と
み
な
す
。

第
五
条
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
四
条
の
十
一
の
十
八

及
び
第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
三
の
規
定
は
、
ビ
ラ
又

は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
す
る
方
法
に
よ
り
多
数
の
者

に
対
し
て
同
様
の
方
法
で
行
う
情
報
の
提
供
に
つ
い
て

は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
す
る
ま
で
の

間
は
、
適
用
し
な
い
。

第
六
条
　
銀
行
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
新
銀
行
法

施
行
規
則
第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
五
第
一
項
第
一
号

又
は
第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
九
第
一
項
第
一
号
の
規

定
の
例
に
よ
り
、
顧
客
に
対
し
、
書
面
を
交
付
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
銀
行
は
、

新
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
五
第
一

項
第
一
号
又
は
第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
九
第
一
項
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
顧
客
に
対
し
て
外
貨
預
金
等

書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

２
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
五
第

一
項
第
一
号
及
び
第
三
項
又
は
第
十
四
条
の
十
一
の
二

十
九
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
項
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
前
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
書
面
を
交
付
し
た
日
を

新
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
五
第
一

項
第
一
号
及
び
第
三
項
又
は
第
十
四
条
の
十
一
の
二
十

九
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
項
の
外
貨
預
金
等
書
面
を

交
付
し
た
日
と
み
な
す
。

第
七
条
　
銀
行
は
、
施
行
日
以
後
に
特
定
預
金
等
契
約
を

締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
施
行
日
前
に
、

当
該
特
定
預
金
等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
契
約
に
つ
い

て
、
顧
客
に
対
し
、
新
銀
行
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い

て
準
用
す
る
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第

一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
書
面
を
交
付
し
て
い
る
と
き

に
は
、
当
該
顧
客
に
対
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
契
約

締
結
前
交
付
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
新

銀
行
法
施
行
規
則
第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
五
第
一
項

第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２
　
銀
行
は
、
施
行
日
以
後
に
特
定
預
金
等
契
約
が
成
立

し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
施
行
日
前
に
、
当
該
特
定
預
金

等
契
約
と
同
一
の
内
容
の
契
約
に
つ
い
て
、
顧
客
に
対

し
、
新
銀
行
法
第
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
新

金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の

例
に
よ
り
書
面
を
交
付
し
て
い
る
と
き
に
は
、
当
該
顧

客
に
対
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
契
約
締
結
時
交
付
書

面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
新
銀
行
法
施
行
規

則
第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
九
第
一
項
第
二
号
の
規
定

を
適
用
す
る
。

３
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
五
第

一
項
第
二
号
及
び
第
四
項
又
は
第
十
四
条
の
十
一
の
二

十
九
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
項
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
書
面
を
交
付
し
た
日
を
新

銀
行
法
施
行
規
則
第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
五
第
一
項

第
二
号
及
び
第
四
項
の
契
約
締
結
前
交
付
書
面
又
は
新

銀
行
法
施
行
規
則
第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
九
第
一
項

第
二
号
及
び
第
四
項
の
契
約
締
結
時
交
付
書
面
を
交
付

し
た
日
と
み
な
す
。

第
八
条
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
証
券
取
引
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整

備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
六
十
六

号
。
以
下
「
整
備
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
七
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ

れ
る
整
備
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
抵
当
証

券
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律

第
百
十
四
号
。
以
下
「
旧
抵
当
証
券
業
規
制
法
」
と
い

う
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
っ
て
い
る
旧
抵
当
証
券
業
規

制
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
抵
当
証
券
業
に
つ
い

て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
銀
行
法
施
行

規
則
第
十
七
条
の
三
第
二
項
第
四
号
の
規
定
は
、
施
行

日
か
ら
起
算
し
て
六
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
九
月
二
七
日
内
閣
府
令

第
七
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
九
月
二
八
日
内
閣
府
令

第
七
六
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙

様
式
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事

業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開

始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
一
月
七
日
内
閣
府
令

第
七
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法

律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

百
十
五
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の

日
（
平
成
十
九
年
十
二
月
十
九
日
。
以
下
「
施
行
日
」

と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
二
月
二
一
日
内
閣
府

令
第
八
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
二
八
日
内
閣
府
令

第
一
一
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
四
月
一
一
日
内
閣
府
令

第
二
六
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則

別
紙
様
式
第
三
号
か
ら
別
紙
様
式
第
四
号
の
二
ま
で
、

別
紙
様
式
第
五
号
の
二
、
別
紙
様
式
第
六
号
の
三
、
別

紙
様
式
第
六
号
の
四
、
別
紙
様
式
第
七
号
の
三
、
別
紙

様
式
第
七
号
の
四
、
別
紙
様
式
第
八
号
の
二
か
ら
別
紙

様
式
第
九
号
の
二
ま
で
、
別
紙
様
式
第
十
二
号
、
別
紙

様
式
第
十
三
号
の
二
及
び
別
紙
様
式
第
十
四
号
、
第
二

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
信
用
金
庫
法
施
行
規
則
別

紙
様
式
並
び
に
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
協
同

組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
別
紙

様
式
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事

業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開

始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

３
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則

別
紙
様
式
第
一
号
か
ら
別
紙
様
式
第
二
号
の
二
ま
で
、

別
紙
様
式
第
五
号
、
別
紙
様
式
第
六
号
、
別
紙
様
式
第

六
号
の
二
、
別
紙
様
式
第
七
号
、
別
紙
様
式
第
七
号
の

二
、
別
紙
様
式
第
八
号
、
別
紙
様
式
第
十
一
号
及
び
別

紙
様
式
第
十
三
号
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
以
後
に

開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
七
月
四
日
内
閣
府
令
第

四
三
号
）
　
抄

こ
の
府
令
は
、
株
式
等
の
取
引
に
係
る
決
済
の
合
理

化
を
図
る
た
め
の
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行

日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
七
月
一
一
日
内
閣
府
令

第
四
四
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則

別
紙
様
式
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
信
用
金

庫
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
及
び
第
三
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
別
紙
様
式
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
以
後

に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
九
月
二
四
日
内
閣
府
令

第
五
六
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
〇
月
二
九
日
内
閣
府

令
第
六
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
電
子
記
録
債
権
法
の
施
行
の
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
五
日
内
閣
府
令

第
七
九
号
）
　
抄

100



（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
十
二
日
か

ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
一
条
　
施
行
日
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の

規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場

合
に
お
け
る
施
行
日
以
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
月
二
三
日
内
閣
府
令

第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の

施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
第
二
条
中
銀
行
法
施
行
規
則
第
三
十
四

条
の
二
の
四
十
二
の
改
正
規
定
、
第
四
条
中
信
用
金
庫

法
施
行
規
則
第
十
七
条
第
二
号
ニ
の
改
正
規
定
及
び
第

百
条
の
改
正
規
定
、
第
五
条
中
協
同
組
合
に
よ
る
金
融

事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
百
十
一
条
の
改
正
規

定
、
第
六
条
中
保
険
業
法
施
行
規
則
第
百
四
十
二
条
の

四
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
第
二
百
十
一

条
の
七
十
二
第
三
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、
第
九
条
中

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第

百
九
十
三
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
改
正
規
定
並

び
に
第
十
二
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
命
令
（
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す

る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
定
）
の
施
行
の
日
前
に

し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
四
月
一
三
日
内
閣
府
令

第
二
四
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則

別
紙
様
式
第
三
号
か
ら
別
紙
様
式
第
四
号
の
二
ま
で
、

別
紙
様
式
第
五
号
の
二
、
別
紙
様
式
第
六
号
の
三
、
別

紙
様
式
第
六
号
の
四
、
別
紙
様
式
第
七
号
の
三
、
別
紙

様
式
第
七
号
の
四
、
別
紙
様
式
第
八
号
の
二
か
ら
別
紙

様
式
第
十
号
ま
で
、
別
紙
様
式
第
十
二
号
及
び
別
紙
様

式
第
十
三
号
の
二
か
ら
別
紙
様
式
第
十
五
号
ま
で
、
第

三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
信
用
金
庫
法
施
行
規
則

別
紙
様
式
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
協
同
組

合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
別
紙
様

式
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
金
融
機
関
の
信

託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
別
紙
様
式

並
び
に
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
無
尽
業
法
施

行
細
則
業
務
報
告
書
雛
形
及
び
附
属
明
細
書
ひ
な
形

は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年

度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し

た
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

３
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則

別
紙
様
式
第
一
号
か
ら
別
紙
様
式
第
二
号
の
二
ま
で
、

別
紙
様
式
第
五
号
、
別
紙
様
式
第
六
号
、
別
紙
様
式
第

六
号
の
二
、
別
紙
様
式
第
七
号
、
別
紙
様
式
第
七
号
の

二
、
別
紙
様
式
第
八
号
、
別
紙
様
式
第
十
一
号
及
び
別

紙
様
式
第
十
三
号
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
以
後

に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
四
月
二
〇
日
内
閣
府
令

第
二
六
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則

別
紙
様
式
第
三
号
か
ら
別
紙
様
式
第
四
号
の
二
ま
で
、

別
紙
様
式
第
五
号
の
二
、
別
紙
様
式
第
六
号
の
三
、
別

紙
様
式
第
六
号
の
四
、
別
紙
様
式
第
七
号
の
三
、
別
紙

様
式
第
七
号
の
四
、
別
紙
様
式
第
八
号
の
二
か
ら
別
紙

様
式
第
九
号
の
二
ま
で
、
別
紙
様
式
第
十
二
号
、
別
紙

様
式
第
十
三
号
の
二
及
び
別
紙
様
式
第
十
四
号
、
第
二

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
無
尽
業
法
施
行
細
則
業
務

報
告
書
雛
形
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
保
険

業
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
一
号
の
二
か
ら
別
紙
様
式

第
一
号
の
四
ま
で
、
別
紙
様
式
第
一
号
の
六
か
ら
別
紙

様
式
第
一
号
の
八
ま
で
、
別
紙
様
式
第
四
号
、
別
紙
様

式
第
七
号
か
ら
別
紙
様
式
第
七
号
の
三
ま
で
、
別
紙
様

式
第
十
五
号
、
別
紙
様
式
第
十
五
号
の
二
及
び
別
紙
様

式
第
十
六
号
の
十
七
並
び
に
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
信
託
業
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
は
、
平
成
二
十

年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類

に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に

係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則

別
紙
様
式
第
一
号
、
別
紙
様
式
第
一
号
の
二
、
別
紙
様

式
第
五
号
、
別
紙
様
式
第
六
号
、
別
紙
様
式
第
六
号
の

二
、
別
紙
様
式
第
八
号
、
別
紙
様
式
第
十
一
号
及
び
別

紙
様
式
第
十
三
号
並
び
に
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
保
険
業
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
六
号
か
ら
別
紙

様
式
第
六
号
の
三
ま
で
、
別
紙
様
式
第
十
四
号
及
び
別

紙
様
式
第
十
六
号
の
十
九
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一

日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て

適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
四
月
二
〇
日
内
閣
府
令

第
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
銀
行
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
六
条
　
銀
行
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
説
明

書
類
の
記
載
事
項
の
う
ち
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
銀
行
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新

規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
の
二
第
一
項
第
六
号
に

掲
げ
る
事
項
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る

説
明
書
類
の
記
載
事
項
の
う
ち
新
規
則
第
十
九
条
の
三

第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
同
法
第
五
十
二
条
の
二
十

九
第
一
項
に
規
定
す
る
説
明
書
類
の
記
載
事
項
の
う
ち

新
規
則
第
三
十
四
条
の
二
十
六
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
適

用
し
、
同
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
別
紙
様
式
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一

日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て

適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
六
月
二
二
日
内
閣
府
令

第
三
四
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
我
が
国
に
お
け
る
産
業
活
動
の

革
新
等
を
図
る
た
め
の
産
業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一

年
六
月
二
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
我
が
国
に
お
け
る

産
業
活
動
の
革
新
等
を
図
る
た
め
の
産
業
活
力
再
生
特

別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
産
業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成

十
一
年
法
律
第
百
三
十
一
号
。
次
項
に
お
い
て
「
旧
特

別
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
又
は
第
十
一

条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
を
受
け
て
い
る
会
社
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
特
別
措
置
法
第
五
条

第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第

十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
を
受
け
て
い
る
会
社

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
我
が
国
に
お
け
る
産
業
活
動

の
革
新
等
を
図
る
た
め
の
産
業
活
力
再
生
特
別
措
置
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
産
業
活
力
の
再
生
及
び
産
業
活
動
の
革
新
に
関

す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
一

号
）
第
五
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一

項
又
は
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
を
受
け
て

い
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
七
月
八
日
内
閣
府
令
第

四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
銀
行
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
七
条
　
銀
行
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
間

事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
の
記
載
事
項
の
う
ち
第
六

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
、
同
法
第
二
十
一
条
第

二
項
に
規
定
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
の

記
載
事
項
の
う
ち
新
規
則
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る

事
項
及
び
同
法
第
五
十
二
条
の
二
十
九
第
一
項
に
規
定

す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
の
記
載
事
項
の

う
ち
新
規
則
第
三
十
四
条
の
二
十
六
第
一
項
に
規
定
す

る
事
項
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
以
後

に
開
始
し
た
中
間
事
業
年
度
（
銀
行
法
第
十
九
条
第
一

項
に
規
定
す
る
中
間
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
前
に
開
始
し
た
中
間
事
業
年
度
に
係
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
別
紙
様
式
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
以

後
に
開
始
し
た
中
間
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て

適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
中
間
事
業
年
度
に
係
る

書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
九
月
九
日
内
閣
府
令
第

六
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
に
関
す
る
経
過

措
置
）

２
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
対
象
事
業
者
（
金
融
商

品
取
引
法
第
七
十
九
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
対

象
事
業
者
を
い
う
。
）
と
な
っ
て
い
る
者
に
つ
い
て
の

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
金
融
商
品
取
引
業
等

に
関
す
る
内
閣
府
令
第
八
十
二
条
第
十
四
号
、
第
二
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
百
三
十
二
条
第
九
号
、
第

四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
第
十

四
条
の
十
一
の
二
十
七
第
一
項
第
十
七
号
、
第
五
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第

二
十
六
条
の
二
の
二
十
五
第
一
項
第
十
七
号
、
第
六
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
信
用
金
庫
法
施
行
規
則
第
百

七
十
条
の
二
十
五
第
一
項
第
十
七
号
、
第
七
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
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関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
十
一
条
の
二
十
二
第
一
項

第
六
号
、
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
協
同
組
合

に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
百
十
条

の
二
十
五
第
一
項
第
十
七
号
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
保
険
業
法
施
行
規
則
第
五
十
二
条
の
十
三
の

二
十
三
第
一
項
第
十
一
号
及
び
第
二
百
三
十
四
条
の
二

十
四
第
一
項
第
十
二
号
、
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
資
産
対
応
証
券
の
募
集
等
又
は
そ
の
取
扱
い
を
行

う
特
定
目
的
会
社
及
び
特
定
譲
渡
人
に
係
る
行
為
規
制

等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
十
三
条
第
九
号
、
第
十
一
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
目
的
信
託
の
受
益
証
券

の
募
集
等
を
行
う
原
委
託
者
に
係
る
行
為
規
制
等
に
関

す
る
内
閣
府
令
第
十
三
条
第
九
号
並
び
に
第
十
二
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
信
託
業
法
施
行
規
則
第
三
十
条

の
二
十
三
第
一
項
第
十
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経

過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に

お
け
る
こ
の
府
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰

則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
九
月
二
四
日
内
閣
府
令

第
六
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
株
式
会
社
企
業
再
生
支
援
機
構
法
の

施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
八
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
二
月
二
四
日
内
閣
府

令
第
七
六
号
）

こ
の
府
令
は
、
保
険
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
二

年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
二
月
二
八
日
内
閣
府

令
第
七
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
八
号
。

以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二

十
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。

一
及
び
二
　
略

三
　
第
十
条
中
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府

令
第
七
条
第
一
号
、
第
八
条
第
五
号
、
第
四
十
四
条

第
二
号
、
第
四
十
五
条
第
五
号
及
び
第
八
十
条
第
一

項
第
一
号
の
改
正
規
定
、
同
令
第
八
十
二
条
に
一
号

を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
百
十
五
条
の
次
に
一

条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
百
十
六
条
の
改
正

規
定
、
同
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同

令
第
百
十
七
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
第
三
十
八

条
第
六
号
」
を
「
第
三
十
八
条
第
七
号
」
に
改
め
る

部
分
並
び
に
同
項
第
八
号
及
び
第
九
号
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
、
同
令
第
百
十
九
条
第
一
項
第
五
号
及
び

第
六
号
並
び
に
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
十
八
号
ニ

の
改
正
規
定
、
同
令
第
百
七
十
四
条
第
一
号
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
二
百
十
七
条
、

第
二
百
三
十
一
条
第
一
項
並
び
に
第
二
百
七
十
五
条

第
一
項
第
六
号
及
び
第
七
号
の
改
正
規
定
、
同
令
別

紙
様
式
第
一
号
及
び
別
紙
様
式
第
九
号
の
改
正
規

定
、
同
令
別
紙
様
式
第
十
二
号
の
改
正
規
定
（
同
様

式
１
（
９
）
①
の
注
意
事
項
１
及
び
⑥
の
注
意
事
項

３
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
同
令
別
紙
様
式

第
十
六
号
の
改
正
規
定
（
同
様
式
８
（
１
）
の
注
意

事
項
１
及
び
８
（
５
）
の
注
意
事
項
２
に
係
る
部
分

を
除
く
。
）
、
第
十
二
条
の
規
定
、
第
十
三
条
中
無
尽

業
法
施
行
細
則
第
三
条
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
同

令
第
二
章
中
第
十
四
条
の
三
の
次
に
一
条
を
加
え
る

改
正
規
定
、
第
十
四
条
中
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
三

条
の
三
第
一
項
第
四
号
及
び
第
十
三
条
の
七
の
改
正

規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同

令
第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
五
第
一
項
第
一
号
の
改

正
規
定
（
「
及
び
第
十
七
号
」
を
「
、
第
十
七
号
及

び
第
十
八
号
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
令
第

十
四
条
の
十
一
の
二
十
七
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同

令
第
十
四
条
の
十
一
の
三
十
の
改
正
規
定
（
同
条
第

二
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
条
を
同
令
第
十
四

条
の
十
一
の
三
十
の
二
と
し
、
同
令
第
十
四
条
の
十

一
の
二
十
九
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同

令
第
十
九
条
の
二
第
一
項
第
四
号
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
三
十
四
条
の
二
の
十
七
第

三
号
ニ
（
１
）
及
び
第
三
十
四
条
の
二
の
二
十
五
第

一
項
の
改
正
規
定
、
同
令
第
三
十
四
条
の
二
の
三
十

の
改
正
規
定
（
同
条
第
二
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）

、
同
条
を
同
令
第
三
十
四
条
の
二
の
三
十
の
二
と

し
、
同
令
第
三
十
四
条
の
二
の
二
十
九
の
次
に
一
条

を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
三
十
四
条
の
四
十

九
、
第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
二
第
三
号
ニ
（
１
）
、

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
第
二
号
及
び
第
三
十
四

条
の
五
十
三
の
十
二
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
令
第

三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
七
の
改
正
規
定
（
同
条
第

二
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
同
条
を
同
令

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
七
の
二
と
し
、
同
令
第

三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
六
の
次
に
一
条
を
加
え
る

改
正
規
定
、
第
十
五
条
中
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規

則
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
十
二
条
の
五
の

改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規

定
、
同
令
第
十
八
条
の
二
第
一
項
第
四
号
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
二
十
五
条
の
二
十

八
、
第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
第
一
号
及

び
第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
五
第
一
項
の
改
正
規

定
、
同
令
第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
八
の
改
正
規
定

（
同
条
第
一
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
同
条

を
同
令
第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
八
の
二
と
し
、
同

令
第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
七
の
次
に
一
条
を
加
え

る
改
正
規
定
、
第
十
六
条
中
信
用
金
庫
法
施
行
規
則

第
百
二
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
百
十
三
条
の
改
正

規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同

令
第
百
三
十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
百
五
十
五
条
の
改
正
規

定
、
第
百
七
十
条
の
二
十
三
第
一
項
第
一
号
の
改
正

規
定
（
「
第
百
七
十
条
の
二
第
二
号
」
を
「
第
百
七

十
条
の
二
の
十
二
第
二
号
」
に
改
め
る
部
分
を
除

く
。
）
、
同
令
第
百
七
十
条
の
二
十
五
第
一
項
の
改
正

規
定
、
同
令
第
百
七
十
条
の
二
十
八
の
改
正
規
定

（
同
条
第
一
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
同
条

を
同
令
第
百
七
十
条
の
二
十
八
の
二
と
し
、
同
令
第

百
七
十
条
の
二
十
七
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規

定
、
第
十
七
条
中
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
一
条
の
次
に
一
条
を

加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
十
五
条
第
七
項
に
一
号

を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
三
十
一
条
の
二
十
二

第
一
項
第
六
号
の
改
正
規
定
、
同
令
第
三
十
一
条
の

二
十
三
の
改
正
規
定
（
同
条
第
二
号
に
係
る
部
分
を

除
く
。
）
及
び
同
条
を
同
令
第
三
十
一
条
の
二
十
五

と
し
、
同
令
第
三
十
一
条
の
二
十
二
の
次
に
二
条
を

加
え
る
改
正
規
定
、
第
十
八
条
の
規
定
（
貸
金
業
法

施
行
規
則
第
二
十
八
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
令

第
三
十
条
の
十
六
の
次
に
十
四
条
を
加
え
る
改
正
規

定
及
び
同
令
第
三
十
二
条
第
一
項
の
改
正
規
定
を
除

く
。
）
、
第
十
九
条
中
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
に
よ

る
信
用
協
同
組
合
及
び
信
用
協
同
組
合
連
合
会
の
事

業
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
条
の
三
を
同
令
第
四
条

と
し
、
同
令
第
二
条
の
二
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改

正
規
定
、
第
二
十
条
中
保
険
業
法
施
行
規
則
目
次
の

改
正
規
定
（
「
第
五
十
五
条
」
を
「
第
五
十
五
条
の

二
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
令
第
五
十
二
条

の
十
三
の
二
十
三
第
一
項
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規

定
、
同
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令

第
五
十
二
条
の
十
三
の
二
十
四
の
改
正
規
定
（
同
条

第
二
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
令
第
二
編
第
三

章
中
第
五
十
五
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規

定
、
同
令
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
第
四
号
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
八
十
五
条
第
五

項
第
三
号
、
第
百
六
十
六
条
第
四
項
第
三
号
及
び
第

百
九
十
二
条
第
四
項
第
三
号
の
改
正
規
定
、
同
令
第

二
百
十
一
条
の
三
第
九
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改

正
規
定
、
同
令
第
二
百
十
一
条
の
三
十
七
第
一
項
第

四
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
二

百
十
一
条
の
五
十
五
第
四
項
第
三
号
の
改
正
規
定
、

同
令
第
二
百
十
九
条
第
一
項
に
一
号
を
加
え
る
改
正

規
定
、
同
令
第
二
百
三
十
四
条
の
二
十
四
第
一
項
の

改
正
規
定
、
同
令
第
二
百
三
十
四
条
の
二
十
六
の
次

に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
令
第
二
百
三

十
四
条
の
二
十
七
第
一
項
の
改
正
規
定
（
同
項
第
三

号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
二
十
一
条
中
信
託
業

法
施
行
規
則
第
十
三
条
第
一
項
に
一
号
を
加
え
る
改

正
規
定
、
同
令
第
二
十
九
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る

改
正
規
定
、
同
令
第
三
十
条
の
二
十
三
第
一
項
の
改

正
規
定
、
同
令
第
三
十
条
の
二
十
四
の
改
正
規
定

（
同
条
第
二
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
条
を
同

令
第
三
十
条
の
二
十
六
と
し
、
同
令
第
三
十
条
の
二

十
三
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
三

十
三
条
第
七
項
の
改
正
規
定
、
同
令
第
四
十
三
条
第

一
項
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
条
第
二
項
に

一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
条
第
三
項
に
一
号
を

加
え
る
改
正
規
定
、
同
条
第
四
項
に
一
号
を
加
え
る

改
正
規
定
、
同
令
第
五
十
一
条
の
四
に
一
号
を
加
え

る
改
正
規
定
及
び
同
令
第
五
十
三
条
第
二
項
に
一
号

を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
二
十
二
条
中
有
価
証
券
に

係
る
投
資
顧
問
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
等
を
廃
止
す
る
内
閣
府
令
附
則
第
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ

る
同
令
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
抵
当
証
券

業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
二
条
第

三
項
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
令
第
十
五

条
の
二
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
二
十

五
条
中
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
第
四
十
一
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
十

条
の
改
正
規
定
、
同
令
第
六
十
九
条
第
一
項
第
四
号

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
九
十
五

条
、
第
百
十
条
の
二
十
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
百

十
条
の
二
十
五
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
令
第
百
十

条
の
二
十
八
の
改
正
規
定
（
同
条
第
一
号
に
係
る
部

分
を
除
く
。
）
、
同
条
を
同
令
第
百
十
条
の
二
十
八
の

二
と
し
、
同
令
第
百
十
条
の
二
十
七
の
次
に
一
条
を

加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
令
第
百
十
一
条
の
改
正

規
定
、
第
二
十
六
条
中
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
百
三
十
四
条
の
次
に
二
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条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
令
第
二
百
三
十
五
条

の
改
正
規
定
並
び
に
第
二
十
七
条
、
第
二
十
八
条
及

び
附
則
第
六
条
の
規
定
　
改
正
法
附
則
第
一
条
第
三

号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
二
年
十

月
一
日
）

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
等
の
記
載
事
項
に
関
す
る
経

過
措
置
）

第
六
条
　
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
金
融
商
品
取

引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
八
十
二
条
第
十
五
号
、

第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則

第
十
四
条
の
十
一
の
二
十
七
第
一
項
第
十
八
号
及
び
第

三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
二
第
一
項
第
十
八
号
、
第
十

五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行

規
則
第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
五
第
一
項
第
十
八
号
、

第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
信
用
金
庫
法
施
行

規
則
第
百
七
十
条
の
二
十
五
第
一
項
第
十
八
号
、
第
十

七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
金
融
機
関
の
信
託
業
務

の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
五
条
第
七
項

第
七
号
及
び
第
三
十
一
条
の
二
十
二
第
一
項
第
二
号
、

第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
貸
金
業
法
施
行
規

則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ヌ
、
第
二
号
イ
、
第

三
号
イ
及
び
第
四
号
、
第
二
項
第
一
号
ヌ
、
第
二
号

イ
、
第
三
号
イ
及
び
第
四
号
、
第
五
項
第
十
四
号
並
び

に
第
六
項
第
二
号
、
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ソ
、
第

二
号
イ
、
第
三
号
イ
及
び
第
四
号
、
第
三
項
第
一
号

ソ
、
第
二
号
イ
、
第
三
号
イ
及
び
第
四
号
並
び
に
第
十

六
項
第
一
号
ノ
、
第
二
号
イ
、
第
三
号
イ
及
び
第
四
号

イ
並
び
に
第
十
九
条
第
五
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第

五
号
、
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
保
険
業
法

施
行
規
則
第
五
十
二
条
の
十
三
の
二
十
三
第
一
項
第
十

二
号
及
び
第
二
百
三
十
四
条
の
二
十
四
第
一
項
第
十
三

号
、
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
信
託
業
法

施
行
規
則
第
三
十
条
の
二
十
三
第
一
項
第
十
一
号
及
び

第
三
十
三
条
第
七
項
、
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
有
価
証
券
に
係
る
投
資
顧
問
業
の
規
制
等
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
等
を
廃
止
す
る
内
閣
府
令
附
則
第

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

も
の
と
さ
れ
る
同
令
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の

抵
当
証
券
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十

二
条
第
三
項
第
九
号
並
び
に
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
第
百
十
条
の
二
十
五
第
一
項
第
十
八
号
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
法
附
則
第
一
条
第
三

号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を

経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
が
で
き
る
。

２
　
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
金
融
商
品
取
引
業

等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
七
十
四
条
第
一
号
ホ
、
別

紙
様
式
第
十
二
号
及
び
別
紙
様
式
第
十
六
号
、
第
十
二

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
証
券
金
融
会
社
に
関
す
る

内
閣
府
令
別
紙
様
式
１
、
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
九
条
の
二
第
一
項
第
四

号
ハ
、
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
信
用

銀
行
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
第
一
項
第
四
号
ハ
、

第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
信
用
金
庫
法
施
行

規
則
第
百
三
十
二
条
第
一
項
第
四
号
ハ
、
第
十
八
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
貸
金
業
法
施
行
規
則
別
紙
様
式

第
八
号
、
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
保
険
業

法
施
行
規
則
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
第
四
号
ニ
及
び

ホ
、
第
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
四
号
並
び
に
第
二

百
十
一
条
の
三
十
七
第
一
項
第
四
号
ハ
、
第
二
十
一
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
信
託
業
法
施
行
規
則
第
四
十

三
条
第
一
項
第
六
号
、
第
二
項
第
六
号
、
第
三
項
第
七

号
及
び
第
四
項
第
五
号
並
び
に
第
二
十
五
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
第
六
十
九
条
第
一
項
第
四
号
ハ
の
規
定

は
、
改
正
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施

行
の
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
も
の
に
つ

い
て
適
用
す
る
。

（
禁
止
行
為
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

お
け
る
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
金
融
商
品
取

引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
十
六
条
の
三
第
一
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事

項
に
代
え
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

一
　
新
金
融
商
品
取
引
法
第
六
十
六
条
の
二
十
七
の
登

録
の
意
義

二
　
信
用
格
付
（
新
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
三
十

四
項
に
規
定
す
る
信
用
格
付
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
付
与
し
た
者
が
信
用
格
付
業

（
新
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
三
十
五
項
に
規
定

す
る
信
用
格
付
業
を
い
う
。
）
を
示
す
も
の
と
し
て

使
用
す
る
呼
称

三
　
信
用
格
付
を
付
与
し
た
者
が
当
該
信
用
格
付
を
付

与
す
る
た
め
に
用
い
る
方
針
及
び
方
法
の
概
要
又
は

当
該
概
要
に
関
す
る
情
報
を
信
用
格
付
を
付
与
し
た

者
及
び
そ
の
関
係
法
人
（
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第

二
百
九
十
五
条
第
三
項
第
十
号
に
規
定
す
る
関
係
法

人
を
い
う
。
）
の
う
ち
一
若
し
く
は
二
以
上
の
も
の

か
ら
入
手
す
る
方
法

四
　
信
用
格
付
の
前
提
、
意
義
及
び
限
界

２
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け

る
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規

則
第
十
四
条
の
十
一
の
三
十
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
代
え
て
、
前

項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け

る
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規

則
第
三
十
四
条
の
二
の
三
十
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
代
え
て
、
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け

る
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規

則
第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
七
第
一
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
代
え

て
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
一
条
　
こ
の
府
令
（
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
規

定
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
定
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規

定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合

に
お
け
る
こ
の
府
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る

罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
三
月
一
日
内
閣
府
令
第

七
号
）

こ
の
府
令
は
、
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の

日
（
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
四
月
一
三
日
内
閣
府
令

第
二
二
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則

（
以
下
「
新
銀
行
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
別
紙
様
式

第
三
号
か
ら
第
四
号
の
二
ま
で
、
第
五
号
の
二
、
第
六

号
の
三
、
第
六
号
の
四
、
第
七
号
の
三
、
第
七
号
の

四
、
第
八
号
の
二
か
ら
第
十
号
ま
で
、
第
十
二
号
及
び

第
十
三
号
の
二
か
ら
第
十
五
号
ま
で
、
第
二
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
信
用
金
庫
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
新
信
用
金
庫
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）

別
紙
様
式
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
協
同
組

合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
新
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
別
紙
様
式
、
第

四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
保
険
業
法
施
行
規
則

（
以
下
「
新
保
険
業
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
別
紙
様

式
第
四
号
、
第
五
号
、
第
五
号
の
二
、
第
七
号
か
ら
第

七
号
の
三
ま
で
、
第
十
二
号
、
第
十
二
号
の
二
、
第
十

五
号
か
ら
第
十
五
号
の
三
ま
で
、
第
十
六
号
の
十
七
、

第
十
六
号
の
二
十
及
び
第
十
六
号
の
二
十
五
か
ら
第
十

六
号
の
二
十
七
ま
で
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
船
主
相
互
保
険
組
合
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
船
主

相
互
保
険
組
合
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
別
紙
様
式

第
一
号
並
び
に
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
無
尽

業
法
施
行
細
則
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
無
尽
業

法
施
行
細
則
」
と
い
う
。
）
業
務
報
告
書
雛
形
及
び
附

属
明
細
書
ひ
な
形
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
以
後

に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
新
銀
行

法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
三
号
第
２
貸
借
対
照
表
の

表
、
第
三
号
の
二
第
２
貸
借
対
照
表
の
表
、
第
四
号
第

２
貸
借
対
照
表
の
表
、
第
四
号
の
二
第
２
貸
借
対
照
表

の
表
、
第
六
号
の
三
第
１
貸
借
対
照
表
の
表
、
第
六
号

の
四
第
１
貸
借
対
照
表
の
表
、
第
七
号
の
三
第
１
貸
借

対
照
表
の
表
及
び
第
七
号
の
四
第
１
貸
借
対
照
表
の

表
、
新
信
用
金
庫
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
二
号
貸
借

対
照
表
の
表
、
第
六
号
貸
借
対
照
表
の
表
、
第
十
号
貸

借
対
照
表
の
表
、
第
十
三
号
第
２
貸
借
対
照
表
の
表
、

第
十
四
号
第
２
貸
借
対
照
表
の
表
及
び
第
十
五
号
第
２

貸
借
対
照
表
の
表
、
新
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
二
号
貸
借
対
照
表

の
表
（
資
産
除
去
債
務
の
科
目
に
限
る
。
）
、
第
六
号
貸

借
対
照
表
の
表
、
第
九
号
第
２
貸
借
対
照
表
の
表
（
資

産
除
去
債
務
の
科
目
に
限
る
。
）
、
第
九
号
の
二
第
２
貸

借
対
照
表
の
表
及
び
第
十
号
第
２
貸
借
対
照
表
の
表
、

新
保
険
業
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
七
号
第
４
貸
借
対

照
表
の
表
、
第
七
号
の
二
第
４
貸
借
対
照
表
の
表
、
第

十
二
号
第
３
貸
借
対
照
表
の
表
、
第
十
二
号
の
二
第
３

貸
借
対
照
表
の
表
及
び
第
十
六
号
の
十
七
第
４
貸
借
対

照
表
の
表
、
新
船
主
相
互
保
険
組
合
法
施
行
規
則
別
紙

様
式
第
一
号
第
２
貸
借
対
照
表
の
表
並
び
に
新
無
尽
業

法
施
行
細
則
業
務
報
告
書
雛
形
二
貸
借
対
照
表
の
表
の

規
定
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に

開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
一
号
か
ら
第
二
号

の
二
ま
で
、
第
五
号
、
第
六
号
、
第
六
号
の
二
、
第
七

号
、
第
七
号
の
二
、
第
八
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三

号
、
新
保
険
業
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
六
号
か
ら
第

六
号
の
三
ま
で
、
第
十
一
号
、
第
十
一
号
の
二
、
第
十

四
号
、
第
十
六
号
の
十
八
、
第
十
六
号
の
十
九
及
び
第

十
六
号
の
二
十
四
並
び
に
新
船
主
相
互
保
険
組
合
法
施

行
規
則
別
紙
様
式
第
三
号
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一

日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て

適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
九
月
二
一
日
内
閣
府
令

第
四
一
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則

別
紙
様
式
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
信
用
金

庫
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
別
紙
様
式
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

保
険
業
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
及
び
第
五
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
無
尽
業
法
施
行
細
則
業
務
報
告
書
雛
形

は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業

年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始

し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
九
月
二
一
日
内
閣
府
令

第
四
二
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
九
月
三
〇
日
内
閣
府
令

第
四
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
業
務
報
告
書
等
の
様
式
に
係
る
経
過
措
置
）

第
十
三
条
　
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
無
尽
業
法

施
行
細
則
業
務
報
告
書
雛
形
、
第
十
一
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
１
号
、
別

紙
様
式
第
１
号
の
２
、
別
紙
様
式
第
２
号
、
別
紙
様
式

第
２
号
の
２
、
別
紙
様
式
第
３
号
、
別
紙
様
式
第
３
号

の
２
、
別
紙
様
式
第
４
号
、
別
紙
様
式
第
４
号
の
２
、

別
紙
様
式
第
５
号
の
２
、
別
紙
様
式
第
６
号
、
別
紙
様

式
第
６
号
の
２
、
別
紙
様
式
第
６
号
の
３
、
別
紙
様
式

第
６
号
の
４
、
別
紙
様
式
第
７
号
、
別
紙
様
式
第
７
号

の
２
、
別
紙
様
式
第
７
号
の
３
、
別
紙
様
式
第
７
号
の

４
、
別
紙
様
式
第
８
号
の
２
、
別
紙
様
式
第
１
２
号
及

び
別
紙
様
式
第
１
３
号
の
２
、
第
十
二
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
信
用
金
庫
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
２

号
、
別
紙
様
式
第
６
号
、
別
紙
様
式
第
１
０
号
、
別
紙

様
式
第
１
３
号
、
別
紙
様
式
第
１
３
号
の
２
、
別
紙
様

式
第
１
４
号
、
別
紙
様
式
第
１
４
号
の
２
及
び
別
紙
様

式
第
１
５
号
、
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
協

同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
別

紙
様
式
第
２
号
、
別
紙
様
式
第
６
号
、
別
紙
様
式
第
９

号
、
別
紙
様
式
第
９
号
の
２
、
別
紙
様
式
第
１
０
号
及

び
別
紙
様
式
第
１
０
号
の
２
、
第
十
六
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
信
託
業
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
１
０
号

及
び
別
紙
様
式
第
１
０
号
の
２
並
び
に
第
十
九
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内

閣
府
令
別
紙
様
式
第
十
二
号
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月

三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に

つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係

る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
一
一
月
一
九
日
内
閣
府

令
第
四
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
二
年
一
二
月
二
八
日
内
閣
府

令
第
五
七
号
）
　
抄

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
四
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
二
五
日
内
閣
府
令

第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
銀
行
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行

規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）

第
十
九
条
の
三
及
び
第
三
十
四
条
の
二
十
六
に
規
定
す

る
説
明
書
類
（
中
間
事
業
年
度
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

の
記
載
事
項
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
以
後
に
開

始
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
に
つ
い
て
適

用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
中
間
事
業
年
度
に
係
る
説

明
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
十
九
条
の
三
及
び
第
三
十
四
条
の
二
十
六

に
規
定
す
る
説
明
書
類
（
事
業
年
度
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
の
記
載
事
項
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一

日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
に
つ

い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る

説
明
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
則
別
紙
様
式
第
五
号
、
第
八
号
、
第
十
一
号
及

び
第
十
三
号
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
以
後
に
開

始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同

日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
新
規
則
別
紙
様
式
第
五
号
の
二
、
第
八
号
の
二
、
第

十
二
号
及
び
第
十
三
号
の
二
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月

三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に

つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係

る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
六
月
二
九
日
内
閣
府
令

第
二
八
号
）

こ
の
府
令
は
、
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
三
年
六
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
〇
月
三
一
日
内
閣
府

令
第
五
八
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則

別
紙
様
式
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
保
険
業

法
施
行
規
則
別
表
及
び
別
紙
様
式
並
び
に
第
三
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
船
主
相
互
保
険
組
合
法
施
行
規
則

別
紙
様
式
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始

す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日

前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
一
月
一
六
日
内
閣
府

令
第
六
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
資
本
市
場
及
び
金
融
業
の
基
盤

強
化
の
た
め
の
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の

日
（
平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
四
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附

則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

る
場
合
に
お
け
る
こ
の
府
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に

対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
四
年
二
月
一
五
日
内
閣
府
令

第
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
資
本
市
場
及
び
金
融
業
の
基
盤

強
化
の
た
め
の
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附

則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

る
場
合
に
お
け
る
こ
の
府
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に

対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
四
年
二
月
二
二
日
内
閣
府
令

第
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
株
式
会
社
東
日
本
大
震
災
事
業
者
再

生
支
援
機
構
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
二
月
二

十
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
二
九
日
内
閣
府
令

第
一
四
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
六
月
一
日
内
閣
府
令
第

三
八
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
六
月
二
二
日
内
閣
府
令

第
四
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則

別
紙
様
式
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
信
用
金

庫
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
及
び
第
三
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
別
紙
様
式
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
以

後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
七
月
六
日
内
閣
府
令
第

四
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
及
び

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和

条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入

国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法

律
（
以
下
「
入
管
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行

の
日
（
平
成
二
十
四
年
七
月
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
外
国
人
登
録
証
明
書
の
写
し
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行

規
則
第
三
十
四
条
の
三
十
四
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第
二
十
五
条
の

十
四
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
信
用
金
庫
法

施
行
規
則
第
百
四
十
条
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
第
八
十
条
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
信

託
業
法
施
行
規
則
第
五
条
第
二
項
、
第
十
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
貸
金
業
法
施
行
規
則
第
四
条
第
二
項
及

び
第
三
十
条
の
十
三
第
一
項
、
第
十
一
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
前
払
式
支
払
手
段
に
関
す
る
内
閣
府
令
第

十
一
条
及
び
第
十
六
条
、
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
資
金
移
動
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
六
条
、

第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
資
産
の
流
動
化
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
九
条
第
一
項
、
第
十
五
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
第
百
八
条
第
二
項
及
び
第
二
百
十

五
条
並
び
に
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
会
社

法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

の
特
例
旧
特
定
目
的
会
社
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
十
五

条
第
一
項
の
規
定
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
外
国
人

登
録
証
明
書
関
係
の
改
正
規
定
」
と
総
称
す
る
。
）
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
中
長
期
在
留
者
（
入
管
法
等
改
正

法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
出
入
国
管
理
及
び

難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
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第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者
を
い
う
。
）

が
所
持
す
る
外
国
人
登
録
証
明
書
又
は
特
別
永
住
者

（
入
管
法
等
改
正
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱

し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三

年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者
を
い

う
。
）
が
所
持
す
る
外
国
人
登
録
証
明
書
は
、
入
管
法

等
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
各
号
に
定
め
る
期
間

又
は
入
管
法
等
改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
第
二
項
各
号

に
定
め
る
期
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
外
国
人
登
録
証
明
書
関

係
の
改
正
規
定
に
規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド
又
は
特
別
永

住
者
証
明
書
と
み
な
す
。

（
業
務
に
関
す
る
報
告
書
等
に
係
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行

規
則
別
紙
様
式
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
信

用
金
庫
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
、
第
四
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
に
よ
る
信
用
協

同
組
合
及
び
信
用
協
同
組
合
連
合
会
の
事
業
に
関
す
る

内
閣
府
令
別
紙
様
式
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
保
険
業
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
、
第
七
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
無
尽
業
法
施
行
細
則
附
属
雛
形
、
第
八

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の

兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
別
紙
様
式
、
第
九
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
信
託
業
法
施
行
規
則
別
紙
様

式
第
二
十
三
号
、
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
貸

金
業
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
八
号
の
二
及
び
第
二
十

二
号
、
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
資
金
移
動

業
の
指
定
紛
争
解
決
機
関
に
関
す
る
内
閣
府
令
別
紙
様

式
並
び
に
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
金
融
商

品
取
引
法
第
五
章
の
五
の
規
定
に
よ
る
指
定
紛
争
解
決

機
関
に
関
す
る
内
閣
府
令
別
紙
様
式
は
、
こ
の
府
令
の

施
行
の
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に

つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係

る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
九
月
二
八
日
内
閣
府
令

第
六
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の

確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す

る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平

成
二
十
四
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
三
月
一
五
日
内
閣
府
令

第
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
株
式
会
社
企
業
再
生
支
援
機
構
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年

三
月
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
三
月
二
七
日
内
閣
府
令

第
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
五
年
三
月
二
八
日
内
閣
府
令

第
一
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則

（
以
下
「
新
銀
行
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
別
紙
様
式

第
一
号
、
別
紙
様
式
第
一
号
の
二
、
別
紙
様
式
第
五
号

及
び
別
紙
様
式
第
十
一
号
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一

日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て

適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
三
号
か
ら
別
紙
様

式
第
四
号
の
二
ま
で
、
別
紙
様
式
第
五
号
の
二
、
別
紙

様
式
第
六
号
の
三
、
別
紙
様
式
第
六
号
の
四
、
別
紙
様

式
第
七
号
の
三
、
別
紙
様
式
第
七
号
の
四
及
び
別
紙
様

式
第
十
二
号
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
信
用

金
庫
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
二
号
、
別
紙
様
式
第
六

号
、
別
紙
様
式
第
十
号
、
別
紙
様
式
第
十
三
号
、
別
紙

様
式
第
十
四
号
及
び
別
紙
様
式
第
十
五
号
、
第
三
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
二
号
、
別
紙
様
式

第
六
号
、
別
紙
様
式
第
九
号
及
び
別
紙
様
式
第
十
号
、

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
保
険
業
法
施
行
規
則

別
紙
様
式
第
三
号
か
ら
別
紙
様
式
第
三
号
の
三
ま
で
、

別
紙
様
式
第
六
号
か
ら
別
紙
様
式
第
六
号
の
三
ま
で
、

別
紙
様
式
第
七
号
、
別
紙
様
式
第
七
号
の
二
、
別
紙
様

式
第
十
一
号
、
別
紙
様
式
第
十
一
号
の
二
、
別
紙
様
式

第
十
二
号
、
別
紙
様
式
第
十
二
号
の
二
、
別
紙
様
式
第

十
四
号
、
別
紙
様
式
第
十
五
号
、
別
紙
様
式
第
十
五
号

の
三
、
別
紙
様
式
第
十
六
号
の
十
七
か
ら
別
紙
様
式
第

十
六
号
の
十
九
ま
で
、
別
紙
様
式
第
十
六
号
の
二
十
四

及
び
別
紙
様
式
第
十
六
号
の
二
十
五
、
第
五
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣

府
令
（
次
項
に
お
い
て
「
新
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関

す
る
内
閣
府
令
」
と
い
う
。
）
別
紙
様
式
第
十
七
号
の

五
並
び
に
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
主
相
互

保
険
組
合
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
一
号
か
ら
別
紙
様

式
第
三
号
ま
で
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
以

後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
三
号
、
別
紙
様
式

第
三
号
の
二
、
別
紙
様
式
第
五
号
の
二
及
び
別
紙
様
式

第
十
二
号
の
国
際
基
準
に
係
る
自
己
資
本
比
率
の
項
目

並
び
に
新
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
別

紙
様
式
第
十
七
号
の
五
１
（
６
）
様
式
Ｂ
の
項
目
に
つ

い
て
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
前
に
終
了
し

た
事
業
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
記
載
す
る
こ
と

を
要
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
三
月
二
九
日
内
閣
府
令

第
一
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行

規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）

第
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
説
明
書
類
（
中
間
事
業
年

度
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
記
載
事
項
は
、
平
成
二

十
五
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
中
間
事
業
年
度
に

係
る
説
明
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し

た
中
間
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
説
明
書
類
（
事

業
年
度
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
記
載
事
項
は
、
平

成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年

度
に
係
る
説
明
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終

了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
九
月
二
七
日
内
閣
府
令

第
六
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
五
年
九
月
三
十
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則

別
紙
様
式
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
信
用
金

庫
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
別
紙
様
式
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

保
険
業
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
、
第
五
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
信
託
業
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
、
第
六
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す

る
内
閣
府
令
別
紙
様
式
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
船
主
相
互
保
険
組
合
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
及
び

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
無
尽
業
法
施
行
細
則

業
務
報
告
書
雛
形
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適

用
し
、
同
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

様
式
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規

則
別
紙
様
式
第
一
号
か
ら
別
紙
様
式
第
二
号
の
二
ま

で
、
別
紙
様
式
第
五
号
、
別
紙
様
式
第
六
号
、
別
紙

様
式
第
六
号
の
二
、
別
紙
様
式
第
七
号
、
別
紙
様
式

第
七
号
の
二
、
別
紙
様
式
第
八
号
、
別
紙
様
式
第
十

一
号
及
び
別
紙
様
式
第
十
三
号
　
平
成
二
十
五
年
九

月
三
十
日
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
（
銀
行
法
第

十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
間
事
業
年
度
を
い

う
。
）
に
係
る
書
類

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
二
月
一
一
日
内
閣
府

令
第
七
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
十
二
月

二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
月
一
七
日
内
閣
府
令

第
五
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
産
業
競
争
力
強
化
法
の
施
行
の

日
（
平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
産
業
競
争
力
強
化

法
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
産
業
活
力
の

再
生
及
び
産
業
活
動
の
革
新
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
一
号
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
旧
産
活
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
、

第
七
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
一

項
、
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
六
条
第
一
項
の

認
定
を
受
け
て
い
る
会
社
又
は
旧
産
活
法
第
三
十
九
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
に
係
る
同
項
の
中
小
企

業
承
継
事
業
再
生
計
画
に
従
っ
て
事
業
を
承
継
し
て
い

る
会
社
に
関
す
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀

行
法
施
行
規
則
第
十
七
条
の
二
第
六
項
第
五
号
、
長
期

信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第
四
条
の
三
第
六
項
第
五
号
、

信
用
金
庫
法
施
行
規
則
第
七
十
条
第
四
項
第
五
号
及
び

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

第
十
条
第
四
項
第
五
号
並
び
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
保
険
業
法
施
行
規
則
第
五
十
六
条
第
五
項
第

五
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

２
　
こ
の
府
令
の
施
行
後
に
産
業
競
争
力
強
化
法
附
則
第

五
条
第
一
項
、
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
、
第

八
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
認
定
を
受

け
た
会
社
又
は
同
法
附
則
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に

105



基
づ
き
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に

お
け
る
旧
産
活
法
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
認
定
に
係
る
同
項
の
中
小
企
業
承
継
事
業
再
生
計
画

に
従
っ
て
事
業
を
承
継
し
て
い
る
会
社
に
関
す
る
第
一

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
七

条
の
二
第
六
項
第
五
号
、
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則

第
四
条
の
三
第
六
項
第
五
号
、
信
用
金
庫
法
施
行
規
則

第
七
十
条
第
四
項
第
五
号
及
び
協
同
組
合
に
よ
る
金
融

事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
条
第
四
項
第
五
号

並
び
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
保
険
業
法
施

行
規
則
第
五
十
六
条
第
五
項
第
五
号
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
五
日
内
閣
府
令
第

一
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行

の
日
（
平
成
二
十
六
年
三
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
二
八
日
内
閣
府
令

第
二
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則

（
以
下
「
新
銀
行
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
別
紙
様
式

第
一
号
、
別
紙
様
式
第
一
号
の
二
、
別
紙
様
式
第
五
号

及
び
別
紙
様
式
第
十
一
号
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
保
険
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
保
険
業
法
施

行
規
則
」
と
い
う
。
）
別
紙
様
式
第
六
号
か
ら
別
紙
様

式
第
六
号
の
三
ま
で
、
別
紙
様
式
第
十
四
号
、
別
紙
様

式
第
十
六
号
の
十
八
、
別
紙
様
式
第
十
六
号
の
十
九
及

び
別
紙
様
式
第
十
六
号
の
二
十
四
並
び
に
第
七
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
無
尽
業
法
施
行
細
則
業
務
報
告
書

雛
形
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る

事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に

開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
三
号
、
別
紙
様
式

第
三
号
の
二
、
別
紙
様
式
第
五
号
の
二
、
別
紙
様
式
第

九
号
、
別
紙
様
式
第
九
号
の
二
、
別
紙
様
式
第
十
二
号

及
び
別
紙
様
式
第
十
四
号
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
信
用
金
庫
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
信
用
金
庫

法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
別
紙
様
式
第
一
号
、
別
紙

様
式
第
三
号
、
別
紙
様
式
第
五
号
、
別
紙
様
式
第
七

号
、
別
紙
様
式
第
九
号
、
別
紙
様
式
第
十
一
号
及
び
別

紙
様
式
第
十
三
号
か
ら
別
紙
様
式
第
十
五
号
ま
で
、
第

三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
協
同
組
合
に
よ
る
金
融

事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
新
協
同
組
合

に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
と
い

う
。
）
別
紙
様
式
第
一
号
、
別
紙
様
式
第
三
号
、
別
紙

様
式
第
五
号
、
別
紙
様
式
第
七
号
、
別
紙
様
式
第
九
号

か
ら
別
紙
様
式
第
十
号
の
二
ま
で
、
別
紙
様
式
第
十
三

号
及
び
別
紙
様
式
第
十
四
号
、
新
保
険
業
法
施
行
規
則

別
紙
様
式
第
七
号
か
ら
別
紙
様
式
第
七
号
の
三
ま
で
、

別
紙
様
式
第
十
二
号
、
別
紙
様
式
第
十
五
号
、
別
紙
様

式
第
十
五
号
の
二
、
別
紙
様
式
第
十
六
号
の
十
七
、
別

紙
様
式
第
十
六
号
の
二
十
、
別
紙
様
式
第
十
六
号
の
二

十
五
及
び
別
紙
様
式
第
十
六
号
の
二
十
六
、
第
五
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る

内
閣
府
令
別
紙
様
式
第
十
七
号
の
五
並
び
に
第
六
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
証
券
金
融
会
社
に
関
す
る
内
閣

府
令
別
紙
様
式
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
以

後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
三
号
、
別
紙
様
式

第
三
号
の
二
、
別
紙
様
式
第
五
号
の
二
及
び
別
紙
様
式

第
十
二
号
、
新
信
用
金
庫
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
十

三
号
か
ら
別
紙
様
式
第
十
五
号
ま
で
並
び
に
新
協
同
組

合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
別
紙
様

式
第
九
号
か
ら
別
紙
様
式
第
十
号
の
二
ま
で
の
国
内
基

準
に
係
る
自
己
資
本
比
率
の
項
目
に
つ
い
て
は
、
平
成

二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に

係
る
も
の
に
つ
い
て
は
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
内
閣
府
令

第
三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
四
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
外
国
銀
行
支
店
の
資
本
金
に
対
応
す
る
資
産
の
国
内

保
有
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

附
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
同
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法

（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
四
十
七
条
の

二
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
額
が
二
十
億
円
を
超
え
る

と
き
は
、
二
十
億
円
と
す
る
。

一
　
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
　
十
億
円
又
は
平
成
二
十
六
年
三

月
三
十
一
日
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
第
一
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様

式
第
四
号
（
同
令
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特

定
取
引
勘
定
届
出
外
国
銀
行
支
店
に
あ
っ
て
は
、
別

紙
様
式
第
四
号
の
二
）
中
の
貸
借
対
照
表
の
利
益
準

備
金
勘
定
に
計
上
さ
れ
る
額
（
次
号
に
お
い
て
「
利

益
準
備
金
額
」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ
か
高
い
額

二
　
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
　
十
五
億
円
又
は
利
益
準
備
金
額

の
い
ず
れ
か
高
い
額

（
銀
行
法
施
行
規
則
等
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行

規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
後
銀
行
法
施
行
規
則
」

と
い
う
。
）
別
紙
様
式
は
、
こ
の
府
令
の
施
行
の
日

（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
開
始
す
る
事
業

年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開

始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

２
　
改
正
後
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
九
条
の
二
及
び
第
三

十
四
条
の
二
十
六
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
及
び
第
二

十
五
条
の
八
の
二
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

信
用
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
三
十
二
条
並
び
に
第
十
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
六
十
九
条
に
規
定
す
る
説

明
書
類
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係

る
説
明
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
し

た
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
七
月
四
日
内
閣
府
令
第

五
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
三
十
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
〇
月
一
日
内
閣
府
令

第
六
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
貿
易
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

（
銀
行
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

銀
行
法
施
行
規
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ハ
に

掲
げ
る
金
額
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀

行
法
施
行
規
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ハ
に
掲

げ
る
金
額
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
〇
月
一
四
日
内
閣
府

令
第
六
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機

構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二

十
六
年
十
月
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
〇
月
二
二
日
内
閣
府

令
第
六
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の

施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。

（
銀
行
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行

規
則
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
は
、
株
式
会
社
商
工
組

合
中
央
金
庫
法
及
び
中
小
企
業
信
用
保
険
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
十
九
号
）

附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
項
に
規
定
す

る
検
討
が
行
わ
れ
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

に
は
同
項
に
規
定
す
る
所
要
の
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
こ

と
と
な
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
当
分
の
間
、
株
式
会
社
商

工
組
合
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
七
十
四

号
）
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
商
工
債
（
同
法
附
則

第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
十
三
条
の
規
定

に
よ
り
発
行
さ
れ
た
商
工
債
と
み
な
さ
れ
た
も
の
を
含

む
。
以
下
「
商
工
債
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
適

用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
二
月
二
七
日
内
閣
府
令

第
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
銀
行
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行

規
則
（
次
条
か
ら
附
則
第
七
条
第
一
項
ま
で
（
次
条
第

二
項
及
び
附
則
第
五
条
第
二
項
を
除
く
。
）
の
規
定
に

お
い
て
「
新
銀
行
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
九

条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る

中
間
事
業
年
度
（
銀
行
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す

る
中
間
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
説

明
書
類
及
び
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
に
つ
い
て
適

用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
し
た
中
間
事
業
年
度
に
係
る

説
明
書
類
及
び
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条
　
海
外
営
業
拠
点
（
新
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
九

条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
海
外
営
業
拠
点

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
附
則
第
五
条
及
び
第
七
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
中
間
事
業
年
度
の
中
途
又
は
事
業

年
度
の
中
途
に
お
い
て
銀
行
業
（
銀
行
法
第
二
条
第
二

項
に
規
定
す
る
銀
行
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
附
則

第
五
条
及
び
第
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
開
始
し
た

銀
行
の
当
該
中
間
事
業
年
度
又
は
当
該
事
業
年
度
に
対
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す
る
新
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
九
条
の
二
第
一
項
第
五

号
（
同
号
ホ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
海

外
営
業
拠
点
が
銀
行
業
を
開
始
し
た
日
か
ら
当
該
日
を

含
む
中
間
事
業
年
度
の
末
日
ま
で
又
は
事
業
年
度
の
末

日
ま
で
の
期
間
を
同
号
の
中
間
事
業
年
度
又
は
事
業
年

度
と
み
な
す
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
中
間
事
業
年
度
又
は
事
業
年
度

と
み
な
さ
れ
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ

り
海
外
営
業
拠
点
が
銀
行
業
を
開
始
し
た
日
を
施
行
日

と
み
な
し
て
、
前
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
四
条
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
九
条
の
三
の
規
定

は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
中
間
連
結
会
計
年
度

（
中
間
連
結
財
務
諸
表
の
作
成
に
係
る
期
間
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
に
係
る
説
明
書
類
及
び
連
結
会
計
年
度

（
連
結
財
務
諸
表
の
作
成
に
係
る
期
間
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
係
る
説
明
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行

日
前
に
終
了
し
た
中
間
連
結
会
計
年
度
に
係
る
説
明
書

類
及
び
連
結
会
計
年
度
に
係
る
説
明
書
類
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
五
条
　
海
外
営
業
拠
点
が
中
間
連
結
会
計
年
度
の
中
途

又
は
連
結
会
計
年
度
の
中
途
に
お
い
て
銀
行
業
を
開
始

し
た
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
銀
行
法
第
十
四
条
の

二
第
二
号
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
い
、
同
法
第
二

十
一
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
説
明
書
類
の
内
容
に

重
要
な
影
響
を
与
え
な
い
子
会
社
等
を
除
く
。
）
の
当

該
中
間
連
結
会
計
年
度
又
は
当
該
連
結
会
計
年
度
に
対

す
る
新
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
九
条
の
三
第
三
号
（
同

号
ニ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
海
外
営
業

拠
点
が
銀
行
業
を
開
始
し
た
日
か
ら
当
該
日
を
含
む
中

間
連
結
会
計
年
度
の
末
日
ま
で
又
は
連
結
会
計
年
度
の

末
日
ま
で
の
期
間
を
同
号
の
中
間
連
結
会
計
年
度
又
は

連
結
会
計
年
度
と
み
な
す
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
中
間
連
結
会
計
年
度
又
は
連
結

会
計
年
度
と
み
な
さ
れ
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
同
項
の

規
定
に
よ
り
海
外
営
業
拠
点
が
銀
行
業
を
開
始
し
た
日

を
施
行
日
と
み
な
し
て
、
前
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
六
条
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
第
三
十
四
条
の
二
十
六
第

一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
中
間
連
結

会
計
年
度
に
係
る
説
明
書
類
及
び
連
結
会
計
年
度
に
係

る
説
明
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
し

た
中
間
連
結
会
計
年
度
に
係
る
説
明
書
類
及
び
連
結
会

計
年
度
に
係
る
説
明
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

第
七
条
　
海
外
営
業
拠
点
が
中
間
事
業
年
度
の
中
途
又
は

事
業
年
度
の
中
途
に
お
い
て
銀
行
業
を
開
始
し
た
銀
行

を
子
会
社
と
す
る
銀
行
持
株
会
社
（
銀
行
法
第
二
条
第

十
三
項
に
規
定
す
る
銀
行
持
株
会
社
を
い
う
。
）
及
び

そ
の
子
会
社
等
（
新
銀
行
法
施
行
規
則
第
三
十
四
条
の

二
十
六
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い

う
。
）
の
当
該
海
外
営
業
拠
点
が
銀
行
業
を
開
始
し
た

日
を
含
む
中
間
連
結
会
計
年
度
又
は
連
結
会
計
年
度
に

対
す
る
同
項
第
四
号
（
同
号
ニ
に
係
る
部
分
に
限
る
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
当
該
海
外
営
業
拠
点
が
銀
行
業
を
開
始
し
た

日
か
ら
当
該
日
を
含
む
中
間
連
結
会
計
年
度
の
末
日
ま

で
又
は
連
結
会
計
年
度
の
末
日
ま
で
の
期
間
を
同
号
の

中
間
連
結
会
計
年
度
又
は
連
結
会
計
年
度
と
み
な
す
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
中
間
連
結
会
計
年
度
又
は
連
結

会
計
年
度
と
み
な
さ
れ
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
同
項
の

規
定
に
よ
り
海
外
営
業
拠
点
が
銀
行
業
を
開
始
し
た
日

を
施
行
日
と
み
な
し
て
、
前
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
三
〇
日
内
閣
府
令

第
二
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
中
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
一
号
の

改
正
規
定
（
第
４
の
表
記
載
上
の
注
意
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
、
同
令
別
紙
様
式
第
一
号
の
二
の
改
正
規

定
（
第
４
の
表
記
載
上
の
注
意
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
、
同
令
別
紙
様
式
第
三
号
の
改
正
規
定
（
第
４

の
表
記
載
上
の
注
意
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
令

別
紙
様
式
第
三
号
の
二
の
改
正
規
定
（
第
４
の
表
記

載
上
の
注
意
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
令
別
紙
様

式
第
五
号
の
改
正
規
定
（
第
２
の
４
の
表
記
載
上
の

注
意
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
令
別
紙
様
式
第
五

号
の
二
の
改
正
規
定
（
第
２
の
４
の
表
記
載
上
の
注

意
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
令
別
紙
様
式
第
十
一

号
の
改
正
規
定
（
第
２
の
４
の
表
記
載
上
の
注
意
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
同
令
別
紙
様
式
第
十
二

号
の
改
正
規
定
（
第
２
の
４
の
表
記
載
上
の
注
意
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
条
中
信
用
金
庫
法
施
行

規
則
別
紙
様
式
第
二
号
の
改
正
規
定
、
同
令
別
紙
様

式
第
三
号
の
表
記
載
上
の
注
意
の
改
正
規
定
（
１

２
．
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
令
別
紙
様
式
第
六

号
の
改
正
規
定
、
同
令
別
紙
様
式
第
七
号
の
表
記
載

上
の
注
意
の
改
正
規
定
（
１
２
．
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
、
同
令
別
紙
様
式
第
十
号
の
改
正
規
定
、
同
令

別
紙
様
式
第
十
一
号
の
表
記
載
上
の
注
意
の
改
正
規

定
（
１
２
．
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
令
別
紙
様

式
第
十
三
号
第
２
の
表
記
載
上
の
注
意
、
同
令
別
紙

様
式
第
十
三
号
第
３
の
表
記
載
上
の
注
意
の
改
正
規

定
（
１
２
．
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
令
別
紙
様

式
第
十
三
号
の
二
第
２
の
２
の
表
記
載
上
の
注
意
の

改
正
規
定
、
同
令
別
紙
様
式
第
十
四
号
第
２
の
表
記

載
上
の
注
意
、
同
令
別
紙
様
式
第
十
四
号
第
３
の
表

記
載
上
の
注
意
の
改
正
規
定
（
１
２
．
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
、
同
令
別
紙
様
式
第
十
四
号
の
二
第
２
の

２
の
表
記
載
上
の
注
意
の
改
正
規
定
、
同
令
別
紙
様

式
第
十
五
号
第
２
の
表
記
載
上
の
注
意
及
び
同
令
別

紙
様
式
第
十
五
号
第
３
の
表
記
載
上
の
注
意
の
改
正

規
定
（
１
２
．
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
条
中

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
別
紙
様
式
第
二
号
の
改
正
規
定
、
同
令
別
紙
様
式

第
三
号
の
表
記
載
上
の
注
意
の
改
正
規
定
（
１
２
．

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
令
別
紙
様
式
第
六
号
の

改
正
規
定
、
同
令
別
紙
様
式
第
七
号
の
表
記
載
上
の

注
意
の
改
正
規
定
（
１
２
．
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

、
同
令
別
紙
様
式
第
九
号
第
２
の
表
記
載
上
の
注
意

の
改
正
規
定
、
同
令
別
紙
様
式
第
九
号
第
３
の
表
記

載
上
の
注
意
の
改
正
規
定
（
１
２
．
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
、
同
令
別
紙
様
式
第
九
号
の
二
第
２
の
２
．

の
表
記
載
上
の
注
意
の
改
正
規
定
、
同
令
別
紙
様
式

第
十
号
第
２
の
改
正
規
定
、
同
令
別
紙
様
式
第
十
号

第
３
の
表
記
載
上
の
注
意
の
改
正
規
定
（
１
２
．
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
同
令
別
紙
様
式
第
十
号

の
二
第
２
の
２
．
の
表
記
載
上
の
注
意
の
改
正
規

定
、
第
五
条
中
保
険
業
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
六

号
の
改
正
規
定
（
第
５
の
表
記
載
上
の
注
意
及
び
第

６
の
表
記
載
上
の
注
意
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同

令
別
紙
様
式
第
六
号
の
二
の
改
正
規
定
（
第
５
の
表

記
載
上
の
注
意
及
び
第
６
の
表
記
載
上
の
注
意
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
令
別
紙
様
式
第
六
号
の
三
の

改
正
規
定
（
第
２
の
５
の
表
記
載
上
の
注
意
及
び
第

２
の
６
の
表
記
載
上
の
注
意
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

、
同
令
別
紙
様
式
第
七
号
の
改
正
規
定
（
第
９
の
表

記
載
上
の
注
意
及
び
第
１
０
の
表
記
載
上
の
注
意
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
令
別
紙
様
式
第
七
号
の
二

の
改
正
規
定
（
第
９
の
表
記
載
上
の
注
意
及
び
第
１

０
の
表
記
載
上
の
注
意
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同

令
別
紙
様
式
第
七
号
の
三
の
改
正
規
定
（
第
２
の
５

の
表
記
載
上
の
注
意
及
び
第
２
の
６
の
表
記
載
上
の

注
意
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
令
別
紙
様
式
第
十

四
号
の
改
正
規
定
（
第
２
の
５
の
表
記
載
上
の
注
意

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
令
別
紙
様
式
第
十
五
号

の
改
正
規
定
（
第
２
の
５
の
表
記
載
上
の
注
意
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
令
別
紙
様
式
第
十
六
号
の
十

七
の
改
正
規
定
（
第
９
の
表
記
載
上
の
注
意
及
び
第

１
０
の
表
記
載
上
の
注
意
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、

同
令
別
紙
様
式
第
十
六
号
の
十
八
の
改
正
規
定
（
第

５
の
表
記
載
上
の
注
意
及
び
第
６
の
表
記
載
上
の
注

意
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
令
別
紙
様
式
第
十
六

号
の
十
九
の
改
正
規
定
（
第
２
の
５
の
表
記
載
上
の

注
意
及
び
第
２
の
６
の
表
記
載
上
の
注
意
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
、
同
令
別
紙
様
式
第
十
六
号
の
二
十
の

改
正
規
定
（
第
２
の
５
の
表
記
載
上
の
注
意
及
び
第

２
の
６
の
表
記
載
上
の
注
意
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

、
同
令
別
紙
様
式
第
十
六
号
の
二
十
四
の
改
正
規
定

（
第
２
の
５
の
表
記
載
上
の
注
意
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
及
び
同
令
別
紙
様
式
第
十
六
号
の
二
十
五
の

改
正
規
定
（
第
２
の
５
の
表
記
載
上
の
注
意
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
条
中
金
融
商
品
取
引
業
等
に

関
す
る
内
閣
府
令
別
紙
様
式
第
十
二
号
の
改
正
規

定
、
第
七
条
の
規
定
、
第
八
条
中
信
託
業
法
施
行
規

則
別
紙
様
式
第
十
号
の
改
正
規
定
（
記
載
上
の
注
意

２
（
５
）
⑥
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
同
令
別

紙
様
式
第
十
号
の
二
の
改
正
規
定
（
記
載
上
の
注
意

２
（
５
）
⑥
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
十

条
の
規
定
並
び
に
次
条
第
二
項
、
附
則
第
四
条
第
二

項
、
第
五
条
第
二
項
、
第
六
条
第
二
項
、
第
七
条
第

二
項
、
第
八
条
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十
条
の
規

定
　
公
布
の
日

二
　
第
一
条
中
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
三
号
の

改
正
規
定
（
前
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）

及
び
同
令
別
紙
様
式
第
三
号
の
二
の
改
正
規
定
（
前

号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
三
条
中
信
用

金
庫
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
十
三
号
第
１
の
改
正

規
定
、
同
令
別
紙
様
式
第
十
三
号
の
二
第
１
の
３
．

の
表
の
改
正
規
定
（
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
等
の
項
目

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
令
別
紙
様
式
第
十
四
号

第
１
の
改
正
規
定
、
同
令
別
紙
様
式
第
十
四
号
の
二

第
１
の
３
．
〔
国
内
基
準
に
係
る
連
結
自
己
資
本
比

率
〕
の
表
の
改
正
規
定
（
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
等
の

項
目
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
同
令
別
紙
様

式
第
十
五
号
第
１
の
改
正
規
定
、
第
四
条
中
協
同
組

合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
別
紙

様
式
第
九
号
第
１
の
改
正
規
定
、
同
令
別
紙
様
式
第

九
号
の
二
第
１
の
３
．
の
表
の
改
正
規
定
（
リ
ス

ク
・
ア
セ
ッ
ト
等
の
項
目
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、

同
令
別
紙
様
式
第
十
号
第
１
の
改
正
規
定
、
同
令
別

紙
様
式
第
十
号
の
二
第
１
の
３
．
の
表
の
改
正
規
定

（
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
等
の
項
目
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
並
び
に
第
八
条
中
信
託
業
法
施
行
規
則
別
紙

様
式
第
十
号
の
改
正
規
定
（
前
号
に
掲
げ
る
改
正
規

定
を
除
く
。
）
及
び
同
令
別
紙
様
式
第
十
号
の
二
の
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改
正
規
定
（
前
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）

並
び
に
次
条
第
三
項
、
附
則
第
四
条
第
三
項
、
第
五

条
第
三
項
及
び
第
九
条
第
二
項
の
規
定
　
平
成
二
十

七
年
三
月
三
十
一
日

（
銀
行
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行

規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
銀
行
法
施
行
規

則
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
の
三
第
二
号
ロ
（
３
）
及

び
第
三
十
四
条
の
二
十
六
第
一
項
第
三
号
ロ
（
３
）
並

び
に
別
紙
様
式
第
一
号
（
第
４
の
表
記
載
上
の
注
意
を

除
く
。
）
、
別
紙
様
式
第
一
号
の
二
（
第
４
の
表
記
載
上

の
注
意
を
除
く
。
）
、
別
紙
様
式
第
五
号
（
第
２
の
４
の

表
記
載
上
の
注
意
を
除
く
。
）
、
別
紙
様
式
第
五
号
の
二

（
第
２
の
４
の
表
記
載
上
の
注
意
を
除
く
。
）
、
別
紙
様

式
第
八
号
か
ら
別
紙
様
式
第
九
号
の
二
ま
で
、
別
紙
様

式
第
十
一
号
（
第
２
の
４
の
表
記
載
上
の
注
意
を
除

く
。
）
、
別
紙
様
式
第
十
二
号
（
第
２
の
４
の
表
記
載
上

の
注
意
を
除
く
。
）
及
び
別
紙
様
式
第
十
三
号
か
ら
別

紙
様
式
第
十
四
号
ま
で
の
規
定
は
、
こ
の
府
令
の
施
行

の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
開
始
す

る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日

前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
一
号
第
４
の
表
記

載
上
の
注
意
、
別
紙
様
式
第
一
号
の
二
第
４
の
表
記
載

上
の
注
意
、
別
紙
様
式
第
三
号
第
４
の
表
記
載
上
の
注

意
、
別
紙
様
式
第
三
号
の
二
第
４
の
表
記
載
上
の
注

意
、
別
紙
様
式
第
五
号
第
２
の
４
の
表
記
載
上
の
注

意
、
別
紙
様
式
第
五
号
の
二
第
２
の
４
の
表
記
載
上
の

注
意
、
別
紙
様
式
第
十
一
号
第
２
の
４
の
表
記
載
上
の

注
意
及
び
別
紙
様
式
第
十
二
号
第
２
の
４
の
表
記
載
上

の
注
意
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
以
後
に

開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
施
行
日
以
後

に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
三
号
（
第
４
の
表

記
載
上
の
注
意
を
除
く
。
）
及
び
別
紙
様
式
第
三
号
の

二
（
第
４
の
表
記
載
上
の
注
意
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業

年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了

し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
四
月
二
八
日
内
閣
府
令

第
三
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
五
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

（
銀
行
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条
　
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行

規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
銀
行
法
施
行
規

則
」
と
い
う
。
）
別
紙
様
式
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了

す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行

日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
施
行
日
以
後

に
監
査
役
の
監
査
を
受
け
る
事
業
報
告
に
つ
い
て
は
、

新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
九
号
２
（
１
）
の
表

記
載
上
の
注
意
８
、
別
紙
様
式
第
九
号
の
二
２
（
１
）

の
表
記
載
上
の
注
意
８
及
び
別
紙
様
式
第
十
四
号
２

（
１
）
の
表
記
載
上
の
注
意
８
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２
　
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
の
う
ち

初
の

も
の
に
係
る
事
業
報
告
に
係
る
新
銀
行
法
施
行
規
則
別

紙
様
式
第
九
号
８
の
記
載
上
の
注
意
、
別
紙
様
式
第
九

号
の
二
８
の
記
載
上
の
注
意
及
び
別
紙
様
式
第
十
四
号

８
の
記
載
上
の
注
意
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ら
の
規
定
中
「
運
用
状
況
」
と
あ
る
の
は
、
「
運
用

状
況
（
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴

う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六

年
法
律
第
九
十
一
号
）
の
施
行
の
日
以
後
の
も
の
に
限

る
。
）
」
と
す
る
。

３
　
前
項
の
事
業
報
告
及
び
附
属
明
細
書
に
係
る
新
銀
行

法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
九
号
１
０
の
記
載
上
の
注

意
、
別
紙
様
式
第
九
号
の
二
１
０
の
記
載
上
の
注
意
及

び
別
紙
様
式
第
十
四
号
１
０
の
記
載
上
の
注
意
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
含
む
」
と

あ
る
の
は
、
「
含
み
、
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
九
十
一
号
）
の
施
行
の
日
以

後
に
さ
れ
た
も
の
に
限
る
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
五
月
一
五
日
内
閣
府
令

第
三
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
五
月
二

十
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
一
条
　
施
行
日
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規

定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合

に
お
け
る
施
行
日
以
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
九
月
四
日
内
閣
府
令
第

五
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
一
月
二
六
日
内
閣
府

令
第
六
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
一
日
内
閣
府
令
第

九
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
一
〇
日
内
閣
府
令

第
一
一
号
）

こ
の
府
令
は
、
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
二
三
日
内
閣
府
令

第
一
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
四

条
の
二
第
一
項
第
一
号
ハ
の
改
正
規
定
（
「
）
に
係
る
」

の
下
に
「
同
項
に
規
定
す
る
」
を
加
え
る
部
分
及
び

「
元
本
又
は
利
子
」
を
「
同
項
に
規
定
す
る
貸
付
金
等
」

に
改
め
、
「
損
失
に
係
る
」
の
下
に
「
同
項
に
規
定
す

る
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
条
中
長
期
信
用

銀
行
法
施
行
規
則
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ハ
の

改
正
規
定
（
「
）
に
係
る
」
の
下
に
「
同
項
に
規
定
す

る
」
を
加
え
る
部
分
及
び
「
元
本
又
は
利
子
」
を
「
同

項
に
規
定
す
る
貸
付
金
等
」
に
改
め
、
「
損
失
に
係
る
」

の
下
に
「
同
項
に
規
定
す
る
」
を
加
え
る
部
分
に
限

る
。
）
、
第
三
条
中
信
用
金
庫
法
施
行
規
則
第
百
十
五
条

第
一
項
第
一
号
ハ
の
改
正
規
定
（
「
）
に
係
る
」
の
下

に
「
同
項
に
規
定
す
る
」
を
加
え
る
部
分
及
び
「
元
本

又
は
利
子
」
を
「
同
項
に
規
定
す
る
貸
付
金
等
」
に
改

め
、
「
損
失
に
係
る
」
の
下
に
「
同
項
に
規
定
す
る
」

を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
条
中
金
融
機
関
の
信

託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
十
三

条
第
二
項
第
三
号
の
改
正
規
定
（
「
）
に
係
る
」
の
下

に
「
同
項
に
規
定
す
る
」
を
加
え
る
部
分
及
び
「
元
本

又
は
利
子
」
を
「
同
項
に
規
定
す
る
貸
付
金
等
」
に
改

め
、
「
損
失
に
係
る
」
の
下
に
「
同
項
に
規
定
す
る
」

を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
五
条
の
規
定
及
び
第
六

条
中
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
第
五
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ハ
の
改
正
規
定
（
「
）

に
係
る
」
の
下
に
「
同
項
に
規
定
す
る
」
を
加
え
る
部

分
及
び
「
元
本
又
は
利
子
」
を
「
同
項
に
規
定
す
る
貸

付
金
等
」
に
改
め
、
「
損
失
に
係
る
」
の
下
に
「
同
項

に
規
定
す
る
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
平
成

二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
二
九
日
内
閣
府
令

第
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
農
業
協
同
組
合
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
〇
日
内
閣
府
令

第
一
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

（
銀
行
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行

規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
銀
行
法
施
行
規

則
」
と
い
う
。
）
別
紙
様
式
第
一
号
及
び
別
紙
様
式
第

一
号
の
二
の
規
定
は
、
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
（
以
下

「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年

度
（
銀
行
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
間
事
業

年
度
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係

る
中
間
業
務
報
告
書
（
同
項
の
規
定
に
よ
る
中
間
業
務

報
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年

度
に
係
る
中
間
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

２
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
三
号
及
び
別
紙
様

式
第
三
号
の
二
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る

事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
（
銀
行
法
第
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
報
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前

に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
五
号
の
規
定
は
、

施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間

業
務
報
告
書
（
銀
行
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
中
間
業
務
報
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
す
る

中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間
業
務
報
告
書
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
五
号
の
二
の
規
定

は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務

報
告
書
（
銀
行
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
業

務
報
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度

に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

５
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
九
号
及
び
別
紙
様

式
第
九
号
の
二
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る

事
業
年
度
に
係
る
事
業
報
告
（
銀
行
法
第
二
十
二
条
の

規
定
に
よ
る
事
業
報
告
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
す

る
事
業
年
度
に
係
る
事
業
報
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

６
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
十
一
号
の
規
定

は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
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中
間
業
務
報
告
書
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
七
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
中
間
業
務
報
告
書
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行

日
前
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間
業
務
報

告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

７
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
十
二
号
の
規
定

は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務

報
告
書
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
業
務
報
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
す

る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

８
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
十
四
号
の
規
定

は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
事
業

報
告
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
の
規
定
に
よ
る
事

業
報
告
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に

係
る
事
業
報
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
六
月
三
〇
日
内
閣
府
令

第
四
六
号
）

こ
の
府
令
は
、
中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促

進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の

日
（
平
成
二
十
八
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
九
月
一
五
日
内
閣
府
令

第
五
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
三
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
二
三
日
内
閣
府
令

第
六
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
二
四
日
内
閣
府
令

第
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
の
環

境
変
化
に
対
応
す
る
た
め
の
銀
行
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の

日
（
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
改
正
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
）

第
三
条
　
改
正
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し

よ
う
と
す
る
銀
行
は
、
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を

添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
理
由
書

二
　
当
該
銀
行
と
所
属
外
国
銀
行
（
改
正
法
第
一
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法

律
第
五
十
九
号
）
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
所
属
外
国
銀
行
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
及
び
当
該
所
属
外
国
銀
行
の
属
す
る
外

国
銀
行
グ
ル
ー
プ
（
同
法
第
五
十
二
条
の
二
第
二
項

に
規
定
す
る
外
国
銀
行
グ
ル
ー
プ
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
の
間
の
資
本
関
係
を
記

載
し
た
書
面

三
　
所
属
外
国
銀
行
の
属
す
る
外
国
銀
行
グ
ル
ー
プ
の

連
結
し
て
記
載
し
た

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計

算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類

す
る
書
類
を
含
む
。
）
そ
の
他
の

近
に
お
け
る
外

国
銀
行
グ
ル
ー
プ
の
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

四
　
所
属
外
国
銀
行
の
属
す
る
外
国
銀
行
グ
ル
ー
プ
に

係
る
経
営
の
基
本
方
針
を
示
す
書
面

五
　
所
属
外
国
銀
行
の
属
す
る
外
国
銀
行
グ
ル
ー
プ
に

係
る
リ
ス
ク
管
理
及
び
法
令
遵
守
に
関
す
る
方
針
を

示
す
書
面

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
一
月
一
〇
日
内
閣
府

令
第
四
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
一
月
三
〇
日
内
閣
府

令
第
五
一
号
）

こ
の
府
令
は
、
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
十
二
月

一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
二
月
二
七
日
内
閣
府

令
第
五
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
金
融
商
品
取
引
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行

の
日
（
平
成
三
十
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
条
の

規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場

合
に
お
け
る
こ
の
府
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す

る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
五
月
三
〇
日
内
閣
府
令

第
二
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
銀
行
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日

（
平
成
三
十
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
銀
行
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と

い
う
。
）
か
ら
改
正
法
附
則
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す

る
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
に
お
け
る
第
一
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
新
銀
行
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
四

条
の
六
十
四
の
十
六
、
第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
十
七

及
び
第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
十
九
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
新
銀
行
法
施
行
規
則
第
三
十
四
条
の
六
十

四
の
十
六
中
「
第
二
条
第
十
七
項
各
号
」
と
あ
る
の
は

「
第
二
条
第
十
七
項
第
一
号
」
と
、
新
銀
行
法
施
行
規

則
第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
十
七
中
「
電
子
決
済
等
代

行
業
者
は
」
と
あ
る
の
は
「
電
子
決
済
等
代
行
業
者

（
法
第
二
条
第
十
七
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
第
一

条
の
三
の
三
に
掲
げ
る
行
為
を
除
く
。
）
を
行
う
も
の

に
限
る
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
三
十
四
条
の
六

十
四
の
十
九
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
」
と
、
新
銀
行
法

施
行
規
則
第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
十
九
第
一
号
中

「
電
子
決
済
等
代
行
業
の
」
と
あ
る
の
は
「
電
子
決
済

等
代
行
業
（
法
第
二
条
第
十
七
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行

為
（
第
一
条
の
三
の
三
に
掲
げ
る
行
為
を
除
く
。
）
を

行
う
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
」
と

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
三
〇
年
七
月
六
日
内
閣
府
令
第

三
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
七
月
九
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
八
月
一
五
日
内
閣
府
令

第
四
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
三
十
年
八
月
十
六
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
一
五
日
内
閣
府
令

第
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
一
五
日
内
閣
府
令

第
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

（
銀
行
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行

規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
銀
行
法
施
行
規

則
」
と
い
う
。
）
別
紙
様
式
第
一
号
及
び
別
紙
様
式
第

一
号
の
二
の
規
定
は
、
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
（
以
下

「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年

度
（
銀
行
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
間
事
業

年
度
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係

る
中
間
業
務
報
告
書
（
同
項
の
規
定
に
よ
る
中
間
業
務

報
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年

度
に
係
る
中
間
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

２
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
三
号
及
び
別
紙
様

式
第
三
号
の
二
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る

事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
（
銀
行
法
第
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
報
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前

に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
五
号
の
規
定
は
、

施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間

業
務
報
告
書
（
銀
行
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
中
間
業
務
報
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
す
る

中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間
業
務
報
告
書
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
五
号
の
二
の
規
定

は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務

報
告
書
（
銀
行
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
業

務
報
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度

に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

５
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
十
一
号
の
規
定

は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る

中
間
業
務
報
告
書
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
七
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
中
間
業
務
報
告
書
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行

日
前
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間
業
務
報

告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
十
二
号
の
規
定

は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務

報
告
書
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
業
務
報
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
す

る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
二
八
日
内
閣
府
令

第
一
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生

命
保
険
管
理
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第

一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十

一
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
内
閣
府
令
第
二

号
）
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こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
四
日
内
閣
府
令
第

一
四
号
）

こ
の
府
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
一
二
日
内
閣
府
令
第

二
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
中
小
企
業
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資

す
る
た
め
の
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
十
六
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
九
月
一
三
日
内
閣
府
令
第

二
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
銀
行
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行

規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
銀
行
法
施
行
規

則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
の
規
定
は
、
こ
の
府
令
の

施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
終

了
す
る
中
間
事
業
年
度
（
銀
行
法
第
十
九
条
第
一
項
に

規
定
す
る
中
間
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
事
業
年
度
に
係
る
説
明

書
類
（
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
説
明

書
類
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ

い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度

又
は
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
十
一
号
の
規
定

は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る

中
間
業
務
報
告
書
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
七
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
中
間
業
務
報
告
書
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行

日
前
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間
業
務
報

告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
十
二
号
の
規
定

は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務

報
告
書
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
業
務
報
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
す

る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
〇
月
一
五
日
内
閣
府
令

第
三
四
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
〇
月
三
〇
日
内
閣
府
令

第
三
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
銀
行
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
四
月
一
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
一
月
二
一
日
内
閣
府
令

第
四
一
号
）

こ
の
府
令
は
、
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に

係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整

備
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定

の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
二
月
十
四
日
）
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
二
年
一
月
二
四
日
内
閣
府
令
第

三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
銀
行
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行

規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
銀
行
法
施
行
規

則
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
の
二
第
一
項
第
五
号
ロ
及

び
ハ
の
規
定
は
、
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施

行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度

（
銀
行
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
間
事
業
年

度
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
事

業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
（
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
説
明
書
類
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了

す
る
中
間
事
業
年
度
又
は
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
第
十
九
条
の
三
第
三
号
ロ
の
規

定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
又
は

事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
（
銀
行
法
第
二
十
一
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
書
類
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に

終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
又
は
事
業
年
度
に
係
る
説
明

書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
第
三
十
四
条
の
二
十
六
第
一
項

第
四
号
ロ
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
中
間

事
業
年
度
又
は
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
（
銀
行
法

第
五
十
二
条
の
二
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
書

類
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い

て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
又

は
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

４
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
一
号
、
別
紙
様
式

第
一
号
の
二
、
別
紙
様
式
第
二
号
及
び
別
紙
様
式
第
二

号
の
二
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
中
間
事

業
年
度
に
係
る
中
間
業
務
報
告
書
（
銀
行
法
第
十
九
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
中
間
業
務
報
告
書
を
い
う
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施

行
日
前
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間
業
務

報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
三
号
、
別
紙
様
式

第
三
号
の
二
、
別
紙
様
式
第
四
号
及
び
別
紙
様
式
第
四

号
の
二
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年

度
に
係
る
業
務
報
告
書
（
銀
行
法
第
十
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
業
務
報
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了

す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
五
号
の
規
定
は
、

施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間

業
務
報
告
書
（
銀
行
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
中
間
業
務
報
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
す
る

中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間
業
務
報
告
書
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

７
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
五
号
の
二
の
規
定

は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務

報
告
書
（
銀
行
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
業

務
報
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度

に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

８
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
六
号
第
一
、
別
紙

様
式
第
六
号
の
二
第
一
、
別
紙
様
式
第
七
号
第
一
及
び

別
紙
様
式
第
七
号
の
二
第
一
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後

に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間
貸
借
対
照
表

等
（
銀
行
法
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
間
貸
借

対
照
表
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
す
る

中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間
貸
借
対
照
表
等
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

９
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
六
号
第
二
、
別
紙

様
式
第
六
号
の
二
第
二
、
別
紙
様
式
第
七
号
第
二
及
び

別
紙
様
式
第
七
号
の
二
第
二
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後

に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間
貸
借
対
照
表

等
の
要
旨
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
す
る

中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間
貸
借
対
照
表
等
の
要
旨
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

10
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
六
号
の
三
第
一
、

別
紙
様
式
第
六
号
の
四
第
一
、
別
紙
様
式
第
七
号
の
三

第
一
及
び
別
紙
様
式
第
七
号
の
四
第
一
の
規
定
は
、
施

行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表

等
（
銀
行
法
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
貸
借
対
照

表
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
す
る
事

業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

11
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
六
号
の
三
第
二
、

別
紙
様
式
第
六
号
の
四
第
二
、
別
紙
様
式
第
七
号
の
三

第
二
及
び
別
紙
様
式
第
七
号
の
四
第
二
の
規
定
は
、
施

行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表

等
の
要
旨
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
す
る

事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
等
の
要
旨
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

12
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
八
号
第
一
の
規
定

は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る

中
間
連
結
貸
借
対
照
表
等
（
銀
行
法
第
二
十
条
第
二
項

に
規
定
す
る
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
等
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用

し
、
施
行
日
前
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
中

間
連
結
貸
借
対
照
表
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

13
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
八
号
第
二
の
規
定

は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る

中
間
連
結
貸
借
対
照
表
等
の
要
旨
に
つ
い
て
適
用
し
、

施
行
日
前
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間
連

結
貸
借
対
照
表
等
の
要
旨
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

14
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
八
号
の
二
第
一
の

規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る

連
結
貸
借
対
照
表
等
（
銀
行
法
第
二
十
条
第
二
項
に
規

定
す
る
連
結
貸
借
対
照
表
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及

び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行

日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
連
結
貸
借
対
照
表

等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

15
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
八
号
の
二
第
二
の

規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る

連
結
貸
借
対
照
表
等
の
要
旨
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行

日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
連
結
貸
借
対
照
表

等
の
要
旨
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

16
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
十
一
号
の
規
定

は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る

中
間
業
務
報
告
書
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
七
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
中
間
業
務
報
告
書
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行

日
前
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間
業
務
報

告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

17
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
十
二
号
の
規
定

は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
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報
告
書
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
業
務
報
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
す

る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

18
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
十
三
号
第
一
の
規

定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係

る
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
等
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の

二
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
等

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
す
る
中
間
事
業

年
度
に
係
る
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
等
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

19
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
十
三
号
第
二
の
規

定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係

る
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
等
の
要
旨
に
つ
い
て
適
用

し
、
施
行
日
前
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
中

間
連
結
貸
借
対
照
表
等
の
要
旨
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

20
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
十
三
号
の
二
第
一

の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係

る
連
結
貸
借
対
照
表
等
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十

八
第
一
項
に
規
定
す
る
連
結
貸
借
対
照
表
等
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て

適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
連

結
貸
借
対
照
表
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

21
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
十
三
号
の
二
第
二

の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係

る
連
結
貸
借
対
照
表
等
の
要
旨
に
つ
い
て
適
用
し
、
施

行
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
連
結
貸
借
対
照

表
等
の
要
旨
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
二
月
六
日
内
閣
府
令
第
四

号
）

こ
の
府
令
は
、
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施

行
の
日
（
令
和
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
〇
日
内
閣
府
令
第

二
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
銀
行
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行

規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
銀
行
法
施
行
規

則
」
と
い
う
。
）
別
紙
様
式
第
一
号
及
び
別
紙
様
式
第

一
号
の
二
の
規
定
は
、
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
（
以
下

「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年

度
（
銀
行
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
間
事
業

年
度
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係

る
中
間
業
務
報
告
書
（
同
項
の
規
定
に
よ
る
中
間
業
務

報
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年

度
に
係
る
中
間
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

２
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
三
号
及
び
別
紙
様

式
第
三
号
の
二
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る

事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
（
銀
行
法
第
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
報
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前

に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
五
号
の
規
定
は
、

施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間

業
務
報
告
書
（
銀
行
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
中
間
業
務
報
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
す
る

中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間
業
務
報
告
書
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
五
号
の
二
の
規
定

は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務

報
告
書
（
銀
行
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
業

務
報
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度

に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

５
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
十
一
号
の
規
定

は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る

中
間
業
務
報
告
書
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
七
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
中
間
業
務
報
告
書
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行

日
前
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間
業
務
報

告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
十
二
号
の
規
定

は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務

報
告
書
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
業
務
報
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
す

る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

７
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
二
十
一
号
か
ら
別

紙
様
式
第
二
十
三
号
ま
で
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に

終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
電
子
決
済
等
代
行
業
に
関

す
る
報
告
書
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
十
三

の
規
定
に
よ
る
電
子
決
済
等
代
行
業
に
関
す
る
報
告
書

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て

適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
電

子
決
済
等
代
行
業
に
関
す
る
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
四
月
三
日
内
閣
府
令
第
三

五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
進
展
に
伴
う

金
融
取
引
の
多
様
化
に
対
応
す
る
た
め
の
資
金
決
済
に

関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改

正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
五
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条
　
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附

則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

る
場
合
に
お
け
る
こ
の
府
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に

対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。附

　
則
　
（
令
和
二
年
四
月
三
〇
日
内
閣
府
令
第

三
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
こ
の
府
令
の
失
効
）

２
　
こ
の
府
令
は
、
令
和
二
年
九
月
三
十
日
限
り
、
そ
の

効
力
を
失
う
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
六
月
一
九
日
内
閣
府
令
第

四
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機

構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
二

年
六
月
十
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
九
月
三
〇
日
内
閣
府
令
第

六
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
九
月
三
〇
日
内
閣
府
令
第

六
六
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
中
小
企
業
の
事
業
承
継
の
促
進

の
た
め
の
中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化

に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
次
条
に

お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和

二
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
法
第
二
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
（
平

成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
改
正
前
中
小
強
化
法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
一
項

に
規
定
す
る
認
定
を
受
け
て
い
る
会
社
（
改
正
法
附
則

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

こ
と
と
さ
れ
た
改
正
前
中
小
強
化
法
第
十
六
条
第
一
項

に
規
定
す
る
認
定
を
受
け
た
会
社
を
含
む
。
）
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
一
月
二
七
日
内
閣
府
令

第
七
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

等
の
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の

日
（
令
和
二
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
三
日
内
閣
府
令

第
七
五
号
）
　
抄

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
二
月
三
日
内
閣
府
令
第
五

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
三
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

（
銀
行
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条
　
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行

規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
銀
行
法
施
行
規

則
」
と
い
う
。
）
別
紙
様
式
は
、
次
項
及
び
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
場
合
を
除
き
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る

事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前

に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
九
号
２
（
４
）
イ

及
び
ロ
記
載
上
の
注
意
、
（
５
）
記
載
上
の
注
意
、
６

（
３
）
イ
及
び
ロ
記
載
上
の
注
意
、
１
１
（
２
）
イ
及

び
ロ
記
載
上
の
注
意
、
別
紙
様
式
第
九
号
の
二
２

（
４
）
イ
及
び
ロ
記
載
上
の
注
意
、
（
５
）
記
載
上
の
注

意
、
６
（
３
）
イ
及
び
ロ
記
載
上
の
注
意
、
１
１

（
２
）
イ
及
び
ロ
記
載
上
の
注
意
、
別
紙
様
式
第
十
四

号
２
（
４
）
イ
及
び
ロ
記
載
上
の
注
意
、
（
５
）
記
載

上
の
注
意
、
６
（
３
）
イ
及
び
ロ
記
載
上
の
注
意
並
び

に
１
１
（
２
）
イ
及
び
ロ
記
載
上
の
注
意
の
規
定
は
、

施
行
日
以
後
に
締
結
さ
れ
た
補
償
契
約
（
会
社
法
第
四

百
三
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
補
償
契
約
を
い

う
。
）
及
び
役
員
等
賠
償
責
任
保
険
契
約
（
会
社
法
第

四
百
三
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
役
員
等
賠
償
責

任
保
険
契
約
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
前
に
終
了
し

た
事
業
年
度
の
う
ち

終
の
も
の
に
係
る
事
業
報
告
の

記
載
又
は
記
録
及
び
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年

度
の
う
ち

初
の
も
の
に
係
る
事
業
報
告
に
お
け
る
第

六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
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様
式
第
九
号
２
（
１
）
記
載
上
の
注
意
８
、
別
紙
様
式

第
九
号
の
二
２
（
１
）
記
載
上
の
注
意
８
及
び
別
紙
様

式
第
十
四
号
２
（
１
）
記
載
上
の
注
意
８
の
理
由
の
記

載
又
は
記
録
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
二
月
一
五
日
内
閣
府
令
第

六
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
二
六
日
内
閣
府
令
第

一
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
銀
行
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行

規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
銀
行
法
施
行
規

則
」
と
い
う
。
）
別
紙
様
式
第
一
号
第
２
記
載
上
の
注

意
１
（
４
）
、
別
紙
様
式
第
一
号
の
二
第
２
記
載
上
の

注
意
１
（
４
）
、
別
紙
様
式
第
二
号
第
２
記
載
上
の
注

意
１
（
４
）
及
び
別
紙
様
式
第
二
号
の
二
第
２
記
載
上

の
注
意
１
（
４
）
の
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
以

後
に
開
始
す
る
中
間
事
業
年
度
（
銀
行
法
第
十
九
条
第

一
項
に
規
定
す
る
中
間
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
中
間
業
務
報
告
書
（
同

項
の
規
定
に
よ
る
中
間
業
務
報
告
書
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て

適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る

中
間
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。
た
だ
し
、
令
和
二
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る

中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間
業
務
報
告
書
に
つ
い
て

は
、
新
銀
行
法
施
行
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

２
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
一
号
第
２
記
載
上

の
注
意
１
（
２
）
⑪
及
び
同
様
式
第
３
記
載
上
の
注
意

４
、
別
紙
様
式
第
一
号
の
二
第
２
記
載
上
の
注
意
１

（
２
）
⑪
及
び
同
様
式
第
３
記
載
上
の
注
意
４
、
別
紙

様
式
第
二
号
第
２
記
載
上
の
注
意
１
（
２
）
⑩
及
び
同

様
式
第
３
記
載
上
の
注
意
５
並
び
に
別
紙
様
式
第
二
号

の
二
第
２
記
載
上
の
注
意
１
（
２
）
⑩
及
び
同
様
式
第

３
記
載
上
の
注
意
５
の
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日

以
後
に
開
始
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間
業
務
報

告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
中
間
事

業
年
度
に
係
る
中
間
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
令
和
二
年
四
月
一
日
以

後
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間
業
務
報
告

書
に
つ
い
て
は
、
新
銀
行
法
施
行
規
則
の
規
定
を
適
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
一
号
第
２
の
表
及

び
同
様
式
第
４
の
表
並
び
に
別
紙
様
式
第
一
号
の
二
第

２
の
表
及
び
同
様
式
第
４
の
表
の
規
定
は
、
こ
の
府
令

の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に

終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間
業
務
報
告
書
に

つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度

に
係
る
中
間
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

４
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
三
号
第
２
記
載
上

の
注
意
１
（
５
）
、
別
紙
様
式
第
三
号
の
二
第
２
記
載

上
の
注
意
１
（
５
）
、
別
紙
様
式
第
四
号
第
２
記
載
上

の
注
意
１
（
５
）
及
び
別
紙
様
式
第
四
号
の
二
第
２
記

載
上
の
注
意
１
（
５
）
の
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一

日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
（
銀
行
法
第
十
七
条
に

規
定
す
る
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
係
る
業
務
報
告
書
（
銀
行
法
第
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
報
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適

用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報

告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ

し
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業

年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
新
銀
行
法
施

行
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
三
号
第
２
記
載
上

の
注
意
１
（
２
）
⑪
及
び
同
様
式
第
３
記
載
上
の
注
意

８
、
別
紙
様
式
第
三
号
の
二
第
２
記
載
上
の
注
意
１

（
２
）
⑪
及
び
同
様
式
第
３
記
載
上
の
注
意
８
、
別
紙

様
式
第
四
号
第
２
記
載
上
の
注
意
１
（
２
）
⑩
及
び
同

様
式
第
３
記
載
上
の
注
意
９
並
び
に
別
紙
様
式
第
四
号

の
二
第
２
記
載
上
の
注
意
１
（
２
）
⑩
及
び
同
様
式
第

３
記
載
上
の
注
意
９
の
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日

以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ

い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る

業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

た
だ
し
、
令
和
二
年
四
月
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業

年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
新
銀
行
法
施

行
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
三
号
第
２
記
載
上

の
注
意
１
（
３
）
、
別
紙
様
式
第
三
号
の
二
第
２
記
載

上
の
注
意
１
（
３
）
、
別
紙
様
式
第
四
号
第
２
記
載
上

の
注
意
１
（
３
）
及
び
別
紙
様
式
第
四
号
の
二
第
２
記

載
上
の
注
意
１
（
３
）
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終

了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告

書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度

に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
新
銀
行
法
施
行
規

則
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
三
号
第
２
の
表
及

び
同
様
式
第
４
の
表
並
び
に
別
紙
様
式
第
三
号
の
二
第

２
の
表
及
び
同
様
式
第
４
の
表
の
規
定
は
、
施
行
日
以

後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い

て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業

務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

８
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
五
号
第
２
２
記
載

上
の
注
意
１
（
４
）
の
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日

以
後
に
開
始
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間
業
務
報

告
書
（
銀
行
法
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
中
間
業

務
報
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
十
項
ま
で
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始

す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間
業
務
報
告
書
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
令
和
二
年

四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
中

間
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
新
銀
行
法
施
行
規
則
の

規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

９
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
五
号
第
２
２
記
載

上
の
注
意
１
（
２
）
⑪
、
同
様
式
第
２
３
（
１
）
記
載

上
の
注
意
１
及
び
同
様
式
第
２
３
の
中
間
連
結
損
益
及

び
包
括
利
益
計
算
書
記
載
上
の
注
意
１
の
規
定
は
、
令

和
三
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
中
間
事
業
年
度
に

係
る
中
間
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に

開
始
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間
業
務
報
告
書
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
令
和

二
年
四
月
一
日
以
後
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係

る
中
間
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
新
銀
行
法
施
行
規

則
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

10
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
五
号
第
２
２
の
表

及
び
同
様
式
第
２
４
の
表
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に

終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間
業
務
報
告
書
に

つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度

に
係
る
中
間
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

11
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
五
号
の
二
第
２
２

記
載
上
の
注
意
１
（
５
）
の
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月

一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書

（
銀
行
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
報
告

書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る

事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ

い
て
は
、
新
銀
行
法
施
行
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

12
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
五
号
の
二
第
２
２

記
載
上
の
注
意
１
（
２
）
⑪
、
同
様
式
第
２
３
（
１
）

記
載
上
の
注
意
１
及
び
同
様
式
第
２
３
の
連
結
損
益
及

び
包
括
利
益
計
算
書
記
載
上
の
注
意
１
の
規
定
は
、
令

和
三
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る

業
務
報
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る

事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
令
和
二
年
四
月
一
日
以
後

に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て

は
、
新
銀
行
法
施
行
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

13
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
五
号
の
二
第
２
２

記
載
上
の
注
意
１
（
３
）
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に

終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
適

用
し
、
同
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報

告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ

し
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業

年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
新
銀
行
法
施

行
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

14
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
五
号
の
二
第
２
２

の
表
及
び
同
様
式
第
２
４
の
表
の
規
定
は
、
施
行
日
以

後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い

て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業

務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

15
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
六
号
第
１
の
中
間

貸
借
対
照
表
記
載
上
の
注
意
１
（
４
）
、
別
紙
様
式
第

六
号
の
二
第
１
の
中
間
貸
借
対
照
表
記
載
上
の
注
意
１

（
４
）
、
別
紙
様
式
第
七
号
第
１
の
中
間
貸
借
対
照
表
記

載
上
の
注
意
１
（
４
）
及
び
別
紙
様
式
第
七
号
の
二
第

１
の
中
間
貸
借
対
照
表
記
載
上
の
注
意
１
（
４
）
の
規

定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
中
間
事

業
年
度
に
係
る
中
間
貸
借
対
照
表
等
（
銀
行
法
第
二
十

条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
間
貸
借
対
照
表
等
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
か
ら
第
十
七
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
中
間
事
業
年

度
に
係
る
中
間
貸
借
対
照
表
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
令
和
二
年
四
月
一
日
以
後

に
開
始
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間
貸
借
対
照
表

等
に
つ
い
て
は
、
新
銀
行
法
施
行
規
則
の
規
定
を
適
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

16
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
六
号
第
１
の
中
間

貸
借
対
照
表
記
載
上
の
注
意
１
（
２
）
⑪
及
び
同
様
式

第
１
の
中
間
損
益
計
算
書
記
載
上
の
注
意
４
、
別
紙
様

式
第
六
号
の
二
第
１
の
中
間
貸
借
対
照
表
記
載
上
の
注

意
１
（
２
）
⑪
及
び
同
様
式
第
１
の
中
間
損
益
計
算
書

記
載
上
の
注
意
４
、
別
紙
様
式
第
七
号
第
１
の
中
間
貸

借
対
照
表
記
載
上
の
注
意
１
（
２
）
⑩
及
び
同
様
式
第

１
の
中
間
損
益
計
算
書
記
載
上
の
注
意
５
並
び
に
別
紙

様
式
第
七
号
の
二
第
１
の
中
間
貸
借
対
照
表
記
載
上
の

注
意
１
（
２
）
⑩
及
び
同
様
式
第
１
の
中
間
損
益
計
算

書
記
載
上
の
注
意
５
の
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日

112



以
後
に
開
始
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間
貸
借
対

照
表
等
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
中
間

事
業
年
度
に
係
る
中
間
貸
借
対
照
表
等
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
令
和
二
年
四
月
一

日
以
後
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間
貸
借

対
照
表
等
に
つ
い
て
は
、
新
銀
行
法
施
行
規
則
の
規
定

を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

17
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
六
号
第
１
の
中
間

貸
借
対
照
表
及
び
同
様
式
第
２
の
中
間
貸
借
対
照
表
並

び
に
別
紙
様
式
第
六
号
の
二
第
１
の
中
間
貸
借
対
照
表

及
び
同
様
式
第
２
の
中
間
貸
借
対
照
表
の
規
定
は
、
施

行
日
以
後
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間
貸

借
対
照
表
等
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
す
る

中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間
貸
借
対
照
表
等
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

18
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
六
号
の
三
第
１
の

貸
借
対
照
表
記
載
上
の
注
意
１
（
５
）
、
別
紙
様
式
第

六
号
の
四
第
１
の
貸
借
対
照
表
記
載
上
の
注
意
１

（
５
）
、
別
紙
様
式
第
七
号
の
三
第
１
の
貸
借
対
照
表
記

載
上
の
注
意
１
（
５
）
及
び
別
紙
様
式
第
七
号
の
四
第

１
の
貸
借
対
照
表
記
載
上
の
注
意
１
（
５
）
の
規
定

は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度

に
係
る
貸
借
対
照
表
等
（
銀
行
法
第
二
十
条
第
一
項
に

規
定
す
る
貸
借
対
照
表
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
か
ら

第
二
十
一
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照

表
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ

し
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業

年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
等
に
つ
い
て
は
、
新
銀
行
法

施
行
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

19
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
六
号
の
三
第
１
の

貸
借
対
照
表
記
載
上
の
注
意
１
（
２
）
⑪
及
び
同
様
式

第
１
の
損
益
計
算
書
記
載
上
の
注
意
８
、
別
紙
様
式
第

六
号
の
四
第
１
の
貸
借
対
照
表
記
載
上
の
注
意
１

（
２
）
⑪
及
び
同
様
式
第
１
の
損
益
計
算
書
記
載
上
の

注
意
８
、
別
紙
様
式
第
七
号
の
三
第
１
の
貸
借
対
照
表

記
載
上
の
注
意
１
（
２
）
⑩
及
び
同
様
式
第
１
の
損
益

計
算
書
記
載
上
の
注
意
９
並
び
に
別
紙
様
式
第
七
号
の

四
第
１
の
貸
借
対
照
表
記
載
上
の
注
意
１
（
２
）
⑩
及

び
同
様
式
第
１
の
損
益
計
算
書
記
載
上
の
注
意
９
の
規

定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年

度
に
係
る
貸
借
対
照
表
等
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前

に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
等
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
令
和
二
年

四
月
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対

照
表
等
に
つ
い
て
は
、
新
銀
行
法
施
行
規
則
の
規
定
を

適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

20
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
六
号
の
三
第
１
の

貸
借
対
照
表
記
載
上
の
注
意
１
（
３
）
、
別
紙
様
式
第

六
号
の
四
第
１
の
貸
借
対
照
表
記
載
上
の
注
意
１

（
３
）
、
別
紙
様
式
第
七
号
の
三
第
１
の
貸
借
対
照
表
記

載
上
の
注
意
１
（
３
）
及
び
別
紙
様
式
第
七
号
の
四
第

１
の
貸
借
対
照
表
記
載
上
の
注
意
１
（
３
）
の
規
定

は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
貸
借

対
照
表
等
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
す
る
事

業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
等
に

つ
い
て
は
、
新
銀
行
法
施
行
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

21
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
六
号
の
三
第
１
の

貸
借
対
照
表
及
び
同
様
式
第
２
の
貸
借
対
照
表
並
び
に

別
紙
様
式
第
六
号
の
四
第
１
の
貸
借
対
照
表
及
び
同
様

式
第
２
の
貸
借
対
照
表
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終

了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
等
に
つ
い
て
適

用
し
、
同
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対

照
表
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

22
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
八
号
第
１
の
中
間

連
結
貸
借
対
照
表
記
載
上
の
注
意
２
（
４
）
の
規
定

は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
中
間
事
業

年
度
に
係
る
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
等
（
銀
行
法
第
二

十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
等
を

い
う
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
二
十
四
項
ま
で
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
中

間
事
業
年
度
に
係
る
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
等
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
令
和
二
年

四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
中

間
連
結
貸
借
対
照
表
等
に
つ
い
て
は
、
新
銀
行
法
施
行

規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

23
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
八
号
第
１
の
中
間

連
結
貸
借
対
照
表
記
載
上
の
注
意
２
（
２
）
⑪
、
同
様

式
第
１
の
中
間
連
結
損
益
計
算
書
記
載
上
の
注
意
１
及

び
同
様
式
第
１
の
中
間
連
結
損
益
及
び
包
括
利
益
計
算

書
記
載
上
の
注
意
１
の
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日

以
後
に
開
始
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間
連
結
貸

借
対
照
表
等
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る

中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
等
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
令
和
二

年
四
月
一
日
以
後
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る

中
間
連
結
貸
借
対
照
表
等
に
つ
い
て
は
、
新
銀
行
法
施

行
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

24
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
八
号
第
１
の
中
間

連
結
貸
借
対
照
表
及
び
同
様
式
第
２
の
中
間
連
結
貸
借

対
照
表
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
中
間
事

業
年
度
に
係
る
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
等
に
つ
い
て
適

用
し
、
同
日
前
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
中

間
連
結
貸
借
対
照
表
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

25
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
八
号
の
二
第
１
の

連
結
貸
借
対
照
表
記
載
上
の
注
意
２
（
５
）
の
規
定

は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度

に
係
る
連
結
貸
借
対
照
表
等
（
銀
行
法
第
二
十
条
第
二

項
に
規
定
す
る
連
結
貸
借
対
照
表
等
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
か
ら
第
二
十
八
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ

い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る

連
結
貸
借
対
照
表
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。
た
だ
し
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終

了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
連
結
貸
借
対
照
表
等
に
つ
い

て
は
、
新
銀
行
法
施
行
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

26
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
八
号
の
二
第
１
の

連
結
貸
借
対
照
表
記
載
上
の
注
意
２
（
２
）
⑪
、
同
様

式
第
１
の
連
結
損
益
計
算
書
記
載
上
の
注
意
１
及
び
同

様
式
第
１
の
連
結
損
益
及
び
包
括
利
益
計
算
書
記
載
上

の
注
意
１
の
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
以
後
に
開

始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
連
結
貸
借
対
照
表
等
に
つ
い

て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
連

結
貸
借
対
照
表
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。
た
だ
し
、
令
和
二
年
四
月
一
日
以
後
に
終
了
す
る

事
業
年
度
に
係
る
連
結
貸
借
対
照
表
等
に
つ
い
て
は
、

新
銀
行
法
施
行
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

27
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
八
号
の
二
第
１
の

連
結
貸
借
対
照
表
記
載
上
の
注
意
２
（
３
）
の
規
定

は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
連
結

貸
借
対
照
表
等
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
す

る
事
業
年
度
に
係
る
連
結
貸
借
対
照
表
等
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
令
和
二
年
三

月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
連
結

貸
借
対
照
表
等
に
つ
い
て
は
、
新
銀
行
法
施
行
規
則
の

規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

28
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
八
号
の
二
第
１
の

連
結
貸
借
対
照
表
及
び
同
様
式
第
２
の
連
結
貸
借
対
照

表
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に

係
る
連
結
貸
借
対
照
表
等
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前

に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
連
結
貸
借
対
照
表
等
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

29
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
十
一
号
第
２
２
記

載
上
の
注
意
１
（
４
）
の
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一

日
以
後
に
開
始
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間
業
務

報
告
書
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
中
間
業
務
報
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
か

ら
第
三
十
一
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適

用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
中

間
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。
た
だ
し
、
令
和
二
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る

中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間
業
務
報
告
書
に
つ
い
て

は
、
新
銀
行
法
施
行
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

30
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
十
一
号
第
２
２
記

載
上
の
注
意
１
（
２
）
⑪
、
同
様
式
第
２
３
（
１
）
記

載
上
の
注
意
１
及
び
同
様
式
第
２
３
の
中
間
連
結
損
益

及
び
包
括
利
益
計
算
書
記
載
上
の
注
意
１
の
規
定
は
、

令
和
三
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
中
間
事
業
年
度

に
係
る
中
間
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前

に
開
始
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間
業
務
報
告
書

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
令

和
二
年
四
月
一
日
以
後
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
に

係
る
中
間
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
新
銀
行
法
施
行

規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

31
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
十
一
号
第
２
２
の

表
及
び
同
様
式
第
２
４
の
表
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後

に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間
業
務
報
告
書

に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年

度
に
係
る
中
間
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

32
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
十
二
号
第
２
２
記

載
上
の
注
意
１
（
５
）
の
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一

日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書

（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
業
務
報
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
三
十
五

項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日

前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
令
和
二
年

三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業

務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
新
銀
行
法
施
行
規
則
の
規
定

を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

33
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
十
二
号
第
２
２
記

載
上
の
注
意
１
（
２
）
⑪
、
同
様
式
第
２
３
（
１
）
記

載
上
の
注
意
１
及
び
同
様
式
第
２
３
の
連
結
損
益
及
び

包
括
利
益
計
算
書
記
載
上
の
注
意
１
の
規
定
は
、
令
和

三
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業

務
報
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
事

業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
令
和
二
年
四
月
一
日
以
後
に

終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て

は
、
新
銀
行
法
施
行
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
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34
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
十
二
号
第
２
２
記

載
上
の
注
意
１
（
３
）
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終

了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告

書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度

に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
新
銀
行
法
施
行
規

則
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

35
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
十
二
号
第
２
２
の

表
及
び
同
様
式
第
２
４
の
表
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後

に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て

適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務

報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

36
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
十
三
号
第
１
の
中

間
連
結
貸
借
対
照
表
記
載
上
の
注
意
２
（
４
）
の
規
定

は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
中
間
事
業

年
度
に
係
る
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
等
（
銀
行
法
第
五

十
二
条
の
二
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
中
間
連
結
貸
借

対
照
表
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
三
十
八
項
ま

で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に

開
始
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間
連
結
貸
借
対
照

表
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ

し
、
令
和
二
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
中
間
事
業

年
度
に
係
る
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
等
に
つ
い
て
は
、

新
銀
行
法
施
行
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

37
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
十
三
号
第
１
の
中

間
連
結
貸
借
対
照
表
記
載
上
の
注
意
２
（
２
）
⑪
、
同

様
式
第
１
の
中
間
連
結
損
益
計
算
書
記
載
上
の
注
意
１

及
び
同
様
式
第
１
の
中
間
連
結
損
益
及
び
包
括
利
益
計

算
書
記
載
上
の
注
意
１
の
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一

日
以
後
に
開
始
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間
連
結

貸
借
対
照
表
等
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す

る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
等
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
令
和

二
年
四
月
一
日
以
後
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
に
係

る
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
等
に
つ
い
て
は
、
新
銀
行
法

施
行
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

38
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
十
三
号
第
１
の
中

間
連
結
貸
借
対
照
表
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了

す
る
中
間
事
業
年
度
に
係
る
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
等

に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年

度
に
係
る
中
間
連
結
貸
借
対
照
表
等
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

39
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
十
三
号
の
二
第
１

の
連
結
貸
借
対
照
表
記
載
上
の
注
意
２
（
５
）
の
規
定

は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度

に
係
る
連
結
貸
借
対
照
表
等
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の

二
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
連
結
貸
借
対
照
表
等
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
四
十
二
項
ま
で
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
事
業

年
度
に
係
る
連
結
貸
借
対
照
表
等
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一

日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
連
結
貸
借
対
照

表
等
に
つ
い
て
は
、
新
銀
行
法
施
行
規
則
の
規
定
を
適

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

40
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
十
三
号
の
二
第
１

の
連
結
貸
借
対
照
表
記
載
上
の
注
意
２
（
２
）
⑪
、
同

様
式
第
１
の
連
結
損
益
計
算
書
記
載
上
の
注
意
１
及
び

同
様
式
第
１
の
連
結
損
益
及
び
包
括
利
益
計
算
書
記
載

上
の
注
意
１
の
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
以
後
に

開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
連
結
貸
借
対
照
表
等
に
つ

い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る

連
結
貸
借
対
照
表
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。
た
だ
し
、
令
和
二
年
四
月
一
日
以
後
に
終
了
す

る
事
業
年
度
に
係
る
連
結
貸
借
対
照
表
等
に
つ
い
て

は
、
新
銀
行
法
施
行
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

41
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
十
三
号
の
二
第
１

の
連
結
貸
借
対
照
表
記
載
上
の
注
意
２
（
３
）
の
規
定

は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
連
結

貸
借
対
照
表
等
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
す

る
事
業
年
度
に
係
る
連
結
貸
借
対
照
表
等
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
令
和
二
年
三

月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
連
結

貸
借
対
照
表
等
に
つ
い
て
は
、
新
銀
行
法
施
行
規
則
の

規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

42
　
新
銀
行
法
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
十
三
号
の
二
第
１

の
連
結
貸
借
対
照
表
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了

す
る
事
業
年
度
に
係
る
連
結
貸
借
対
照
表
等
に
つ
い
て

適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
連
結

貸
借
対
照
表
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
六
月
二
日
内
閣
府
令
第
三

六
号
）

こ
の
府
令
は
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
の
利
便
の

向
上
及
び
保
護
を
図
る
た
め
の
金
融
商
品
の
販
売
等
に

関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日

（
令
和
三
年
十
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
六
月
三
〇
日
内
閣
府
令
第

四
四
号
）
　
抄

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
八
月
二
日
内
閣
府
令
第
五

四
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
一
月
一
〇
日
内
閣
府
令

第
六
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の

影
響
に
よ
る
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
て
金
融

の
機
能
の
強
化
及
び
安
定
の
確
保
を
図
る
た
め
の
銀
行

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
三

年
十
一
月
二
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
一
八
日
内
閣
府
令
第

一
二
号
）

こ
の
府
令
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
四

年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
二
四
日
内
閣
府
令
第

一
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
七
月
一
五
日
内
閣
府
令
第

四
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
令
和
四
年
七
月
十
六
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
八
月
三
日
内
閣
府
令
第
四

八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の

日
（
令
和
四
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
〇
月
一
九
日
内
閣
府
令

第
五
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
令
和
四
年
十
月
二
十
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
銀
行
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行

規
則
第
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
及
び
第
五
号
ヘ

並
び
に
別
表
第
一
の
規
定
は
、
こ
の
府
令
の
施
行
の
日

以
後
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
又
は
事
業
年
度
に
係

る
説
明
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
し
た

中
間
事
業
年
度
又
は
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
〇
月
三
一
日
内
閣
府
令

第
六
一
号
）

こ
の
府
令
は
、
外
国
弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取

扱
い
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
十
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
一
月
一
一
日
内
閣
府
令

第
六
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
二
九
日
内
閣
府
令
第

二
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規
則

（
次
項
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
別
紙
様
式
第

一
号
、
別
紙
様
式
第
一
号
の
二
、
別
紙
様
式
第
三
号
、

別
紙
様
式
第
三
号
の
二
、
別
紙
様
式
第
五
号
、
別
紙
様

式
第
五
号
の
二
、
別
紙
様
式
第
十
一
号
及
び
別
紙
様
式

第
十
二
号
は
、
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行

日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
又

は
事
業
年
度
に
係
る
中
間
業
務
報
告
書
又
は
業
務
報
告

書
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
し
た
中
間
事

業
年
度
又
は
事
業
年
度
に
係
る
中
間
業
務
報
告
書
又
は

業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
中
間
事
業
年
度
又
は
事
業

年
度
に
係
る
中
間
業
務
報
告
書
又
は
業
務
報
告
書
に
記

載
す
べ
き
単
体
自
己
資
本
比
率
及
び
連
結
自
己
資
本
比

率
が
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
適
用
さ
れ
て
い
た
銀
行

法
第
十
四
条
の
二
各
号
又
は
第
五
十
二
条
の
二
十
五
に

規
定
す
る
基
準
の
例
に
よ
り
算
出
し
た
も
の
で
あ
る
場

合
に
は
、
当
該
中
間
業
務
報
告
書
又
は
業
務
報
告
書
に

つ
い
て
の
新
規
則
別
紙
様
式
第
一
号
、
別
紙
様
式
第
一

号
の
二
、
別
紙
様
式
第
三
号
及
び
別
紙
様
式
第
三
号
の

二
（
国
際
統
一
基
準
に
係
る
単
体
自
己
資
本
比
率
及
び

国
内
基
準
に
係
る
単
体
自
己
資
本
比
率
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
並
び
に
別
紙
様
式
第
五
号
、
別
紙
様
式
第
五

号
の
二
、
別
紙
様
式
第
十
一
号
及
び
別
紙
様
式
第
十
二

号
（
国
際
統
一
基
準
に
係
る
連
結
自
己
資
本
比
率
及
び

国
内
基
準
に
係
る
連
結
自
己
資
本
比
率
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
三
〇
日
内
閣
府
令
第

二
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
五
年
五
月
二
六
日
内
閣
府
令
第

五
〇
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
安
定
的
か
つ
効
率
的
な
資
金
決

済
制
度
の
構
築
を
図
る
た
め
の
資
金
決
済
に
関
す
る
法

律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
五

年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
銀
行
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行

規
則
第
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
及
び
第
五
号
ヘ

並
び
に
別
表
第
一
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す

る
中
間
事
業
年
度
又
は
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
に

つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
し
た
中
間
事
業
年

度
又
は
事
業
年
度
に
係
る
説
明
書
類
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
七
日
内
閣
府
令

第
八
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
一
月
三
一
日
内
閣
府
令
第

七
号
）

こ
の
府
令
は
、
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行

の
日
（
令
和
六
年
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
二
日
内
閣
府
令
第

一
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る

た
め
の
規
制
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会

形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日

（
令
和
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
銀
行
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行

規
則
別
紙
様
式
第
十
八
号
及
び
別
紙
様
式
第
十
九
号

は
、
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い

う
。
）
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
銀
行
代
理

業
に
関
す
る
報
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に

終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
銀
行
代
理
業
に
関
す
る
報

告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
六
日
内
閣
府
令
第

二
二
号
）

こ
の
府
令
は
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
七
日
内
閣
府
令
第

二
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
九
条
　
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の

附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
府
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為

に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
八
日
内
閣
府
令
第

三
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
銀
行
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
附
則
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
営
業

所
）

２
　
銀
行
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
附
則
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
営
業
所

は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
施
行
規

則
第
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
一
（
第
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ハ
関
係
）

項
目

記
載
す
る
事
項

主
要
な

業
務
の

状
況
を

示
す
指

標

一
　
業
務
粗
利
益
、
業
務
粗
利
益
率
、
業
務
純

益
、
実
質
業
務
純
益
、
コ
ア
業
務
純
益
及
び
コ

ア
業
務
純
益
（
投
資
信
託
解
約
損
益
を
除
く
。
）

二
　
国
内
業
務
部
門
並
び
に
国
際
業
務
部
門
の

区
分
ご
と
の
資
金
運
用
収
支
、
役
務
取
引
等
収

支
、
特
定
取
引
収
支
及
び
そ
の
他
業
務
収
支

三
　
国
内
業
務
部
門
並
び
に
国
際
業
務
部
門
の

区
分
ご
と
の
資
金
運
用
勘
定
並
び
に
資
金
調
達

勘
定
の
平
均
残
高
、
利
息
、
利
回
り
及
び
資
金

利
ざ
や

四
　
国
内
業
務
部
門
並
び
に
国
際
業
務
部
門
の

区
分
ご
と
の
受
取
利
息
及
び
支
払
利
息
の
増
減

五
　
総
資
産
経
常
利
益
率
及
び
資
本
経
常
利
益

率六
　
総
資
産
中
間
純
利
益
率
及
び
資
本
中
間
純

利
益
率
又
は
総
資
産
当
期
純
利
益
率
及
び
資
本

当
期
純
利
益
率

預
金
に

関
す
る

指
標

一
　
国
内
業
務
部
門
及
び
国
際
業
務
部
門
の
区

分
ご
と
の
流
動
性
預
金
、
定
期
性
預
金
、
譲
渡

性
預
金
そ
の
他
の
預
金
の
平
均
残
高

二
　
固
定
金
利
定
期
預
金
、
変
動
金
利
定
期
預

金
及
び
そ
の
他
の
区
分
ご
と
の
定
期
預
金
の
残

存
期
間
別
の
残
高

貸
出
金

等
に
関

す
る
指

標

一
　
国
内
業
務
部
門
並
び
に
国
際
業
務
部
門
の

区
分
ご
と
の
手
形
貸
付
、
証
書
貸
付
、
当
座
貸

越
及
び
割
引
手
形
の
平
均
残
高

二
　
固
定
金
利
及
び
変
動
金
利
の
区
分
ご
と
の

貸
出
金
の
残
存
期
間
別
の
残
高

三
　
担
保
の
種
類
別
（
有
価
証
券
、
債
権
、
商

品
、
不
動
産
、
保
証
及
び
信
用
の
区
分
を
い
う

。
）
の
貸
出
金
残
高
及
び
支
払
承
諾
見
返
額

四
　
使
途
別
（
設
備
資
金
及
び
運
転
資
金
の
区

分
を
い
う
。
）
の
貸
出
金
残
高

五
　
業
種
別
の
貸
出
金
残
高
及
び
貸
出
金
の
総

額
に
占
め
る
割
合

六
　
中
小
企
業
等
（
資
本
金
三
億
円
以
下
の
会

社
若
し
く
は
常
時
使
用
す
る
従
業
員
が
三
百
人

以
下
の
会
社
又
は
個
人
を
い
う
。
た
だ
し
、
卸

売
業
に
あ
つ
て
は
資
本
金
一
億
円
以
下
の
会
社

若
し
く
は
常
時
使
用
す
る
従
業
員
が
百
人
以
下

の
会
社
又
は
個
人
を
、
サ
ー
ビ
ス
業
に
あ
つ
て

は
資
本
金
五
千
万
円
以
下
若
し
く
は
常
時
使
用

す
る
従
業
員
が
百
人
以
下
の
会
社
又
は
個
人
を
、

小
売
業
及
び
飲
食
店
に
あ
つ
て
は
資
本
金
五
千

万
円
以
下
若
し
く
は
常
時
使
用
す
る
従
業
員
が

五
十
人
以
下
の
会
社
又
は
個
人
を
い
う
。
）
に
対

す
る
貸
出
金
（
外
国
に
所
在
す
る
営
業
所
の
貸

出
金
及
び
特
別
国
際
金
融
取
引
勘
定
に
係
る
貸

出
金
を
除
く
。
）
残
高
及
び
貸
出
金
の
総
額
に
占

め
る
割
合

七
　
特
定
海
外
債
権
（
特
定
海
外
債
権
引
当
金

勘
定
の
引
当
対
象
と
な
る
貸
出
金
を
い
う
。
）
残

高
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
占
め
る
国
別
の
残

高八
　
国
内
業
務
部
門
並
び
に
国
際
業
務
部
門
の

区
分
ご
と
の
預
貸
率
の
期
末
値
及
び
期
中
平
均

値

有
価
証

券
に
関

す
る
指

標

一
　
商
品
有
価
証
券
の
種
類
別
（
商
品
国
債
、

商
品
地
方
債
、
商
品
政
府
保
証
債
及
び
そ
の
他

の
商
品
有
価
証
券
の
区
分
を
い
う
。
）
の
平
均
残

高
（
銀
行
が
特
定
取
引
勘
定
を
設
け
て
い
る
場

合
を
除
く
。
）

二
　
有
価
証
券
の
種
類
別
（
国
債
、
地
方
債
、

短
期
社
債
、
社
債
、
株
式
、
外
国
債
券
及
び
外

国
株
式
そ
の
他
の
証
券
の
区
分
を
い
う
。
）
の
残

存
期
間
別
の
残
高

三
　
国
内
業
務
部
門
及
び
国
際
業
務
部
門
の
区

分
ご
と
の
有
価
証
券
の
種
類
別
（
国
債
、
地
方

債
、
短
期
社
債
、
社
債
、
株
式
、
外
国
債
券
及

び
外
国
株
式
そ
の
他
の
証
券
の
区
分
を
い
う
。
）

の
平
均
残
高

四
　
国
内
業
務
部
門
並
び
に
国
際
業
務
部
門
の

区
分
ご
と
の
預
証
率
の
期
末
値
及
び
期
中
平
均

値

信
託
業

務
に
関

す
る
指

標
（
信

託
業
務

を
営
む

場
合
に

限
る
。
）

一
　
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
別
紙
様
式
第
八
号
の
七
の
信

託
財
産
残
高
表
（
注
記
事
項
を
含
む
。
）

二
　
金
銭
信
託
、
年
金
信
託
、
財
産
形
成
給
付

信
託
及
び
貸
付
信
託
（
以
下
「
金
銭
信
託
等
」

と
い
う
。
）
の
受
託
残
高

三
　
元
本
補
塡
契
約
の
あ
る
信
託
（
信
託
財
産

の
運
用
の
た
め
再
信
託
さ
れ
た
信
託
を
含
む
。
）

の
種
類
別
の
受
託
残
高

四
　
信
託
期
間
別
の
金
銭
信
託
及
び
貸
付
信
託

の
元
本
残
高

五
　
金
銭
信
託
等
の
種
類
別
の
貸
出
金
、
有
価

証
券
、
電
子
決
済
手
段
及
び
暗
号
資
産
の
区
分

ご
と
の
運
用
残
高

六
　
金
銭
信
託
等
に
係
る
貸
出
金
の
科
目
別

（
証
書
貸
付
、
手
形
貸
付
及
び
割
引
手
形
の
区
分

を
い
う
。
）
の
残
高

七
　
金
銭
信
託
等
に
係
る
貸
出
金
の
契
約
期
間

別
の
残
高

八
　
担
保
の
種
類
別
（
有
価
証
券
、
債
権
、
商

品
、
不
動
産
、
保
証
及
び
信
用
の
区
分
を
い
う

。
）
の
金
銭
信
託
等
に
係
る
貸
出
金
残
高

九
　
使
途
別
（
設
備
資
金
及
び
運
転
資
金
の
区

分
を
い
う
。
）
の
金
銭
信
託
等
に
係
る
貸
出
金

残
高

十
　
業
種
別
の
金
銭
信
託
等
に
係
る
貸
出
金
残

高
及
び
貸
出
金
の
総
額
に
占
め
る
割
合

十
一
　
中
小
企
業
等
（
資
本
金
三
億
円
以
下
の

会
社
若
し
く
は
常
時
使
用
す
る
従
業
員
が
三
百

人
以
下
の
会
社
又
は
個
人
を
い
う
。
た
だ
し
、

卸
売
業
に
あ
つ
て
は
資
本
金
一
億
円
以
下
の
会

社
若
し
く
は
常
時
使
用
す
る
従
業
員
が
百
人
以

下
の
会
社
又
は
個
人
を
、
サ
ー
ビ
ス
業
に
あ
つ

て
は
資
本
金
五
千
万
円
以
下
若
し
く
は
常
時
使

用
す
る
従
業
員
が
百
人
以
下
の
会
社
又
は
個
人

を
、
小
売
業
及
び
飲
食
店
に
あ
つ
て
は
資
本
金

五
千
万
円
以
下
若
し
く
は
常
時
使
用
す
る
従
業

員
が
五
十
人
以
下
の
会
社
又
は
個
人
を
い
う
。
）

に
対
す
る
金
銭
信
託
等
に
係
る
貸
出
金
残
高
及

び
貸
出
金
の
総
額
に
占
め
る
割
合

十
二
　
金
銭
信
託
等
に
係
る
有
価
証
券
の
種
類

別
（
国
債
、
地
方
債
、
短
期
社
債
、
社
債
及
び

株
式
そ
の
他
の
証
券
の
区
分
を
い
う
。
）
の
残
高

十
三
　
電
子
決
済
手
段
の
種
類
別
の
残
高

十
四
　
暗
号
資
産
の
種
類
別
の
残
高
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別
表
第
二
（
第
三
十
四
条
の
三
十
九
関
係
）

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

商
号
、
名

称
又
は
氏

名
（
以
下

こ
の
表
に

お

い

て

「
商
号
等
」

と
い
う
。
）

の
変
更

一
　
新
商
号
等

二
　
旧
商
号
等

三
　
変
更
年
月
日

一
　
理
由
書

二
　
法
人
で
あ
る
と

き
は
、
変
更
後
の
定

款
（
こ
れ
に
準
ず
る

も
の
を
含
む
。
）
及

び
株
主
総
会
（
こ
れ

に
準
ず
る
機
関
を
含

む

。
）

の

議

事

録

（
会
社
法
第
三
百
十

九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
株
主
総
会
の

決
議
が
あ
つ
た
も
の

と
み
な
さ
れ
る
場
合

に
は
、
当
該
場
合
に

該
当
す
る
こ
と
を
証

す
る
書
面
）

役
員
（
役

員
が
法
人

で
あ
る
と

き
は
、
そ

の
職
務
を

行
う
べ
き

者
を
含
む

。
）

の

変

更

一
　
変
更
が
あ
つ
た
役

員
（
役
員
が
法
人
で
あ

る
と
き
は
、
そ
の
職
務

を
行
う
べ
き
者
を
含

む
。
）
の
氏
名
又
は
名

称
及
び
役
職
名

二
　
就
任
又
は
退
任
年

月
日

一
　
理
由
書

二
　
法
人
の
登
記
事

項
証
明
書
（
こ
れ
に

準
ず
る
も
の
を
含
む

。
以
下
こ
の
表
に
お

い
て
同
じ
。
）

三
　
就
任
す
る
役
員

（
役
員
が
法
人
で
あ

る
と
き
は
、
そ
の
職

務
を
行
う
べ
き
者
を

含
む
。
）
に
係
る
次

に
掲
げ
る
書
面

イ
　
履
歴
書
（
就
任

す
る
役
員
が
法
人
で

あ
る
と
き
は
、
当
該

役
員
の
沿
革
を
記
載

し
た
書
面
）

ロ
　
住
民
票
の
抄
本

（
就
任
す
る
役
員
が

法
人
で
あ
る
と
き
は

、
当
該
役
員
の
登
記

事
項
証
明
書
）
又
は

こ
れ
に
代
わ
る
書
面

ハ
　
旧
氏
及
び
名
を

、
氏
名
に
併
せ
て
第

三
十
四
条
の
三
十
九

の
届
出
書
に
記
載
し

た
場
合
に
お
い
て
、

ロ
に
掲
げ
る
書
面
が

当
該
旧
氏
及
び
名
を

証
す
る
も
の
で
な
い

と
き
は
、
当
該
旧
氏

及
び
名
を
証
す
る
書

面ニ
　
第
三
十
四
条
の

三
十
七
第
四
号
イ
か

ら
チ
ま
で
の
い
ず
れ

に
も
該
当
し
な
い
者

で
あ
る
こ
と
を
誓
約

す
る
書
面

銀
行
代
理

業
を
営
む

営
業
所
又

は
事
務
所

（

以

下

こ

の
表
に
お

い
て
「
営

業
所
等
」

と
い
う
。
）

の
設
置

一
　
設
置
し
た
営
業
所

等
の
名
称

二
　
所
在
地

三
　
設
置
し
た
営
業
所

等
で
営
む
銀
行
代
理
業

の
業
務
の
内
容
（
所
属

銀
行
の
商
号
を
含
む
。
）

四
　
営
業
開
始
年
月
日

五
　
営
業
時
間
及
び

休
日

一
　
理
由
書

二
　
設
置
し
た
営
業

所
等
の
組
織
及
び
人

員
配
置
を
記
載
し
た

書
面

三
　
設
置
し
た
営
業

所
等
の
付
近
見
取
図

（
近
隣
に
所
属
銀
行

が
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
距
離
を
記
載
し

た
も
の
。
）

四
　
設
置
し
た
営
業

所
等
の
間
取
図
（
防

犯
カ
メ
ラ
、
警
備
状

況
等
の
整
備
状
況
の

記
載
を
含
む
。
）

五
　
顧
客
情
報
管
理

体
制
及
び
顧
客
の
財

産
と
銀
行
代
理
業
者

の
財
産
と
の
分
別
管

理
体
制
を
記
載
し
た

書
面

営
業
所
等

の
所
在
地

の
変
更

一
　
名
称
及
び
変
更
前

の
所
在
地

二
　
変
更
後
の
所
在
地

三
　
変
更
年
月
日

四
　
営
業
時
間
及
び

休
日

理
由
書

営
業
所
等

の
名
称
の

変
更

一
　
変
更
前
の
名
称
及

び
所
在
地

二
　
変
更
後
の
名
称

三
　
変
更
年
月
日

理
由
書

営
業
所
等

の
廃
止

一
　
廃
止
し
た
営
業
所

等
の
名
称
及
び
所
在
地

二
　
廃
止
年
月
日

一
　
理
由
書

二
　
廃
止
ま
で
の
日

程
を
記
載
し
た
書
面

（
顧
客
情
報
管
理
の

取
扱
い
等
を
含
む
。
）

三
　
廃
止
後
の
措
置

を
記
載
し
た
書
面

（
顧
客
情
報
管
理
の

取
扱
い
等
を
含
む
。
）

所
属
銀
行

の
変
更

一
　
新
た
に
所
属
銀
行

か
ら
委
託
を
受
け
る
こ

と
と
な
つ
た
場
合

イ
　
当
該
所
属
銀
行
の

商
号

ロ
　
当
該
委
託
を
受
け

て
銀
行
代
理
業
を
営
む

営
業
所
等
の
名
称
、
所

在
地

ハ
　
当
該
営
業
所
等
で

営
む
銀
行
代
理
業
の
業

務
の
内
容

ニ
　
当
該
委
託
を
受
け

た
業
務
を
開
始
す
る
年

月
日

二
　
新
た
に
銀
行
代
理

業
再
委
託
者
か
ら
再
委

託
を
受
け
る
こ
と
と
な

つ
た
場
合

イ
　
所
属
銀
行
の
商
号

ロ
　
当
該
銀
行
代
理
業

再
委
託
者
の
商
号
等

ハ
　
当
該
再
委
託
を
受

け
て
銀
行
代
理
業
を
営

む
営
業
所
等
の
名
称
、

所
在
地

ニ
　
当
該
営
業
所
等
で

営
む
銀
行
代
理
業
の
業

務
の
内
容

ホ
　
当
該
再
委
託
を
受

け
た
業
務
を
開
始
す
る

年
月
日

三
　
所
属
銀
行
か
ら
委

託
を
受
け
な
く
な
つ
た

場
合

イ
　
当
該
所
属
銀
行
の

商
号

ロ
　
当
該
所
属
銀
行
の

た
め
に
銀
行
代
理
業
の

業
務
を
行
つ
て
い
た
営

業
所
等
の
名
称
及
び
所

在
地

一
　
理
由
書

二
　
新
た
に
所
属
銀

行
か
ら
委
託
を
受
け

る
こ
と
と
な
つ
た
場

合
に
は
、
当
該
委
託

契
約
書
の
写
し

三
　
新
た
に
銀
行
代

理
業
再
委
託
者
か
ら

再
委
託
を
受
け
る
こ

と
と
な
つ
た
場
合
に

は
、
当
該
再
委
託
に

係
る
委
託
契
約
書
の

写
し

四
　
所
属
銀
行
か
ら

委
託
を
受
け
な
く
な

つ
た
場
合

イ
　
業
務
廃
止
ま
で

の
日
程
を
記
載
し
た

書
面
（
顧
客
情
報
管

理
の
取
扱
い
等
を
含

む
。
）

ロ
　
業
務
廃
止
後
の

措
置
を
記
載
し
た
書

面
（
顧
客
情
報
管
理

の
取
扱
い
等
を
含
む

。
）

五
　
銀
行
代
理
業
再

委
託
者
か
ら
の
再
委

託
を
受
け
な
く
な
つ

た
場
合

イ
　
業
務
廃
止
ま
で

の
日
程
を
記
載
し
た

書
面
（
顧
客
情
報
管

理
の
取
扱
い
等
を
含

む
。
）

ロ
　
業
務
廃
止
後
の

措
置
を
記
載
し
た
書

面
（
顧
客
情
報
管
理

の
取
扱
い
等
を
含
む

。
）

ハ
　
業
務
を
廃
止
し
た

年
月
日

四
　
銀
行
代
理
業
再
委

託
者
か
ら
の
再
委
託
を

受
け
な
く
な
つ
た
場
合

イ
　
所
属
銀
行
の
商
号

ロ
　
当
該
所
属
銀
行
の

た
め
に
銀
行
代
理
業
の

業
務
を
行
つ
て
い
た
営

業
所
等
の
名
称
及
び
所

在
地

ハ
　
当
該
銀
行
代
理
業

再
委
託
者
の
商
号
等

ニ
　
業
務
を
廃
止
し
た

年
月
日

他
に
営
む

業
務
の
種

類
の
変
更

一
　
開
始
又
は
廃
止
し

た
業
務
の
種
類

二
　
開
始
又
は
廃
止
年

月
日

一
　
理
由
書

二
　
業
務
を
開
始
す

る
場
合
に
あ
つ
て
は

、
当
該
業
務
の
内
容

及
び
方
法
を
記
載
し

た
書
面

銀
行
代
理

業
者
で
あ

る
個
人
又

は
銀
行
代

理
業
者
で

あ
る
法
人

の
役
員
が

常
務
に
従

事
す
る
他

の
法
人
の

変
更

一
　
新
た
に
他
の
法
人

の
常
務
に
従
事
す
る
こ

と
と
な
つ
た
場
合

イ
　
当
該
他
の
法
人
の

商
号
又
は
名
称

ロ
　
主
た
る
営
業
所
等

の
所
在
地

ハ
　
業
務
の
種
類

ニ
　
銀
行
代
理
業
者
が

法
人
で
あ
る
場
合
は
、

新
た
に
常
務
に
従
事
す

る
こ
と
と
な
つ
た
役
員

の
氏
名

二
　
他
の
法
人
の
常
務

に
従
事
し
な
い
こ
と
と

な
つ
た
場
合

イ
　
当
該
他
の
法
人
の

商
号
又
は
名
称

ロ
　
当
該
他
の
法
人
の

主
た
る
営
業
所
等
の
所

在
地

ハ
　
銀
行
代
理
業
者
が

法
人
で
あ
る
場
合
は
、

当
該
他
の
法
人
の
常
務

理
由
書
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に
従
事
し
な
い
こ
と
と

な
つ
た
役
員
の
氏
名

三
　
現
在
常
務
に
従
事

し
て
い
る
他
の
法
人
の

商
号
又
は
名
称
、
主
た

る
営
業
所
等
の
所
在
地

及
び
業
務
の
種
類
に
変

更
が
あ
つ
た
場
合
に

は
、
当
該
変
更
の
内
容

四
　
変
更
年
月
日

銀
行
代
理

業
者
で
あ

る
個
人
が

、
総
株
主

等
の
議
決

権
の
百
分

の
五
十
を

超
え
る
議

決
権
を
保

有
す
る
法

人
等
又
は

当
該
法
人

等
の
子
法

人
等
の
変

更

一
　
当
該
法
人
等
又
は

当
該
法
人
等
の
子
法
人

等
の
商
号
又
は
名
称

二
　
当
該
法
人
等
又
は

当
該
法
人
等
の
子
法
人

等
の
主
た
る
営
業
所
等

の
所
在
地

三
　
当
該
法
人
等
又
は

当
該
法
人
等
の
子
法
人

等
の
代
表
者
の
氏
名
又

は
名
称

四
　
当
該
法
人
等
又
は

当
該
法
人
等
の
子
法
人

等
の
業
務
の
内
容

五
　
変
更
年
月
日

理
由
書

銀
行
代
理

業
者
で
あ

る
法
人
の

子
法
人
等

又
は
銀
行

代
理
業
者

で
あ
る
法

人
の
親
法

人
等
若
し

く
は
当
該

親
法
人
等

の
子
法
人

等
（
当
該

銀
行
代
理

業
者
で
あ

る
法
人
を

除

く

。
）

の
変
更

一
　
当
該
子
法
人
等
又

は
当
該
親
法
人
等
若
し

く
は
当
該
親
法
人
等
の

子
法
人
等
（
当
該
銀
行

代
理
業
者
で
あ
る
法
人

を
除
く
。
）
の
商
号
又

は
名
称

二
　
当
該
子
法
人
等
又

は
当
該
親
法
人
等
若
し

く
は
当
該
親
法
人
等
の

子
法
人
等
（
当
該
銀
行

代
理
業
者
で
あ
る
法
人

を
除
く
。
）
の
主
た
る

営
業
所
等
の
所
在
地

三
　
当
該
子
法
人
等
又

は
当
該
親
法
人
等
若
し

く
は
当
該
親
法
人
等
の

子
法
人
等
（
当
該
銀
行

代
理
業
者
で
あ
る
法
人

を
除
く
。
）
の
代
表
者

の
氏
名
又
は
名
称

四
　
当
該
子
法
人
等
又

は
当
該
親
法
人
等
若
し

理
由
書

く
は
当
該
親
法
人
等
の

子
法
人
等
（
当
該
銀
行

代
理
業
者
で
あ
る
法
人

を
除
く
。
）
の
業
務
の

内
容

五
　
変
更
年
月
日

銀
行
代
理

業
者
で
あ

る
法
人
の

役
員
が
営

ん
で
い
る

事
業
の
変

更

一
　
新
た
に
事
業
を
営

む
場
合
に
は
、
当
該
事

業
の
種
類

二
　
事
業
を
廃
止
し
た

場
合
に
は
、
廃
止
し
た

事
業
の
種
類

三
　
事
業
の
内
容
を
変

更
し
た
場
合
に
は
、
当

該
変
更
の
内
容

四
　
変
更
年
月
日

理
由
書

銀
行
代
理

業
の
業
務

の
内
容
及

び
方
法
の

変
更

一
　
変
更
の
内
容

二
　
変
更
年
月
日

一
　
理
由
書

二
　
変
更
後
の
銀
行

代
理
業
の
業
務
の
内

容
及
び
方
法
を
記
載

し
た
書
面

三
　
銀
行
代
理
業
の

業
務
の
内
容
及
び
方

法
を
記
載
し
た
書
面

の
変
更
箇
所
の
新
旧

対
照
表

別
表
第
三
（
第
三
十
四
条
の
六
十
一
関
係
）

届
出
事
項

記
載
事

項

添
付
書
類

銀
行
代
理
業

を
廃
止
し
た

と
き

廃
業
年

月
日

一
　
理
由
書

二
　
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
銀
行

代
理
業
を
廃
止
す
る
こ
と
を
決
定

し
た
株
主
総
会
（
こ
れ
に
準
ず
る

機
関
を
含
む
。
）
の
議
事
録

三
　
廃
業
ま
で
の
日
程
を
記
載
し

た
書
面
（
顧
客
情
報
管
理
の
取
扱

い
等
を
含
む
。
）

四
　
廃
業
後
の
措
置
を
記
載
し
た

書
面
（
顧
客
情
報
管
理
の
取
扱
い

等
を
含
む
。
）

会

社

分

割

（
吸
収
分
割
）

に
よ
り
銀
行

代
理
業
の
全

部
の
承
継
を

さ
せ
た
と
き

一
　
承

継
先
の

商
号

二
　
吸

収
分
割

年
月
日

一
　
理
由
書

二
　
吸
収
分
割
契
約
の
内
容
を
記

載
し
た
書
面

三
　
吸
収
分
割
承
継
会
社
の
登
記

事
項
証
明
書
（
こ
れ
に
準
ず
る
も

の
を
含
む
。
）

四
　
銀
行
代
理
業
の
全
部
の
承
継

を
さ
せ
る
こ
と
を
決
定
し
た
株
主

総
会
又
は
取
締
役
会
（
こ
れ
ら
に

準
ず
る
機
関
を
含
む
。
以
下
こ
の

表
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
議
事
録

そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
つ
た
こ

と
を
証
す
る
書
面

五
　
会
社
分
割
の
手
続
を
記
載
し

た
書
面

銀
行
代
理
業

の
全
部
の
譲

渡
を
し
た
と

き

一
　
譲

渡
先
の

商
号
又

は
名
称

二
　
譲

渡
年
月

日

一
　
理
由
書

二
　
譲
渡
契
約
の
内
容
を
記
載
し

た
書
面

三
　
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。

以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）

四
　
銀
行
代
理
業
の
全
部
の
譲
渡

を
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
株
主
総

会
又
は
取
締
役
会
の
議
事
録
そ
の

他
必
要
な
手
続
が
あ
つ
た
こ
と
を

証
す
る
書
面

五
　
事
業
譲
渡
の
手
続
を
記
載
し

た
書
面

銀
行
代
理
業

者
で
あ
る
個

人
が
死
亡
し

た
と
き

死
亡
年

月
日

一
　
当
該
銀
行
代
理
業
者
で
あ
る

個
人
の
除
籍
簿
の
謄
本

二
　
銀
行
代
理
業
者
で
あ
る
個
人

が
死
亡
し
た
後
の
措
置
を
記
載
し

た
書
面
（
顧
客
情
報
管
理
の
取
扱

い
等
を
含
む
。
）

銀
行
代
理
業

者
で
あ
る
法

人
が
合
併
に

よ
り
消
滅
し

た
と
き

一
　
合

併
の
相

手
方
の

商
号
又

は
名
称

二
　
合

併
年
月

日三
　
合

併
の
方

法

一
　
理
由
書

二
　
合
併
契
約
の
内
容
を
記
載
し

た
書
面

三
　
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

四
　
合
併
す
る
こ
と
を
決
定
し
た

株
主
総
会
又
は
取
締
役
会
の
議
事

録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
つ
た

こ
と
を
証
す
る
書
面

五
　
合
併
の
手
続
を
記
載
し
た

書
面

銀
行
代
理
業

者
で
あ
る
法

人
が
破
産
手

続
開
始
の
決

定
に
よ
り
解

散
し
た
と
き

一
　
破

産
手
続

開
始
の

申
立
て

を
行
つ

た
年
月

日

一
　
裁
判
所
が
破
産
管
財
人
を
選

定
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

二
　
破
産
手
続
開
始
の
決
定
後
の

措
置
を
記
載
し
た
書
面
（
顧
客
情

報
管
理
の
取
扱
い
等
を
含
む
。
）

二
　
破

産
手
続

開
始
の

決
定
を

受
け
た

年
月
日

銀
行
代
理
業

者
で
あ
る
法

人
が
合
併
及

び
破
産
手
続

開
始
の
決
定

以
外
の
理
由

に
よ
り
解
散

し
た
と
き

解
散
年

月
日

一
　
理
由
書

二
　
清
算
人
に
係
る
登
記
事
項
証

明
書
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含

む
。
）

三
　
清
算
人
に
よ
る
解
散
後
の
措

置
を
記
載
し
た
書
面
（
顧
客
情
報

管
理
の
取
扱
い
等
を
含
む
。
）

金
融
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
及

び
利
用
環
境

の
整
備
等
に

関
す
る
法
律

第
十
二
条
の

登
録
（
預
金

等
媒
介
業
務

の
種
別
に
係

る
も
の
に
限

る
。
）
又
は
同

法
第
十
六
条

第
一
項
の
変

更
登
録
（
預

金
等
媒
介
業

務
の
種
別
の

追
加
に
係
る

も
の
に
限
る

。
）
を
受
け
た

と
き

登
録
又

は
変
更

登
録
を

受
け
た

年
月
日

一
　
理
由
書

二
　
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び

利
用
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法

律
第
十
四
条
第
二
項
（
同
法
第
十

六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
通
知
の
写
し

別
表
第
三
の
二
（
第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
八
第
二
項
関

係
）

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

委
託
銀
行

の
変
更

一
　
新
た
に
委
託
銀
行

か
ら
委
託
を
受
け
る
こ

と
と
な
る
場
合

イ
　
当
該
委
託
銀
行
の

商
号

ロ
　
当
該
委
託
を
受
け

て
電
子
決
済
等
取
扱
業

を
営
む
営
業
所
の
名
称

及
び
所
在
地

一
　
理
由
書

二
　
新
た
に
委
託

銀
行
か
ら
委
託
を

受
け
る
こ
と
と
な

る
場
合
に
は
、
そ

の
委
託
契
約
書
の

案
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ハ
　
当
該
営
業
所
で
営

む
電
子
決
済
等
取
扱
業

の
業
務
の
内
容

ニ
　
当
該
委
託
を
受
け

る
業
務
を
開
始
す
る
年

月
日

二
　
委
託
銀
行
が
商
号

を
変
更
す
る
場
合

イ
　
変
更
後
の
商
号

ロ
　
変
更
前
の
商
号

ハ
　
変
更
年
月
日

電
子
決
済

等
取
扱
業

の
業
務
の

内
容
及
び

方
法
の
変

更
（
顧
客

か
ら
の
申

込
み
の
受

付
方
法
の

変
更
に
限

る
。
）

一
　
変
更
の
内
容

二
　
変
更
年
月
日

一
　
理
由
書

二
　
変
更
後
の
電

子
決
済
等
取
扱
業

の
業
務
の
内
容
及

び
方
法
を
記
載
し

た
書
面

三
　
電
子
決
済
等

取
扱
業
の
業
務
の

内
容
及
び
方
法
を

記
載
し
た
書
面
の

変
更
箇
所
の
新
旧

対
照
表

別
表
第
三
の
三
（
第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
八
第
四
項
関

係
）

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

商
号
及
び
住
所

の
変
更

一
　
変
更
後
の
商

号
及
び
住
所

二
　
変
更
前
の
商

号
及
び
住
所

三
　
変
更
年
月
日

変
更
に
係
る
事
項

を
記
載
し
た
登
記

事
項
証
明
書
（
こ

れ
に
準
ず
る
も
の

を
含
む
。
以
下
こ

の
表
に
お
い
て
同

じ
。
）

資
本
金
の
額
の

変
更

一
　
変
更
前
の
資

本
金
の
額

二
　
変
更
後
の
資

本
金
の
額

三
　
変
更
年
月
日

理
由
書

電
子
決
済
等
取

扱
業
を
営
む
営

業
所
（
以
下
こ

の
表
に
お
い
て

「
営
業
所
」
と

い
う
。
）
の
名

称
の
変
更

一
　
変
更
前
の
名

称
及
び
所
在
地

二
　
変
更
後
の
名

称三
　
変
更
年
月
日

営
業
所
の
設
置

一
　
設
置
し
た
営

業
所
の
名
称

二
　
所
在
地

三
　
設
置
し
た
営

業
所
で
営
む
電
子

決
済
等
取
扱
業
に

係
る
業
務
の
内
容

四
　
営
業
開
始
年

月
日

営
業
所
の
所
在

地
の
変
更

一
　
名
称
及
び
変

更
前
の
所
在
地

二
　
変
更
後
の
所

在
地

三
　
変
更
年
月
日

営
業
所
の
廃
止

一
　
廃
止
し
た
営

業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

二
　
廃
止
年
月
日

主
た
る
営
業
所

の
名
称
又
は
所

在

地

の

変

更

（
電
子
決
済
等

取
扱
業
者
が
外

国
法
人
で
あ
り

、
外
国
に
主
た

る
営
業
所
を
有

す
る
場
合
に
限

る
。
）

一
　
変
更
前
の
主

た
る
営
業
所
の
名

称
又
は
所
在
地

二
　
変
更
後
の
主

た
る
営
業
所
の
名

称
又
は
所
在
地

三
　
変
更
年
月
日

変
更
に
係
る
事
項

を
記
載
し
た
登
記

事
項
証
明
書

役
員
（
法
第
五

十
二
条
の
六
十

の
四
第
一
項
第

四
号
に
規
定
す

る
役
員
を
い
い

、
役
員
が
法
人

で
あ
る
と
き
は

、
そ
の
職
務
を

行
う
べ
き
者
を

含
む
。
以
下
こ

の
表
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
変

更

一
　
変
更
が
あ
つ

た
役
員
の
氏
名
又

は
名
称
及
び
役
職

名二
　
就
任
又
は
退

任
年
月
日

一
　
法
人
の
登
記

事
項
証
明
書

二
　
就
任
す
る
役

員
に
係
る
次
に
掲

げ
る
書
面

イ
　
履
歴
書
（
就

任
す
る
役
員
が
法

人
で
あ
る
と
き
は
、

当
該
役
員
の
沿
革

を
記
載
し
た
書
面
）

ロ
　
住
民
票
の
抄

本
（
就
任
す
る
役

員
が
法
人
で
あ
る

と
き
は
、
当
該
役

員
の
登
記
事
項
証

明
書
）
又
は
こ
れ

に
代
わ
る
書
面

ハ
　
旧
氏
及
び
名

を
、
氏
名
に
併
せ

て
第
三
十
四
条
の

六
十
三
の
八
第
二

項
の
届
出
書
に
記

載
し
た
場
合
に
お

い
て
、
ロ
に
掲
げ

る
書
面
が
当
該
旧

氏
及
び
名
を
証
す

る
も
の
で
な
い
と

き
は
、
当
該
旧
氏

及
び
名
を
証
す
る

書
面

ニ
　
法
第
五
十
二

条
の
六
十
の
六
第

一
項
第
九
号
イ
か

ら
ホ
ま
で
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と

を
当
該
役
員
が
誓

約
す
る
書
面

委
託
銀
行
か
ら

の
委
託
の
廃
止

一
　
委
託
銀
行
の

商
号

二
　
当
該
委
託
銀

行
の
た
め
に
電
子

決
済
等
取
扱
業
の

業
務
を
行
つ
て
い

た
営
業
所
の
名
称

及
び
所
在
地

三
　
業
務
を
廃
止

し
た
年
月
日

一
　
理
由
書

二
　
業
務
廃
止
ま

で
の
日
程
を
記
載

し
た
書
面
（
顧
客

情
報
管
理
の
取
扱

い
等
を
含
む
。
）

三
　
業
務
廃
止
後

の
措
置
を
記
載
し

た
書
面
（
顧
客
情

報
管
理
の
取
扱
い

等
を
含
む
。
）

電
子
決
済
等
取

扱
業
の
業
務
の

内
容
及
び
方
法

の
変
更
（
顧
客

か
ら
の
申
込
み

の
受
付
方
法
の

変
更
を
除
く
。
）

一
　
変
更
の
内
容

二
　
変
更
年
月
日

一
　
理
由
書

二
　
変
更
後
の
電

子
決
済
等
取
扱
業

の
業
務
の
内
容
及

び
方
法
を
記
載
し

た
書
面

三
　
電
子
決
済
等

取
扱
業
の
業
務
の

内
容
及
び
方
法
を

記
載
し
た
書
面
の

変
更
箇
所
の
新
旧

対
照
表

顧
客
か
ら
の
苦

情
又
は
相
談
に

応
ず
る
営
業
所

一
　
変
更
前
の
顧

客
か
ら
の
苦
情
又

は
相
談
に
応
ず
る

の
所
在
地
又
は

連
絡
先
の
変
更

営
業
所
の
所
在
地

又
は
連
絡
先

二
　
変
更
後
の
顧

客
か
ら
の
苦
情
又

は
相
談
に
応
ず
る

営
業
所
の
所
在
地

又
は
連
絡
先

三
　
変
更
年
月
日

主
要
株
主
（
第

三
十
四
条
の
六

十
三
の
三
第
一

項
第
二
号
に
規

定
す
る
主
要
株

主
を
い
う
。
以

下
こ
の
表
に
お

い
て
同
じ
。
）

の
氏
名
、
商
号

又
は
名
称
の
変

更

一
　
変
更
前
の
主

要
株
主
の
氏
名
、

商
号
又
は
名
称

二
　
変
更
後
の
主

要
株
主
の
氏
名
、

商
号
又
は
名
称

三
　
変
更
年
月
日

株
主
の
名
簿

認
定
電
子
決
済

等
取
扱
事
業
者

協
会
へ
の
加
入

一
　
加
入
し
た
認

定
電
子
決
済
等
取

扱
事
業
者
協
会
の

名
称

二
　
加
入
年
月
日

認
定
電
子
決
済
等

取
扱
事
業
者
協
会

に
加
入
し
た
事
実

を
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
書
面

認
定
電
子
決
済

等
取
扱
事
業
者

協
会
か
ら
の
脱

退

一
　
脱
退
し
た
認

定
電
子
決
済
等
取

扱
事
業
者
協
会
の

名
称

二
　
脱
退
年
月
日

認
定
電
子
決
済
等

取
扱
事
業
者
協
会

か
ら
脱
退
し
た
事

実
を
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
書
面

委
託
に
係
る
業

務
の
内
容
又
は

委
託
先
の
変
更

一
　
変
更
の
内
容

二
　
変
更
年
月
日

別
表
第
四
（
第
三
十
四
条
の
六
十
四
の
七
第
二
項
関
係
）

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

商
号
、
名
称
又

は
氏
名
（
以
下

こ
の
表
に
お
い

て
「
商
号
等
」

と
い
う
。
）
の
変

更

一
　
新
商
号
等

二
　
旧
商
号
等

三
　
変
更
年
月

日

法
人
で
あ
る
と
き
は

、
変
更
に
係
る
事
項

を
記
載
し
た
登
記
事

項
証
明
書
（
こ
れ
に

準
ず
る
も
の
を
含
む

。
以
下
こ
の
表
に
お

い
て
同
じ
。
）

日
本
に
お
け
る

代
理
人
の
商
号

等
の
変
更
（
電

子
決
済
等
代
行

業
者
が
外
国
に

一
　
新
商
号
等

二
　
旧
商
号
等

三
　
変
更
年
月

日

日
本
に
お
け
る
代
理

人
が
法
人
で
あ
る
と

き
は
、
変
更
に
係
る

事
項
を
記
載
し
た
登

記
事
項
証
明
書
又
は
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住
所
を
有
す
る

個
人
で
あ
る
場

合
に
限
る
。
）

こ
れ
に
代
わ
る
書
面

、
日
本
に
お
け
る
代

理
人
が
個
人
で
あ
る

と
き
は
、
住
民
票
の

抄
本
又
は
こ
れ
に
代

わ
る
書
面

日
本
に
お
け
る

代
理
人
の
変
更

（
電
子
決
済
等
代

行
業
者
が
外
国

に
住
所
を
有
す

る
個
人
で
あ
る

場
合
に
限
る
。
）

一
　
変
更
前
の

日
本
に
お
け
る

代
理
人
の
商
号

等二
　
変
更
後
の

日
本
に
お
け
る

代
理
人
の
商
号

等三
　
変
更
年
月

日

一
　
理
由
書

二
　
変
更
後
の
日
本

に
お
け
る
代
理
人
の

住
民
票
の
抄
本
（
当

該
日
本
に
お
け
る
代

理
人
が
法
人
で
あ
る

と
き
は
、
当
該
日
本

に
お
け
る
代
理
人
の

登
記
事
項
証
明
書
）

又
は
こ
れ
に
代
わ
る

書
面

役
員
（
法
第
五

十
二
条
の
六
十

一
の
三
第
一
項

第
二
号
に
規
定

す
る
役
員
を
い

い
、
役
員
が
法

人
で
あ
る
と
き

は
、
そ
の
職
務

を
行
う
べ
き
者

を
含
む
。
以
下

こ
の
表
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
変

更

一
　
変
更
が
あ

つ
た
役
員
の
氏

名
又
は
名
称
及

び
役
職
名

二
　
就
任
又
は

退
任
年
月
日

一
　
法
人
の
登
記
事

項
証
明
書

二
　
就
任
す
る
役
員

に
係
る
次
に
掲
げ
る

書
面

イ
　
履
歴
書
（
就
任

す
る
役
員
が
法
人
で

あ
る
と
き
は
、
当
該

役
員
の
沿
革
を
記
載

し
た
書
面
）

ロ
　
住
民
票
の
抄
本

（
就
任
す
る
役
員
が

法
人
で
あ
る
と
き
は

、
当
該
役
員
の
登
記

事
項
証
明
書
）
又
は

こ
れ
に
代
わ
る
書
面

ハ
　
旧
氏
及
び
名
を

、
氏
名
に
併
せ
て
第

三
十
四
条
の
六
十
四

の
七
第
二
項
の
届
出

書
に
記
載
し
た
場
合

に
お
い
て
、
ロ
に
掲

げ
る
書
面
が
当
該
旧

氏
及
び
名
を
証
す
る

も
の
で
な
い
と
き
は

、
当
該
旧
氏
及
び
名

を
証
す
る
書
面

ニ
　
法
第
五
十
二
条

の
六
十
一
の
五
第
一

項
第
二
号
ロ
（
１
）

か
ら
（
６
）
ま
で
の

い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
者
で
あ
る
こ
と

を
当
該
役
員
が
誓
約

す
る
書
面

電
子
決
済
等
代

行
業
を
営
む
営

業
所
又
は
事
務

所
（
以
下
こ
の

表

に

お

い

て

「
営
業
所
等
」
と

い
う
。
）
の
設
置

一
　
設
置
し
た

営
業
所
等
の
名

称二
　
所
在
地

三
　
設
置
し
た

営
業
所
等
で
営

む
電
子
決
済
等

代
行
業
に
係
る

業
務
の
内
容

四
　
営
業
開
始

年
月
日

営
業
所
等
の
所

在
地
の
変
更

一
　
名
称
及
び

変
更
前
の
所
在

地二
　
変
更
後
の

所
在
地

三
　
変
更
年
月

日

営
業
所
等
の
名

称
の
変
更

一
　
変
更
前
の

名
称
及
び
所
在

地二
　
変
更
後
の

名
称

三
　
変
更
年
月

日

営
業
所
等
の
廃

止

一
　
廃
止
し
た

営
業
所
等
の
名

称
及
び
所
在
地

二
　
廃
止
年
月

日

主
た
る
営
業
所

又
は
事
務
所
の

名
称
又
は
所
在

地
の
変
更
（
電

子
決
済
等
代
行

業
者
が
外
国
法

人
又
は
外
国
に

住
所
を
有
す
る

個
人
で
あ
り
、

外
国
に
主
た
る

営
業
所
又
は
事

一
　
変
更
前
の

主
た
る
営
業
所

又
は
事
務
所
の

名
称
又
は
所
在

地二
　
変
更
後
の

主
た
る
営
業
所

又
は
事
務
所
の

名
称
又
は
所
在

地

変
更
に
係
る
事
項
を

記
載
し
た
登
記
事
項

証
明
書

務
所
を
有
す
る

場
合
に
限
る
。
）

三
　
変
更
年
月

日

利
用
者
か
ら
の

苦
情
又
は
相
談

に
応
ず
る
営
業

所
又
は
事
務
所

の
所
在
地
又
は

連
絡
先
の
変
更

一
　
変
更
前
の

利
用
者
か
ら
の

苦
情
又
は
相
談

に
応
ず
る
営
業

所
又
は
事
務
所

の
所
在
地
又
は

連
絡
先

二
　
変
更
後
の

利
用
者
か
ら
の

苦
情
又
は
相
談

に
応
ず
る
営
業

所
又
は
事
務
所

の
所
在
地
又
は

連
絡
先

三
　
変
更
年
月

日

認
定
電
子
決
済

等
代
行
事
業
者

協
会
へ
の
加
入

一
　
加
入
し
た

認
定
電
子
決
済

等
代
行
事
業
者

協
会
の
名
称

二
　
加
入
年
月

日

認
定
電
子
決
済
等
代

行
事
業
者
協
会
に
加

入
し
た
事
実
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る

書
面

認
定
電
子
決
済

等
代
行
事
業
者

協
会
か
ら
の
脱

退

一
　
脱
退
し
た

認
定
電
子
決
済

等
代
行
事
業
者

協
会
の
名
称

二
　
脱
退
年
月

日

認
定
電
子
決
済
等
代

行
事
業
者
協
会
か
ら

脱
退
し
た
事
実
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き

る
書
面

委
託
に
係
る
業

務
の
内
容
又
は

委
託
先
の
変
更

一
　
変
更
の
内

容二
　
変
更
年
月

日

別
紙
様
式
第
１
号
（
第
１
８
条
第
１
項
関
係
）

（
略
）

別
紙
様
式
第
１
号
の
２
（
第
１
８
条
第
１
項
関
係
）

（
略
）

別
紙
様
式
第
２
号
（
第
１
８
条
第
１
項
関
係
）

（
略
）

別
紙
様
式
第
２
号
の
２
（
第
１
８
条
第
１
項
関
係
）

（
略
）

別
紙
様
式
第
３
号
（
第
１
８
条
第
２
項
関
係
）

（
略
）

別
紙
様
式
第
３
号
の
２
（
第
１
８
条
第
２
項
関
係
）

別紙様式第3号の2(第18条第2項関係) 

(日本産業規格A4) 

業 務 報 告 書 

第  期 
   年  月  日から 

   年  月  日まで 

株式会社       銀行 

年  月  日 

  金融庁長官   殿 

住 所            

株式会社        銀行  

代表取締役 氏 名    

    年  月  日から  年  月  日までの業務及び財産の状況を次のとおり報

告します。 

目 次 

第1 事業概況書 

 1 事業の概要 9  有価証券の内訳 

 2 営業所等の増減 10 貸出金の担保内訳 

 3 会社役員及び職員の増減 11 貸倒引当金の状況 

 4 会社役員の略歴及び所有自社株式 12 有形固定資産の内訳 

 5 株主の状況 13 支払承諾の内訳及び支払承諾見返の担保

内訳  6 株主総会の状況 

 7 商品有価証券の内訳 14 自己資本比率の状況 

 8 特定取引有価証券の内訳  

第2 貸借対照表 

第3 損益計算書 

第4 株主資本等変動計算書 

第5 キャッシュ・フロー計算書 

 (記載上の注意) 

  1 指名委員会等設置会社にあつては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改

めて記載すること。第1条の8第1項の免許申請書又は法第53条第1項第8号の規定及び第

35条第1項第3号若しくは第3号の2の規定による届出書に旧氏及び名を併せて記載して

提出した者については、これらの書類に記載した当該旧氏及び名を変更する旨を届け出

るまでの間、提出者欄に当該旧氏及び名を括弧書で併せて記載し、又は当該旧氏及び名

のみを記載することができる。 

  2 この様式中財務諸表に係る金額は、本支店勘定決済終了後の計数を記載すること。 

  3 この様式中に記載する金額、件数及び株数は、この様式中で指定された単位で記載し、

当該単位未満は切り捨てること。 

  4 この様式中に記載する構成比率、増減率その他の比率は、小数点第3位以下を切り捨

て小数点第2位までを記載すること。 

  5 当該事業年度の末日において公開会社でない銀行は、事業報告(銀行法施行規則別紙
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様式第9号の2)及び附属明細書(銀行法施行規則別紙様式第10号)で記載を省略した事項

について、以下に同一内容の記載がある事項を除き、追加して記載すること。 

  6 この様式中、第2 貸借対照表、第3 損益計算書、第4 株主資本等変動計算書、第5

 キャッシュ・フロー計算書に注記すべき事項は、第5 キャッシュ・フロー計算書の

次に一括して記載することができる。 

  7 この様式中に記載する事項は、次に掲げる場合には、その記載を省略することができ

る。 

   (1) 同一の事項を記載した書類を添付し、かつ、その旨及び当該事項を記載した箇所

を明記した場合 

   (2) 同一の事項を記載した書類を既に金融庁長官等に提出している場合において、そ

の旨及び当該事項を記載した箇所を明記したとき。 

第1  第  期 
   年  月  日から 

   年  月  日まで 
事業概況書  

1 事業の概要 

 (記載上の注意) 

  主要勘定の増減の事由、償却及び引当の方針その他事業の状況の推移に関する重要な事

項を記載すること。 

2 営業所等の増減 

区 分 前 期 末 当 期 末 増減(△) 

本 支 店    

出 張 所    

計    

 (記載上の注意) 

  当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者(銀行法第52条の60の2第2項の規定により銀行

代理業者とみなされる銀行等を含む。以下同じ。)が銀行代理業を営む営業所又は事務所

を除いて記載すること。 

区 分 前 期 末 当 期 末 増減(△) 

銀 行 代 理 業 者    

 
銀 行 代 理 業 を 営 む

営 業 所 又 は 事 務 所 
   

 (記載上の注意) 

  当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者について記載すること。 

3 会社役員及び職員の増減 

区 分 前 期 末 当 期 末 増減(△) 

会
社
役
員 

取 締 役 
うち非常勤( ) うち非常勤( ) 

 

会 計 参 与    

 

監 査 役 
うち非常勤( ) うち非常勤( ) 

 

執 行 役    

計    

職

員 

事 務 系    

庶 務 系    

計    

合 計    

 (記載上の注意) 

  1 「執行役」欄は取締役を兼務しない執行役の員数を記載すること。取締役を兼務する

執行役の員数については、欄外に次のとおり記載すること。 

   当期末における取締役を兼務する執行役の員数     人 

  2 会計参与が法人である場合は員数に含めず、欄外にその名称を記載すること。 

  3 「職員」欄は臨時雇員及び嘱託を除く員数を記載し、「庶務系」欄は、守衛、用務員、

自動車運転手等の職員数を記載すること。 

  4 職員計のうち出向職員(在籍のまま他社等へ出向している者)については欄外に次の

とおり記載すること。 

   当期末における出向職員数     人 

4 会社役員の略歴及び所有自社株式 

役名及び職名 

氏名又は名称 (生

年月日又は設立年

月日及び住所) 

略歴又は沿革 
所 有 自 社

株 式 数 
備 考 

   株  

計 名    

 (記載上の注意) 

  1 第1条の8第1項の免許申請書又は法第53条第1項第8号の規定及び第35条第1項第3号若

しくは第3号の2の規定による届出書に旧氏及び名を併せて記載して提出した者(第35条

第1項第3号に規定する役員等以外の者にあつては、当該免許申請書又は法第19条第1項

の規定により提出された報告書に当該旧氏及び名が併せて記載された者)については、

これらの書類に記載した当該旧氏及び名を変更する旨を届け出るまで(当該役員等以外

の者にあつては、当該免許申請書又は当該報告書に記載された当該旧氏及び名を変更す

るまで)の間、「氏名又は名称(生年月日又は設立年月日及び住所)」欄に当該旧氏及び

名を括弧書で併せて記載し、又は当該旧氏及び名のみを記載することができる。 

  2 会計参与が法人であるときは、当該会計参与及びその職務を行うべき社員について記

載すること。 

  3 銀行法第7条第1項による取締役(指名委員会等設置会社にあつては、執行役)の兼職の

認可を得ている者は、備考欄に兼職認可年月日及び兼職関係を記載すること。 

  4 「所有自社株式数」欄は、銀行が2以上の種類の株式を発行している場合には、種類

ごとの数を記載すること。 

5 株主の状況 

氏 名 又 は 名 称 所 有 株 式 数 割 合 

 千株 ％ 

   

   

そ の 他 の 株 主 (    名 )   

  計    (    名 )  100 

 (記載上の注意) 

  持株数の多い順に30名を記載し、会社法施行規則第67条第1項の規定により議決権を有

しないこととなる株主については、欄外にその旨を記載すること。 

  ただし、銀行が2以上の種類の株式を発行している場合であつて、株式の種類ごとに異

なる数の単元株式数を定めているとき又は議決権の有無に差異があるときは、持株に係る

議決権の個数の多い順に30名を併せて記載すること。 

6 株式総会の状況 

 (記載上の注意) 

  総会の種類、総会開催の年月日及び総会において決議した事項その他総会に関する重要

な事項を記載すること。 

7 商品有価証券の内訳 

(単位：百万円) 

種 類 額面金額 取得原価 当期末残高 
当期末手元

現 在 高 

商 品 国 債     

 長 期 利 付 国 債     

 中 期 利 付 国 債     

 割 引 国 債     

 国 庫 短 期 証 券     

 そ の 他     

商 品 地 方 債     

商 品 政 府 保 証 債     

その他の商品有価証券     

計     

 (記載上の注意) 

  「当期末手元現在高」欄は担保等として金融機関等に差し入れている商品有価証券を控

除した後の当期末残高を記載すること。 

8 特定取引有価証券の内訳 

(単位：百万円) 

種 類 額面金額 取得原価 当期末残高 
当期末手元

現 在 高 

国 債     

地 方 債     

政 府 保 証 債     

外 国 証 券     

計     

 (記載上の注意) 

  「当期末手元現在高」欄は担保等として金融機関等に差し入れている特定取引有価証券

を控除した後の当期末残高を記載すること。 

9 有価証券の内訳 

(単位：百万円) 

種 類 額面総額 当期末残高 当期末手元現在高 

国 債    

地 方 債    

短 期 社 債    

社 債    

 公 社 公 団 債    

 金 融 債    

 事 業 債    

(社債のうち政府保証債) (     ) (      ) (         ) 

株 式    

 金 融 機 関 株 式    

 そ の 他    

そ の 他 の 証 券    

 外 国 証 券    

 そ の 他    

計    

 (記載上の注意) 

  1 株式については、取得原価の合計額を「額面総額」欄に記載すること。 

  2 「当期末手元現在高」欄は担保等として金融機関等に差し入れている有価証券を控除

した後の当期末残高を記載すること。 

10 貸出金の担保内訳 

(単位：百万円) 
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受 入 担 保 の 種 類 
貸 出 金

当 期 末 残 高 
構 成 割 合 

内 訳 

貸 付 金 割 引 手 形 

自 行 預 金  ％   

有 価 証 券     

債 権     

商 品     

不 動 産     

財 団     

そ の 他     

計     

保 証     

信 用     

合 計  100   

 (記載上の注意) 

  2種類以上の担保がある貸出金については、この様式に掲げる受入担保の種類の配列順

に従つて、担保の評価額を限度として充当計上すること。 

11 貸倒引当金の状況 

(単位：百万円) 

 繰 入 額 取 崩 額 
純繰入額 

(△純取崩額) 
当期末残高 摘 要 

一 般 貸 倒 引 当 金      

個 別 貸 倒 引 当 金      

特定海外債権引当勘定      

合 計      

 (記載上の注意) 

  個別貸倒引当金の「取崩額」欄には、目的外の取崩額を計上することとし、目的に従う

取崩額は、欄外に次のとおり記載すること。 

  個別貸倒引当金の目的に従う取崩額                  百万円 

12 有形固定資産の内訳 

(単位：百万円) 

種 類 建 物 土 地 建 設 仮 勘 定 
そ の 他 の 有

形 固 定 資 産 

事 業 用     

所 有     

計     

 (記載上の注意) 

  1 土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額については、欄外に次のとおり記載

すること。 

    土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額 

                        事業用土地   百万円 

                        所有土地    百万円 

  2 当期に「建物」、「土地」及び「その他の有形固定資産」の減損損失を計上した場合

には、当該減損損失の合計額について、欄外に次のとおり記載すること。 

    建物、土地及びその他の有形固定資産に係る減損損失の合計額 

                        事業用     百万円 

                        所 有     百万円 

  3 貸借対照表における各科目の金額にリース資産を含めて計上している場合、本表にお

ける各科目に金額を計上するに際しては、同様に取り扱うものとする。 

13 支払承諾の内訳及び支払承諾見返の担保内訳 

 (1) 支払承諾の内訳 

(単位：百万円) 

種 類 当 期 末 口 数 当 期 末 残 高 

手 形 引 受   

信 用 状   

保 証   

計   

 (2) 支払承諾見返の担保内訳 

(単位：百万円) 

受 入 担 保 の 種 類 
支払承諾見返当期末残

高 
構 成 割 合 

自 行 預 金  ％ 

有 価 証 券   

債 権   

商 品   

不 動 産   

財 団   

そ の 他   

計   

保 証   

信 用   

合 計  100 

 (記載上の注意) 

  2種類以上の担保がある支払承諾見返については、この様式に掲げている受入担保の種

類の配列順に従つて、担保の評価額を限度として充当計上すること。 

14 自己資本比率の状況 

〔国際統一基準に係る単体自己資本比率〕 

 信用リスク・アセット算出手法  

(単位：百万円) 

項目 

当期末 前期末 

 経過措置

による不

算入額 

 経過措置

による不

算入額 

普通株式等Tier1資本に係る基礎項目 

普通株式に係る株主資本の額     

 うち、資本金及び資本剰余金の額     

 うち、利益剰余金の額     

 うち、自己株式の額(△)     

 うち、社外流出予定額(△)     

 うち、上記以外に該当するものの額     

普通株式に係る株式引受権及び新株予約権の

合計額 
    

評価・換算差額等及びその他公表準備金の額     

普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額 

(イ) 
    

普通株式等Tier1資本に係る調整項目 

無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ラ

イツに係るものを除く。)の額の合計額 
    

 うち、のれんに係るものの額     

 
うち、のれん及びモーゲージ・サービシン

グ・ライツに係るもの以外のものの額 
    

繰延税金資産(一時差異に係るものを除く。)

の額 
    

繰延ヘッジ損益の額     

適格引当金不足額     

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当す

る額 
    

負債の時価評価により生じた時価評価差額で

あって自己資本に算入される額 
    

前払年金費用の額     

自己保有普通株式(純資産の部に計上されるも

のを除く。)の額 
    

意図的に保有している他の金融機関等の普通     

株式の額 

少数出資金融機関等の普通株式の額     

特定項目に係る10％基準超過額     

 

うち、その他金融機関等に係る対象資本等

調達手段のうち普通株式に該当するもの

に関連するものの額 

    

 

うち、無形固定資産(モーゲージ・サービ

シング・ライツに係るものに限る。)に関

連するものの額 

    

 
うち、繰延税金資産(一時差異に係るもの

に限る。)に関連するものの額 
    

特定項目に係る15％基準超過額     

 

うち、その他金融機関等に係る対象資本等

調達手段のうち普通株式に該当するもの

に関連するものの額 

    

 

うち、無形固定資産(モーゲージ・サービ

シング・ライツに係るものに限る。)に関

連するものの額 

    

 
うち、繰延税金資産(一時差異に係るもの

に限る。)に関連するものの額 
    

その他Tier1資本不足額     

普通株式等Tier1資本に係る調整項目の額 

(ロ) 
    

普通株式等Tier1資本 

普通株式等Tier1資本の額 ((イ)－(ロ)) 

(ハ) 
    

その他Tier1資本に係る基礎項目 

その他Tier1資本調達手段に係る株主資本の額     

その他Tier1資本調達手段に係る株式引受権及

び新株予約権の合計額 
    

その他Tier1資本調達手段に係る負債の額     

特別目的会社等の発行するその他Tier1資本調

達手段の額 
    

その他Tier1資本に係る基礎項目の額 (ニ)     

その他Tier1資本に係る調整項目 

自己保有その他Tier1資本調達手段の額     

意図的に保有している他の金融機関等のその

他Tier1資本調達手段の額 
    

少数出資金融機関等のその他Tier1資本調達手     
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段の額 

その他金融機関等のその他Tier1資本調達手段

の額 
    

Tier2資本不足額     

その他Tier1資本に係る調整項目の額 (ホ)     

その他Tier1資本 

その他Tier1資本の額 ((ニ)－(ホ)) (ヘ)     

Tier1資本 

Tier1資本の額 ((ハ)＋(ヘ)) (ト)     

Tier2資本に係る基礎項目 

Tier2資本調達手段に係る株主資本の額     

Tier2資本調達手段に係る株式引受権及び新株

予約権の合計額 
    

Tier2資本調達手段に係る負債の額     

特別目的会社等の発行するTier2資本調達手段

の額 
    

一般貸倒引当金Tier2算入額及び適格引当

金Tier2算入額の合計額 
    

 うち、一般貸倒引当金Tier2算入額     

 うち、適格引当金Tier2算入額     

Tier2資本に係る基礎項目の額 (チ)     

Tier2資本に係る調整項目 

自己保有Tier2資本調達手段の額     

意図的に保有している他の金融機関等のTier2

資本調達手段及びその他外部TLAC関連調達手

段の額 

    

少数出資金融機関等のTier2資本調達手段及び

その他外部TLAC関連調達手段の額 
    

少数出資金融機関等のその他外部TLAC関連調

達手段のうち、マ一ケット・メイク目的保有T

LACに該当しなくなったものの額 

    

その他金融機関等のTier2資本調達手段及びそ

の他外部TLAC関連調達手段の額 
    

Tier2資本に係る調整項目の額 (リ)     

Tier2資本 

Tier2資本の額 ((チ)－(リ)) (ヌ)     

総自己資本 

総自己資本合計 ((ト)＋(ヌ)) (ル)     

リスク・アセット等 

信用リスク・アセットの額の合計額     

 資産(オン・バランス)項目     

 オフ・バランス取引等項目     

 CVAリスク相当額を8％で除して得た額     

 
中央清算機関関連エクスポージャーに係

る信用リスク・アセットの額 
    

マーケット・リスク相当額の合計額を8％で除

して得た額 
    

勘定間の振替分     

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を

8％で除して得た額 
    

フロア調整額     

リスク・アセット等の額の合計額 (ヲ)     

自己資本比率及び資本バッファー 

普通株式等Tier1比率 ((ハ)／(ヲ)) ％  ％  

Tier1比率 ((ト)／(ヲ)) ％  ％  

総自己資本比率 ((ル)／(ヲ)) ％  ％  

最低単体資本バッファー比率 ％  ％  

 うち、資本保全バッファー比率 ％  ％  

 
うち、カウンター・シクリカル・バッ

ファー比率 
％  ％  

 うち、G―SIB／D―SIBバッファー比率 ％  ％  

単体資本バッファー比率 ％  ％  

調整項目に係る参考事項 

少数出資金融機関等の対象資本等調達手段に

係る調整項目不算入額 
    

その他金融機関等に係る対象資本等調達手段

のうち普通株式に係る調整項目不算入額 
    

無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ラ

イツに係るものに限る。)に係る調整項目不算

入額 

    

繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)

に係る調整項目不算入額 
    

Tier2資本に係る基礎項目の額に算入される引当金に関する事項 

一般貸倒引当金の額     

一般貸倒引当金に係るTier2資本算入上限額     

内部格付手法採用行において、適格引当金の合

計額から事業法人等向けエクスポージャー及

びリテール向けエクスポージャーの期待損失

    

額の合計額を控除した額(当該額が零を下回る

場合にあっては、零とする。) 

適格引当金に係るTier2資本算入上限額     

 (記載上の注意) 

  1 本表は、海外営業拠点を有する銀行が記載するものとする。 

  2 「単体自己資本比率」とは、銀行法施行規則第19条の2第1項第3号ロ(10)に規定する

単体自己資本比率をいう。 

  3 「信用リスク・アセット算出手法」欄は、標準的手法、基礎的内部格付手法又は先進

的内部格付手法のいずれかを記載すること。 

  4 「その他Tier1資本調達手段に係る株主資本の額」として資本金及び資本剰余金以外

の科目に計上される金額がある場合、その内訳を欄外に記載すること。 

  5 「Tier2資本調達手段に係る株主資本の額」として資本金及び資本剰余金以外の科目

に計上される金額がある場合、その内訳を欄外に記載すること。 

  6 単体自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合には、その旨を欄外に記

載すること。 

  7 遡及適用(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第51項に規定する

遡及適用をいう。以下この様式において同じ。)、財務諸表の組替え(同条第52項に規定

する財務諸表の組替えをいう。以下この様式において同じ。)又は修正再表示(同条第53

項に規定する修正再表示をいう。以下この様式において同じ。)により、「前期末」欄

の金額又は比率が前事業年度に係る報告時の金額又は比率と異なっているときは、その

旨を欄外に記載すること。 

〔資本バッファー比率のうちカウンター・シクリカル・バッファー比率〕 

 当期末 前期末 

エクスポ

ージャー

の所在

国・地域 

カウン

ター・シ

クリカ

ル・バッ

ファー

の水準

の計算

に用い

た各

国・地域

の信用

リス

ク・アセ

ットの

額の合

計額(百

万円) 

各

国・

地域

の金

融当

局が

定め

る比

率

(％) 

適用さ

れるカ

ウンタ

ー・シク

リカ

ル・バッ

ファー

比率

(％) 

適用さ

れるカ

ウンタ

ー・シク

リカ

ル・バッ

ファー

比率

(％)(経

過措置

べース) 

カウン

ター・シ

クリカ

ル・バッ

ファー

の水準

の計算

に用い

た各

国・地域

の信用

リス

ク・アセ

ットの

額の合

計額(百

万円) 

各

国・

地域

の金

融当

局が

定め

る比

率

(％) 

適用さ

れるカ

ウンタ

ー・シク

リカ

ル・バッ

ファー

比率

(％) 

適用さ

れるカ

ウンタ

ー・シク

リカ

ル・バッ

ファー

比率

(％)(経

過措置

べース) 

アルゼン         

チン 

オースト

ラリア 

        

ベルギー         

ブラジル         

カナダ         

中国         

フランス         

ドイツ         

香港         

インド         

インドネ

シア 

        

イタリア         

日本         

韓国         

ルクセン

ブルク 

        

メキシコ         

オランダ         

ロシア         

サウジア

ラビア 

        

シンガポ

ール 

        

南アフリ

カ 

        

スペイン         

スウェー

デン 

        

スイス         

トルコ         

英国         

米国         

合計         

 (記載上の注意) 

  1 本表は、海外営業拠点を有する銀行(連結自己資本比率を算出する銀行、銀行の連結

子法人等である銀行若しくは銀行持株会社の連結子法人等である銀行又は外国に所在

する親法人等に対して当該外国において連結自己資本比率に準ずる基準が適用されて
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いる場合における当該親法人等の当該基準の適用に当たり連結の範囲に含まれる銀行

を除く。)が記載するものとする。 

  2 「各国・地域の信用リスク・アセットの額の合計額(百万円)」とは、カウンター・シ

クリカル・バッファー比率(銀行法第14条の2第1号に掲げる基準に従い算出された比率

をいう。以下同じ。)の計算に用いるため、債務者の所在地を基礎として、各国・地域

別に算出された額をいう。 

  3 「各国・地域の金融当局が定める比率(％)」は、各国・地域の銀行監督当局が設定し、

バーゼル銀行監督委員会が公表する各国・地域の比率(Add‐on(per cent of RWA))(当

該比率が公表されていない場合には0％、2.5％を超える場合には2.5％)を記載すること。 

  4 「適用されるカウンター・シクリカル・バッファー比率(％)」は、カウンター・シク

リカル・バッファー比率を記載すること(小数点第3位以下を切り捨て小数点第2位まで

を記載)。 

  5 本表に定める各項目につき、該当する額が無い場合は行を削除せず、0と記載するこ

と。 

〔単体自己資本比率の補完的指標である単体レバレッジ比率〕 

項目 当期末 前期末 

単体レバレッジ比率 ％ ％ 

最低単体レバレッジ・バッファー比率 ％ ％ 

単体レバレッジ・バッファー比率 ％ ％ 

 (記載上の注意) 

  1 本表は、海外営業拠点を有する銀行が記載するものとする。 

  2 「単体レバレッジ比率」とは、銀行法第14条の2第1号に掲げる基準に従い算出された

比率をいう。 

  3 単体レバレッジ比率の算定に関する外部監査を受けている場合には、その旨を欄外に

記載すること。 

〔国内基準に係る単体自己資本比率〕 

 信用リスク・アセット算出手法  

(単位：百万円) 

項目 

当期末 前期末 

 経過措置

による不

算入額 

 経過措置

による不

算入額 

コア資本に係る基礎項目 

普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株

主資本の額 
    

 うち、資本金及び資本剰余金の額     

 うち、利益剰余金の額     

 うち、自己株式の額(△)     

 うち、社外流出予定額(△)     

 うち、上記以外に該当するものの額     

普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株

式引受権及び新株予約権の合計額 
    

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当

金の合計額 
    

 うち、一般貸倒引当金コア資本算入額     

 うち、適格引当金コア資本算入額     

適格旧非累積的永久優先株の額のうち、経過措

置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれ

る額 

    

公的機関による資本の増強に関する措置を通じ

て発行された資本調達手段の額のうち、経過措

置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれ

る額 

    

コア資本に係る基礎項目の額 (イ)     

コア資本に係る調整項目 

無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライ

ツに係るものを除く。)の額の合計額 
    

 うち、のれんに係るものの額     

 
うち、のれん及びモーゲージ・サービシン

グ・ライツに係るもの以外の額 
    

繰延税金資産(一時差異に係るものを除く。)の

額 
    

適格引当金不足額     

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する

額 
    

負債の時価評価により生じた時価評価差額であ

って自己資本に算入される額 
    

前払年金費用の額     

自己保有普通株式等(純資産の部に計上される

ものを除く。)の額 
    

意図的に保有している他の金融機関等の対象資

本調達手段の額 
    

少数出資金融機関等の対象普通株式等の額     

特定項目に係る10％基準超過額     

 
うち、その他金融機関等の対象普通株式等

に該当するものに関連するものの額 
    

 
うち、モーゲージ・サービシング・ライツ

に係る無形固定資産に関連するものの額 
    

 
うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに

限る。)に関連するものの額 
    

特定項目に係る15％基準超過額     

 
うち、その他金融機関等の対象普通株式等

に該当するものに関連するものの額 
    

 
うち、モーゲージ・サービシング・ライツ

に係る無形固定資産に関連するものの額 
    

 
うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに

限る。)に関連するものの額 
    

コア資本に係る調整項目の額 (ロ)     

自己資本 

自己資本の額 ((イ)－(ロ)) (ハ)     

リスク・アセット等 

信用リスク・アセットの額の合計額     

 資産(オン・バランス)項目     

  
うち、経過措置によりリスク・アセッ

トの額に算入される額の合計額 
    

   

うち、他の金融機関等の対象資本

調達手段に係るエクスポージャー

に係る経過措置を用いて算出した

リスク・アセットの額から経過措

置を用いずに算出したリスク・ア

セットの額を控除した額 

    

   
うち、上記以外に該当するものの

額 
    

 オフ・バランス項目     

 CVAリスク相当額を8％で除して得た額     

 
中央清算機関関連エクスポージャーに係る

信用リスク・アセットの額 
    

マーケット・リスク相当額の合計額を8％で除し

て得た額 
    

勘定間の振替分     

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8％

で除して得た額 
    

フロア調整額     

リスク・アセット等の額の合計額 (ニ)     

自己資本比率 

自己資本比率 ((ハ)／(ニ)) ％  ％  

 (記載上の注意) 

  1 本表は、海外営業拠点を有しない銀行が記載するものとする。 

  2 「単体自己資本比率」とは、銀行法施行規則第19条の2第1項第3号ロ(10)に規定する

単体自己資本比率をいう。 

  3 「信用リスク・アセット算出手法」欄は、標準的手法、基礎的内部格付手法又は先進

的内部格付手法のいずれかを記載すること。 

  4 単体自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合には、その旨を欄外に記

載すること。 

  5 遡及適用、財務諸表の組替え又は修正再表示により、「前期末」欄の金額又は比率が

前事業年度に係る報告時の金額又は比率と異なっているときは、その旨を欄外に記載す

ること。 

第2  第  期末(  年  月  日現在)貸借対照表 

(単位：百万円) 

科 目 金 額 科 目 金 額 

( 資 産 の 部 )  ( 負 債 の 部 )  

現 金 預 け 金  預 金  

 現 金   当 座 預 金  

 預 け 金   普 通 預 金  

コ ー ル ロ ー ン   貯 蓄 預 金  

買 現 先 勘 定   通 知 預 金  

債券貸借取引支払保証金   定 期 預 金  

買 入 手 形   定 期 積 金  

買 入 金 銭 債 権   そ の 他 の 預 金  

特 定 取 引 資 産  譲 渡 性 預 金  

 商 品 有 価 証 券  コ ー ル マ ネ ー  

 商品有価証券派生商品  売 現 先 勘 定  

 特 定 取 引 有 価 証 券  債券貸借取引受入担保金  

 特定取引有価証券派生商

品 

 売 渡 手 形  

コマーシャル・ペーパー  

 特 定 金 融 派 生 商 品  特 定 取 引 負 債  

 その他の特定取引資産   売 付 商 品 債 券  

金 銭 の 信 託   商品有価証券派生商品  

有 価 証 券   特 定 取 引 売 付 債 券  

 国 債   特定取引有価証券派生商

品 

 

 地 方 債  

 短 期 社 債   特 定 金 融 派 生 商 品  

 社 債   その他の特定取引負債  

 株 式  借 用 金  

 そ の 他 の 証 券   再 割 引 手 形  

貸 出 金   借 入 金  

 割 引 手 形  外 国 為 替  

 手 形 貸 付   外 国 他 店 預 り  
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 証 書 貸 付   外 国 他 店 借  

 当 座 貸 越   売 渡 外 国 為 替  

外 国 為 替   未 払 外 国 為 替  

 外 国 他 店 預 け  短 期 社 債  

 外 国 他 店 貸  社 債  

 買 入 外 国 為 替  新 株 予 約 権 付 社 債  

 取 立 外 国 為 替  そ の 他 負 債  

そ の 他 資 産   未 決 済 為 替 借  

 未 決 済 為 替 貸   未 払 法 人 税 等  

 前 払 費 用   未 払 費 用  

 未 収 収 益   前 受 収 益  

 先 物 取 引 差 入 証 拠 金   従 業 員 預 り 金  

 先 物 取 引 差 金 勘 定   給 付 補 填 備 金  

 保 管 有 価 証 券 等   先物取引受入証拠金  

 金 融 派 生 商 品   先 物 取 引 差 金 勘 定  

 金融商品等差入担保金   借 入 商 品 債 券  

 社 債 発 行 費   借入特定取引有価証券  

 リ ー ス 投 資 資 産   借 入 有 価 証 券  

 そ の 他 の 資 産   売 付 債 券  

有 形 固 定 資 産   金 融 派 生 商 品  

 建 物   金融商品等受入担保金  

 土 地   リ ー ス 債 務  

 リ ー ス 資 産   資 産 除 去 債 務  

 建 設 仮 勘 定   そ の 他 の 負 債  

 その他の有形固定資産  賞 与 引 当 金  

無 形 固 定 資 産  役 員 賞 与 引 当 金  

 ソ フ ト ウ ェ ア  退 職 給 付 引 当 金  

 の れ ん  役 員 退 職 慰 労 引 当 金  

 リ ー ス 資 産  特 別 法 上 の 引 当 金  

 その他の無形固定資産   金融商品取引責任準備金  

前 払 年 金 費 用  繰 延 税 金 負 債  

繰 延 税 金 資 産  再評価に係る繰延税金負債  

再評価に係る繰延税金資産  支 払 承 諾  

支 払 承 諾 見 返  負債の部合計  

貸 倒 引 当 金 △ ( 純 資 産 の 部 )  

  資 本 金  

  新 株 式 申 込 証 拠 金  

  資 本 剰 余 金  

   資 本 準 備 金  

   そ の 他 資 本 剰 余 金  

  利 益 剰 余 金  

   利 益 準 備 金  

   そ の 他 利 益 剰 余 金  

    ○ ○ 積 立 金  

    繰 越 利 益 剰 余 金  

  自 己 株 式 △ 

  自 己 株 式 申 込 証 拠 金  

  株 主 資 本 合 計  

  その他有価証券評価差額金  

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

  土 地 再 評 価 差 額 金  

  評価・換算差額等合計  

  株 式 引 受 権  

  新 株 予 約 権  

  純資産の部合計  

資 産 の 部 合 計  負債及び純資産の部合計  

 (記載上の注意) 

  1 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 

   (1) 継続企業の前提(会社計算規則第100条に規定する継続企業の前提をいう。以下同

じ。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、当該

事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関

する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実

性が認められなくなつた場合を除く。)は、次に掲げる事項 

    ① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

    ② 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策 

    ③ 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由 

    ④ 当該重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否かの別 

   (2) 次に掲げる会計方針に関する事項 

    ① 有価証券の評価基準及び評価方法 

    ② 土地の再評価に関する法律第3条第3項に規定する再評価の方法及び同法第10条

に規定する差額 

    ③ 有形固定資産の減価償却の方法 

    ④ 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 

    ⑤ 貸倒引当金の計上方法(当期における償却及び引当の方針のほか、資産の自己査

定基準の整備の状況、償却及び引当に関する規程の整備の状況等内部統制の状況

についても、できるだけ詳細に記載すること。) 

    ⑥ 退職給付引当金の計上方法 

    ⑦ リース取引の処理方法 

    ⑧ ヘッジ会計の方法 

    ⑨ 金銭の信託の評価基準及び評価方法 

    ⑩ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

    ⑪ 収益の計上方法(顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約か

ら生ずる収益を認識するときは、主要な事業における顧客との契約に基づく主な

義務の内容、当該義務に係る収益を認識する通常の時点その他重要な会計方針に

含まれると判断したものを記載すること。) 

    ⑫ その他採用した重要な会計方針 

   (3) 次に掲げる会計上の見積りに関する事項 

    ① 会計上の見積りにより当該事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目で

あつて、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるもの 

    ② 当該事業年度に係る財務諸表の①に掲げる項目に計上した額 

    ③ ②に掲げるもののほか、①に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する

理解に資する情報(連結財務諸表に注記すべき情報と同一である場合において、こ

の様式にその旨を注記するときは、同様式における当該情報の記載を要しない。) 

   (4) 会計方針の変更等を行つた場合には、会計方針の変更等に関する事項(財務諸表

等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の3から第8条の3の7までの規定に準

じて記載すること。ただし、当事業年度に係る財務諸表のみを表示している場合に

は、前事業年度に係る事項及び1株当たり情報に対する影響額については記載を要し

ない。) 

   (5) 金融商品の状況に関する事項、金融商品の時価等に関する事項及び金融商品の時

価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項(ただし、連結貸借対照表を作成している

場合には、記載することを要しない。) 

   (6) 賃貸等不動産の状況に関する事項及び賃貸等不動産の時価に関する事項(ただし、

連結貸借対照表を作成している場合には、記載することを要しない。) 

   (7) 持分法損益等に関する財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条

の9に規定する事項 

   (8) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の7第1項から第3項まで

に規定する有価証券に関する事項 

   (9) 有価証券の貸付けを行つている場合には、その旨及びその金額(金額は貸借対照

表価額とし、消費貸借契約によるもの、使用貸借又は賃貸借契約によるものに分け

て記載すること。) 

   (10) 親会社株式の金額 

   (11) 債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債

権並びに貸出条件緩和債権の額並びにこれらの合計額 

     なお、それぞれの定義は、銀行法施行規則第19条の2第1項第5号ロによる。 

   (12) 有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、そ

の旨。ただし、その変更が軽微であるときは、この限りでない。 

   (13) 有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

   (14) 資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の

金額(一括して注記することが適当な場合にあつては、適宜一括した引当金の金額) 

   (15) リースにより使用する有形固定資産及び無形固定資産に関する事項(会社計算

規則第108条の規定に従い記載すること。) 

   (16) 関係会社(会社計算規則第2条第3項第25号に規定する関係会社をいう。以下同

じ。)に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごと

に、他の金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、当該関係会社に

対する金銭債権又は金銭債務の当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務が属す

る項目ごとの金額又は2以上の項目について一括した金額 

   (17) 取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対

する金銭債権があるときは、その総額。ただし、総合口座取引における当座貸越及

び預金又は長期信用銀行債等(預金保険法第2条第2項第5号に規定する長期信用銀行

債等をいう。以下同じ。)を担保とする貸付金(担保とされた預金及び長期信用銀行

債等の総額を超えないものに限る。)は、この限りでない。 

   (18) 取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対

する金銭債務があるときは、その総額。ただし、預金及び長期信用銀行債等はこの

限りでない。 

   (19) 関係会社の株式又は出資金の総額 

   (20) 次に掲げるもの(重要でないものを除く。)の発生の主な原因別の内訳 

    ① 繰延税金資産(その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合

における当該金額を含む。) 

    ② 繰延税金負債 

   (21) 資産が担保に供されている場合には、当該資産の内容及びその金額並びに担保

に係る債務の金額 

   (22) 重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額 

   (23) 次に掲げる1株当たり情報に関する事項 

    ① 1株当たりの純資産額(銭単位) 

    ② 銀行が当該事業年度又は当該事業年度の末日後において株式の併合又は株式の

分割をした場合には、その旨及び当該事業年度の期首に株式の併合又は株式の分

割をしたと仮定して1株当たりの純資産額を算定している旨 

   (24) 会社法以外の法律の規定又は契約により、剰余金の配当について制限を受けて

いる場合には、その旨及びその内容 

   (25) 会社計算規則第2条第3項第55号に規定する連結配当規制適用会社については、

当該事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社とな

る旨 

   (26) 事業年度の末日後、翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象

が発生した場合における当該事象 

   (27) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の14から第8条の16ま

でに規定するストック・オプションに関する事項 

   (28) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の17から第8条の22ま

で、第8条の25、第56条及び第95条の3の3に規定する企業結合に関する事項 

   (29) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の23、第8条の24及び
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第8条の26に規定する事業分離に関する事項 

   (30) 資産の部の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払

の全部又は一部について保証しているものであつて、当該社債の発行が金融商品取

引法第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)に係る保証債務の額 

   (31) 以上のほか、財産の状態を正確に判断するために必要な事項 

  2 特別法上の引当金は、法令の規定に基づき計上し、その法令の条項を注記すること。 

  3 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、そ

の性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

  4 「その他の資産」及び「その他の負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金額

が資産総額の100分の1を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な

名称を付した科目を設けて記載すること。 

  5 「リース資産」に区分される資産については、「有形固定資産」に属する各科目(「リ

ース資産」及び「建設仮勘定」を除く。)又は「無形固定資産」に属する各科目(「のれ

ん」及び「リース資産」を除く。)に含めることができる。 

  6 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

第3  第  期 
   年  月  日から 

   年  月  日まで 
損益計算書 

(単位：百万円) 

科 目 金 額 

経 常 収 益 × × × 

 資 金 運 用 収 益 × × × 

  貸 出 金 利 息 × × × 

  有 価 証 券 利 息 配 当 金 × × × 

  コ ー ル ロ ー ン 利 息 × × × 

  買 現 先 利 息 × × × 

  債 券 貸 借 取 引 受 入 利 息 × × × 

  買 入 手 形 利 息 × × × 

  預 け 金 利 息 × × × 

  金 利 ス ワ ッ プ 受 入 利 息 × × × 

  そ の 他 の 受 入 利 息 × × × 

 役 務 取 引 等 収 益 × × × 

  受 入 為 替 手 数 料 × × × 

  そ の 他 の 役 務 収 益 × × × 

 特 定 取 引 収 益 × × × 

  商 品 有 価 証 券 収 益 × × × 

  特 定 取 引 有 価 証 券 収 益 × × × 

  特 定 金 融 派 生 商 品 収 益 × × × 

  そ の 他 の 特 定 取 引 収 益 × × × 

 そ の 他 業 務 収 益 × × × 

  外 国 為 替 売 買 益 × × × 

  国 債 等 債 券 売 却 益 × × × 

  国 債 等 債 券 償 還 益 × × × 

  金 融 派 生 商 品 収 益 × × × 

  そ の 他 の 業 務 収 益 × × × 

 そ の 他 経 常 収 益 × × × 

  貸 倒 引 当 金 戻 入 益 × × × 

  償 却 債 権 取 立 益 × × × 

  株 式 等 売 却 益 × × × 

  金 銭 の 信 託 運 用 益 × × × 

  そ の 他 の 経 常 収 益 × × × 

経 常 費 用 × × × 

 資 金 調 達 費 用 × × × 

  預 金 利 息 × × × 

  譲 渡 性 預 金 利 息 × × × 

  コ ー ル マ ネ ー 利 息 × × × 

  売 現 先 利 息 × × × 

  債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 × × × 

  売 渡 手 形 利 息 × × × 

  コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー 利 息 × × × 

  借 用 金 利 息 × × × 

  短 期 社 債 利 息 × × × 

  社 債 利 息 × × × 

  新 株 予 約 権 付 社 債 利 息 × × × 

  金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息 × × × 

  そ の 他 の 支 払 利 息 × × × 

 役 務 取 引 等 費 用 × × × 

  支 払 為 替 手 数 料 × × × 

  そ の 他 の 役 務 費 用 × × × 

 特 定 取 引 費 用 × × × 

  商 品 有 価 証 券 費 用 × × × 

  特 定 取 引 有 価 証 券 費 用 × × × 

  特 定 金 融 派 生 商 品 費 用 × × × 

  そ の 他 の 特 定 取 引 費 用 × × × 

 そ の 他 業 務 費 用 × × × 

  外 国 為 替 売 買 損 × × × 

  国 債 等 債 券 売 却 損 × × × 

  国 債 等 債 券 償 還 損 × × × 

  国 債 等 債 券 償 却 × × × 

  社 債 発 行 費 償 却 × × × 

  金 融 派 生 商 品 費 用 × × × 

  そ の 他 の 業 務 費 用 × × × 

 営 業 経 費 × × × 

 そ の 他 経 常 費 用 × × × 

  貸 倒 引 当 金 繰 入 額 × × × 

  貸 出 金 償 却 × × × 

  株 式 等 売 却 損 × × × 

  株 式 等 償 却 × × × 

  金 銭 の 信 託 運 用 損 × × × 

  そ の 他 の 経 常 費 用 × × × 

経 常 利 益 × × × 

( 又 は 経 常 損 失 )  

特 別 利 益 × × × 

  固 定 資 産 処 分 益 × × × 

  負 の の れ ん 発 生 益 × × × 

  金融商品取引責任準備金取崩額 × × × 

  そ の 他 の 特 別 利 益 × × × 

特 別 損 失 × × × 

  固 定 資 産 処 分 損 × × × 

  減 損 損 失 × × × 

  金融商品取引責任準備金繰入額 × × × 

  そ の 他 の 特 別 損 失 × × × 

税 引 前 当 期 純 利 益 × × × 

( 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 )  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 × × × 

法 人 税 等 調 整 額 × × × 

法 人 税 等 合 計 × × × 

当 期 純 利 益 × × × 

( 又 は 当 期 純 損 失 )  

 (記載上の注意) 

  1 関係会社との資金運用・資金調達に係る取引高の総額、役務取引等に係る取引高の総

額、その他業務・その他経常取引に係る取引高の総額、及びその他の取引高の総額を注

記すること。 

  2 上記のほか、損益の状態を正確に判断するために必要な事項を注記すること。 

  3 本店と各支店との間及び各支店相互間の利息その他の内部損益の金額は除去して記

載すること。 

  4 「その他の特別利益」及び「その他の特別損失」には、非経常的な利益又は損失の金

額を記載すること。 

   ただし、その額が相当額以下で経常収益又は経常費用に重要な影響を及ぼさないもの

は、経常収益又は経常費用に記載することができるものとする。 

  5 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、そ

の性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

  6 「貸倒引当金繰入額」には、一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当

勘定の繰入額と取崩額を相殺した後の金額を記載すること。また、一般貸倒引当金、個

別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の取崩額が繰入額を上回る場合には、当該上回

る額を「貸倒引当金戻入益」に記載すること。 

  7 「貸出金償却」には、個別貸倒引当金の目的使用による取崩額を控除した後の金額を

記載すること。 

  8 顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識す

る場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)を注記すること。 

   (1) 当該事業年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時

期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該

区分ごとの収益の額その他の事項 

   (2) 収益を理解するための基礎となる情報 

   (3) 当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報 

    (1)から(3)までに掲げる事項が会計方針に関する事項と同一であるときは、記載す

ることを要しない。 

    連結損益計算書又は連結損益及び包括利益計算書を作成している場合には、(1)及び

(3)に掲げる事項の記載を要しない。 

    (2)に掲げる事項が連結損益計算書又は連結損益及び包括利益計算書に注記すべき

事項と同一である場合において、この様式にその旨を注記するときは、同様式における

当該事項の記載を要しない。 

  9 次に掲げる1株当たり情報に関する事項を注記すること。 

   (1) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり

当期純利益金額(普通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求

権その他のこれらに準ずる権利が付された証券又は契約に係る権利が行使されるこ

とを仮定することにより算定した1株当たりの当期純利益金額をいう。以下この様式

において同じ。)(銭単位) 

   (2) 銀行が当該事業年度又は当該事業年度の末日後において株式の併合又は株式の

分割をした場合には、その旨並びに当該事業年度の期首に株式の併合又は株式の分

割をしたと仮定して1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式

調整後1株当たり当期純利益金額を算定している旨 

  10 関連当事者との取引に関する事項を会社計算規則第112条の規定に従い注記するこ

と。 

  11 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等認識しやすい方法により記載すること。 
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第4  第  期 
   年  月  日から 

   年  月  日まで 
株主資本等変動計算書 

(単位：百万円) 

 株主資本 評価・換算差額等 株式

引受

権 

新株

予約

権 

純資産

合計 資本

金 

資本剰余金 利益剰余金 自己株

式 

株主資

本合計 

その

他有

価証

券評

価差

額金 

繰延

ヘッ

ジ損

益 

土地

再評

価差

額金 

評

価・

換算

差額

等合

計 

資本

準備

金 

その

他資

本剰

余金 

資本

剰余

金合

計 

利益

準備

金 

その他利益剰

余金 

利益剰

余金合

計 ××

積立

金 

繰越利

益剰余

金 

当期首残高 ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× △×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× 

当期変動額                  

 新株の発

行 
×× ××  ××      ××       ×× 

 剰余金の

配当 
    ××  △×× △××  △××       △×× 

 当期純利

益 
      ×× ××  ××       ×× 

 自己株式

の処分 
        ×× ××       ×× 

 ・・・ 

・・・ 
                ×× 

 株主資本

以外の項
          ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× 

目の当期

変 動 額

(純額) 

当期変動額

合計 
×× ×× ― ×× ×× ― ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× 

当期末残高 ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× △×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× 

 (記載上の注意) 

  1 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を掲げる必要が生じたときは、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記

載すること。 

  2 変動事由及び金額の記載は、概ね貸借対照表における記載の順序によること。 

  3 株主資本以外の科目については、事業年度中の変動額を、変動事由ごとに記載することができる。 

  4 その他利益剰余金は、科目ごとの記載に代えてその他利益剰余金の合計額を、当事業年度期首残高、事業年度中の変動額及び事業年度末

残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。 

  5 評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて評価・換算差額等の合計額を、当事業年度期首残高、事業年度中の変動額及び事業年度末

残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。 

  6 資本剰余金、利益剰余金、評価・換算差額等及び純資産の各合計欄の記載は省略することができる。 

  7 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第106条から第109条までの規定に従い注記すること。 

  8 遡及適用、修正再表示又は当該事業年度の前事業年度における企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行つた場合には、当期首残高に

対する累積的影響額及び当該遡及適用、修正再表示又は当該事業年度の前事業年度における企業結合に係る暫定的な会計処理の確定の後の

当期首残高を区分表示すること。 

第5  第  期 
   年  月  日から 

   年  月  日まで 
キャッシュ・フロー計算書 

〔直接法により表示する場合〕                    (単位：百万円) 

科 目 金 額 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 貸付金回収による収入  

 預金払出による支出  

 貸付金利息収入  

 預金利息支出  

 営業経費支出  

 ……………………………………………  

 法人税等の支払額  

 営業活動によるキャッシュ・フロー  

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 有価証券の取得による支出  

 有価証券の売却による収入  

 有形固定資産の取得による支出  

 有形固定資産の売却による収入  

 ……………………………………………  

 投資活動によるキャッシュ・フロー  

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 株式の発行による収入  

 自己株式の取得による支出  

 配当金の支払額  

 ……………………………………………  

 財務活動によるキャッシュ・フロー  

現金及び現金同等物に係る換算差額  

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)  

現金及び現金同等物の期首残高  

現金及び現金同等物の期末残高  

 (記載上の注意) 

  1 連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合には作成を要しない。 

  2 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。 

  3 法令等に基づき、又は銀行のキャッシュ・フローの状態を明らかにするために必要が

あるときは、この様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を

付し、適切な場所に記載すること。 

〔間接法により表示する場合〕                    (単位：百万円) 

科 目 金 額 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税引前当期純利益(又は税引前当期純損失(△))  

 減価償却費  

 減損損失  

 貸倒引当金の増減(△)  

 資金運用収益  

 資金調達費用  

 有価証券関係損益(△)  

 貸出金の純増(△)減  

 預金の純増減(△)  

 資金運用による収入  

 資金調達による支出  

 ……………………………………………  

 小 計  

 法人税等の支払額  

 営業活動によるキャッシュ・フロー  

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 有価証券の取得による支出  

 有価証券の売却による収入  

 有形固定資産の取得による支出  

 有形固定資産の売却による収入  

 ……………………………………………  

 投資活動によるキャッシュ・フロー  

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 株式の発行による収入  

 自己株式の取得による支出  

 配当金の支払額  

 ……………………………………………  

 財務活動によるキャッシュ・フロー  

現金及び現金同等物に係る換算差額  

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)  

現金及び現金同等物の期首残高  

現金及び現金同等物の期末残高  

 (記載上の注意) 

  1 連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合には作成を要しない。 

  2 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。 

  3 法令等に基づき、又は銀行のキャッシュ・フローの状態を明らかにするために必要が

あるときは、この様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を

付し、適切な場所に記載すること。 
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別紙様式第4号(第18条第2項関係) 

(日本産業規格A4) 

業 務 報 告 書 

 年  月  日から 

 年  月  日まで 

銀行      支店  

年  月  日 

  金融庁長官   殿 

住 所            

銀行    支店  

代 表 者 氏 名    

    年  月  日から  年  月  日までの業務及び財産の状況を次のとおり報

告します。 

目 次 

第1 事業概況書 

 1 事業の概要 6  商品有価証券の内訳 

 2 営業所等の増減 7  有価証券の内訳 

 3 役職員の増減 8  貸出金の担保内訳 

 4 支店の代表者及び役付職員の略歴 9  有形固定資産の内訳 

 5 株主又は持分を保有する者の状況 10 支払承諾の内訳及び支払承諾見返の担保

内訳 

第2 貸借対照表 

第3 損益計算書 

 (記載上の注意) 

  1 法第47条第1項の規定及び第28条第1項の規定による免許申請書又は法第53条第1項第

8号の規定及び第35条第1項第3号若しくは第3号の2の規定による届出書に旧氏及び名を

併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該旧氏及び名を変更

する旨を届け出るまでの間、「代表者氏名」欄に当該旧氏及び名を括弧書で併せて記載

し、又は当該旧氏及び名のみを記載することができる。 

  2 この様式中財務諸表に係る金額は、本支店勘定決済終了後の計数を記載すること。 

  3 この様式中に記載する金額、件数及び株数は、この様式中で指定された単位で記載し、

当該単位未満は切り捨てること。 

  4 この様式中に記載する構成比率、増減率その他の比率は、小数点第3位以下を切り捨

て小数点第2位までを記載すること。 

  5 この様式中に記載する事項は、次に掲げる場合には、その記載を省略することができ

る。 

   (1) 同一の事項を記載した書類を添付し、かつ、その旨及び当該事項を記載した箇所

を明記した場合 

   (2) 同一の事項を記載した書類を既に金融庁長官等に提出している場合において、そ

の旨及び当該事項を記載した箇所を明記したとき。 

第1 
   年  月  日から 

   年  月  日まで 
事業概況書  

1 事業の概要 

 (記載上の注意) 

  主要勘定の増減の事由その他事業状況の推移に関する重要な事項を記載すること。 

2 営業所等の増減 

区 分 前 期 末 当 期 末 増減(△) 

支 店    

出 張 所    

計    

 (記載上の注意) 

  当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者(銀行法第52条の60の2第2項の規定により銀行

代理業者とみなされる銀行等を含む。以下同じ。)が銀行代理業を営む営業所又は事務所

を除いて記載すること。 

区 分 前 期 末 当 期 末 増減(△) 

銀 行 代 理 業 者    

 
銀 行 代 理 業 を 営 む

営 業 所 又 は 事 務 所 
   

 (記載上の注意) 

  当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者について記載すること。 

3 役職員の増減 

区 分 前 期 末 当 期 末 増減(△) 

本 国 か ら の 派 遣 職 員    

本 邦 役 付 職 員    

本
邦
一
般
職
員 

事 務 系    

庶 務 系    

計    

合 計    

4 支店の代表者及び役付職員の略歴 

役名及び職名 
氏 名 

(生 年 月 日 及 び 住 所 ) 
略 歴 備 考 

    

計 名   

 (記載上の注意) 

  1 法第47条第1項の規定及び第28条第1項の規定による免許申請書又は法第53条第1項第

8号の規定及び第35条第1項第3号若しくは第3号の2の規定による届出書に旧氏及び名を

併せて記載して提出した者(第35条第1項第3号に規定する役員等以外の者にあつては、

法第19条第1項の規定により提出された報告書に当該旧氏及び名が併せて記載された

者)については、これらの書類に記載した当該旧氏及び名を変更する旨を届け出るまで

(当該役員等以外の者にあつては、当該報告書に記載された当該旧氏及び名を変更する

まで)の間、「氏名(生年月日及び住所)」欄に当該旧氏及び名を括弧書で併せて記載し、

又は当該旧氏及び名のみを記載することができる。 

  2 法第7条第1項による取締役(指名委員会等設置会社にあつては、執行役)の兼職の認可

を得ている者は、備考欄に兼職認可年月日及び兼職関係を記載すること。 

5 株主又は持分を保有する者の状況 

氏 名 又 は 名 称 
所 有 す る 株 式 数 又

は 出 資 額 
割 合 

  ％ 

   

その他の株主又は持分を保有する者

(    名) 
  

計    (    名)  100 

 (記載上の注意) 

  所有する株式数(単位：千株)又は出資額(単位：百万円)の多い順に20名を記載すること。 

6 商品有価証券の内訳 

(単位：百万円) 

種 類 額面金額 取得原価 当期末残高 
当期末手元

現 在 高 

商 品 国 債     

 長 期 利 付 国 債     

 中 期 利 付 国 債     

 割 引 国 債     

 国 庫 短 期 証 券     

 そ の 他     

商 品 地 方 債     

商 品 政 府 保 証 債     

その他の商品有価証券     

計     

 (記載上の注意) 

  「当期末手元現在高」欄は担保等として金融機関等に差し入れている商品有価証券を控

除した後の当期末残高を記載すること。 

7 有価証券の内訳 

(単位：百万円) 

種 類 額 面 総 額 当期末残高 
当期末手元 

現 在 高 

国 債    

地 方 債    

短 期 社 債    

社 債    

 公 社 公 団 債    

 金 融 債    

 事 業 債    

(社債のうち政府保証債) (     ) (      ) (       ) 

株 式    

そ の 他 の 証 券    

 外 国 証 券    

 そ の 他    

計    

 (記載上の注意) 

  1 株式については、取得原価の合計額を「額面総額」欄に記載すること。 

  2 「当期末手元現在高」欄は担保等として金融機関等に差し入れている有価証券を控除

した後の当期末残高を記載すること。 

8 貸出金の担保内訳 

(単位：百万円) 

受入担保の種類 
貸 出 金

当 期 末 残 高 
構 成 割 合 

内 訳 

貸 付 金 割 引 手 形 

自 行 預 金  ％   

有 価 証 券     

債 権     

商 品     

不 動 産     

財 団     

そ の 他     

計     

保 証     

信 用     

合 計  100   

 (記載上の注意) 

  2種類以上の担保がある貸出金については、この様式に掲げる受入担保の種類の配列順

に従つて、担保の評価額を限度として充当計上すること。 

9 有形固定資産の内訳 

(単位：百万円) 

種 類 建 物 土 地 建 設 仮 勘 定 
そ の 他 の 有

形 固 定 資 産 

事 業 用     
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所 有     

計     

 (記載上の注意) 

  貸借対照表における各科目の金額にリース資産を含めて計上している場合、本表におけ

る各科目に金額を計上するに際しては、同様に取り扱うものとする。 

10 支払承諾の内訳及び支払承諾見返の担保内訳 

 (1) 支払承諾の内訳 

(単位：百万円) 

種 類 当 期 末 口 数 当 期 末 残 高 

手 形 引 受   

信 用 状   

保 証   

計   

 (2) 支払承諾見返の担保内訳 

(単位：百万円) 

受 入 担 保 の 種 類 
支 払 承 諾 見 返

当 期 末 残 高 
構 成 割 合 

自 行 預 金  ％ 

有 価 証 券   

債 権   

商 品   

不 動 産   

財 団   

そ の 他   

計   

保 証   

信 用   

合 計  100 

 (記載上の注意) 

  2種類以上の担保がある支払承諾見返については、この様式に掲げる受入担保の種類の

配列順に従つて、担保の評価額を限度として充当計上すること。 

第2   年  月  日現在  貸借対照表 

(単位：百万円) 

科 目 金 額 科 目 金 額 

現 金 預 け 金  預 金  

 現 金   当 座 預 金  

 預 け 金   普 通 預 金  

コ ー ル ロ ー ン   貯 蓄 預 金  

買 現 先 勘 定   通 知 預 金  

債券貸借取引支払保証金   定 期 預 金  

買 入 手 形   定 期 積 金  

買 入 金 銭 債 権   そ の 他 の 預 金  

商 品 有 価 証 券  譲 渡 性 預 金  

 商 品 国 債  コ ー ル マ ネ ー  

 商 品 地 方 債  売 現 先 勘 定  

 商 品 政 府 保 証 債  債券貸借取引受入担保金  

 その他の商品有価証券  売 渡 手 形  

金 銭 の 信 託  コマーシャル・ペーパー  

有 価 証 券  借 用 金  

 国 債   再 割 引 手 形  

 地 方 債   借 入 金  

 短 期 社 債  外 国 為 替  

 社 債   外 国 他 店 預 り  

 株 式   外 国 他 店 借  

 そ の 他 の 証 券   売 渡 外 国 為 替  

貸 出 金   未 払 外 国 為 替  

 割 引 手 形  そ の 他 負 債  

 手 形 貸 付   未 決 済 為 替 借  

 証 書 貸 付   未 払 法 人 税 等  

 当 座 貸 越   未 払 費 用  

外 国 為 替   前 受 収 益  

 外 国 他 店 預 け   従 業 員 預 り 金  

 外 国 他 店 貸   給 付 補 填 備 金  

 買 入 外 国 為 替   先 物 取 引 受 入 証 拠 金  

 取 立 外 国 為 替   先 物 取 引 差 金 勘 定  

そ の 他 資 産   借 入 商 品 債 券  

 未 決 済 為 替 貸   借 入 有 価 証 券  

 前 払 費 用   売 付 商 品 債 券  

 未 収 収 益   売 付 債 券  

 先 物 取 引 差 入 証 拠 金   金 融 派 生 商 品  

 先 物 取 引 差 金 勘 定   金融商品等受入担保金  

 保 管 有 価 証 券 等   リ ー ス 債 務  

 金 融 派 生 商 品   資 産 除 去 債 務  

 金融商品等差入担保金   そ の 他 の 負 債  

 リ ー ス 投 資 資 産  賞 与 引 当 金  

 そ の 他 の 資 産  退 職 給 付 引 当 金  

有 形 固 定 資 産  特 別 法 上 の 引 当 金  

 建 物   金融商品取引責任準備金  

 土 地  繰 延 税 金 負 債  

 リ ー ス 資 産  支 払 承 諾  

 建 設 仮 勘 定  本 支 店 勘 定  

 その他の有形固定資産   本 店  

無 形 固 定 資 産   在 日 支 店  

 ソ フ ト ウ ェ ア   在 外 支 店  

 の れ ん  小 計  

 リ ー ス 資 産  持 込 資 本 金  

 その他の無形固定資産  繰 越 利 益 剰 余 金  

前 払 年 金 費 用  その他有価証券評価差額金  

繰 延 税 金 資 産  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

支 払 承 諾 見 返  土 地 再 評 価 差 額 金  

貸 倒 引 当 金 △   

本 支 店 勘 定    

 本 店    

 在 日 支 店    

 在 外 支 店    

合 計  合 計  

 (記載上の注意) 

  1 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 

   (1) 継続企業の前提(会社計算規則第100条に規定する継続企業の前提をいう。以下同

じ。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、当該

事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関

する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実

性が認められなくなつた場合を除く。)は、次に掲げる事項 

    ① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

    ② 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策 

    ③ 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由 

    ④ 当該重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否かの別 

   (2) 次に掲げる会計方針に関する事項 

    ① 有価証券の評価基準及び評価方法 

    ② 有形固定資産の減価償却の方法 

    ③ 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 

    ④ 貸倒引当金の計上方法 

    ⑤ 退職給付引当金の計上方法 

    ⑥ リース取引の処理方法 

    ⑦ ヘッジ会計の方法 

    ⑧ 金銭の信託の評価基準及び評価方法 

    ⑨ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

    ⑩ 収益の計上方法(顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約か

ら生ずる収益を認識するときは、主要な事業における顧客との契約に基づく主な

義務の内容、当該義務に係る収益を認識する通常の時点その他重要な会計方針に

含まれると判断したものを記載すること。) 

    ⑪ その他採用した重要な会計方針 

   (3) 次に掲げる会計上の見積りに関する事項 

    ① 会計上の見積りにより当該事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目で

あつて、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるもの 

    ② 当該事業年度に係る財務諸表の①に掲げる項目に計上した額 

    ③ ②に掲げるもののほか、①に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する

理解に資する情報(連結財務諸表に注記すべき情報と同一である場合において、こ

の様式にその旨を注記するときは、同様式における当該情報の記載を要しない。) 

   (4) 会計方針の変更等を行つた場合には、会計方針の変更等に関する事項(財務諸表

等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の3から第8条の3の7までの規定に準

じて記載すること。ただし、当事業年度に係る財務諸表のみを表示している場合に

は、前事業年度に係る事項については記載を要しない。) 

   (5) 金融商品の状況に関する事項、金融商品の時価等に関する事項及び金融商品の時

価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項(ただし、連結貸借対照表を作成している

場合には、記載することを要しない。) 

   (6) 賃貸等不動産の状況に関する事項及び賃貸等不動産の時価に関する事項(ただし、

連結貸借対照表を作成している場合には、記載することを要しない。) 

   (7) 持分法損益等に関する財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条

の9に規定する事項 

   (8) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の7第1項から第3項まで

に規定する有価証券に関する事項 

   (9) 債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危機債権、三月以上延滞債権

並びに貸出条件緩和債権の額並びにこれらの合計額 

     なお、それぞれの定義は、銀行法施行規則第19条の2第1項第5号ロによる。 

   (10) 有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、そ

の旨。ただし、その変更が軽微であるときは、この限りでない。 

   (11) 有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

   (12) リースにより使用する有形固定資産及び無形固定資産に関する事項(会社計算

規則第108条の規定に従い記載すること。) 

   (13) 支店の代表者との間の取引による支店の代表者に対する金銭債権があるときは、

その総額。ただし、総合口座取引における当座貸越及び預金を担保とする貸付金(担

保とされた預金の額を超えないものに限る。)は、この限りでない。 

   (14) 支店の代表者との間の取引による支店の代表者に対する金銭債務があるときは、

その総額。ただし、預金はこの限りでない。 

   (15) 資産が担保に供されている場合には、当該資産の内容及びその金額並びに担保

に係る債務の金額 

   (16) 重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額 
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   (17) 事業年度の末日後、翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象

が発生した場合における当該事象 

   (18) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の17から第8条の22ま

で、第8条の25、第56条及び第95条の3の3に規定する企業結合に関する事項 

   (19) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の23、第8条の24及び

第8条の26に規定する事業分離に関する事項 

   (20) 資産の部の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払

の全部又は一部について保証しているものであつて、当該社債の発行が金融商品取

引法第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)に係る保証債務の額 

   (21) 以上のほか、財産の状態を正確に判断するために必要な事項 

  2 特別法上の引当金は、法令の規定に基づき計上し、その法令の条項を注記すること。 

  3 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、そ

の性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

  4 「その他の資産」及び「その他の負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金

額が資産総額の100分の1を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切

な名称を付した科目を設けて記載すること。 

  5 「リース資産」に区分される資産については、「有形固定資産」に属する各科目(「リ

ース資産」及び「建設仮勘定」を除く。)又は「無形固定資産」に属する各科目(「のれ

ん」及び「リース資産」を除く。)に含めることができる。 

  6 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

第3   
   年  月  日から 

   年  月  日まで 
損益計算書 

(単位：百万円) 

科 目 金 額 

経 常 収 益 × × × 

 資 金 運 用 収 益 × × × 

  貸 出 金 利 息 × × × 

  有 価 証 券 利 息 配 当 金 × × × 

  コ ー ル ロ ー ン 利 息 × × × 

  買 現 先 利 息 × × × 

  債 券 貸 借 取 引 受 入 利 息 × × × 

  買 入 手 形 利 息 × × × 

  預 け 金 利 息 × × × 

  金 利 ス ワ ッ プ 受 入 利 息 × × × 

  外 国 為 替 受 入 利 息 × × × 

  本 支 店 為 替 尻 受 入 利 息 × × × 

  そ の 他 の 受 入 利 息 × × × 

 役 務 取 引 等 収 益 × × × 

  外 国 為 替 受 入 手 数 料 × × × 

  内 国 為 替 受 入 手 数 料 × × × 

  そ の 他 の 役 務 収 益 × × × 

 そ の 他 業 務 収 益 × × × 

  外 国 為 替 売 買 益 × × × 

  商 品 有 価 証 券 売 買 益 × × × 

  国 債 等 債 券 売 却 益 × × × 

  国 債 等 債 券 償 還 益 × × × 

  金 融 派 生 商 品 収 益 × × × 

  そ の 他 の 業 務 収 益 × × × 

 そ の 他 経 常 収 益 × × × 

  貸 倒 引 当 金 戻 入 益 × × × 

  償 却 債 権 取 立 益 × × × 

  株 式 等 売 却 益 × × × 

  金 銭 の 信 託 運 用 益 × × × 

  そ の 他 の 経 常 収 益 × × × 

経 常 費 用 × × × 

 資 金 調 達 費 用 × × × 

  預 金 利 息 × × × 

  譲 渡 性 預 金 利 息 × × × 

  コ ー ル マ ネ ー 利 息 × × × 

  売 現 先 利 息 × × × 

  債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 × × × 

  売 渡 手 形 利 息 × × × 

  コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー 利 息 × × × 

  借 用 金 利 息 × × × 

  金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息 × × × 

  外 国 為 替 支 払 利 息 × × × 

  本 支 店 為 替 尻 支 払 利 息 × × × 

  そ の 他 の 支 払 利 息 × × × 

 役 務 取 引 等 費 用 × × × 

  外 国 為 替 支 払 手 数 料 × × × 

  内 国 為 替 支 払 手 数 料 × × × 

  そ の 他 の 役 務 費 用 × × × 

 そ の 他 業 務 費 用 × × × 

  外 国 為 替 売 買 損 × × × 

  商 品 有 価 証 券 売 買 損 × × × 

  国 債 等 債 券 売 却 損 × × × 

  国 債 等 債 券 償 還 損 × × × 

  国 債 等 債 券 償 却 × × × 

  金 融 派 生 商 品 費 用 × × × 

  そ の 他 の 業 務 費 用 × × × 

 営 業 経 費 × × × 

 そ の 他 経 常 費 用 × × × 

  貸 倒 引 当 金 繰 入 額 × × × 

  貸 出 金 償 却 × × × 

  株 式 等 売 却 損 × × × 

  株 式 等 償 却 × × × 

  金 銭 の 信 託 運 用 損 × × × 

  そ の 他 の 経 常 費 用 × × × 

経 常 利 益 × × × 

( 又 は 経 常 損 失 )  

特 別 利 益 × × × 

  固 定 資 産 処 分 益 × × × 

  負 の の れ ん 発 生 益 × × × 

  金融商品取引責任準備金取崩額 × × × 

  そ の 他 の 特 別 利 益 × × × 

特 別 損 失 × × × 

  固 定 資 産 処 分 損 × × × 

  減 損 損 失 × × × 

  金融商品取引責任準備金繰入額 × × × 

  そ の 他 の 特 別 損 失 × × × 

税 引 前 当 期 純 利 益 × × × 

( 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 )  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 × × × 

法 人 税 等 調 整 額 × × × 

法 人 税 等 合 計 × × × 

当 期 純 利 益 × × × 

( 又 は 当 期 純 損 失 )  

繰 越 利 益 剰 余 金 ( 当 期 首 残 高 ) × × × 

本 店 へ の 送 金 × × × 

( 本 店 か ら の 補 填 金 )  

繰 越 利 益 剰 余 金 × × × 

 (記載上の注意) 

  1 損益の状態を正確に判断するために必要な事項を注記すること。 

  2 本部経費負担額を注記すること。 

    なお、当該負担額の内訳を次の区分により併記すること。 

   (1) 直接経費(派遣職員給与等) 

   (2) 間接経費割当額 

  3 「その他の特別利益」及び「その他の特別損失」には、非経常的な利益又は損失の金

額を記載すること。ただし、その額が相当額以下で経常収益又は経常費用に重要な影響

を及ぼさないものは、経常収益又は経常費用に記載することができるものとする。 

  4 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、そ

の性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

  5 「貸倒引当金繰入額」には、一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当

勘定の繰入額と取崩額を相殺した後の金額を記載すること。また、一般貸倒引当金、個

別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の取崩額が繰入額を上回る場合には、当該上回

る額を「貸倒引当金戻入益」に記載すること。 

  6 「貸出金償却」には、個別貸倒引当金の目的使用による取崩額を控除した後の金額を

記載すること。 

  7 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

  8 遡及適用(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規制第8条第51項に規定する

遡及適用をいう。)又は修正再表示(同条第53項に規定する修正再表示をいう。)を行つ

た場合には、繰越利益剰余金(当期首残高)に対する累積的影響額及び当該遡及適用又は

修正再表示の後の繰越利益剰余金(当期首残高)を区分表示すること。 

  9 顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識す

る場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)を注記すること。 

   (1) 当該事業年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時

期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該

区分ごとの収益の額その他の事項 

   (2) 収益を理解するための基礎となる情報 

   (3) 当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報 

    (1)から(3)までに掲げる事項が会計方針に関する事項と同一であるときは、記載す

ることを要しない。 

    連結損益計算書又は連結損益及び包括利益計算書を作成している場合には、(1)及び

(3)に掲げる事項の記載を要しない。 

    (2)に掲げる事項が連結損益計算書又は連結損益及び包括利益計算書に注記すべき

事項と同一である場合において、この様式にその旨を注記するときは、同様式における

当該事項の記載を要しない。 
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別紙様式第4号の2(第18条第2項関係) 

(日本産業規格A4) 

業 務 報 告 書 

 年  月  日から 

 年  月  日まで 

銀行      支店  

年  月  日 

  金融庁長官   殿 

住 所            

銀行    支店  

代 表 者 氏 名    

    年  月  日から  年  月  日までの業務及び財産の状況を次のとおり報

告します。 

目 次 

第1 事業概況書 

 1 事業の概要 7  特定取引有価証券の内訳 

 2 営業所等の増減 8  有価証券の内訳 

 3 役職員の増減 9  貸出金の担保内訳 

 4 支店の代表者及び役付職員の略歴 10 有形固定資産の内訳 

 5 株主又は持分を保有する者の状況 11 支払承諾の内訳及び支払承諾見返の担保

内訳  6 商品有価証券の内訳 

第2 貸借対照表 

第3 損益計算書 

 (記載上の注意) 

  1 法第47条第1項の規定及び第28条第1項の規定による免許申請書又は法第53条第1項第

8号の規定及び第35条第1項第3号若しくは第3号の2の規定による届出書に旧氏及び名を

併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該旧氏及び名を変更

する旨を届け出るまでの間、「代表者氏名」欄に当該旧氏及び名を括弧書で併せて記載

し、又は当該旧氏及び名のみを記載することができる。 

  2 この様式中財務諸表に係る金額は、本支店勘定決済終了後の計数を記載すること。 

  3 この様式中に記載する金額、件数及び株数は、この様式中で指定された単位で記載し、

当該単位未満は切り捨てること。 

  4 この様式中に記載する構成比率、増減率その他の比率は、小数点第3位以下を切り捨

て小数点第2位までを記載すること。 

  5 この様式中に記載する事項は、次に掲げる場合には、その記載を省略することができ

る。 

   (1) 同一の事項を記載した書類を添付し、かつ、その旨及び当該事項を記載した箇所

を明記した場合 

   (2) 同一の事項を記載した書類を既に金融庁長官等に提出している場合において、そ

の旨及び当該事項を記載した箇所を明記したとき。 

第1 
   年  月  日から 

   年  月  日まで 
事業概況書  

1 事業の概要 

 (記載上の注意) 

  主要勘定の増減の事由その他事業状況の推移に関する重要な事項を記載すること。 

2 営業所等の増減 

区 分 前 期 末 当 期 末 増減(△) 

支 店    

出 張 所    

計    

 (記載上の注意) 

  当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者(銀行法第52条の60の2第2項の規定により銀行

代理業者とみなされる銀行等を含む。以下同じ。)が銀行代理業を営む営業所又は事務所

を除いて記載すること。 

区 分 前 期 末 当 期 末 増減(△) 

銀 行 代 理 業 者    

 
銀 行 代 理 業 を 営 む

営 業 所 又 は 事 務 所 
   

 (記載上の注意) 

  当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者について記載すること。 

3 役職員の増減 

区 分 前 期 末 当 期 末 増減(△) 

本 国 か ら の 派 遣 職 員    

本 邦 役 付 職 員    

本
邦
一
般
職
員 

事 務 系    

庶 務 系    

計    

合 計    

4 支店の代表者及び役付職員の略歴 

役名及び職名 
氏 名 

(生 年 月 日 及 び 住 所 ) 
略 歴 備 考 

    

計 名   

 (記載上の注意) 

  1 法第47条第1項の規定及び第28条第1項の規定による免許申請書又は法第53条第1項第

8号の規定及び第35条第1項第3号若しくは第3号の2の規定による届出書に旧氏及び名を

併せて記載して提出した者(第35条第1項第3号に規定する役員等以外の者にあつては、

法第19条第1項の規定により提出された報告書に当該旧氏及び名が併せて記載された

者)については、これらの書類に記載した当該旧氏及び名を変更する旨を届け出るまで

(当該役員等以外の者にあつては、当該報告書に記載された当該旧氏及び名を変更する

まで)の間、「氏名(生年月日及び住所)」欄に当該旧氏及び名を括弧書で併せて記載し、

又は当該旧氏及び名のみを記載することができる。 

  2 法第7条第1項による取締役(指名委員会等設置会社にあつては、執行役)の兼職の認可

を得ている者は、備考欄に兼職認可年月日及び兼職関係を記載すること。 

5 株主又は持分を保有する者の状況 

氏 名 又 は 名 称 
所 有 す る 株 式 数 又

は 出 資 額 
割 合 

  ％ 

   

その他の株主又は持分を保有する者

(    名) 
  

計    (    名)  100 

 (記載上の注意) 

  所有する株式数(単位：千株)又は出資額(単位：百万円)の多い順に20名を記載すること。 

6 商品有価証券の内訳 

(単位：百万円) 

種 類 額面金額 取得原価 当期末残高 
当期末手元

現 在 高 

商 品 国 債     

 長 期 利 付 国 債     

 中 期 利 付 国 債     

 割 引 国 債     

 国 庫 短 期 証 券     

 そ の 他     

商 品 地 方 債     

商 品 政 府 保 証 債     

その他の商品有価証券     

計     

 (記載上の注意) 

  「当期末手元現在高」欄は担保等として金融機関等に差し入れている商品有価証券を控

除した後の当期末残高を記載すること。 

7 特定取引有価証券の内訳 

(単位：百万円) 

種 類 額面金額 取得原価 当期末残高 
当期末手元 

現 在 高 

国 債     

地 方 債     

政 府 保 証 債     

外 国 証 券     

計     

 (記載上の注意) 

  「当期末手元現在高」欄は担保等として金融機関等に差し入れている特定取引有価証券

を控除した後の当期末残高を記載すること。 

8 有価証券の内訳 

(単位：百万円) 

種 類 額 面 総 額 当期末残高 
当期末手元 

現 在 高 

国 債    

地 方 債    

短 期 社 債    

社 債    

 公 社 公 団 債    

 金 融 債    

 事 業 債    

(社債のうち政府保証債) (     ) (      ) (       ) 

株 式    

そ の 他 の 証 券    

 外 国 証 券    

 そ の 他    

計    

 (記載上の注意) 

  1 株式については、取得原価の合計額を「額面総額」欄に記載すること。 

  2 「当期末手元現在高」欄は担保等として金融機関等に差し入れている有価証券を控除

した後の当期末残高を記載すること。 

9 貸出金の担保内訳 

(単位：百万円) 

受入担保の種類 
貸 出 金

当 期 末 残 高 
構 成 割 合 

内 訳 

貸 付 金 割 引 手 形 

自 行 預 金  ％   

有 価 証 券     

債 権     

商 品     

不 動 産     

財 団     

そ の 他     

計     
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保 証     

信 用     

合 計  100   

 (記載上の注意) 

  2種類以上の担保がある貸出金については、この様式に掲げる受入担保の種類の配列順

に従つて、担保の評価額を限度として充当計上すること。 

10 有形固定資産の内訳 

(単位：百万円) 

種 類 建 物 土 地 建 設 仮 勘 定 
そ の 他 の 有

形 固 定 資 産 

事 業 用     

所 有     

計     

 (記載上の注意) 

  貸借対照表における各科目の金額にリース資産を含めて計上している場合、本表におけ

る各科目に金額を計上するに際しては、同様に取り扱うものとする。 

11 支払承諾の内訳及び支払承諾見返の担保内訳 

 (1) 支払承諾の内訳 

(単位：百万円) 

種 類 当 期 末 口 数 当 期 末 残 高 

手 形 引 受   

信 用 状   

保 証   

計   

 (2) 支払承諾見返の担保内訳 

(単位：百万円) 

受 入 担 保 の 種 類 
支 払 承 諾 見 返

当 期 末 残 高 
構 成 割 合 

自 行 預 金  ％ 

有 価 証 券   

債 権   

商 品   

不 動 産   

財 団   

そ の 他   

計   

保 証   

信 用   

合 計  100 

 (記載上の注意) 

  2種類以上の担保がある支払承諾見返については、この様式に掲げる受入担保の種類の

配列順に従つて、担保の評価額を限度として充当計上すること。 

第2   年  月  日現在  貸借対照表 

(単位：百万円) 

科 目 金 額 科 目 金 額 

現 金 預 け 金  預 金  

 現 金   当 座 預 金  

 預 け 金   普 通 預 金  

コ ー ル ロ ー ン   貯 蓄 預 金  

買 現 先 勘 定   通 知 預 金  

債券貸借取引支払保証金   定 期 預 金  

買 入 手 形   定 期 積 金  

買 入 金 銭 債 権   そ の 他 の 預 金  

特 定 取 引 資 産  譲 渡 性 預 金  

 商 品 有 価 証 券  コ ー ル マ ネ ー  

 商品有価証券派生商品  売 現 先 勘 定  

 特 定 取 引 有 価 証 券  債券貸借取引受入担保金  

 特定取引有価証券派生商

品 

 売 渡 手 形  

コマーシャル・ペーパー  

 特 定 金 融 派 生 商 品  特 定 取 引 負 債  

 その他の特定取引資産   売 付 商 品 債 券  

金 銭 の 信 託   商品有価証券派生商品  

有 価 証 券   特 定 取 引 売 付 債 券  

 国 債   特定取引有価証券派生商

品 

 

 地 方 債  

 短 期 社 債   特 定 金 融 派 生 商 品  

 社 債   その他の特定取引負債  

 株 式  借 用 金  

 そ の 他 の 証 券   再 割 引 手 形  

貸 出 金   借 入 金  

 割 引 手 形  外 国 為 替  

 手 形 貸 付   外 国 他 店 預 り  

 証 書 貸 付   外 国 他 店 借  

 当 座 貸 越   売 渡 外 国 為 替  

外 国 為 替   未 払 外 国 為 替  

 外 国 他 店 預 け  そ の 他 負 債  

 外 国 他 店 貸   未 決 済 為 替 借  

 買 入 外 国 為 替   未 払 法 人 税 等  

 取 立 外 国 為 替   未 払 費 用  

そ の 他 資 産   前 受 収 益  

 未 決 済 為 替 貸   従 業 員 預 り 金  

 前 払 費 用   給 付 補 填 備 金  

 未 収 収 益   先 物 取 引 受 入 証 拠 金  

 先 物 取 引 差 入 証 拠 金   先 物 取 引 差 金 勘 定  

 先 物 取 引 差 金 勘 定   借 入 商 品 債 券  

 保 管 有 価 証 券 等   借入特定取引有価証券  

 金 融 派 生 商 品   借 入 有 価 証 券  

 金融商品等差入担保金   売 付 債 券 

金 融 派 生 商 品 

金融商品等受入担保金 

リ ー ス 債 務 

資 産 除 去 債 務 

そ の 他 の 負 債 

 

 リ ー ス 投 資 資 産    

 そ の 他 の 資 産    

有 形 固 定 資 産    

 建 物    

 土 地    

 リ ー ス 資 産    

 建 設 仮 勘 定  賞 与 引 当 金  

 その他の有形固定資産  退 職 給 付 引 当 金  

無 形 固 定 資 産  特 別 法 上 の 引 当 金  

 ソ フ ト ウ ェ ア   金融商品取引責任準備金  

 の れ ん  繰 延 税 金 負 債  

 リ ー ス 資 産  支 払 承 諾  

 その他の無形固定資産  本 支 店 勘 定  

前 払 年 金 費 用   本 店  

繰 延 税 金 資 産   在 日 支 店  

支 払 承 諾 見 返   在 外 支 店  

貸 倒 引 当 金 △ 小 計  

本 支 店 勘 定  持 込 資 本 金  

 本 店  繰 越 利 益 剰 余 金  

 在 日 支 店  その他有価証券評価差額金  

 在 外 支 店  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

  土 地 再 評 価 差 額 金  

合 計  合 計  

 (記載上の注意) 

  1 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 

   (1) 継続企業の前提(会社計算規則第100条に規定する継続企業の前提をいう。以下同

じ。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、当該

事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関

する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実

性が認められなくなつた場合を除く。)は、次に掲げる事項 

    ① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

    ② 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策 

    ③ 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由 

    ④ 当該重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否かの別 

   (2) 次に掲げる会計方針に関する事項 

    ① 有価証券の評価基準及び評価方法 

    ② 有形固定資産の減価償却の方法 

    ③ 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 

    ④ 貸倒引当金の計上方法 

    ⑤ 退職給付引当金の計上方法 

    ⑥ リース取引の処理方法 

    ⑦ ヘッジ会計の方法 

    ⑧ 金銭の信託の評価基準及び評価方法 

    ⑨ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

    ⑩ 収益の計上方法(顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約か

ら生ずる収益を認識するときは、主要な事業における顧客との契約に基づく主な

義務の内容、当該義務に係る収益を認識する通常の時点その他重要な会計方針に

含まれると判断したものを記載すること。) 

    ⑪ その他採用した重要な会計方針 

   (3) 次に掲げる会計上の見積りに関する事項 

    ① 会計上の見積りにより当該事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目で

あつて、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるもの 

    ② 当該事業年度に係る財務諸表の①に掲げる項目に計上した額 

    ③ ②に掲げるもののほか、①に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する

理解に資する情報(連結財務諸表に注記すべき情報と同一である場合において、こ

の様式にその旨を注記するときは、同様式における当該情報の記載を要しない。) 

   (4) 会計方針の変更等を行つた場合には、会計方針の変更等に関する事項(財務諸表

等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の3から第8条の3の7までの規定に準

じて記載すること。ただし、当事業年度に係る財務諸表のみを表示している場合に

は、前事業年度に係る事項については記載を要しない。) 

   (5) 金融商品の状況に関する事項、金融商品の時価等に関する事項及び金融商品の時

価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項(ただし、連結貸借対照表を作成している

場合には、記載することを要しない。) 

   (6) 賃貸等不動産の状況に関する事項及び賃貸等不動産の時価に関する事項(ただし、

連結貸借対照表を作成している場合には、記載することを要しない。) 

   (7) 持分法損益等に関する財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条

の9に規定する事項 

   (8) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の7第1項から第3項まで

に規定する有価証券に関する事項 

   (9) 債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危機債権、三月以上延滞債権

131



並びに貸出条件緩和債権の額並びにこれらの合計額 

     なお、それぞれの定義は、銀行法施行規則第19条の2第1項第5号ロによる。 

   (10) 有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、そ

の旨。ただし、その変更が軽微であるときは、この限りでない。 

   (11) 有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

   (12) リースにより使用する有形固定資産及び無形固定資産に関する事項(会社計算

規則第108条の規定に従い記載すること。) 

   (13) 支店の代表者との間の取引による支店の代表者に対する金銭債権があるときは、

その総額。ただし、総合口座取引における当座貸越及び預金を担保とする貸付金(担

保とされた預金の額を超えないものに限る。)は、この限りでない。 

   (14) 支店の代表者との間の取引による支店の代表者に対する金銭債務があるときは、

その総額。ただし、預金はこの限りでない。 

   (15) 資産が担保に供されている場合には、当該資産の内容及びその金額並びに担保

に係る債務の金額 

   (16) 重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額 

   (17) 事業年度の末日後、翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象

が発生した場合における当該事象 

   (18) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の17から第8条の22ま

で、第8条の25、第56条及び第95条の3の3に規定する企業結合に関する事項 

   (19) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の23、第8条の24及び

第8条の26に規定する事業分離に関する事項 

   (20) 資産の部の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払

の全部又は一部について保証しているものであつて、当該社債の発行が金融商品取

引法第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)に係る保証債務の額 

   (21) 以上のほか、財産の状態を正確に判断するために必要な事項 

  2 特別法上の引当金は、法令の規定に基づき計上し、その法令の条項を注記すること。 

  3 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、そ

の性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

  4 「その他の資産」及び「その他の負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金

額が資産総額の100分の1を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切

な名称を付した科目を設けて記載すること。 

  5 「リース資産」に区分される資産については、「有形固定資産」に属する各科目(「リ

ース資産」及び「建設仮勘定」を除く。)又は「無形固定資産」に属する各科目(「のれ

ん」及び「リース資産」を除く。)に含めることができる。 

  6 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

第3   
   年  月  日から 

   年  月  日まで 
損益計算書 

(単位：百万円) 

科 目 金 額 

経 常 収 益 × × × 

 資 金 運 用 収 益 × × × 

  貸 出 金 利 息 × × × 

  有 価 証 券 利 息 配 当 金 × × × 

  コ ー ル ロ ー ン 利 息 × × × 

  買 現 先 利 息 × × × 

  債 券 貸 借 取 引 受 入 利 息 × × × 

  買 入 手 形 利 息 × × × 

  預 け 金 利 息 × × × 

  金 利 ス ワ ッ プ 受 入 利 息 × × × 

  外 国 為 替 受 入 利 息 × × × 

  本 支 店 為 替 尻 受 入 利 息 × × × 

  そ の 他 の 受 入 利 息 × × × 

 役 務 取 引 等 収 益 × × × 

  外 国 為 替 受 入 手 数 料 × × × 

  内 国 為 替 受 入 手 数 料 × × × 

  そ の 他 の 役 務 収 益 × × × 

 特 定 取 引 収 益 × × × 

  商 品 有 価 証 券 収 益 × × × 

  特 定 取 引 有 価 証 券 収 益 × × × 

  特 定 金 融 派 生 商 品 収 益 × × × 

  そ の 他 の 特 定 取 引 収 益 × × × 

 そ の 他 業 務 収 益 × × × 

  外 国 為 替 売 買 益 × × × 

  国 債 等 債 券 売 却 益 × × × 

  国 債 等 債 券 償 還 益 × × × 

  金 融 派 生 商 品 収 益 × × × 

  そ の 他 の 業 務 収 益 × × × 

 そ の 他 経 常 収 益 × × × 

  貸 倒 引 当 金 戻 入 益 × × × 

  償 却 債 権 取 立 益 × × × 

  株 式 等 売 却 益 × × × 

  金 銭 の 信 託 運 用 益 × × × 

  そ の 他 の 経 常 収 益 × × × 

経 常 費 用 × × × 

 資 金 調 達 費 用 × × × 

  預 金 利 息 × × × 

  譲 渡 性 預 金 利 息 × × × 

  コ ー ル マ ネ ー 利 息 × × × 

  売 現 先 利 息 × × × 

  債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 × × × 

  売 渡 手 形 利 息 × × × 

  コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー 利 息 × × × 

  借 用 金 利 息 × × × 

  金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息 × × × 

  外 国 為 替 支 払 利 息 × × × 

  本 支 店 為 替 尻 支 払 利 息 × × × 

  そ の 他 の 支 払 利 息 × × × 

 役 務 取 引 等 費 用 × × × 

  外 国 為 替 支 払 手 数 料 × × × 

  内 国 為 替 支 払 手 数 料 × × × 

  そ の 他 の 役 務 費 用 × × × 

 特 定 取 引 費 用 × × × 

  商 品 有 価 証 券 費 用 × × × 

  特 定 取 引 有 価 証 券 費 用 × × × 

  特 定 金 融 派 生 商 品 費 用 × × × 

  そ の 他 の 特 定 取 引 費 用 × × × 

 そ の 他 業 務 費 用 × × × 

  外 国 為 替 売 買 損 × × × 

  国 債 等 債 券 売 却 損 × × × 

  国 債 等 債 券 償 還 損 × × × 

  国 債 等 債 券 償 却 × × × 

  金 融 派 生 商 品 費 用 × × × 

  そ の 他 の 業 務 費 用 × × × 

 営 業 経 費 × × × 

 そ の 他 経 常 費 用 × × × 

  貸 倒 引 当 金 繰 入 額 × × × 

  貸 出 金 償 却 × × × 

  株 式 等 売 却 損 × × × 

  株 式 等 償 却 × × × 

  金 銭 の 信 託 運 用 損 × × × 

  そ の 他 の 経 常 費 用 × × × 

経 常 利 益 × × × 

(又 は 経 常 損 失)  

特 別 利 益 × × × 

  固 定 資 産 処 分 益 × × × 

  負 の の れ ん 発 生 益 × × × 

  金融商品取引責任準備金取崩額 × × × 

  そ の 他 の 特 別 利 益 × × × 

特 別 損 失 × × × 

  固 定 資 産 処 分 損 × × × 

  減 損 損 失 × × × 

  金融商品取引責任準備金繰入額 × × × 

  そ の 他 の 特 別 損 失 × × × 

税 引 前 当 期 純 利 益 × × × 

(又 は 税 引 前 当 期 純 損 失)  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 × × × 

法 人 税 等 調 整 額 × × × 

法 人 税 等 合 計 × × × 

当 期 純 利 益 × × × 

(又 は 当 期 純 損 失)  

繰 越 利 益 剰 余 金 (当 期 首 残 高) × × × 

本 店 へ の 送 金 × × × 

(本 店 か ら の 補 填 金)  

繰 越 利 益 剰 余 金 × × × 

 (記載上の注意) 

  1 損益の状態を正確に判断するために必要な事項を注記すること。 

  2 本部経費負担額を注記すること。 

    なお、当該負担額の内訳を次の区分により併記すること。 

   (1) 直接経費(派遣職員給与等) 

   (2) 間接経費割当額 

  3 「その他の特別利益」及び「その他の特別損失」には、非経常的な利益又は損失の金

額を記載すること。ただし、その額が相当額以下で経常収益又は経常費用に重要な影響

を及ぼさないものは、経常収益又は経常費用に記載することができるものとする。 

  4 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を設ける必要が生じたときは、そ

の性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

  5 「貸倒引当金繰入額」には、一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当

勘定の繰入額と取崩額を相殺した後の金額を記載すること。また、一般貸倒引当金、個

別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の取崩額が繰入額を上回る場合には、当該上回

る額を「貸倒引当金戻入益」に記載すること。 

  6 「貸出金償却」には、個別貸倒引当金の目的使用による取崩額を控除した後の金額を

記載すること。 

  7 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

  8 遡及適用(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規制第8条第51項に規定する

遡及適用をいう。)又は修正再表示(同条第53項に規定する修正再表示をいう。)を行つ

た場合には、繰越利益剰余金(当期首残高)に対する累積的影響額及び当該遡及適用又は

修正再表示の後の繰越利益剰余金(当期首残高)を区分表示すること。 

  9 顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識す

る場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)を注記すること。 

   (1) 当該事業年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時

期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該
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区分ごとの収益の額その他の事項 

   (2) 収益を理解するための基礎となる情報 

   (3) 当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報 

    (1)から(3)までに掲げる事項が会計方針に関する事項と同一であるときは、記載す

ることを要しない。 

    連結損益計算書又は連結損益及び包括利益計算書を作成している場合には、(1)及び

(3)に掲げる事項の記載を要しない。 

    (2)に掲げる事項が連結損益計算書又は連結損益及び包括利益計算書に注記すべき

事項と同一である場合において、この様式にその旨を注記するときは、同様式における

当該事項の記載を要しない。 

別
紙
様
式
第
５
号
（
第
１
８
条
第
３
項
関
係
）

（
略
）

別
紙
様
式
第
５
号
の
２
（
第
１
８
条
第
４
項
関
係
）

別紙様式第5号の2(第18条第4項関係) 

(日本産業規格A4)   

連 結 業 務 報 告 書 

  年  月  日から 

  年  月  日まで 

株式会社      銀行 

年  月  日   

  金融庁長官   殿 

住 所            

株式会社        銀行  

代表取締役 氏 名    

   年  月  日から   年  月  日までの業務及び財産の状況を次のとおり報

告します。 

目 次 

第1 事業概況書 

  1 事業の概要 

  2 子会社等の状況 

  3 連結自己資本比率の状況 

第2 連結財務諸表 

  1 連結財務諸表の作成方針 

  2 連結貸借対照表 

  3 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

  4 連結株主資本等変動計算書 

  5 連結キャッシュ・フロー計算書 

 (記載上の注意) 

  1 指名委員会等設置会社にあつては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に改

めて記載すること。第1条の8第1項の免許申請書又は法第53条第1項第8号の規定及び第

35条第1項第3号若しくは第3号の2の規定による届出書に旧氏及び名を併せて記載して

提出した者については、これらの書類に記載した当該旧氏及び名を変更する旨を届け出

るまでの間、提出者欄に当該旧氏及び名を括弧書で併せて記載し、又は当該旧氏及び名

のみを記載することができる。 

  2 この様式中に記載する金額、件数及び株数は、この様式中で指定された単位で記載し、

当該単位未満は切り捨てること。 

  3 この様式中に記載する構成比率、増減率その他の比率は、小数点第3位以下を切り捨

て小数点第2位までを記載すること。 

  4 この様式中、第2の2 連結貸借対照表、第2の3 連結損益計算書及び連結包括利益計

算書、第2の4 連結株主資本等変動計算書、第2の5 連結キャッシュ・フロー計算書に

注記すべき事項は、第2の5 連結キャッシュ・フロー計算書の次に一括して記載するこ

とができる。 

  5 この様式中に記載する事項は、次に掲げる場合には、その記載を省略することができ

る。 

   (1) 同一の事項を記載した書類を添付し、かつ、その旨及び当該事項を記載した箇所

を明記した場合 

   (2) 同一の事項を記載した書類を既に金融庁長官等に提出している場合において、そ

の旨及び当該事項を記載した箇所を明記したとき。 

第1    
   年  月  日から 

   年  月  日まで 
事業概況書  

1 事業の概要 

 (記載上の注意) 

  銀行及びその子会社等(銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。以下同じ。)

について、主要な事業の内容のほか、主要勘定の増減の事由及びその他事業の状況の推移

に関する重要な事項を記載すること。 

2 子会社等の状況 

  子会社等数の増減 

 前 期 末 当 期 末 増減(△) 

子 会 社 

子 法 人 等 

関 連 法 人 等 

   

合 計    

 (記載上の注意) 

  1 「子会社」とは銀行法第2条第8項に規定する子会社を、「子法人等」とは銀行法施行

令第4条の2第2項に規定する子法人等のうち銀行法第2条第8項に規定する子会社を除い

たものを、「関連法人等」とは銀行法施行令第4条の2第3項に規定する関連法人等をい

う(以下同じ。)。 

  2 子会社等に該当するものは全て記載することとし、重要性の原則は適用しないものと

する。 

3 連結自己資本比率の状況 

〔国際統一基準に係る連結自己資本比率〕 

 信用リスク・アセット算出手法  

(単位：百万円) 

項目 

当期末 前期末 

 経過措置

による不

算入額 

 経過措置

による不

算入額 

普通株式等Tier1資本に係る基礎項目 

普通株式に係る株主資本の額     

 うち、資本金及び資本剰余金の額     

 うち、利益剰余金の額     

 うち、自己株式の額(△)     
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 うち、社外流出予定額(△)     

 うち、上記以外に該当するものの額     

普通株式に係る株式引受権及び新株予約権の合

計額 
    

その他の包括利益累計額及びその他公表準備金

の額 
    

普通株式等Tier1資本に係る調整後非支配株主

持分の額 
    

普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額 

(イ) 
    

普通株式等Tier1資本に係る調整項目 

無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライ

ツに係るものを除く。)の額の合計額 
    

 
うち、のれんに係るもの(のれん相当差額を

含む。)の額 
    

 
うち、のれん及びモーゲージ・サービシン

グ・ライツに係るもの以外のものの額 
    

繰延税金資産(一時差異に係るものを除く。)の

額 
    

繰延ヘッジ損益の額     

適格引当金不足額     

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する

額 
    

負債の時価評価により生じた時価評価差額であ

って自己資本に算入される額 
    

退職給付に係る資産の額     

自己保有普通株式(純資産の部に計上されるも

のを除く。)の額 
    

意図的に保有している他の金融機関等の普通株

式の額 
    

少数出資金融機関等の普通株式の額     

特定項目に係る10％基準超過額     

 

うち、その他金融機関等に係る対象資本等

調達手段のうち普通株式に該当するものに

関連するものの額 

    

 

うち、無形固定資産(モーゲージ・サービシ

ング・ライツに係るものに限る。)に関連す

るものの額 

    

 うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに     

限る。)に関連するものの額 

特定項目に係る15％基準超過額     

 

うち、その他金融機関等に係る対象資本等

調達手段のうち普通株式に該当するものに

関連するものの額 

    

 

うち、無形固定資産(モーゲージ・サービシ

ング・ライツに係るものに限る。)に関連す

るものの額 

    

 
うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに

限る。)に関連するものの額 
    

その他Tier1資本不足額     

普通株式等Tier1資本に係る調整項目の額 

(ロ) 
    

普通株式等Tier1資本 

普通株式等Tier1資本の額 ((イ)－(ロ)) 

(ハ) 
    

その他Tier1資本に係る基礎項目 

その他Tier1資本調達手段に係る株主資本の額     

その他Tier1資本調達手段に係る株式引受権及

び新株予約権の合計額 
    

その他Tier1資本調達手段に係る負債の額     

特別目的会社等の発行するその他Tier1資本調

達手段の額 
    

その他Tier1資本に係る調整後非支配株主持分

等の額 
    

その他Tier1資本に係る基礎項目の額 (ニ)     

その他Tier1資本に係る調整項目 

自己保有その他Tier1資本調達手段の額     

意図的に保有している他の金融機関等のその他

Tier1資本調達手段の額 
    

少数出資金融機関等のその他Tier1資本調達手

段の額 
    

その他金融機関等のその他Tier1資本調達手段

の額 
    

Tier2資本不足額     

その他Tier1資本に係る調整項目の額 (ホ)     

その他Tier1資本 

その他Tier1資本の額 ((ニ)－(ホ)) (ヘ)     

Tier1資本 

Tier1資本の額 ((ハ)＋(ヘ)) (ト)     

Tier2資本に係る基礎項目 

Tier2資本調達手段に係る株主資本の額     

Tier2資本調達手段に係る株式引受権及び新株

予約権の合計額 
    

Tier2資本調達手段に係る負債の額     

特別目的会社等の発行するTier2資本調達手段

の額 
    

Tier2資本に係る調整後非支配株主持分等の額     

一般貸倒引当金Tier2算入額及び適格引当金

Tier2算入額の合計額 
    

 うち、一般貸倒引当金Tier2算入額     

 うち、適格引当金Tier2算入額     

Tier2資本に係る基礎項目の額 (チ)     

Tier2資本に係る調整項目 

自己保有Tier2資本調達手段の額     

意図的に保有している他の金融機関等のTier2

資本調達手段及びその他外部TLAC関連調達手段

の額 

    

少数出資金融機関等のTier2資本調達手段及び

その他外部TLAC関連調達手段の額 
    

少数出資金融機関等のその他外部TLAC関連調達

手段のうち、マーケット・メイク目的保有TLAC

に該当しなくなったものの額 

    

その他金融機関等のTier2資本調達手段及びそ

の他外部TLAC関連調達手段の額 
    

Tier2資本に係る調整項目の額 (リ)     

Tier2資本 

Tier2資本の額 ((チ)－(リ)) (ヌ)     

総自己資本 

総自己資本合計 ((ト)＋(ヌ)) (ル)     

リスク・アセット等 

信用リスク・アセットの額の合計額     

 資産(オン・バランス)項目     

 オフ・バランス取引等項目     

 CVAリスク相当額を8％で除して得た額     

 
中央清算機関関連エクスポージャーに係る

信用リスク・アセットの額 
    

マーケット・リスク相当額の合計額を8％で除し

て得た額 
    

勘定間の振替分     

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8％

で除して得た額 
    

フロア調整額     

リスク・アセット等の額の合計額 (ヲ)     

連結自己資本比率及び資本バッファー 

連結普通株式等Tier1比率 ((ハ)／(ヲ)) ％  ％  

連結Tier1比率 ((ト)／(ヲ)) ％  ％  

連結総自己資本比率 ((ル)／(ヲ)) ％  ％  

最低連結資本バッファー比率 ％  ％  

 うち、資本保全バッファー比率 ％  ％  

 
うち、カウンター・シクリカル・バッ

ファー比率 
％  ％  

 うち、G―SIB／D―SIBバッファー比率 ％  ％  

連結資本バッファー比率 ％  ％  

調整項目に係る参考事項 

少数出資金融機関等の対象資本等調達手段に係

る調整項目不算入額 
    

その他金融機関等に係る対象資本等調達手段の

うち普通株式に係る調整項目不算入額 
    

無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライ

ツに係るものに限る。)に係る調整項目不算入額 
    

繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に

係る調整項目不算入額 
    

Tier2資本に係る基礎項目の額に算入される引当金に関する事項 

一般貸倒引当金の額     

一般貸倒引当金に係るTier2資本算入上限額     

内部格付手法採用行において、適格引当金の合

計額から事業法人等向けエクスポージャー及び

リテール向けエクスポージャーの期待損失額の

合計額を控除した額(当該額が零を下回る場合

にあっては、零とする。) 

    

適格引当金に係るTier2資本算入上限額     

 (記載上の注意) 

  1 本表は、海外営業拠点を有する銀行が記載するものとする。 

  2 「連結自己資本比率」とは、銀行法施行規則第17条の5第1項第3号ロに規定する連結

自己資本比率をいう。 

  3 「信用リスク・アセット算出手法」欄は、標準的手法、基礎的内部格付手法又は先進

的内部格付手法のいずれかを記載すること。 

  4 「その他Tier1資本調達手段に係る株主資本の額」として資本金及び資本剰余金以外
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の科目に計上される金額がある場合、その内訳を欄外に記載すること。 

  5 「Tier2資本調達手段に係る株主資本の額」として資本金及び資本剰余金以外の科目

に計上される金額がある場合、その内訳を欄外に記載すること。 

  6 連結自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合には、その旨を欄外に記

載すること。 

  7 遡及適用(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第

28号)第2条第43号に規定する遡及適用をいう。以下この様式において同じ。)、連結財

務諸表の組替え(同条第44号に規定する連結財務諸表の組替えをいう。以下この様式に

おいて同じ。)又は修正再表示(同条第45号に規定する修正再表示をいう。以下この様式

において同じ。)により、「前期末」欄の金額又は比率が前連結会計年度に係る報告時

の金額又は比率と異なっているときは、その旨を欄外に記載すること。 

  8 特例企業会計基準等適用法人等にあつては、本表中の項目等によらず、採用する企業

会計の基準を明記した上で、当該企業会計の基準で使用する項目等により記載すること

ができる。 

〔資本バッファー比率のうちカウンター・シクリカル・バッファー比率〕 

 当期末 前期末 

エクスポ

ージャー

の所在

国・地域 

カウン

ター・シ

クリカ

ル・バッ

ファー

の水準

の計算

に用い

た各

国・地域

の信用

リス

ク・アセ

ットの

額の合

計額(百

万円) 

各

国・

地域

の金

融当

局が

定め

る比

率

(％) 

適用さ

れるカ

ウンタ

ー・シク

リカ

ル・バッ

ファー

比率

(％) 

適用さ

れるカ

ウンタ

ー・シク

リカ

ル・バッ

ファー

比率

(％)(経

過措置

べース) 

カウン

ター・シ

クリカ

ル・バッ

ファー

の水準

の計算

に用い

た各

国・地域

の信用

リス

ク・アセ

ットの

額の合

計額(百

万円) 

各

国・

地域

の金

融当

局が

定め

る比

率

(％) 

適用さ

れるカ

ウンタ

ー・シク

リカ

ル・バッ

ファー

比率

(％) 

適用さ

れるカ

ウンタ

ー・シク

リカ

ル・バッ

ファー

比率

(％)(経

過措置

べース) 

アルゼン

チン 

        

オースト

ラリア 

        

ベルギー         

ブラジル         

カナダ         

中国         

フランス         

ドイツ         

香港         

インド         

インドネ

シア 

        

イタリア         

日本         

韓国         

ルクセン

ブルク 

        

メキシコ         

オランダ         

ロシア         

サウジア

ラビア 

        

シ ン ガ ポ

ール 

        

南アフリ

カ 

        

スペイン         

スウェー

デン 

        

スイス         

トルコ         

英国         

米国         

合計         

 (記載上の注意) 

  1 本表は、海外営業拠点を有する銀行(海外営業拠点を有する銀行の連結子法人等であ

る銀行若しくは銀行持株会社の連結子法人等である銀行又は外国に所在する親法人等

に対して当該外国において連結自己資本比率に準ずる基準が適用されている場合にお

ける当該親法人等の当該基準の適用に当たり連結の範囲に含まれる銀行を除く。)が記

載するものとする。 

  2 「各国・地域の信用リスク・アセットの額の合計額(百万円)」とは、カウンター・シ

クリカル・バッファー比率(銀行法第14条の2第2号に掲げる基準に従い算出された比率

をいう。以下同じ。)の計算に用いるため、債務者の所在地を基礎として、各国・地域

別に算出された額をいう。 

  3 「各国・地域の金融当局が定める比率(％)」は、各国・地域の銀行監督当局が設定し、

バーゼル銀行監督委員会が公表する各国・地域の比率(Add‐on(per cent of RWA))(当

該比率が公表されていない場合には0％、2.5％を超える場合には2.5％)を記載すること。 

  4 「適用されるカウンター・シクリカル・バッファー比率(％)」は、カウンター・シク

リカル・バッファー比率を記載すること(小数点第3位以下を切り捨て小数点第2位まで

を記載)。 

  5 本表に定める各項目につき、該当する額が無い場合は行を削除せず、0と記載するこ

と。 

〔連結自己資本比率の補完的指標である連結レバレッジ比率〕 

項目 当期末 前期末 

連結レバレッジ比率 ％ ％ 

最低連結レバレッジ・バッファー比率 ％ ％ 

連結レバレッジ・バッファー比率 ％ ％ 

 (記載上の注意) 

  1 本表は、海外営業拠点を有する銀行が記載するものとする。 

  2 「連結レバレッジ比率」とは、銀行法第14条の2第2号に掲げる基準に従い算出された

比率をいう。 

  3 連結レバレッジ比率の算定に関する外部監査を受けている場合には、その旨を欄外に

記載すること。 

〔国内基準に係る連結自己資本比率〕 

 信用リスク・アセット算出手法  

(単位：百万円) 

項目 

当期末 前期末 

 経過措置

による不

算入額 

 経過措置

による不

算入額 

コア資本に係る基礎項目 

普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株

主資本の額 
    

 うち、資本金及び資本剰余金の額     

 うち、利益剰余金の額     

 うち、自己株式の額(△)     

 うち、社外流出予定額(△)     

 うち、上記以外に該当するものの額     

コア資本に算入されるその他の包括利益累計額     

 うち、為替換算調整勘定     

 うち、退職給付に係るものの額     

普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株

式引受権及び新株予約権の合計額 
    

コア資本に係る調整後非支配株主持分の額     

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当

金の合計額 
    

 うち、一般貸倒引当金コア資本算入額     

 うち、適格引当金コア資本算入額     

適格旧非累積的永久優先株の額のうち、経過措

置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれ

る額 

    

公的機関による資本の増強に関する措置を通じ

て発行された資本調達手段の額のうち、経過措

置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれ

る額 

    

非支配株主持分のうち、経過措置によりコア資

本に係る基礎項目の額に含まれる額 
    

コア資本に係る基礎項目の額 (イ)     

コア資本に係る調整項目 

無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライ

ツに係るものを除く。)の額の合計額 
    

 
うち、のれんに係るもの(のれん相当差額を

含む。)の額 
    

 
うち、のれん及びモーゲージ・サービシン

グ・ライツに係るもの以外の額 
    

繰延税金資産(一時差異に係るものを除く。)の

額 
    

適格引当金不足額     

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する

額 
    

負債の時価評価により生じた時価評価差額であ

って自己資本に算入される額 
    

退職給付に係る資産の額     

自己保有普通株式等(純資産の部に計上される

ものを除く。)の額 
    

意図的に保有している他の金融機関等の対象資

本調達手段の額 
    

少数出資金融機関等の対象普通株式等の額     

特定項目に係る10％基準超過額     

 
うち、その他金融機関等の対象普通株式等

に該当するものに関連するものの額 
    

 
うち、モーゲージ・サービシング・ライツ

に係る無形固定資産に関連するものの額 
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うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに

限る。)に関連するものの額 
    

特定項目に係る15％基準超過額     

 
うち、その他金融機関等の対象普通株式等

に該当するものに関連するものの額 
    

 
うち、モーゲージ・サービシング・ライツ

に係る無形固定資産に関連するものの額 
    

 
うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに

限る。)に関連するものの額 
    

コア資本に係る調整項目の額 (ロ)     

自己資本 

自己資本の額 ((イ)－(ロ)) (ハ)     

リスク・アセット等 

信用リスク・アセットの額の合計額     

 資産(オン・バランス)項目     

  
うち、経過措置によりリスク・アセッ

トの額に算入される額の合計額 
    

   

うち、他の金融機関等の対象資本調

達手段に係るエクスポージャーに

係る経過措置を用いて算出したリ

スク・アセットの額から経過措置を

用いずに算出したリスク・アセット

の額を控除した額 

    

   うち、上記以外に該当するものの額     

 オフ・バランス取引等項目     

 CVAリスク相当額を8％で除して得た額     

 
中央清算機関関連エクスポージャーに係る

信用リスク・アセットの額 
    

マーケット・リスク相当額の合計額を8％で除し

て得た額 
    

勘定間の振替分     

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8％

で除して得た額 
    

フロア調整額     

リスク・アセット等の額の合計額 (ニ)     

連結自己資本比率 

連結自己資本比率 ((ハ)／(ニ)) ％  ％  

 (記載上の注意) 

  1 本表は、海外営業拠点を有しない銀行が記載するものとする。 

  2 「連結自己資本比率」とは、銀行法施行規則第17条の5第1項第3号ロに規定する連結

自己資本比率をいう。 

  3 「信用リスク・アセット算出手法」欄は、標準的手法、基礎的内部格付手法又は先進

的内部格付手法のいずれかを記載すること。 

  4 連結自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合には、その旨を欄外に記

載すること。 

  5 遡及適用、連結財務諸表の組替え又は修正再表示により、「前期末」欄の金額又は比

率が前連結会計年度に係る報告時の金額又は比率と異なっているときは、その旨を欄外

に記載すること。 

  6 特例企業会計基準等適用法人等にあつては、本表中の項目等によらず、採用する企業

会計の基準を明記した上で、当該企業会計の基準で使用する項目等により記載すること

ができる。 

第2  連結財務諸表        

1 連結財務諸表の作成方針 

 銀行及びその子会社等について連結して作成する貸借対照表等に関する下記の事項を記

載すること。 

 (1) 連結の範囲に関する事項 

 (2) 持分法の適用に関する事項 

 (3) 連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 

 (4) のれんの償却に関する事項 

  特例企業会計基準等適用法人等にあつては、採用する企業会計の基準を明記した上で、

当該企業会計の基準により、連結財務諸表の作成方針として記載すべき事項を記載するこ

とができる。この場合において、この様式中の連結財務諸表(注記を含む。)に記載すべき

事項の記載は、当該企業会計の基準により記載すれば足りる。 

2  (  年  月  日現在)連結貸借対照表 

(単位：百万円) 

科 目 金 額 科 目 金 額 

(資 産 の 部)  (負 債 の 部)  

現 金 預 け 金  預 金  

コールローン及び買入手形  譲 渡 性 預 金  

買 現 先 勘 定  コールマネー及び売渡手形  

債券貸借取引支払保証金  売 現 先 勘 定  

買 入 金 銭 債 権  債券貸借取引受入担保金  

特 定 取 引 資 産  コマーシャル・ペーパー  

商 品 有 価 証 券  特 定 取 引 負 債  

金 銭 の 信 託  借 用 金  

有 価 証 券  外 国 為 替  

貸 出 金  短 期 社 債  

外 国 為 替  社 債  

そ の 他 資 産  新 株 予 約 権 付 社 債  

有 形 固 定 資 産  そ の 他 負 債  

 建 物  賞 与 引 当 金  

 土 地  役 員 賞 与 引 当 金  

 リ ー ス 資 産  退 職 給 付 に 係 る 負 債  

 建 設 仮 勘 定  役 員 退 職 慰 労 引 当 金  

 その他の有形固定資産  特 別 法 上 の 引 当 金  

無 形 固 定 資 産  繰 延 税 金 負 債  

 ソ フ ト ウ ェ ア  再評価に係る繰延税金負債  

 の れ ん  支 払 承 諾  

 リ ー ス 資 産  負 債 の 部 合 計  

 その他の無形固定資産  (純 資 産 の 部)  

退 職 給 付 に 係 る 資 産  資 本 金  

繰 延 税 金 資 産  新 株 式 申 込 証 拠 金  

再評価に係る繰延税金資産  資 本 剰 余 金  

支 払 承 諾 見 返  利 益 剰 余 金  

貸 倒 引 当 金 △ 自 己 株 式 △ 

  自 己 株 式 申 込 証 拠 金  

  株 主 資 本 合 計  

  その他有価証券評価差額金  

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

  土 地 再 評 価 差 額 金  

  為 替 換 算 調 整 勘 定  

  退職給付に係る調整累計額  

  その他の包括利益累計額合計  

  株 式 引 受 権  

  新 株 予 約 権  

  非 支 配 株 主 持 分  

  純資産の部合計  

資 産 の 部 合 計  負債及び純資産の部合計  

 (記載上の注意) 

  1 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連

が明らかになるように記載すること。 

   (1) 継続企業の前提(会社計算規則第100条に規定する継続企業の前提をいう。以下同

じ。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、当該

事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関

する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実

性が認められなくなつた場合を除く。)は、次に掲げる事項 

    ① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

    ② 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策 

    ③ 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由 

    ④ 当該重要な不確実性の影響を連結財務諸表に反映しているか否かの別 

   (2) 次に掲げる会計方針に関する事項 

    ① 有価証券の評価基準及び評価方法 

    ② 土地の再評価に関する法律第3条第3項に規定する再評価の方法及び同法第10条

に規定する差額 

    ③ 有形固定資産の減価償却の方法 

    ④ 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 

    ⑤ 貸倒引当金の計上方法 

    ⑥ 退職給付に係る会計処理の方法 

    ⑦ リース取引の処理方法 

    ⑧ ヘッジ会計の方法 

    ⑨ 金銭の信託の評価基準及び評価方法 

    ⑩ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

    ⑪ 収益の計上方法(顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約か

ら生ずる収益を認識するときは、主要な事業における顧客との契約に基づく主な

義務の内容、当該義務に係る収益を認識する通常の時点その他重要な会計方針に

含まれると判断したものを記載すること。) 

    ⑫ その他採用した重要な会計方針 

    ⑬ 子会社等が採用した会計方針のうちに銀行と異なるものがある場合には、その

差異の概要。ただし、その差異が軽微であるときには、この限りでない。 

   (3) 次に掲げる会計上の見積りに関する事項 

    ① 会計上の見積りにより当該連結会計年度に係る連結財務諸表にその額を計上し

た項目であつて、翌連結会計年度に係る連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能

性があるもの 

    ② 当該連結会計年度に係る連結財務諸表の①に掲げる項目に計上した額 

    ③ ②に掲げるもののほか、①に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する

理解に資する情報 

   (4) 会計方針の変更等を行つた場合には、会計方針の変更等に関する事項(連結財務

諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第14条の2から第14条の8までの規定に

準じて記載すること。ただし、当連結会計年度に係る連結財務諸表のみを表示して

いる場合には、前連結会計年度に係る事項及び1株当たり情報に対する影響額につい

ては記載を要しない。) 

   (5) 金融商品の状況に関する事項、金融商品の時価等に関する事項及び金融商品の時

価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項 

   (6) 賃貸等不動産の状況に関する事項及び賃貸等不動産の時価に関する事項 

   (7) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第15条の6第1項から第3項

までに規定する有価証券に関する事項 

   (8) 債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権

並びに貸出条件緩和債権の額並びにこれらの合計額 

     なお、それぞれの定義は、銀行法施行規則第19条の2第1項第5号ロ(「債権」の定

義にあつては、同令第19条の3第3号ロ)による。 
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   (9) 有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その

旨。ただし、その変更が軽微であるときは、この限りでない。 

   (10) 有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

   (11) 資産に係る引当金を直接控除した場合における資産の資産科目別の引当金の金

額(一括して注記することが適当な場合にあつては、適宜一括した引当金の金額) 

   (12) リースにより使用する有形固定資産及び無形固形資産に関する事項(会社計算

規則第108条の規定に従い記載すること。) 

   (13) 銀行の取締役、監査役及び執行役との間の取引による当該取締役、監査役及び

執行役に対する銀行及びその子会社等の金銭債権があるときは、その総額。ただし、

銀行及びその子会社等である金融機関との間の総合口座取引における当座貸越及び

預金又は長期信用銀行債等(預金保険法第2条第2項第5号に規定する長期信用銀行債

等をいう。以下同じ。)を担保とする貸付金(担保とされた預金及び長期信用銀行債

等の総額を超えないものに限る。)は、この限りでない。 

   (14) 銀行の取締役、監査役及び執行役との間の取引による当該取締役、監査役及び

執行役に対する銀行及びその子会社等の金銭債務があるときは、その総額。ただし、

預金及び長期信用銀行債等はこの限りでない。 

   (15) 関係会社(会社計算規則第2条第3項第25号に規定する関係会社をいう。)の株式

又は出資金の総額 

   (16) 資産が担保に供されている場合には、当該資産の内容及びその金額並びに担保

に係る債務の金額 

   (17) 重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額 

   (18) 次に掲げる1株当たり情報に関する事項 

    ① 1株当たりの純資産額(銭単位) 

    ② 銀行が当該連結会計年度又は当該連結会計年度の末日後において株式の併合又

は株式の分割をした場合には、その旨及び当該連結会計年度の期首に株式の併合

又は株式の分割をしたと仮定して1株当たりの純資産額を算定している旨 

   (19) 連結会計期間の末日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結の子会社等

の翌連結会計年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合に

おける当該事象(ただし、その事業年度の末日が連結決算日と異なる子会社等につい

ては、当該子会社等の貸借対照表日後に発生した場合における当該事象とする。) 

   (20) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第15条の9から第15条の11

までに規定するストック・オプションに関する事項 

   (21) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第15条の12から第15条の1

5まで、第15条の18、第15条の19、第15条の21、第41条及び第63条の3に規定する企

業結合に関する事項 

   (22) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第15条の16、第15条の17

及び第15条の20に規定する事業分離に関する事項 

   (23) 資産の部の有価証券中の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及

び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであつて、当該社債の発行

が金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)に係る

保証債務の額 

   (24) 以上のほか、銀行及びその子会社等の財産の状態を正確に判断するために必要

な事項 

  2 特定取引資産及び特定取引負債は、銀行又はその子会社等が銀行法施行規則第13条の

6の3その他法令の規定により設けた特定取引勘定に係る資産及び負債について記載す

ること。 

  3 特定取引勘定設置銀行分の商品有価証券への計数の記載は行わない。 

  4 特別法上の引当金は、法令の規定に基づき計上し、その法令の条項を注記すること。 

  5 法令等に基づき、又は銀行及びその子会社等の財産の状態を明らかにするために必要

があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を

設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

  6 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金額が資

産総額の100分の5を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称

を付した科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、「未

払法人税等」、「リース債務」及び「資産除去債務」については、その金額が資産総額

の100分の1を超える場合は科目を設けて記載する。 

  7 「リース資産」に区分される資産については、「有形固定資産」に属する各科目(「リ

ース資産」及び「建設仮勘定」を除く。)又は「無形固定資産」に属する各科目(「のれ

ん」及び「リース資産」を除く。)に含めることができる。 

  3 
   年  月  日から 

   年  月  日まで 
連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

(記載上の注意) 

 「(1) 連結損益計算書」及び「(2) 連結包括利益計算書」は、両計算書を構成する項目

を単一の計算書に表示する方法により、「連結損益及び包括利益計算書」として記載するこ

とができる。 

 (1) 連結損益計算書 

(単位：百万円) 

科 目 金 額 

経 常 収 益 × × × 

 資 金 運 用 収 益 × × × 

  貸 出 金 利 息 × × × 

  有 価 証 券 利 息 配 当 金 × × × 

  コールローン利息及び買入手形利息 × × × 

  買 現 先 利 息 × × × 

  債 券 貸 借 取 引 受 入 利 息 × × × 

  預 け 金 利 息 × × × 

  そ の 他 の 受 入 利 息 × × × 

 役 務 取 引 等 収 益 × × × 

 特 定 取 引 収 益 × × × 

 そ の 他 業 務 収 益 × × × 

 そ の 他 経 常 収 益 × × × 

  貸 倒 引 当 金 戻 入 益 × × × 

  償 却 債 権 取 立 益 × × × 

  そ の 他 の 経 常 収 益 × × × 

経 常 費 用 × × × 

 資 金 調 達 費 用 × × × 

  預 金 利 息 × × × 

  譲 渡 性 預 金 利 息 × × × 

  コールマネー利息及び売渡手形利息 × × × 

  売 現 先 利 息 × × × 

  債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 × × × 

  コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー 利 息 × × × 

  借 用 金 利 息 × × × 

  短 期 社 債 利 息 × × × 

  社 債 利 息 × × × 

  新 株 予 約 権 付 社 債 利 息 × × × 

  そ の 他 の 支 払 利 息 × × × 

 役 務 取 引 等 費 用 × × × 

 特 定 取 引 費 用 × × × 

 そ の 他 業 務 費 用 × × × 

 営 業 経 費 × × × 

 そ の 他 経 常 費 用 × × × 

  貸 倒 引 当 金 繰 入 額 × × × 

  そ の 他 の 経 常 費 用 × × × 

経 常 利 益 × × × 

(又 は 経 常 損 失)  

特 別 利 益 × × × 

  固 定 資 産 処 分 益 × × × 

  負 の の れ ん 発 生 益 × × × 

  そ の 他 の 特 別 利 益 × × × 

特 別 損 失 × × × 

  固 定 資 産 処 分 損 × × × 

  減 損 損 失 × × × 

  そ の 他 の 特 別 損 失 × × × 

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 × × × 

(又 は 税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失)  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 × × × 

法 人 税 等 調 整 額 × × × 

法 人 税 等 合 計 × × × 

当 期 純 利 益 × × × 

(又 は 当 期 純 損 失)  

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 × × × 

(又は非支配株主に帰属する当期純損失)  

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 × × × 

(又は親会社株主に帰属する当期純損失)  

 (記載上の注意) 

  1 顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識す

る場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)を注記すること。 

   (1) 当該連結会計年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、

時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当

該区分ごとの収益の額その他の事項 

   (2) 収益を理解するための基礎となる情報 

   (3) 当該連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報 

    (1)から(3)までに掲げる事項が会計方針に関する事項と同一であるときは、記載す

ることを要しない。 

  2 次に掲げる1株当たり情報に関する事項を注記すること。 

   (1) 1株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当

期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額

(普通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権その他のこれ

らに準ずる権利が付された証券又は契約に係る権利が行使されることを仮定するこ

とにより算定した1株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額をいう。以下こ

の様式において同じ。)(銭単位) 

   (2) 銀行が当該連結会計年度又は当該連結会計年度の末日後において株式の併合又

は株式の分割をした場合には、その旨並びに当該連結会計年度の期首に株式の併合

又は株式の分割をしたと仮定して1株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金

額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり親会社

株主に帰属する当期純利益金額を算定している旨 

  3 上記のほか、銀行及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要な事項

を注記すること。 

  4 特定取引収益及び特定取引費用の金額は、銀行又はその子会社等が銀行法施行規則第

13条の6の3その他法令の規定により設けた特定取引勘定に係る収益及び費用の金額に

ついて記載すること。 

  5 「その他の特別利益」及び「その他の特別損失」には、非経常的な利益又は損失の金

額を記載すること。 

   ただし、その額が相当額以下で経常収益又は経常費用に重要な影響を及ぼさないもの

は、経常収益又は経常費用に記載することができるものとする。 

  6 法令等に基づき、又は銀行及びその子会社等の損益の状態を明らかにするために必要

があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科目を

設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

  7 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 
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 (2) 連結包括利益計算書 

(単位：百万円) 

科 目 金 額 

当 期 純 利 益 × × × 

(又 は 当 期 純 損 失)  

そ の 他 の 包 括 利 益 × × × 

 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 × × × 

 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 × × × 

 為 替 換 算 調 整 勘 定 × × × 

 退 職 給 付 に 係 る 調 整 額 × × × 

 持分法適用会社に対する持分相当額 × × × 

包 括 利 益 × × × 

 親 会 社 株 主 に 係 る 包 括 利 益 × × × 

 非 支 配 株 主 に 係 る 包 括 利 益 × × × 

 (記載上の注意) 

  1 連結包括利益計算書を初めて記載した年度においては、その直前の年度におけるその

他の包括利益及びその内訳項目並びに包括利益及びその内訳項目の金額を注記するこ

と。 

  2 法令等に基づき、又は銀行及びその子会社等の包括利益の状態を明らかにするために

必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目以外の科

目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

  3 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

  4 その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示すること。ただし、

各内訳項目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効果の金額を

一括して加減する方法で記載することができる。いずれの場合も、その他の包括利益の

各内訳項目別の税効果の金額を注記すること。 

  5 親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額を

構成する項目のうち、当連結会計年度以前にその他の包括利益に含まれていた金額は、

組替調整額として、その他の包括利益の内訳項目ごとに注記すること。この注記は、上

記4の注記と併せて記載することができる。 

連結損益及び包括利益計算書 

  〔「(1) 連結損益計算書」及び「(2) 連結包括利益計算書」を構成する項目を、単一

の計算書に表示する場合〕 

(単位：百万円) 

科 目 金 額 

経 常 収 益 × × × 

 資 金 運 用 収 益 × × × 

  貸 出 金 利 息 × × × 

  有 価 証 券 利 息 配 当 金 × × × 

  コールローン利息及び買入手形利息 × × × 

  買 現 先 利 息 × × × 

  債 券 貸 借 取 引 受 入 利 息 × × × 

  預 け 金 利 息 × × × 

  そ の 他 の 受 入 利 息 × × × 

 役 務 取 引 等 収 益 × × × 

 特 定 取 引 収 益 × × × 

 そ の 他 業 務 収 益 × × × 

 そ の 他 経 常 収 益 × × × 

  貸 倒 引 当 金 戻 入 益 × × × 

  償 却 債 権 取 立 益 × × × 

  そ の 他 の 経 常 収 益 × × × 

経 常 費 用 × × × 

 資 金 調 達 費 用 × × × 

  預 金 利 息 × × × 

  譲 渡 性 預 金 利 息 × × × 

  コールマネー利息及び売渡手形利息 × × × 

  売 現 先 利 息 × × × 

  債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 × × × 

  コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー 利 息 × × × 

  借 用 金 利 息 × × × 

  短 期 社 債 利 息 × × × 

  社 債 利 息 × × × 

  新 株 予 約 権 付 社 債 利 息 × × × 

  そ の 他 の 支 払 利 息 × × × 

 役 務 取 引 等 費 用 × × × 

 特 定 取 引 費 用 × × × 

 そ の 他 業 務 費 用 × × × 

 営 業 経 費 × × × 

 そ の 他 経 常 費 用 × × × 

  貸 倒 引 当 金 繰 入 額 × × × 

  そ の 他 の 経 常 費 用 × × × 

経 常 利 益 × × × 

(又 は 経 常 損 失)  

特 別 利 益 × × × 

  固 定 資 産 処 分 益 × × × 

  負 の の れ ん 発 生 益 × × × 

  そ の 他 の 特 別 利 益 × × × 

特 別 損 失 × × × 

  固 定 資 産 処 分 損 × × × 

  減 損 損 失 × × × 

  そ の 他 の 特 別 損 失 × × × 

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 × × × 

(又 は 税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失)  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 × × × 

法 人 税 等 調 整 額 × × × 

法 人 税 等 合 計 × × × 

当 期 純 利 益 × × × 

(又 は 当 期 純 損 失)  

 親会社株主に帰属する当期純利益 × × × 

 
(又は親会社株主に帰属する当期純損

失) 
 

 非支配株主に帰属する当期純利益 × × × 

 
(又は非支配株主に帰属する当期純損

失) 
 

そ の 他 の 包 括 利 益 × × × 

 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 × × × 

 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 × × × 

 為 替 換 算 調 整 勘 定 × × × 

 退 職 給 付 に 係 る 調 整 額 × × × 

 持分法適用会社に対する持分相当額 × × × 

包 括 利 益 × × × 

 親 会 社 株 主 に 係 る 包 括 利 益 × × × 

 非 支 配 株 主 に 係 る 包 括 利 益 × × × 

 (記載上の注意) 

  1 顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識す

る場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)を注記すること。 

   (1) 当該連結会計年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、

時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当

該区分ごとの収益の額その他の事項 

   (2) 収益を理解するための基礎となる情報 

   (3) 当該連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報 

    (1)から(3)までに掲げる事項が会計方針に関する事項と同一であるときは、記載す

ることを要しない。 

  2 次に掲げる1株当たり情報に関する事項を注記すること。 

   (1) 1株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当

期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額

(銭単位) 

   (2) 銀行が当該連結会計年度又は当該連結会計年度の末日後において株式の併合又

は株式の分割をした場合には、その旨並びに当該連結会計年度の期首に株式の併合

又は株式の分割をしたと仮定して1株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金

額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり親会社

株主に帰属する当期純利益金額を算定している旨 

  3 上記のほか、銀行及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要な事項

を注記すること。 

  4 特定取引収益及び特定取引費用の金額は、銀行又はその子会社等が銀行法施行規則第

13条の6の3その他法令の規定により設けた特定取引勘定に係る収益及び費用の金額に

ついて記載すること。 

  5 「その他の特別利益」及び「その他の特別損失」には、非経常的な利益又は損失の金

額を記載すること。 

   ただし、その額が相当額以下で経常収益又は経常費用に重要な影響を及ぼさないもの

は、経常収益又は経常費用に記載することができるものとする。 

  6 連結損益及び包括利益計算書を初めて記載した年度においては、その直前の年度にお

けるその他の包括利益及びその内訳項目並びに包括利益及びその内訳項目の金額を注

記すること。 

  7 法令等に基づき、又は銀行及びその子会社等の損益若しくは包括利益の状態を明らか

にするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる

科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載するこ

と。 

  8 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

  9 その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示すること。ただし、

各内訳項目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効果の金額を

一括して加減する方法で記載することができる。いずれの場合も、その他の包括利益の

各内訳項目別の税効果の金額を注記すること。 

  10 親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額を

構成する項目のうち、当連結会計年度以前にその他の包括利益に含まれていた金額は、

組替調整額として、その他の包括利益の内訳項目ごとに注記すること。この注記は、9

の注記と併せて記載することができる。
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4 
   年  月  日から 

   年  月  日まで 
連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円) 

 株主資本 その他の包括利益累計額 株 式

引 受

権 

新 株

予 約

権 

非 支

配 株

主 持

分 

純資産

合計 
資本

金 

資本

剰余

金 

利益剰

余金 

自己株

式 

株主資

本合計 

そ の

他 有

価 証

券 評

価 差

額 金 

繰 延

ヘ ッ

ジ 損

益 

土 地

再 評

価 差

額 金 

為 替

換 算

調 整

勘 定 

退 職

給 付

に 係

る 調

整 累

計 額 

そ の

他 の

包 括

利 益

累 計

額 合

計 

当期首残高 ×× ×× ×× △×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× 

当期変動額                

 新株の発行 ×× ××   ××          ×× 

 剰余金の配当   △××  △××          △×× 

 親会社株主に

帰属する当期

純利益 

  ××  ××     

  

  

 

×× 

 自己株式の処分    ×× ××          ×× 

 ・・・・・・               ×× 

 株主資本以外の

項目の当期変動

額(純額) 

     ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× 

当期変動額合計 ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× 

当期末残高 ×× ×× ×× △×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× 

 (記載上の注意) 

  1 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を掲げる必要が生じたときは、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記

載すること。 

  2 変動事由及び金額の記載は、概ね連結貸借対照表における記載の順序によること。 

  3 株主資本以外の科目については、連結会計年度中の変動額を、変動事由ごとに記載することができる。 

  4 その他の包括利益累計額は、科目ごとの記載に代えてその他の包括利益累計額の合計額を、当連結会計年度期首残高、連結会計年度中の

変動額及び連結会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。 

  5 その他の包括利益累計額及び純資産の各合計欄の記載は省略することができる。 

  6 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第77条から第80条までの規定に従い注記すること。 

  7 遡及適用、修正再表示又は当該連結会計年度の前連結会計年度における企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行つた場合には、当期

首残高に対する累積的影響額及び当該遡及適用、修正再表示又は当該連結会計年度の前連結会計年度における企業結合に係る暫定的な会計

処理の確定の後の当期首残高を区分表示すること。 

   5 
   年  月  日から 

   年  月  日まで 
連結キャッシュ・フロー計算書 

〔直接法により表示する場合〕                    (単位：百万円) 

科 目 金 額 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 貸付金回収による収入  

 預金払出による支出  

 貸付金利息収入  

 預金利息支出  

 営業経費支出  

 ……………………………………………  

 法人税等の支払額  

 営業活動によるキャッシュ・フロー  

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 有価証券の取得による支出  

 有価証券の売却による収入  

 有形固定資産の取得による支出  

 有形固定資産の売却による収入  

 ……………………………………………  

 投資活動によるキャッシュ・フロー  

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 株式の発行による収入  

 自己株式の取得による支出  

 配当金の支払額  

 非支配株主への配当金の支払額  

 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得によ

る支出 

 

 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却によ

る収入 

 

 ……………………………………………  

 財務活動によるキャッシュ・フロー  

現金及び現金同等物に係る換算差額  

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)  

現金及び現金同等物の期首残高  

現金及び現金同等物の期末残高  

 (記載上の注意) 

  1 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。 

  2 法令等に基づき、又は銀行及びその子会社等のキャッシュ・フローの状態を明らかに

するために必要があるときは、この様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応

じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

〔間接法により表示する場合〕                    (単位：百万円) 

科 目 金 額 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前当期純利益(又は税金等調整前当期純

損失(△)) 

 

 減価償却費  

 減損損失  

 貸倒引当金の増減(△)  

 資金運用収益  

 資金調達費用  

 有価証券関係損益(△)  

 貸出金の純増(△)減  

 預金の純増減(△)  

 資金運用による収入  

 資金調達による支出  

 ……………………………………………  

 小 計  

 法人税等の支払額  

 営業活動によるキャッシュ・フロー  

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 有価証券の取得による支出  

 有価証券の売却による収入  

 有形固定資産の取得による支出  

 有形固定資産の売却による収入  

 ……………………………………………  

 投資活動によるキャッシュ・フロー  

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 株式の発行による収入  

 自己株式の取得による支出  

 配当金の支払額  

 非支配株主への配当金の支払額  

 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得によ

る支出 

 

 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却によ

る収入 

 

 ……………………………………………  

 財務活動によるキャッシュ・フロー  

現金及び現金同等物に係る換算差額  
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)  

現金及び現金同等物の期首残高  

現金及び現金同等物の期末残高  

 (記載上の注意) 

  1 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。 

  2 法令等に基づき、又は銀行及びその子会社等のキャッシュ・フローの状態を明らかに

するために必要があるときは、この様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応

じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

別
紙
様
式
第
６
号
（
第
１
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条
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６
項
関

係
）

（
略
）

別
紙
様
式
第
６
号
の
２
（
第
１
９
条
第
１
項
及
び
第
６
項

関
係
）

（
略
）

別
紙
様
式
第
６
号
の
３
（
第
１
９
条
第
１
項
及
び
第
６
項

関
係
）
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別
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係
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別
紙
様
式
第
９
号
（
第
２
０
条
第
１
項
関
係
）

別紙様式第9号(第20条第1項関係) 

第  期   
  年  月  日から 

  年  月  日まで 
事業報告 

 (記載上の注意) 

  1 この様式中に記載する金額、件数及び株数は、この様式中で指定された単位で記載

し、当該単位未満は切り捨てること。 

  2 この様式中に記載する構成比率、増減率その他の比率は、小数点第3位以下を切り

捨て小数点第2位までを記載すること。 

  3 この様式中の表及び各項目の「(記載上の注意)」に定める内容が含まれていれば、

適宜欄を追加してその他関連内容を記載し、又は様式中の表の形式によらなくても差

し支えない。また、様式で規定する項目の記載順序を変更することや、異なる項目を

一つの項目にまとめて記載しても差し支えない。 

  4 金融商品取引法に基づく有価証券報告書の記載項目と類似・関連する項目について、

実質的に同一の内容と解される場合には、有価証券報告書で規定されている用語を用

いても差し支えない。 

  5 この様式中に記載する次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。 

   ① 子会社 銀行法第2条第8項に規定する子会社をいう。 

   ② 子会社等 銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。 

   ③ 子法人等 銀行法施行令第4条の2第2項に規定する子法人等のうち、銀行法第2

条第8項に規定する子会社を除いたものをいう。 

   ④ 関連法人等 銀行法施行令第4条の2第3項に規定する関連法人等をいう。 

   ⑤ 完全子会社等 会社法第847条の3第2項第2号に規定する完全子会社等をいう。 

   ⑥ 親会社等 会社法第2条第1項第4号の2に規定する親会社等をいう。 

  6 銀行が当該事業年度に係る会社法施行規則第2条第2項第71号に規定する連結計算

書類の作成会社である場合には、この様式中に定める記載事項のうち「1 当行の現

況に関する事項」中「(l)事業の経過及び成果等」、「(2)財産及び損益の状況」、「(3)

使用人の状況」、「(4)営業所等の状況」、「(5)設備投資の状況」及び「(8)その他

銀行の現況に関する重要な事項」については、これらの全てを企業集団(当該銀行及

び子会社等をいう。以下同じ。)の状況について記載することで、当該銀行に関する

記載を省略できるものとする。ただし、「1 当行の現況に関する事項」中「(2)財産

及び損益の状況」については、当該銀行に関する事項をも記載すること。 

  7 当該事業年度の末日において公開会社でない銀行は、この様式中に定める記載事項

のうち「1 当行の現況に関する事項」、「2 会社役員(取締役、会計参与、監査役

及び執行役)に関する事項」、「3 社外役員に関する事項」、「4 当行の株式に関

する事項」及び「5 当行の新株予約権等に関する事項」については、記載を省略で

きるものとする。ただし、当該銀行は、この様式中に定める記載事項のうち事業報告

で記載を省略した事項については、業務報告書(銀行法施行規則別紙様式第3号。以下

同じ。)に同一内容の記載がある事項を除き、業務報告書に追加して記載すること。 

1 当行の現況に関する事項 

 (1) 事業の経過及び成果等 

 (記載上の注意) 

  1 銀行の主要な事業内容、金融経済環境並びに銀行のその事業年度における事業の経

過及び成果(主要な業務区分別)を記載すること。 

  2 銀行が対処すべき課題を記載すること。 

  3 企業集団の状況について記載する場合には、表題を「(1)企業集団の事業の経過及

び成果等」とし、企業集団の主要な事業内容、金融経済環境並びに企業集団を巡るそ

の事業年度における事業の経過及び成果(主要な業務区分別又は複数の事業セグメン

トを有している場合には事業セグメント若しくは報告セグメント別)、対処すべき課

題を記載すること。ただし、主要な事業内容の記載にあたり、企業集団における会社

以外の会社を含めている場合にはその旨を記載し、対処すべき課題の記載にあたり、

関連法人等を含めていない場合にはその旨を記載すること。 

 (2) 財産及び損益の状況 

  〔銀行の状況について記載する場合〕 

(単位：百万円) 

 年度 年度 年度 年度 

預 金     

 定 期 性 預 金     

 そ の 他     

貸 出 金     

 個 人 向 け     

 中 小 企 業 向 け     

 そ の 他     

商 品 有 価 証 券     

有 価 証 券     

 国 債     

 そ の 他     

総 資 産     

内 国 為 替 取 扱 高     

外 国 為 替 取 扱 高 百万ドル 百万ドル 百万ドル 百万ドル 

経 常 利 益 

( 又 は 経 常 損 失 ) 

    

当 期 純 利 益 

(又は当期純損失 ) 

    

1株当たり当期純利益 

(又は1株当たり当期

純損失) 

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 
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 (記載上の注意) 

  1 預金、貸出金、商品有価証券、有価証券及び総資産は、年度末残高を記載すること。 

    なお、社債を発行する銀行は、「長期信用銀行債等(預金保険法第2条第2項第5号に

規定する長期信用銀行債等をいう。以下同じ。)」及び「社債(長期信用銀行債等を除

く。)」を区分して欄を設け、年度末残高を記載すること。 

  2 貸出金のうち個人向けは、海外支店貸出、特別国際金融取引勘定貸出及び個人事業

主向けを除く貸出しを記載すること。 

  3 貸出金のうち中小企業向けは、海外支店貸出及び特別国際金融取引勘定貸出を除き、

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者に対する貸出し

を記載すること。 

  4 記載項目に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 

  5 必要がある場合は、4事業年度以前の事業年度についても記載すること。 

  6 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載するこ

と。 

  7 当該事業年度の前事業年度に係る事項については、遡及適用(財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則第8条第51項に規定する遡及適用をいう。以下7におい

て同じ。)、財務諸表の組替え(同条第52項に規定する財務諸表の組替えをいう。以下

7において同じ。)又は修正再表示(同条第53項に規定する修正再表示をいう。以下7に

おいて同じ。)を行わなければならない。ただし、当該事業年度の前事業年度より前

の事業年度に係る事項について、遡及適用、財務諸表の組替え又は修正再表示を行う

ことを妨げない。 

    なお、遡及適用、財務諸表の組替え又は修正再表示を行つた場合には、その旨を欄

外に注記すること。 

    上記にかかわらず、遡及適用又は財務諸表の組替えが実務上不可能な場合には、そ

の旨及びその理由を欄外に注記しなければならない。 

  8 1株当たり当期純利益(又は1株当たり当期純損失)は、当事業年度又は貸借対照表日

後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前事業年度の期首に当該株式

併合又は株式分割が行われたと仮定して算定すること。ただし、前事業年度より前の

事業年度の期首に当該株式併合又は株式分割が行われたと仮定して算定することを

妨げない。 

    なお、当事業年度又は貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた旨

及び当該株式併合又は株式分割が行われたと仮定した事業年度について、欄外に注記

すること。 

 〔企業集団の状況について記載する場合〕 

  イ 企業集団の財産及び損益の状況 

(単位：百万円) 

 年度 年度 年度 年度 

経 常 収 益     

経 常 利 益     

親会社株主に帰属する

当期純利益 

    

包 括 利 益     

純 資 産 額     

総 資 産     

 (記載上の注意) 

  1 表題を「(2) 企業集団及び当行の財産及び損益の状況」とすること。 

  2 記載項目に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 

  3 必要がある場合は、4連結会計年度以前の連結会計年度についても記載すること。 

  4 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載するこ

と。 

  5 当該連結会計年度の前連結会計年度に係る事項については、遡及適用(連結財務諸

表の用語、様式及び作成方法に関する規則第2条第43号に規定する遡及適用をいう。

以下5において同じ。)、連結財務諸表の組替え(同条第44号に規定する連結財務諸表

の組替えをいう。以下5において同じ。)又は修正再表示(同条第45号に規定する修正

再表示をいう。以下5において同じ。)を行わなければならない。ただし、当該連結会

計年度の前連結会計年度より前の連結会計年度に係る事項について、遡及適用、連結

財務諸表の組替え又は修正再表示を行うことを妨げない。 

    なお、遡及適用、連結財務諸表の組替え又は修正再表示を行つた場合には、その旨

を欄外に注記すること。 

    上記にかかわらず、遡及適用又は連結財務諸表の組替えが実務上不可能な場合には、

その旨及びその理由を欄外に注記しなければならない。 

  6 特例企業会計基準等適用法人等は、採用する企業会計の基準を明記した上で、本表

中の項目等によらず、当該企業会計の基準で使用する項目等により記載すれば足りる。 

  ロ 当行の財産及び損益の状況 

(単位：百万円) 

 年度 年度 年度 年度 

預 金     

 定 期 性 預 金     

 そ の 他     

貸 出 金     

 個 人 向 け     

 中 小 企 業 向 け     

 そ の 他     

商 品 有 価 証 券     

有 価 証 券     

 国 債     

 そ の 他     

総 資 産     

内 国 為 替 取 扱 高     

外 国 為 替 取 扱 高 百万ドル 百万ドル 百万ドル 百万ドル 

経 常 利 益 

( 又 は 経 常 損 失 ) 

    

当 期 純 利 益 

(又は当期純損失 ) 

    

1株当たり当期純利益 

(又は1株当たり当期

純損失) 

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

 (記載上の注意) 

  1 預金、貸出金、商品有価証券、有価証券及び総資産は、年度末残高を記載すること。 

    なお、社債を発行する銀行は、「長期信用銀行債等(預金保険法第2条第2項第5号に

規定する長期信用銀行債等をいう。以下同じ。)」及び「社債(長期信用銀行債等を除

く。)」を区分して欄を設け、年度末残高を記載すること。 

  2 貸出金のうち個人向けは、海外支店貸出、特別国際金融取引勘定貸出及び個人事業

主向けを除く貸出しを記載すること。 

  3 貸出金のうち中小企業向けは、海外支店貸出及び特別国際金融取引勘定貸出を除き、

中小企業基本法第2条に規定する中小企業者に対する貸出しを記載すること。 

  4 記載項目に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 

  5 必要がある場合は、4事業年度以前の事業年度についても記載すること。 

  6 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載するこ

と。 

  7 当該事業年度の前事業年度に係る事項については、遡及適用(財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則第8条第51項に規定する遡及適用をいう。以下7におい

て同じ。)、財務諸表の組替え(同条第52項に規定する財務諸表の組替えをいう。以下

7において同じ。)又は修正再表示(同条第53項に規定する修正再表示をいう。以下7に

おいて同じ。)を行わなければならない。ただし、当該事業年度の前事業年度より前

の事業年度に係る事項について、遡及適用、財務諸表の組替え又は修正再表示を行う

ことを妨げない。 

    なお、遡及適用、財務諸表の組替え又は修正再表示を行つた場合には、その旨を欄

外に注記すること。 

    上記にかかわらず、遡及適用又は財務諸表の組替えが実務上不可能な場合には、そ

の旨及びその理由を欄外に注記しなければならない。 

  8 1株当たり当期純利益(又は1株当たり当期純損失)は、当事業年度又は貸借対照表日

後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前事業年度の期首に当該株式

併合又は株式分割が行われたと仮定して算定すること。ただし、前事業年度より前の

事業年度の期首に当該株式併合又は株式分割が行われたと仮定して算定することを

妨げない。 

    なお、当事業年度又は貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた旨

及び当該株式併合又は株式分割が行われたと仮定した事業年度について、欄外に注記

すること。 

 (3) 使用人の状況 

  〔銀行の状況について記載する場合〕 

 当 年 度 末 

使 用 人 数 人 

平 均 年 齢 年  月 

平 均 勤 続 年 数 年  月 

平 均 給 与 月 額 千円 
 

 当 年 度 末 

○○部門 △△部門 

使 用 人 数 人 人 

 (記載上の注意) 

  1 使用人は、臨時雇員及び嘱託を除いた在籍者数を記載すること。 

  2 適宜欄を設け、使用人数(就業者数で可)を主要な業務区分別(区別することが困難

である場合を除く。)に記載すること。 

 〔企業集団の状況について記載する場合〕 

 当 年 度 末 

銀 行 業 ・・・事業 

使 用 人 数 人 人 

 (記載上の注意) 

  1 表題を「(3)企業集団の使用人の状況」とすること。 

  2 適宜欄を設け、銀行、子会社及び子法人等(非連結の子会社及び子法人等を除く。)

の使用人数(就業者数で可)を事業セグメント又は報告セグメント別(複数の事業セグ

メントを有していない場合には主要な業務区分別)に記載し、関連法人等の使用人数

は記載を要しない。 

  3 必要がある場合は、平均年齢、平均勤続年数、平均給与月額についても欄を設け記

載すること。 

 (4) 営業所等の状況 

 〔銀行の状況について記載する場合〕 

  イ 営業所数 

 当 年 度 末 

 店 うち出張所 

(   ) 

 (   ) 

 (   ) 
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 (   ) 

国 内 計 (   ) 

 (   ) 

 (   ) 

 (   ) 

海 外 計 (   ) 

合 計 (   ) 

  ロ 当年度新設営業所 

営 業 所 名 所 在 地 

  

  

  

  

  

 (記載上の注意) 

  1 当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者(銀行法第52条の60の2第2項の規定により

銀行代理業者とみなされる銀行等を含む。以下同じ。)が銀行代理業を営む営業所又

は事務所を除いて記載すること。 

  2 「営業所数」については、適宜地区別に区分して記載すること。 

  3 駐在員事務所については、欄外に注記すること。 

  4 主要な業務区分別(区別することが困難である場合を除く。)に記載すること。 

  ハ 銀行代理業者の一覧 

氏名又は名称 主たる営業所又は事務所の所在地 
銀行代理業以外の主要業

務 

   

   

   

 (記載上の注意) 

   当年度末時点における当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者を記載すること。 

  ニ 銀行が営む銀行代理業等の状況 

所属金融機関の商号又は名称 

 

 

 

 (記載上の注意) 

   当該銀行が銀行代理業等(銀行代理業、長期信用銀行法第16条の5第2項に規定する長

期信用銀行代理業、信用金庫法第85条の2第2項に規定する信用金庫代理業、労働金庫

法第89条の3第2項に規定する労働金庫代理業、協同組合による金融事業に関する法律

第6条の3第2項に規定する信用協同組合代理業、農業協同組合法第92条の2第2項に規定

する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第121条の2第2項に規定する特定信用事業

代理業及び農林中央金庫法第95条の2第2項に規定する農林中央金庫代理業をいう。)を

営む場合に記載すること。 

 〔企業集団の状況について記載する場合〕 

  イ 銀行業 

  ロ ・・・事業 

 (記載上の注意) 

  1 表題を「(4) 企業集団の主要な営業所等の状況」とすること。 

  2 銀行業の記載にあたつては、以下のとおり記載すること。 

   ① 当該銀行の営む主要な営業所及び営業所数を記載すること。(当該銀行を所属銀

行とする銀行代理業者が銀行代理業を営む営業所又は事務所を除く。) 

   ② 「銀行代理業者の一覧」については、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者

を記載すること。 

   ③ 「銀行が営む銀行代理業等の状況」については、当該銀行が銀行代理業等を営

む場合に記載すること。 

  3 銀行業以外のその他の事業の記載にあたつては、適宜項目(ロ、ハ、ニ等)を設け、

子会社及び子法人等(非連結の子会社及び子法人等を除く。)の主要な会社名及びその

主要な営業所を事業セグメント又は報告セグメント別(複数の事業セグメントを有し

ていない場合には主要な業務区分別)に記載し、関連法人等の主要な会社名及びその

主要な営業所については、記載を要しない。 

 (5) 設備投資の状況 

 〔銀行の状況について記載する場合〕 

  イ 設備投資の総額 

(単位 百万円) 

設 備 投 資 の 総 額  

 (記載上の注意) 

  1 当該事業年度中に実施した設備投資の総額を記載すること。 

  2 主要な業務区分別(区別することが困難である場合を除く。)に、記載すること。 

  ロ 重要な設備の新設等 

(単位 百万円) 

内 容 金 額 

  

 (記載上の注意) 

  1 当該事業年度中に実施した重要な設備の新設、拡充、改修について、その内容及び

金額を記載すること。また、当該事業年度中に実施した重要な設備の処分、除却につ

いてはその内容を記載すること。 

  2 主要な業務区分別(区別することが困難である場合を除く。)に、記載すること。 

 〔企業集団の状況について記載する場合〕 

 (記載上の注意) 

  1 表題を「(5)企業集団の設備投資の状況」とすること。 

  2 銀行並びに子会社及び子法人等(非連結の子会社及び子法人等を除く。)の設備投資

の状況を事業セグメント又は報告セグメント別(複数の事業セグメントを有していな

い場合には主要な業務区分別)に記載することとし、関連法人等の設備投資の状況に

ついては、記載を要しない。 

  3 当該連結会計年度中に実施した設備投資の総額を記載すること。 

  4 当該連結会計年度中に実施した重要な設備の新設、拡充、改修について、その内容

及び金額を記載すること。また、当該連結会計年度中に実施した重要な設備の処分、

除却についてはその内容を記載すること。 

 (6) 重要な親会社及び子会社等の状況 

  イ 親会社の状況 

会 社 名 所 在 地 
主要業務

内 容 
資 本 金 

親会社が

有する当

行の議決

権 比 率 

そ の 他 

   百万円 ％  

  ロ 子会社等の状況 

会 社 名 所 在 地 
主要業務

内 容 
資 本 金 

当行が有

する子会

社等の議

決権比率 

そ の 他 

   百万円 ％  

      

      

      

      

 (記載上の注意) 

  1 親会社及び子会社等のうち、重要なものについて記載すること。 

  2 銀行と親会社との間に銀行の重要な財務及び事業の方針に関する契約等が存在す

る場合には、その内容の概要を「イ 親会社の状況」中の「その他」に記載すること。 

  3 重要な業務提携の概況を付記すること。 

 (7) 事業譲渡等の状況 

事業譲渡等の日付 事 業 譲 渡 等 の 状 況 

  

 (記載上の注意) 

   次に掲げる事項について記載すること。 

  1 重要な事業譲渡、吸収分割又は新設分割 

  2 他の会社(外国会社を含む。)の事業の譲受けのうち重要なもの 

  3 他の会社(外国会社を含む。)の株式その他の持分又は新株予約権等(会社法施行規

則第2条第3項第14号に規定する新株予約権等をいう。以下同じ。)の取得又は処分の

うち重要なもの 

  4 吸収合併(会社以外の者との合併(当該合併後当該銀行が存続するものに限る。)を

含む。)又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継のうち重要な

もの 

 (8) その他銀行の現況に関する重要な事項 

 (記載上の注意) 

  1 その他銀行の現況に関する重要な事項があるときは、その内容を記載すること。 

  2 当行の企業集団の状況について記載する場合には、表題を「(8)その他企業集団の

現況に関する重要な事項」とし、その他企業集団の現況に関する重要な事項を記載す

ること。 

2 会社役員(取締役、会計参与、監査役及び執行役)に関する事項 

 (1) 会社役員の状況 

(年度末現在) 

氏 名 地位及び担当 重要な兼職 そ の 他 

    

    

    

    

    

 (記載上の注意) 

  1 直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限り記載すること

(2、7及び9を除く。)。 

  2 辞任し、又は解任された会社役員(株主総会又は種類株主総会の決議によつて解任

されたものを除く。)があるときは、辞任した旨又は解任された旨、会社法第342条の

2第1項若しくは第4項又は第345条第1項(同条第4項において読み替えて準用する場合

を含む。)の意見があるときは、その意見の内容及び同法第342条の2第2項又は第345

条第2項(同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)の理由があるときは、

その理由を「その他」に記載すること(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の

内容としたものを除く。)。 

  3 社外役員については、社外役員である旨を「地位及び担当」に括弧内書すること。 

  4 取締役、監査役及び執行役については、兼職の状況(重要でないものを除く。)を「重

要な兼職」に記載すること。 

  5 会計参与については、その氏名又は名称を「氏名」に記載すること。 

  6 監査等委員若しくは監査委員に就いている取締役又は監査役については、当該監査
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等委員若しくは当該監査委員に就いている取締役又は監査役が財務及び会計に関す

る相当程度の知見を有しているものであるときは、その事実を「その他」に記載する

こと。 

  7 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項を欄外に記載すること。 

   ① 銀行が当該事業年度の末日において監査等委員会設置会社である場合 常勤の

監査等委員の選定の有無及びその理由 

   ② 銀行が当該事業年度の末日において指名委員会等設置会社である場合 常勤の

監査委員の選定の有無及びその理由 

  8 その他会社役員に関する重要な事項を欄外に記載すること。 

 (2) 会社役員に対する報酬等 

(単位：百万円) 

区 分 支 給 人 数 報 酬 等 

取 締 役   

会 計 参 与   

監 査 役   

執 行 役   

計   

 (記載上の注意) 

  1 報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産

上の利益をいう。 

  2 取締役(監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員である取締役又はそれ以外

の取締役)、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額(当該報酬等が業績連動

報酬等(会社法施行規則第98条の5第2号に規定する業績連動報酬等をいう。以下同

じ。)又は非金銭報酬等(会社法施行規則第98条の5第3号に規定する非金銭報酬等をい

う。以下同じ。)を含む場合には、業績連動報酬等の総額、非金銭報酬等の総額及び

それら以外の報酬等の総額。)及び現に支給対象となつた人数を記載すること。ただ

し、会社法施行規則第121条第4号ロ又はハにより、適宜設欄のうえ記載することもで

きる。また、同条第5号に規定する報酬等についても記載すること。 

  3 報酬等が業績連動報酬等を含む場合には、次に掲げる事項についても欄外に記載す

ること。 

   ① 当該業績連動報酬等の額又は数の算定の基礎として選定した業績指標(会社法

施行規則第98条の5第2号に規定する業績指標をいう。以下同じ。)の内容及び当該

業績指標を選定した理由 

   ② 当該業績連動報酬等の額又は数の算定方法 

   ③ 当該業績連動報酬等の額又は数の算定に用いた①の業績指標に関する実績 

  4 報酬等が非金銭報酬等を含む場合には、当該非金銭報酬等の内容についても欄外に

記載すること。 

  5 報酬以外の金額(非金銭報酬等を除く)については、その金額を「報酬等」の欄に括

弧内書すること。 

  6 会社役員(社外役員を除く。)が当該銀行の支配人その他の使用人を兼ねている場合

における当該支配人その他の使用人としての報酬等の金額を欄外に記載すること(報

酬以外の金額については、その金額を括弧内書すること。)。 

  7 会社役員の報酬等についての定款の定め又は株主総会の決議による定めがある場

合には、当該定款の定めを設けた日又は当該株主総会の決議の日、当該定めの内容の

概要及び当該定めに係る会社役員の人数を欄外に記載すること。会社役員に対する定

款又は株主総会で定められた報酬限度額を欄外に記載すること。ただし、指名委員会

等設置会社にあつては、記載を要しない。 

  8 会社役員に対する退職慰労金及び役員賞与金は、取締役、会計参与、監査役又は執

行役を区分してそれぞれ金額を記載すること。 

  9 会社法第361条第7項の方針又は同法第409条第1項の方針を定めているときは、当該

方針の決定の方法、当該方針の内容の概要及び当該事業年度に係る取締役(監査等委

員である取締役を除き、指名委員会等設置会社にあつては、会社法第404条第2項第1

号に規定する執行役等)の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締

役会(指名委員会等設置会社にあつては、報酬委員会)が判断した理由を記載すること。 

  10 各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針(9に規定する

方針を除く。)を定めているときは、当該方針の決定の方法及びその方針の内容の概

要を記載すること。ただし、当該事業年度の末日において、監査役会設置会社(公開

会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であつて金融商品取引法第24条第1項

の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しな

ければならないもの、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社でない銀行に

ついては、記載を省略することができる。 

  11 取締役会から委任を受けた取締役その他の第三者が当該事業年度に係る取締役

(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の全部又は一部を決定し

たときは、その旨を欄外に記載するとともに、当該委任を受けた者の氏名並びに当該

内容を決定した日における銀行における地位及び担当、委任された権限の内容、権限

を委任した理由、権限が適切に行使されるようにするための措置を講じた場合にあつ

ては、その内容を欄外に記載すること。ただし、指名委員会等設置会社にあつては、

記載を要しない。 

 (3) 責任限定契約 

氏名 責任限定契約の内容の概要 

  

  

  

 (記載上の注意) 

   会社役員(取締役又は監査役に限る。)と銀行との間で責任限定契約(会社法第427条

第1項の契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該

契約によつて当該会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措

置を講じている場合にあつては、その内容を含む。)を記載すること。 

 (4) 補償契約 

  イ 在任中の会社役員との間の補償契約 

会社役員の氏名 補償契約の内容の概要 

  

  

  

 (記載上の注意) 

  1 補償契約とは、会社法第430条の2第1項に規定する契約をいう。以下同じ。 

  2 会社役員は、銀行との間で補償契約を締結している役員のうち、直前の定時株主総

会の終結の日の翌日以降に在任していた取締役、監査役又は執行役を記載すること。 

  3 「補償契約の内容の概要」には、補償契約の内容の概要(当該補償契約によつて当

該会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じてい

る場合にあつては、その内容を含む。)を記載すること。 

  ロ 補償契約の履行等に関する事項 

会社役員の氏名 補償契約の履行等に関する事項 

  

  

  

 (記載上の注意) 

  1 会社役員は、銀行との間で補償契約を締結し又は締結していた役員(取締役、監査

役又は執行役に限り、当該事業年度の前事業年度の末日までに退任した者を含む。)

のうち、該当事項のある者を記載すること。 

  2 「補償契約の履行等に関する事項」には、次に掲げる事項を記載すること。 

   ① 補償契約に基づき当該会社役員に対して会社法第430条の2第1項第1号に掲げる

費用を補償した銀行が、当該事業年度において、当該会社役員が同号の職務の執

行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知つたときは、その旨 

   ② 当該事業年度において、銀行が当該会社役員に対して補償契約に基づき会社法

第430条の2第1項第2号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額 

 (5) 役員等賠償責任保険契約に関する事項 

被保険者の範囲 役員等賠償責任保険契約の内容の概要 

  

  

  

 (記載上の注意) 

  1 銀行が、保険者との間で役員等賠償責任保険契約(会社法第430条の3第1項に規定す

る保険契約をいう。)を締結している場合に、該当事項を記載すること。 

  2 「役員等賠償責任保険契約の内容の概要」には、役員等賠償責任保険契約の内容の

概要(被保険者が実質的に保険料を負担している場合にあつてはその負担割合、填補

の対象とされる保険事故の概要及び当該役員等賠償責任保険契約によつて被保険者

である銀行の役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を

講じている場合にあつては、その内容を含む。)を記載すること。 

3 社外役員に関する事項 

 (記載上の注意) 

   直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限り記載すること

((3)及び(4)を除く。)。 

 (1) 社外役員の兼職その他の状況 

氏 名 兼 職 そ の 他 の 状 況 

  

  

  

  

  

  

 (記載上の注意) 

  1 社外役員が他の法人等の業務執行者(会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する

業務執行者をいう。以下同じ。)であることが重要な兼職(同令第121条第8号に規定す

る重要な兼職をいう。以下同じ。)に該当する場合は、銀行と当該他の法人等との関

係を記載すること。 

  2 社外役員が他の法人等の社外役員その他これに類する者を兼任していることが重

要な兼職に該当する場合は、銀行と当該他の法人等との関係を記載すること。 

  3 社外役員が次に掲げる者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者である

ことを銀行が知つているときは、その事実(重要でないものを除く。)を記載すること。 

   ① 銀行の親会社等(自然人であるものに限る。) 

   ② 銀行又は銀行の特定関係事業者(会社法施行規則第2条第3項第19号に規定する

特定関係事業者をいう。)の業務執行者又は役員(業務執行者であるものを除く。) 

 (2) 社外役員の主な活動状況 

氏 名 在任期間 取締役会への出席状況 
取締役会における発言その他

の活動状況 

    

    

    

 (記載上の注意) 

  1 本表における取締役会は、次に掲げる者である場合にあつては、次に定めるものを

含む。 

   ① 監査役会設置会社の社外監査役 監査役会 

   ② 監査等委員会設置会社の監査等委員 監査等委員会 
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   ③ 指名委員会等設置会社の監査委員 監査委員会 

  2 「取締役会における発言その他の活動状況」には、以下の事項を記載すること。 

   ① 当該社外役員の意見により銀行の事業の方針又は事業その他の事項に係る決定

が変更されたときは、その内容(重要でないものを除く。) 

   ② 銀行において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行(当該社外

役員が社外監査役である場合にあつては、不正な業務の執行)が行われた事実(重

要でないものを除く。)があるときは、各社外役員が当該事実の発生の予防のため

に行つた行為及び当該事実の発生後の対応として行つた行為の概要 

   ③ 当該社外役員が社外取締役であるときは、当該社外役員が果たすことが期待さ

れる役割に関して行つた職務の概要(①及び②に掲げる事項を除く。) 

 (3) 社外役員に対する報酬等 

(単位：百万円) 

 支 給 人 数 銀行からの報酬等 
銀行の親会社等からの

報酬等 

報酬等の合計    

 (記載上の注意) 

  1 報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産

上の利益をいう。 

  2 社外役員の報酬等の総額及び現に支給対象となつた人数を記載すること。ただし、

会社法施行規則第124条第5号ロ又はハにより、適宜設欄のうえ記載することもできる。

また、同条第6号に規定する報酬等についても記載すること。 

  3 銀行の社外役員に対する報酬以外の金額については、その金額を「銀行からの報酬

等」の欄に括弧内書すること。 

  4 銀行の社外役員に対する退職慰労金及び役員賞与金は、取締役と監査役を区分して

それぞれ金額を記載すること。 

  5 「銀行の親会社等からの報酬等」については、次の①又は②に掲げる場合の区分に

応じ、当該①又は②に定めるものから当該事業年度において会社役員としての報酬等

を受けているときは、当該報酬等の総額を記載すること(社外役員であつた期間に受

けたものに限る。)。 

   ① 銀行に親会社等がある場合 当該親会社等又は当該親会社等の子会社等(当該

銀行を除く。) 

   ② 銀行に親会社等がない場合 銀行の子会社又は子法人等 

 (4) 社外役員の意見 

氏 名 社 外 役 員 の 意 見 の 内 容 

  

  

  

  

 (記載上の注意) 

   「3 社外役員に関する事項」の(1)から(4)に掲げる内容に対して社外役員の意見が

あるときは、その意見の内容を記載すること。 

4 当行の株式に関する事項 

 (1) 株式数     発行可能株式総数      千株 

            発行済株式の総数      千株 

 (2) 当年度末株主数                名 

 (3) 大株主 

株主の氏名又は

名称 

当 行 へ の 出 資 状 況 

持 株 数 等 持 株 比 率 

 千株 ％ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 (記載上の注意) 

  1 当該事業年度の末日において発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対するその有

する株式の数の割合が高いことにおいて上位となる10名の株主について、持株数の順

に記載すること。 

  2 種類株式発行銀行(剰余金の配当その他の会社法第108条第1項各号に掲げる事項に

ついて内容の異なる2以上の種類の株式を発行する銀行をいう。)にあつては、(1)か

ら(3)までをそれぞれ株式の種類ごとに記載すること。 

  3 その他株式に関する重要な事項を記載すること。 

 (4) 役員保有株式 

 
株式の交付を受けた者の人

数 

株式の数(株式の種類及び

種類ごとの数) 

取締役(監査等委員であるも

の及び社外役員を除き、執行

役を含む。) 

  

社外取締役(監査等委員であ

るものを除き、社外役員に限

る。) 

  

監査等委員である取締役   

会 計 参 与 及 び 監 査 役   

 (記載上の注意) 

   当該事業年度中に銀行の会社役員(当該事業年度に会社役員であつた者を含む。)に

対して当行が交付した当行の株式(職務執行の対価として交付したものに限り、銀行が

会社役員に対して職務執行の対価として募集株式と引換えにする払込みに充てるため

の金銭を交付した場合において、当該金銭の払込みと引換えに交付した銀行の株式を

含む。)がある場合には、株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種

類ごとの数)及び株式の交付を受けた者の人数を記載すること。 

5 当行の新株予約権等に関する事項 

 (1) 事業年度の末日において当行の会社役員が有している当行の新株予約権等 

 新株予約権等の内容の概

要 

新株予約権等を有する者の

人数 

取締役(監査等委員であるも

の及び社外役員を除く。)及び

執行役 

  

社外取締役(監査等委員であ

るものを除く。) 

  

監査等委員である取締役   

会 計 参 与 及 び 監 査 役   

 (記載上の注意) 

  1 会社役員は、当該事業年度の末日において在任している者に限る。 

  2 新株予約権等は、銀行が職務執行の対価として交付した新株予約権等に限り、銀行

が会社役員に対して職務執行の対価として募集新株予約権と引換えにする払込みに

充てるための金銭を交付した場合において、当該金銭の払込みと引換えに銀行が交付

した新株予約権等を含む。 

 (2) 事業年度中に使用人等に交付した当行の新株予約権等 

 新株予約権等の内容の概

要 

新株予約権等を交付した者

の人数 

使 用 人   

子会社及び子法人等の会社役

員及び使用人 

  

 (記載上の注意) 

  1 銀行が職務執行の対価として交付した新株予約権等に限り記載すること。 

  2 「使用人」とは、当該銀行の会社役員を兼ねている使用人を除く使用人をいうもの

とする。 

  3 「子会社及び子法人等の会社役員及び使用人」とは、当該銀行の会社役員又は使用

人を兼ねている子会社の会社役員及び使用人を除く子会社及び子法人等の会社役員

及び使用人をいうものとする。 

  4 その他新株予約権等に関する重要な事項を欄外に記載すること。 

6 会計監査人に関する事項 

 (1) 会計監査人の状況 

(単位 百万円) 

氏 名 又 は 名 称 
当該事業年度に係る報酬

等 
そ の 他 

   

   

   

 (記載上の注意) 

  1 会計監査人が監査法人である場合は、当該監査法人の名称及び当該銀行の監査の職

務を行つた指定社員(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第34条の10の4に規定する

指定社員をいう。)の氏名を記載すること。 

  2 報酬等とは、報酬その他の職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利

益をいう。 

  3 次に掲げる事項を「その他」に記載すること。 

   ① 報酬等について監査役(監査役会設置会社にあつては監査役会、監査等委員会設

置会社にあつては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあつては監査委員会)が

会社法第399条第1項の同意をした理由 

   ② 会計監査人が対価を得て行う非監査業務(公認会計士法第2条第1項の業務以外

の業務をいう。以下同じ。)の内容 

   ③ 会計監査人が過去2年間に業務停止の処分を受けた者である場合における当該

処分に係る事項(銀行が事業報告の内容として適切であるものと判断した事項に

限る。) 

   ④ 会計監査人が現に業務の停止を受けその停止期間を経過しない者であるときは、

当該処分に係る事項 

  4 辞任した会計監査人又は解任された会計監査人(株主総会の決議によつて解任され

たものを除く。)があるときは、「氏名又は名称」に当該会計監査人の氏名又は名称

を、「その他」に次に掲げる事項(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容

としたものを除く。)を記載すること。 

   ① 会社法第340条第3項の理由があるときは、その理由 

   ② 会社法第345条第5項において読み替えて準用する同条第1項の意見があるとき

は、その意見の内容 

   ③ 会社法第345条第5項において読み替えて準用する同条第2項の理由又は意見が

あるときは、その理由又は意見 

  5 会社法第444条第3項に規定する大会社である場合には、銀行の会計監査人である公

認会計土又は監査法人に、当該銀行、子会社及び子法人等が支払うべき金銭その他の

財産上の利益の合計額を欄外に記載すること。なお、この額は当該事業年度に係る連

結損益計算書に計上すべきものに限る。 

 (2) 責任限定契約 
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氏名又は名称 責任限定契約の内容の概要 

  

  

  

 (記載上の注意) 

   会計監査人と銀行との間で締結している責任限定契約の内容(当該契約によつて当

該会計監査人の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じてい

る場合にあつては、その内容を含む。)の概要を記載すること。 

 (3) 補償契約 

  イ 在任中の会計監査人との間の補償契約 

会計監査人の氏名

又は名称 
補償契約の内容の概要 

  

  

  

 (記載上の注意) 

  1 銀行が、会計監査人との間で補償契約を締結している場合に記載すること。 

  2 「補償契約の内容の概要」には、補償契約の内容の概要(当該補償契約によつて当

該会計監査人の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じて

いる場合にあつては、その内容を含む。)を記載すること。 

  ロ 補償契約の履行等に関する事項 

会計監査人の氏名

又は名称 
補償契約の履行等に関する事項 

  

  

  

 (記載上の注意) 

  1 会計監査人は、銀行との間で補償契約を締結し又は締結していた会計監査人(当該

事業年度の前事業年度の末日までに退任した者を含む。)のうち、該当事項のある者

を記載すること。 

  2 「補償契約の履行等に関する事項」には、次に掲げる事項を記載すること。 

   ① 補償契約に基づき当該会計監査人に対して会社法第430条の2第1項第1号に掲げ

る費用を補償した銀行が、当該事業年度において、当該会計監査人が同号の職務

の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知つたときは、そ

の旨 

   ② 当該事業年度において、銀行が当該会計監査人に対して補償契約に基づき会社

法第430条の2第1項第2号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金

額 

 (4) 会計監査人に関するその他の事項 

  イ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 

  ロ 会社法第444条第3項に規定する大会社である場合には、銀行の会計監査人以外の

公認会計士(公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。)又は

監査法人(外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。)が、銀行

の重要な子会社及び子法人等の計算関係書類(これに相当するものを含む。)の監査

(会社法又は金融商品取引法(これらの法律に相当する外国の法令を含む。)の規定に

よるものに限る。)をしているときは、その事実 

 (記載上の注意) 

   当該事業年度の末日において公開会社でない銀行は、以下の事項について、記載を

省略できるものとする。ただし、当該事項については、業務報告書に追加して記載す

ること。 

  ① 当該事業年度に係る各会計監査人の報酬等の額 

  ② 会計監査人に対して非監査業務の対価を支払つているときは、その非監査業務の

内容 

  ③ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 

7 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

 (記載上の注意) 

   財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めている場

合には、会社法施行規則第118条第3号の規定に従い記載すること。 

8 業務の適正を確保する体制 

 (記載上の注意) 

   次に掲げる体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の

内容の概要及び当該体制の運用状況の概要を記載すること。 

  1 会社法第348条第3項第4号に規定する体制 

  2 会社法第362条第4項第6号に規定する体制 

  3 会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに規定する体制 

  4 会社法第416条第1項第1号ロ及びホに規定する体制 

9 特定完全子会社に関する事項 

 (記載上の注意) 

   銀行(当該事業年度の末日において、その完全親会社等(会社法第847条の3第2項に規

定する完全親会社等をいう。)があるものを除く。)に特定完全子会社(当該事業年度の

末日において、当該銀行及びその完全子会社等(同法第847条の3第3項の規定により当

該完全子会社等とみなされるものを含む。以下9において同じ。)における当該銀行の

ある完全子会社等(株式会社に限る。)の株式の帳簿価額が当該銀行の当該事業年度に

係る貸借対照表の資産の部に計上した額の合計額の5分の1(同法第847条の3第4項の規

定により5分の1を下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)を超える場合

における当該ある完全子会社等をいう。)がある場合には、会社法施行規則第118条第4

号の規定に従い記載すること。 

10 親会社等との間の取引に関する事項 

 (記載上の注意) 

   銀行とその親会社等との間の取引(当該銀行と第三者との間の取引で当該銀行とそ

の親会社等との間の利益が相反するものを含む。)であつて、当該銀行の当該事業年度

に係る個別注記表において会社計算規則第112条第1項に規定する注記を要するもの

(同項ただし書の規定により同項第4号から第6号まで及び第8号に掲げる事項を省略す

るものを除く。)がある場合には、会社法施行規則第118条第5号の規定に従い記載する

こと。 

11 会計参与に関する事項 

 (1) 責任限定契約 

氏名又は名称 責任限定契約の内容の概要 

  

  

 (記載上の注意) 

   会計参与と銀行との間で責任限定契約を締結しているときは、当該契約の内容(当該

契約によつて当該会計参与の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措

置を講じている場合にあつては、その内容を含む。)の概要を記載すること。 

 (2) 補償契約 

  イ 在任中の会計参与との間の補償契約 

会計参与の氏名又

は名称 
補償契約の内容の概要 

  

  

  

 (記載上の注意) 

  1 銀行が、会計参与との間で補償契約を締結している場合に記載すること。 

  2 「補償契約の内容の概要」には、補償契約の内容の概要(当該補償契約によつて当

該会計参与の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じてい

る場合にあつては、その内容を含む。)を記載すること。 

  ロ 補償契約の履行等に関する事項 

会計参与の氏名又

は名称 
補償契約の履行等に関する事項 

  

  

  

 (記載上の注意) 

  1 会計参与は、銀行との間で補償契約を締結し又は締結していた会計参与(当該事業

年度の前事業年度の末日までに退任した者を含む。)のうち、該当事項のある者を記

載すること。 

  2 「補償契約の履行等に関する事項」には、次に掲げる事項を記載すること。 

   ① 補償契約に基づき当該会計参与に対して会社法第430条の2第1項第1号に掲げる

費用を補償した銀行が、当該事業年度において、当該会計参与が同号の職務の執

行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知つたときは、その旨 

   ② 当該事業年度において、銀行が当該会計参与に対して補償契約に基づき会社法

第430条の2第1項第2号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額 

12 その他 

 (記載上の注意) 

  1 会社法第459条第1項の規定による定款の定めがあるときは、当該定款の定めにより

取締役会に与えられた権限の行使に関する方針を記載すること。 

  2 その他必要な事項は、その項目を掲げて記載すること。 
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別
紙
様
式
第
９
号
の
２
（
第
２
０
条
第
１
項
関
係
）

別紙様式第9号の2(第20条第1項関係) 

第  期 
  年  月  日から 

  年  月  日まで 
事業報告 

 (記載上の注意) 

  1 この様式中に記載する金額、件数及び株数は、この様式中で指定された単位で記載

し、当該単位未満は切り捨てること。 

  2 この様式中に記載する構成比率、増減率その他の比率は、小数点第3位以下を切り捨

て小数点第2位までを記載すること。 

  3 この様式中の表及び各項目の「(記載上の注意)」に定める内容が含まれていれば、

適宜欄を追加してその他関連内容を記載し、又は様式中の表の形式によらなくて差し

支えない。また、様式で規定する項目の記載順序を変更することや、異なる項目を一

つの項目にまとめて記載しても差し支えない。 

  4 金融商品取引法に基づく有価証券報告書の記載項目と類似・関連する項目について、

実質的に同一の内容と解される場合には、有価証券報告書で規定されている用語を用

いても差し支えない。 

  5 この様式中に記載する次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。 

  ① 子会社 銀行法第2条第8項に規定する子会社をいう。 

  ② 子会社等 銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。 

  ③ 子法人等 銀行法施行令第4条の2第2項に規定する子法人等のうち、銀行法第2条

第8項に規定する子会社を除いたものをいう。 

  ④ 関連法人等 銀行法施行令第4条の2第3項に規定する関連法人等をいう。 

  ⑤ 完全子会社等 会社法第847条の3第2項第2号に規定する完全子会社等をいう。 

  ⑥ 親会社等 会社法第2条第1項第4号の2に規定する親会社等をいう。 

  6 銀行が当該事業年度に係る会社法施行規則第2条第2項第71号に規定する連結計算書

類の作成会社である場合には、この様式中に定める記載事項のうち「1 当行の現況に

関する事項」中「(l)事業の経過及び成果等」、「(2)財産及び損益の状況」、「(3)使

用人の状況」、「(4)営業所等の状況」、「(5)設備投資の状況」及び「(8)その他銀行

の現況に関する重要な事項」については、これらの全てを企業集団(当該銀行及び子会

社等をいう。以下同じ。)の状況について記載することで、当該銀行に関する記載を省

略できるものとする。ただし、「1 当行の現況に関する事項」中「(2)財産及び損益

の状況」については、当該銀行に関する事項をも記載すること。 

  7 当該事業年度の末日において公開会社でない銀行は、この様式中に定める記載事項

のうち「1 当行の現況に関する事項」、「2 会社役員(取締役、会計参与、監査役及

び執行役)に関する事項」、「3 社外役員に関する事項」、「4 当行の株式に関する

事項」及び「5 当行の新株予約権等に関する事項」については、記載を省略できるも

のとする。ただし、当該銀行は、この様式中に定める記載事項のうち事業報告で記載

を省略した事項については、業務報告書(銀行法施行規則別紙様式第3号の2。以下同

じ。)に同一内容の記載がある事項を除き、業務報告書に追加して記載すること。 

1 当行の現況に関する事項 

 (1) 事業の経過及び成果等 

  (記載上の注意) 

   1 銀行の主要な事業内容、金融経済環境並びに銀行のその事業年度における事業の

経過及び成果(主要な業務区分別)を記載すること。 

   2 銀行が対処すべき課題を記載すること。 

   3 企業集団の状況について記載する場合には、表題を「(1) 企業集団の事業の経過

及び成果等」とし、企業集団の主要な事業内容、金融経済環境並びに企業集団を巡

るその事業年度における事業の経過及び成果(主要な業務区分別又は複数の事業セ

グメントを有している場合には事業セグメント若しくは報告セグメント別)、対処す

べき課題を記載すること。ただし、主要な事業内容の記載にあたり、企業集団にお

ける会社以外の会社を含めている場合にはその旨を記載し、対処すべき課題の記載

にあたり、関連法人等を含めていない場合にはその旨を記載すること。 

 (2) 財産及び損益の状況 

 〔銀行の状況について記載する場合〕 

(単位：百万円)  

 年度 年度 年度 年度 

預 金     

 定 期 性 預 金     

 そ の 他     

貸 出 金     

 個 人 向 け     

 中 小 企 業 向 け     

 そ の 他     

特 定 取 引 資 産 

(トレーディング資産) 
    

特 定 取 引 負 債 

(トレーディング負債) 
    

有 価 証 券     

 国 債     

 そ の 他     

総 資 産     

内 国 為 替 取 扱 高     

外 国 為 替 取 扱 高 百万ドル 百万ドル 百万ドル 百万ドル 

経 常 利 益 

(又 は 経 常 損 失) 
    

当 期 純 利 益 

(又 は 当 期 純 損 失) 
    

1株当たり当期純利益

(又は1株当たり当期純

損失) 

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

 (記載上の注意) 

  1 預金、貸出金、有価証券及び総資産は、年度末残高を記載すること。 

    なお、社債を発行する銀行は、「長期信用銀行債等(預金保険法第2条第2項第5号に

規定する長期信用銀行債等をいう。以下同じ。)」及び「社債(長期信用銀行債等を除

く。)」を区分して欄を設け、年度末残高を記載すること。 

  2 特定取引資産(トレーディング資産)とは、商品有価証券、商品有価証券派生商品、

特定取引有価証券、特定取引有価証券派生商品、特定金融派生商品、その他の特定取

引資産をいう。 

    特定取引負債(トレーディング負債)とは、売付商品債券、商品有価証券派生商品、

特定取引売付債券、特定取引有価証券派生商品、特定金融派生商品、その他の特定取

引負債をいう。 

  3 貸出金のうち個人向けは、海外支店貸出、特別国際金融取引勘定貸出及び個人事業

主向けを除く貸出しを記載すること。 

  4 貸出金のうち中小企業向けは、海外支店貸出及び特別国際金融取引勘定貸出を除き、

中小企業基本法第2条に規定する中小企業者に対する貸出しを記載すること。 

  5 記載項目に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 

  6 必要がある場合は、4事業年度以前の事業年度についても記載すること。 

  7 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載するこ

と。 

  8 当該事業年度の前事業年度に係る事項については、遡及適用(財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則第8条第51項に規定する遡及適用をいう。以下8におい

て同じ。)、財務諸表の組替え(同条第52項に規定する財務諸表の組替えをいう。以下

8において同じ。)又は修正再表示(同条第53項に規定する修正再表示をいう。以下8に

おいて同じ。)を行わなければならない。ただし、当該事業年度の前事業年度より前

の事業年度に係る事項について、遡及適用、財務諸表の組替え又は修正再表示を行う

ことを妨げない。 

    なお、遡及適用、財務諸表の組替え又は修正再表示を行つた場合には、その旨を欄

外に注記すること。 

    上記にかかわらず、遡及適用又は財務諸表の組替えが実務上不可能な場合には、そ

の旨及びその理由を欄外に注記しなければならない。 

  9 1株当たり当期純利益(又は1株当たり当期純損失)は、当事業年度又は貸借対照表日

後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前事業年度の期首に当該株式

併合又は株式分割が行われたと仮定して算定すること。ただし、前事業年度より前の

事業年度の期首に当該株式併合又は株式分割が行われたと仮定して算定することを

妨げない。 

    なお、当事業年度又は貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた旨

及び当該株式併合又は株式分割が行われたと仮定した事業年度について、欄外に注記

すること。 

 〔企業集団の状況について記載する場合〕 

  イ 企業集団の財産及び損益の状況 

(単位：百万円)  

 年度 年度 年度 年度 

経 常 収 益     

経 常 利 益     

親会社株主に帰属する

当期純利益 
    

包 括 利 益     

純 資 産 額     

総 資 産     

 (記載上の注意) 

  1 表題を「(2)企業集団及び当行の財産及び損益の状況」とすること。 

  2 記載項目に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 

  3 必要がある場合は、4連結会計年度以前の連結会計年度についても記載すること。 

  4 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載するこ

と。 

  5 当該連結会計年度の前連結会計年度に係る事項については、遡及適用(連結財務諸

表の用語、様式及び作成方法に関する規則第2条第43号に規定する遡及適用をいう。

以下5において同じ。)、連結財務諸表の組替え(同条第44号に規定する連結財務諸表

の組替えをいう。以下5において同じ。)又は修正再表示(同条第45号に規定する修正

再表示をいう。以下5において同じ。)を行わなければならない。ただし、当該連結会

計年度の前連結会計年度より前の連結会計年度に係る事項について、遡及適用、連結

財務諸表の組替え又は修正再表示を行うことを妨げない。 

    なお、遡及適用、連結財務諸表の組替え又は修正再表示を行つた場合には、その旨

を欄外に注記すること。 

    上記にかかわらず、遡及適用又は連結財務諸表の組替えが実務上不可能な場合には、

その旨及びその理由を欄外に注記しなければならない。 

  6 特例企業会計基準等適用法人等は、採用する企業会計の基準を明記した上で、本表

中の項目等によらず、当該企業会計の基準で使用する項目等により記載すれば足りる。 

  ロ 当行の財産及び損益の状況 

(単位：百万円)  

 年度 年度 年度 年度 

預 金     

 定 期 性 預 金     

 そ の 他     

貸 出 金     

 個 人 向 け     

 中 小 企 業 向 け     

 そ の 他     

特 定 取 引 資 産 

(トレーディング資産) 
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特 定 取 引 負 債 

(トレーディング負債) 
    

有 価 証 券     

 国 債     

 そ の 他     

総 資 産     

内 国 為 替 取 扱 高     

外 国 為 替 取 扱 高 百万ドル 百万ドル 百万ドル 百万ドル 

経 常 利 益 

(又 は 経 常 損 失) 
    

当 期 純 利 益 

(又 は 当 期 純 損 失) 
    

1株当たり当期純利益

(又は1株当たり当期純

損失) 

   円 銭    円 銭    円 銭    円 銭 

 (記載上の注意) 

  1 預金、貸出金、有価証券及び総資産は、年度末残高を記載すること。 

    なお、社債を発行する銀行は、「長期信用銀行債等(預金保険法第2条第2項第5号に

規定する長期信用銀行債等をいう。以下同じ。)」及び「社債(長期信用銀行債等を除

く。)」を区分して欄を設け、年度末残高を記載すること。 

  2 特定取引資産(トレーディング資産)とは、商品有価証券、商品有価証券派生商品、

特定取引有価証券、特定取引有価証券派生商品、特定金融派生商品、その他の特定取

引資産をいう。 

    特定取引負債(トレーディング負債)とは、売付商品債券、商品有価証券派生商品、

特定取引売付債券、特定取引有価証券派生商品、特定金融派生商品、その他の特定取

引負債をいう。 

  3 貸出金のうち個人向けは、海外支店貸出、特別国際金融取引勘定貸出及び個人事業

主向けを除く貸出しを記載すること。 

  4 貸出金のうち中小企業向けは、海外支店貸出及び特別国際金融取引勘定貸出を除き、

中小企業基本法第2条に規定する中小企業者に対する貸出しを記載すること。 

  5 記載項目に著しい変動が生じた場合には、その理由を欄外に注記すること。 

  6 必要がある場合は、4事業年度以前の事業年度についても記載すること。 

  7 必要に応じ、財産及び損益の状況の推移についての説明その他の事項を記載するこ

と。 

  8 当該事業年度の前事業年度に係る事項については、遡及適用(財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則第8条第51項に規定する遡及適用をいう。以下8におい

て同じ。)、財務諸表の組替え(同条第52項に規定する財務諸表の組替えをいう。以下

8において同じ。)又は修正再表示(同条第53項に規定する修正再表示をいう。以下8に

おいて同じ。)を行わなければならない。ただし、当該事業年度の前事業年度より前

の事業年度に係る事項について、遡及適用、財務諸表の組替え又は修正再表示を行う

ことを妨げない。 

    なお、遡及適用、財務諸表の組替え又は修正再表示を行つた場合には、その旨を欄

外に注記すること。 

    上記にかかわらず、遡及適用又は財務諸表の組替えが実務上不可能な場合には、そ

の旨及びその理由を欄外に注記しなければならない。 

  9 1株当たり当期純利益(又は1株当たり当期純損失)は、当事業年度又は貸借対照表日

後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前事業年度の期首に当該株式

併合又は株式分割が行われたと仮定して算定すること。ただし、前事業年度より前の

事業年度の期首に当該株式併合又は株式分割が行われたと仮定して算定することを

妨げない。 

    なお、当事業年度又は貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた旨

及び当該株式併合又は株式分割が行われたと仮定した事業年度について、欄外に注記

すること。 

 (3) 使用人の状況 

 〔銀行の状況について記載する場合〕 

 当 年 度 末 

使 用 人 数 人 

平 均 年 齢 年  月 

平 均 勤 続 年 数 年  月 

平 均 給 与 月 額 千円 
 

 当 年 度 末 

○○部門 △△部門 

使 用 人 数 人 人 

 (記載上の注意) 

  1 使用人は、臨時雇員及び嘱託を除いた在籍者数を記載すること。 

  2 適宜欄を設け、使用人数(就業者数で可)を主要な業務区分別(区別することが困難

である場合を除く。)に記載すること。 

 〔企業集団の状況について記載する場合〕 

 当 年 度 末 

銀行業 ・・・事業 

使 用 人 数 人 人 

 (記載上の注意) 

  1 表題を「(3)企業集団の使用人の状況」とすること。 

  2 適宜欄を設け、銀行、子会社及び子法人等(非連結の子会社及び子法人等を除く。)

の使用人数(就業者数で可)を事業セグメント又は報告セグメント別(複数の事業セグ

メントを有していない場合には主要な業務区分別)に記載し、関連法人等の使用人数

は記載を要しない。 

  3 必要がある場合は、平均年齢、平均勤続年数、平均給与月額についても欄を設け記

載すること。 

 (4) 営業所等の状況 

 〔銀行の状況について記載する場合〕 

  イ 営業所数 

 当 年 度 末 

 店 うち出張所 

(    ) 

 (    ) 

 (    ) 

 (    ) 

国 内 計 (    ) 

 (    ) 

 (    ) 

 (    ) 

海 外 計 (    ) 

合 計 (    ) 

  ロ 当年度新設営業所 

営 業 所 名 所 在 地 

  

  

  

  

  

 (記載上の注意) 

  1 当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者(銀行法第52条の60の2第2項の規定により

銀行代理業者とみなされる銀行等を含む。以下同じ。)が銀行代理業を営む営業所又

は事務所を除いて記載すること。 

  2 「営業所数」については、適宜地区別に区分して記載すること。 

  3 駐在員事務所については、欄外に注記すること。 

  4 主要な業務区分別(区別することが困難である場合を除く。)に記載すること。 

  ハ 銀行代理業者の一覧 

氏名又は名称 主たる営業所又は事務所の所在地 
銀行代理業以外の主要
業務 

   

   

   

 (記載上の注意) 

   当年度末時点における当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者を記載すること。 

  ニ 銀行が営む銀行代理業等の状況 

所属金融機関の商号又は名称 

 

 

 

 (記載上の注意) 

   当該銀行が銀行代理業等(銀行代理業、長期信用銀行法第16条の5第2項に規定する長

期信用銀行代理業、信用金庫法第85条の2第2項に規定する信用金庫代理業、労働金庫法

第89条の3第2項に規定する労働金庫代理業、協同組合による金融事業に関する法律第6

条の3第2項に規定する信用協同組合代理業、農業協同組合法第92条の2第2項に規定する

特定信用事業代理業、水産業協同組合法第121条の2第2項に規定する特定信用事業代理

業及び農林中央金庫法第95条の2第2項に規定する農林中央金庫代理業をいう。)を営む

場合に記載すること。 

 〔企業集団の状況について記載する場合〕 

  イ 銀行業 

  ロ ・・・事業 

 (記載上の注意) 

  1 表題を「(4)企業集団の主要な営業所等の状況」とすること。 

  2 銀行業の記載にあたつては、以下のとおり記載すること。 

   ① 当該銀行の営む主要な営業所及び営業所数を記載すること。(当該銀行を所属銀

行とする銀行代理業者が銀行代理業を営む営業所又は事務所を除く。) 

   ② 「銀行代理業者の一覧」については、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者

を記載すること。 

   ③ 「銀行が営む銀行代理業等の状況」については、当該銀行が銀行代理業等を営

む場合に記載すること。 

  3 銀行業以外のその他の事業の記載にあたつては、適宜項目(ロ、ハ、ニ等)を設け、

子会社及び子法人等(非連結の子会社及び子法人等を除く。)の主要な会社名及びその

主要な営業所を事業セグメント又は報告セグメント別(複数の事業セグメントを有し

ていない場合には主要な業務区分別)に記載し、関連法人等の主要な会社名及びその

主要な営業所については、記載を要しない。 

 (5) 設備投資の状況 

 〔銀行の状況について記載する場合〕 

  イ 設備投資の総額 

(単位 百万円)  

設 備 投 資 の 総 額  

 (記載上の注意) 

  1 当該事業年度中に実施した設備投資の総額を記載すること。 

  2 主要な業務区分別(区別することが困難である場合を除く。)に、記載すること。 

  ロ 重要な設備の新設等 

(単位 百万円)  
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内 容 金 額 

  

 (記載上の注意) 

  1 当該事業年度中に実施した重要な設備の新設、拡充、改修について、その内容及び

金額を記載すること。また、当該事業年度中に実施した重要な設備の処分、除却につ

いてはその内容を記載すること。 

  2 主要な業務区分別(区別することが困難である場合を除く。)に、記載すること。 

 〔企業集団の状況について記載する場合〕 

 (記載上の注意) 

  1 表題を「(5)企業集団の設備投資の状況」とすること。 

  2 銀行並びに子会社及び子法人等(非連結の子会社及び子法人等を除く。)の設備投資

の状況を事業セグメント又は報告セグメント別(複数の事業セグメントを有していな

い場合には主要な業務区分別)に記載することとし、関連法人等の設備投資の状況に

ついては、記載を要しない。 

  3 当該連結会計年度中に実施した設備投資の総額を記載すること。 

  4 当該連結会計年度中に実施した重要な設備の新設、拡充、改修について、その内容

及び金額を記載すること。また、当該連結会計年度中に実施した重要な設備の処分、

除却についてはその内容を記載すること。 

 (6) 重要な親会社及び子会社等の状況 

  イ 親会社の状況 

会 社 名 所 在 地 
主要業務

内 容 
資 本 金 

親会社が
有する当
行の議決
権 比 率 

そ の 他 

   百万円 ％  

  ロ 子会社等の状況 

会 社 名 所 在 地 
主要業務

内 容 
資 本 金 

当行が有
する子会
社等の議
決権比率 

そ の 他 

   百万円 ％  

      

      

      

      

 (記載上の注意) 

  1 親会社及び子会社等のうち、重要なものについて記載すること。 

  2 銀行と親会社との間に銀行の重要な財務及び事業の方針に関する契約等が存在す

る場合には、その内容の概要を「イ 親会社の状況」中の「その他」に記載すること。 

  3 重要な業務提携の概況を付記すること。 

 (7) 事業譲渡等の状況 

事業譲渡等の日付 事 業 譲 渡 等 の 状 況 

  

 (記載上の注意) 

   次に掲げる事項について記載すること。 

  1 重要な事業譲渡、吸収分割又は新設分割 

  2 他の会社(外国会社を含む。)の事業の譲受けのうち重要なもの 

  3 他の会社(外国会社を含む。)の株式その他の持分又は新株予約権等(会社法施行規

則第2条第3項第14号に規定する新株予約権等をいう。以下同じ。)の取得又は処分の

うち重要なもの 

  4 吸収合併(会社以外の者との合併(当該合併後当該銀行が存続するものに限る。)を

含む。)又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継のうち重要な

もの 

 (8) その他銀行の現況に関する重要な事項 

 (記載上の注意) 

  1 その他銀行の現況に関する重要な事項があるときは、その内容を記載すること。 

  2 当行の企業集団の状況について記載する場合には、表題を「(8)その他企業集団の

現況に関する重要な事項」とし、その他企業集団の現況に関する重要な事項を記載す

ること。 

2 会社役員(取締役、会計参与、監査役及び執行役)に関する事項 

 (1) 会社役員の状況 

(年度末現在)  

氏 名 地位及び担当 重要な兼職 そ の 他 

    

    

    

    

    

 (記載上の注意) 

  1 直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限り記載すること

(2、7及び9を除く。)。 

  2 辞任し、又は解任された会社役員(株主総会又は種類株主総会の決議によつて解任

されたものを除く。)があるときは、辞任した旨又は解任された旨、会社法第342条の

2第1項若しくは第4項又は第345条第1項(同条第4項において読み替えて準用する場合

を含む。)の意見があるときは、その意見の内容及び同法第342条の2第2項又は第345

条第2項(同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)の理由があるときは、

その理由を「その他」に記載すること(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の

内容としたものを除く。)。 

  3 社外役員については、社外役員である旨を「地位及び担当」に括弧内書すること。 

  4 取締役、監査役及び執行役については、兼職の状況(重要でないものを除く。)を「重

要な兼職」に記載すること。 

  5 会計参与については、その氏名又は名称を「氏名」に記載すること。 

  6 監査等委員若しくは監査委員に就いている取締役又は監査役については、当該監査

等委員若しくは当該監査委員に就いている取締役又は監査役が財務及び会計に関す

る相当程度の知見を有しているものであるときは、その事実を「その他」に記載する

こと。 

  7 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項を欄外に記載すること。 

   ① 銀行が当該事業年度の末日において監査等委員会設置会社である場合 常勤の

監査等委員の選定の有無及びその理由 

   ② 銀行が当該事業年度の末日において指名委員会等設置会社である場合 常勤の

監査委員の選定の有無及びその理由 

  8 その他会社役員に関する重要な事項を欄外に記載すること。 

 (2) 会社役員に対する報酬等 

(単位：百万円)  

区 分 支 給 人 数 報 酬 等 

取 締 役   

会 計 参 与   

監 査 役   

執 行 役   

計   

 (記載上の注意) 

  1 報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産

上の利益をいう。 

  2 取締役(監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員である取締役又はそれ以外

の取締役)、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額(当該報酬等が業績連動

報酬等(会社法施行規則第98条の5第2号に規定する業績連動報酬等をいう。以下同

じ。)又は非金銭報酬等(会社法施行規則第98条の5第3号に規定する非金銭報酬等をい

う。以下同じ。)を含む場合には、業績連動報酬等の総額、非金銭報酬等の総額及び

それら以外の報酬等の総額。)及び現に支給対象となつた人数を記載すること。ただ

し、会社法施行規則第121条第4号ロ又はハにより、適宜設欄のうえ記載することもで

きる。また、同条第5号に規定する報酬等についても記載すること。 

  3 報酬等が業績連動報酬等を含む場合には、次に掲げる事項についても欄外に記載す

ること。 

   ① 当該業績連動報酬等の額又は数の算定の基礎として選定した業績指標(会社法施

行規則第98条の5第2号に規定する業績指標をいう。以下同じ。)の内容及び当該業

績指標を選定した理由 

   ② 当該業績連動報酬等の額又は数の算定方法 

   ③ 当該業績連動報酬等の額又は数の算定に用いた①の業績指標に関する実績 

  4 報酬等が非金銭報酬等を含む場合には、当該非金銭報酬等の内容についても欄外に

記載すること。 

  5 報酬以外の金額(非金銭報酬等を除く)については、その金額を「報酬等」の欄に括

弧内書すること。 

  6 会社役員(社外役員を除く。)が当該銀行の支配人その他の使用人を兼ねている場合

における当該支配人その他の使用人としての報酬等の金額を欄外に記載すること(報

酬以外の金額については、その金額を括弧内書すること。)。 

  7 会社役員の報酬等についての定款の定め又は株主総会の決議による定めがある場

合には、当該定款の定めを設けた日又は当該株主総会の決議の日、当該定めの内容の

概要及び当該定めに係る会社役員の人数を欄外に記載すること。会社役員に対する定

款又は株主総会で定められた報酬限度額を欄外に記載すること。ただし、指名委員会

等設置会社にあつては、記載を要しない。 

  8 会社役員に対する退職慰労金及び役員賞与金は、取締役、会計参与、監査役又は執

行役を区分してそれぞれ金額を記載すること。 

  9 会社法第361条第7項の方針又は同法第409条第1項の方針を定めているときは、当該

方針の決定の方法、当該方針の内容の概要及び当該事業年度に係る取締役(監査等委

員である取締役を除き、指名委員会等設置会社にあつては、会社法第404条第2項第1

号に規定する執行役等)の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締

役会(指名委員会等設置会社にあつては、報酬委員会)が判断した理由を記載すること。 

  10 各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針(9に規定する

方針を除く。)を定めているときは、当該方針の決定の方法及びその方針の内容の概

要を記載すること。ただし、当該事業年度の末日において、監査役会設置会社(公開

会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であつて金融商品取引法第24条第1項

の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しな

ければならないもの、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社でない銀行に

ついては、記載を省略することができる。 

  11 取締役会から委任を受けた取締役その他の第三者が当該事業年度に係る取締役

(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の全部又は一部を決定し

たときは、その旨を欄外に記載するとともに、当該委任を受けた者の氏名並びに当該

内容を決定した日における銀行における地位及び担当、委任された権限の内容、権限

を委任した理由、権限が適切に行使されるようにするための措置を講じた場合にあつ

ては、その内容を欄外に記載すること。ただし、指名委員会等設置会社にあつては、

記載を要しない。 

 (3) 責任限定契約 

氏名 責任限定契約の内容の概要 

  

  

  

 (記載上の注意) 

   会社役員(取締役又は監査役に限る。)と銀行との間で責任限定契約(会社法第427条第
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1項の契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契

約によつて当該会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置

を講じている場合にあつては、その内容を含む。)を記載すること。 

 (4) 補償契約 

  イ 在任中の会社役員との間の補償契約 

会社役員の氏名 補償契約の内容の概要 

  

  

  

 (記載上の注意) 

  1 補償契約とは、会社法第430条の2第1項に規定する契約をいう。以下同じ。 

  2 会社役員は、銀行との間で補償契約を締結している役員のうち、直前の定時株主総

会の終結の日の翌日以降に在任していた取締役、監査役又は執行役を記載すること。 

  3 「補償契約の内容の概要」には、補償契約の内容の概要(当該補償契約によつて当

該会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じてい

る場合にあつては、その内容を含む。)を記載すること。 

  ロ 補償契約の履行等に関する事項 

会社役員の氏名 補償契約の履行等に関する事項 

  

  

  

 (記載上の注意) 

  1 会社役員は、銀行との間で補償契約を締結し又は締結していた役員(取締役、監査

役又は執行役に限り、当該事業年度の前事業年度の末日までに退任した者を含む。)

のうち、該当事項のある者を記載すること。 

  2 「補償契約の履行等に関する事項」には、次に掲げる事項を記載すること。 

   ① 補償契約に基づき当該会社役員に対して会社法第430条の2第1項第1号に掲げる

費用を補償した銀行が、当該事業年度において、当該会社役員が同号の職務の執行

に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知つたときは、その旨 

   ② 当該事業年度において、銀行が当該会社役員に対して補償契約に基づき会社法第

430条の2第1項第2号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額 

 (5) 役員等賠償責任保険契約に関する事項 

被保険者の範囲 役員等賠償責任保険契約の内容の概要 

  

  

  

 (記載上の注意) 

  1 銀行が、保険者との間で役員等賠償責任保険契約(会社法第430条の3第1項に規定す

る保険契約をいう。)を締結している場合に、該当事項を記載すること。 

  2 「役員等賠償責任保険契約の内容の概要」には、役員等賠償責任保険契約の内容の

概要(被保険者が実質的に保険料を負担している場合にあつてはその負担割合、填補

の対象とされる保険事故の概要及び当該役員等賠償責任保険契約によつて被保険者

である銀行の役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を

講じている場合にあつては、その内容を含む。)を記載すること。 

3 社外役員に関する事項 

 (記載上の注意) 

   直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限り記載すること

((3)及び(4)を除く。)。 

 (1) 社外役員の兼職その他の状況 

氏 名 兼 職 そ の 他 の 状 況 

  

  

  

  

  

  

 (記載上の注意) 

  1 社外役員が他の法人等の業務執行者(会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する

業務執行者をいう。以下同じ。)であることが重要な兼職(同令第121条第8号に規定す

る重要な兼職をいう。以下同じ。)に該当する場合は、銀行と当該他の法人等との関

係を記載すること。 

  2 社外役員が他の法人等の社外役員その他これに類する者を兼任していることが重

要な兼職に該当する場合は、銀行と当該他の法人等との関係を記載すること。 

  3 社外役員が次に掲げる者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者である

ことを銀行が知つているときは、その事実(重要でないものを除く。)を記載すること。 

   ① 銀行の親会社等(自然人であるものに限る。) 

   ② 銀行又は銀行の特定関係事業者(会社法施行規則第2条第3項第19号に規定する特

定関係事業者をいう。)の業務執行者又は役員(業務執行者であるものを除く。) 

 (2) 社外役員の主な活動状況 

氏 名 在任期間 取締役会への出席状況 
取締役会における発言その他
の活動状況 

    

    

    

    

    

    

    

    

 (記載上の注意) 

  1 本表における取締役会は、次に掲げる者である場合にあつては、次に定めるものを

含む。 

   ① 監査役会設置会社の社外監査役 監査役会 

   ② 監査等委員会設置会社の監査等委員 監査等委員会 

   ③ 指名委員会等設置会社の監査委員 監査委員会 

  2 「取締役会における発言その他の活動状況」には、以下の事項を記載すること。 

   ① 当該社外役員の意見により銀行の事業の方針又は事業その他の事項に係る決定

が変更されたときは、その内容(重要でないものを除く。) 

   ② 銀行において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行(当該社外役

員が社外監査役である場合にあつては、不正な業務の執行)が行われた事実(重要で

ないものを除く。)があるときは、各社外役員が当該事実の発生の予防のために行

つた行為及び当該事実の発生後の対応として行つた行為の概要 

   ③ 当該社外役員が社外取締役であるときは、当該社外役員が果たすことが期待され

る役割に関して行つた職務の概要(①及び②に掲げる事項を除く。) 

 (3) 社外役員に対する報酬等 

(単位：百万円)  

 
支給人数 銀行からの報酬等 

銀行の親会社等からの
報酬等 

報酬等の合計 
   

 (記載上の注意) 

  1 報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産

上の利益をいう。 

  2 社外役員の報酬等の総額及び現に支給対象となつた人数を記載すること。ただし、

会社法施行規則第124条第5号ロ又はハにより、適宜設欄のうえ記載することもできる。

また、同条第6号に規定する報酬等についても記載すること。 

  3 銀行の社外役員に対する報酬以外の金額については、その金額を「銀行からの報酬

等」の欄に括弧内書すること。 

  4 銀行の社外役員に対する退職慰労金及び役員賞与金は、取締役と監査役を区分して

それぞれ金額を記載すること。 

  5 「銀行の親会社等からの報酬等」については、次の①又は②に掲げる場合の区分に

応じ、当該①又は②に定めるものから当該事業年度において会社役員としての報酬等

を受けているときは、当該報酬等の総額を記載すること(社外役員であつた期間に受

けたものに限る。)。 

   ① 銀行に親会社等がある場合 当該親会社等又は当該親会社等の子会社等(当該銀

行を除く。) 

   ② 銀行に親会社等がない場合 銀行の子会社又は子法人等 

 (4) 社外役員の意見 

氏 名 社 外 役 員 の 意 見 の 内 容 

  

  

  

  

 (記載上の注意) 

   「3 社外役員に関する事項」の(1)から(4)に掲げる内容に対して社外役員の意見が

あるときは、その意見の内容を記載すること。 

4 当行の株式に関する事項 

 (1) 株 式 数    発行可能株式総数        千株 

            発行済株式の総数        千株 

 (2) 当年度末株主数                   名 

 (3) 大株主 

株主の氏名又は

名称 

当行への出資状況 

持 株 数 等 持 株 比 率 

 千株 ％ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 (記載上の注意) 

  1 当該事業年度の末日において発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対するその有

する株式の数の割合が高いことにおいて上位となる10名の株主について、持株数の順

に記載すること。 

  2 種類株式発行銀行(剰余金の配当その他の会社法第108条第1項各号に掲げる事項に

ついて内容の異なる2以上の種類の株式を発行する銀行をいう。)にあつては、(1)か

ら(3)までをそれぞれ株式の種類ごとに記載すること。 

  3 その他株式に関する重要な事項を記載すること。 

 (4) 役員保有株式 

 
株式の交付を受けた者の人
数 

株式の数(株式の種類及び種
類ごとの数) 

取締役(監査等委員である
もの及び社外役員を除き、
執行役を含む。) 
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社外取締役(監査等委員で

あるものを除き、社外役員

に限る。) 

  

監査等委員である取締

役 
  

会 計 参 与 及 び 監 査 役   

 (記載上の注意) 

   当該事業年度中に銀行の会社役員(当該事業年度に会社役員であつた者を含む。)に対

して当行が交付した当行の株式(職務執行の対価として交付したものに限り、銀行が会

社役員に対して職務執行の対価として募集株式と引換えにする払込みに充てるための

金銭を交付した場合において、当該金銭の払込みと引換えに交付した銀行の株式を含

む。)がある場合には、株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ご

との数)及び株式の交付を受けた者の人数を記載すること。 

5 当行の新株予約権等に関する事項 

 (1) 事業年度の末日において当行の会社役員が有している当行の新株予約権等 

 
新株予約権等の内容の概

要 

新株予約権等を有する者の

人数 

取締役(監査等委員である
もの及び社外役員を除く。)
及び執行役 

  

社外取締役(監査等委員で

あるものを除く。) 

  

監査等委員である取締

役 

  

会 計 参 与 及 び 監 査 役   

 (記載上の注意) 

  1 会社役員は、当該事業年度の末日において在任している者に限る。 

  2 新株予約権等は、銀行が職務執行の対価として交付した新株予約権等に限り、銀行

が会社役員に対して職務執行の対価として募集新株予約権と引換えにする払込みに

充てるための金銭を交付した場合において、当該金銭の払込みと引換えに銀行が交付

した新株予約権等を含む。 

 (2) 事業年度中に使用人等に交付した当行の新株予約権等 

 
新株予約権等の内容の概

要 

新株予約権等を交付した

者の人数 

使 用 人   

子会社及び子法人等の会社

役員及び使用人 
  

 (記載上の注意) 

  1 銀行が職務執行の対価として交付した新株予約権等に限り記載すること。 

  2 「使用人」とは、当該銀行の会社役員を兼ねている使用人を除く使用人をいうもの

とする。 

  3 「子会社及び子法人等の会社役員及び使用人」とは、当該銀行の会社役員又は使用

人を兼ねている子会社の会社役員及び使用人を除く子会社及び子法人等の会社役員

及び使用人をいうものとする。 

  4 その他新株予約権等に関する重要な事項を欄外に記載すること。 

6 会計監査人に関する事項 

 (1) 会計監査人の状況 

(単位 百万円)  

氏名又は名称 当該事業年度に係る報酬等 そ の 他 

   

   

   

 (記載上の注意) 

  1 会計監査人が監査法人である場合は、当該監査法人の名称及び当該銀行の監査の職

務を行つた指定社員(公認会計士法第34条の10の4に規定する指定社員をいう。)の氏

名を記載すること。 

  2 報酬等とは、報酬その他の職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利

益をいう。 

  3 次に掲げる事項を「その他」に記載すること。 

   ① 報酬等について監査役(監査役会設置会社にあつては監査役会、監査等委員会設

置会社にあつては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあつては監査委員会)が

会社法第399条第1項の同意をした理由 

   ② 会計監査人が対価を得て行う非監査業務(公認会計士法第2条第1項の業務以外の

業務をいう。以下同じ。)の内容 

   ③ 会計監査人が過去2年間に業務停止の処分を受けた者である場合における当該処

分に係る事項(銀行が事業報告の内容として適切であるものと判断した事項に限

る。) 

   ④ 会計監査人が現に業務の停止を受けその停止期間を経過しない者であるときは、

当該処分に係る事項 

  4 辞任した会計監査人又は解任された会計監査人(株主総会の決議によつて解任され

たものを除く。)があるときは、「氏名又は名称」に当該会計監査人の氏名又は名称

を、「その他」に次に掲げる事項(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容

としたものを除く。)を記載すること。 

   ① 会社法第340条第3項の理由があるときは、その理由 

   ② 会社法第345条第5項において読み替えて準用する同条第1項の意見があるときは、

その意見の内容 

   ③ 会社法第345条第5項において読み替えて準用する同条第2項の理由又は意見があ

るときは、その理由又は意見 

  5 会社法第444条第3項に規定する大会社である場合には、銀行の会計監査人である公

認会計士又は監査法人に、当該銀行、子会社及び子法人等が支払うべき金銭その他の

財産上の利益の合計額を欄外に記載すること。なお、この額は当該事業年度に係る連

結損益計算書に計上すべきものに限る。 

 (2) 責任限定契約 

氏名又は名称 責任限定契約の内容の概要 

  

  

  

 (記載上の注意) 

   会計監査人と銀行との間で締結している責任限定契約の内容(当該契約によつて当該

会計監査人の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている

場合にあつては、その内容を含む。)の概要を記載すること。 

 (3) 補償契約 

  イ 在任中の会計監査人との間の補償契約 

会計監査人の氏名又は

名称 
補償契約の内容の概要 

  

  

  

 (記載上の注意) 

  1 銀行が、会計監査人との間で補償契約を締結している場合に記載すること。 

  2 「補償契約の内容の概要」には、補償契約の内容の概要(当該補償契約によつて当

該会計監査人の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じて

いる場合にあつては、その内容を含む。)を記載すること。 

  ロ 補償契約の履行等に関する事項 

会計監査人の氏名又は

名称 
補償契約の履行等に関する事項 

  

  

  

 (記載上の注意) 

  1 会計監査人は、銀行との間で補償契約を締結し又は締結していた会計監査人(当該

事業年度の前事業年度の末日までに退任した者を含む。)のうち、該当事項のある者

を記載すること。 

  2 「補償契約の履行等に関する事項」には、次に掲げる事項を記載すること。 

   ① 補償契約に基づき当該会計監査人に対して会社法第430条の2第1項第1号に掲げ

る費用を補償した銀行が、当該事業年度において、当該会計監査人が同号の職務の

執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知つたときは、その旨 

   ② 当該事業年度において、銀行が当該会計監査人に対して補償契約に基づき会社法

第430条の2第1項第2号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額 

 (4) 会計監査人に関するその他の事項 

  イ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 

  ロ 会社法第444条第3項に規定する大会社である場合には、銀行の会計監査人以外の

公認会計士(公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。)又は

監査法人(外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。)が、銀行

の重要な子会社及び子法人等の計算関係書類(これに相当するものを含む。)の監査

(会社法又は金融商品取引法(これらの法律に相当する外国の法令を含む。)の規定に

よるものに限る。)をしているときは、その事実 

 (記載上の注意) 

   当該事業年度の末日において公開会社でない銀行は、以下の事項について、記載を省

略できるものとする。ただし、当該事項については、業務報告書に追加して記載するこ

と。 

  ① 当該事業年度に係る各会計監査人の報酬等の額 

  ② 会計監査人に対して非監査業務の対価を支払つているときは、その非監査業務の内

容 

  ③ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 

7 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

 (記載上の注意) 

   財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めている場

合には、会社法施行規則第118条第3号の規定に従い記載すること。 

8 業務の適正を確保する体制 

 (記載上の注意) 

   次に掲げる体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内

容の概要及び当該体制の運用状況の概要を記載すること。 

  1 会社法第348条第3項第4号に規定する体制 

  2 会社法第362条第4項第6号に規定する体制 

  3 会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに規定する体制 

  4 会社法第416条第1項第1号ロ及びホに規定する体制 

9 特定完全子会社に関する事項 

 (記載上の注意) 

   銀行(当該事業年度の末日において、その完全親会社等(会社法第847条の3第2項に規

定する完全親会社等をいう。)があるものを除く。)に特定完全子会社(当該事業年度の

末日において、当該銀行及びその完全子会社等(同法第847条の3第3項の規定により当該

完全子会社等とみなされるものを含む。以下9において同じ。)における当該銀行のある

完全子会社等(株式会社に限る。)の株式の帳簿価額が当該銀行の当該事業年度に係る貸

借対照表の資産の部に計上した額の合計額の5分の1(同法第847条の3第4項の規定によ

り5分の1を下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)を超える場合におけ

る当該ある完全子会社等をいう。)がある場合には、会社法施行規則第118条第4号の規

定に従い記載すること。 

10 親会社等との間の取引に関する事項 

 (記載上の注意) 

   銀行とその親会社等との間の取引(当該銀行と第三者との間の取引で当該銀行とその
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親会社等との間の利益が相反するものを含む。)であつて、当該銀行の当該事業年度に

係る個別注記表において会社計算規則第112条第1項に規定する注記を要するもの(同項

ただし書の規定により同項第4号から第6号まで及び第8号に掲げる事項を省略するもの

を除く。)がある場合には、会社法施行規則第118条第5号の規定に従い記載すること。 

11 会計参与に関する事項 

 (1) 責任限定契約 

氏名又は名称 責任限定契約の内容の概要 

  

  

 (記載上の注意) 

   会計参与と銀行との間で責任限定契約を締結しているときは、当該契約の内容(当該

契約によつて当該会計参与の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措

置を講じている場合にあつては、その内容を含む。)の概要を記載すること。 

 (2) 補償契約 

  イ 在任中の会計参与との間の補償契約 

会計参与の氏名又は名

称 
補償契約の内容の概要 

  

  

  

 (記載上の注意) 

  1 銀行が、会計参与との間で補償契約を締結している場合に記載すること。 

  2 「補償契約の内容の概要」には、補償契約の内容の概要(当該補償契約によつて当

該会計参与の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じてい

る場合にあつては、その内容を含む。)を記載すること。 

  ロ 補償契約の履行等に関する事項 

会計参与の氏名又は名

称 
補償契約の履行等に関する事項 

  

  

  

 (記載上の注意) 

  1 会計参与は、銀行との間で補償契約を締結し又は締結していた会計参与(当該事業

年度の前事業年度の末日までに退任した者を含む。)のうち、該当事項のある者を記

載すること。 

  2 「補償契約の履行等に関する事項」には、次に掲げる事項を記載すること。 

   ① 補償契約に基づき当該会計参与に対して会社法第430条の2第1項第1号に掲げる

費用を補償した銀行が、当該事業年度において、当該会計参与が同号の職務の執行

に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知つたときは、その旨 

   ② 当該事業年度において、銀行が当該会計参与に対して補償契約に基づき会社法第

430条の2第1項第2号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額 

12 その他 

 (記載上の注意) 

  1 会社法第459条第1項の規定による定款の定めがあるときは、当該定款の定めにより

取締役会に与えられた権限の行使に関する方針を記載すること。 

  2 その他必要な事項は、その項目を掲げて記載すること。 

別
紙
様
式
第
１
０
号
（
第
２
０
条
第
２
項
関
係
）
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別
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１
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略
）
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第
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４
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の
２
４
第
２
項
関
係
）

別紙様式第12号(第34条の24第2項関係) 

(日本産業規格A4)  

業 務 報 告 書 

第  期 
  年  月  日から 

  年  月  日まで 

銀 行 持 株 会 社 名 

年  月  日   

  金融庁長官    殿 

住 所             

会 社 名             

代表取締役 氏 名    

  年  月  日から  年  月  日までの業務及び財産の状況を次のとおり報告

します。 

目 次 

第1 事業概況書 

  1 事業の概要 5 株主の状況 

  2 子会社等の状況 6 株主総会の状況 

  3 会社役員及び職員の増減 7 有価証券の内訳 

  4 会社役員の略歴及び所有自社株式 8 連結自己資本比率等の状況 

第2 連結財務諸表 

  1 連結財務諸表の作成方針 

  2 連結貸借対照表 

  3 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

  4 連結株主資本等変動計算書 

  5 連結キャッシュ・フロー計算書 

 (記載上の注意) 

  1 指名委員会等設置会社にあつては、提出者欄の「代表取締役」を「代表執行役」に

改めて記載すること。第34条の10第1項若しくは第2項の認可申請書又は法第53条第3

項第9号の規定及び第35条第3項第3号若しくは第3号の2の規定による届出書に旧氏及

び名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該旧氏及び

名を変更する旨を届け出るまでの間、提出者欄に当該旧氏及び名を括弧書で併せて記

載し、又は当該旧氏及び名のみを記載することができる。 

  2 この様式中に記載する金額、件数及び株数は、この様式中で指定された単位で記載

し、当該単位未満は切り捨てること。 

  3 この様式中に記載する構成比率、増減率その他の比率は、小数点第3位以下を切り

捨て小数点第2位までを記載すること。 

  4 この様式中、第2の2 連結貸借対照表、第2の3 連結損益計算書及び連結包括利益

計算書、第2の4 連結株主資本等変動計算書、第2の5 連結キャッシュ・フロー計算

書に注記すべき事項は、第2の5 連結キャッシュ・フロー計算書の次に一括して記載

することができる。 

  5 当該事業年度の末日において公開会社でない銀行持株会社は、事業報告(銀行法施

行規則別紙様式第14号)及び附属明細書(銀行法施行規則別紙様式第15号)で記載を省

略した事項について、以下に同一内容の記載がある事項を除き、追加して記載するこ

と。 

  6 この様式中に記載する事項は、次に掲げる場合には、その記載を省略することがで

きる。 

   (1) 同一の事項を記載した書類を添付し、かつ、その旨及び当該事項を記載した箇

所を明記した場合 

   (2) 同一の事項を記載した書類を既に金融庁長官等に提出している場合において、

その旨及び当該事項を記載した箇所を明記したとき。 

第1 第 期 
  年  月  日から 

  年  月  日まで 
事業概況書 

1 事業の概要 

 (記載上の注意) 

   銀行持株会社について、主要勘定の増減の事由及びその他事業の状況の推移に関す

る重要な事項を記載すること。なお、子会社等(銀行法第52条の25に規定する子会社等

をいう。以下同じ。)に係る事業の状況の推移に関する重要な事項についても記載する

こと。 

2 子会社等の状況 

 (1) 子会社等数の増減 

 前 期 末 当 期 末 増減(△) 

子 会 社 

子 法 人 等 

関 連 法 人 等 

   

合 計    

 (記載上の注意) 

   「子会社」とは銀行法第2条第8項に規定する子会社を、「子法人等」とは銀行法施

行令第4条の2第2項に規定する子法人等のうち銀行法第2条第8項に規定する子会社を

除いたものを、「関連法人等」とは銀行法施行令第4条の2第3項に規定する関連法人等

をいう(以下同じ。)。 

 (2) 銀行持株会社グループの事業系統図 

 (3) 子会社等の概況 

会社名 所在地 

認 可 又

は 届 出

年 月 日 

資 本 金

又 は 出

資 金 

事 業 の

内 容 

議 決 権

に 対 す

る 当 社

の 所 有

割 合 

役 員 の

兼 任 等 

議決権に対す

る当社及び他

の子会社等の

所有割合 

   百万円  ％  ％ 
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 (記載上の注意) 

  1 子会社、子法人等、関連法人等について記載すること。 

  2 「認可又は届出年月日」欄は、子会社について、銀行法第52条の23第3項(同条第6

項において準用する場合を含む。)の規定に基づく金融庁長官の認可年月日又は同法

第53条第3項第3号の規定に基づく金融庁長官への届出年月日を記載すること。 

 (4) 子会社等の財務内容 

会 社 名 決 算 日 

経常収益

又は売上

高 

経常利益 
当期純利

益 
総 資 産 純資産額 

当社への

配当額 

  百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 

        

        

        

        

 (記載上の注意) 

  1 子会社、子法人等、関連法人等について記載すること。 

  2 「決算日」欄は、連結財務諸表の作成の基礎とした財務諸表に係る決算日又は仮決

算日を記載すること。 

 (5) 子会社の収入の状況 

会 社 名 業務の内容 当該業務に

係る期中総

収入 

 当社の子

会社であ

る 銀 行

等、証券

専門会社

又は保険

会社等か

らの収入

の有無 

当社及びその

子会社並びに

その他の金融

機関等からの

収入及び期中

総収入に占め

る当該収入の

比率 

 

当社及びその

子会社からの

収入及び期中

総収入に占め

る当該収入の

比率 

  百万円 

 

百万円 

(％) 

百万円 

(％) 

 

 (記載上の注意) 

  1 銀行法第52条の23第1項第10号イに掲げる業務を営む子会社について記載すること。 

  2 銀行持株会社の子会社である銀行等、証券専門会社又は保険会社等からの収入の有

無は、銀行、長期信用銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社、信託専門

会社、銀行業を営む外国の会社、有価証券関連業を営む外国の会社、保険業を営む外

国の会社及び信託業を営む外国の会社からの収入について記載することとし、収入が

ある場合には当該会社名を記載すること。 

  3 金融機関等からの収入は、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、銀行法第52条の

23第1項に規定する子会社対象会社、信用金庫、信金中央金庫、労働金庫、労働金庫

連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、信用協同組合連合会並び

に業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合、農業協同組合連

合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同

組合連合会からの収入を記載すること。 

3 会社役員及び職員の増減 

 (1) 当社 

区 分 前 期 末 当 期 末 増 減(△) 

会

社

役

員 

取 締 役 うち非常勤( ) うち非常勤( ) 
 

会 計 参 与    

監 査 役 うち非常勤( ) うち非常勤( ) 
 

執 行 役    

計    

職

員 

事 務 系    

庶 務 系    

計    

合 計    

 (記載上の注意) 

  1 「執行役」欄は取締役を兼務しない執行役の員数を記載すること。取締役を兼務す

る執行役の員数については、欄外に次のとおり記載すること。 

    当期末における取締役を兼務する執行役の員数     人 

  2 会計参与が法人である場合は員数に含めず、欄外にその名称を記載すること。 

  3 「職員」欄は臨時雇員及び嘱託を除く員数を記載し、「庶務系」欄は、守衛、用務

員、自動車運転手等の職員数を記載すること。 

  4 職員計のうち出向職員(在籍のまま他社等へ出向している者)については欄外に次の

とおり記載すること。 

    当期末における出向職員数     人 

 (2) 当社並びに子会社及び子法人等 

区 分 前 期 末 当 期 末 増減(△) 

会 社 役 員    

職 員    

合 計    

 (記載上の注意) 

   兼職・兼務による重複を除いて記載すること。なお、「会社役員」欄は、いずれか

の会社において会社役員に就任している者について記載すること。 

4 会社役員の略歴及び所有自社株式 

役名及び職名 

氏名又は名称(生年月

日及び設立年月日及び

住所) 

略歴又は沿革 
所有自社株式

数 
備 考 

   株  

計 名    

 (記載上の注意) 

  1 第34条の10第1項若しくは第2項の認可申請書又は法第53条第3項第9号の規定及び第

35条第3項第3号若しくは第3号の2の規定による届出書に旧氏及び名を併せて記載し

て提出した者(第35条第3項第3号に規定する役員等以外の者にあつては、当該認可申

請書又は法第19条第1項の規定により提出された報告書に当該旧氏及び名が併せて記

載された者)については、これらの書類に記載した当該旧氏及び名を変更する旨を届

け出るまで(当該役員等以外の者にあつては、当該認可申請書又は当該報告書に記載

された当該旧氏及び名を変更するまで)の間、「氏名又は名称(生年月日及び設立年月

日及び住所)」欄に当該旧氏及び名を括弧書で併せて記載し、又は当該旧氏及び名の

みを記載することができる。 

  2 会計参与が法人であるときは、当該会計参与及びその職務を行うべき社員について

記載すること。 

  3 銀行法第52条の19第1項による取締役(指名委員会等設置会社にあつては、執行役)

の兼職の認可を得ている者は、備考欄に兼職認可年月日及び兼職関係を記載するこ

と。 

  4 「所有自社株式数」欄は、銀行持株会社が2以上の種類の株式を発行している場合

には、種類ごとの数を記載すること。 

5 株主の状況 

氏名又は名称 所有株式数 割 合 

 千株 ％ 

   

   

その他の株主(    名)   

   計   (    名)  100 

 (記載上の注意) 

   銀行持株会社の株主について、持株数の多い順に30名を記載し、会社法施行規則第

67条第1項の規定により議決権を有しないこととなる株主については、欄外にその旨を

記載すること。 

   ただし、銀行持株会社が2以上の種類の株式を発行している場合であつて、株式の種

類ごとに異なる数の単元株式数を定めているとき又は議決権の有無に差異があるとき

は、持株に係る議決権の個数の多い順に30名を併せて記載すること。 

6 株主総会の状況 

 (記載上の注意) 

   銀行持株会社の株主総会について、総会の種類、総会開催の年月日及び総会におい

て決議した事項その他総会に関する重要な事項を記載すること。 

7 有価証券の内訳 

(単位：百万円) 

種 類 額面総額 当期末残高 当期末手元現在高 

株 式    

 

銀行業を営む子会社    

そ の 他 の 子 会 社    

そ の 他    

債 券    

 
国 債    

そ の 他    

そ の 他 の 証 券    

計    

 (記載上の注意) 

  1 銀行持株会社が保有する有価証券の内訳を記載すること。 

  2 株式については、取得原価の合計額を「額面総額」欄に記載すること。 

  3 「当期末手元現在高」欄は担保等として金融機関等に差し入れている有価証券を控

除した後の当期末残高を記載すること。 

8 連結自己資本比率等の状況 

〔国際統一基準に係る連結自己資本比率〕 

 信用リスク・アセット算出手法  

(単位：百万円) 

項目 

当期末 前期末 

 経過措置

による不

算入額 

 経過措置

による不

算入額 

普通株式等Tier1資本に係る基礎項目 

普通株式に係る株主資本の額     

 

うち、資本金及び資本剰余金の額     

うち、利益剰余金の額     

うち、自己株式の額(△)     

うち、社外流出予定額(△)     

うち、上記以外に該当するものの額     

普通株式に係る株式引受権及び新株予約権の

合計額 
    

その他の包括利益累計額及びその他公表準備

金の額 
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普通株式等Tier1資本に係る調整後非支配株

主持分の額 
    

普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額 

(イ) 
    

普通株式等Tier1資本に係る調整項目 

無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ラ

イツに係るものを除く。)の額の合計額 
    

 
うち、のれんに係るもの(のれん相当差

額を含む。)の額 
    

 
うち、のれん及びモーゲージ・サービシ

ング・ライツに係るもの以外のものの額 
    

繰延税金資産(一時差異に係るものを除く。)

の額 
    

繰延ヘッジ損益の額     

適格引当金不足額     

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当す

る額 
    

負債の時価評価により生じた時価評価差額で

あって自己資本に算入される額 
    

退職給付に係る資産の額     

自己保有普通株式(純資産の部に計上される

ものを除く。)の額 
    

意図的に保有している他の金融機関等の普通

株式の額 
    

少数出資金融機関等の普通株式の額     

特定項目に係る10％基準超過額     

 

うち、その他金融機関等に係る対象資本

等調達手段のうち普通株式に該当する

ものに関連するものの額 

    

うち、無形固定資産(モーゲージ・サー

ビシング・ライツに係るものに限る。)

に関連するものの額 

    

うち、繰延税金資産(一時差異に係るも

のに限る。)に関連するものの額 
    

特定項目に係る15％基準超過額     

 

うち、その他金融機関等に係る対象資本

等調達手段のうち普通株式に該当する

ものに関連するものの額 

    

うち、無形固定資産(モーゲージ・サー

ビシング・ライツに係るものに限る。)

に関連するものの額 

    

うち、繰延税金資産(一時差異に係るも

のに限る。)に関連するものの額 
    

その他Tier1資本不足額     

普通株式等Tier1資本に係る調整項目の額 

(ロ) 
    

普通株式等Tier1資本 

普通株式等Tier1資本の額((イ)－(ロ)) 

(ハ) 
    

その他Tier1資本に係る基礎項目 

その他Tier1資本調達手段に係る株主資本の

額 
    

その他Tier1資本調達手段に係る株式引受権

及び新株予約権の合計額 
    

その他Tier1資本調達手段に係る負債の額     

特別目的会社等の発行するその他Tier1資本

調達手段の額 
    

その他Tier1資本に係る調整後非支配株主持

分等の額 
    

その他Tier1資本に係る基礎項目の額 (ニ)     

その他Tier1資本に係る調整項目 

自己保有その他Tier1資本調達手段の額     

意図的に保有している他の金融機関等のその

他Tier1資本調達手段の額 
    

少数出資金融機関等のその他Tier1資本調達

手段の額 
    

その他金融機関等のその他Tier1資本調達手

段の額 
    

Tier2資本不足額     

その他Tier1資本に係る調整項目の額 (ホ)     

その他Tier1資本 

その他Tier1資本の額((ニ)－(ホ)) (ヘ)     

Tier1資本 

Tier1資本の額((ハ)＋(ヘ)) (ト)     

Tier2資本に係る基礎項目 

Tier2資本調達手段に係る株主資本の額     

Tier2資本調達手段に係る株式引受権及び新

株予約権の合計額 
    

Tier2資本調達手段に係る負債の額     

特別目的会社等の発行するTier2資本調達手

段の額 
    

Tier2資本に係る調整後非支配株主持分等の

額 
    

一般貸倒引当金Tier2算入額及び適格引当

金Tier2算入額の合計額 
    

 
うち、一般貸倒引当金Tier2算入額     

うち、適格引当金Tier2算入額     

Tier2資本に係る基礎項目の額 (チ)     

Tier2資本に係る調整項目 

自己保有Tier2資本調達手段の額     

意図的に保有している他の金融機関等のTier2

資本調達手段及びその他外部TLAC関連調達手

段の額 

    

少数出資金融機関等のTier2資本調達手段及

びその他外部TLAC関連調達手段の額 
    

少数出資金融機関等のその他外部TLAC関連調

達手段のうち、マ一ケット・メイク目的保有

TLACに該当しなくなったものの額 

    

その他金融機関等のTier2資本調達手段及び

その他外部TLAC関連調達手段の額 
    

Tier2資本に係る調整項目の額 (リ)     

Tier2資本 

Tier2資本の額((チ)－(リ)) (ヌ)     

総自己資本 

総自己資本合計((ト)＋(ヌ)) (ル)     

リスク・アセット等 

信用リスク・アセットの額の合計額     

 

資産(オン・バランス)項目     

オフ・バランス取引等項目     

CVAリスク相当額を8％で除して得た額     

中央清算機関関連エクスポージャーに

係る信用リスク・アセットの額 
    

マーケット・リスク相当額の合計額を8％で除

して得た額 
    

勘定間の振替分     

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を

8％で除して得た額 
    

フロア調整額     

リスク・アセット等の額の合計額 (ヲ)     

連結自己資本比率及び資本バッファー 

連結普通株式等Tier1比率((ハ)／(ヲ)) ％  ％  

連結Tier1比率((ト)／(ヲ)) ％  ％  

連結総自己資本比率((ル)／(ヲ)) ％  ％  

最低連結資本バッファー比率 ％  ％  

 

うち、資本保全バッファー比率 ％  ％  

うち、カウンター・シクリカル・バッ

ファー比率 
％  ％  

うち、G―SIB／D―SIBバッファー比率 ％  ％  

連結資本バッファー比率 ％  ％  

調整項目に係る参考事項 

少数出資金融機関等の対象資本等調達手段に

係る調整項目不算入額 
    

その他金融機関等に係る対象資本等調達手段

のうち普通株式に係る調整項目不算入額 
    

無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ラ

イツに係るものに限る。)に係る調整項目不算

入額 

    

繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)

に係る調整項目不算入額 
    

Tier2資本に係る基礎項目の額に算入される引当金に関する事項 

一般貸倒引当金の額     

一般貸倒引当金に係るTier2資本算入上限額     

内部格付手法採用行において、適格引当金の

合計額から事業法人等向けエクスポージャー

及びリテール向けエクスポージャーの期待損

失額の合計額を控除した額(当該額が零を下

回る場合にあっては、零とする。) 

    

適格引当金に係るTier2資本算入上限額     

 (記載上の注意) 

  1 本表は、海外営業拠点を有する銀行若しくは長期信用銀行又は外国に所在するバー

ゼル銀行監督委員会の定める自己資本比率の基準若しくはこれと類似の基準の適用

を受ける者を子会社とする銀行持株会社が記載するものとする。 

  2 「連結自己資本比率」とは、銀行法施行規則第34条の10第1項第4号に規定する連結

自己資本比率をいう。 

  3 「信用リスク・アセット算出手法」欄は、標準的手法、基礎的内部格付手法又は先

進的内部格付手法のいずれかを記載すること。 

  4 「その他Tier1資本調達手段に係る株主資本の額」として資本金及び資本剰余金以

外の科目に計上される金額がある場合、その内訳を欄外に記載すること。 

  5 「Tier2資本調達手段に係る株主資本の額」として資本金及び資本剰余金以外の科

目に計上される金額がある場合、その内訳を欄外に記載すること。 
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  6 連結自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合には、その旨を欄外に

記載すること。 

  7 遡及適用(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第2条第43号に規定

する遡及適用をいう。以下この様式において同じ。)、連結財務諸表の組替え(同条第

44号に規定する連結財務諸表の組替えをいう。以下この様式において同じ。)又は修

正再表示(同条第45号に規定する修正再表示をいう。以下この様式において同じ。)に

より、「前期末」欄の金額又は比率が前連結会計年度に係る報告時の金額又は比率と

異なっているときは、その旨を欄外に記載すること。 

  8 特例企業会計基準等適用法人等にあつては、本表中の項目等によらず、採用する企

業会計の基準を明記した上で、当該企業会計の基準で使用する項目等により記載する

ことができる。 

〔資本バッファー比率のうちカウンター・シクリカル・バッファー比率〕 

 当期末 前期末 

エクスポ

ージャー

の所在国

・地域 

カ ウ ン

タ ー ・

シ ク リ

カ ル ・

バ ッ フ

ァ ー の

水 準 の

計 算 に

用 い た

各 国 ・

地 域 の

信 用 リ

ス ク ・

ア セ ッ

ト の 額

の 合 計

額 ( 百

万円) 

各 国

・ 地

域 の

金 融

当 局

が 定

め る

比 率 

(％) 

適 用 さ

れ る カ

ウ ン タ

ー ・ シ

ク リ カ

ル ・ バ

ッ フ ァ

ー 比 率 

(％) 

適 用 さ

れ る カ

ウ ン タ

ー ・ シ

ク リ カ

ル ・ バ

ッ フ ァ

ー 比 率 

(％) 

( 経 過

措 置 べ

ース) 

カウ ン

ター・

シク リ

カル・

バッ フ

ァー の

水準 の

計算 に

用い た

各国・

地域 の

信用 リ

スク・

アセ ッ

トの 額

の合 計

額 ( 百

万円) 

各 国

・ 地

域 の

金 融

当 局

が 定

め る

比 率 

(％) 

適 用 さ

れ る カ

ウ ン タ

ー ・ シ

ク リ カ

ル ・ バ

ッ フ ァ

ー 比 率 

(％) 

適 用 さ

れ る カ

ウ ン タ

ー ・ シ

ク リ カ

ル ・ バ

ッ フ ァ

ー 比 率 

(％) 

( 経 過

措 置 べ

ース) 

アルゼン

チン 

        

オースト

ラリア 

        

ベルギー         

ブラジル         

カナダ         

中国         

フランス         

ドイツ         

香港         

インド         

インドネ

シア 

        

イタリア         

日本         

韓国         

ルクセン

ブルク 

        

メキシコ         

オランダ         

ロシア         

サウジア

ラビア 

        

シ ン ガ

ポール 

        

南アフリ

カ 

        

スペイン         

スウェー

デン 

        

スイス         

トルコ         

英国         

米国         

合計         

 (記載上の注意) 

  1 本表は、海外営業拠点を有する銀行若しくは長期信用銀行又は外国に所在するバー

ゼル銀行監督委員会の定める自己資本比率の基準若しくはこれと類似の基準の適用

を受ける者を子会社とする銀行持株会社が記載するものとする。 

  2 「各国・地域の信用リスク・アセットの額の合計額(百万円)」とは、カウンター・

シクリカル・バッファー比率(銀行法第52条の25に掲げる基準に従い算出された比率

をいう。以下同じ。)の計算に用いるため、債務者の所在地を基礎として、各国・地

域別に算出された額をいう。 

  3 「各国・地域の金融当局が定める比率(％)」は、各国・地域の銀行監督当局が設定

し、バーゼル銀行監督委員会が公表する各国・地域の比率(Add－on(per cent of RWA))

(当該比率が公表されていない場合には0％、2.5％を超える場合には2.5％)を記載す

ること。 

  4 「適用されるカウンター・シクリカル・バッファー比率(％)」は、カウンター・シ

クリカル・バッファー比率を記載すること(小数点第3位以下を切り捨て小数点第2位

までを記載)。 

  5 本表に定める各項目につき、該当する額が無い場合は行を削除せず、0と記載する

こと。 

〔連結自己資本比率の補完的指標である連結レバレッジ比率〕 

項目 当期末 前期末 

連結レバレッジ比率 ％ ％ 

最低連結レバレッジ・バッファー比率 ％ ％ 

連結レバレッジ・バッファー比率 ％ ％ 

 (記載上の注意) 

  1 本表は、海外営業拠点を有する銀行若しくは長期信用銀行又は外国に所在するバー

ゼル銀行監督委員会の定める自己資本比率の基準若しくはこれと類似の基準の適用

を受ける者を子会社とする銀行持株会社が記載するものとする。 

  2 「連結レバレッジ比率」とは、銀行法第52条の25に掲げる基準に従い算出された比

率をいう。 

  3 連結レバレッジ比率の算定に関する外部監査を受けている場合には、その旨を欄外

に記載すること。 

〔外部TLAC比率〕 

(単位：百万円、％) 

項目 当期末 前期末 

自己資本比率規制上の外部TLAC 

普通株式等Tier1資本の額   

外部TLAC適格のその他Tier1資本の額   

 

TLAC調整項目適用前のその他Tier1資本の額   

子会社発行のTLAC非適格その他Tier1資本の

額 
  

その他のその他Tier1資本に係る調整項目   

外部TLAC適格のTier2資本の額   

 

TLAC調整項目適用前のTier2資本の額   

残存期間が1年以上5年以下のTier2資本のう

ち、自己資本比率の算定上控除されている額 
  

 
子会社発行のTLAC非適格Tier2資本の額   

その他のTier2資本に係る調整項目   

自己資本比率規制上の外部TLACの額   

自己資本比率規制外の外部TLAC 

その他外部TLACの額   

資本再構築のための事前のコミットメント相当

額 
  

調整項目適用前の自己資本比率規制外の外部

TLACの額 
  

外部TLAC 

外部TLACの額(調整前)   

破綻処理グループ間のエクスポージャー   

自己保有のその他TLAC負債の額   

その他調整項目   

外部TLACの額(調整後)   

リスク・アセットの額及び総エクスポージャー 

リスク・アセットの額   

総エクスポージャーの額   

外部TLAC比率 

リスク・アセットべース外部TLAC比率 ％ ％ 

 

資本バッファー勘案前のリスク・アセット

べース外部TLAC比率 
％ ％ 

連結資本バッファー比率 ％ ％ 

最低連結資本バッファー比率 ％ ％ 

総エクスポージャーベース外部TLAC比率 ％ ％ 

除外債務比率 

外部TLAC適格性を有しない、グループ外の第三

者に対して負っている負債の総額 
  

 
うち、無担保シニア債と法的又は経済的に同

順位である又はこれに劣後する除外債務の額 
  

発行者の貸借対照表(持株会社単体)における純

資産の部に計上される額 
  

TLAC適格その他Tier1資本調達手段に係る負債

の額 
  

TLAC適格Tier2資本調達手段に係る負債の額   

その他外部TLAC調達手段の額   

除外債務比率 ％ ％ 

ゴーン・コンサーン資本等比率 

ゴーン・コンサーン資本等の額   

最低所要外部TLACの額   

ゴーン・コンサーン資本等の額が最低所要外部

TLACの額に占める比率 
％ ％ 

 (記載上の注意) 

  1 「外部TLAC比率」とは、銀行法第52条の25に掲げる基準に従い算出された比率をい

う。 

  2 本表は、外部TLAC比率を算出する銀行持株会社が記載するものとする。 
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〔国内基準に係る連結自己資本比率〕 

 信用リスク・アセット算出手法  

(単位：百万円) 

項目 

当期末 前期末 

 経過措置

による不

算入額 

 経過措置

による不

算入額 

コア資本に係る基礎項目 

普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株

主資本の額 
    

 

うち、資本金及び資本剰余金の額     

うち、利益剰余金の額     

うち、自己株式の額(△)     

うち、社外流出予定額(△)     

うち、上記以外に該当するものの額     

コア資本に算入されるその他の包括利益累計額     

 
うち、為替換算調整勘定     

うち、退職給付に係るものの額     

普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株

式引受権及び新株予約権の合計額 
    

コア資本に係る調整後非支配株主持分の額     

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当

金の合計額 
    

 
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額     

うち、適格引当金コア資本算入額     

適格旧非累積的永久優先株の額のうち、経過措

置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれ

る額 

    

公的機関による資本の増強に関する措置を通じ

て発行された資本調達手段の額のうち、経過措

置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれ

る額 

    

非支配株主持分のうち、経過措置によりコア資

本に係る基礎項目の額に含まれる額 
    

コア資本に係る基礎項目の額 (イ)     

コア資本に係る調整項目 

無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライ

ツに係るものを除く。)の額の合計額 
    

 
うち、のれんに係るもの(のれん相当差額

を含む。)の額 
    

うち、のれん及びモーゲージ・サービシン

グ・ライツに係るもの以外の額 
    

繰延税金資産(一時差異に係るものを除く。)の

額 
    

適格引当金不足額     

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する

額 
    

負債の時価評価により生じた時価評価差額で

あって自己資本に算入される額 
    

退職給付に係る資産の額     

自己保有普通株式等(純資産の部に計上される

ものを除く。)の額 
    

意図的に保有している他の金融機関等の対象資

本調達手段の額 
    

少数出資金融機関等の対象普通株式等の額     

特定項目に係る10％基準超過額     

 

うち、その他金融機関等の対象普通株式等

に該当するものに関連するものの額 
    

うち、モーゲージ・サービシング・ライツ

に係る無形固定資産に関連するものの額 
    

うち、繰延税金資産(一時差異に係るもの

に限る。)に関連するものの額 
    

特定項目に係る15％基準超過額     

 

うち、その他金融機関等の対象普通株式等

に該当するものに関連するものの額 
    

うち、モーゲージ・サービシング・ライツ

に係る無形固定資産に関連するものの額 
    

うち、繰延税金資産(一時差異に係るもの

に限る。)に関連するものの額 
    

コア資本に係る調整項目の額 (ロ)     

自己資本 

自己資本の額((イ)－(ロ)) (ハ)     

リスク・アセット等 

信用リスク・アセットの額の合計額     

 

資産(オン・バランス)項目     

 
うち、経過措置によりリスク・アセッ

トの額に算入される額の合計額 
    

 

うち、他の金融機関等の対象資

本調達手段に係るエクスポー

ジャーに係る経過措置を用いて

算出したリスク・アセットの額

から経過措置を用いずに算出し

たリスク・アセットの額を控除

した額 

    

うち、上記以外に該当するもの

の額 
    

オフ・バランス取引等項目     

CVAリスク相当額を8％で除して得た額     

中央清算機関関連エクスポージャーに係

る信用リスク・アセットの額 
    

マーケット・リスク相当額の合計額を8％で除し

て得た額 
    

勘定間の振替分     

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8％

で除して得た額 
    

フロア調整額     

リスク・アセット等の額の合計額 (ニ)     

連結自己資本比率 

連結自己資本比率((ハ)／(ニ)) ％  ％  

 (記載上の注意) 

  1 本表は、海外営業拠点を有しない銀行又は長期信用銀行を子会社とする銀行持株会

社が記載するものとする。 

  2 「連結自己資本比率」とは、銀行法施行規則第34条の10第1項第4号に規定する連結

自己資本比率をいう。 

  3 「信用リスク・アセット算出手法」欄は、標準的手法、基礎的内部格付手法又は先

進的内部格付手法のいずれかを記載すること。 

  4 連結自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合には、その旨を欄外に

記載すること。 

  5 遡及適用、連結財務諸表の組替え又は修正再表示により、「前期末」欄の金額又は

比率が前連結会計年度に係る報告時の金額又は比率と異なっているときは、その旨を

欄外に記載すること。 

  6 特例企業会計基準等適用法人等にあつては、本表中の項目等によらず、採用する企

業会計の基準を明記した上で、当該企業会計の基準で使用する項目等により記載する

ことができる。 

第2 連結財務諸表 

1 連結財務諸表の作成方針 

  銀行持株会社及びその子会社等について連結して作成する貸借対照表等に関する下記

の事項を記載すること。 

 (1) 連結の範囲に関する事項 

 (2) 持分法の適用に関する事項 

 (3) 連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 

 (4) のれんの償却に関する事項 

  特例企業会計基準等適用法人等にあつては、採用する企業会計の基準を明記した上で、

当該企業会計の基準により、連結財務諸表の作成方針として記載すべき事項を記載する

ことができる。この場合において、この様式中の連結財務諸表(注記を含む。)に記載す

べき事項の記載は、当該企業会計の基準により記載すれば足りる。 

2 第  期末(  年  月  日現在)連結貸借対照表 

(単位：百万円) 

科 目 金 額 科 目 金 額 

(資 産 の 部)  (負 債 の 部)  

現 金 預 け 金  預 金  

コールローン及び買入手形  譲 渡 性 預 金  

買 現 先 勘 定  コールマネー及び売渡手形  

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金  売 現 先 勘 定  

買 入 金 銭 債 権  債券貸借取引受入担保金  

特 定 取 引 資 産  コマーシャル・ペーパー  

商 品 有 価 証 券  特 定 取 引 負 債  

金 銭 の 信 託  借 用 金  

有 価 証 券  外 国 為 替  

貸 出 金  短 期 社 債  

外 国 為 替  社 債  

そ の 他 資 産  新 株 予 約 権 付 社 債  

有 形 固 定 資 産  そ の 他 負 債  

 建 物  賞 与 引 当 金  

 土 地  役 員 賞 与 引 当 金  

 リ ー ス 資 産  退 職 給 付 に 係 る 負 債  

 建 設 仮 勘 定  役 員 退 職 慰 労 引 当 金  

 その他の有形固定資産  特 別 法 上 の 引 当 金  

無 形 固 定 資 産  繰 延 税 金 負 債  

 ソ フ ト ウ ェ ア  再評価に係る繰延税金負債  

 の れ ん  支 払 承 諾  

 リ ー ス 資 産  負債の部合計  

 その他の無形固定資産  (純資産の部)  

退 職 給 付 に 係 る 資 産  資 本 金  

繰 延 税 金 資 産  新 株 式 申 込 証 拠 金  

再評価に係る繰延税金資産  資 本 剰 余 金  

支 払 承 諾 見 返  利 益 剰 余 金  

貸 倒 引 当 金 △ 自 己 株 式 △ 

  自 己 株 式 申 込 証 拠 金  

  株 主 資 本 合 計  
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  その他有価証券評価差額金  

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益  

  土 地 再 評 価 差 額 金  

  為 替 換 算 調 整 勘 定  

  退職給付に係る調整累計額  

  その他の包括利益累計額合計  

  株 式 引 受 権  

  新 株 予 約 権  

  非 支 配 株 主 持 分  

  純資産の部合計  

資 産 の 部 合 計  負債及び純資産の部合計  

 (記載上の注意) 

  1 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関

連が明らかになるように記載すること。 

   (1) 継続企業の前提(会社計算規則第100条に規定する継続企業の前提をいう。以下

同じ。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、

当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前

提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要

な不確実性が認められなくなつた場合を除く。)は、次に掲げる事項 

    ① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 

    ② 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策 

    ③ 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由 

    ④ 当該重要な不確実性の影響を連結財務諸表に反映しているか否かの別 

   (2) 次に掲げる会計方針に関する事項 

    ① 有価証券の評価基準及び評価方法 

    ② 土地の再評価に関する法律第3条第3項に規定する再評価の方法及び同法第10

条に規定する差額 

    ③ 有形固定資産の減価償却の方法 

    ④ 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 

    ⑤ 貸倒引当金の計上方法 

    ⑥ 退職給付に係る会計処理の方法 

    ⑦ リース取引の処理方法 

    ⑧ ヘッジ会計の方法 

    ⑨ 金銭の信託の評価基準及び評価方法 

    ⑩ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

    ⑪ 収益の計上方法(顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約か

ら生ずる収益を認識するときは、主要な事業における顧客との契約に基づく主

な義務の内容、当該義務に係る収益を認識する通常の時点その他重要な会計方

針に含まれると判断したものを記載すること。) 

    ⑫ その他採用した重要な会計方針 

    ⑬ 子会社等が採用した会計方針のうちに銀行持株会社と異なるものがある場合

には、その差異の概要。ただし、その差異が軽微であるときには、この限りで

ない。 

   (3) 次に掲げる会計上の見積りに関する事項 

    ① 会計上の見積りにより当該連結会計年度に係る連結財務諸表にその額を計上

した項目であつて、翌連結会計年度に係る連結財務諸表に重要な影響を及ぼす

可能性があるもの 

    ② 当該連結会計年度に係る連結財務諸表の①に掲げる項目に計上した額 

    ③ ②に掲げるもののほか、①に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関す

る理解に資する情報 

   (4) 会計方針の変更等を行つた場合には、会計方針の変更等に関する事項(連結財

務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第14条の2から第14条の8までの規

定に準じて記載すること。ただし、当連結会計年度に係る連結財務諸表のみを表

示している場合には、前連結会計年度に係る事項及び1株当たり情報に対する影響

額については記載を要しない。) 

   (5) 金融商品の状況に関する事項、金融商品の時価等に関する事項及び金融商品の

時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項 

   (6) 賃貸等不動産の状況に関する事項及び賃貸等不動産の時価に関する事項 

   (7) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第15条の6第1項から第3

項までに規定する有価証券に関する事項 

   (8) 債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債

権並びに貸出条件緩和債権の額並びにこれらの合計額 

     なお、それぞれの定義は、銀行法施行規則第19条の2第1項第5号ロ(「債権」の

定義にあつては、同令第34条の26第1項第4号ロ)による。 

   (9) 有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、そ

の旨。ただし、その変更が軽微であるときは、この限りでない。 

   (10) 有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額 

   (11) 資産に係る引当金を直接控除した場合における資産の資産科目別の引当金の

金額(一括して注記することが適当な場合にあつては、適宜一括した引当金の金

額) 

   (12) リースにより使用する有形固定資産及び無形固定資産に関する事項(会社計算

規則第108条の規定に従い記載すること。) 

   (13) 銀行持株会社の取締役、監査役及び執行役との間の取引による当該取締役、

監査役及び執行役に対する銀行持株会社及びその子会社等の金銭債権があるとき

は、その総額。ただし、子会社等である金融機関との間の総合口座取引における

当座貸越及び預金又は長期信用銀行債等(預金保険法第2条第2項第5号に規定する

長期信用銀行債等をいう。以下同じ。)を担保とする貸付金(担保とされた預金及

び長期信用銀行債等の総額を超えないものに限る。)は、この限りでない。 

   (14) 銀行持株会社の取締役、監査役及び執行役との間の取引による当該取締役、

監査役及び執行役に対する銀行持株会社及びその子会社等の金銭債務があるとき

は、その総額。ただし、預金及び長期信用銀行債等はこの限りでない。 

   (15) 関係会社(会社計算規則第2条第3項第25号に規定する関係会社をいう。)の株

式又は出資金の総額 

   (16) 資産が担保に供されている場合には、当該資産の内容及びその金額並びに担

保に係る債務の金額 

   (17) 重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額 

   (18) 次に掲げる1株当たり情報に関する事項 

    ① 1株当たりの純資産額(銭単位) 

    ② 銀行持株会社が当該連結会計年度又は当該連結会計年度の末日後において株

式の併合又は株式の分割をした場合には、その旨及び当該連結会計年度の期首

に株式の併合又は株式の分割をしたと仮定して1株当たりの純資産額を算定し

ている旨 

   (19) 連結会計期間の末日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結の子会社

等の翌連結会計年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場

合における当該事象(ただし、その事業年度の末日が連結決算日と異なる子会社等

については、当該子会社等の貸借対照表日後に発生した場合における当該事象と

する。) 

   (20) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第15条の9から第15条の

11までに規定するストック・オプションに関する事項 

   (21) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第15条の12から第15条

の15まで、第15条の18、第15条の19、第15条の21、第41条及び第63条の3に規定す

る企業結合に関する事項 

   (22) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第15条の16、第15条の17

及び第15条の20に規定する事業分離に関する事項 

   (23) 資産の部の有価証券中の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及

び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであつて、当該社債の発

行が金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)に

係る保証債務の額 

   (24) 以上のほか、銀行持株会社及びその子会社等の財産の状態を正確に判断する

ために必要な事項 

  2 特定取引資産及び特定取引負債は、子会社等が銀行法施行規則第13条の6の3その他

法令の規定により設けた特定取引勘定に係る資産及び負債について記載すること。 

  3 特定取引勘定設置銀行分の商品有価証券への計数の記載は行わない。 

  4 特別法上の引当金は、法令の規定に基づき計上し、その法令の条項を注記するこ

と。 

  5 法令等に基づき、又は銀行持株会社及びその子会社等の財産の状態を明らかにする

ために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目

以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

  6 銀行持株会社及びその子会社等の主たる事業が銀行業以外の事業である場合におい

て、その資産及び負債をこの様式に掲げる分類により記載することが適当でないと認

められるときは、当該事業を営む会社の財務諸表について適用される法令等に定める

分類に準じて記載すること。この場合においては、当該法令等を注記すること。ただ

し、銀行業その他主たる事業以外の事業に係る資産及び負債の状態を明らかにするた

めに必要があるときは、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設

け、適切な場所に記載すること。 

  7 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金額が

資産総額の100分の5を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な

名称を付した科目を設けて記載すること。ただし、「リース債権及びリース投資資産」、

「未払法人税等」、「リース債務」及び「資産除去債務」については、その金額が資

産総額の100分の1を超える場合は科目を設けて記載する。 

  8 「リース資産」に区分される資産については、「有形固定資産」に属する各科

目(「リース資産」及び「建設仮勘定」を除く。)又は「無形固定資産」に属する各科

目(「のれん」及び「リース資産」を除く。)に含めることができる。 

  3 第 期 
  年  月  日から 

  年  月  日まで 
連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

(記載上の注意) 

  「(1) 連結損益計算書」及び「(2) 連結包括利益計算書」は、両計算書を構成する

項目を単一の計算書に表示する方法により、「連結損益及び包括利益計算書」として記

載することができる。 

 (1) 連結損益計算書 

(単位：百万円) 

科 目 金 額 

経 常 収 益 × × × 

 資 金 運 用 収 益 × × × 

  貸 出 金 利 息 × × × 

  有 価 証 券 利 息 配 当 金 × × × 

  コールローン利息及び買入手形利息 × × × 

  買 現 先 利 息 × × × 

  債 券 貸 借 取 引 受 入 利 息 × × × 

  預 け 金 利 息 × × × 

  そ の 他 の 受 入 利 息 × × × 

 役 務 取 引 等 収 益 × × × 

 特 定 取 引 収 益 × × × 

 そ の 他 業 務 収 益 × × × 

 そ の 他 経 常 収 益 × × × 

  貸 倒 引 当 金 戻 入 益 × × × 

  償 却 債 権 取 立 益 × × × 

  そ の 他 の 経 常 収 益 × × × 

経 常 費 用 × × × 

 資 金 調 達 費 用 × × × 

  預 金 利 息 × × × 
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  譲 渡 性 預 金 利 息 × × × 

  コールマネー利息及び売渡手形利息 × × × 

  売 現 先 利 息 × × × 

  債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 × × × 

  コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー 利 息 × × × 

  借 用 金 利 息 × × × 

  短 期 社 債 利 息 × × × 

  社 債 利 息 × × × 

  新 株 予 約 権 付 社 債 利 息 × × × 

  そ の 他 の 支 払 利 息 × × × 

 役 務 取 引 等 費 用 × × × 

 特 定 取 引 費 用 × × × 

 そ の 他 業 務 費 用 × × × 

 営 業 経 費 × × × 

 そ の 他 経 常 費 用 × × × 

  貸 倒 引 当 金 繰 入 額 × × × 

  そ の 他 の 経 常 費 用 × × × 

経 常 利 益 × × × 

(又 は 経 常 損 失)  

特 別 利 益 × × × 

  固 定 資 産 処 分 益 × × × 

  負 の の れ ん 発 生 益 × × × 

  そ の 他 の 特 別 利 益 × × × 

特 別 損 失 × × × 

  固 定 資 産 処 分 損 × × × 

  減 損 損 失 × × × 

  そ の 他 の 特 別 損 失 × × × 

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 × × × 

(又 は 税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失)  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 × × × 

法 人 税 等 調 整 額 × × × 

法 人 税 等 合 計 × × × 

当 期 純 利 益 × × × 

(又 は 当 期 純 損 失)  

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 × × × 

(又は非支配株主に帰属する当期純損失)  

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 × × × 

(又は親会社株主に帰属する当期純損失)  

 (記載上の注意) 

  1 顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識す

る場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)を注記すること。 

   (1) 当該連結会計年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金

額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合にお

ける当該区分ごとの収益の額その他の事項 

   (2) 収益を理解するための基礎となる情報 

   (3) 当該連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報 

    (1)から(3)までに掲げる事項が会計方針に関する事項と同一であるときは、記載

することを要しない。 

  2 次に掲げる1株当たり情報に関する事項を注記すること。 

   (1) 1株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する

当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり親会社株主に帰属する当期純利益

金額(普通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権その他

のこれらに準ずる権利が付された証券又は契約に係る権利が行使されることを仮

定することにより算定した1株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額を

いう。以下この様式において同じ。)(銭単位) 

   (2) 銀行持株会社が当該連結会計年度又は当該連結会計年度の末日後において株式

の併合又は株式の分割をした場合には、その旨並びに当該連結会計年度の期首に

株式の併合又は株式の分割をしたと仮定して1株当たりの親会社株主に帰属する

当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額及び潜在株式調整後1

株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額を算定している旨 

  3 上記のほか、銀行持株会社及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために

必要な事項を注記すること。 

  4 特定取引収益及び特定取引費用の金額は、子会社等が銀行法施行規則第13条の6の3

その他法令の規定により設けた特定取引勘定に係る収益及び費用の金額について記

載すること。 

  5 「その他の特別利益」及び「その他の特別損失」には、非経常的な利益又は損失の

金額を記載すること。 

    ただし、その額が相当額以下で経常収益又は経常費用に重要な影響を及ぼさない

ものは、経常収益又は経常費用に記載することができるものとする。 

  6 法令等に基づき、又は銀行持株会社及びその子会社等の損益の状態を明らかにする

ために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる科目

以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

  7 銀行持株会社及びその子会社等の主たる事業が銀行業以外の事業である場合におい

て、その収益及び費用をこの様式に掲げる分類により記載することが適当でないと認

められるときは、当該事業を営む会社の財務諸表について適用される法令等に定める

分類に準じて記載すること。この場合においては、当該法令等を注記すること。ただ

し、銀行業その他主たる事業以外の事業に係る収益及び費用の状態を明らかにするた

めに必要があるときは、その収益及び費用の性質を示す適切な名称を付した科目を設

け、適切な場所に記載すること。 

  8 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載するこ

と。 

 (2) 連結包括利益計算書 

(単位：百万円) 

科 目 金 額 

当 期 純 利 益 × × × 

(又 は 当 期 純 損 失)  

そ の 他 の 包 括 利 益 × × × 

 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 × × × 

 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 × × × 

 為 替 換 算 調 整 勘 定 × × × 

 退 職 給 付 に 係 る 調 整 額 × × × 

 持分法適用会社に対する持分相当額 × × × 

包 括 利 益 × × × 

 親 会 社 株 主 に 係 る 包 括 利 益 × × × 

 非 支 配 株 主 に 係 る 包 括 利 益 × × × 

 (記載上の注意) 

  1 連結包括利益計算書を初めて記載した年度においては、その直前の年度におけるそ

の他の包括利益及びその内訳項目並びに包括利益及びその内訳項目の金額を注記す

ること。 

  2 法令等に基づき、又は銀行持株会社及びその子会社等の包括利益の状態を明らかに

するために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる

科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載する

こと。 

  3 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

  4 その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示すること。ただ

し、各内訳項目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効果の

金額を一括して加減する方法で記載することができる。いずれの場合も、その他の包

括利益の各内訳項目別の税効果の金額を注記すること。 

  5 親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額を

構成する項目のうち、当連結会計年度以前にその他の包括利益に含まれていた金額は、

組替調整額として、その他の包括利益の内訳項目ごとに注記すること。この注記は、

上記4の注記と併せて記載することができる。 

 連結損益及び包括利益計算書 

 〔「(1) 連結損益計算書」及び「(2) 連結包括利益計算書」を構成する項目を、単一

の計算書に表示する場合〕 

(単位：百万円) 

科 目 金 額 

経 常 収 益 × × × 

 資 金 運 用 収 益 × × × 

  貸 出 金 利 息 × × × 

  有 価 証 券 利 息 配 当 金 × × × 

  コールローン利息及び買入手形利息 × × × 

  買 現 先 利 息 × × × 

  債 券 貸 借 取 引 受 入 利 息 × × × 

  預 け 金 利 息 × × × 

  そ の 他 の 受 入 利 息 × × × 

 役 務 取 引 等 収 益 × × × 

 特 定 取 引 収 益 × × × 

 そ の 他 業 務 収 益 × × × 

 そ の 他 経 常 収 益 × × × 

  貸 倒 引 当 金 戻 入 益 × × × 

  償 却 債 権 取 立 益 × × × 

  そ の 他 の 経 常 収 益 × × × 

経 常 費 用 × × × 

 資 金 調 達 費 用 × × × 

  預 金 利 息 × × × 

  譲 渡 性 預 金 利 息 × × × 

  コールマネー利息及び売渡手形利息 × × × 

  売 現 先 利 息 × × × 

  債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 × × × 

  コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー 利 息 × × × 

  借 用 金 利 息 × × × 

  短 期 社 債 利 息 × × × 

  社 債 利 息 × × × 

  新 株 予 約 権 付 社 債 利 息 × × × 

  そ の 他 の 支 払 利 息 × × × 

 役 務 取 引 等 費 用 × × × 

 特 定 取 引 費 用 × × × 

 そ の 他 業 務 費 用 × × × 

 営 業 経 費 × × × 

 そ の 他 経 常 費 用 × × × 

  貸 倒 引 当 金 繰 入 額 × × × 

  そ の 他 の 経 常 費 用 × × × 

経 常 利 益 × × × 

(又 は 経 常 損 失)  

特 別 利 益 × × × 

  固 定 資 産 処 分 益 × × × 

  負 の の れ ん 発 生 益 × × × 

  そ の 他 の 特 別 利 益 × × × 

特 別 損 失 × × × 

  固 定 資 産 処 分 損 × × × 

  減 損 損 失 × × × 

  そ の 他 の 特 別 損 失 × × × 

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 × × × 

(又 は 税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失)  

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 × × × 

法 人 税 等 調 整 額 × × × 

法 人 税 等 合 計 × × × 
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当 期 純 利 益 × × × 

(又 は 当 期 純 損 失)  

 親会社株主に帰属する当期純利益 × × × 

 
(又は親会社株主に帰属する当期純損

失) 
 

 非支配株主に帰属する当期純利益 × × × 

 
(又は非支配株主に帰属する当期純損

失) 
 

そ の 他 の 包 括 利 益 × × × 

 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 × × × 

 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 × × × 

 為 替 換 算 調 整 勘 定 × × × 

 退 職 給 付 に 係 る 調 整 額 × × × 

 持分法適用会社に対する持分相当額 × × × 

包 括 利 益 × × × 

 親 会 社 株 主 に 係 る 包 括 利 益 × × × 

 非 支 配 株 主 に 係 る 包 括 利 益 × × × 

 (記載上の注意) 

  1 顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識す

る場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)を注記すること。 

   (1) 当該連結会計年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金

額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合にお

ける当該区分ごとの収益の額その他の事項 

   (2) 収益を理解するための基礎となる情報 

   (3) 当該連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報 

    (1)から(3)までに掲げる事項が会計方針に関する事項と同一であるときは、記載

することを要しない。 

  2 次に掲げる1株当たり情報に関する事項を注記すること。 

   (1) 1株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する

当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり親会社株主に帰属する当期純利益

金額(銭単位) 

   (2) 銀行持株会社が当該連結会計年度又は当該連結会計年度の末日後において株式

の併合又は株式の分割をした場合には、その旨並びに当該連結会計年度の期首に

株式の併合又は株式の分割をしたと仮定して1株当たりの親会社株主に帰属する

当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額及び潜在株式調整後1

株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額を算定している旨 

  3 上記のほか、銀行持株会社及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために

必要な事項を注記すること。 

  4 特定取引収益及び特定取引費用の金額は、子会社等が銀行法施行規則第13条の6の3

その他法令の規定により設けた特定取引勘定に係る収益及び費用の金額について記

載すること。 

  5 「その他の特別利益」及び「その他の特別損失」には、非経常的な利益又は損失の

金額を記載すること。 

    ただし、その額が相当額以下で経常収益又は経常費用に重要な影響を及ぼさない

ものは、経常収益又は経常費用に記載することができるものとする。 

  6 連結損益及び包括利益計算書を初めて記載した年度においては、その直前の年度に

おけるその他の包括利益及びその内訳項目並びに包括利益及びその内訳項目の金額

を注記すること。 

  7 法令等に基づき、又は銀行持株会社及びその子会社等の損益若しくは包括利益の状

態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの

様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場

所に記載すること。 

  8 銀行持株会社及びその子会社等の主たる事業が銀行業以外の事業である場合におい

て、その収益及び費用をこの様式に掲げる分類により記載することが適当でないと認

められるときは、当該事業を営む会社の財務諸表について適用される法令等に定める

分類に準じて記載すること。この場合においては、当該法令等を注記すること。ただ

し、銀行業その他主たる事業以外の事業に係る収益及び費用の状態を明らかにするた

めに必要があるときは、その収益及び費用の性質を示す適切な名称を付した科目を設

け、適切な場所に記載すること。 

  9 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。 

  10 その他の包括利益の内訳項目は、税効果を控除した後の金額で表示すること。た

だし、各内訳項目を税効果を控除する前の金額で表示して、それらに関連する税効果

の金額を一括して加減する方法で記載することができる。いずれの場合も、その他の

包括利益の各内訳項目別の税効果の金額を注記すること。 

  11 親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額

を構成する項目のうち、当連結会計年度以前にその他の包括利益に含まれていた金額

は、組替調整額として、その他の包括利益の内訳項目ごとに注記すること。この注記

は、10の注記と併せて記載することができる。 

4 第  期 
  年  月  日から 

  年  月  日まで 
連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円) 

 株主資本 その他の包括利益累計額 株式

引受

権  

新株

予約

権  

非支

配株

主持

分  

純資産

合計 
資本

金  

資本剰

余金 

利益剰

余金 

自己株

式 

株主資

本合計 

その他

有価証

券評価

差額金 

繰 延

ヘッジ

損益 

土地再

評価差

額金 

為替換

算調整

勘定 

退職給

付に係

る調整

累計額 

その他

の包括

利益累

計額合

計 

当期首残高 ×× ×× ×× △×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× 

当期変動額                

 
新株の発

行 
×× ×× 

  
×× 

         
×× 

 
剰余金の

配当 

  
△×× 

 
△×× 

         
△×× 

 

親会社株

主に帰属

する当期

純利益 

  

×× 

 

×× 

         

×× 

 
自己株式

の処分 

   
×× ×× 

         
×× 

 
・・・ 

・・・ 

              
×× 

 

株主資本

以外の項

目の当期

変 動 額

(純額) 

     

×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× 

当期変動額

合計 
×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× 

当期末残高 ×× ×× ×× △×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× 

 (記載上の注意) 

  1 法令等に基づき、この様式に掲げる科目以外の科目を掲げる必要が生じたときは、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に

記載すること。 

  2 変動事由及び金額の記載は、概ね連結貸借対照表における記載の順序によること。 

  3 株主資本以外の科目については、連結会計年度中の変動額を、変動事由ごとに記載することができる。 

  4 その他の包括利益累計額は、科目ごとの記載に代えてその他の包括利益累計額の合計額を、当連結会計年度期首残高、連結会計年度中

の変動額及び連結会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。 

  5 その他の包括利益累計額及び純資産の各合計欄の記載は省略することができる。 

  6 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第77条から第80条までの規定に従い注記すること。 

  7 遡及適用、修正再表示又は当該連結会計年度の前連結会計年度における企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行つた場合には、当

期首残高に対する累積的影響額及び当該遡及適用、修正再表示又は当該連結会計年度の前連結会計年度における企業結合に係る暫定的な

会計処理の確定の後の当期首残高を区分表示すること。 
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5 第  期 
  年  月  日から 

  年  月  日まで 
連結キャッシュ・フロー計算書 

〔直接法により表示する場合〕                    (単位：百万円) 

科 目 金 額 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 貸付金回収による収入  

 預金払出による支出  

 貸付金利息収入  

 預金利息支出  

 営業経費支出  

 ……………………………………………  

 法人税等の支払額  

 営業活動によるキャッシュ・フロー  

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 有価証券の取得による支出  

 有価証券の売却による収入  

 有形固定資産の取得による支出  

 有形固定資産の売却による収入  

 ……………………………………………  

 投資活動によるキャッシュ・フロー  

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 株式の発行による収入  

 自己株式の取得による支出  

 配当金の支払額  

 非支配株主への配当金の支払額  

 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に

よる支出 

 

 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却に

よる収入 

 

 ……………………………………………  

 財務活動によるキャッシュ・フロー  

現金及び現金同等物に係る換算差額  

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)  

現金及び現金同等物の期首残高  

現金及び現金同等物の期末残高  

 (記載上の注意) 

  1 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。 

  2 法令等に基づき、又は銀行持株会社及びその子会社等のキャッシュ・フローの状態

を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目以外の科目を設け、

その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 

〔間接法により表示する場合〕                    (単位：百万円) 

科 目 金 額 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前当期純利益(又は税金等調整前当期純

損失(△)) 

 

 減価償却費  

 減損損失  

 貸倒引当金の増減(△)  

 資金運用収益  

 資金調達費用  

 有価証券関係損益(△)  

 貸出金の純増(△)減  

 預金の純増減(△)  

 資金運用による収入  

 資金調達による支出  

 ……………………………………………  

小 計  

 法人税等の支払額  

 営業活動によるキャッシュ・フロー  

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 有価証券の取得による支出  

 有価証券の売却による収入  

 有形固定資産の取得による支出  

 有形固定資産の売却による収入  

 ……………………………………………  

 投資活動によるキャッシュ・フロー  

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 株式の発行による収入  

 自己株式の取得による支出  

 配当金の支払額  

 非支配株主への配当金の支払額  

 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に

よる支出 

 

 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却に

よる収入 

 

 ……………………………………………  

 財務活動によるキャッシュ・フロー  

現金及び現金同等物に係る換算差額  

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)  

現金及び現金同等物の期首残高  

現金及び現金同等物の期末残高  

 (記載上の注意) 

  1 現金及び現金同等物の範囲について記載すること。 

  2 法令等に基づき、又は銀行持株会社及びその子会社等のキャッシュ・フローの状態

を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目以外の科目を設け、

その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。 
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１
項
関
係
）

別紙様式第17号(第34条の40第1項関係) 

 29.7cm以上 

20 

銀 行 代 理 業 者 許 可 票 

 

銀 行 代 理 業 

 

許可番号 金 融 庁 長 官( )第   号 

 

(財務(支)局長) 

 

(銀行代理業者の商号、名称又は氏名) 

 

(所属銀行の商号) 

cm 

以 

上 

 (記載上の注意) 

  1 「所属銀行の商号」には、所属銀行(銀行法第2条第16項に規定する所属銀行をいう。

以下同じ。)の商号を記載すること。二以上の所属銀行があるときは、全ての所属銀行

の商号を記載すること。 

  2 銀行法第52条の60の2第1項に規定する銀行等が銀行代理業を営む場合にあつては、

許可番号に代えて、同条の規定により銀行代理業を営む者である旨を表示すること。 

  3 銀行法等の一部を改正する法律(平成17年法律第106号。以下「改正法」という。)附

則第2条第1項の規定により改正法の施行日から起算して三月間、銀行法第52条の36第1

項の許可を受けず銀行代理業を営むことができる者にあつては、「銀行代理業者許可

票」の文字を削り、許可番号に代えて、改正法附則第2条第1項の規定により銀行法第

52条の36第1項の許可を受けず銀行代理業を営む者である旨を表示すること。 

  4 改正法附則第3条第1項の規定により銀行法第52条の36第1項の許可を受けたものと

みなされる者にあつては、許可番号を取得するまでの間は、許可番号に代えて、改正

法附則第3条第1項の規定により銀行法第52条の36第1項の許可を受けたものとみなさ

れた銀行代理業者である旨を表示すること。 

  5 金融機関の合併及び転換に関する法律第51条の2第1項(同法第67条において準用す

る場合を含む。以下5において同じ。)の規定により銀行法第52条の36第1項の許可を受

けたものとみなされる者にあつては、許可番号を取得するまでの間は、許可番号に代

えて、金融機関の合併及び転換に関する法律第51条の2第1項の規定により銀行法第52

条の36第1項の許可を受けたものとみなされた銀行代理業者である旨を表示すること。 

198



別
紙
様
式
第
１
８
号
（
第
３
４
条
の
５
９
第
１
項
関
係
）

別紙様式第18号(第34条の59第1項関係) 

(日本産業規格A4)  

銀行代理業に関する報告書 

  年  月  日から 

  年  月  日まで 

年  月  日  

 主たる事務所
の所在地 

 

名 称 

氏 名 

 (記載上の注意) 

   本表中に記載する金額及び件数は、この表中で指定された単位で記載し、当該単位未満

は切り捨てること。 

1 許可年月日及び許可番号 

2 銀行代理業の概況 

 (記載上の注意) 

   直近の事業年度における銀行代理業の経過及び成果を記載すること。 

3 所属銀行等 

所 属 銀 行 名 銀行代理業再委託者名 
銀 行 代 理 業 の 業 務
の 内 容  委 託 契 約

年 月 日 
 再 委 託 契

約 年 月 日 

     

     

 (記載上の注意) 

  1 「所属銀行名」欄は、当期末現在における所属銀行(銀行法第2条第16項に規定する所

属銀行をいう。以下同じ。)の商号を記載すること。 

  2 「銀行代理業再委託者名」欄は、銀行代理業再委託者(銀行法第52条の58第2項に規定

する銀行代理業再委託者をいう。以下同じ。)の再委託を受けて銀行代理業を営むとき

に限り、当該銀行代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び銀行代理業の許可番号を記

載すること。 

  3 「銀行代理業の業務の内容」欄は、所属銀行のために行う銀行代理業の業務の内容を

記載すること。 

  4 法第52条の37第1項に規定する申請書に、旧氏及び名を併せて記載して提出した者に

ついては、当該申請書に記載した当該旧氏及び名を変更する旨を届け出るまでの間、氏

名を記載する欄に当該旧氏及び名を括弧書で併せて記載し、又は当該旧氏及び名のみを

記載することができる。 

4 使用人の状況 

 使 用 人 

総 数 名 

 (記載上の注意) 

  1 本表は、当期末における銀行代理業に従事する使用人について記載すること。この場

合において、当該使用人の総数が20名以下であるときは、当期末におけるその常時使用

する従業員の数を欄外に注記すること。 

  2 「使用人」欄は、臨時雇員及び嘱託を除く員数を記載すること。 

5 事務所の状況 

名 称 所 在 地 所 属 銀 行 名 銀行代理業の業務の内容 

    

  

    

  

 (記載上の注意) 

  1 「所属銀行名」欄及び「銀行代理業の業務の内容」欄は、事務所において複数の所属

銀行のために銀行代理業を営むときは、当該所属銀行ごとに記載すること。 

  2 適宜地区別に区分して記載すること。 

6 銀行代理業の実施状況 

 (1) 預金関係 

 ①代理                            (単位：千円、件) 

所属銀行名 
流動性預金 

 
定期性預金 

合 計 

(その他を含む。) うち当座預金 

口座数 残 高 口座数 残 高 口座数 残 高 口座数 残 高 

         

         

合 計         

  (記載上の注意) 

   当期末における預金の口座数及び残高を所属銀行ごとに記載すること。 

 ②媒介                               (単位：件) 

所属銀行名 
流動性預金 

 
定期性預金 

合 計 

(その他を含む。) うち当座預金 

件 数 件 数 件 数 件 数 

     

     

合 計     

  (記載上の注意) 

   「件数」欄は、銀行法第2条第14項第1号に規定する契約の締結の媒介行為を行つたも

ののうち、当期中に契約の締結に至つた件数を所属銀行ごとに記載すること。 

 (2) 貸出金関係 

 ①代理                            (単位：千円、件) 

所属銀行名 
消費者向け貸出金 事業者向け貸出金 合 計 

件 数 残 高 件 数 残 高 件 数 残 高 

       

       

合 計       

  (記載上の注意) 

   当期末における貸出金の件数及び残高の合計額を所属銀行ごとに記載すること。 

 ②媒介                            (単位：千円、件) 

所属銀行名 
消費者向け貸出金 事業者向け貸出金 合 計 

件 数 媒 介 額 件 数 媒 介 額 件 数 媒 介 額 

   ( ) (  )   

   ( ) (  )   

合 計   ( ) (  )   

  (記載上の注意) 

   1 当期中における銀行法第2条第14項第2号に規定する契約の締結の媒介行為を行つた

件数及び媒介額を所属銀行ごとに記載すること。 

   2 「件数」欄は、媒介行為を行つたもののうち、当期中に契約の締結に至つた件数を

記載すること。 

   3 「媒介額」欄は、当期中に契約の締結に至つたものの契約時の貸付けの金額を記載

すること。 

   4 「件数」及び「媒介額」欄の( )には、規格化された貸付商品(銀行法施行規則第34

条の37第6号ハに規定する規格化された貸付商品をいう。)の件数及び媒介額を内書す

ること。 

 (3) 為替取引関係                          (単位：件) 

所 属 銀 行 名 代 理 媒 介 

   

   

合 計   

  (記載上の注意) 

   1 「代理」欄は、当期中における銀行法第2条第14項第3号に規定する契約の締結の代

理行為を行つた契約件数を記載すること。 

   2 「媒介」欄は、当期中における銀行法第2条第14項第3号に規定する契約の締結の媒

介行為を行つた契約件数を記載すること。 

 (4) 手数料の状況            (単位：千円) 

所属銀行名 手 数 料 

  

  

合 計  

  (記載上の注意) 

   「手数料」欄は、当期中に所属銀行(銀行代理業再受託者(法第52条の58第2項に規定す

る銀行代理業再受託者をいう。)にあつては、銀行代理業再委託者)から得た銀行代理業

に係る手数料の金額を記載すること。 
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別紙様式第19号(第34条の59第1項関係) 

(日本産業規格A4)  

銀行代理業に関する報告書 

年  月  日から 

年  月  日まで 

年  月  日    

 主たる営業所

又は事務所の

所在地 

 

商号又は名称 

代 表 者 氏 名 

 (記載上の注意) 

   本表中に記載する金額及び件数は、この表中で指定された単位で記載し、当該単位未満

は切り捨てること。 

1 許可年月日及び許可番号 

 (記載上の注意) 

   銀行法第52条の60の2第1項に規定する銀行等が銀行代理業を営む場合にあつては、許可

年月日及び許可番号に代えて、同条の規定により銀行代理業を営む者である旨を記載する

こと。 

2 銀行代理業の概況 

 (記載上の注意) 

   直近の事業年度における銀行代理業の経過及び成果を記載すること。 

3 所属銀行等 

所 属 銀 行 名 銀行代理業再委託者名 
銀 行 代 理 業 の 業 務

の内容 
 委 託 契 約

年 月 日 

 再 委 託 契

約 年 月 日 

     

     

 (記載上の注意) 

  1 「所属銀行名」欄は、当期末現在における所属銀行(銀行法第2条第16項に規定する所

属銀行をいう。以下同じ。)の商号を記載すること。 

  2 「銀行代理業再委託者名」欄は、銀行代理業再委託者(銀行法第52条の58第2項に規定

する銀行代理業再委託者をいう。以下同じ。)の再委託を受けて銀行代理業を営むとき

に限り、当該銀行代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び銀行代理業の許可番号を記

載すること。 

  3 「銀行代理業の業務の内容」欄は、所属銀行のために行う銀行代理業の業務の内容を

記載すること。 

  4 法第52条の37第1項に規定する申請書に、旧氏及び名を併せて記載して提出した者に

ついては、当該申請書に記載した当該旧氏及び名を変更する旨を届け出るまでの間、氏

名を記載する欄に当該旧氏及び名を括弧書で併せて記載し、又は当該旧氏及び名のみを

記載することができる。 

4 役員及び使用人の状況 

 
役 員 

 
使 用 人 計 

うち非常勤 

総 数 名 名 名 名 

 (記載上の注意) 

  1 本表は、当期末における銀行代理業に従事する役員及び使用人について記載すること。

この場合において、当該使用人の総数が20名以下であるときは、当期末におけるその常

時使用する従業員の数を欄外に注記すること。 

  2 「使用人」欄は、臨時雇員及び嘱託を除く員数を記載すること。 

5 営業所又は事務所の状況 

名 称 所 在 地 使 用 人 所 属 銀 行 名 
銀行代理業の

業務の内容 

     

  

     

  

 (記載上の注意) 

  1 「所属銀行名」欄及び「銀行代理業の業務の内容」欄は、営業所又は事務所において

複数の所属銀行のために銀行代理業を営むときは、当該所属銀行ごとに記載すること。 

  2 適宜地区別に区分して記載すること。 

6 銀行代理業の実施状況 

 (1) 預金関係 

 ①代理                            (単位：千円、件) 

所属銀行名 
流動性預金 

 
定期性預金 

合 計 

(その他を含む。) うち当座預金 

口座数 残 高 口座数 残 高 口座数 残 高 口座数 残 高 

         

         

合 計         

  (記載上の注意) 

   当期末における預金の口座数及び残高を所属銀行ごとに記載すること。 

 ②媒介                               (単位：件) 

所属銀行名 
流動性預金 

 
定期性預金 

合 計 

(その他を含む。) うち当座預金 

件 数 件 数 件 数 件 数 

     

     

合 計     

  (記載上の注意) 

   「件数」欄は、銀行法第2条第14項第1号に規定する契約の締結の媒介行為を行つたも

ののうち、当期中に契約の締結に至つた件数を所属銀行ごとに記載すること。 

 (2) 貸出金関係 

 ①代理                            (単位：千円、件) 

所属銀行名 
消費者向け貸出金 事業者向け貸出金 合 計 

件 数 残 高 件 数 残 高 件 数 残 高 

       

       

合 計       

  (記載上の注意) 

   当期末における貸出金の件数及び残高の合計額を所属銀行ごとに記載すること。 

 ②媒介                            (単位：千円、件) 

所属銀行名 
消費者向け貸出金 事業者向け貸出金 合 計 

件 数 媒 介 額 件 数 媒 介 額 件 数 媒 介 額 

   ( ) (  )   

   ( ) (  )   

合 計   ( ) (  )   

  (記載上の注意) 

   1 当期中における銀行法第2条第14項第2号に規定する契約の締結の媒介行為を行つた

件数及び媒介額を所属銀行ごとに記載すること。 

   2 「件数」欄は、媒介行為を行つたもののうち、当期中に契約の締結に至つた件数を

記載すること。 

   3 「媒介額」欄は、当期中に契約の締結に至つたものの契約時の貸付けの金額を記載

すること。 

   4 「件数」及び「媒介額」欄の( )には、規格化された貸付商品(銀行法施行規則第34

条の37第6号ハに規定する規格化された貸付商品をいう。)の件数及び媒介額を内書す

ること。 

 (3) 為替取引関係                          (単位：件) 

所 属 銀 行 名 代 理 媒 介 

   

   

合 計   

  (記載上の注意) 

   1 「代理」欄は、当期中における銀行法第2条第14項第3号に規定する契約の締結の代

理行為を行つた契約件数を記載すること。 

   2 「媒介」欄は、当期中における銀行法第2条第14項第3号に規定する契約の締結の媒

介行為を行つた契約件数を記載すること。 

 (4) 手数料の状況            (単位：千円) 

所属銀行名 手 数 料 

  

  

合 計  

  (記載上の注意) 

   「手数料」欄は、当期中に所属銀行(銀行代理業再受託者(法第52条の58第2項に規定す

る銀行代理業再受託者をいう。)にあつては、銀行代理業再委託者)から得た銀行代理業

に係る手数料の金額を記載すること。 
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別
紙
様
式
第
２
０
号
（
第
３
４
条
の
６
４
の
４
第
２
号
ニ

関
係
）

    

別
紙
様
式
第
２
１
号
（
第
３
４
条
の
６
４
の
２
１
第
１
項

関
係
）

別紙様式第21号(第34条の64の21第1項関係) 

(日本産業規格A4)  

電子決済等代行業に関する報告書 

年  月  日から 

年  月  日まで 

年  月  日   

 主たる事務所

の所在地 

 

名 称 

氏 名 

 (記載上の注意) 

  1 この様式中に記載する事項は、同一の事項を記載した書類を添付し、かつ、その旨を

明記した場合には、記載を省略することができる。 

  2 記載事項に関して留意事項がある場合には、適宜の方法により、いずれの記載事項に

ついての留意事項であるかを明示した上で記載すること。 

  3 法第52条の61の3第1項の規定による登録申請書又は法第52条の61の6第1項の規定に

よる届出書に旧氏及び名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載

した当該旧氏及び名を変更する旨を届け出るまでの間、「氏名」欄に当該旧氏及び名を

括弧書で併せて記載し、又は当該旧氏及び名のみを記載することができる。 

1 登録年月日及び登録番号 

2 電子決済等代行業の概況 

 (記載上の注意) 

   直近の事業年度における電子決済等代行業の経過及び成果を記載すること。 

3 契約締結銀行 

契約締結銀行名 契約年月日 電子決済等代行業の業務の内容 

   

   

 (記載上の注意) 

  1 「契約締結銀行名」欄は、当期末における契約締結銀行(銀行法第52条の61の10第1項

の契約を締結している銀行をいう。2において同じ。)の商号を記載すること。 

  2 「電子決済等代行業の業務の内容」欄は、契約締結銀行との契約に従つて行う電子決

済等代行業の業務が、決済指図伝達(銀行法第2条第21項第1号に掲げる行為をいう。以

下同じ。なお、同号の指図の内容のみの伝達を含むことに留意すること。)のみである

場合には「決済指図伝達」、口座情報の取得・提供(同項第2号に掲げる行為をいう。以

下同じ。)のみである場合には「口座情報の取得・提供」、決済指図伝達と口座情報の

取得・提供の双方を行う場合には「双方」と記載すること。 

4 委託先 

委託先名 所在地 委託契約年月日 
電子決済等代行業の

業務の内容 

    

    

 (記載上の注意) 

  1 本表は、委託先(第34条の64の3第2項第2号の第三者をいう。以下同じ。)があるとき

に限り記載すること。 

  2 「委託先名」欄は、委託先の商号、名称又は氏名を記載すること。 

  3 「所在地」欄は、委託先の主たる営業所又は事務所の所在地を記載すること。 

  4 「電子決済等代行業の業務の内容」欄は、委託する電子決済等代行業の業務が、決済

指図伝達のみである場合には「決済指図伝達」、口座情報の取得・提供のみである場合

には「口座情報の取得・提供」、決済指図伝達と口座情報の取得・提供の双方を行う場

合には「双方」と記載すること。 

5 電子決済等代行業再委託者数 

 者 

  (記載上の注意) 

    当期末において、電子決済等代行業者として第34条の64の9第3項各号の委託を受けて

いる同項の電子決済等代行業再委託者(以下「電子決済等代行業再委託者」という。)が

あるときは、そのうち自身が直接取引を行う者の合計者数を記載すること。 

6 使用人の状況 

 使 用 人 

総 数 名 

 (記載上の注意) 

  1 本表は、当期末における電子決済等代行業に従事する使用人について記載すること。 

  2 「使用人」欄は、臨時雇員及び嘱託を除く員数を記載すること。 

7 事務所の状況 

名 称 所 在 地 

  

  

 (記載上の注意) 

  1 本表は、当期末における電子決済等代行業を営む事務所について記載すること。 

  2 適宜、地区別に区分して記載すること。 

8 電子決済等代行業の実施状況 

(単位：件、者)  

決済指図伝達 口座情報の取得・提供 

契約件数又は利用者数 決済指図伝達の件数 

〔為替取引に至らなかつた

件数を含むか否か〕 

契約件数又は利用者数 

 〔 〕  

 (記載上の注意) 

  1 「決済指図伝達」欄のうち、「契約件数又は利用者数」欄については、当期末におけ

る預金者(銀行法第2条第21項第1号の預金者をいう。以下同じ。)若しくは電子決済等代

行業再委託者(電子決済等代行業再委託者のうち自身が直接取引を行う者のみをいい、
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当該電子決済等代行業再委託者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を行う電子

決済等代行業再委託者や電子決済等代行業再委託者の利用者である預金者は含まない

ことに留意する。以下同じ。)との間の決済指図伝達に係る基本契約(継続中の契約に限

る。ただし、個別契約のみが締結される場合には個別契約。以下同じ。)の件数又は自

身が提供する決済指図伝達に係るサービスを直接利用する預金者若しくは電子決済等

代行業再委託者の数を記載すること。 

  2 「決済指図伝達」欄のうち、「決済指図伝達の件数」欄については、当期中における

決済指図伝達を行つた件数を記載すること。この際、適宜自身が把握可能な件数をもつ

て代替することも可能であり、例えば、決済指図伝達が銀行法第2条第21項第1号の指図

の内容のみの伝達である場合に、電子決済等代行業者又は電子決済等代行業再委託者が

当該内容のみの伝達を行うための画像を、預金者が確認することができる映像面に表示

させた件数や、最終的に為替取引に至つた件数等を記載することでも差し支えない。た

だし、この場合には、どのような件数を記載したかを留意事項として記載すること。 

   また、件数の次の〔 〕内には、当該件数に為替取引に至らなかつた件数を含むか否

か(含む場合は「含」、含まない場合は「否」)を記載すること。 

  3 「口座情報の取得・提供」欄のうち、「契約件数又は利用者数」欄については、当期

末における預金者等(銀行法第2条第21項第2号の預金者等をいう。以下同じ。)若しくは

電子決済等代行業再委託者との間の口座情報の取得・提供に係る基本契約の件数又は自

身が提供する口座情報の取得・提供に係るサービスを直接利用する預金者等若しくは電

子決済等代行業再委託者の数を記載すること。 

別
紙
様
式
第
２
２
号
（
第
３
４
条
の
６
４
の
２
１
第
１
項

関
係
）

別紙様式第22号(第34条の64の21第1項関係) 

(日本産業規格A4)  

電子決済等代行業に関する報告書 

年  月  日から 

年  月  日まで 

年  月  日    

 主たる営業所

又は事務所の

所在地 

 

商号又は名称 

代表者氏名 

 (記載上の注意) 

  1 この様式中に記載する事項は、同一の事項を記載した書類を添付し、かつ、その旨を

明記した場合には、記載を省略することができる。 

  2 記載事項に関して留意事項がある場合には、適宜の方法により、いずれの記載事項に

ついての留意事項であるかを明示した上で記載すること。 

  3 法第52条の61の3第1項の規定による登録申請書又は法第52条の61の6第1項の規定によ

る届出書に旧氏及び名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載し

た当該旧氏及び名を変更する旨を届け出るまでの間、「代表者氏名」欄に当該旧氏及び

名を括弧書で併せて記載し、又は当該旧氏及び名のみを記載することができる。 

1 登録年月日及び登録番号 

2 電子決済等代行業の概況 

 (記載上の注意) 

   直近の事業年度における電子決済等代行業の経過及び成果を記載すること。 

3 契約締結銀行 

契約締結銀行名 契約年月日 電子決済等代行業の業務の内容 

   

   

 (記載上の注意) 

  1 「契約締結銀行名」欄は、当期末における契約締結銀行(銀行法第52条の61の10第1項

の契約を締結している銀行をいう。2において同じ。)の商号を記載すること。 

  2 「電子決済等代行業の業務の内容」欄は、契約締結銀行との契約に従つて行う電子決

済等代行業の業務が、決済指図伝達(銀行法第2条第21項第1号に掲げる行為をいう。以

下同じ。なお、同号の指図の内容のみの伝達を含むことに留意すること。)のみである

場合には「決済指図伝達」、口座情報の取得・提供(同項第2号に掲げる行為をいう。以

下同じ。)のみである場合には「口座情報の取得・提供」、決済指図伝達と口座情報の

取得・提供の双方を行う場合には「双方」と記載すること。 

4 委託先 

委託先名 所在地 委託契約年月日 
電子決済等代行業の

業務の内容 

    

    

 (記載上の注意) 

  1 本表は、委託先(第34条の64の3第2項第2号の第三者をいう。以下同じ。)があるとき

に限り記載すること。 

  2 「委託先名」欄は、委託先の商号、名称又は氏名を記載すること。 

  3 「所在地」欄は、委託先の主たる営業所又は事務所の所在地を記載すること。 

  4 「電子決済等代行業の業務の内容」欄は、委託する電子決済等代行業の業務が、決済

指図伝達のみである場合には「決済指図伝達」、口座情報の取得・提供のみである場合

には「口座情報の取得・提供」、決済指図伝達と口座情報の取得・提供の双方を行う場

合には「双方」と記載すること。 

5 電子決済等代行業再委託者数 

 者 

  (記載上の注意) 

    当期末において、電子決済等代行業者として第34条の64の9第3項各号の委託を受けて

いる同項の電子決済等代行業再委託者(以下「電子決済等代行業再委託者」という。)が

あるときは、そのうち自身が直接取引を行う者の合計者数を記載すること。 

6 役員及び使用人の状況 

 役 員 
 

使 用 人 計 
うち非常勤 

総 数 名 名 名 名 

 (記載上の注意) 

  1 本表は、当期末における電子決済等代行業に従事する役員及び使用人について記載す

ること。 

  2 「使用人」欄は、臨時雇員及び嘱託を除く員数を記載すること。 

7 営業所又は事務所の状況 

名 称 所 在 地 

  

  

 (記載上の注意) 

  1 本表は、当期末における電子決済等代行業を営む営業所又は事務所について記載する

こと。 

  2 適宜、地区別に区分して記載すること。 

8 電子決済等代行業の実施状況 

(単位：件、者)  

決済指図伝達 口座情報の取得・提供 

契約件数又は利用者数 決済指図伝達の件数 

〔為替取引に至らなかつた

件数を含むか否か〕 

契約件数又は利用者数 

 〔 〕  

 (記載上の注意) 

  1 「決済指図伝達」欄のうち、「契約件数又は利用者数」欄については、当期末におけ

る預金者(銀行法第2条第21項第1号の預金者をいう。以下同じ。)若しくは電子決済等代

行業再委託者(電子決済等代行業再委託者のうち自身が直接取引を行う者のみをいい、

当該電子決済等代行業再委託者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を行う電子

決済等代行業再委託者や電子決済等代行業再委託者の利用者である預金者は含まない

ことに留意する。以下同じ。)との間の決済指図伝達に係る基本契約(継続中の契約に限

る。ただし、個別契約のみが締結される場合には個別契約。以下同じ。)の件数又は自

身が提供する決済指図伝達に係るサービスを直接利用する預金者若しくは電子決済等

代行業再委託者の数を記載すること。 

  2 「決済指図伝達」欄のうち、「決済指図伝達の件数」欄については、当期中における

決済指図伝達を行つた件数を記載すること。この際、適宜自身が把握可能な件数をもつ

て代替することも可能であり、例えば、決済指図伝達が銀行法第2条第21項第1号の指図

の内容のみの伝達である場合に、電子決済等代行業者又は電子決済等代行業再委託者が

当該内容のみの伝達を行うための画像を、預金者が確認することができる映像面に表示

させた件数や、最終的に為替取引に至つた件数等を記載することでも差し支えない。た

だし、この場合には、どのような件数を記載したかを留意事項として記載すること。 

   また、件数の次の〔 〕内には、当該件数に為替取引に至らなかつた件数を含むか否

か(含む場合は「含」、含まない場合は「否」)を記載すること。 

  3 「口座情報の取得・提供」欄のうち、「契約件数又は利用者数」欄については、当期

末における預金者等(銀行法第2条第21項第2号の預金者等をいう。以下同じ。)若しくは

電子決済等代行業再委託者との間の口座情報の取得・提供に係る基本契約の件数又は自

身が提供する口座情報の取得・提供に係るサービスを直接利用する預金者等若しくは電

子決済等代行業再委託者の数を記載すること。 
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別
紙
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第
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４
号
（
第
３
４
条
の
７
８
関
係
）

別紙様式第24号(第34条の78関係) 

(日本産業規格A4) 

年 月 日提出 

業 務 に 関 す る 報 告 書 

第  期  
  年  月  日から 

  年  月  日まで 

  金融庁長官 殿 

提出者 (郵便番号    ) 

所在地           

電話番号(   )   ―  

商号又は名称        

代表者又は管理人の役職氏名 

目 次 

 1 紛争解決等業務の概要 

 2 紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称、所在地並びに当該業務を行う日及び時

間 

 3 組織に関する事項 

 4 紛争解決委員及び役職員の増減 

 5 役員の氏名等 

 6 他の事業の種類及び内容 

 7 役員の兼職状況 

 8 主要議決権所有者並びに親法人及び子法人の氏名等 

 9 意思決定機関の状況 

 10 加入銀行業関係業者等の状況 

 11 紛争解決等業務の状況 

  (1) 苦情処理手続の実施状況 

  (2) 紛争解決手続の実施状況 

  (3) 紛争解決等業務の料金等の総額(当期の状況) 

  (4) 紛争解決等業務に関する苦情の件数及び内訳(当期の状況) 

 12 他の指定紛争解決機関その他の者との連携の状況 

 13 その他特記事項 

 (記載上の注意) 

  1 法第52条の63第1項の指定申請書又は法第52条の78第1項の規定による届出書に旧氏

及び名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該旧氏及び

名を変更する旨を届け出るまでの間、「代表者又は管理人の役職氏名」欄に当該旧氏及

び名を括弧書で併せて記載し、又は当該旧氏及び名のみを記載することができる。 

  2 この様式中に記載する金額、件数及び株数は、この様式中で指定された単位で記載し、

当該単位未満は切り捨てること。 

1 紛争解決等業務の概要 

 

2 紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称、所在地並びに当該業務を行う日及び時間 

名 称 

(設置年月日) 
所 在 地 

業務を行う

日及び時間 

(  年 月 日) 

郵便番号  ― 

電話番号(   )   ― 

電子メールアドレス 

 

(  年 月 日) 

郵便番号  ― 

電話番号(   )   ― 

電子メールアドレス 

 

(  年 月 日) 

郵便番号  ― 

電話番号(   )   ― 

電子メールアドレス 

 

(  年 月 日) 

郵便番号  ― 

電話番号(   )   ― 

電子メールアドレス 

 

(  年 月 日) 

郵便番号  ― 

電話番号(   )   ― 

電子メールアドレス 

 

(  年 月 日) 

郵便番号  ― 

電話番号(   )   ― 

電子メールアドレス 

 

営業所               

計       事務所               

 

3 組織に関する事項 

 

4 紛争解決委員及び役職員の増減 

(単位：人) 

区 分 前 期 末 当 期 末 増 減 

紛 争 解 決 委 員    
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役 員    

( う ち 非 常 勤 役 員 ) (      ) (      ) (     ) 

職 員    

そ の 他    

合 計    

 (記載上の注意) 

  1 「役員」とは、法人にあつては役員、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあ

るものにあつては代表者又は管理人をいう。 

  2 「職員」は、紛争解決等業務に従事する職員をいう。 

  3 「その他」欄には、一時的又は臨時に雇用している従業員について記載すること。 

5 役員の氏名等 

(フリガナ) 

職名又

は呼称 

住 所 又 は 主 た る 営 業 所

若 し く は 事 務 所 の 所 在 地 
略 歴 備 考 

氏名又は商号

若しくは名称 

生年月日 

     

 

年 月 日 

     

 

年 月 日 

     

 

年 月 日 

     

 

年 月 日 

     

 

年 月 日 

     

 

年 月 日 

     

 

年 月 日 

計              名 

 (記載上の注意) 

  1 法第52条の63第1項の指定申請書又は法第52条の78第1項の規定による届出書に旧氏

及び名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該旧氏及び

名を変更する旨を届け出るまでの間、「氏名又は商号若しくは名称」欄に当該旧氏及び

名を括弧書で併せて記載し、又は当該旧氏及び名のみを記載することができる。 

  2 役員が外国人である場合は、「住所」については、国籍及び日本における住所を記載

すること。 

  3 「略歴」欄には、職歴を簡潔に記載すること。 

  4 代表権を有する者については、備考欄にその旨を記載すること。 

6 他の事業の種類及び内容 

 

 (記載上の注意) 

  1 「他の事業」とは、紛争解決等業務以外の業務を行う事業をいう。 

  2 「事業の種類」は、日本標準産業分類表細分類により記載すること。 

7 役員の兼職状況 

(フリガナ) 役員を使用する者の氏名及び住所又は役員を役

員若しくは使用人とする法人の商号又は名称及

び主たる営業所又は事務所の所在地(役員が他

の事業を営んでいるときはその旨) 

事業の種類又は

法人の業務の種

類 

役員の氏名又は

商号若しくは名称 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 (記載上の注意) 

  1 法第52条の63第1項の指定申請書又は法第52条の78第1項の規定による届出書に旧氏

及び名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該旧氏及び

名を変更する旨を届け出るまでの間、「役員の氏名又は商号若しくは名称」欄に当該旧

氏及び名を括弧書で併せて記載し、又は当該旧氏及び名のみを記載することができる。 

  2 欄中の「法人」には、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。 

  3 「他の事業」とは、紛争解決等業務以外の業務を行う事業をいう。 

  4 「事業の種類」及び「業務の種類」は、日本標準産業分類表細分類により記載するこ

と。 

8 主要議決権所有者並びに親法人及び子法人の氏名等 

(フリガナ) 住所又は主たる営業所

若しくは事務所の所在

地 

議決権

の割合 

主要議決権所
有者並びに親
法人及び子法
人の別 

議決権が株式

である場合は

株式の数 

氏名又は商号

若しくは名称 

    

株  

    

株  

    

株  

    

株  

    

株  

    

株  

    

株  

 (記載上の注意) 

  「主要議決権所有者」とは、指定紛争解決機関の総株主等の議決権の百分の五以上の議

決権を保有している株主、社員、会員、組合員又は出資者をいい、「親法人」とは第34条

の77第2項第2号の親法人、「子法人」とは同号の子法人をいう。 

9 意思決定機関の状況 

 

 (記載上の注意) 

  株主総会、社員総会等の意思決定機関の会議(紛争解決等業務に関する事項が取り扱わ

れたものに限る。)について、会議の種類、開催の年月日及び決議した事項その他会議に

関する重要な事項を記載すること。 

10 加入銀行業関係業者等の状況 

 (1) 銀行業関係業者 

番号 商 号 本 店 の 所 在 地 加 入 年 月 日 

    

    

    

    

    

 (2) 銀行業関係業者以外の加入者 

番号 
氏 名 又 は 商 号

若 し く は 名 称 

住所又は主たる営業

所若しくは事務所の

所在地 

主要な事業の内容 加 入 年 月 日 
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 (記載上の注意) 

  記載基準日は事業年度の末日とする。 

11 紛争解決等業務の状況 

 (1) 苦情処理手続の実施状況 

  ア 苦情処理手続の受付件数(当期の状況) 

(単位：件) 

受 付 事 件 内 訳 

新 受 前期の未済 
既 済 未 済 

当期の新受分 前期の未済分 当期の新受分 前期の未済分 

      

 (記載上の注意) 

  「新受」には、当期に受け付けた苦情処理手続の件数をすべて計上すること。 

  イ 苦情処理手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) 

                      (単位：件) 

類型 
当 事 者 の 別 

顧客が法人 顧客が個人 その他 計 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

計     

 

類型 
終 了 事 由 の 別 

不開始 解決 移行 不応諾 不調 その他 小計 移送 計 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

計          

 (記載上の注意) 

  1 「類型」には、苦情処理手続を実施した銀行業務等関連苦情の種類をそれぞれ記載す

ること。 

  2 「移行」とは、紛争解決手続への移行をいう。 

  ウ 苦情処理手続(不応諾及び移送を除く。)の所要期間等(当期の既済事件) 

(単位：件) (単位：件) 

所要期間 件数 

 

手続実施方法 件数 

1月未満  面 談  

1月以上―3月未満  電 話  

3月以上―6月未満  電 子 メ ー ル  

6月以上  ファクシミリ  

計  文 書 の 送 付  

 そ の 他  

 (2) 紛争解決手続の実施状況 

  ア 紛争解決手続の受付件数(当期の状況) 

(単位：件) 

受 付 事 件 内 訳 

新 受 前期の未済 
既 済 未 済 

当期の新受分 前期の未済分 当期の新受分 前期の未済分 

      

 (記載上の注意) 

  「新受」には、当期に受け付けた紛争解決手続の件数をすべて計上すること。 

  イ 紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) 

(単位：件) 

類型 

請 求 の 価 額 の 別 

6 0 万 円

以下 

60万円超

―140万

円 以 下 

140万円

超―300

万円以下 

300万円

超―1000

万円以下 

1000万円

超―1億

円 以 下 

1億円超 
算定不能

又は不明 
計 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

計         

 

類型 
当事者の別 代理人(法定代理人を除く。)の別 

顧客が法人 顧客が個人 計 双方代理人 一方代理人 代理人なし 計 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

計        

 

類型 

終 了 事 由 の 別 

成立 
見込み

なし 

双方の

離脱 

一方の

離脱 
その他 小計 不応諾 移送 計 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

計          

  ウ 紛争解決手続の類型別の紛争解決委員を選任した人数(当期の既済事件) 

(単位：人) 

類型 
紛 争 解 決 委 員 の 別 

        計 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

計          

 (記載上の注意) 

  1 「類型」には、紛争解決手続を実施した銀行業務等関連紛争の種類をそれぞれ記載す

ること。 

  2 紛争解決委員の職業ごとに整理した上、各類型ごとの件数を記載すること。 

  3 複数の紛争解決委員を選任した場合には、その職業ごとに記載すること。 

  エ 紛争解決手続(不応諾及び移送を除く。)の所要期間等(当期の既済事件) 

(単位：件) (単位：件)  (単位：件) 

所要期間 件数 

 

所要回数 件数 

 

手続実施方法 件数 

1月未満  1回  面 談  

1月以上―3月未満  2回  

面
談
以
外 

電 話  

3月以上―6月未満  3回  電子メール  

6月以上―1年未満  4回  ファクシミリ  

1年以上―2年未満  5―10回  文書の送付  

2年以上  11回以上  そ の 他  

計  計  小 計  

 (記載上の注意) 

  「面談以外」には、面談と併用した場合を含む。 

 (3) 紛争解決等業務の料金等の総額(当期の状況) 

(単位：千円) 

料金・負担金 

料金額 
負担金額 計 

苦情処理手続 紛争解決手続 
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 (4) 紛争解決等業務に関する苦情の件数及び内訳(当期の状況) 

(単位：件) 

類 型 
苦情処理手続

に関するもの 

紛争解決手続

に関するもの 
そ の 他 合 計 

指定紛争解決機関の窓

口業務に関するもの 

    

手続実施者又は紛争解

決委員の選任の方法に

関するもの 

    

手続実施者又は紛争解

決委員の資質・能力に関

するもの 

    

手続の進行に関するもの     

資料の保管・返還、秘密

の保持に関するもの 

    

報酬・費用に関するもの     

苦情処理手続又は紛争

解決手続の結果に関す

るもの 

    

そ の 他     

計     

 (記載上の注意) 

  苦情の対象類型ごとに整理した上、各類型ごとの苦情件数を記載すること。 

12 他の指定紛争解決機関その他の者との連携の状況 

 

13 その他特記事項 

 

 (記載上の注意) 

  指定紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつ

ては、その代表者又は管理人)、紛争解決委員等の関係者が禁錮
こ

以上の刑に処せられた場

合、逮捕、勾留された場合、刑事事件に関し起訴された場合、重要な不利益処分を受けた

場合、指定紛争解決機関が裁判手続の当事者となつた場合等に、その概要を記載すること。 
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